
©一般社団法人 日本救急看護学会 

 一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会

2022年10月14日(金)

第1会場

会長講演 | 指定演題 | 会長講演

救急看護における成果の探求[PL]
座長:増山 純二(令和健康科学大学)
09:30 〜 10:20  第1会場 (TFTホール1000)

救急看護における成果の探求

剱持 功 （東海大学　看護師キャリア支援センター）

[PL]

基調講演 | 指定演題 | 基調講演

救急医療の”これまで”と”これから”[KL]
座長:剱持 功(東海大学看護師キャリア支援センター)
10:30 〜 11:30  第1会場 (TFTホール1000)

救急医療の“これまで”と“これから”

○猪口 貞樹1 （1. 東海大学医学部医学科）

[KL-01]

第7会場

特別講演 | 指定演題 | 特別講演

救急看護　実践・教育・制度のファーストペン
ギン　in 昭和・平成・令和

[SL1]

座長:明石 惠子(名古屋市立大学)
10:30 〜 11:30  第7会場 (研修室906)

救急看護　実践・教育・制度のファーストペンギ

ン　

in 昭和・平成・令和

○松月 みどり1 （1. 湘南医療大学 保健医療学部 看護学

科）

[SL1-01]

第3会場

特別講演 | 指定演題 | 特別講演

一般社団法人　日本救急看護学会・学術集会が
意味するものから 救急看護（学）のこれからを
志向する

[SL2]

座長:山勢 博彰(山口大学大学院医学系研究科)
16:25 〜 17:25  第3会場 (TFTホール300)

一般社団法人　日本救急看護学会・学術集会が意

味するものから 救急看護（学）のこれからを志向

する

○中村 惠子1 （1. 日本救急看護学会名誉会員）

[SL2-01]

第2会場

教育講演 | 指定演題 | 教育講演

救急外来における看護実践の評価: 医療の質評
価と改善活動

[EL1]

座長:菅原 美樹(札幌市立大学)
14:05 〜 15:05  第2会場 (TFTホール500)

救急外来における看護実践の評価: 医療の質評価

と改善活動

○櫻本 秀明1 （1. 日本赤十字九州国際看護大学）

[EL1-01]

第3会場

教育講演 | 指定演題 | 教育講演

未来を変えるか！？遠隔医療に活きる看護の展
望

[EL2]

座長:中村 美鈴(東京慈恵会医科大学)
14:05 〜 15:05  第3会場 (TFTホール300)

未来を変えるか！？遠隔医療に活きる看護の展望

○長谷川 高志1 （1. 特定非営利活動法人日本遠隔医療協

会）

[EL2-01]

教育講演 | 指定演題 | 教育講演

米国における蘇生教育の実情と看護師の役割[EL3]
座長:軍神 正隆(聖路加国際大学病院)
15:20 〜 16:20  第3会場 (TFTホール300)

米国における蘇生教育の実情と看護師の役割

Peter Laurence Fromm （マウント・サイナイ・サウ

ス・ナッソー病院）

[EL3ｰ01]

2022年10月15日(土)

第6会場

教育講演 | 指定演題 | 教育講演

JTAS2022改訂のポイントと今後の運営体制[EL4]
座長:山勢 善江(湘南医療大学)
09:00 〜 10:00  第6会場 (研修室904・905)

JTAS2022改訂のポイントと今後の運営体制

○奥寺 敬1 （1. 国立大学法人富山大学先端危機管理医学

（寄附講座））

[EL4-01]

教育講演 | 指定演題 | 教育講演

Society5.0の世界からの救急看護[EL5]
座長:佐々木 吉子(東京医科歯科大学)
10:05 〜 11:05  第6会場 (研修室904・905)

Society5.0の世界からの救急看護

○淺香 えみ子1 （1. 東京医科歯科大学病院）

[EL5-01]

第2会場

教育講演 | 指定演題 | 教育講演

歴史から考える救急看護の未来　-救急看護師の
舞台は病院から現場へ-

[EL6]
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座長:小池 伸享(前橋赤十字病院)
10:40 〜 11:40  第2会場 (TFTホール500)

歴史から考える救急看護の未来　-救急看護師の舞

台は病院から現場へ-

○守田 誠司1 （1. 東海大学医学部救命救急医学）

[EL6-01]

第3会場

教育講演 | 指定演題 | 教育講演

AIを活用した救急診療の現状と展望[EL7]
座長:佐藤 憲明(日本医科大学付属病院)
11:10 〜 12:10  第3会場 (TFTホール300)

AIを活用した救急診療の現状と展望

○中田 孝明1 （1. 千葉大学大学院医学研究院 救急集中

治療医学）

[EL7-01]

第6会場

教育講演 | 指定演題 | 教育講演

明日からできる‼　救急看護としての家族支援[EL8]
座長:園川 雄二(東海大学医学部付属病院)
11:10 〜 12:10  第6会場 (研修室904・905)

明日からできる！！　

救急看護としての家族支援

○櫻井 大輔1 （1. 東海大学医学部看護学科）

[EL8-01]

第1会場

教育講演 | 指定演題 | 教育講演

敗血症性ショックによる生体反応のメカニズム
を学ぼう

[EL9]

座長:小田 知子(東海大学看護師キャリア支援センター)
13:25 〜 14:25  第1会場 (TFTホール1000)

敗血症性ショックによる生体反応のメカニズムを

学ぼう

○道又 元裕1 （1. Critical Care Research Institute）

[EL9-01]

第7会場

教育講演 | 指定演題 | 教育講演

災害対応のプロから学べ！チーム力で危機を
乗り越える極意とは！？　困難をチームで乗
り切る知恵を知る

[EL10]

座長:大山 太(東海大学)
13:25 〜 14:55  第7会場 (研修室906)

『活動時の危機管理』

チームの共通理解の重要性

[EL10-01]

○草場 秀幸1 （1. 在日米海軍統合消防局佐世保署）

災害対応のプロから学べ！チーム力で危機を乗

り越える極意とは！？

○勝部 司1 （1. 独立行政法人国際協力機構）

[EL10-02]

第1会場

教育講演 | 指定演題 | 教育講演

「人工呼吸器からの離脱」を理解する 〜基礎
知識から臨床での考え方まで〜

[EL11]

峯山 幸子 （ 東海大学医学部付属病院）
14:35 〜 15:35  第1会場 (TFTホール1000)

「人工呼吸器からの離脱」を理解する-基礎知識

から臨床での考え方まで

○卯野木 健1 （1. 公立大学法人 札幌市立大学 看護学

部）

[EL11-01]

2022年10月14日(金)

第6会場

シンポジウム | 指定演題 | シンポジウム

救急に携わる看護師の育成[S1]
座長:阿部 雅美(日本赤十字社和歌山医療センター)、杉本 環(日本看
護協会 看護研修学校)
14:05 〜 16:05  第6会場 (研修室904・905)

A大学病院救命救急センターにおける臨床看護教育

の実際と課題 ～カリキュラムの設定による学習支

援～

○所賀 聡子1 （1. 東邦大学医療センター大森病院救命救

急センター１）

[S1-01]

臨床現場で行っている2つの救急看護教育

〜実践能力の可視化と実践知獲得のためのナラ

ティブアプローチ〜

○岩崎 翼1 （1. 半田市立半田病院救命救急センター）

[S1-02]

救急看護師の育成～認定看護師教育の立場から～

○桑村 直樹1 （1. 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 看護

部）

[S1-03]

エビデンスに基づいた患者中心の看護を導くスペ

シャリストの育成

○田戸 朝美1 （1. 山口大学）

[S1-04]

第1会場

シンポジウム | 指定演題 | シンポジウム

救急看護におけるこれまでの COVID19対応とこ
れから COVID19対応

[S2]

座長:箱崎 恵理(看護協会ちば訪問看護ステーション)、渕本 雅昭
(東邦大学医療センター大森病院)
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14:10 〜 16:10  第1会場 (TFTホール1000)

救急看護におけるこれまでの COVID１９対応とこれか

らの COVID１９対応

○箱崎 恵理1 （1. 看護協会ちば訪問看護ステーション）

[S2]

ICUにおける COVID19患者家族への看護の実際と

課題

○牧野 夏子1 （1. 札幌医科大学附属病院看護部）

[S2-01]

COVID19による当院の救急対応の変化～発熱外来

発足から3年目を迎えた現状と課題～

○小野澤 圭子1 （1. 東邦大学医療センター大森病院）

[S2-02]

救急看護における COVID-19への対応　～これま

でとこれから～

○小林 倫子1,2、浅井 さとみ1 （1. 東海大学医学部付属病

院 医療監査部 院内感染対策室、2. 東海大学医学部付属病

院看護部）

[S2-03]

COVID-19対応における救急医療現場のマネジメン

トと今後の課題ー看護管理者の立場からー

○川谷 陽子1 （1. 愛知医科大学病院 高度救命救急セン

ター EICU）

[S2-04]

新型コロナウイルス感染症、その動向と今後の対策

○小林 寅喆1 （1. 東邦大学看護学部 感染制御学 ）

[S2-05]

第2会場

シンポジウム | 指定演題 | シンポジウム

特定行為研修制度発足から6年、救急看護現場は
どのように変わったか

[S3]

座長:三上 剛人(吉田学園)、天谷 愛(東京都立広尾病院)
15:20 〜 17:20  第2会場 (TFTホール500)

救急外来をフィールドにした特定行為研修修了看護

師の役割

○増山 純二1 （1. 令和健康科学大学）

[S3-01]

特定行為による救急看護の成果

○峯山 幸子1 （1. 東海大学医学部付属病院8B病棟）

[S3-02]

救急看護現場における特定行為研修修了者活用の実

際と課題

○多田 真也1 （1. 順天堂大学医学部附属静岡病院）

[S3-03]

特定行為研修制度の概況と修了者に期待される役割

○羽田 忍1 （1. 厚生労働省医政局看護課看護サービス推

進室）

[S3-04]

2022年10月15日(土)

第1会場

シンポジウム | 指定演題 | シンポジウム

日本集中治療医学会との合同企画（50周年記[S4]

念） これからの救急・集中治療における看護を
考える

座長:卯野木 健(札幌市立大学)、渕本 雅昭(東邦大学医療センター大
森病院)
09:30 〜 11:30  第1会場 (TFTホール1000)

集中治療の経験から救急外来に活かされたこと

○大村 正行1 （1. 日本赤十字社 岡山赤十字病院 救命救急

センターICU）

[S4-01]

救急看護における教育の現状とこれからのデザイン

を考える

○苑田 裕樹1 （1. 令和健康科学大学）

[S4-02]

看護管理者として期待するこれからの救急看護

○上澤 弘美1 （1. 総合病院 土浦協同病院 看護部）

[S4-03]

これからの救急・集中治療看護提供体制について医

療制度の観点から考える

○河合 佑亮1 （1. 藤田医科大学病院 看護部）

[S4-04]

集中治療室において標準的な看護職務を遂行するた

めに必要な臨床実践能力の特性:システマティック

レビューおよびデルファイ調査

○櫻本 秀明1,2,3 （1. 日本集中治療医学会 看護教育委員

会、2. 日本集中治療医学会 学会看護師認証検討委員

会、3. 日本赤十字九州国際看護大学）

[S4-05]

日本集中治療医学会における認証看護制度（ ICRN,

ICRN-K)に関して

○卯野木 健1 （1. 公立大学法人 札幌市立大学 看護学部）

[S4-06]

第2会場

シンポジウム | 指定演題 | シンポジウム

「救急医療において救急領域の看護師がタスクシ
フト・シェアにどのような貢献ができるのか」

[S5]

座長:木澤 晃代(公益社団法人日本看護協会)、守田 誠司(東海大学医
学部救命救急医学)
13:25 〜 15:25  第2会場 (TFTホール500)

救急特定行為看護師への期待

○今 明秀1、呑香 美佳子2、佐々木 都2、神田 新一2、上舘

敬子2、小田桐 綾子2、工藤 ひとみ2、久保 裕一2 （1.

八戸市立市民病院 院長、2. 八戸市立市民病院 看護局）

[S5-01]

救急看護領域で活躍する看護師の、新たな可能性

（ Possibility）と発展性（ Potential）

○富阪 幸子1 （1. 川崎医科大学総合医療センター）

[S5-02]

看護師主体とした患者スクリーニングによるタスク

シフト・シェアの現状

○高以良 仁1、渡久地 佳奈1、下河辺 政子1、垣花 研次
1、曹路地 重蔵1、武市 知子1、吉田 弘穀1、井上 和茂
1、長谷川 栄寿1 （1. 災害医療センター）

[S5-03]

救急医療において救急領域の看護師がタスクシフ[S5-04]
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ト・シェアにどのような貢献ができるのかー看護管

理者の立場からー

○淺香 えみ子1 （1. 東京医科歯科大学病院）

第6会場

シンポジウム | 指定演題 | シンポジウム

Rapid Response Systemの成果と今後の課題[S6]
座長:桑村 直樹(医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院)、中嶋 康広(東海大
学看護師キャリア支援センター)
13:25 〜 15:25  第6会場 (研修室904・905)

RRS運用に向けた当院の取り組み

○泉谷 勇1 （1. 市立釧路総合病院）

[S6-01]

Rapid Response System導入から5年〜現状とこれ

からの5年に向けて〜

○藤田 玲1,2 （1. 横浜市立大学附属市民総合医療セン

ター、2. EICU）

[S6-02]

RRSにおける RRTメンバーの教育と病棟看護師教育

○森 一直1,2 （1. 愛知医科大学病院 NP部、2. 愛知医科大

学大学院看護学研究科）

[S6-03]

昭和大学病院における tele-ICUの取り組み

○住永 有梨1 （1. 昭和大学病院 看護部）

[S6-04]

Critical Care Outreach Teamによる院内ラウンド

の実際と看護師の育成

○井川 洋子1 （1. 総合病院 土浦協同病院）

[S6-05]

2022年10月14日(金)

第3会場

パネルディスカッション | 指定演題 | パネルディスカッション

クリティカルケア領域の認定看護師の活動とこ
れから求められる課題

[PD1]

座長:瀬川 久江(呉医療センター 医療技術センター)、山﨑 早苗(東海
大学医学部付属病院)
10:20 〜 11:40  第3会場 (TFTホール300)

救急看護認定看護師の活動の方向性と活動支援に

ついて

～求められる救急看護認定看護師であるために～

○杉本 環1 （1. 日本看護協会 看護研修学校）

[PD1-01]

救急看護認定看護師が果たした成果から今後私た

ちがするべきことを考える

○笠原 真弓1 （1. 浜松医療センター）

[PD1-02]

クリティカルケア認定看護師取得前後での働き方

の変化について -認定看護師一年目の活動の振り

返りと今後の課題-

○小村 悠太1 （1. 島根大学医学部付属病院 E-ICU）

[PD1-03]

実践モデルとしての関わりが病棟看護師の行動変[PD1-04]

容へつながった一例

○吉岡 真弓1、平野 充1 （1. 千葉市立青葉病院 看護

部）

『看護の成果とは何か？』〜当院におけるクリ

ティカルケア領域の認定看護師の活動とこれから

求められる課題の考察〜

○佐藤 央1 （1. 東京医科歯科大学大学院）

[PD1-05]

第9会場

パネルディスカッション | 指定演題 | パネルディスカッション

救急看護における倫理的看護実践の評価　[PD2]
座長:中村 美鈴(東京慈恵会医科大学)、小島 善和(東京情報大学 看護
学部)
10:20 〜 11:40  第9会場 (研修室902)

コロナ禍で発生した救急看護実践における倫理的

課題

○藤野 智子1 （1. 聖マリアンナ医科大学病院）

[PD2-01]

COVID-19状況における ELSI (エルシー＝倫理的

法的社会的課題)と看護

○細田 満和子1 （1. 星槎大学大学院教育学研究科）

[PD2-02]

COVID19感染症の最前線である救急看護におけ

る倫理的・法的・社会的課題（ ELSI）について

○三浦 靖彦1 （1. 東京慈恵会医科大学附属柏病院 総合

診療部）

[PD2-03]

第7会場

パネルディスカッション | 指定演題 | パネルディスカッション

病院前救急看護師の役割[PD3]
座長:坂田 久美子(愛知医科大学病院)、石田 桃子(順天堂大学医学部
附属静岡病院)
14:05 〜 15:35  第7会場 (研修室906)

早期患者接触に向けたセカンドナースの取り組み

○中洲 淳士1 （1. 川崎医科大学附属病院 高度救命救急

センター）

[PD3-01]

病院前救急看護師に必要なリーダーシップ

○阿部 嘉晃1 （1. 鹿児島市立病院救命救急センター）

[PD3-02]

求められている看護師の役割と今後の課題

○水野 憲宏1 （1. 日本医科大学千葉北総病院）

[PD3-03]

フライトナースのプレホスピタル活動におけるマ

ネジメント

○竹内 理恵1、高橋 誠一1、猿谷 倫史1、小野 裕美1 （1.

埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター）

[PD3-04]

病院前救急現場におけるチーム構築と多職種連携

ドクターヘリシミュレーションを通しての考察

○加古 訓之1、北村 伸哉1 （1. 君津中央病院 救急・集

[PD3-05]
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中治療科）

2022年10月15日(土)

第2会場

パネルディスカッション | 指定演題 | パネルディスカッション

多種専門領域と救急看護のコラボレーション[PD4]
座長:箱崎 恵理(看護協会ちば訪問看護ステーション)、山本 恵子
(アトラ訪問看護ステーション)
09:00 〜 10:30  第2会場 (TFTホール500)

ソーシャルワーカーと救急看護のコラボ

レーション～救急看護認定看護師との協働で得た

気づき～

○田中 美維1 （1. 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病

院）

[PD4-01]

救急看護師と多種職による在宅支援の携わり　－

臨床工学技士の立場から－

○永井 幸枝1 （1. 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病

院 クリニカルエンジニア部）

[PD4-02]

ケアマネジャー・薬剤師の視点から考える救急看

護との連携の在り方

○雜賀 匡史1 （1. さいがケアファルマ合同会社）

[PD4-03]

高度救命救急センターにおける看護師と理学療法

士のコラボレーション

○市川 毅1 （1. 東海大学医学部付属病院リハビリ

テーション技術科）

[PD4-04]

ICTを活用した地域医療介護連携ネットワークに

おける救急医療の利活用について

○横田 元1 （1. 株式会社ヘルスケアリレイションズ）

[PD4-05]

第4会場

パネルディスカッション | 指定演題 | パネルディスカッション

心肺蘇生中の安全管理について考える[PD5]
座長:大久保 健一(東海大学医学部付属病院 看護部)
15:05 〜 16:25  第4会場 (研修室908)

開心術後の既往のある患者への自動心臓

マッサージ装置使用に関する課題について

○渡邊 直貴1 （1. 東海大学医学部付属病院高度救命救

急センター）

[PD5-01]

わが国の心肺蘇生法における気道管理と安全管理

に関する課題について

○大川 真代1、梅鉢 梨真子1、飯塚 進一1 （1. 小田原市

立病院）

[PD5-02]

心肺蘇生に係る医療機器の安全管理について〜臨

床工学技士としての立場から〜

○深町 和彦1 （1. 東海大学医学部付属病院 診療技術部

[PD5-03]

臨床工学技術科）

救急現場における救急救命処置の安全管理につい

て考える

○伊藤 広治1 （1. 平塚市消防本部）

[PD5-04]

2022年10月14日(金)

第5会場

ワークショップ | 指定演題 | ワークショップ

私の救急看護　さまざまな語りから探る救急看
護の在り方（こだわり）

[WS1]

座長:石井 恵利佳(獨協医科大学埼玉医療センター)、苑田 裕樹(令和
健康科学大学)
14:05 〜 15:35  第5会場 (研修室909)

3次救急外来における救急看護についての省察

○望月 桂1 （1. 杏林大学医学部付属病院 高度救命救急

センター）

[WS1-01]

私の救急看護とは～ RRSが与えてくれたもの

○宇野 翔吾1 （1. 株式会社日立製作所 日立総合病院

救命救急センター）

[WS1-02]

救命病棟における私の救急看護

○本田 智治1 （1. 長崎大学病院 高度救命救急セン

ター）

[WS1-03]

プレホスピタルで活動する看護師の役割と使命

○真子 敬史1 （1. 久留米大学病院高度救命救急セン

ター）

[WS1-04]

第7会場

ワークショップ | 指定演題 | ワークショップ

いまさら聞けない「利益相反（ COI）に関する
基本的なこと」

[WS2]

座長:石川 幸司(北海道科学大学)
16:20 〜 17:30  第7会場 (研修室906)

利益相反委員会

いまさら聞けない！「利益相反（ COI）に関する

基本的なこと」

○中村 美鈴1、○石川 幸司2、○船木 淳3、吉田 紀子4

（1. 東京慈恵会医科大学医学部看護学科、2. 北海道科

学大学医療保健学部看護科、3. 愛知医科大学医学部シ

ミュレーションセンター、4. 獨協医科大学附属病院看

護学部）

[WS2-01]

2022年10月15日(土)

第7会場

ワークショップ | 指定演題 | ワークショップ
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やってみたい！救急看護[WS3]
座長:野澤 陽子(順天堂大学医学部附属静岡病院)、丹羽 由美子(愛知
医科大学病院 高度救命救急センターHCU)
09:00 〜 10:30  第7会場 (研修室906)

救急看護に魅せられて、そして種を蒔くというこ

と

○宮崎 博之1 （1. 公立大学法人福島県立医科大学附属

病院 災害医療・高度救命救急センターHCU/救急外来）

[WS3-01]

救急外来に潜んだ重症患者を見逃さないために

-重症化予防に必要な初期対応と帰宅時の調整-

○吉田 美恵子1 （1. 順天堂大学医学部附属練馬病院

救急プライマリーケアセンター）

[WS3-02]

救急看護の実際　～継続看護の第一走者としての

役割～

○黒木 志帆里1 （1. 福岡大学病院 看護部）

[WS3-03]

地域の救急医療体制維持向上に貢献できる救急看

護師を目指して

○向井 直基1 （1. 市立大洲病院）

[WS3-04]

第4会場

ワークショップ | 指定演題 | ワークショップ

VRを導入した新たな外傷看護教育へのチャレ
ンジ-「見る」から「体験する」へのシフト
チェンジが与える学習効果を考える-

[WS4]

座長:佐藤 憲明(日本医科大学付属病院)、小池 伸享(前橋赤十字病院)
13:25 〜 14:55  第4会場 (研修室908)

WEB版セミナーの「成果」と「課題」と「これか

ら」

○山中 雄一1、佐藤 憲明2、苑田 裕樹3、小池 伸享4、冨

岡 小百合10、笠原 真弓7、小越 優子5、和田 孝8、後小

路 隆9、佐伯 悦彦6 （1. 京都大学医学部附属病院、2.

日本医科大学付属病院、3. 令和健康科学大学、4. 前橋

赤十字病院、5. 滋賀医科大学医学部附属病院、6. 東京

医科大学病院、7. 浜松医療センター、8. 大垣市民病

院、9. 小波瀬病院、10. 大阪府立中河内救命救急セン

ター）

[WS4-01]

VRを活用した臨床教育の現在と未来

○細木 豪1 （1. 株式会社ジョリーグッド）

[WS4-02]

～ VRを活用した臨床看護教育の可能性～

○冨岡 小百合1 （1. 大阪府立中河内救命救急セン

ター）

[WS4-03]

救急救命士教育への Virtual Reality活用の現状

○鈴木 健介1、坂田 健吾1,2、原田 諭1,2、小倉 勝弘
2、星 光長2、三橋 正典2、宇田川 美南2、成川 憲司
1,2、中澤 真弓1,2、小川 理郎1,2 （1. 日本体育大学大学

院 保健医療学研究科 救急災害医療学専攻、2. 日本体育

[WS4-04]

大学 保健医療学部 救急医療学科）

VRを導入した新たな外傷看護教育へのチャレン

ジ-「見る」から「体験する」へのシフトチェン

ジが与える学習効果を考える-

○苑田 裕樹1、○山中 雄一2、○細木 豪3、○冨岡 小百

合4、○鈴木 健介5 （1. 令和健康科学大学、2. 京都大学

医学部附属病院、3. 株式会社ジョリーグッド、4. 大阪

府立中河内救命救急センター、5. 日本体育大学）

[WS4-05]

2022年10月14日(金)

第8会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

どうしよう…。　こんな時のファーストエイ
ド！

[M1]

座長:上川 智彦、清水 克彦(株式会社T-ICU)
10:30 〜 11:30  第8会場 (研修室907)

どうしよう…。　こんな時のファーストエイド！[M1ｰ01]

第9会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

研究助成金を獲得するためのコツと活用[M2]
座長:木野 毅彦(日本医科大学付属病院 外科系集中治療室)
14:05 〜 15:05  第9会場 (研修室902)

研究助成金を獲得するためのコツと活用

○佐々木 吉子1,2、木野 毅彦1,3、清村 紀子1,4、江口 秀子
1,5、岩切 由紀1,6、角 由美子1,7、徳山 博美1,8、森山 美香
1,9 （1. 日本救急看護学会調査研究委員会、2. 東京医科

歯科大学、3. 日本医科大学付属病院、4. 大分大学、5.

鈴鹿医療科学大学、6. 神戸常盤大学、7. 日本赤十字社愛

知医療センター名古屋第二病院、8. 関西医科大学附属病

院、9. 島根県立大学）

[M2-01]

第8会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

救急看護師の能力開発について考える-救急看護
クリニカルラダーから

[M3]

座長:平尾 明美(千里金蘭大学)、川原 千香子(昭和大学医学部医学教
育学講座)
15:15 〜 16:45  第8会場 (研修室907)

救急看護師の能力開発について考える-救急看護クリニ

カルラダーから

[M3]

認定・特定看護師の視点　―それぞれのベッドサイド

からー

○有澤 文孝1、○源本 尚美2 （1. 地方独立行政法人 東金九十

[M3]
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九里地域医療センター 東千葉メディカルセンター 救命救急セ

ンター 救急看護認定看護師、2. 市立札幌病院 救命救急セン

ター クリティカルケア認定看護師）

CNSの視点から～院内を俯瞰して～

○久間 朝子1、○二藤 真理子2 （1. 福岡大学病院、2. 地方独

立行政法人りんくう総合医療センター）

[M3]

管理者の立場から救急看護師の能力開発について考え

る

○淺香 えみ子1、坂田 久美子2 （1. 東京医科歯科大学病

院、2. 愛知医科大学病院）

[M3]

第9会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

ここが変わった！改正2021「人を対象とする生
命科学・医学系研究に関する倫理指針 」

[M4]

座長:船木 淳(愛知医科大学)
15:15 〜 16:15  第9会場 (研修室902)

ここが変わった！　倫理指針　改正2021 「人を対

象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指

針」

○倫理委員会 藤野 智子・谷島 雅子・船木 淳・樅山

定美・狭間 しのぶ、藤野 智子1、谷島 雅子2、船木

淳3、樅山 定美4、狭間 しのぶ5、中村 美鈴6 （1. 聖マリ

アンナ医科大学附属病院、2. 自治医科大学附属病院、3.

愛知医科大学医学部シミュレーションセンター、4. 医療

創生大学、5. 東京慈恵会医科大学附属病院、6. 東京慈恵

会医科大学）

[M4-01]

第4会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

認定看護師の活動成果と今後の展望[M5]
座長:笠原 真弓(浜松医療センター 看護部 看護管理室看護長 救急看
護認定看護師)、後小路 隆(社会医療法人 陽明会 小波瀬病院 診療看
護師/救急看護認定看護師)
15:20 〜 16:50  第4会場 (研修室908)

一番欲しかったもの

〜救急看護認定看護師になって気づいたこと　そ

して　目指すものへ〜

○中田 徹朗1 （1. 宝塚市立病院 救急医療センター）

[M5-01]

救急看護認定看護師としてこだわりたい看護管理

者としての看護実践

○野澤 陽子1 （1. 順天堂大学医学部附属静岡病院）

[M5-03]

診療看護師資格取得後の活動の変化と役割につい

て

○田村 浩美1 （1. 独立行政法人国立病院機構東京医療セ

[M5-04]

ンター）

救急看護の魅力と可能性

小原 環1 （1. 国家公務員共済組合連合会 斗南病院）

[M5-02]

第9会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

救急初療における終末期ケアー高齢少子時代に
私たちができることは何かー

[M6]

座長:大野 美香(名古屋医療センター)、山勢 善江(湘南医療大学)
16:20 〜 17:20  第9会場 (研修室902)

終末期ケア委員会の取り組み報告

○福島 綾子1 （1. 日本赤十字九州国際看護大学）

[M6-01]

改めて自分に問う　高齢家族への終末期ケア

○岡林 志穂 終末期ケア委員会1 （1. 高知医療センター）

[M6-02]

元・救急看護師が在宅を語る

在宅⇄救急

〜危機的な状況、訪問看護師と家族が揺れ動いた

判断・決断〜

○末永 一祝1 （1. （株）NEXAS メディケア訪問看護リ

ハビリステーション福岡南）

[M6-03]

人生最終段階にある高齢者・認知症のある

方々の，意思を汲み取るために看護師ができるこ

と

○大永 里美1 （1. 北里大学病院）

[M6-04]

2022年10月15日(土)

第8会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

患者が思う救急看護の質[M7]
座長:源本 尚美(市立札幌病院)、田口 裕紀子(札幌医科大学)
09:00 〜 10:30  第8会場 (研修室907)

救急外来における看護師に対する患者満足度尺度

の開発

○春名 純平1、源本 尚美2、城丸 瑞恵3、田口 裕紀子
3、牧野 夏子1、神田 直樹4、内田 裕美1 （1. 札幌医科大

学附属病院看護部、2. 市立札幌病院看護部、3. 札幌医科

大学保健医療学部看護学科、4. 北海道医療大学看護福祉

学部看護学科）

[M7-01]

事例から、患者の意思を尊重した医療およびケア

と医療への満足度について考える

○二藤 真理子1 （1. りんくう総合医療センター）

[M7-02]

救急外来における患者満足度に影響する因子

～看護師の介入は満足度向上を向上させるのか～

○有澤 文孝1 （1. 地方独立行政法人 東金九十九里地域医

療センター 東千葉メディカルセンター）

[M7-03]
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患者が思う看護師の特定行為の質 ―特定行為

（術中麻酔管理領域パッケージ）を受けた患者か

ら聞く―

○山田 亨1 （1. 東邦大学医療センター大森病院 看護管理

室）

[M7-04]

救急外来に電話する患者が求める看護〜症例から

の考察〜

○井上 聖子1 （1. 東京医科大学八王子医療センター救命

センター）

[M7-05]

第9会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

コロナ禍におけるオンライン学習の創意工夫[M8]
座長:市村 健二(株式会社T-ICU)、吉次 育子(神戸大学医学部附属病
院)
09:00 〜 10:30  第9会場 (研修室902)

eラーニングにおける救急初療看護の症例基盤型学

習

○増山 純二1 （1. 令和健康科学大学）

[M8-01]

オンラインを活用したクリニカルラダー研修

○石井 恵利佳1 （1. 獨協医科大学埼玉医療センター）

[M8-02]

学部教育におけるコロナ禍でのオンライン学習の

創意工夫

○田戸 朝美1 （1. 山口大学）

[M8-03]

開発途上国を対象とした遠隔 ICU支援におけるオ

ンライン教育の経験

○森口 真吾1、市村 健二1、清水 克彦1、上川 智彦1 （1.

株式会社T-ICU）

[M8-04]

第8会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

ドクターカーに看護師が搭乗する意義・成果[M9]
座長:佐々 智宏(広島大学病院)、三上 剛人(吉田学園)
10:40 〜 12:10  第8会場 (研修室907)

ドクターカーに看護師が搭乗する意義・成果

佐々 智宏1、三上 剛人2、○福士 博之3、○大瀧 友紀4、○山

崎 早苗5、○小山 剛広6 （1. 広島大学病院、2. 吉田学園医療

歯科専門学校、3. JA北海道厚生連帯広厚生病院、4. 聖隷三

方原病院、5. 東海大学医学部附属病院、6. 伊勢原市消防本

部）

[M9]

派遣型ワークステーションについて

○小山 剛広1 （1. 伊勢原市消防本部）

[M9-04]

第9会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

日本救急看護学会の将来構想 ― 各ワーキング
グループによる報告 ―

[M10]

座長:山勢 博彰(山口大学大学院医学系研究科)
10:40 〜 12:10  第9会場 (研修室902)

日本救急看護学会の将来構想 ― 各ワーキンググ

ループによる報告 ―

○将来構想検討 委員会1 （1. 日本救急看護学会）

[M10-01]

第3会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

救急領域における創傷の管理とケア[M11]
座長:志村 知子(日本医科大学付属病院 急性・重症患者看護専門看護
師 皮膚・排泄ケア認定看護師)、平間 陽子(千葉大学医学部附属病院
救命救急センター)
13:25 〜 14:55  第3会場 (TFTホール300)

救命救急センターにおける人工呼吸器関連の医療

関連機器圧迫創傷（ MDRPU）減少への取り組み

○難波 結子1 （1. 東海大学医学部付属病院 8B病棟）

[M11-01]

救急領域の創傷管理の中で WOCナースができる

こと

○帶刀 朋代1 （1. 東京医科大学病院 看護部）

[M11-02]

救命救急の現場における創傷との関わり方

○藪野 雄大1 （1. 日本医科大学多摩永山病院 形成外

科）

[M11-03]

第8会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

救急電話相談トリアージナースへの期待[M12]
座長:平柳 和奈(公立昭和病院)、伊藤 雪絵(奈良県立医科大学附属病
院)
13:25 〜 14:55  第8会場 (研修室907)

電話相談プロトコルを実際に運用する看護師への

期待

○織田 順1 （1. 大阪大学医学部附属病院高度救命救急

センター）

[M12-01]

救急電話相談看護師に求められる能力

○赤尾 いづみ1 （1. 救急安心センターおおさか）

[M12-02]

救急電話相談トリアージ、トリアージナースに期

待すること　救急医からの視点

○辻 友篤 救急電話相談トリアージ委員会1 （1. 東海大

学医学部救命救急医学）

[M12-03]

救命救急センターで看護師が実践する救急電話相

談トリアージの現状と課題

○佐藤 奈津1 （1. 東京慈恵会医科大学附属柏病院 救命

[M12-04]



©一般社団法人 日本救急看護学会 

 一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会

救急センター）

救急電話相談に関する実態調査の概要

○船木 淳1 （1. 日本救急看護学会救急電話相談トリ

アージ委員会）

[M12-05]

第9会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

どこでも活かせる緊急度判定[M13]
座長:芝田 里花(日本赤十字社和歌山医療センター)、吉田 栄里
(JA愛知厚生連 豊田厚生病院)
13:25 〜 14:55  第9会場 (研修室902)

緊急度判定を学生が行うに必要なこととは

○平尾 明美1 （1. 千里金蘭大学）

[M13-01]

どこでも活かせる緊急度判断

○トリアージ委員会、吉田 栄里、佐藤 加代子、吉川

英里、村上 香織、多賀 真佐美、瀧澤 紘輝、万波

大悟、

今井 亮、芝田 里花

[M13-02]

第7会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

どうしていますか？災害教育[M14]
座長:泥谷 朋子(東京医療保健大学)、安積 純子(公立豊岡病院)
15:05 〜 16:25  第7会場 (研修室906)

どうしていますか？災害教育

○災害看護 委員会1 （1. 日本救急看護学会）

[M14-02]

第8会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

研究倫理について考えよう －論文投稿時に自
らを守るために－

[M15]

座長:本田 可奈子(滋賀県立大学 人間看護学研究院)
15:05 〜 16:25  第8会場 (研修室907)

研究倫理について考えよう －論文投稿時に自ら

を守るために－

○江川 幸二1 （1. 神戸市看護大学）

[M15-01]

第9会場

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

オーストラリアにおける高度実践看護と
COVID-19対応～日本人救急部門 Clinical
Nurseとの交流～

[M16]

座長:中村 美鈴(東京慈恵会医科大学)、古賀 雄二(川崎医療福祉大学)
15:05 〜 16:25  第9会場 (研修室902)

オーストラリアにおける高度実践看護と COVID-

19対応 ～日本人救急部門 Clinical Nurseとの交

流～

剣持 功1、○古賀 雄二2、○中村 美鈴3、小島 善和4、榊

由里5、上澤 弘美6、渡邊 好江7、佐藤 法子8 （1. 東海

大学、2. 川崎医療福祉大学、3. 東京慈恵会医科大

学、4. 東京情報大学、5. 京都大学、6. 土浦協同病

院、7. 杏林大学医学部付属病院、8. Critical Care

Research Group（CCRG））

[M16-01]

第5会場

座談会 | 指定演題 | 座談会

救急から取り組む療養支援とは[D]
座長:小笠原 恵子(海辺の杜ホスピタル)、土倉 万代(土倉内科循環器
クリニック)
13:25 〜 14:55  第5会場 (研修室909)

救急から取り組む療養支援とは

○山本 恵子1 （1. アトラケア株式会社 アトラ訪問看護ス

テーション）

[D-01]

2022年10月14日(金)

第1会場

共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

クリティカルケア看護の DX“睡眠の可視化”が
課題を解決していく

[LS1]

座長:露木 菜緒(ヴェクソンインターナショナル株式会社 集中ケア認
定看護師)
11:50 〜 12:50  第1会場 (TFTホール1000)

共催セミナー パラマウントベッド株式会社

藤野 智子 （聖マリアンナ医科大学病院 急性・重症患者看護

専門看護師）

[LS1]

第2会場

共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

テクノロジーによる看護教育の変革！ VRが叶
える経験知の加速

[LS2]

座長:谷河 篤(東北大学)、松月 みどり(日本救急看護学会)
11:50 〜 12:50  第2会場 (TFTホール500)

共催セミナー 株式会社ジョリーグッド

LS2-1. AMED実証研究事業のご紹介

 細木 豪 （株式会社ジョリーグッド）

LS2-2. 外傷初期看護セミナーへのVR導入の取り組み

 苑田 裕樹 （令和健康科学大学）

LS2-3. 重症外傷初療における看護教育

 今本 俊郎 （埼玉医科大学 総合医療センター 高度救命救急

[LS2]
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センター）

第3会場

共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

心電図モニタリングの進化、心電送信機
Cocoron®への期待

[LS3]

座長:有馬 理加(昭和大学横浜市北部病院 看護部 師長)
11:50 〜 12:50  第3会場 (TFTホール300)

共催セミナー ニプロ株式会社

野秋 裕真 （聖マリアンナ医科大学病院 クリニカルエンジニ

ア部）

[LS3]

第4会場

共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

ERオペレーションの効率化～看護師、医師、2
つの異なる視点から～

[LS4]

座長:守田 誠司(東海大学医学部救命救急医学)
11:50 〜 12:50  第4会場 (研修室908)

共催セミナー 日本ストライカー株式会社

ERオペレーションの効率化～看護師、医師、2つの異なる視

点から～

 小林 憲太郎 （ 国立国際医療研究センター病院 第二救急科

医長／副医療安全管理室長／シュミレーションセンター長）

 城田 智之 （ 前橋赤十字病院 看護部 救急看護認定看護師）

[LS4]

2022年10月15日(土)

第1会場

共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

看護師の未来とキャリアデザインを考えてみま
しょう

[LS5]

座長:淺香 えみ子(国立大学法人 東京医科歯科大学病院 病院長補佐/
看護部長)
12:15 〜 13:15  第1会場 (TFTホール1000)

共催セミナー ヴェクソンインターナショナル株式会

社

道又 元裕 （ヴェクソンインターナショナル株式会社執行役

員/ 一般社団法人Critical Care Reserch Institute 代表理

事）

[LS5]

第2会場

共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

シン体温管理療法（ TTM）[LS6]
座長:中嶋 康広(東海大学看護師キャリア支援センター)
12:15 〜 13:15  第2会場 (TFTホール500)

共催セミナー 株式会社メディコン

新山 和也 （埼玉医科大学国際医療センター 急性・重症患者

看護専門看護師）

[LS6]

第3会場

共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

予期できた急変をなくす！ RRSの取り組み[LS7]
座長:吉野 俊平(株式会社麻生 飯塚病院 集中治療科 部長)
12:15 〜 13:15  第3会場 (TFTホール300)

共催セミナー フクダコーリン株式会社

立野 淳子 （一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 看護部

クオリティマネージメント科 科長 急性・重症患者看護専門

看護師）

[LS7]

第4会場

共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

「ハートコード BLSコース」 オンライン学習を
中心とした新しい BLSコースはじめました

[LS8]

座長:田村 富美子(学校法人 聖路加国際大学 聖路加国際病院 ICU /
NPO法人日本ACLS協会 理事)
12:15 〜 13:15  第4会場 (研修室908)

共催セミナー NPO法人日本 ACLS協会

木下 隆 （京都下鴨病院 麻酔科 / NPO法人日本ACLS協会

理事）

[LS8]

第5会場

共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

～迅速な救急看護を可能にする～“非接触”1
5秒で立ち上がる「バイタルセンシングシステ
ム」のご紹介

[LS9]

座長:山﨑 早苗(東海大学医学部付属病院)
12:15 〜 13:15  第5会場 (研修室909)

共催セミナー エバ・ジャパン株式会社

野呂 直樹 （エバ・ジャパン株式会社 代表取締役）

[LS9]

2022年10月14日(金)

第4会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演1[O1]
座長:松田 浩樹(東京ベイ・浦安市川医療センター)
10:30 〜 11:30  第4会場 (研修室908)

若手看護師の院内救急コールに対する躊躇感の関

連要因

○鈴木 好1、吉村 惠美子2 （1. 小田原市立病院救命救急

[O1-01]
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センター、2. 国際医療福祉大学大学院）

クリティカル領域において看護師が行う急変予防

行動に影響する要因

○森 まどか1、野島 敬祐2 （1. 大阪コロナ重症セン

ター、2. 京都橘大学看護学部）

[O1-02]

呼吸の異常から急変を判断するケースリフレク

ション教育の試み 〜看護師の呼吸アセスメント力

への効果〜

○本村 理恵1、本田 美紀1 （1. 宮崎県立延岡病院）

[O1-03]

院内二次救命処置コース受講後の病棟看護師が体

験した患者の急変状態と看護師の行動

○赤石 奈々1、植木 佳代子2 （1. 公立八鹿病院 南但訪問

看護センター 、2. 公立八鹿病院）

[O1-04]

院内急変対応の普及に向けた体制構築への取り組

み

○石田 智彦1、伊藤 和恵1、阿久津 功1 （1. 医療法人

辰星会 枡記念病院）

[O1-05]

救急外来と一般病棟でのショックに対する看護師

の意識についての比較 ～観察ポイントに着目し

て～

○菊地 由美子1、樋口 奈那美1、橋本 翼1、寺島 直美
1、酒井 ひとみ1 （1. 公立置賜総合病院 救命救急セン

ター救急外来）

[O1-06]

第5会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演2[O2]
座長:伊藤 祐子(安曇野赤十字訪問看護ステーション)
10:30 〜 11:30  第5会場 (研修室909)

救急初療室での看取り経験で救急看護師が感じる

モラルディストレス：質的記述的研究

○小野寺 敦啓1、宇都宮 明美2 （1. 昭和大学病院H

CU、2. 関西医科大学看護学部・看護学研究科 治療看護

分野 クリティカルケア看護学領域）

[O2-01]

救急外来に心停止で搬送された患者家族への看護

の実態

○本多 佳子1、尾中 奈緒子1、村上 千亜紀1、萩本 明子
2、片山 由加里2 （1. 国家公務員共済組合連合会枚方公済

病院、2. 同志社女子大学 看護学部）

[O2-02]

A大学病院救命救急センターに勤務する看護師の悲

嘆する家族に対する関わりと エンゼルケアの実施

状況の調査

○横塚 美紀1、神馬 千登勢1、中田 哲也1 （1. 獨協医科大

学病院 救命救急センター）

[O2-03]

CPA家族における患者ニーズを捉えた家族ケアの[O2-04]

在り方

○小路 弘輝1、中村 恵子1 （1. 社会医療法人財団慈泉会

相澤病院）

突然死での看取り看護に関する救急看護師のレジ

リエンス～実践度・重要度及び個人内要因との関

連～

○須田 果穂1、山勢 博彰1、田戸 朝美1、山本 小奈実1

（1. 山口大学大学院医学系研究科）

[O2-05]

第6会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演3[O3]
座長:中田 哲也(獨協医科大学病院)
10:30 〜 11:30  第6会場 (研修室904・905)

ドクターヘリで搬送された患者の受傷から病院搬

送までの体験

○河井 尚美1、杉原 由希子1、岩倉 由幸1、葛西 陽子1

（1. 手稲渓仁会病院）

[O3-01]

ドクターカー看護師同乗基準を作成し運用を開始

したことによる効果の検証

○酒井 由夏1、上總 麻里子1、池澤 友朗1 （1. 社会医療法

人近森会近森病院 救命救急センター）

[O3-02]

ドクターカー運用の現状と早期医療介入に向けた

今後の課題

○藤井 香織1、埇田 真彰1、島崎 妙子1 （1. SUBARU健康

保険組合太田記念病院 救命救急センター）

[O3-03]

救急ワークステーション開設から２年を経ての課

題と展望

○上杉 如子1、石本 佳美1、澤田 詠美子1 （1. 国民健康保

険 小松市民病院）

[O3-04]

コロナ禍における ECPR対応の実際と成果 〜感染

対策を講じた Drカーと院内連携〜

○門田 風花1 （1. 社会医療法人生長会 ベルランド総合病

院 ER）

[O3-05]

第4会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演4[O4]
座長:平間 陽子(千葉大学医学部附属病院 救命救急センター)
14:05 〜 15:05  第4会場 (研修室908)

緊急入院及び緊急治療入室患者の救急外来滞在時

間短縮に向けた取り組み

○光藤 久乃1、足達 由1 （1. 多根総合病院 救急外来）

[O4-01]

急性期脳梗塞における血管内治療開始までの時間

短縮に向けた取り組み

[O4-02]
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～救急外来搬入から動脈穿刺まで～

○細井 麻美1、西尾 友子1、太田 文子1、大塚 操1 （1.

旭川赤十字病院 救命救急センター HCU･救急外来）

コロナ禍における ER滞在時間短縮に向けた取り組

み

○大野 菜那1、峯山 幸子1、佐藤 大貴1 （1. 東海大学医学

部付属病院）

[O4-03]

救急看護師の役割に関する文献検討～タスク・シ

フト/シェアへの示唆～

○須田 果穂1、山勢 博彰1、田戸 朝美1、山本 小奈実1

（1. 山口大学大学院医学系研究科）

[O4-04]

脳梗塞患者の治療開始までの取り組みと今後の課

題

　ー時間短縮を目的とした多職種協働ー

○桑原 雅恵1、村井 毅1 （1. 秦野赤十字病院）

[O4-05]

救命病棟へ入室する循環器内科患者の救急外来滞

在時間に影響を及ぼしている要因

○近藤 茉優1、生田 尋美1、吉田 昌平1、尾島 美里1、前

千登世1 （1. トヨタ記念病院）

[O4-06]

第8会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演5[O5]
座長:北﨑 礼繁(日本医科大学武蔵小杉病院)
14:05 〜 15:05  第8会場 (研修室907)

救急外来における異動者に対する早期の教育シス

テムの構築～スタートダッシュ学習会を実施して

の検討～

○橋本 翼1 （1. 公立置賜総合病院）

[O5-01]

外傷患者初療時における記録用テンプレート活用

の効果

○永井 晴菜1 （1. 自治医科大学附属病院 看護部 救命救

急センター）

[O5-02]

ICU内で行う緊急開腹手術における統一した看護実

践に向けた取り組み　アクションカードの使用に

よる検証

○福永 捺美1、津田 雅美1、勝田 清美1 （1. 兵庫県災害医

療センター）

[O5-03]

A病院の救急外来におけるタイムアウト導入の効果

－看護師の認識調査から－

○佐々木 勇太1 （1. 東京都立多摩総合医療センター）

[O5-04]

重症 COVID-19患者に対して行った ICUダイア

リーの効果

○路川 恵利加1、上澤 弘美1 （1. 茨城県厚生連 総合病院

[O5-05]

土浦協同病院 EICU）

自己抜去予防を目的とした、抑制カンファレンス

の効果。

○田畑 慶喜1、米山 正志1、根本 友重1 （1. 昭和大学病院

救命救急センター）

[O5-06]

第5会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演6[O6]
座長:橋本 翼(公立置賜総合病院)
16:20 〜 17:20  第5会場 (研修室909)

救命救急センターにおける鎮痛鎮静プロトコルの

有用性

菊池 鏡平1、○江南 沙里菜1、前島 直美1 （1. 東京大学医

学部附属病院 救命救急センター）

[O6-01]

予定外抜管に関する有害事象の状況分析と再発防

止策の検討

○山田 君代1 （1. 医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺病院）

[O6-02]

救命センター看護記録からみた気管挿管患者の口

腔内合併症に関する調査

○安保 麻由子1、篠原 由莉1、吉次 育子1 （1. 神戸大学医

学部附属病院救命センター）

[O6-03]

救命センターに勤務する看護師に対して口腔ケア

のスキル向上のための取り組み

○篠原 由莉1、安保 麻由子1、吉次 育子1 （1. 神戸大学医

学部附属病院）

[O6-04]

頸椎損傷患者の人工呼吸器早期離脱に向けての取

り組み

○大堀 紅瑠実1 （1. 独立行政法人国立病院機構仙台医療

センター 救命救急センター）

[O6-05]

リハビリ意欲が低下している患者との関わりにつ

いて

○吉田 陸1 （1. 仙台医療センター救命救急センター）

[O6-06]

第6会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演7[O7]
座長:神保 大士(聖マリアンナ医科大学病院)
16:20 〜 17:20  第6会場 (研修室904・905)

職員の災害時安否確認のシミュレーションを通し

て

〜 teamsを活用した結果と課題〜

○蒲池 祥1 （1. かわぐち心臓呼吸器病院）

[O7-01]

多数傷病者受け入れフローシートに沿った机上訓

練からの課題

[O7-02]
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○岸本 沙希1、中西 奈緒子2、村田 晃子2、矢掛 由貴子2

（1. 聖泉大学、2. 近江八幡市立総合医療センター）

COVID-19感染対策を重視した急変対応シ

ミュレーションが奏功した一例

○鏑木 優希1、大和田 道代1、星 豪人1 （1. 筑波記念病

院）

[O7-03]

救命救急センターにおける発熱外来の立ち上げと

安全かつ効率的な運用

○林田 明美1、荒木 裕子2、柴尾 嘉洋2、西川 理子2、松

野 ひとみ2、渡邊 朝子2 （1. 社会福祉法人 恩賜財団 済生

会 熊本病院 ３西病棟、2. 社会福祉法人 恩賜財団 済生会

熊本病院 救命救急センター）

[O7-04]

救急外来における救急電話相談の実施状況と教育

的ニーズの把握：全国質問紙調査

○今井 亮1 （1. 文京学院大学）

[O7-05]

ERスキルミクスによって進化を続けた発熱外来対

応の実際 ～多職種で乗り越えたコロナ第6派の軌

跡～

○西川 香織1、友田 新二1、井阪 梢1、後藤 裕子1 （1.

社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 ER）

[O7-06]

2022年10月15日(土)

第3会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演8[O8]
座長:鈴木 めぐみ(順天堂大学医学部附属静岡病院)
09:00 〜 10:00  第3会場 (TFTホール300)

新人フライトナース育成におけるウェアラブルカ

メラを用いた映像評価の効果

○柳原 佐友里1、峯山 幸子2 （1. 東海大学医学部付属病

院 高度救命救急センター、2. 東海大学医学部付属病院

8B病棟）

[O8-01]

当院におけるドクターカーナース教育プログラム

構築方法

○廣瀬 裕加1 （1. 宝塚市立病院）

[O8-02]

ドクターカーナース教育方法の検討―机上シ

ミュレーションの充実―

○佐藤 希1 （1. 旭川医科大学病院救命救急センター）

[O8-03]

プレホスピタル活動における新人フライトナース

の会話の特徴

○高橋 友也1、福島 聡1、髙橋 誠一1 （1. 埼玉医科大学総

合医療センター 高度救命救急センター）

[O8-04]

映像評価から見えた新人フライトナースの傾向と

指導上の課題

○新里 恵1、峯山 幸子2 （1. 東海大学医学部付属病院高

[O8-05]

度救命救急センター、2. 東海大学医学部付属病院8

B病棟）

院内トリアージの質向上に向けた教育効果の検証

○床尾 羊翼1、前田 晃史2、小西 ゆかり1 （1. 社会医療法

人仙養会北摂総合病院、2. 園田学園女子大学）

[O8-06]

第4会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演9[O9]
座長:田畑 剛(松戸市立総合医療センター)
09:00 〜 10:00  第4会場 (研修室908)

新型コロナウイルス感染症流行により外来看護師

が受けたストレスの実態

○桶成 裕佳子1、中村 百子1 （1. 公立松任石川中央病

院）

[O9-01]

『救急看護師における自発的内省の定着を目指し

た取組み』

○山本 隆博1、森本 秀樹1 （1. 飯塚病院救命救急セン

ター）

[O9-02]

新型コロナウイルス感染症患者を担当した救急看

護師のストレッサー

○荒井 浩子1 （1. 自治医科大学附属病院 看護部 救命救

急センター）

[O9-03]

学びほぐしを通して気づいた COVID-19患者に携

わる看護師の心理状況

○向井 楓1、大島 海里1 （1. 宝塚市立病院救急医療セン

ター）

[O9-04]

救命救急センター開設においてスタッフが抱えた

ストレス

―新部署開設時の苦悩―

○田牧 晴香1、阿部 大1、國田 わかな1、室岡 知世1 （1.

JMA海老名総合病院救命救急センター）

[O9-05]

救命救急センターに配置転換した看護師の経験の

蓄積に関する研究 第１報 外科病棟経験看護師の語

りの分析

○福当 生世1,2 （1. 敦賀市立看護大学、2. 岐阜県立多治

見病院）

[O9-06]

第5会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演10[O10]
座長:川崎 沙羅(杏林大学病院)
09:00 〜 10:00  第5会場 (研修室909)

高齢者介護施設における急変時対応の現状と課題

～心肺停止状態時の対応に焦点をあてて～

[O10-01]
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○村上 貴子1、黒木 真二1、出雲 明彦2 （1. 独立行政法

人地域医療機能推進機構 九州病院 看護部、2. 独立行政

法人地域医療機能推進機構 九州病院 救急部）

効果的な胸骨圧迫の実施に影響する要因に関する

研究

○浅田 若那1、土田 瑞樹2、渡辺 未沙3、橋本 七海4、石

川 幸司5 （1. 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院心臓血管

センター、2. 社会医療法人 北斗病院 ICU、3. 北海道大

学病院 10-2呼吸器内科・腫瘍内科、4. 北海道大学病院

9-2整形外科、5. 北海道科学大学 保健医療学部看護学

科）

[O10-02]

A高校運動部生徒の一次救命処置に対する思い

～一次救命処置講習を受講して～

○赤平 法三1 （1. 公益社団法人有隣厚生会 富士病院）

[O10-03]

A病院で発生した院内心停止患者に対する蘇生技

術の質の向上ついて ～現状分析から考察した今

後の課題～

○池澤 友朗1、町田 清史1、酒井 由夏1 （1. 社会医療法

人近森会近森病院）

[O10-04]

二次救急医療機関の救急外来におけるセルフ・ネ

グレクト高齢患者への支援 -救急再搬送予防でき

た事例-

○八田 圭司1、前田 晃史2 （1. 市立ひらかた病院、2.

園田学園女子大学）

[O10-05]

確定診断前の降圧療法の妥当性 ～病院前におい

て脳卒中が疑われた一症例～

○新行内 賢1 （1. 日本医科大学多摩永山病院）

[O10-06]

第3会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演11[O11]
座長:瀧本 泰介(関門医療センター)
10:05 〜 11:05  第3会場 (TFTホール300)

九州圏内の救命救急センターに所属する看護師の

代理意思決定支援実践における困難感に影響する

要因の検討

○本田 智治1 （1. 長崎大学病院 高度救命救急セン

ター）

[O11-01]

初期・二次救急外来患者の主体的な治療選択に向

けた看護師の意思決定支援

○山本 修輔1、木村 裕治2、福田 敦子2 （1. 関西医科大

学総合医療センター、2. 神戸大学大学院保健学研究

科）

[O11-02]

救急搬送された CPA患者の家族に対し看護師が

抱く感情についての実態調査

[O11-03]

○木嶋 久美子1、西本 朋美1 （1. 公立長生病院）

患者と家族の意思の相違に対する意思決定支援の

一考察

○松崎 祐佳1、根岸 一樹1、三枝 香代子2 （1. 千葉県救

急医療センター、2. 千葉県立保健医療大学）

[O11-04]

救命救急センター看護師の考える代理意思決定支

援

○樋口 奈那美1、菊地 由美子1、橋本 翼1、寺島 直美
1、酒井 ひとみ1 （1. 公立置賜総合病院救命救急セン

ター救急外来）

[O11-05]

第4会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演12[O12]
座長:弥富 祐樹(北見赤十字病院)
10:05 〜 11:05  第4会場 (研修室908)

救急看護師の睡眠の質に対する婚姻状況や勤務体

制の影響: Fitbitと質問票による前向きコホート

試験

○石貫 智裕1 （1. 札幌医科大学保健医療学研究科）

[O12-01]

大量輸血プロトコールの導入に向けた院内整備

○米嶋 美晴1、村上 恵1、井川 洋子1、上澤 弘美1 （1.

総合病院 土浦協同病院）

[O12-02]

初期診療で重症患者に対応する医療スタッフの配

置と人数について

○大賀 結1 （1. トヨタ記念病院）

[O12-03]

病院組織を意識した通信アプリ開発と運用

～普段使いから防災まで～

○伊藤 和恵1、石田 智彦1、阿久津 功1 （1. 医療法人

辰星会 枡記念病院 災害救急医療部）

[O12-04]

携帯アプリを活用した ER緊急連絡体制の確立

〜管理者として取り組んだ3年間の成果〜

○友田 新二1 （1. 社会医療法人生長会 ベルランド総合

病院 ER）

[O12-05]

血管造影室における注射薬誤薬防止トレイ導入の

取り組みの効果

○小島 圭太1、葛綿 智哉2 （1. 新潟県立燕労災病院、2.

立川綜合病院）

[O12-06]

第5会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演13[O13]
座長:谷津 千春(公立館林厚生病院)
10:05 〜 11:05  第5会場 (研修室909)

当院における重症 COVID-19患者家族への看護実[O13-01]
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践　－受け入れ当初の看護実践を振り返って－

○菊池 奈津子1、田代 亜里沙1、渡邊 直樹1、園川 雄二1

（1. 東海大学医学部付属病院）

新型コロナウイルス感染症による面会制限下の

A病院救命救急センター入室患者家族のニードと

コーピング

○大塚 衣純1、下道 由佳1 （1. 大分県立病院救命救急セ

ンター）

[O13-02]

COVID-19疑いで面会制限がある患者家族の

ニードに関する調査

○吉末 朱里1、細川 久美1、志賀 里紗1、細谷 かおり
1、東 桂子1 （1. 社会医療法人愛仁会高槻病院）

[O13-03]

救命救急センター入院患者の家族の思いと看護師

の対応 ～新型コロナウイルス感染症による面会

制限の影響～

○庄司 直彌1、三浦 崇子1、斎藤 美香子1、千葉 節子
1、いしかわ 良江1、野村 理絵1、渡辺 佳代子1、種子

和也1、小野寺 智香1、野澤 馨太1 （1. 独立行政法人国

立病院機構仙台医療センター）

[O13-04]

面会制限下における Familyコールの取り組

み：質問紙調査による評価と家族支援の検討

○菊池 亜季子1、五十嵐 夢乃1、大浦 美穂1 （1. 日本赤

十字社医療センター 救命救急センター）

[O13-05]

集中治療室における COVID-19感染拡大防止によ

る面会制限中の家族のニーズ

○北村 拓弥1、田中 七瀬1、後藤 優1、駒村 元貴1、宮地

富士子1、山田 亨1 （1. 東邦大学医療センター大森病

院）

[O13-06]

第7会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演14[O14]
座長:山中 大和(済生会川口総合病院)
10:40 〜 11:40  第7会場 (研修室906)

JTAS発熱症候成人患者の年代別入院率の実態と

適切なレベルの検討

池田 直樹1、○武田 和香実1、早坂 真美1 （1. 山形県立

中央病院）

[O14-01]

当院救急外来におけるアンダートリアージの要因

○雨川 真大1、牛尾 哲平1、板谷 恵美1、西尾 祐人1、門

田 清孝1、清弘 珠愛1、横田 はるか1、森 千優1 （1.

広島大学病院 看護部）

[O14-02]

救急外来での院内トリアージにおける再トリ

アージの有用性

○田辺 夏奈1、竹下 諒1、堀之内 香奈子1、中島 真寿美

[O14-03]

1、西元 千草1、佐藤 勇司1、飯田 京介1、伴 律子1 （1.

横浜労災病院救命救急センター）

ウォークイン患者に対するトリアージ時の呼吸に

関する観察～超早期の観察から予測する看護～

○須貝 太紀1、佐藤 愛里1、大津加 麻美1、橋本 翼1、酒

井 ひとみ1 （1. 公立置賜総合病院 救命救急センター救

急外来）

[O14-04]

院内トリアージの質向上を目指した「全症例事後

検証」の実践

○大桃 美穂1 （1. 町田市民病院）

[O14-05]

トリアージ事後検証で明らかとなった当院のトリ

アージの現状と課題

○原 貴美子1、佐藤 圭信1、安齋 亨1、園川 雄二1 （1.

東海大学医学部付属病院救命救急センター）

[O14-06]

第4会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演15[O15]
11:10 〜 12:10  第4会場 (研修室908)

初療看護師のスキルアップを目指した事例検討の

導入

○高橋 龍矢1、中井 有紀1、平井 紗耶香1、大庭 麻由子
1、山本 裕梨子1 （1. 兵庫県災害医療センター）

[O15-01]

外傷性ショック患者の看護に関するコンサル

テーション：急性・重症患者看護専門看護師とし

ての実践報告

○増田 喜昭1、岩本 玲子1 （1. 藤枝市立総合病院）

[O15-02]

ER型救急看護の症例振り返りテンプレートシート

の導入効果

○森本 秀樹1、山本 隆博1、山嵜 量博1、吉川 英里1、井

手 洋陽1、木村 美香1 （1. 飯塚病院救命救急センター）

[O15-03]

Webを活用した研修プログラムの取り組み

○嘉陽 宗司1 （1. 医療法人おもと会 大浜第一病院）

[O15-04]

A病院における病院内救急救命士の卒後教育の現

状

○田口 諒1、真田 成美1、西川 久美子1、室岡 知世1

（1. 海老名総合病院救命救急センター）

[O15-05]

救命救急病棟における看護学生の意向に沿ったリ

モート実習の導入を目指して

○井下田 恵1、渡邊 裕介1、水木 猛夫1、大山 隼人1、岡

萌咲1 （1. 市立函館病院救命救急センター）

[O15-06]

第5会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演16[O16]
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座長:藤岡 孝治(町田市民病院)
11:10 〜 12:10  第5会場 (研修室909)

全次型救急外来に救急搬送される患者へ看護師と

医師が協働して医療を提供する際に必要と知覚す

る看護実践

○滝沢 拓也1、高坂 和寿1、関山 裕一1、城田 智之1、萩

原 ひろみ1、伊藤 恵美子1、小池 伸享1 （1. 前橋赤十字

病院 高度救命救急センター ）

[O16-01]

救急外来看護師と訪問看護師の連携による介入が

奏功した一事例

○伊藤 祐子1、彌富 祐樹2 （1. 安曇野赤十字訪問看護ス

テーション、2. 北見赤十字病院）

[O16-02]

救急外来看護師が MSWに行った報告の現状と課

題～入院とならなかった患者に焦点をあてて～

○川崎 沙羅1、黒坂 遼太朗1、髙田 温2、柏村 志保1

（1. 杏林大学医学部付属病院高度救命救急セン

ター、2. 杏林大学医学部付属病院看護部）

[O16-03]

救命救急外来における院内認定退院支援看護師に

よる帰宅支援

○渡邊 朝子1、松野 ひとみ1、西川 理子1、荒木 裕子1

（1. 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 救命救急外

来）

[O16-04]

院内救急救命士の教育体制改善がつなぐチーム医

療

○迎山 愛1、吉丸 弘二1、小林 真理1 （1. 川西市立総合

医療センター）

[O16-05]

第3会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演17[O17]
座長:屋良 朝範(済生会横浜市東部病院)
15:05 〜 16:05  第3会場 (TFTホール300)

A病院コードブルー症例の実態調査

－ RRTとの関連性の考察－

○三澤 友也1 （1. 一般財団法人脳神経疾患研究所附属

総合南東北病院）

[O17-01]

3次救急医療施設における一般病棟での急変事例

の現状分析

○涌井 幸恵1、笹川 亜依1、平山 理恵1、高栁 智子2、相

澤 達也2 （1. 新潟県立中央病院、2. 新潟県立看護大

学）

[O17-02]

認定看護師による RRT介入患者のアセスメント記

録を統一し共有した事で予後改善に至った報告

○森 静誠1、中村 直晶1、藤原 裕1、谷口 真奈美1、藤原

正美1、小林 謙太1、徳永 愛実1 （1. 医療法人徳洲会

[O17-03]

岸和田徳洲会病院）

当院における緊急コード未発令であった予期せぬ

心停止患者の検討

○守屋 信昭1、内藤 茜1、四宮 愛弓1 （1. 埼玉医科大学

国際医療センター救命救急センターICU）

[O17-04]

A病院における NEWSからの急変予測の現状と課

題

－心停止事例のカンファレンスからみえること－

○鹿山 美穂1、鴨木 沙織1、榊原 朋美1 （1. 医療法人徳

洲会 八尾徳洲会総合病院）

[O17-05]

National Early Warning Scoreを用いたラウンド

方法とその結果からの今後の課題

○藤原 正美1、中村 直晶1、藤原 裕1、谷口 真奈美1、小

林 謙太1、徳永 愛実1、森 静誠1 （1. 医療法人徳洲会岸

和田徳洲会病院）

[O17-06]

第5会場

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演18[O18]
座長:梅村 由佳(滋賀医科大学医学部附属病院)
15:05 〜 16:05  第5会場 (研修室909)

暴力被害女性に対応する救急看護師の認識：基本

属性による違いに着目して

○加藤 茜1 （1. 信州大学医学部保健学科）

[O18-01]

救命救急センター集中治療室における看護実践の

現象学的研究―リーダー看護師の勤務開始時に注

目して―

○伊田 裕美1、渡邊 直貴2、大山 太3、岩本 敏志3、櫻井

大輔 3 （1. 帝京平成大学、2. 東海大学医学部付属病

院、3. 東海大学）

[O18-02]

A病院における救急看護師のモチベーションと課

題

○河村 恵子1、俵積田 慶子1、山西 正巳1 （1. 清恵会病

院救急医療センター）

[O18-03]

宗教的な理由により輸血を拒否した消化管出血の

１例

○熊沢 真弓1,2、佐藤 玲子1、安部 聡子2 （1. 昭和大学

藤が丘病院 救急医療センター、2. 昭和大学大学院 保健

医療学研究科）

[O18-04]

急性心筋梗塞を発症した喫煙者が医療機関を受診

するまでのプロセス

○大串 晃弘1、野村 宜伸2、平野 絵美2、作田 裕美3

（1. 四国大学、2. 大阪府済生会千里病院、3. 大阪公立

大学）

[O18-05]

二次救急医療機関における救急外来看護師の[O18-06]
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Comfortケアの認識と実践

○舛田 成美1、江川 幸二2,1 （1. 宗教法人在日本南ブレ

スビテリアンミッション 淀川キリスト教病院、2. 神戸

市看護大学大学院 実践看護学領域 急性期看護学）

2022年10月14日(金)

ポスター会場

一般演題（ポスター） | 一般演題 | ポスター

ポスター1[P1]
座長：伊藤 暁子 （東京医科歯科大学病院）
10:30 〜 11:20  ポスター会場 (会議室9-A)

救急看護認定看護師の救急外来部門における教育的

役割活動の実態

○菅原 美樹1、城丸 瑞恵2、伊藤 雪絵3、山口 真有美4、箱

崎 恵理5、長谷川 正志6 （1. 札幌市立大学、2. 札幌医科

大学、3. 奈良県立医科大学附属病院、4. 京都大学大学院

医学研究科、5. 看護協会ちば訪問看護ステーション、6.

社会医療法人青洲会）

[P1-01]

新人看護師のフィジカルアセスメント教育の検討―

検温場面の振り返りを実施して―

○松本 康代1、長井 貴司1 （1. 徳島県立中央病院）

[P1-02]

救命救急センター看護師における複雑性と不確実性

の認識と対応

○浅川 孝之1 （1. 東京都立墨東病院）

[P1-03]

重症 COVID-19患者の看護において、 ICU経験の

ない応援看護師の教育の振り返り

○川辺 さゆり1、小久保 比登美1、袴田 恵美子1、稲葉

朋子1、古川 拓也1 （1. 名古屋大学医学部附属病院）

[P1-04]

初期急変対応能力向上へのアプローチ

　～教育プログラムの導入～

○田場 智美1、許田 みやび1 （1. 沖縄県立北部病院）

[P1-05]

一般演題（ポスター） | 一般演題 | ポスター

ポスター2[P2]
座長：松崎 八千代 （筑波メディカルセンター病院）
14:10 〜 15:00  ポスター会場 (会議室9-A)

A病院救急外来において死亡確認された患者家族の

看護実践における現状からの課題

○村松 武明1 （1. 聖隷三方原病院 高度救命救急セン

ター）

[P2-01]

救急外来における家族看護の現状調査～アンケート

結果から今後の課題を明らかにする～

○石上 八重子1、遠藤 豊容嘉1 （1. 地方独立行政法人総合

病院国保旭中央病院）

[P2-02]

わが国の救急・集中ケア領域における終末期患者の

家族看護に関する文献検討

[P2-03]

○倉田 千晶1,2、江口 秀子3 （1. 厚生連松阪中央総合病

院、2. 鈴鹿医療科学大学医療科学研究科、3. 鈴鹿医療科

学大学）

精神科無床 A病院の救急外来での自殺未遂患者への

対応

～フローチャートに基づいた看看連携の現状と課

題～

○田村 沙知1、田口 育美1、西尾 有美子1、杉浦 定世1、高

橋 淳子2 （1. 聖隷浜松病院 救急外来、2. 聖隷浜松病院

精神看護専門看護師）

[P2-04]

群馬県における COVID-19に対するクラスター対

策チーム「Ｃ－ＭＡＴ」の運用

○小池 伸享1、城田 智之1、萩原 ひろみ1、伊藤 恵美子
1、矢内 健太1、城田 麻紀2 （1. 前橋赤十字病院、2. 群馬

大学医学部付属病院）

[P2-05]

一般演題（ポスター） | 一般演題 | ポスター

ポスター3[P3]
座長：鈴木 好 （小田原市立病院）
15:15 〜 16:05  ポスター会場 (会議室9-A)

救急初療から全人的看護を目指した看護の充実

○山口 富士美1 （1. 岐阜市民病院）

[P3-01]

救急外来におけるせん妄予測スケールの効果

○枡谷 晴香1、竹之内 絵美1、峯 ひとみ1、桜井 政純1、村

上 奈美1 （1. 札幌徳洲会病院救急センター）

[P3-02]

ICDSCを用いたせん妄評価導入による効果

看護師のせん妄の知識および身体拘束実施率の変化

に着目して

○戸澤 愛1 （1. 東京都立駒込病院）

[P3-03]

高度救命救急センターの24時間を通した光環境の

実態

○高取 充祥1、遠藤 みどり1、渡辺 かづみ1、井川 由貴
1、山本 奈央1 （1. 山梨県立大学 看護学部）

[P3-04]

救急 ICUに入室した外傷患者1例の小型睡眠脳波計

を用いた睡眠の実態

○力久 真奈美1、松尾 照美1、椛島 久美子1、川久保

愛2、武富 由美子2、古賀 明美2 （1. 佐賀大学医学部附属

病院看護部、2. 佐賀大学医学部看護学科）

[P3-05]

2022年10月15日(土)

ポスター会場

一般演題（ポスター） | 一般演題 | ポスター

ポスター4[P4]
座長：宮崎 隆寛 （鶴岡市立荘内病院）
11:00 〜 11:40  ポスター会場 (会議室9-A)

病院外で生じた心肺停止事例の発生場所とそのバイ[P4-01]
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スタンダーから見える課題の検討

○桒田 千春1、寺本 千恵2 （1. 広島大学病院、2. 広島大

学大学院医系科学研究科）

当院における脳卒中ホットライン対応の現状-特定

看護師との協働-

○吉野 暁子1、大谷 義孝2、鈴木 海馬3、栗田 浩樹3 （1.

埼玉医科大学国際医療センター 看護部、2. 埼玉医科大学

国際医療センター 救命救急科、3. 埼玉医科大学国際医療

センター 脳卒中外科）

[P4-02]

当院救命救急病棟におけるブレーデンスケールを用

いた体圧分散マットレス選択導入の効果の検討

○大屋 勇人1 （1. 足利赤十字病院）

[P4-03]

医療機器関連圧迫創傷の看護に関する　文献レ

ビュー

○青木 美絵1、鈴木 朋子1 （1. 医療法人社団さくら会

世田谷中央病院）

[P4-04]

一般演題（ポスター） | 一般演題 | ポスター

ポスター5[P5]
座長：上杉 如子 （小松市民病院）
13:25 〜 14:05  ポスター会場 (会議室9-A)

自動参集基準を満たした、災害時の職員安否確認と

病棟運営について考察 する−病棟管理の視点から−

○渡邊 一也1 （1. 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院

看護部）

[P5-01]

A施設における院内迅速対応システム導入に向けた

課題

∼看護実践経験5年目以上を対象に考察する∼

○森 朋美1 （1. 地方独立行政法人 新小山市民病院）

[P5-02]

A病院における Medical Emergency Team発足後の

現状と課題

○川久保 嘉文1、北村 鮎美1 （1. 岐阜市民病院）

[P5-03]

急性期病棟における多職種で行うシームレスな退院

支援の取組み

○恩部 陽弥1 （1. 鳥取大学医学部附属病院）

[P5-04]

一般演題（ポスター） | 一般演題 | ポスター

ポスター6[P6]
座長：大屋 勇人 （足利赤十字病院）
14:15 〜 14:55  ポスター会場 (会議室9-A)

救急外来で勤務する看護師が COVID-19対応の中

で前向きな感情になった要因

○笠井 千晶1、小関 桃子1、伊東 久美子1、坂田 司1 （1.

徳島赤十字病院）

[P6-01]

A病院における脳卒中患者に対する治療開始までの

時間短縮の取り組み

○新垣 仕言1、大宜見 宗史1、兼本 愛美1 （1. 社会医療法

[P6-02]

人かりゆし会ハートライフ病院）

救急外来における観察中の患者に対するモニターア

ラームの現状分析

○橋本 知樹1、土本 薫1 （1. 公立陶生病院救命救急セン

ター）

[P6-03]

救急外来を受診する患者が帰宅困難となる社会的要

因を察知し関わる看護師の経験

○長谷川 瑛1、細見 友梨愛1、長谷川 美智子1、西岡 大輔2

（1. 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院、2.

大阪医科薬科大学研究支援センター）

[P6-04]

2022年10月14日(金)

第1会場

開会式[OP]
09:20 〜 09:30  第1会場 (TFTホール1000)

開会式[OP]

会員総会[GM]
13:00 〜 14:00  第1会場 (TFTホール1000)

会員総会[GM]

2022年10月15日(土)

第1会場

閉会式[CL]
16:30 〜 16:40  第1会場 (TFTホール1000)

閉会式[CL]
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会長講演 | 指定演題 | 会長講演

救急看護における成果の探求
座長:増山 純二(令和健康科学大学)
2022年10月14日(金) 09:30 〜 10:20  第1会場 (TFTホール1000)
 

 
救急看護における成果の探求 
剱持 功 （東海大学　看護師キャリア支援センター） 
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(2022年10月14日(金) 09:30 〜 10:20  第1会場)

救急看護における成果の探求
剱持 功 （東海大学　看護師キャリア支援センター）
 
日本社会は人口構造の変化から急速に少子高齢化が進行し、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行してい
る。65歳以上の人口は、現在3,500万人を超えており、2042年の約3,900万人でピークを迎えるが、その後
も、75歳以上の人口割合は増加し続けることが予想され、国民の医療や介護の需要がさらに増加することが見込
まれている。 
　このことにより、様々な問題が浮き彫りとなってきている。年金・医療費などの社会保障費の増大、人口構造
の変化、疾病構造の変化もその一つである。 
　働く世代の人口が減少することは医療界においても、医師をはじめとする医療者の不足に繋がる。これが
2025年問題、2040年問題として大きくクローズアップされ、その対策に躍起になっている。これらの様々な問題
の対応策として、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分ら
しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケア
システム）構築の推進、医療の再編、チーム医療の推進、働き方改革が取り上げられている。 
　その対策の一つに平成27年度（2015年）から看護師による特定行為研修制度が導入された。厚労省は2020年
までに二桁万人の特定行為研修を修了した看護師の育成を目指し、地域包括ケアの推進の担い手とした
かった。導入から７年経過し、令和4年特定行為研修修了者は4,832名、延べ人数は27,377名である。しかも、修
了生のほとんどが病院に勤務する看護師である。そのため、この研修を医師の働き方改革の一つとして位置付け
てきた。 
　一方、2019年12月から始まった Covid-19感染症が世界的な拡大をみせ、新たに救急医療の課題が明らかと
なった。感染症の蔓延で、医療資源はひっ迫し、病院に入院できず、ホテルや自宅で療養する状態が通常と
なった。この現象は、“在宅入院”と言っても過言ではない。この“在宅入院”の状況は、まさに“プレホスピタルケ
ア”に当たるのではないか。これは、われわれ救急看護師が力を入れてきた分野である。 
　救急医療という高度医療の最先端、最前線にいながら、地域に最も近い存在でとして救急看護師が、生活者の
QOLに焦点を当て様々な側面から社会資源を活用して健康増進に寄与することが期待されている。 
　Society 5.0では、各個人のリアルタイムの生理計測データ、医療現場の情報、医療・感染情報、環境情報と
いった様々な情報を含むビッグデータを AIで解析することにより、「ロボットによる生活支援・話し相手などに
より一人でも快適な生活を送ること」「リアルタイムの自動健康診断などでの健康促進や病気を早期発見するこ
と」「整理・医療データの共有によりどこでも最適な治療を受けること」「医療・介護現場でのロボットによる
支援で負担を軽減すること」といったことができるようになるとともに、社会全体としても医療費や介護費など
の社会的コストの削減や医療現場等での人手不足の問題を解決することが可能となる。様々な環境の変化に対応
していくために救急看護も新たな時代に入ってきたと実感している。  
このような変化の時代だからこそ、原点に返り、私が看護の世界に入ってからの疑問である「看護とは何
か？」「看護は専門職か？」「看護は科学か？」「看護を一般の人に説明できているのか？」といった疑問に答
えるために、「救急看護の成果」の側面から私見を述べたいと思っている。 
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基調講演 | 指定演題 | 基調講演

救急医療の”これまで”と”これから”
座長:剱持 功(東海大学看護師キャリア支援センター)
2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第1会場 (TFTホール1000)
 

 
救急医療の“これまで”と“これから” 
○猪口 貞樹1 （1. 東海大学医学部医学科） 
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(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第1会場)

救急医療の“これまで”と“これから”
○猪口 貞樹1 （1. 東海大学医学部医学科）
キーワード：救急医療、歴史、展望
 
救急医療システムは、18世紀末のフランス革命戦争からナポレオン戦争に至る時代に、フランス軍の軍医で
あったドミニク・ラーレーによって負傷者を搬送するための軽量馬車（救急車）を用いるシステムとして考案さ
れ、実戦で用いられたものである。 
　欧州では、18～19世紀にかけて銃や大砲などの武器が急速に進歩して殺傷力が向上する一方、多人数の歩兵が
集団で隊列を組んで攻撃する戦闘方法がとられていたため、戦闘による死傷者が増加していた。さらに、戦傷者
を組織的に救護して迅速に治療を行うシステムは存在せず、多くの負傷兵が戦場に1～2日放置されていたた
め、大規模な戦闘では戦死者が数万人に達することも珍しくなかった。ラーレーのシステムは、これを改善すべ
く考案されたものである。  
しかしながら、このような戦傷者に対する救護システムは、その後しばらく一般化されず、次に救急医療システ
ムが確立されたのは、1861年から1865年まで行われた米国南北戦争の、ポトマック軍（北軍）においてであ
る。さらに、1864年8月22日、スイスのジュネーヴで「傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条
約」（ジュネーヴ条約）が締結され、ようやく戦傷者の保護が国際的に合意された。以上のように、救急医療シ
ステムは戦傷者に対して作られたシステムである。 
　救急医療システムが、社会制度の一つとして広く先進国に導入されたのは1950年代である。この時代には、多
くの先進諸国で自動車が普及し（モータリゼーション）、結果として交通事故による死傷者が急増した。これに
対して、第二次世界大戦中に各国で確立していた救急医療システムが民間に導入された。 
　その後、様々な安全対策によって交通事故による死傷者は減少したが、救急医療システムは全国一律に救急医
療を提供する制度（ユニバーサル・サービス）として社会に定着し、対象を外傷から一般の救急疾病にシフトさ
せて拡大し続けている。近年では、高齢化に伴って在宅生活者の有病率が高くなっており、高齢者の救急医療が
大きな課題になっている。 
　 
本講演では、これまでの救急医療の歴史を概観するとともに、いくつかの課題に焦点を当てて、将来の救急医療
について考えてみたい。
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特別講演 | 指定演題 | 特別講演

救急看護　実践・教育・制度のファーストペンギン　in 昭和・平
成・令和

座長:明石 惠子(名古屋市立大学)
2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第7会場 (研修室906)
 

 
救急看護　実践・教育・制度のファーストペンギン　 
in 昭和・平成・令和 
○松月 みどり1 （1. 湘南医療大学 保健医療学部 看護学科） 
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(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第7会場)

救急看護　実践・教育・制度のファーストペンギン　 
in 昭和・平成・令和

○松月 みどり1 （1. 湘南医療大学 保健医療学部 看護学科）
キーワード：救急看護
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特別講演 | 指定演題 | 特別講演

一般社団法人　日本救急看護学会・学術集会が意味するものから 救
急看護（学）のこれからを志向する

座長:山勢 博彰(山口大学大学院医学系研究科)
2022年10月14日(金) 16:25 〜 17:25  第3会場 (TFTホール300)
 

 
一般社団法人　日本救急看護学会・学術集会が意味するものから 救急看護
（学）のこれからを志向する 
○中村 惠子1 （1. 日本救急看護学会名誉会員） 
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(2022年10月14日(金) 16:25 〜 17:25  第3会場)

一般社団法人　日本救急看護学会・学術集会が意味するものから
救急看護（学）のこれからを志向する

○中村 惠子1 （1. 日本救急看護学会名誉会員）
キーワード：救急看護の本質、救急看護の成果探求、救急看護のこれからを志向
 
日本救急看護学会が発足し25年目を迎える。当学会は、国民の保健・医療・福祉に寄与するため、救急看護の進
歩・発展・普及を図ることを目的として設立された。その目的を遂行すべく、学術集会の開催や救急看護学にお
ける研究、あるいは教育セミナー、機関誌などの刊行、社会事業を展開してきた。  
私たち救急看護の歴史を顧みると、救急医療の進歩発展と共に歩んできた。1973年に日本救急医学会が発足
し、その8年後に日本救急医学会看護部会が創設された。その後、1997年に救急看護認定看護師の誕生に続
き、1998年に「国民の保健・医療・福祉に寄与するため、救急看護の進歩、発展、普及を図ること」を目的とし
日本救急看護学会が設立された。2005年には急性・重症患者看護専門看護師、現在は特定行為研修や診療看護師
など救急看護の領域にも様々な役割を担う看護師が生まれ、それによる成果が期待される一方で課題や競合とき
には軋轢が生じることもあるが、救急部門においてリーダーシップを担い、いかに成果を出していくことが可能
なのかについて議論し、救急看護の成果指標や評価基準を示す事などは本学会が四半世紀を迎えこれからに期待
されていることであると考える。  
第24回学術集会の特別講演を引き受けた先人として、目の前に立ちはだかる問題が多い今だからこそ、会員の皆
さまと共に学術集会へ参加の仕方や会員として学会へ如何に寄与するか、あるいは救急看護の本質とは何か、先
を見据える看護とは何か、救急看護師に求められていることは何かを考えてみたい。そして最後に本学術集会の
テーマである「救急看護における成果の探求」について述べる予定である。
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救急外来における看護実践の評価: 医療の質評価と改善活動
座長:菅原 美樹(札幌市立大学)
2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第2会場 (TFTホール500)
 

 
救急外来における看護実践の評価: 医療の質評価と改善活動 
○櫻本 秀明1 （1. 日本赤十字九州国際看護大学） 
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救急外来における看護実践の評価: 医療の質評価と改善活動
○櫻本 秀明1 （1. 日本赤十字九州国際看護大学）
キーワード：Quality improvement、救急外来、質指標
 
近年、医療技術の高度化・複雑化に伴い、ガイドラインや根拠に基づく医療など、医療の質を測定・評価する考
え方が広がっている。もちろん救急医療においても、医療体制構築、現状把握のためにも質指標の測定と改善が
求められている。実際、救急外来受診者数、救急車受け入れ台数、応需率、受入患者の緊急度・重症度、急性心
筋梗塞や脳卒中患者の Door to intervention Timeなど多くの質指標が測定され診療の改善に使用されている。と
はいえ、煩雑で即時性を求められる救急医療において、特に看護実践を評価するためのデータ測定と質改善のプ
ロセスは困難なことも多い。  
 
そこで今回は、過去に演者が救急外来で取り組んだいくつかの質指標の測定と医療の質改善活動に関してご紹介
する。加えて、近年の DX化、 Sociaty5.0といった、救急診療にまつわるあらゆるデータをビックデータ化する
などの取り組みに始まり、集まったデータを活用した救急外来のトリアージシステムの AI補助などの社会的な波
について俯瞰し、今後の救急外来における看護実践の評価のあり方に関して模索する機会にできればと考えてい
る。
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未来を変えるか！？遠隔医療に活きる看護の展望
座長:中村 美鈴(東京慈恵会医科大学)
2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第3会場 (TFTホール300)
 

 
未来を変えるか！？遠隔医療に活きる看護の展望 
○長谷川 高志1 （1. 特定非営利活動法人日本遠隔医療協会） 
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未来を変えるか！？遠隔医療に活きる看護の展望
○長谷川 高志1 （1. 特定非営利活動法人日本遠隔医療協会）
キーワード：遠隔医療、オンライン診療、テレナーシング、遠隔連携診療
 
遠隔診療に関する医師法20条の解釈に関する最初の厚生省通知発行の1997年にはじまった、オンライン診療の制
度化に関する一連の活動は2022年に結実した。オンライン診療の適切な実施に関する指針の改定と、それに伴う
令和4年度診療報酬改定で、初診料・再診料・外来診療料に情報通信機器を用いた診療が取り込まれた。しかし医
師と患者のアクセスの改善に留まり、遠隔医療の将来像を形作ったとは言い難い。 
現在の医療には、多職種連携による地域包括ケア、多施設連携による地域医療体制の強化、急性期から回復期や
維持期の多段階に連なる慢性的診療など、様々な対象が存在する。遠隔医療への期待は大きいが、それには多く
の医療者が情報と通信で連携し協業できることが欠かせない。情報の流れは、リアルタイムだけでなく、蓄積型
通信による異なる時間軸での協業が必須である。様々なモダリティによる医療情報として、ビデオ会話、診療デ
バイスによるバイタルデータの連続した観察、多職種によるケアの諸記録、超音波などの診断画像、多職種間の
専門的な指導情報などの共有が重要である。 
ICTの製品やサービスは充実してきたが、遠隔医療の社会実装は期待ほど進んでいない。医療者の現場のノウハウ
蓄積は限られた地域のトライアルに留まる。診療報酬や諸ガイドラインなど制度の整備は更に遅れている。一方
で慢性期患者へのテレナーシングや遠隔連携診療としての DtoPwithNなど、有望な知恵の蓄積が進んできた。学
術研究に留まらず、多職種を交えた社会実装、診療報酬等の整備に関する検討を進めるべきである。遠隔医療を
医師による先端研究に狭めず、多職種医療者によるこれからのターゲットと考えるべき時代が到来している。
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米国における蘇生教育の実情と看護師の役割
座長:軍神 正隆(聖路加国際大学病院)
2022年10月14日(金) 15:20 〜 16:20  第3会場 (TFTホール300)
 

 
米国における蘇生教育の実情と看護師の役割 
Peter Laurence Fromm （マウント・サイナイ・サウス・ナッソー病院） 
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米国における蘇生教育の実情と看護師の役割
Peter Laurence Fromm （マウント・サイナイ・サウス・ナッソー病院）
 
Our discussion will provide an overview of how resuscitation science is developed including the structure
of the international liaison committee on resuscitation ILCOR).  
We will discuss the standards to which hospitals in the United States are held especially as it relates to
certification in ACLS and BLS both in hospital and out of hospital. 
We will discuss the impact of Covid on the United States hospital system and show comparisons between
the United States and Japan 
We will discuss how the United States has encouraged community CPR And we will briefly discuss new
technologies that can help us prevent cardiac arrest 
 
この講演では、蘇生に関する国際連絡委員会( ILCOR )の構造を含め、蘇生科学がどのように発展してきたかにつ
いて概説します。また、講演内では下記について論じます。 
・米国の病院における ACLS および BLS の院内外での認定に関連する基準について 
・ Covid が米国の病院システムに与える影響についての説明と日米比較 
・米国がコミュニティ CPR をどのように促進してきたか 
そして、心停止を防ぐために役立つ新しい技術について説明します。 
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JTAS2022改訂のポイントと今後の運営体制
座長:山勢 善江(湘南医療大学)
2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第6会場 (研修室904・905)
 

 
JTAS2022改訂のポイントと今後の運営体制 
○奥寺 敬1 （1. 国立大学法人富山大学先端危機管理医学（寄附講座）） 
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JTAS2022改訂のポイントと今後の運営体制
○奥寺 敬1 （1. 国立大学法人富山大学先端危機管理医学（寄附講座））
キーワード：院内トリアージ、救急医療、院内急変対応
 
JTASは2007年より日本臨床救急医学会と日本救急看護学会の合同委員会において検討されたトリアージナースの
基本的ツールとして2009年よりカナダの CTASと公式提携し我が国に導入された　当初より PC上のアルゴリズム
を用いて緊急度のレベル判定を研修するツールであり、以降、スマートフォン/タブレット版のアプリの開発・提
供、ガイドブックのほぼ5年毎の改訂を行ってきた　Covid-19のパンデミックにおいては、集合研修の開催が不
可能となり、完全オンライン JTAS研修を開発し、2021年より開催している 
　新たに提示する JTASガイドライン2022においては、2017年の前回改訂以降の我が国における救急医療を取り
巻くさまざまな有形・無形の事象に加え実際のコースでの意見等を参考に改訂をおこなった　以下に主なものを
記すと、発熱の項に Covid-19 の知見を加え全体のバランスを整え、小児では虐待の可能性のチェックを必須のも
のとした　他に、一般救急で遭遇しうる被曝医療、重症症例におけるメディエーション、院内救急対応の支援の
要素を加えた　さらにドクターカー業務など看護師職の病院外活動との連携なども考慮した　この改訂のアプリ
への反映、研修コース内容の改訂はこれからの作業になるが、年度内には終了させる予定である　また、開催主
体である日本臨床教育開発推進機構による受講者の ITリテラシーへの対応の強化などオンライン研修システムの
開発、指導スタッフの養成、少人数の施設限定の開催のあり方、指導スタッフの教育研修活動としての認証、な
ど更なる普及を目指す作業に取り組んでいる
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Society5.0の世界からの救急看護
座長:佐々木 吉子(東京医科歯科大学)
2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第6会場 (研修室904・905)
 

 
Society5.0の世界からの救急看護 
○淺香 えみ子1 （1. 東京医科歯科大学病院） 
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Society5.0の世界からの救急看護
○淺香 えみ子1 （1. 東京医科歯科大学病院）
キーワード：society5.0、AI/IoT、予防
 
Society5.0とは、 AIと IoTを基礎として産業革命に匹敵する変革を実現しようとする政府の提言です。スマート
シティが示す都市や地域の在り方、住まい方、そして新たな価値を創出し続ける持続可能な都市や地域を見据え
ます。  
それを受け、 Society5.0の医療分野が抱える課題は「日本国民の健康寿命を延ばすこと」であり、そして、医療
が描く社会は、「必要な人が適切なタイミングで、必要なケア（診断、治療、未病ケア/予防）を受けられる社
会」とされています。具体的には、主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底があげられます。 
このように描かれる社会の中で保健・医療・福祉の在り方は、情報活用の利便を越えた暮らしやすさを具現化し
ていくことになります。（そうなるはずです）  
救急看護の突然の発症・受傷による健康障害に関連した不利益を回避・低減する役割は、傷病が起きてしまって
から始まっていましたが、その発症を予防することや重症化予防のフェーズからの介入に期待が膨らみ、救急医
療施設外の活動が広がるものと思います。すでに限られた情報の中で予測される病態への迅速な対応力を医療施
設外にあってもアセスメント力を生かした活躍が始まっています。 Society5.0の実装では AIや IoTが施設外の生
態モニタリング機能を拡大することで、救急看護のアセスメントの精度はさらに高まります。ウエアラブルの活
用により、活躍の幅は広まっていくでしょう。それをもとに仮想空間での医療提供が可能になり、医療施設外で
の救急看護実践を可能にしていくものと思います。医療依存度の高い在宅療養者の重症化と合併症予防の可能性
は非常に高くなるでしょう。どのような情報とシステムがあれば、日常生活で生命の危機回避の機を逸せずに対
応できるのか、予防できるのかを考え、安全安心な生活の実装を描いていく必要があります。 
適切なタイミングで適切な救急医療を提供するための現時点での課題は、 AIや IoTの活用とそれを活用する看護
の機能によって解決され、現時点での不自由さが改善されることが期待されます。救急看護の在り方が変わって
いく可能性は十分にあると思います。人を中心とした Society5.0の世界を住みやすくするために AIや IoTと共存
する医療・看護に向けて私たちの思考の OSをバージョンアップしていくための話題を提供したいと思います。
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歴史から考える救急看護の未来　-救急看護師の舞台は病院から現場
へ-

座長:小池 伸享(前橋赤十字病院)
2022年10月15日(土) 10:40 〜 11:40  第2会場 (TFTホール500)
 

 
歴史から考える救急看護の未来　-救急看護師の舞台は病院から現場へ- 
○守田 誠司1 （1. 東海大学医学部救命救急医学） 
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歴史から考える救急看護の未来　-救急看護師の舞台は病院から
現場へ-

○守田 誠司1 （1. 東海大学医学部救命救急医学）
キーワード：救急看護、プレホスピタル、現場
 
常に看護の役割は社会的背景や医療の進歩に伴ってニーズに合った変化をしてきており、現在では医療の高度化
や細分化に伴い極めて専門的な知識や技術が求められ、今後も様々な分野に広がり変化をしていくと考えられ
る。看護とは非常に社会的ニーズが高く、医療と共に国民の健康を直接的にサポートする職種である。 日本にお
ける救急看護は、認定看護師制度が始まった平成7年以降より一般的になったと考えられ、まだ30年弱と歴史は浅
い。一方で、日本の救急医療は昭和38年消防法の改正で救急業務を消防が担当、昭和39年の救急告示病院等を定
める省令により救急指定病院を設置、昭和52年の救急医療対策事業実施要項により救急患者の重症度により搬送
病院を1次救急・2次救急・3次救急病院と層別化するようになり、3次救急病院を救命救急センターと呼び重傷患
者の対応ができるような設備や人員の構築を行ってきた。また、平成3年の救命士法により病院前救護（プレホス
ピタル・ケア）で救命士の医療行為が可能となり、病院だけでなく地域全体で救急医療の向上を目指してきた。
このように確立された救急医療の中で、救急看護はどのように貢献していくべきであろうか。近年ではドク
ターカーやドクターヘリなどが全国的に広がり、積極的に救急医・看護師が現場に出動することで高度な医療や
看護を提供することで救命率の向上を目指している。現場での看護の役割も大きく、これから更なる広がりのあ
る分野であると考えられる。今回は、看護の歴史的変遷から今後の看護の在るべき姿をお話ししたい。
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AIを活用した救急診療の現状と展望
座長:佐藤 憲明(日本医科大学付属病院)
2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第3会場 (TFTホール300)
 

 
AIを活用した救急診療の現状と展望 
○中田 孝明1 （1. 千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学） 
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AIを活用した救急診療の現状と展望
○中田 孝明1 （1. 千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学）
キーワード：AI
 
近年、テクノロジーの進歩は日々の生活の質向上につながっている。 Artificial Intelligence（ AI）は注目され
るテクノロジーの１分野である。 AI分野の中でも、近年、機械学習の発展がめざましく、医療現場への活用を目
指した研究が多く行われている。そこで、本講演では、我々が取り組んできた救急領域の機械学習研究について
紹介する。まず一つ目は、胸部レントゲン検査の自動読影に関する研究である。救急初療室や集中治療室では胸
部ポータブルレントゲン検査が数多く行われ、異常を早く正しく検出することは診療の質の向上につながる。そ
こで約2000枚の胸部レントゲン検査結果を用いて、無気肺・胸水、肺炎、緊急性の異常なしに分類し、機械学習
を用いたアルゴリズムを開発し、医師を上回る精度・時間をもつことを明らかとした（ Front Med.
2021;8:676277. PMID 34722558）。次に２つ目は、病院前での診断補助アルゴリズムの研究である（ Sci Rep.
2021;11:20519.　PMID 34654860; Sci Rep. 2022;12:14593. PMID: 36028534）。医療機関の医師が予め設
定したバイタルサインや症状に関する項目を、病院前の救急隊に入力してもらい、そのデータをインプット
データとして、脳卒中と心筋梗塞を予測するアルゴリズムを開発した。脳卒中を例にあげると、救急隊員が脳卒
中を疑い医療機関に搬送した成人患者1446人の前向き多施設観察研究を行った。トレーニングコホート1156人
（80％）とテストコホート290人（20％）に無作為に割り付け、5つの機械学習プログラム（ロジスティック回
帰、ランダムフォレスト、サポートベクターマシン、 eXtreme Gradient Boosting〔 XGBoost〕）で脳卒中予測
精度を比較した。また XGBoostを用いて脳卒中サブカテゴリー予測解析も行なった。脳卒中において XGBoostを
用いた予測診断アルゴリズムがテストコホートで area under the receiver operating curve（ AUROC）
0.980と最も高精度であった。予測に重要な因子は”突然の頭痛”、”上肢麻痺”、”痙攣”、”血圧”であった。ま
た、脳卒中サブカテゴリーでも XGBoostは、それぞれテストコホートでの AUROCが主幹動脈閉塞を伴う／伴わ
ない脳梗塞 0.898／0.882、脳出血 0.866、くも膜下出血 0.926であった。これらの機械学習の研究をさらに進め
ることで、成果を社会実装し、 AIを活用した救急医療へと展開されていくことが期待される。
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明日からできる‼　救急看護としての家族支援
座長:園川 雄二(東海大学医学部付属病院)
2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第6会場 (研修室904・905)
 

 
明日からできる！！　 
救急看護としての家族支援 
○櫻井 大輔1 （1. 東海大学医学部看護学科） 
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明日からできる！！　 
救急看護としての家族支援

○櫻井 大輔1 （1. 東海大学医学部看護学科）
キーワード：家族看護
 
救急看護とは、「突発的な外傷、急性疾患、慢性疾患の急性増悪などのさまざまな状況によって、救急処置が必
要な対象に実施される看護活動」（看護学大辞典　第２版）と定義され、看護の対象となる患者は危機的な状況
に置かれている。その患者と共に生活している家族もまた、危機的状況に置かれていることは容易に想像でき
る。つまり、質の高い救急看護を実践していくうえでは、「家族支援」も重要な要素と言える。このことは救急
領域に携わる看護師にとって周知の事実と言っても過言ではないが、救急外来や救命救急センターの初療室で活
躍する看護師からは、「家族看護が難しい」「家族看護ができない」という言葉をいまだに耳にする。本教育講
演は、そのような救急看護実践者の声に対して、家族支援専門看護師である演者が、「救急看護としてできる家
族支援」について述べていく企画である。 
救急看護が実践される場には、「予期せぬ出来事」に対して、「時間的切迫」の中で、「生命に関する重要な決
定」が行われるという状況的特徴がある。これらの要因は、患者、家族、そしてそこで働く医療者たちにも影響
を与える。すなわち、そこに関わる全ての人々にとって状況危機であると言える。このような状況危機が、実践
する看護師に家族支援を難しく感じさせている部分があり、特別な関りが必要なように錯覚させているのではな
いかと演者は感じている。加えて「家族支援」という言葉から、患者への看護とは別に、家族に対して特別な関
りが必要なように感じさせているのではないだろうか。家族看護で用いる「家族」とは、患者を含めた家族とい
う集団を意味し、その家族内および、そこに関わる医療者たちとの関係性や、そこで生じる相互作用に着目して
看護展開していくのが特徴である。このあたりが、救急看護の最前線で活躍されている方々に理解されていると
は言い難いのも現状であり、まずは家族看護の基本的な考え方を伝え、共通言語を持つことが「救急看護として
の家族支援」の始まりだと考えている。言葉として、知識としてだけではなく、明日からの実践に活かせるよ
う、わずかながら救急看護の経験を持つ演者が、自身の実践事例を紐解きながら、具体レベルで解説する。 
COVID-19のパンデミックにより家族支援の重要性と難しさが叫ばれている。また、2022年4月の診療報酬改定に
て『重症患者初期支援充実加算』が新設され、「入院時重症患者対応メディエーター」が、当該患者の治療を行
う医師・看護師等の他職種とともに、当該患者及びその家族等に対して、治療方針・内容等の理解及び意向の表
明を支援する体制整備に対して、１日300点の加算がされるようにもなった。このようなことから、救急看護領域
での家族支援の必要性が改めて認識され始めていることがわかる。このあたりの話題にも触れながら、家族支援
として特別な何かが必要ではなく、日々の実践の中でちょっとした捉え方の変化で、時間やマンパワーが無くて
もできるということをお伝えしていきたい。演者が、家族支援専門看護師として最も伝えたい「患者のケアなく
して、家族支援はない」という本質的なメッセージが、本教育講演に参加してくださった方々に伝わり、終了時
に「私たちも家族支援できていた」「明日から家族支援できる」と感じて退室していただける機会になればと考
えている。 
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敗血症性ショックによる生体反応のメカニズムを学ぼう
座長:小田 知子(東海大学看護師キャリア支援センター)
2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:25  第1会場 (TFTホール1000)
 

 
敗血症性ショックによる生体反応のメカニズムを学ぼう 
○道又 元裕1 （1. Critical Care Research Institute） 
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敗血症性ショックによる生体反応のメカニズムを学ぼう
○道又 元裕1 （1. Critical Care Research Institute）
キーワード：敗血症性ショック
 
敗血症（ sepsis）は，隠れた殺し屋と言われるほど，死亡率の高い感染症で，世界中の死者の5人に1人が「敗血
症」で死亡していることが報告されています（ BBCニュース：2020年1月20日）． その定義は「感染に対する調
節（制御）不能な宿主反応により，重篤な臓器障害が引き起こされた状態」，敗血症性ショック（ septic
shock）は，「死亡率を増加させる可能性のある重篤な循環，細胞，代謝の異常を有する敗血症のサブセット（一
部分）」とされ，急性循環不全により細胞障害および代謝異常が重度となり，ショックを伴わない敗血症と比べ
て死亡の危険性が高まる状態」と定義されています。　敗血症は，感染が疑われた場合には可及的速やかな対応
が予後を決定する鍵であることから，クリティカルケア領域だけでなく一般診療の場でも重要な症候群の1つとし
て位置付けられています． 隠れた殺し屋の特徴として，①生体が感染症に対して免疫機能が過剰反応することで
引き起こされる。②感染に対する防御だけでなく、身体の他の部分への攻撃を始める。③進行すると臓器の機能
障害・不全を引き起こし、病態はとても複雑かつ重篤である．④生存者には、長期にわたって影響や障害に直面
する人もいるなどがあげられます（敗血症・敗血症性ショックは PICSの重要なリスクファクター）．また，敗血
症患者の半数が ICUで治療を受け， ICUで治療を受けた敗血症患者は認知機能、身体機能が低下し，敗血症患者で
は特に他の ICU患者よりも退院後のリハビリ施設等の利用が多いことも指摘されています．一方，重症な敗血症患
者の約70%が65歳以上の高齢者であり，一般的に軽度の侵襲をきっかけに，致死的な病態に移行するケースが多
いことを臨床では経験することが多いと思います．例えば，軽度な外傷や熱傷，脳梗塞，市中肺炎，悪性腫瘍等
の侵襲から免疫抑制状態に陥り感染症から敗血症に進展し、全身状態が悪化するケースなど，それは珍しくはあ
りません．その背景には適応免疫（リンパ球系（ T細胞））の免疫老化や基礎疾患（糖尿病、癌など）が原因で免
疫能が低下し、感染症から敗血症に進展するリスクが高まることなどが考えられていますが，何れせよ，高齢敗
血症患者の予後は不良ということです． 本講演では依然と死亡率の高い敗血症性ショックの病態を侵襲による生
体反応との関係から概説します．
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災害対応のプロから学べ！チーム力で危機を乗り越える極意と
は！？　困難をチームで乗り切る知恵を知る

座長:大山 太(東海大学)
2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第7会場 (研修室906)
 

 
『活動時の危機管理』 
チームの共通理解の重要性 
○草場 秀幸1 （1. 在日米海軍統合消防局佐世保署） 
災害対応のプロから学べ！チーム力で危機を乗り越える極意とは！？ 
○勝部 司1 （1. 独立行政法人国際協力機構） 
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『活動時の危機管理』 
チームの共通理解の重要性

○草場 秀幸1 （1. 在日米海軍統合消防局佐世保署）
キーワード：危機管理
 
災害救助訓練時に救助隊と現場で共に活動する医療関係者、構造物専門家の現場での認識の違いがよく見受けら
れます。ここで、お互いに現場で意見を出し合って良い意味で現場でぶつかり合って良い活動に繋がれば良いの
ですが、お互いの共通理解度の低さから、しばしば現場活動が停滞することが見受けられます。特に要救助者の
救出時にはお互いの共通理解、特に現場での『危機管理』という概念の共通理解はとりわけ重要となってきま
す。 ここでの目的は要救助者を救出するために必要な『危機管理』という認識を持つことです。それは、その救
助現場で活動する全ての隊員、人員の『危機管理』に関する知識と経験で危険を排除すること、そして、時には
危険に順応しながらの活動もしなければなりません。 そこで、今回の発表では私たちの所属で実施している 『
Operational Risk Management』（活動上の危機管理）という観点から、現場での危険の排除、危険との順
応、そして、現場での Risk（危険） vs Benefit（利益）というものを考察していきたいと思います。 救助隊
側、医療関係者側では安全管理（危機管理）そのものの尺度が違うと思います。『 Operational Risk
Management』（活動上の危機管理）という考え方を通して、お互いの安全管理（危機管理）に対する共通理解
を持つことができると思います。この安全管理（危機管理）の共通理解というものが、現場でひとつひとつの危
険因子を潰していき、より危険を排除した現場活動に繋がると思います。 まだ見ぬ災害現場、要救助者のために
・・・日頃の訓練、お互いに意見を出すこと、共通理解、非常に重要なことだと思います。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第7会場)

災害対応のプロから学べ！チーム力で危機を乗り越える極意と
は！？

○勝部 司1 （1. 独立行政法人国際協力機構）
キーワード：災害対応、チーム力、多職種連携
 
演者は国際緊急人道支援分野に従事してきた。過去の大規模災害に際しては、国連が派遣する災害調整のための
エキスパートとして被災地に派遣され、また国際緊急援助隊（ JDR）の隊員としても派遣されてきた。 
これまでの災害対応経験に基づき、チーム力をもって危機を乗り越える極意は多くの分野専門家が目的のもとに
力を結集すること、つまり「多職種連携」に見いだせると考えている。本演題においては、過去の災害対応経験
に基づき、具体的事例を用いて多職種連携の在り方を考察する。
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「人工呼吸器からの離脱」を理解する 〜基礎知識から臨床での考え
方まで〜

峯山 幸子 （ 東海大学医学部付属病院）
2022年10月15日(土) 14:35 〜 15:35  第1会場 (TFTホール1000)
 

 
「人工呼吸器からの離脱」を理解する-基礎知識から臨床での考え方まで 
○卯野木 健1 （1. 公立大学法人 札幌市立大学 看護学部） 
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「人工呼吸器からの離脱」を理解する-基礎知識から臨床での考
え方まで

○卯野木 健1 （1. 公立大学法人 札幌市立大学 看護学部）
キーワード：人工呼吸、人工呼吸器離脱
 
人工呼吸器からの離脱は、看護師によって、そして患者にとっても重要なプロセスである。これらは、どのよう
な方法で行うかによって、結果が変化する。 現在は主に Spontaneous Awaking Trial（自発覚醒テスト）、
Spontaneous Breathing Trial（ SBT）が標準的な技法として、なぜ SBTが他の手法に関して優れているのか、す
べてのスタッフが理解しているというわけではないのではないか。 
人工呼吸器からの離脱は、数十年に渡って多くの研究が行われ、基礎的なデータから多くの無作為化比較試験が
存在する。これらの結果、現在の方法に落ち着いていると考えられる。 
現在までの流れを知ることは、なぜ SBTか？という疑問に答え、基礎知識を得ることに繋がると考える。ま
た、その知識を基盤として適切なケアができるのではないかと考えている。本公演では歴史を軽く紐解きなが
ら、なぜ SBTなのか、なぜ他のモードは SBTに及ばなかったのか、などをみなさんと共有し、基礎知識を抑える
ことができればと思う。加えて、これらの基礎知識を基盤として人工呼吸器からの離脱時のケアやモニタリング
に関しても述べようと思う。
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救急に携わる看護師の育成
座長:阿部 雅美(日本赤十字社和歌山医療センター)、杉本 環(日本看護協会 看護研修学校)
2022年10月14日(金) 14:05 〜 16:05  第6会場 (研修室904・905)
 

 
A大学病院救命救急センターにおける臨床看護教育の実際と課題 ～カリキュラ
ムの設定による学習支援～ 
○所賀 聡子1 （1. 東邦大学医療センター大森病院救命救急センター１） 
臨床現場で行っている2つの救急看護教育 
〜実践能力の可視化と実践知獲得のためのナラティブアプローチ〜 
○岩崎 翼1 （1. 半田市立半田病院救命救急センター） 
救急看護師の育成～認定看護師教育の立場から～ 
○桑村 直樹1 （1. 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 看護部） 
エビデンスに基づいた患者中心の看護を導くスペシャリストの育成 
○田戸 朝美1 （1. 山口大学） 
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A大学病院救命救急センターにおける臨床看護教育の実際と課題
～カリキュラムの設定による学習支援～

○所賀 聡子1 （1. 東邦大学医療センター大森病院救命救急センター１）
キーワード：臨床看護教育、カリキュラム、救命救急センター
 
昨今、医療は急速に進歩し臨床看護師に求められる知識・技術も専門性が問われており臨床看護教育の充実が必
要となっている。 A大学病院の救命救急センター（以下、 A救命センター）における臨床看護教育は、指導者に
よって指導内容にバラツキがあることや教育内容が不明確であった。そのため、同じ内容の勉強会がチームや係
などで開催されたり、何をもって達成と判断するか不明瞭であったりし、教育の現状が把握しにくいことが課題
であった。また、2017年より病棟、総合診療科外来（内科・外科・感染症科）、救急外来、3次救急、心血管イ
ンターベンション室、血管造影室が統合し、緊急内視鏡対応や最近では COVID-19外来・スクリーニングなど多
岐にわたる役割を担うこととなり、教育の在り方が課題となった。  
そのため、 A救命センターでは各部門でメンバー役割を担える看護師の育成を目標に、必要な知識・スキルの棚卸
しと習得のための学習・支援方法を検討した。その上で、救命センターにおける看護技術や社会人基礎力・倫理
教育などを見直し、救命センターにおける臨床看護育のカリキュラムを構築した。そのカリキュラムをもとに目
指すべき看護師像を明らかにし、習得すべきことを3か年のローテーション教育として計画した。また、看護クリ
ニカルラダーの段階に沿った教育内容（以下、シラバス）を作成し運用することで、体系的な学習と支援を行う
体制を構築した。教育カリキュラムとシラバスにより臨床看護教育が可視化されたことで、スタッフ個々の次の
目標設定やキャリアプランの構築に活かされている。  
しかし、運用開始から約7年が経過し、シラバス担当者の負担や、担う部門が多岐に渡ることでローテーション期
間が短く経験が積みにくいこと、個人の進捗に合わせたローテーションの実施が困難であること、リーダー育成
などの課題がある。そのため、今後はカリキュラムの見直しとシラバスの運用方法について再検討していく予定
である。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 16:05  第6会場)

臨床現場で行っている2つの救急看護教育 
〜実践能力の可視化と実践知獲得のためのナラティブアプ
ローチ〜

○岩崎 翼1 （1. 半田市立半田病院救命救急センター）
キーワード：実践知、ナラティブアプローチ
 
「 Imagination is more important than knowledge.（想像力は、知識よりも重要だ。）」有名なアル
バート・アインシュタインの言葉です。当然のことながら、看護の対象の幅が広い救急の場において知識は必要
不可欠です。求められる知識量も必然と多くなるため、当院では救急看護師の育成の大部分が知識習得に割かれ
ています。知識習得の指標として独自のチェックリストを使用していますが、その内容は得手不得手に関わらず
全ての分野を求めるため、膨大な量となり達成するまでに2年を要しています。それだけの時間を費やしたにも関
わらず、日々の看護実践の中で最善の看護に結びつけられないという課題を抱える看護師が多数います。それは
なぜなのでしょうか？課題を抱える救急看護師を客観的に観察していると以下のようなことに気づきました。煩
雑化する救急の場において、習得した知識を組み合わせる想像力が不足している。患者のニーズに対して、どの
知識を活用すると最善に進めるのかの想像力が不足している。そもそも患者のニーズを想像する思考が不足して
いる。これらは形式知であるチェックリストでは網羅できにくい暗黙知です。私自身もそうでしたが、救急看護
師はこの暗黙知を日々の看護実践の中で繰り返し経験することで実践知となり、成熟していくことが多いように
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思います。しかしながら、経験との出会いは約束されたものではないため、成熟するまでに長い年月が必要にな
ります。このような背景の中、今回のシンポジウムでは、当院が実践している2つの救急看護教育方法（暗黙知を
含めた看護実践能力の可視化、実践知の早期獲得のためのナラティブアプローチ）を紹介させていただきます。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 16:05  第6会場)

救急看護師の育成～認定看護師教育の立場から～
○桑村 直樹1 （1. 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 看護部）
キーワード：認定看護師、救急看護、クリティカルケア
 
日本看護協会認定看護師制度は、1995年に発足し救急分野の認定看護師は発足当初から認定されている分野であ
る。救急看護認定看護師に期待される能力として、 
1.救急医療を必要とする小児から高齢者、妊産婦に対し、発達段階における特徴を踏まえ迅速かつ的確なフィジカ
ルアセスメントを実践することができる。 
2.救急患者の病態に応じて、問題に優先順位を迅速に判断し、適切な初期対応技術を実践することができる。 
3.刻々と変化する重症救急患者の病態に対し、効果的かつ安全な全身管理技術を実践することができる。 
4.救急医療を必要とする対象の権利を擁護し、自己決定を尊重した看護を実践できる。 
5.救急医療を必要とする患者と家族の心理・社会的状況をアセスメントして、支援することができる。 
6.災害医療現場において、医療ニーズを迅速に判断し、他職種と連携して実践することができる。 
7.より質の高い救急医療を推進するため、救急看護実践の場において、リーダーシップを発揮し、多職種との協働
を調整できる。 
8.救急看護実践を通して、救急医療における看護の役割モデルを示し、看護職者への指導・相談を行うことができ
る。 
が挙げられており、これらの能力を修得するための教育を実施している。そして、これまで多くの救急看護認定
看護師を輩出してきた。2020年度からは、新たな認定看護師制度と認定看護分野の分野再編により、救急看護認
定看護師、集中ケア認定看護師からクリティカルケア認定看護師が誕生した。この新たな認定看護師制度で
は、「看護師の特定行為に係る研修制度」の内容を組み込んだ教育を実施し、2021年12月現在で359名のクリ
ティカルケア認定看護師が誕生している。 
　これらの認定看護師教育による救急看護師の育成への効果と、新たな認定看護師制度による救急看護認定看護
師とクリティカルケア認定看護師の期待される能力の違いなどについて、カリキュラム等を比較しながら述べて
いく。 
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 16:05  第6会場)

エビデンスに基づいた患者中心の看護を導くスペシャリストの育
成

○田戸 朝美1 （1. 山口大学）
キーワード：看護教育
 
CNSは、複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族および集団に対して水準の高い看護ケアを効率よく提供する
ため、特定の専門看護分野で知識および技術を深め、保健医療福祉の発展に貢献し、あわせて看護学の向上をは
かることがその役割目的である(日本看護協会、2014)。急性・重症患者看護専門看護師は2004年に認定開始さ
れ、全国31の大学で教育が行われている。また、専門看護師の実践力の強化を主眼としてすべての大学で38単位
への移行が完了している。当講座も、2018年に38単位へ移行し、教育を継続し、2022年現在、26名の急性・重
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症患者看護専門看護師を輩出している。 急性・重症患者看護専門看護師の教育において、6つの役割を果たすため
に必要な能力として、当講座では研究を重視している。近年、 QI（ Quality Indicator; クオリティ・イン
ディケーター）が注目され医療の質を示すようになった。看護においても様々な QIを設定し、データを収集、分
析、発表する過程は、研究に必要な能力とも類似している。 QIを明らかにすることは、日々の実践の現場を可視
化することであり、言語化することである。救急の現場においては、短時間で複雑で解決困難な看護上の問題を
取り扱うことも多い。そのような中で、看護の問題を言語化し、多職種とも調整を図りながら患者中心のより良
いケアを提供する急性・重症患者看護専門看護師の育成のために行っている教育について、今回発表したい。
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シンポジウム | 指定演題 | シンポジウム

救急看護におけるこれまでの COVID19対応とこれから COVID19対応
座長:箱崎 恵理(看護協会ちば訪問看護ステーション)、渕本 雅昭(東邦大学医療センター大森病院)
2022年10月14日(金) 14:10 〜 16:10  第1会場 (TFTホール1000)
 

 
救急看護におけるこれまでの COVID１９対応とこれからの COVID１９対応 
○箱崎 恵理1 （1. 看護協会ちば訪問看護ステーション） 
ICUにおける COVID19患者家族への看護の実際と課題 
○牧野 夏子1 （1. 札幌医科大学附属病院看護部） 
COVID19による当院の救急対応の変化～発熱外来発足から3年目を迎えた現状
と課題～ 
○小野澤 圭子1 （1. 東邦大学医療センター大森病院） 
救急看護における COVID-19への対応　～これまでとこれから～ 
○小林 倫子1,2、浅井 さとみ1 （1. 東海大学医学部付属病院 医療監査部 院内感染対策室、2. 東海大学
医学部付属病院看護部） 
COVID-19対応における救急医療現場のマネジメントと今後の課題ー看護管理
者の立場からー 
○川谷 陽子1 （1. 愛知医科大学病院 高度救命救急センター EICU） 
新型コロナウイルス感染症、その動向と今後の対策 
○小林 寅喆1 （1. 東邦大学看護学部 感染制御学 ） 
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(2022年10月14日(金) 14:10 〜 16:10  第1会場)

救急看護におけるこれまでの COVID１９対応とこれからの COVID１
９対応

○箱崎 恵理1 （1. 看護協会ちば訪問看護ステーション）
キーワード：救急看護、COVID１９
 
NHK報道によると、日本時間の令和４年8月27日時点で、世界全体の新型コロナウィルスの感染が確認された数は
累計で6億人を超えた。日本はおよそ1819万人で10番目である。世界全体の新規感染者数は、減少傾向にある
が、検査数自体が減っている国もあり感染者数はこれよりも多い可能性がある。この未曽有の事象の実態を知る
には数年かかるだろう。 
世界的なこの感染症の拡大によって、わが国では様々な問題が表出した。保健所に電話相談が集中し電話が繋が
らず感染者・濃厚接触者が停滞し、病院・介護施設にクラスターが発生する事態が頻発したことが毎日のように
ニュースで取り上げられた。  
医療・介護の現場では、必死に COVID19の対応を続けているものの、3年目と長期に及んだことで、疲労が重な
るとともに様々な課題が浮き彫りになった。代表的なのは入院病床のひっ迫と現場の人で不足である。 
高齢者は重症化リスクが高いため、当初は感染したら原則入院としていた。しかし日本では2025年問題を解決す
るために、地域医療構想を掲げ病床を再編成しており、病床の削減と病院の統廃合が進められていた。結果、病
床がひっ迫することは必然であり、その原則はすぐに崩れた。そして国は第６波のあと、介護施設や在宅医によ
る自宅療養をすることを勧め、中には医療設備・体制がない介護施設内で療養を続けてほしいとした自治体も
あった。 
続いて、入院施設や介護施設、訪問医療・看護の需要が急増する中、職員自身の感染や濃厚接触により隔離さ
れ、担い手が減少し、需給バランスが崩れた。。第7波ではかつてない感染拡大により、医療従事者、介護職員が
次々と感染し、残った数少ない職員で対応することか求められている。もともと人手不足であった状況に拍車が
かかり、残った職員の業務量が通常以上に増えた。医療施設や介護施設へは、診療報酬の増額や介護報酬におけ
る人員基準の臨時的な取り扱いや処遇改善加算などがあったものの、実際に陽性者に対応した職員へ危険手当な
どの還元がほぼ無い。現場の使命感や責任感のみに頼っている状態が続いている。 
令和２年７月１４日に厚生労働省は、新型コロナウィルス感染症対策の現状と課題の中で、感染対策指針やマ
ニュアルの整備、検査体制の強化、ワクチンや治療薬の開発促進、専門病院の整備、専門的スタッフの配置、日
本版 CDCの設置、医療者への報酬増額を掲げている。  
このシンポジウムでは、医療の最前線である救急看護に取り組む看護師らに、実際の COVID19の対応と今後の展
望について報告をしていただく。現場目線での忌憚ない報告や意見を拝聴し、本学術集会のテーマに沿い、現在
おかれている現場を客観的に捉え分析し、実際に起こっている事象から救急看護の本質に迫っていきたい。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:10 〜 16:10  第1会場)

ICUにおける COVID19患者家族への看護の実際と課題
○牧野 夏子1 （1. 札幌医科大学附属病院看護部）
キーワード：COVID19、ICU、看護
 
新型コロナウイルス感染症(以下、 COVID19)が世界的な流行となってから2年以上が経過しているが、今もなお
医療・看護界への影響は大きくその対応が求められている。 A病院は、流行当初より COVID19重症患者、中等症
患者の受け入れ施設として対応してきた。 COVID19重症患者の対応は、医療機器の特殊性に対応する管理力や重
症患者管理の厳密性を担保するために救急看護師が担当している。同時に、三次医療機関として救急搬送も受け
入れている。  
私が勤める ICUは、主に院内急変した患者や大手術後の患者が入室する病棟であり、非 COVID19重症患者が入室
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する。院外急変は原則高度救命救急センターに搬送されるが、 A病院の入院歴があった場合には、直接 ICUに転院
搬入されることもある。その場合には COVID19か否かの確認がなされるまで PPEを装着し看護介入を行ってい
る。そのような対応をするなかで COVID19の影響は、 COVID19患者のみではなく、非 COVID19患者への影響
も大きいことを痛感している。  
今回のシンポジウムでは、 COVID19重症・中等症患者の看護援助をおこなった看護師の語りから得られた研究結
果と非 COVID19重症患者対応における看護の実際と課題について発表し、更なる感染拡大が懸念されるなかで今
後の展望について考える機会としたい。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:10 〜 16:10  第1会場)

COVID19による当院の救急対応の変化～発熱外来発足から3年目
を迎えた現状と課題～

○小野澤 圭子1 （1. 東邦大学医療センター大森病院）
キーワード：COVID19、救急看護師、救急対応
 
当院では2020年3月に帰国者・接触者外来が設置され、感染拡大による発熱者・陽性者数増加に対応するべく診
療体制の改善や設備改修を行ってきた。 COVID19発生当初は、マニュアル整備が進まないなかで患者を受け入れ
ることに対する混乱や医療者自身の感染リスクに大きな不安・ストレスを抱えながらの対応であり、救急看護師
の役割を十分に実践できない状況に葛藤を生じていた。しかし、幾度となく訪れる感染拡大のなかで改善策の検
討を繰り返し、発熱外来・初療対応が実践できるスタッフの育成、外来－病棟間の応援・協力体制強化を図
り、救急看護が提供できるよう看護体制を整えた。院内面会禁止が継続されていることから、救命救急セン
ターでは対面に代わるタブレット端末による面会方法を導入し、患者および家族支援が行われている。さら
に、第6波以降では受診患者数の急増により待機患者がゾーニングエリアに留まらないことが問題となり、診察
室・待合室のレイアウトを変更し、一般外来患者への影響が最小限となるよう感染管理を行うとともに、より円
滑な診療ができるよう調整を図った。 第7波を迎えている現在、医療者の休務によって人員が限られることか
ら、これまで構築してきた応援体制も維持できない状況にある。また、患者のキーパーソンとなる家族が濃厚接
触者／陽性者であるケースも多く、看護師が接触できる機会が少ないことから家族の抱えるニーズや問題を捉え
ることが困難になることもあり、患者・家族に十分な看護が行えていないのではないかと苦悩を抱えている。 
 終わりのみえない感染状況のなか、 COVID19対応とともに求められる救急看護実践の展望を考える機会とした
い。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:10 〜 16:10  第1会場)

救急看護における COVID-19への対応　～これまでとこれから～
○小林 倫子1,2、浅井 さとみ1 （1. 東海大学医学部付属病院 医療監査部 院内感染対策室、2. 東海大学医学部付属
病院看護部）
キーワード：COVID-19
 
「新型コロナウイルス感染症（ COVID-19）」は、新型コロナウイルス（ SARS-CoV-2）による感染症であ
る。この感染症の世界的なパンデミックは今年で3年目になる。 COVID－19のこれまでとこれから、その後も持
続すると考えられる感染対策について述べる。 救急は「突発的な」「具合が悪く待てない」「診断がつかないこ
ともある」患者が来院する部署であり、初療あるいはトリアージの段階ですべての感染症に対しての備えが必要
である。「患者の症状に合わせた経験的な予防策」を、主に「問診」を頼りに実施している。感染管理を担う立
場としては、救急の現場でこれらの対策を必要かつ充分に実施したうえで、患者の療養する環境を整えることが
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重要であると考える。すなわち、早期に「隔離の必要な感染症の証拠を集められるか」が重要となる。 パンデ
ミック当初 COVID-19患者を全員入院させる必要があり、重症者受け入れ施設である当院は、来院するときはす
でに「陽性」が判明していたため、その準備に人的・物的資材を集中することができた。また、入院や受診の制
限や、入院前の水際対策を充実させることで入院病床に余裕があり、早い段階で感染者や疑い患者を個室管理す
ることで、院内クラスター発生を抑制することもできていた。一方で、十分に科学的解明がなされていない未知
のウイルスに対して、過剰な反応や対策が存在していたのも事実である。 その後、人類の進化を凌駕するウイル
スの進化は止まらず、 Withコロナといわれる時代に突入した。第７波では、自分の隣にいる人が「陽性」かもし
れない、という気持ちで日常的に感染対策を行う必要がある。現在、 SARS-CoV-2の伝搬経路は飛沫またはエア
ロゾル感染が主流であることが解明されてきた。マスクを確実に装着すること、眼の粘膜を保護すること、換気
を十分にすることである程度の伝搬を予防できることがわかっている。これらのエビデンスを踏まえ、救急にお
ける対応も変化してきている。来院時に検査で陰性であり、同居家族に陽性者がいないことを聴取したとして
も、その後再度検査すると陽性であることがこれまで以上に増加してきた。このような場合、院内での伝搬を最
小限にするための予防策をとることが大切である。予防策のポイントは、医療従事者のみならず患者を巻き込ん
だ個人防護具の適正な使用、ベッド移動を極力行わないなどの患者療養環境の整備である。 COVID-19は、私た
ち看護師に対して常に「その対応、合ってますか？」「患者のアセスメント、充分にしましたか？」と問いかけ
ている。私たちは、「対策が十分できていたから、感染の拡大は最小限だった」と答えられる看護を提供して行
かなくてはならない。 このような状況を踏まえ、自験例を示し、活発な意見交換をしたいと考える。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:10 〜 16:10  第1会場)

COVID-19対応における救急医療現場のマネジメントと今後の課
題ー看護管理者の立場からー

○川谷 陽子1 （1. 愛知医科大学病院 高度救命救急センター EICU）
キーワード：COVID-19、看護管理、救急医療
 
【目的】2020年から始まった新型コロナウィルス感染症（以下 COVID-19）は、様々な心理的不安や恐怖を増大
させ、当初からスタッフへの身体的・心理的影響に対して危機感を感じた。看護管理者に求められる能力には危
機管理能力があり、予測されるリスクを回避し、安全を確保するとともに、危機的状況に陥った際の影響を最小
限に抑える力が必要とされている。看護管理者は平時から危機管理を行っているが、今回の COVID-19に伴う危
機は、想定をはるかに超え長期化している。救急医療現場のマネジメントの経過を振り返り、現在も続く対応の
課題について報告する。 【方法】2020年1月から現在の取り組みについて、危機管理能力に焦点を当て、危機管
理のプロセスである、問題が起きる前の対策「準備」「対応」、問題が起きてしまった後の対策「復旧」「減
災」に分け分析する。分析は個人が特定されないよう配慮し、 A病院看護部研究倫理審査会（簡2022-26）の承
認を得た。 【結果・考察】準備と対応では、 COVID-19をいち早く災害として捉え、非常時であることを宣言
し、救急看護師の責務と目標を共有した。当初から健康管理フォームを導入し2年間実施・活用し、2022年度か
らは、特有の課題抽出のため、 COVID-19診療に従事する医療者の精神的・社会的負荷評価尺度（
TMDP）フォームへ変更した。危機に立ち向かう管理体制として、スタッフの心身の健康を確認し、支えながら管
理することができたと考える。復旧と減災という観点では、2021年度からは健康管理フォームの点数の解釈内容
を伝え、自己の状況を自ら評価できるようにし、セルフケアにつなげるように促した。健康状態悪化を少なから
ず抑え、自己コントロールできるスタッフが増えたことは、自己のストレス状況を認識し、立ち直る力（レジリ
エンス）が高まったと考える。 【結論】 COVID-19は災害の一つとして捉え、危機管理のプロセスである「準
備」「対応」「復旧」「減災」の視点をもち、備え、対応する必要がある。
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(2022年10月14日(金) 14:10 〜 16:10  第1会場)

新型コロナウイルス感染症、その動向と今後の対策
○小林 寅喆1 （1. 東邦大学看護学部 感染制御学 ）
キーワード：新型コロナウイルス感染症、感染対策
 
2019年12月、中国湖北省武漢市で端を発したと考えられている新型コロナウイルス感染症はまたたく間に世界へ
と拡がりを見せ、 WHO(世界保健機関)は2020年3月11日にパンデミック(世界同時流行)を宣言した。その後も感
染拡大は収まらず3年が経過しようとしているなか、世界の感染者数は5.8億人を死者は640万人を超え(2022年
8月7日現在)、歴史に残る感染症となった。 新型コロナウイルス感染症は新興感染症であるがため、人々に免疫が
ないこと、また、特効的な治療薬がないことから、インフルエンザに比べ高齢者や基礎疾患を有する罹患者に重
症化する頻度と致死率が高くなる。このウイルスもヒト-ヒト感染を繰り返すことによって変異し続け、現在に
至ってはパンデミック当初に比べ感染力は強くなってはいるものの病原性は低下し、致死率が減少しているのも
事実である。 新型コロナウイルス感染症は主に感染者から排出された飛沫を吸いこむことや、ウイルスを含む飛
沫が付着したところに触れ、粘膜をとおして体内に侵入することによって感染する。また、飛沫に含まれるウイ
ルス量も多いとされ、エアロゾルによる感染も生じることから密な環境で感染が起こりやすいことも指摘されて
いる。さらにインフルエンザと異なり感染したヒトが発症する数日前よりウイルス量が多くなり、発症する前で
も他者に感染させる可能性があることなどこのウイルスの特徴も明らかとなってきた。 現在においては、いくつ
かのワクチンが開発され一般に応用されるようになり、先に述べたウイルスの病原性の低下とともに高齢者にお
いても重症化する例は少なくなった。しかし、本感染症法の分類上、ひとたび感染すると一定の期間隔離を余儀
なくされ、社会活動にも大きく影響をおよぼす。このような影響を大きく被ったのも医療関連施設やいわゆる
エッセンシャルワーカーであり、感染拡大が大きく重症者も多かった第5波では医療崩壊とも言われた災害級の感
染状況にまで陥った。現在(2022年8月8日)においても、第6波を大幅に超える第7波の爆発的感染拡大の中、救急
をはじめとする医療現場での逼迫が続いている。従来の感染症対策では保健所の機能も不全となり、当該感染症
への対応がいかに困難であったかを記憶に残す経験となった。 その一方で、過剰な対策や科学的根拠が乏しい対
応により社会活動にも大きな弊害が生じたことも事実である。言わば、見えない恐怖のあまり日々発信される多
くの情報に惑わされ混乱をきたしてきたことも事実である。 本講演では、新型コロナウイルス感染症の動向
と、今までに分かってきた知見を一度整理し、正しい知識と科学的根拠に基づき今後どのように対応していくか
を考える機会となれば幸いである。
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シンポジウム | 指定演題 | シンポジウム

特定行為研修制度発足から6年、救急看護現場はどのように変わった
か

座長:三上 剛人(吉田学園)、天谷 愛(東京都立広尾病院)
2022年10月14日(金) 15:20 〜 17:20  第2会場 (TFTホール500)
 

 
救急外来をフィールドにした特定行為研修修了看護師の役割 
○増山 純二1 （1. 令和健康科学大学） 
特定行為による救急看護の成果 
○峯山 幸子1 （1. 東海大学医学部付属病院8B病棟） 
救急看護現場における特定行為研修修了者活用の実際と課題 
○多田 真也1 （1. 順天堂大学医学部附属静岡病院） 
特定行為研修制度の概況と修了者に期待される役割 
○羽田 忍1 （1. 厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室） 
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(2022年10月14日(金) 15:20 〜 17:20  第2会場)

救急外来をフィールドにした特定行為研修修了看護師の役割
○増山 純二1 （1. 令和健康科学大学）
キーワード：特定行為研修、救急外来
 
A病院は，513床を有し2020年2月より救命救急センターを開設した。今回は、 A病院が救命センター開設前
に、医師が不足している救急外来における特定行為研修修了看護師としての役割について、2015年4月から
2020年3月までの5年間の経験をもとに述べる。 
　A病院の特定行為研修修了看護師は、2016年3月に公益社団法人日本看護協会、特定行為研修を修了し、特定行
為区分は、「呼吸器（気道確保に係るもの）関連」「呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連」「呼吸器（長期
呼吸療法に係るもの）関連」「栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理）関
連」「創部ドレーン管理関連」「動脈血液ガス分析関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」である。 
　A病院の特定行為研修修了看護師の活動場所は救急外来であり、役割は早期に患者へアプローチし、プライマ
リーケアを遂行し、問診、身体所見から緊急度の判断、緊急検査など、医師の診断計画の一助として実施し、患
者の重症化の予防を図るとしている。具体的に４つの役割を担っている。１つ目は、患者来院時（救急車、 walk
in）の診察（予診）である。これは、救急医の不在時や患者が多い場合は、医師が診察する前に予診を行い、状況
によっては、医師の診察前に検査を実施し、医師へ引き継ぐ役割である。２つ目は、医師と協働した緊急検査の
実施である。動脈血採血、超音波検査の実施や血液検査、 CT検査、 MRI検査の指示を出している。３つ目は、ト
リアージ後の診察待ち時間を利用したレントゲン検査、感染症検査の指示である。４つ目は、初療室の調整を行
なっている。これは、救急医や当直医師と相談しながら、看護師のリーダーと協働し、診察する研修医の決
定、各科のコンサルトの調整、救急外来のベッドコントロールの役割を担っている。　 
A病院における特定行為研修修了看護師の役割は、特定行為を実施することではなく、特定行為研修で培った実践
力を、救急外来の医療ニーズに合わせて、役割を明確にした上で、遂行することであった。特定行為を実施する
ことより、各施設には、どのような医療ニーズがあり、その医療ニーズに対し、研修した実践力をどのように活
かしていくか、議論しながら役割を明確にしていく必要がある。その結果、医療ニーズ充足や救急医療への貢献
性を高めることができると考える。
 
 

(2022年10月14日(金) 15:20 〜 17:20  第2会場)

特定行為による救急看護の成果
○峯山 幸子1 （1. 東海大学医学部付属病院8B病棟）
キーワード：特定行為、救急看護、成果
 
当院は2016年から看護師による特定行為実践を行っている。現在、救急看護認定看護師、集中ケア認定看護
師、手術看護認定看護師の計9名がクリティカル領域の特定行為を担っている。救急看護認定看護師は、救急外
来・蘇生室から EICU・ EHCU・一般病棟の患者と幅広いフィールドを担当している。集中ケア認定看護師は
ICU入室前後、手術看護認定看護師は、手術前後の患者を担当することで、それぞれの専門性が少しずつ重複する
フェーズがあり、これが、シームレスな特定行為実践につながっている。 これまでの活動で得た成果は、  
・タスクシフト  
・患者が必要とするタイミングでの医行為実践  
・コスト削減  
等がある。何よりも患者の生物学的生命が優先される超急性期から、臨床推論と並行した医行為により患者介入
することで、より早期から患者の生活を見据えた看護につなぐことが可能になった。 
　本シンポジウムでは、自身が経験した事例を紹介しながら、看護の成果について会場の皆さんとともに議論を
重ねていきたい。
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(2022年10月14日(金) 15:20 〜 17:20  第2会場)

救急看護現場における特定行為研修修了者活用の実際と課題
○多田 真也1 （1. 順天堂大学医学部附属静岡病院）
キーワード：看護師特定行為研修、特定行為研修修了者、特定看護師
 
近年「チーム医療推進」、「医師の働き方改革」の具体的対策の一つとして、看護師特定行為研修が開始さ
れ、知識・技術の習得だけでなく役割も拡大してきている。当院では2020年度から特定行為研修を開始し、現
在、特定行為研修修了者（以下、特定看護師）17名、診療看護師1名が活動している。自身は診療看護師とし
て、特定行為研修の教育を任され、研修生へ看護師が実践する特定行為の意味を見出し、その理解が得られるよ
う指導に携わっている。 
　研修修了者のうち、救命救急センターで活躍している特定看護師は6名（うちフライトナース1名）おり、現在
の活動内容は大きく分けて、特定行為実践、教育、組織横断的活動である。特定行為実践としては主に呼吸器関
連（人工呼吸療法に係るもの）、動脈血液ガス分析関連の実施が多く、これまで看護師が実施していない特定行
為外の行為も実施するようになった。特定看護師の存在は、行為そのものだけではなく、スタッフ育成の要とな
ることが成果のひとつであると考える。研修で得た知識のもと、病態アセスメントや臨床推論を駆使して、医師
や多職種間の連携に関わることで、看護の底上げが期待できる。また今年度より院内リソースとして、特定行為
研修における運営の一部として演習内のファシリテーションや実習時のサポートを担い教育の場面で活動を始め
た。 
　特定看護師は EICUのみに配置されており、配置に偏りがある。しかし、救急はあらゆる場面で発生するた
め、配属部署の適正化や常時勤務内に特定看護師を配置する体制作りを検討している。さらにドクターヘリをは
じめとするプレホスピタルの場で活躍できる特定看護師の育成なども課題である。 
　以上のことから、特定行為研修や修了者の存在により救急現場がどのように変化したのかを考察したい。
 
 

(2022年10月14日(金) 15:20 〜 17:20  第2会場)

特定行為研修制度の概況と修了者に期待される役割
○羽田 忍1 （1. 厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室）
キーワード：特定行為研修制度
 
看護師の特定行為研修制度は、平成27年度10月から施行され、約8年が経過した。 
　直近では、指定研修期間（特定行為研修を行う病院等であって、厚生労働大臣が指定するもの）は338機関（令
和4年8月時点）、特定行為研修を修了した看護師（以下、「研修修了者」という。）は4,832名（令和4年3月時
点）となった。平成31年4月に創設された領域別パッケージ研修を開講している指定研修機関は171機関（令和
4年8月時点）であり、そのうち救急領域を開講している指定研修機関は46機関、集中治療領域を開講している指
定研修機関は21機関である。 
　特定行為は、診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力および判断
力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38行為が規定されている。また、特定行為は類似の
行為をまとめることにより21区分に分類されている。特定行為は、すでに看護師が日常的に行っている行為や医
師が行った方がよいと考えられる行為、手順書により実施することに馴染まない行為等は含まれていない。 
　特定行為研修は、全ての特定行為区分に共通する「共通科目（250時間）」と特定行為区分ごとに学ぶ「区分別
科目（区分により5～34時間）」から構成される。特に、共通科目は医師と同じ思考過程を学ぶ臨床推論やフィジ
カルアセスメントといった判断する力を養うために重要な科目が含まれている。 
　特定行為研修制度の創設時以降、医療従事者の働き方改革に伴うタスクシェア／シフトに加え、今般の新型コ
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ロナウィルス感染症に係る対応や医療を取り巻く現状の変化を踏まえ、在宅医療領域に加えて高度急性期に対応
できる知識・技術を習得した看護師の確保のニーズも高まっている。 
　こうした状況を踏まえ、これまでの少数の希望者による受講から、今後は組織的に研修修了者を育成、配
置、活用する体制を整備していく必要がある。
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シンポジウム | 指定演題 | シンポジウム

日本集中治療医学会との合同企画（50周年記念） これからの救急・集
中治療における看護を考える

座長:卯野木 健(札幌市立大学)、渕本 雅昭(東邦大学医療センター大森病院)
2022年10月15日(土) 09:30 〜 11:30  第1会場 (TFTホール1000)
 

 
集中治療の経験から救急外来に活かされたこと 
○大村 正行1 （1. 日本赤十字社 岡山赤十字病院 救命救急センターICU） 
救急看護における教育の現状とこれからのデザインを考える 
○苑田 裕樹1 （1. 令和健康科学大学） 
看護管理者として期待するこれからの救急看護 
○上澤 弘美1 （1. 総合病院 土浦協同病院 看護部） 
これからの救急・集中治療看護提供体制について医療制度の観点から考える 
○河合 佑亮1 （1. 藤田医科大学病院 看護部） 
集中治療室において標準的な看護職務を遂行するために必要な臨床実践能力の
特性:システマティックレビューおよびデルファイ調査 
○櫻本 秀明1,2,3 （1. 日本集中治療医学会 看護教育委員会、2. 日本集中治療医学会 学会看護師認証検
討委員会、3. 日本赤十字九州国際看護大学） 
日本集中治療医学会における認証看護制度（ ICRN, ICRN-K)に関して 
○卯野木 健1 （1. 公立大学法人 札幌市立大学 看護学部） 
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(2022年10月15日(土) 09:30 〜 11:30  第1会場)

集中治療の経験から救急外来に活かされたこと
○大村 正行1 （1. 日本赤十字社 岡山赤十字病院 救命救急センターICU）
キーワード：救急看護、集中治療看護
 
岡山赤十字病院（以下当院）は病床数500床、救命救急センターを有している。 
救急外来（以下 ER）は一次から三次までの救急患者を受け入れており、集中治療室（以下 ICU）は救命救急入院
から重症術後患者、院内急変患者、重症小児患者など、院内全ての重症患者を受け入れている。  
ERでは生命を脅かす症状や早急に対処が必要な問題が潜んでいないかを系統的な観察やアセスメントを実施して
いる。また ICUでは得られた情報を総合的に統合させ、患者の状態把握や今後の病態予測などを行っている。患者
自身への介入のみならず、家族への援助や退院支援などの視点からも看護介入に繋げている。 
2022年4月から、当院の看護体制として ERと ICUが一元化となった。今回は、 ICUで救急看護認定看護師の立場
で看護実践をしてきた経験から、 ERでの看護実践に活かされたことを考えてみたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:30 〜 11:30  第1会場)

救急看護における教育の現状とこれからのデザインを考える
○苑田 裕樹1 （1. 令和健康科学大学）
キーワード：救急看護教育、ICT
 
我が国では、2000年に米国心臓協会（ American Heart Asssociation： AHA）から発表された「心肺蘇生と救
急循環処置に関する国際ガイドライン2000」をきっかけとして、 BLSや ACLSなどの標準化された Off-the-Job
Trainingが各地で開催されるようになった。次第にガイドラインに基づいた標準化された研修の重要性が認識さ
れ、日本救急看護学会では、2008年より JNTECプロバイダーコースの運用を開始するなど、現在ではフィジカル
アセスメントコースやトリアージナースコース、ファーストエイドコース、災害看護初期対応セミナーなど、委
員会主催の様々な研修が定期的に開催されている。 
　一方、新型コロナウイルスの感染拡大でより一層注目を集めているのが「エドテック（ EdTech）」教育であ
る。つまり、エデュケーション（ Education）とテクノロジー（ Technology）を組み合わせた教育を示している
が、当学会でも、 ICTを活用したオンライン（遠隔）教育として、ライブ研修や、オープンソース LMS（
Learning Management System）の Moodleを活用したオンデマンド研修が展開されるようになった。 
　自宅から学習が可能となった今、今後はさらにオンライン教育の充実が期待されている。しかし、エ
デュケーション（ Education）において、オンライン学習は対面研修と同じ内容で行うことが最善というわけで
はない。遠隔教育の理論の１つであるサイモンソンの同価値理論では、遠隔と対面研修での学習は、根本的に異
なるので、遠隔学習者と対面での学習者には、「最終的には同等の学習経験の集合体をデザインする」必要があ
る。オンライン学習と対面学習は、「具体的な経験が異なっても、同様の価値を持つべき」（ Simonson,
1999）であると述べている。また、テクノロジー（ Technology）では、 Virtual Reality技術等を利用した
User Interfaceを持つ学習管理システムなど、画期的な ICTの導入が加速的に進んでいくと推測される。 
　つまり、オンライン研修と対面研修の双方のメリットを発揮し、デメリットをカバーし合うような研修デザイ
ンで、かつ、 ICTを効果的に活用した「新しい価値ある教育」こそがこれから求められる教育と考える。 ICTとイ
ンストラクショナル・デザインを融合させ、これからの社会のニーズに応える教育とそのデザインについて考え
たい。
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(2022年10月15日(土) 09:30 〜 11:30  第1会場)

看護管理者として期待するこれからの救急看護
○上澤 弘美1 （1. 総合病院 土浦協同病院 看護部）
キーワード：救急看護、看護管理者
 
2000年に山勢らは，救急看護の独自性が明確でないため，救急看護を創造する基盤を確実にしていく必要がある
と述べている（山勢ら，2000）。それから20年以上が経過し，救急看護はどのように変化しただろうか。まず
は，1999年の「ドクターヘリ試行的事業」から2001年には「ドクターヘリ導入促進事業」となり，ドク
ターカーのみならずドクターヘリに搭乗するフライトナースとして看護を提供している。このように，救急領域
に勤務する看護師は，病院に救急搬送される患者の看護だけではなくプレホスピタルケアも行っており，病院の
内外を問わず救急医療が必要な患者に対しても看護を提供している。  
2012年度からは，診療報酬の改定によって「院内トリアージ実施料」が新設され，トリアージが医学管理料の一
部として診療報酬に加算できることになった。その後，2020年度の診療報酬改定では「院内トリアージ実施
料」が，100点から300点と引き上げられた。これは，緊急度や重症度の高い患者を見いだし早期に対応すること
で患者の予後改善に寄与してきた結果であろう。また「特定行為に係る看護師の研修制度」では，2019年に「救
急領域パッケージ」が新たに追加され，救急領域において更に看護師の役割発揮とチーム医療を推進していくこ
とが期待されている。 
　しかし，救急領域での看護師の数は足りているのだろうか。日本の救急医療体制は一次，二次，三次救急医療
機関に分類されているが，分類によって看護師配置基準がされていない現状がある。そればかりか，救急外来で
は看護師配置基準がないため施設によっては入院基本料の関係から，看護師の病棟配置の優先のため救急外来の
看護師が不足していることも十分に考えられる。  
今回のシンポジウムでは，これまでの救急看護の背景や問題点，地方の救急領域の立場である自施設の救急外来
の状況を踏まえながら，私見を交えて看護管理者として期待するこれからの救急看護について話題を提供してい
きたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:30 〜 11:30  第1会場)

これからの救急・集中治療看護提供体制について医療制度の観点
から考える

○河合 佑亮1 （1. 藤田医科大学病院 看護部）
キーワード：看護提供体制、医療制度
 
重症患者の高齢化や複雑化、集中治療の高度化等により、救急・集中治療領域に従事する医療従事者に求められ
る業務の質と量は著しく大きくなってきている。特に看護師は診療の補助として、医師のタスク・シフト/シェア
を含めた集中治療の専門性を有する業務を多岐にわたり担うことが必要であり、その育成までには長期間を要
し、今般の新型コロナウイルス感染症のパンデミック下においても確保の困難さが浮き彫りとなった。これには
現行の救急・集中治療看護提供体制における主に2つの問題があると考える。 
まず、重症患者への看護には高度な知識・技術とマンパワーが国の想定以上に必要である。集中治療にフォーカ
スを当てると、日本は平時より約7,000床の ICUに約23,500人の看護師が配置されているが、我々が行った全国
調査では、人工呼吸器を装着した COVID-19患者1人当たりに常時2人の看護師配置が必要であった。さらに、
ICU看護師のうち人工呼吸器を装着した重症呼吸不全患者を自立して担当できる割合は6割であったことが分か
り、新興感染症等の感染拡大時における医療需要の増大に備えた重症患者に対応可能な看護師数が著しく不足し
ていたことが明確になった。次に、平時からの看護師配置が十分ではない。集中治療にフォーカスを当てる
と、1978年度診療報酬改定において特定集中治療室管理加算が新設されて以降、特定集中治療室の看護師配置は
常時2対1の規定となったが、40年以上が経過した現在では、実態にそぐわない基準になっている。先行研究で
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は、 ICUの看護師配置が1.5対1以上に手厚いことは、 ICU死亡率低下や院内死亡率低下に有意に関連することが
示されている。さらに、医師の包括的指示に基づいた看護師による人工呼吸器離脱に向けた管理は、人工呼吸器
装着期間や在院期間等を短縮させることが報告されているが、それを実施する ICUの割合は2020年時点で3割未
満と少ない。これらの問題に対して、日本集中治療医学会では「我が国の集中治療医療提供体制を強靭化するた
めの提言」を発出し、アクティビティ高く取り組みを行っている。 
一方で、上記問題について救急にフォーカスを当てると、そもそもの救急外来への看護師配置に係る医療制度上
の基準が設けられていない現状がある。そのため、救急外来への看護師配置は各医療機関の裁量に委ねられ、専
任看護師1人の配置下で年間2,000件以上の救急車やヘリコプターの受け入れを行っている救急外来も少なからず
存在することが厚生労働省の調査で明らかになっている。令和2年度診療報酬改定における救急搬送看護体制加算
１の新設によって二次救急外来への複数名の専任看護師配置が評価されたが、複数名による対応の必要性の有無
については各医療機関で判断可能としており、適切な看護師配置の確保として十分に機能するような制度設計に
なっていない可能性がある。この問題に対して、厚生労働省は「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検
討会における議論の整理（2020年3月19日）」の中で、「救急外来等への看護師の配置に関する基準等について
検討し、必要な措置を行う」としているが、未だ俎上にあがることなく、救急救命士の活用に係る議論が主とし
て行われている。看護師は医師の具体的指示のみならず、包括的指示に基づいた診療の補助を実施可能であ
り、医師の働き方改革の観点からもその役割が大きく期待されているが、医師の包括的指示に基づいて看護師が
血液検査オーダー入力・採血・検査を実施する救急外来の割合は2020年時点で1割程度と少ない。 
本発表では、上記問題を概観し、これからの救急・集中治療看護提供体制の在り方や、学会が取り組む政策事業
について議論したい。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:30 〜 11:30  第1会場)

集中治療室において標準的な看護職務を遂行するために必要な臨
床実践能力の特性:システマティックレビューおよびデルファイ調
査

○櫻本 秀明1,2,3 （1. 日本集中治療医学会 看護教育委員会、2. 日本集中治療医学会 学会看護師認証検討委員
会、3. 日本赤十字九州国際看護大学）
キーワード：集中治療、臨床実践能力
 
背景： ICU看護師の臨床実践能力などを示した研究や指針などは、国内、海外でいくつか存在するが、ラダーを始
めとする国内のものは妥当性の検討が行われておらず、作成過程が不明瞭である。また、海外では医療体制や
ICU看護師に求められる能力は異なる。従って、本邦の教育指針及び学会認証看護師の能力特性を考えるために
は、 ICUで標準的な看護を提供するための臨床実践能力の特性を、科学的な手法を用いて明らかにする必要があ
る。  
 
目的： ICUにおいて標準的な看護職務を遂行するために必要な臨床実践能力に関して、社会的に合意形成された特
性を明らにすること  
 
方法：本研究は次の４つの段階で実施された。(1)Medline、 CINAHL、医学中央雑誌、主要関連学会ホーム
ページ、 Google scholar等からのハンドサーチによる既存の文献・指針に関するシスティマティックレビュー（
SR）により臨床実践能力特性の抽出、(2)システマティックレビューから得られた初期コンピテンシーセットに対
するエキスパートによるフォーカスグループインタビュー（ FGI）による表現の修正及び項目追加、(3) ICU6年以
上の実務経験を有しているものを Web上で広く募集し、 Survey Monkey®による3回の Webデルファイラウン
ド、(4)重症患者専門家で構成された外的妥当性評価者により臨床実践能力特性の外的妥当性評価・フィード
バック・推奨。なお本研究は、 JICRG（管理番号：2021022）および札幌市⽴⼤学倫理審査委員会（承認番
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号：2023-1）の承認を得て実施した。  
 
結果： SRにより、重複を除く1920の文献のうち23文献を選択し685項目の臨床実践能力特性を抽出した。その
後、抽出された重複を排除した上で、臨床実践能力特性は6つのドメイン、29のサブドメイン、111の要素、そし
て639のパフォーマンス指標に分類された。エキスパート12名による FGIを2回実施し、 SRにより抽出された臨
床実践能力特性の表現の修正および3項目の追加を行い、最終的に643項目の調査用紙となった。デルファイパネ
リストに239名の応募が得られ、各グループ39-40名の６グループに、643項目を分割し、 Webデルファイラウ
ンド実施した。登録したさまざまな医療専門家（医師，看護師，理学療法士）を代表する239名のうち，デル
ファイ調査の第1ラウンド，第2ラウンド，第3ラウンドでそれぞれ218名（登録専門家の91.2%），209名（第
1ラウンド参加者の98.9%），201名（第2ラウンド参加者の96.2%）が回答している。登録から各ラウンドまで
の離脱率は10%未満であった。3回のデルファイ調査と専門家による外部検証を経て、最終的に臨床実践能力特性
は6ドメイン、26サブドメイン、99要素、525パフォーマンスインディケーターに分類された。  
 
結論：本研究では、多段階修正デルファイ調査の結果、6つのドメイン、26のサブドメイン、99の要素、525のパ
フォーマンス指標に分類された集中治療室において標準的な看護職務を遂行するために必要な臨床実践能力の特
性のセットが特定された。本研究の結果は強固であり、この能力フレームワークは、標準的な重症看護師の評
価、教育トレーニング、評価など、臨床実践を改善するために複数の分野で利用することができる。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:30 〜 11:30  第1会場)

日本集中治療医学会における認証看護制度（ ICRN, ICRN-K)に関
して

○卯野木 健1 （1. 公立大学法人 札幌市立大学 看護学部）
キーワード：制度
 
COVID-19パンデミックによって、本邦の集中治療体制には様々な課題があることが浮き彫りになった。現在もこ
のパンデミックは続いているものの、今後のパンデミックを含む、集中治療に過剰な負荷が生じる事態にどのよ
うに対処するか、に関して、日本集中治療医学会では「我が国の集中治療医療提供体制を強靭化するための提
言」を2021年3月に公開し、その方針に沿って、様々な仕組みを見直している。認証看護制度はその方針に
沿って作成された制度である。既存の枠組みでは、認定看護師や専門看護師に焦点が当てられていたと考える
が、これらのいわゆる「スペシャリスト」である看護師は全体の1割にも満たない。残りの9割を占めるジェネラ
リストの質向上及び標準化が患者のアウトカムに大きな影響を与えることは自明であろう。本制度は、ジェネラ
リストの標準的な集中治療看護に関する実践と知識を認証する制度である。また、制度設計には様々な工夫が含
まれており、有事の際に集中治療室外から集中治療室の看護をサポートできるような仕組みも含んでいる。本制
度により、全体の質向上及び標準化を目指しつつ、有事の際にも対応できるようになることを期待している。本
シンポジウムでは本制度の概要に関して概説し、質疑応答に加え、建設的な議論が行えればと思っている。
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シンポジウム | 指定演題 | シンポジウム

「救急医療において救急領域の看護師がタスクシフト・シェアにどの
ような貢献ができるのか」

座長:木澤 晃代(公益社団法人日本看護協会)、守田 誠司(東海大学医学部救命救急医学)
2022年10月15日(土) 13:25 〜 15:25  第2会場 (TFTホール500)
 

 
救急特定行為看護師への期待 
○今 明秀1、呑香 美佳子2、佐々木 都2、神田 新一2、上舘 敬子2、小田桐 綾子2、工藤 ひとみ2、久保
裕一2 （1. 八戸市立市民病院 院長、2. 八戸市立市民病院 看護局） 
救急看護領域で活躍する看護師の、新たな可能性（ Possibility）と発展性（
Potential） 
○富阪 幸子1 （1. 川崎医科大学総合医療センター） 
看護師主体とした患者スクリーニングによるタスクシフト・シェアの現状 
○高以良 仁1、渡久地 佳奈1、下河辺 政子1、垣花 研次1、曹路地 重蔵1、武市 知子1、吉田 弘穀1、井
上 和茂1、長谷川 栄寿1 （1. 災害医療センター） 
救急医療において救急領域の看護師がタスクシフト・シェアにどのような貢献
ができるのかー看護管理者の立場からー 
○淺香 えみ子1 （1. 東京医科歯科大学病院） 
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(2022年10月15日(土) 13:25 〜 15:25  第2会場)

救急特定行為看護師への期待
○今 明秀1、呑香 美佳子2、佐々木 都2、神田 新一2、上舘 敬子2、小田桐 綾子2、工藤 ひとみ2、久保 裕一2 （1.
八戸市立市民病院 院長、2. 八戸市立市民病院 看護局）
キーワード：タスクシフティング、救命救急センター、医師の働き方改革
 
【はじめに】医師の働き方改革としてタスク・シフティング が推進されている。看護師特定行為研修修了者によ
るタスク・シフティングが上手く機能すると時間短縮や効率化に繋がる。当院では救急領域パッケージ研修を
2020年2021年から１期生２期生と看護師5名ずつで開始した。救急医師の時間外労働時間が短縮されたか検証す
る。 【方法】看護師特定行為研修修了者の活動内容を聞き取り調査した。看護師特定行為研修修了者の活動前
2021年と活動後2022年の救急医師の５～６月の労働時間を調査した。 【結果】活動内容は以下であった。①急
性期医療において重要な病態の変化や疾患を包括的にいち早くアセスメントする基本的な能力：臨床推論仮説し
たいくつかの病態から予測する病態にフィジカルアセスメントやバイタルサインで得た情報をあてはめ検証
し、導き出した病態の緊急度、重症度を判断する。 ERにおいて頻度が多かった。②必要な治療を理解し、ケアを
導くための基本的な能力：救命救急センター退室患者で人工呼吸療法の継続が必要な患者を訪問し人工呼吸器の
ウィーニング、離床に向けた介入を行った。③患者の安全に配慮しつつ、必要な特定行為を安全に実践する能
力：降圧薬、循環作動薬、人工呼吸器設定変更等など調整を行った。気管挿管中の患者で自発呼吸がある場合の
検査搬送を行った。④問題解決に向けて多職種と効果的に協働する能力： Rapid Response Teamではコールに応
じて患者対応し主治医または集中治療専門医と連携をとり早期の治療介入につなげた。急変時には病棟スタッフ
と一緒に対応をした。⑤自らの看護実践を見直しつつ標準化する能力：臨床推論で学んだ知識によりアセスメン
ト力が向上してきた。医師との情報共有の精度が上がり、他の看護師にも伝えることが実績となり、各部署にお
ける看護師のリーダーを担ってきた。⑥急性期医療において当該特定行為を行うための知識、技術および態度の
基礎：医師のカンファランス内容を理解できるようになったので、知識がさらに向上してきた。入校式と修了式
に県看護協会長より挨拶を頂き、修了生にプライドと責任感を持たせた。⑦医師からの手順書による指示を受
け、実施の可否の判断、実施および報告の一連の流れを適切に行うための基礎的な実践能力：動脈ライン確
保、動脈ライントラブル時の再挿入、動脈血液培養採取を行った。病棟での抜管や再挿入介助を行った。 救急医
師の当直と自己研鑽を除いた一人平均時間外労働時間は、2021年４月43時間、5月45時間、6月42時間から
2022年35時間、34時間、18時間と短縮されていた。 【考察】医師の働き方改革のタスク・シフティングでは同
時に病院救急救命士の採用、薬剤師専任を行っているため、看護師特定行為研修修了者による効果割合がどの程
度のものか推測はできない。看護師特定行為研修修了者はタスク・シフティングに有効なだけではない。患者を
取り巻くチームの要となり、チーム医療を推進することに大きな力を発揮する。 【結語】看護師特定行為研修修
了者は医師の働き方改革のタスク・シフティングに有効と信じて増員を図る。 
 
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 15:25  第2会場)

救急看護領域で活躍する看護師の、新たな可能性（
Possibility）と発展性（ Potential）

○富阪 幸子1 （1. 川崎医科大学総合医療センター）
キーワード：医師とのタスク・シフト/シェア 、包括指示の活用、クリティカルケア認定看護師
 
タスク・シフト/シェアでもたらされるものは、医師の業務軽減に注目されがちだが、肝要となるのはタイム
リーな医療提供による「患者の利益」である。 
　私が医師とのタスク・シフト/シェアの必要性を感じたのは、2012年3次救命救急センターでの経験からであ
る。当時は特定行為研修制度も無くタイムリーな医療ニーズへの応答が課題であった。医師と作成した NPPVの導
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入・離脱プロトコールを初療から運用した経験は、医師が不在でも患者へ利益を生むと教えてくれた。現在は特
定行為研修を修了して集中治療室で働いているが、患者は複雑化した病態を長期間呈しており、医師のタスクを
部分的にしか担えない現状がある。一方で救急医療でのタスク・シフト/シェアは進んでおり、更なる期待に溢れ
ている。シンポジウムでは、救急看護のもつ可能性（ Possibility）と発展性（ Potential）について3つの視点で
発表する。 
１）医学的な視点を持つ看護師であること 
　救急医療領域の看護師は医師の診断や治療過程に日常的に関与していることで、既に医師のタスクを補う能力
を習得している。たとえ有資格者が居なくても包括指示（プロトコールや手順書）により遂行できる可能性が高
い。 
２）早期診断と治療の一連のプロセスに関与できる可能性 
　時間的余裕が無い患者の病態的特徴は、医師と目標を共有しやすい。検査や特定行為を含めた医療処置、病状
悪化を予測した観察の1つ1つを単体で完結させず、一連のプロセスとして患者に関与できれば、タスク・シフト
/シェアに繋がりやすい。 
３）「繋ぐ力」による治療と看護ケアの継続への期待 
　救急医療の現場からその後の療養の場や医療チームに引き継いでいる。新たに誕生したクリティカルケア認定
看護師は救急外来や集中治療室などの部門に捉われず、クリティカルな患者へのケアの実践者である。彼らの
「繋ぐ力」の先にチーム医療の活性化があり、それがタスク・シフト/シェアの拡大に繋がっていくと期待する。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 15:25  第2会場)

看護師主体とした患者スクリーニングによるタスクシフ
ト・シェアの現状

○高以良 仁1、渡久地 佳奈1、下河辺 政子1、垣花 研次1、曹路地 重蔵1、武市 知子1、吉田 弘穀1、井上 和茂1、長
谷川 栄寿1 （1. 災害医療センター）
キーワード：タスクシフト、シェア、スクリーニング
 
近年、国民へのタイムリーで安全な医療の提供が求められ、効果的かつ効率的なチーム医療の推進、看護の専門
性を発揮したタスクシフト・シェアが期待されている。 これまで、看護師は主に具体的指示の中で看護活動を行
い、医師の指示出し依頼と指示確認、受け持ち看護師への伝達など、患者状態に合わせたタイムリーな医療の提
供が難しい現状も少なくない。看護師の専門性を発揮した医療を提供するためには、看護師主体とした判断が必
要である。患者の状態について看護の専門性を持って正しく判断し、包括的指示に則りタイムリーな医療を提供
することが求められている。当院では、救急領域の看護師のタスクシフト・シェアとして様々な取り組みを
行っている。 Rapid Response System（以下 RRS）では、救急認定看護師、 JNP、 RRS研修修了 Ns、看護師長
による病棟ラウンド、初期対応、 Assessmentを行いスクリーニング、病状悪化の早期発見、適切な介入の判断を
行っている。 栄養では、栄養評価 sheetを元に看護師主体で栄養状態を評価、早期栄養介入が必要な患者をスク
リーニングすることで、 NSTの早期介入に努めている。 早期リハビリでは、救命病棟入室時に挿管を行っている
患者にリハビリ介入のスクリーニングを行っている。コメディカルが協力し、安全を確保した上で挿管中の立位
や歩行訓練を行い患者にとって早期離床、予後の改善にもつながる医療が提供できる。 救急患者対応には緊急性
の高い患者も多く、臨床推論に基づいた観察やアセスメントが必要となる。 JNPは救急における患者状態に応じ
たスクリーニング、検査の実施を行っている。医師の直接的指示のもと、身体所見、症状を確認し covid抗原検査
の実施、採血、画像検査を実施し、タイムリーな対応へとつながっている。 救急領域においては、看護師主体に
判断する体制と、具体的指示から包括的指示へ判断の範囲を安全に広げていくこと、そのためには専門性を持つ
看護師の活用と教育体制の整備が必要と考える。
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(2022年10月15日(土) 13:25 〜 15:25  第2会場)

救急医療において救急領域の看護師がタスクシフト・シェアにど
のような貢献ができるのかー看護管理者の立場からー

○淺香 えみ子1 （1. 東京医科歯科大学病院）
キーワード：タスクシフト・シェア、患者にとっての利益、組織
 
タスクシフト・シェアは救急医療のみを取り上げて考えることは難しい。組織全体の取り組みとしての検討が必
要であり、多くの組織で検討・取り組みがされている。  
病院組織の中で、看護師がタスクシフト・シェアにどのように関わっていくべきか、関われるのかを看護職の発
展とともに具現化する方策を考え、組織と関わる役割が管理者にある。  
その中で、医療ニーズの内容が変わりつつも総量は減ることのない救急医療の場におけるタスクシフト・シェア
の検討は、組織の縮図としての意味合いから有意義だと考える。  
タスクシフト・シェア検討の軸には「患者にとっての利益」を置き、そのために何を委譲し、共同するのかを整
理する作業が必要である。各施設における責務として目指す患者の利益を言語化し、そこに向けた救急診療の場
で目指すべき患者の利益を示し、その提供を維持するための課題の中で、人的課題の中にタスクシフト・シェア
の着眼点を見出すことになる。  
この視点で救急診療を見た時に、患者の利益を「患者をもとの生活に戻す」過程の中に見出し、人的課題として
あげられるものに貢献の期待が持てると考える。単に多くの患者を受け入れる、蘇生をする、検査までの時間を
短くするといったものではなく、そもそもの目的に向けて見出す課題から、看護師が受けるべきタスクシフ
ト・シェア、看護師が委譲すべきタスクシフト・シェアを救急医療の事情から考えられることを述べていく。 
タスクシフト・シェアは医師の働き方改革の延長線上にあるが、医療構造が変化してきた今日あっては、多種の
医療職の専門性を改めて相互に理解し、これを高める好機と考える。救急診療の場に配属されている看護師、救
急看護に専門性を強く置いている看護師、夫々に看護部の中での役割や位置づけは異なっており、それぞれの期
待についても言及したい。 さらには、タスクシフト・シェアによって変化が想定される看護師の業務の在り方を
想定し、現在の看護体制・看護配置の課題についても触れていく。
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シンポジウム | 指定演題 | シンポジウム

Rapid Response Systemの成果と今後の課題
座長:桑村 直樹(医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院)、中嶋 康広(東海大学看護師キャリア支援センター)
2022年10月15日(土) 13:25 〜 15:25  第6会場 (研修室904・905)
 

 
RRS運用に向けた当院の取り組み 
○泉谷 勇1 （1. 市立釧路総合病院） 
Rapid Response System導入から5年〜現状とこれからの5年に向けて〜 
○藤田 玲1,2 （1. 横浜市立大学附属市民総合医療センター、2. EICU） 
RRSにおける RRTメンバーの教育と病棟看護師教育 
○森 一直1,2 （1. 愛知医科大学病院 NP部、2. 愛知医科大学大学院看護学研究科） 
昭和大学病院における tele-ICUの取り組み 
○住永 有梨1 （1. 昭和大学病院 看護部） 
Critical Care Outreach Teamによる院内ラウンドの実際と看護師の育成 
○井川 洋子1 （1. 総合病院 土浦協同病院） 
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(2022年10月15日(土) 13:25 〜 15:25  第6会場)

RRS運用に向けた当院の取り組み
○泉谷 勇1 （1. 市立釧路総合病院）
キーワード：Rapid Response System（RRS)、スタットコール
 
当院は北海道の道東地区における唯一の三次医療機関である。病床数は643床であり、2021年度入院患者数は
11696人、平均在院日数は12.9日、平均入院患者数は月平均443.0人、病床利用率は68.9％（精神科病棟含
む）であった。院内急変対応を行うために2011年6月より、院内一斉放送で人員を招集し対応する「スタット
コール」を開始した。スタットコールの発動基準は「急変」であり、オーバートリアージを許容するため細分化
した基準は設けていない。スタットコール件数は当初年間10件以下であったが、ここ数年は年間30件程となって
いる。スタットコールが発動された患者を後方視的に調査した結果、約半数には、「急変」と認識される数時間
前にバイタルサインの変化が認められた。そのため、今年度院内迅速対応システム（ Rapid Response System:以
下 RRS）を導入することにより、当院においても院内心停止症例の減少や重症化を未然に防ぐことが期待され
る。当院ではこれまで RRS導入を検討する機会はあったが、人員不足や主治医制など多くの問題が障害とな
り、必要性を感じながらも導入には至らなかった。今年度の診療報酬改定に伴い、急性期充実体制加算算定要件
に RRSの整備が位置づけられたことが追い風となり、 RRSを導入することが決定した。 RRSを導入するに当た
り、院内迅速対応部会を立ち上げた。メンバーは、麻酔科・救急科医師、 ICU看護師、救急外来看護師、医療安全
対策委員、医療管理課で構成した。その中で、対象患者の範囲をどうするか、起動基準の設定、 Rapid Response
Team（以下 RRT）構成要員の選出と人員の確保、具体的な介入をどのように行うか、主治医との連携をどのよう
に行うか、介入時のフローをどうするか、導入後の評価としてアウトカムをどうするのかなどを一つ一つ検討し
ている。現在、問題の検討を行いながら、介入フローと RRSマニュアルを整備した。また、院内の周知とし
て、全職員を対象にｅ-ラーニングによる「 RRSについて」という動画視聴を行った。そして、 RRS導入研修会と
題し、 RRTによる各部署への啓発活動を2ヶ月かけて行う予定である。 RRSは導入するだけで効果が発揮されるの
ではなく、自施設でしっかり機能するように形を整え、根付かせることで効果が生まれる。今後タイムリーに
PDCAサイクルを回し続け、当院に見合った RRSを構築していく。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 15:25  第6会場)

Rapid Response System導入から5年〜現状とこれからの5年に向
けて〜

○藤田 玲1,2 （1. 横浜市立大学附属市民総合医療センター、2. EICU）
キーワード：RRS
 
横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下当院）の Rapid Response System（以下 RRS）は、2017年10月
に開始し、今年の9月で丸5年が経過した。開始当初は限定病棟かつ週2回のみの対応であったが、段階的に拡大
し、2019年の5月より365日、24時間の対応となっている。 
開始直後の3か月間0件であった起動件数は、医療スタッフへ RRSの周知を進め、対応時間の拡大を行ったことに
より徐々に増加し、現在はおおよそ月10～20件で推移している。 RRSの効果として期待される「病院内での予期
せぬ心停止の減少」に関しては、コードブルー症例のうち、「防ぎ得たと考えられる心停止」の割合は開始前と
比較し減少傾向と考えられる。5年をかけてある一定の成果は出ていると考えているが、一方で起動件数は伸び悩
み、症例の中には心停止には至っていないものの、起動が遅いと思われるものもあるなど課題も抱えている。  
RRSの4つのコンポーネントとして Afferent limb（求心性視点）：患者急変を発見する要素、 Efferent
limb（遠心性視点）：患者急変に対応するチームの要素、 Evaluate or Process Improvement limb（評価と改
善）：実績の集積、システム成果のフィードバックを行う要素、 Administrative limb（管理面からの視点）：シ
ステムの設置運営を担う要素がある。当院での成果と課題を4つの視点でまとめ、今後どのように課題をクリアす
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べきか検討した。  
多施設の成果や課題を共有することで、各施設の問題を打開する一助となれば幸いである。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 15:25  第6会場)

RRSにおける RRTメンバーの教育と病棟看護師教育
○森 一直1,2 （1. 愛知医科大学病院 NP部、2. 愛知医科大学大学院看護学研究科）
キーワード：Rapid Response System、教育
 
当院では2019年4月より RRSの準備が始まり、2020年1月より RRSの運用を開始した。医師が駆けつける METで
はなく、看護師主体の RRTと CCOT、さらに EWSを活用した RRTを行っている。有効な RRSを構築するために
は、患者の病態の変化を発見する要素（ afferent component）、患者の病態の変化に対応するチームの要素（
efferent component）、成果のフィードバックを行う要素（ process improvement component）、システムの
運営を担う要素（ administrative component）の4つの要素が必要である。患者が重篤な病態に陥る危険性を事
前に察知して RRTを迅速に起動すること、その患者の的確な評価を行うことは必要不可欠であり、これらをシス
テム化することが求められている。 RRSを定着し、成果を上げるためには、教育は欠かすことができない。特に
患者の病態の変化を発見する側の病棟看護師と対応する RRTメンバーへの教育は重要である。本シンポジウムで
は、当院が行っている教育をもとに、 RRSの成果と今後の課題について情報共有したい。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 15:25  第6会場)

昭和大学病院における tele-ICUの取り組み
○住永 有梨1 （1. 昭和大学病院 看護部）
キーワード：遠隔集中治療プログラム、tele-ICU
 
我が国は世界一の長寿国であるが、少子化社会でもあるという人口構成のアンバランスがある。これらは、近い
将来医療制度に大きな影響を与えると考えられている。人口の高齢化と外科的処置の進歩によって集中治療のサ
ポートは複雑さが増している。また我が国では、集中治療病床が約7000床に対して集中治療医が2000人程度にと
どまり、認定看護師や専門看護師も不足している。欧米では24時間365日複数の集中治療医が常駐し、各診療科
の医師と連携して意思決定にあたるのが一般的であるが、日本でこの体制をとる施設は一部である。多くの病院
では、各診療科の医師が病棟を管理しながら ICUに足を運び、救急外来にも対応する体制を余儀なくされてい
る。そこで近年注目されているのが、遠隔集中治療患者管理プログラム（以下 tele-ICU）である。 Tele-
ICUは、遠隔地にある複数の ICUを24時間体制で支援する運用システムのことを指し、各施設と連携を図ることで
患者アウトカムの向上につなげることを目標としている。米国では1990年代から展開されており、 Tele-ICU導入
率は成人領域において15〜20％といわれている。導入率は年率で1％ずつ増えており、オーディオとビデオの両
方を兼ね備えたテクノロジーの改良により tele-ICUの利用は今後も増え続けると考えられる。 昭和大学病院で
は、重症患者の早期社会復帰を目指すことをビジョンとし、① ICU滞在日数の適正化、②人工呼吸器装着日数の短
縮、③ ICU入室患者の増加、④患者およびスタッフのさらなる安全・安心を目標に掲げ2018年3月より tele-
ICUを運用開始した。現在2つの病院、6つの集中治療部門の各ベッドと院内に設置されたサポートセンターを
VPNの接続により、患者状態やデータをサポートセンターでモニタリングし、双方向音声ビデオシステムにより
支援している。サポートセンターには、 Tele-ICUのワークフローおよび使用するソフトウェアの訓練を受けた集
中治療専門医1名、看護師1名、事務員1名の計3名が配置されており、土日を含む日勤帯と一部夜間の運用を
行っている。昭和大学の Tele-ICUでは、スタッフ1名につき最大約50名の患者を同時にモニタリングでき、重症
度スコアリング機能と四半期毎のレポート機能やビッグデータ解析機能が使用可能である。これらのツールを用
いて評価することで、診療の質向上のための改善点が明らかとなる。 昭和大学病院の Tele-ICUで使用しているソ
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フトウェアが自動計算する APACHE Ⅳスコアの分析によると全ユニットの平均重症度は、導入した2018年は
53.7と全米平均55を下回っていたが、年々上昇し2020年6月時点で61.2に達し重症度は増していた。しかし、
ICU内死亡は2018年21例（3.61%）であったが2019年には14例（2.63%）に減少傾向であり、臨床成績の向上
がみられた。 具体的な Tele-ICUの支援の内容は、緊急度による分類は「緊急」、「予防的介入」、「教
育」、「情報共有」に分類された。緊急の看護師による支援内容の一例としては、定期的に実施しているビデオ
ラウンド中に呼吸器のアラームが鳴動しはじめ、人工呼吸器のグラフィックを確認することによってチェーンス
トークス呼吸を発見し、早期に治療介入に至ることができた。予防的介入としては、ビデオラウンド中にせん妄
発症している患者がベッドから降りようとしているところを発見し、患者にビデオ通話により話しかけると同時
に臨床看護師に報告することによって転落を予防できた。またコロナ禍においては COVID-19による重症肺炎患
者の教育支援を患者に直接接触せずに行うことができた。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 15:25  第6会場)

Critical Care Outreach Teamによる院内ラウンドの実際と看護師
の育成

○井川 洋子1 （1. 総合病院 土浦協同病院）
キーワード：Critical Care Outreach Team、院内ラウンド、看護師育成
 
自施設は、2017年4月から Rapid Response System（以下 RRS）の導入を開始し、看護師主導の Rapid
Response Team（以下 RRT）による24時間365日対応できる体制をとっている。 RRTは専門看護師、認定看護
師、特定行為研修修了者、救急外来トリアージナースで構成している。更に、2019年7月からは、 Critical Care
Outreach Team（以下 CCOT）による院内ラウンドを開始した。院内ラウンドは、集中治療室を退室した患者、
RRT要請後の患者、 ERから緊急入院となった患者、病棟から依頼があった患者を主な対象とし、集中治療医、
RRT看護師、医療安全管理室の室長、専従看護師の4名で週2回実施している。 
　RRT要請症例の検証から、 RRT要請理由では、収縮期血圧や SPO2の低下が多い傾向にあり、重症化の指標とな
る呼吸回数での要請は少ない状況であった。そのため、院内ラウンドでは、医師による患者の診察の他、呼吸回
数に着目した急変の予兆となる観察ポイントや呼吸に関連するケア方法、窒息を予防する目的で嚥下機能に関連
するケア方法など対象に合わせた病棟看護師への教育的介入も行ってきた。その結果、 RRT要請理由において呼
吸回数増加での要請率は、 RRS開始年度1.9％であったものが院内ラウンド開始後は14％まで増加した。また、呼
吸ケアでのポジショニングや口腔ケアによる口腔内環境の改善など病棟における患者ケアの向上にも繋がってい
る。  
また、新たに RRTメンバーとなった看護師やトリアージナースへの教育については、要請側を差し置いて RRTだ
けで介入を進めていくのではなく、 RRT側の考えを上手く伝え、コーディネートしていくこと、一般病棟での看
護を理解し実現可能なフィードバックができることに重点を置き、 RRT要請や CCOT院内ラウンドに同行しても
らい RRT活動を On-the-job Training（以下 OJT）による教育を実施している。  
RRTが現場で活用されるためには、要請側と RRT側の相互理解と RRT要請を躊躇しないように信頼関係を構築す
ることが必要である。自施設での取り組みを紹介し、ディスカッションを深めていきたい
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パネルディスカッション | 指定演題 | パネルディスカッション

クリティカルケア領域の認定看護師の活動とこれから求められる課
題

座長:瀬川 久江(呉医療センター 医療技術センター)、山﨑 早苗(東海大学医学部付属病院)
2022年10月14日(金) 10:20 〜 11:40  第3会場 (TFTホール300)
 

 
救急看護認定看護師の活動の方向性と活動支援について 
～求められる救急看護認定看護師であるために～ 
○杉本 環1 （1. 日本看護協会 看護研修学校） 
救急看護認定看護師が果たした成果から今後私たちがするべきことを考える 
○笠原 真弓1 （1. 浜松医療センター） 
クリティカルケア認定看護師取得前後での働き方の変化について -認定看護
師一年目の活動の振り返りと今後の課題- 
○小村 悠太1 （1. 島根大学医学部付属病院 E-ICU） 
実践モデルとしての関わりが病棟看護師の行動変容へつながった一例 
○吉岡 真弓1、平野 充1 （1. 千葉市立青葉病院 看護部） 
『看護の成果とは何か？』〜当院におけるクリティカルケア領域の認定看護
師の活動とこれから求められる課題の考察〜 
○佐藤 央1 （1. 東京医科歯科大学大学院） 



[PD1-01]

[PD1-02]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

(2022年10月14日(金) 10:20 〜 11:40  第3会場)

救急看護認定看護師の活動の方向性と活動支援について 
～求められる救急看護認定看護師であるために～

○杉本 環1 （1. 日本看護協会 看護研修学校）
キーワード：救急看護認定看護師、医療の質、活動支援
 
日本看護協会が1995年に制定した認定看護師制度において、認定看護師の目的・役割を果たし保健・医療及び福
祉の現場で熟練した看護技術及び知識を必要とする看護分野の１つとして、救急看護分野がある。救急看護認定
看護師の目的は、「救急医療における患者とその家族の QOL 向上に向けて、熟練した看護技術を用いて水準の高
い看護実践ができる能力の育成、看護実践を通して他の看護職者に対して指導・相談対応・支援ができる能力の
育成」とされている。救急看護認定看護師に必要な知識・技術として、「救急医療現場における病態に応じた迅
速な救命技術、トリアージの実施、災害時における急性期の医療ニーズに対するケア、危機状況にある患者・家
族への早期的介入および支援」が挙げられている。 
救急看護認定看護師としてこの役割を遂行するために、筆者も院内急変予防や人工呼吸器管理指導、 RRS（
Rapid Response System）活動、災害対策対応整備、 BCP（ Business Continuity Plan）・災害マニュアル作
成、総合防災訓練企画・運営などに取り組んできた。これらの活動を行いながら、所属部署は救命救急セン
ターから医療安全管理室へ変化し専従医療安全管理者となった。専従医療安全管理者は、病院全体の医療安全管
理に関する体制構築に参画し、委員会や各種活動の円滑な運営、職員への教育・研修、情報の収集と分析、対策
の立案、医療事故発生時の初動対応、再発防止策立案、発生予防および発生した医療事故の影響拡大の防止等に
努め、安全管理体制を組織内に根づかせ機能させることで、医療機関における安全文化の醸成を促進するという
役割がある。大変重要な役割で責任も重かったが、それまでに救急看護認定看護師として院内で担ってきたこと
や、救急看護実践で培った知識やリスク管理が活かせる役割でもあった。専従医療安全管理者の役割も果たしな
がら、院内急変予防や人工呼吸器管理の院内ラウンドは継続していく中で、特定行為の実践により患者を待たせ
ることのないタイムリーな介入ができるのではないかと感じていた。現在では、医師の働き方改革やタスク・シ
フトとして特定行為研修修了者の養成に力を入れ始めた組織も少なくない。しかし、まだまだ特定行為研修は修
了したが、実際の実践には至っていないという方も多い。特定行為の実践は、所属医療機関の地域での役割や組
織の医療ニーズを理解し、どのように活用するかも検討のうえ、組織により養成されてこそ役割が果たせるので
はないかと考えている。また認定看護師は、特定行為実践に当たっても院内のキーパーソンとなり、また特定行
為研修のマネージメントを担う必要がある。このような役割を救急看護認定看護師が担うに当たり、組織の目標
や課題を理解し、解決策を検討し提案する能力も不可欠である。 
認定看護師教育課程でも指導する部分であるが卒業後の活動支援については、年に１回のキャリアアップ研修開
催に止まっている。このため、「関東地区における救急看護および救急医療の質の向上、進歩に貢献するこ
と」を目的として設立された関東救急看護認定看護師会や日本救急医学会関東地方会とのコミットにより活動支
援を行っている。 
令和４年度診療報酬改定においては、救急看護認定看護師はじめ急性期の認定看護師が要件となる項目が新設さ
れており、救急看護認定看護師の活動を推進している。救急外来での看護師配置要件については、不十分と感じ
るところもあり、このような点の改善に向けても救急看護認定看護師として果たす役割について、皆さんと考え
ていきたい。 
 
 

(2022年10月14日(金) 10:20 〜 11:40  第3会場)

救急看護認定看護師が果たした成果から今後私たちがするべきこ
とを考える
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○笠原 真弓1 （1. 浜松医療センター）
キーワード：救急看護認定看護師、成果と課題、日本救急看護認定看護師会
 
救急看護認定看護師の認定は1997年より開始され、救急看護の質向上を目指し続けている。救急看護認定看護師
の多くは、所属施設での活動を主としている。患者への直接ケアとしては、救命率向上や合併症予防に向けたケ
ア、急変予測を含むアセスメントとケア、患者の意思決定支援や代理意思決定支援等を実践している。また、
RRT（ Rapid Response Team）や RST（ Respiration Support Team）等のチーム医療において中心的に活動
し、患者の急変の前兆予測や急変患者の救命処置、急変対応する看護職員への教育、人工呼吸器装着患者の人工
呼吸器管理・早期離脱、看護ケアの推進等を実践している。そして、役割拡大が進んだ結果、訪問看護ス
テーションやコンサルティング等、病院外の施設で救急看護認定看護師として活動する者も増えてきており、活
動は多岐にわたる。加えて、救急看護認定看護師が算定している診療報酬においては、院内トリアージ加算、呼
吸ケアチーム加算、特定集中治療室管理料1・2等があるが、2022年度の診療報酬改定では配置要件となる診療報
酬がさらに拡大し、これまで以上にその役割に対する期待と評価が高まっている。 
これらの成果は、超高齢社会を迎えた我が国が地域包括ケアシステムの構築が推進され、患者の療養の場は医療
機関だけでなく在宅へと広がったこと、看護の専門性を「診療の補助」業務に求める動きが強まっていることが
要因となっている。 
救急看護認定看護師が医療および社会のニーズに対応した知識・技術の自己研鑽を行い、自立した活動ができる
よう支援するとともに、日本の救急看護の地域格差を是正し、臨床現場における看護の質向上に貢献することを
目的として日本救急看護認定看護師会が発足され、活動している。現在は、クリチカルケア認定看護師の本会へ
の参加も歓迎している。 
新たな認定看護師制度が構築された今、私たち救急看護認定看護師がすべきこと・求められていることを考えた
い。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:20 〜 11:40  第3会場)

クリティカルケア認定看護師取得前後での働き方の変化について
-認定看護師一年目の活動の振り返りと今後の課題-

○小村 悠太1 （1. 島根大学医学部付属病院 E-ICU）
キーワード：クリティカルケア、認定看護師
 
2020年に救急看護分野と集中ケア分野が統合され、新たに特定行為が組み込まれたクリティカルケア認定看護師
が創設された。あらゆる場で危機的な状況に陥った患者・家族に対して、臨床推論能力と病態判断力に基づい
た、問題の優先順位の判断や適切な初療対応、重症化・合併症を予防すると同時に回復に向けて、即時介入を行
うことを目的としている。私は2021年にクリティカルケア認定看護師を取得した。 
　私が所属する E-ICUは、緊急入院を対象とした救命病棟と一次～三次救急を対象とした ER、重篤な外傷患者を
受け入れている高度外傷センターの3つの部門で形成されている。 E-ICUに所属する看護師は、外来業務と病棟業
務が一元化されている。そのため場所を限定することなく危機的な状況に陥った患者に対して看護ケアを実践す
ることができる。私は ERの患者に対して、緊急度判定を行った後、高度な侵襲による病態変化を予測し、重症化
を回避するための援助を行っている。 ERで検査の結果待ちの患者や入院待機中の患者に対してモニタリングの必
要性や適切な待機場所の設定、重症化の予防や苦痛のない姿勢などを評価している。また ERの患者が緊急入院と
なった場合、引き続き病棟で受け持ち看護師として看護ケアを行っている。このように教育課程で学んだ救急看
護分野と集中ケア分野の知識・技術を実践し、維持することができている。  
外来業務と病棟業務を横断的に行うことで、患者に対してシームレスな看護ケアを提供することが可能になるだ
けでなく、認定看護師の取得により、更なる看護のレベルアップ、ひいては質の高い看護ケアの提供を確保でき
る。認定看護師の役割は場所を限定することなく、救急看護・集中ケア分野の知識・技術を実践し、維持するこ
とである。一般的に日本の救急看護は外来専属、あるいは病棟専属で行われていることが多いが、そのような場



[PD1-04]

[PD1-05]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

合でも、両方の知識・技術を実践・維持することが今後の課題である。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:20 〜 11:40  第3会場)

実践モデルとしての関わりが病棟看護師の行動変容へつながった
一例

○吉岡 真弓1、平野 充1 （1. 千葉市立青葉病院 看護部）
キーワード：集中ケア認定看護師、RST、COVID-19、行動変容、実践モデル
 
（はじめに） 集中ケア認定看護師の資格を取得後、 ICU・ HCUに所属し、呼吸ケアサポートチーム（以下
RST）として組織横断的に活動している。 A病院は病床数369床の2次救急医療機関であり、2020年2月より新型
コロナウイルス感染症（以下 COVID-19感染症）の患者を受け入れてきた。当初、重症患者の看護をすることへ
の不安が強かった感染症病棟看護師に対し、多職種と連携し安全な呼吸管理を目指した。この活動は所属部署の
みならず組織横断的に活動するうえで、認定看護師としての在り方を見つめ直す貴重な経験となったため報告す
る。  
（活動） COVID-19重症患者の増加により ICUの病床利用率が逼迫したため、感染症病棟で非挿管患者の腹臥位
療法や、 High　Flow　Nasal　Cannulaの管理を早急に取り入れる必要があった。そのため病棟看護師に対して
勉強会を行ったが、重症患者を看護することへの不安の声が多くあがり、 RSTが提案した腹臥位療法のプロトコ
ルにも消極的であった。そこで、所属師長と相談し勤務調整を行い、感染症病棟の師長と看護部の承諾を得て一
定期間、感染症病棟で実践モデルとして一緒に看護し指導を行った。病棟看護師との関わりを通して、感染症病
棟の業務量を把握することができ、質問や相談にも柔軟に対応することができた。また多職種で情報共有を
し、安全に呼吸ケアを行うために理学療法士を含めた人員調整をし、病棟看護師だけでなくチームで取り組むこ
とができるよう介入した。次第に、病棟看護師自ら重症患者の呼吸ケアに取り組むことができるようになった。 
（考察） 病棟看護師の準備期間が短い中で、勉強会の開催だけでは不安が残り、問題解決には至らなかった。し
かし実践モデルとしての関わりにより、レディネスに合わせた指導方法を見直すことができ、相談しやすい関係
性を構築できたと考える。また多職種の専門性を発揮し、患者の早期回復に向けて連携できたことが、病棟看護
師の行動変容に繋がったと考える。 
（結語） 実践モデルとしての関わりが、病棟看護師の行動変容を促すきっかけとなった。 集中ケア認定看護師の
活動は ICU・ HCUに限らず、組織横断的に活動することで患者にとって早期回復に向けた支援を実践できる。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:20 〜 11:40  第3会場)

『看護の成果とは何か？』〜当院におけるクリティカルケア領域
の認定看護師の活動とこれから求められる課題の考察〜

○佐藤 央1 （1. 東京医科歯科大学大学院）
キーワード：看護の成果、クリティカルケア看護、認定看護師
 
認定看護師制度が発足してから20年以上が経過し、2021年時点では全分野で２万人を超える認定看護師が誕生し
ている。クリティカルケア領域の認定看護師は配置することが診療報酬の算定要件になるなど、その活躍は社会
的にも認められていると言える。 
　その一方で、少子高齢化をはじめとした人口動態の変化、医療の高度専門化、新型コロナウイルス感染症など
医療を取り巻く環境は刻一刻と変化している。認定看護師制度においても、医療提供体制の変化や将来のニーズ
へ対応し、より水準の高い看護実践ができる認定看護師を社会に送り出すことを目的に、認定看護師制度の再構
築が行われ、救急看護と集中ケア分野は「クリティカルケア」へと分野が統合された。クリティカル領域の認定
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看護師が新たな時代を迎える中で、当院における認定看護師の役割と活動を通して、これから求められる課題
と、『看護の成果』をいかに探求していくべきかを考察する。 
　東京医科歯科大学病院は東京都文京区に位置する病床数813床の国立大学附属病院である。特定機能病院として
高度急性期医療の提供を使命としており、救命救急センターでは walk-in患者から三次救急まで患者の受け入れを
行っている。院内には救急看護認定看護師が５名、集中ケア認定看護師が３名、クリティカルケア認定看護師が
２名、急性・重症患者看護専門看護師が3名在籍しており、クリティカルケア認定専門看護師チームとして組織横
断的に活動している。 
　主な活動として、 Rapid Response System (当院では Risk Assessment System: RASと呼称)チームとして、
Early Warning Scoreを用いて医師と共に毎日全病棟を回診し、急変リスクの高い患者をアセスメントすることで
患者の変化に早期に対応し急変を未然に防いでいる。実際に導入後は病棟での心肺停止症例数の減少、 ICU入室患
者数の増加を認めている。また、病棟スタッフとともに急変対応シミュレーション研修を企画し、病棟の組織背
景に応じた内容の研修を提供している。 
　また、昨年度は新型コロナウイルス患者受け入れにより病棟機能を再編した影響で、一般病棟で人工呼吸器装
着患者をケアする機会が多くなった。そのため、一般病棟向けの人工呼吸器装着患者のケアについての勉強会を
e-learningシステムを活用し開催した。その結果、一般病棟における人工呼吸器装着患者へのケアの質の向上が見
られた。 
　これらの組織横断的な活動は、当院における「高い実践力をもつ何にも対応ができる高度実践ジェネラリスト
の育成」という人材育成の基本的な考え方にも適合しており、患者の生活機能の再獲得や生活の質の向上という
看護の成果へと結びついていくものと考える。 
　井上(2005)はクリティカルケア看護を「あらゆる治療・療養の場、あらゆる病期・病態にある人々に生じ
た、急激な生命の危機状態に対して、専門性の高い看護ケアを提供することで、生命と生活の質(QOL)の向上を目
指す」ものと定義しており、クリティカルケア領域の認定看護師はその高い専門性を発揮しながら救急外来や
ICUの中だけに留まらず、今後はさらに組織横断的に活躍の場を広げていくことが課題であると考える。
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パネルディスカッション | 指定演題 | パネルディスカッション

救急看護における倫理的看護実践の評価　
座長:中村 美鈴(東京慈恵会医科大学)、小島 善和(東京情報大学 看護学部)
2022年10月14日(金) 10:20 〜 11:40  第9会場 (研修室902)
 

 
コロナ禍で発生した救急看護実践における倫理的課題 
○藤野 智子1 （1. 聖マリアンナ医科大学病院） 
COVID-19状況における ELSI (エルシー＝倫理的法的社会的課題)と看護 
○細田 満和子1 （1. 星槎大学大学院教育学研究科） 
COVID19感染症の最前線である救急看護における倫理的・法的・社会的課
題（ ELSI）について 
○三浦 靖彦1 （1. 東京慈恵会医科大学附属柏病院 総合診療部） 
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(2022年10月14日(金) 10:20 〜 11:40  第9会場)

コロナ禍で発生した救急看護実践における倫理的課題
○藤野 智子1 （1. 聖マリアンナ医科大学病院）
キーワード：倫理的課題、COVID-19
 
誰もが予期しなかった COVID-19パンデミックにより、世界中が一転し、はや3年近くが経とうとしています。つ
い先日まで、第7波に見舞われていましたが、数ヶ月後には第8波とインフルエンザの同時流行も懸念されてお
り、未だ気を許す状態とは言えません。未知のウイルスとの戦いは、流行初期の超重篤な病態像に始まり、そし
て流行の「波」ごとに、病態や症状は次々と変化してきました。また、マスクや消毒薬などの物資不足は予想に
及ばず、家庭内での感染対策として自宅に帰らない医療者も続出したことは、自らの職務とひとりの人間として
のジレンマを感じざるを得ない状況でした。一方、医療者を感染から保護しながら、患者を常時観察するために
は、防護服でのケアや webカメラの導入などが実施され、患者へ安寧を提供したいと考えながらも実施できにく
い状況や、患者のプライバシーの問題など、多くの倫理的問題が発生したことも事実です。加えて、当初の医療
者やその家族へのスティグマや、その後の賞賛行為なども、これまでの医療者が経験したことのない様な社会の
変化を体験しました。この2年半の間、 COVID-19対応をしてきた私たちは、過去にないさまざまな体験をしてき
ました。このセッションでは、臨床の立場から、1医療者自身のジレンマ　2患者ケアのジレンマ　3社会の動向か
らのジレンマ　の視点から ELSIについて考えてみたいと思います。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:20 〜 11:40  第9会場)

COVID-19状況における ELSI (エルシー＝倫理的法的社会的課
題)と看護

○細田 満和子1 （1. 星槎大学大学院教育学研究科）
キーワード：COVID-19、社会的弱者、スティグマ、看護
 
COVID-19状況下では、 ELSIに関わる様々な問題が指摘されてきた。例えば、救命医療や集中医療でのトリ
アージといった生命倫理的な問題、ワクチン開発や未確立の技術の医療への応用に関わる研究倫理的な問
題、人々の移動を制限したり感染を届ける義務を課すような法に関わる問題、雇止めや居場所の撤去等いわゆる
社会的弱者が被る問題、感染者や関係者が差別されたりする問題などである。本報告ではその中でも COVID-
19状況下で生じた、①社会的弱者と呼ばれる病者や障がい者、女性や子ども、高齢者、生活困窮者などの被る問
題と、②コロナ感染者やその関係者に対する社会的偏見やスティグマという問題について、社会学の視点から論
ずることを試みる。 ① COVID-19は、病気や障がいをもつ患者や家族などの生活には大きな影響を与えた。治療
法がなかなかないことに加えて、「感染」という新たな要因が入り、生きるために必要であった物資が手に入り
づらくなった。在宅療養をしている医療ケア児や高齢者、そして家族や介護者などにとって、当初のマスクや消
毒液やアルコール綿などの衛生用品の不足は文字通り致命的な事であった。また COVID-19の影響は就労や就学
に困難を抱える人々の生活にも深刻な問題を起こした。感染拡大を防止するために、外出の自粛や店舗の営業停
止が求められた措置によって、仕事や居場所を失う方々がたくさん生じた。 ② COVID-19に感染した当事者、当
事者への濃厚接触者、医療者、療養者を泊めた宿泊施設関係者、その家族などに対する偏見や差別も厳し
かった。非難されたり心無い言葉を言われたりして、離職や引っ越しをせざるを得なくなったケースや、医療従
事者の子どもが学校でいじめにあったり、保育園で預かりを拒否されたりといったケースもあった。事態を重く
見た政府によって、新型コロナウイルス感染症対策分科会の中に偏見・差別とプライバシーに関するワーキング
グループが設けられたり、都道府県や人権団体などによって偏見や差別やいじめの防止の啓発活動が行われたり
したが、十分な効果は挙げられなかった。 もともと脆弱であった人々は COVID-19でさらに弱くなる。 E. ゴフマ
ンは、常人と貶められる人とに、人を二分しようとする社会の仕組みをスティグマ（ stigma）といった。ス
ティグマは、社会、文化、歴史を通して、人々の態度や価値に深く根を下ろし、日常生活のさまざまな場面にお
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ける行為を操作している。スティグマは、社会的結束を弱め、ターゲットになった人々の社会的孤立を促進す
る。これまでの感染症とスティグマの歴史の中で、人は差別を恐れて疾患を隠すようになり、さらに感染が拡大
することが繰り返されている。 このような問題を解決し、脆弱な立場の人々の健康を守るために、私たちにでき
ることはどんなことだろうか。まず、困難な状況にある人々の実態を知るということだろう。そして医療現場
や、貧困の現場では、医療者や支援者が、いつ破綻すると知れない緊張の中で支え続けていることも知るべきだ
ろう。スティグマをなくすことも、病者当事者を差別や孤立から守るだけでなく、感染症拡大を止めることに大
きく寄与する。 COVID-19関連の差別や偏見を蔓延させる代わりに、あたたかい言葉が交わされるまちづくりを
しようと、愛媛県で始められたシトラス・リボン・プロジェクトという運動もある。社会的に混乱している時期
だからこそ、最も弱い人の状況を見過ごすことなく、その目線に立って問題を見出すことは重要である。救急看
護の現場においても様々な問題に直面することがあるだろうが、その声を聞き取り、問題を共有していきたい。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:20 〜 11:40  第9会場)

COVID19感染症の最前線である救急看護における倫理的・法
的・社会的課題（ ELSI）について

○三浦 靖彦1 （1. 東京慈恵会医科大学附属柏病院 総合診療部）
キーワード：コロナ・パンデミック、救急看護、臨床倫理、ジレンマ
 
新型コロナウイルス感染症は、2020年2月に指定感染症に位置づけられ、厚生労働省は、医療提供体制に「感染
者への面会禁止および入院患者への面会制限」という項目を示した。以後、2022年8月12日までに15,025,850名
の感染報告があり、その内427,246名(2.8%)が重症患者として取り扱われ、34,755名(0.23%)の死亡が報告され
ている。（オープンデータ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)） 致死率が高く、感染力の強い未知のウィルスのパンデ
ミックにより、戦争の現場を知らない世代の医療・ケアスタッフにとって、まったく未経験の状況を強いられる
こととなり、全国の救急病床は野戦病院さながらの状況に陥りながらも、患者と家族の最善を考えながら行動し
てきた。特に救急スタッフは、病院の最前線に立ち、様々な倫理的・法的・社会的ジレンマにさいなまれてきた
ことと思われる。これらのジレンマについては、検索しえた学会発表や論文から、以下の項目が抽出された。 1.
対患者・家族における問題点 患者の意思決定に関する問題、患者ケアに関する問題、家族との面会および面談に
関する問題、患者の後方支援（出口支援）に関する問題 2. 現場の医療体制における問題点 感染防護用具の絶対的
不足、職種内での人的配置の問題、職種間の意思疎通に関する問題、職種間の不公平感、情報不足（院内、地域
含む）に関する問題、メンタルヘルスケアの問題 3. 法的問題 トリアージに関する問題、最善の医療提供に関する
問題、医療資源の配分に関する問題、 4. 対社会における問題 世間からのいわれのないバッシング、育児に関する
問題、家族関係の問題、家族の職場での扱いに関する問題、 以上の項目について、 ELSIの視点から考察する。
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パネルディスカッション | 指定演題 | パネルディスカッション

病院前救急看護師の役割
座長:坂田 久美子(愛知医科大学病院)、石田 桃子(順天堂大学医学部附属静岡病院)
2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:35  第7会場 (研修室906)
 

 
早期患者接触に向けたセカンドナースの取り組み 
○中洲 淳士1 （1. 川崎医科大学附属病院 高度救命救急センター） 
病院前救急看護師に必要なリーダーシップ 
○阿部 嘉晃1 （1. 鹿児島市立病院救命救急センター） 
求められている看護師の役割と今後の課題 
○水野 憲宏1 （1. 日本医科大学千葉北総病院） 
フライトナースのプレホスピタル活動におけるマネジメント 
○竹内 理恵1、高橋 誠一1、猿谷 倫史1、小野 裕美1 （1. 埼玉医科大学総合医療センター高度救命救
急センター） 
病院前救急現場におけるチーム構築と多職種連携  
ドクターヘリシミュレーションを通しての考察 
○加古 訓之1、北村 伸哉1 （1. 君津中央病院 救急・集中治療科） 
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(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:35  第7会場)

早期患者接触に向けたセカンドナースの取り組み
○中洲 淳士1 （1. 川崎医科大学附属病院 高度救命救急センター）
キーワード：ドクターヘリ、フライトナース、セカンドナース
 
当院では複数傷病者事案や連続出動によるフライトナースの負担軽減の観点から、セカンドナース体制を設けて
いる。今回は COVID-19の環境下でのセカンドナース体制について報告し、現状と課題について検討する。現在
COVID-19が猛威をふるい、国民生活に多大なる影響が出ている。ドクターヘリによる病院前救急診療では限られ
た情報の中で活動する為、診断前の COVID-19に対応する可能性があり、従来よりもさらに感染症に配慮した活
動が求められる。医療クルーは全出動例に対して個人防護具の装着が望ましいとされ、岡山県ドクターヘリでは
暴露リスクが低リスクとなるよう全出動例で N95マスクを装着している。また搬送後は消毒用エタノールを用い
て消毒するよう推奨され、機体内の拭き上げのため従来よりも出動準備に手間や時間を要している。このような
状況下において、セカンドナースが出動準備を行うことで早期に離陸し患者接触が可能となるが、現状はマンパ
ワーの関係から患者引き継ぎ後にファーストナースが出動準備を行っている。しかし、重複要請時にセカンド
ナースと連携を取り早期に出動が可能となった症例もある。セカンドナースの協力が恒常的に実施される為には
様々な障害がある。セカンドナースは救急病棟で通常業務を行っており、出動準備の為に通常業務から離れる際
は救命センター内でフォローする必要がある。そのため救命センターに勤務している看護師のセカンド体制への
理解や協力が必要不可欠となる。さらに、セカンドナースの不在時や患者対応のため人員調整が困難となる場合
があり、今後はそれらの解決に向けて取り組む必要があると考える。以上の事より、セカンドナース不在時にお
いて救急医や救命センター看護師がドクターヘリ出動に向けた準備ができるマニュアル作りを実施していく必要
があると考えており、今回のパネルディスカッションを通じて他施設の様々な病院前救急看護についての活動を
参考に今後に活かしたい。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:35  第7会場)

病院前救急看護師に必要なリーダーシップ
○阿部 嘉晃1 （1. 鹿児島市立病院救命救急センター）
キーワード：病院前救急看護師、リーダーシップ
 
当院は、鹿児島市ドクターカー及び鹿児島県ドクターヘリの基地病院として、鹿児島県の最後の砦という心構え
で病院前救急診療に貢献し続けている。2021年度のドクターカー出場件数は1266件、ドクターヘリ受諾件数は
977件で両者とも数多く出動していることが当院の特徴である。救命救急センターに所属している看護師
は、リーダー業務を経験した後、ドクターカーナース、フライトナースとして病院前救急診療に携わっている。 
　病院前救急診療の目的は、傷病者の救命率の向上や後遺症の軽減にある。この目的を達成するためには、救急
現場に関わる全ての職種が、リーダーシップを発揮し合うシェアド・リーダーシップのもとにひとつのチームと
なり、早期に医療介入し搬送時間が短縮できるように活動することが求められる。よって、病院前救急看護師は
迅速な救急看護技術を実践しつつ、多職種がお互いにリーダーシップを発揮し合うことができるように主体的に
働きかけていかなければならない。 
　鹿児島市ドクターカーは、医師と看護師の他に鹿児島市消防局の救急隊員3名で構成されている。救急隊員とは
普段から顔馴染みで役割も理解しているため、救急現場でも円滑に医療処置や看護ケアを支援してもらうことが
できる。一方で、鹿児島県ドクターヘリは医師と看護師の他に運航クルー2名で構成されている。救急現場で活動
する救急隊員は毎回違うため、その場にいる救急隊員とアサーティブなコミュニケーションを積極的に取りなが
ら、医療処置や看護ケアの支援を依頼していく必要がある。  
今回、ドクターカーとドクターヘリの両者に携わっている当院の特徴を踏まえた看護実践の具体例を紹介しなが
ら、リーダーシップに着目して病院前救急看護師が果たすべき役割とは何か討議したい。
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(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:35  第7会場)

求められている看護師の役割と今後の課題
○水野 憲宏1 （1. 日本医科大学千葉北総病院）
キーワード：病院前救急看護師、救急救命士
 
A病院では、2001年にドクターヘリの運航を開始し、2010年にはラピッドカーが導入され「攻めの救急医療」を
実践してきた。病院前救急で活動する看護師の役割は多岐にわたり、社会から役割の多様化が求められてき
た。現場での活動には、幅広い知識や技術が必要とされ病院前救急看護師は、医師、パイロット、整備士、救急
隊員等と連携し、限られた人・物・時間の中で状況判断をしながら活動する。このような特殊な環境下におい
て、安全かつ迅速に診察の補助や家族対応、現場活動に関わる他組織との調整など行いながら看護の専門性を高
め、その役割を担ってきた。  
一方で、救急医療の需要の拡大により、その担いてとなる医療スタッフ不足が指摘され始めた。近年、医師の働
き方改革や救急救命士の受け皿確保の問題もあり、2021年10月に救急救命士法の改定がされ、医療機関に救急救
命士がその知識と技能を生かす場となった。そこに勤務する救急救命士の活動の場所は救急外来、救急初療
室、病院救急車（ドクターカー、ドクターヘリなどを含む）を原則としている。行える救命処置の範囲も33項目
にわたり医療機関に入院するまでの間に拡大された。すでに院内救急救命士として活動している施設もあるが、
A病院においても近い将来同じ場で活動することが想定される。そのため、病院前救急看護師が行う役割と救急救
命士が行う役割の棲み分けをどのように行うべきか、看護師だからこそ行う役割や、共に現場へ出動した時の役
割分担、共働すべきことは何かを考える必要がある。このような社会の変化のなかで、病院前救急看護師に求め
られる役割と今後の課題について考えたい。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:35  第7会場)

フライトナースのプレホスピタル活動におけるマネジメント
○竹内 理恵1、高橋 誠一1、猿谷 倫史1、小野 裕美1 （1. 埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター）
キーワード：フライトナース、マネジメント、救出事例、家族看護
 
ドクターヘリは、救急医療に精通したフライトドクター及びフライトナースが同乗し、プレホスピタルから早期
に治療を行い、救命率の向上や後遺症軽減を目的としている。ドクターヘリでの治療は、着陸する災害時緊急離
着陸場（以下、ランデブーポイントとする）において、患者を事故現場などから搬送してきた救急車内で行われ
るのが一般的である。厚生労働省によれば、フライトナースの役割は、「ドクターヘリに搭乗してフライトドク
ターの指示に基づき、現場・搬送中の診療に従事することを業務とする」とされている。フライトナースは、身
動きが自由にできない救急車内で、使用できる医療資器材や薬剤、人的資源も限られた中でフライトドクターと
協働し治療を実施する。プレホスピタルの特殊な環境で活動するフライトナースには、患者の緊急度・重傷度が
高いほど、状況の把握や全身観察に基づく迅速な判断、治療などの対応が求められる。そのため、フライト
ナースは救急隊、救急車に同乗してきた家族から速やかに患者情報の聴取を行う。同時に患者状態の把握、フラ
イトドクターや救急隊と共有し必要な治療の予測と診療の補助、病態変化の観察などのプレホスピタル活動にお
けるマネジメントが求められる。　 
私がフライトナースとしての3年間の経験の中で、特にフライトナースとしてマネジメント能力の必要性を強く感
じた事例がある。 
ひとつは、事故現場に派遣され複数傷病者等の救出事案における多職種連携である。事故現場での救出事案は緊
迫しており、医療スタッフ以外の消防、警察、現場関係者などが早期治療を開始できるように救出活動を実施す
る。フライトナースは救助隊や救急隊と連携し、救出作業を妨げることなく可能な限り患者情報・状態を把握す
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る。さらに救出までの予測時間から救出中や救出後の治療の必要性をフライトドクター・救急隊・救助隊と共有
し判断する。フライトナースは、治療計画や患者状態の悪化時の対応も含めて多職種の架け橋となり、共通認識
を促し一つのチームとして活動することが重要である。患者にとってベストな医療を提供できるようにマネジメ
ントすることがフライトナースの重要な役割である。 
次に、小児事例のランデブーポイントでの家族対応である。家族は突然の出来事により、冷静でいられず取り乱
していることが多い。家族は、救急車内で治療が優先され救急車の外や離れた場所で待機するため精神的負担は
計り知れない。家族も介入すべき対象であるが、患者の緊急度や重症度が高いと限られた時間の中で家族の対応
は困難である。そのような状況下でも、フライトナースは、治療中も家族の気持ちに寄り添い、患者状態に合わ
せて適切なタイミングで家族への病状説明や対応をフライトドクターや救急隊と検討する必要がある。多職種で
協力しながら、限られた時間の中で家族も含めてマネジメントすることがプレホスピタル活動におけるフライト
ナースの重要な役割である。 
埼玉県では、日々のフライト事例の活動動画を使用し、フライトナース教育を行っている。日々のフライト事例
は、指導者フライトナースと振り返りを実施し、様々な事例を通してマネジメント能力の向上に取り組んでい
る。その一方で、自らのフライト事例の経験を活かし、積極的に新人フライトナースの教育を担っている。フラ
イトナースチームの一員として、フライト経験回数に関わらずパフォーマンスを発揮できるように、プレホスピ
タル活動におけるマネジメント能力の維持・向上に取り組んでいく必要がある。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:35  第7会場)

病院前救急現場におけるチーム構築と多職種連携  
ドクターヘリシミュレーションを通しての考察

○加古 訓之1、北村 伸哉1 （1. 君津中央病院 救急・集中治療科）
キーワード：病院前救急、ドクターヘリ
 
心肺蘇生や重症外傷患者への診療に関しては、チームでの対応の重要さが指摘されており、各種ガイドラインで
もチーム構築やチーム内での連携に関しての記載されるようになった。  
ドクターヘリを始めとした病院前救急現場での診療は、医師と看護師の2～3名でのチームでの活動となる。病院
前救急現場での診療業務内容は多岐に渡り、2～3名のチームでは各自の負担が多い。君津ドクターヘリでは、通
常医師1名、看護師1名の2名での出動であり、病院前現場活動での効率化、現場滞在時間の短縮の為、フライト会
議にて病院前現場での活動に関して検討を行ってきた。  
一方、実際のドクターヘリ活動は医師、看護師などの医療クルーに加え、運航クルーや救急隊員も加わり活動が
複雑化する。このため、ドクターヘリの現場活動訓練の一環として救急隊員を交えたシミュレーションが提案さ
れ、救急隊員、救急救命士との協力体制の綿密化を図ることになった。 
　そこで、平成26年度から不定期であるが、フライトクルーと消防（主に救急隊員、救急救命士）の合同ドク
ターヘリシミュレーションを開始することになった。これまでに、10回ほどの合同ドクターヘリシ
ミュレーションを行った。  
合同ドクターヘリシミュレーション通しての病院前救急現場におけるチーム構築及び多職種連携での問題点、看
護師の役割などに関して、医師の視点から発表する。
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パネルディスカッション | 指定演題 | パネルディスカッション

多種専門領域と救急看護のコラボレーション
座長:箱崎 恵理(看護協会ちば訪問看護ステーション)、山本 恵子(アトラ訪問看護ステーション)
2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第2会場 (TFTホール500)
 

 
ソーシャルワーカーと救急看護のコラボレーション～救急看護認定看護師と
の協働で得た気づき～ 
○田中 美維1 （1. 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院） 
救急看護師と多種職による在宅支援の携わり　－臨床工学技士の立場から－ 
○永井 幸枝1 （1. 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 クリニカルエンジニア部） 
ケアマネジャー・薬剤師の視点から考える救急看護との連携の在り方 
○雜賀 匡史1 （1. さいがケアファルマ合同会社） 
高度救命救急センターにおける看護師と理学療法士のコラボレーション 
○市川 毅1 （1. 東海大学医学部付属病院リハビリテーション技術科） 
ICTを活用した地域医療介護連携ネットワークにおける救急医療の利活用に
ついて 
○横田 元1 （1. 株式会社ヘルスケアリレイションズ） 



[PD4-01]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第2会場)

ソーシャルワーカーと救急看護のコラボレーション～救急看護認
定看護師との協働で得た気づき～

○田中 美維1 （1. 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）
キーワード：シームレスな支援、ソーシャルワーカー、危機介入
 
＜目的＞ 
救急看護認定看護師とのコラボレーション（協働）で得た業務の効果について報告する。 
＜はじめに＞ 
当院は横浜市西部地域に位置する地域医療支援病院であり、ソーシャルワーカーは診療協力部門の患者支援セン
ターに配属され、入退院支援・医療福祉相談・患者相談等の業務を行っている。患者支援センターに
は、ソーシャルワーカー以外にも看護師や事務系職員が配属されており、地域医療連携・入退院支援・受診相
談・専従ケア・ベッドコントロール等の業務を行っている。ソーシャルワーカーの業務は、病気や怪我等に
よって起こる心理的・社会的問題を社会福祉の立場から支援し、問題解決を図って安心して患者・家族が治療に
専念できるようにすることである。特に、救急医療においては緊急性が求められるため、危機介入理論にした
がった迅速な支援を行っている。当院では、救命病棟看護師、ベッドコントロール職員、患者支援センターの救
命担当ソーシャルワーカーと看護師で、入院患者の情報共有を連日行うことで、心理的・社会的問題のある患者
をスクリーニングし、早期に介入している。 
＜倫理的配慮＞ 
利益相反はない。本抄録発表について所属長の了承を得ている。 
＜実践・考察＞ 
今では診療報酬に様々な加算ができ、入院前からのスクリーニングや円滑な退院支援、 PFMの概念が標準的に
なっている。当院では診療報酬の加算ができると同時に、早期に算定できた。これは患者支援センターの業務
が、診療報酬の加算ができる以前からソーシャルワーカーと看護師による退院支援を行っていたことにより施設
基準を満たしていた背景があったことが理由と思われる。このソーシャルワーカーと看護師による退院支援の礎
を築いたのが救急看護認定看護師である。救急看護認定看護師が入退院支援部門に配置されることの影響とし
て、第一に入院後の治療予定・計画が予測できるゆえ、先廻りした対応をすることができる点があげられる。第
二に専門的知識や看護技術を生かして患者・家族がどのような医療ケアを必要とするのか、どのような介護が必
要なのかを具体的にイメージし、指導助言することができる。これらは医療知識の乏しいソーシャルワーカーに
とっても学ぶことが多く、医療ケアを必要とする患者の生活がどのようなものになるのか、そのためにはどのよ
うな準備をし、どのような介護技術を家族が習得する必要があるのかなどをソーシャルワーカー自身が具体的に
イメージできるようになり、退院支援を行う際にとても役立つことになる。また、今後の治療計画等が予測でき
るゆえ、早期から介入できるよう積極的にアウトリーチを行えるようになり、平均在院日数へも影響を及ぼし
た。退院後も当院で継続治療していく患者に対しては、シームレスな支援が出来るよう、救命救急センターや外
来と情報共有を密にし、各部署が気づいた問題点をソーシャルワーカーが迅速に対応できるようになった。第三
に救急看護認定看護師の専門性へのモチベーションの高さが、協働する多職種のモチベーションにも影響を与
え、自己研鑽や業務の取り組みへの意欲向上につながった。これは認定看護師の「現場で直面する問題や疑問の
相談にのり、改善策を導き出せるよう支援する」という姿勢が協働する様々な職種へも影響を与えたためと思わ
れる。 
＜結論＞ 
水準の高い看護知識・看護技術等をもつ救急看護認定看護師は、救急医療の現場だけに留まらずに様々な部門に
配属されることで、各部門において多大なる効果を発揮するといえる。協働する多職種のモチベーション向上に
つながり専門性に磨きがかかることで、患者・家族への支援の質の向上につながるといえる。
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(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第2会場)

救急看護師と多種職による在宅支援の携わり　－臨床工学技士の
立場から－

○永井 幸枝1 （1. 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 クリニカルエンジニア部）
キーワード：在宅支援、多種職連携、在宅用人工呼吸器
 
近年、医療機器の進歩や、医療的ケアを要していても自宅で過ごしたいという患者の希望、また超高齢化社会に
向けて国の方針としても在宅医療への移行件数は増加傾向にある。 在宅移行には、多種職での携わりが必要であ
る。医師、病棟看護師、在宅支援部門看護師、救急看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、臨床工学技士
等、様々な職種の目線での評価や支援により患者が安心して自宅での生活を過ごす事に繋がると考える。もちろ
ん院内スタッフだけでなく在宅移行後の訪問スタッフとの連携も重要である。 
　A施設では在宅用人工呼吸器を導入する際、臨床工学技士が在宅支援に携わっている。 現在、在宅用人工呼吸器
は本体の軽量化、バッテリーの長時間駆動化等、性能が向上しており、各メーカー、機種によっても様々な特徴
がある。その為、これらの機器を家に持ち帰り、安全に使用・管理して頂く為に、具体的に以下のような介入を
おこなっている。 
　① 医師と在宅用人工呼吸器の機種選定  
② 多種職での呼吸器使用の評価  
③ 呼吸器メーカーとの連携  
④ 患者・家族への指導  
⑤ 退院前、または退院時の自宅訪問  
⑥ 導入後のフォローアップ  
医療機器を持って帰るということに対しての不安を少しでも取り除き、安全に使用して頂く為、患者・家族への
指導は、理解が得られるまで入院中に繰り返し繰り返しおこなっている。  
また、在宅用人工呼吸器を自宅で使用する患者に対しては、原疾患の重症化や急変リスク等も考慮しなければな
らない。 在宅移行後の救命外来への搬送時、救急看護師が在宅人工呼吸器使用中患者であることを把握すること
で、適切な処置や対応が可能であり、患者家族に対しても安心材料になる。その為には、在宅移行時から救急看
護師が介入することによって、その後のサポート体制の構築が可能であると考える。  
今回は、 A施設での在宅支援の取り組み、多種職での携わりに関して臨床工学技士の立場から報告する。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第2会場)

ケアマネジャー・薬剤師の視点から考える救急看護との連携の在
り方

○雜賀 匡史1 （1. さいがケアファルマ合同会社）
キーワード：ケアマネジャー、薬剤師、連携
 
高齢者の救急搬送は全体の約6割を占めると言われている。高齢者は複数の基礎疾患を有し合併症も多く、介護
サービスを受けながら自宅や施設などで療養生活を送られている人の救急搬送も増加している。 在宅で介護
サービスを受けている人の介護や支援が必要となった主な原因として、認知症、脳血管疾患、高齢による衰
弱、転倒・骨折、関節疾患、心疾患などが上位に挙げられる。 在宅療養される高齢者の多くは、在宅訪問診療や
近隣のクリニックのような入院病床を持たない医療機関を受診しているため、病状が急変した場合には救急搬送
されることが必然的に多くなる。 高齢者救急は、脳卒中や心筋梗塞、転倒骨折に代表されるような緊急度・重症
度の高い疾患で救急搬送される場合と、 ADLの低下や認知機能の低下、介護体制の問題など医学的・疾患的に軽
症・中等症と思われる状態で救急搬送される場合に大別される。 救急搬送時に必要な情報を共有することが、入
院生活や退院後の療養生活、再入院の予防にも大きく影響してくる。基礎疾患や患者背景といった情報が搬送先
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の医療機関にスムーズに伝達されることで、治療対応も早くなる。 介護支援専門員(ケアマネジャー)には、利用
者が入院する場合において、利用者の情報を医療機関の職員に提供することが求められている。提供する主な情
報には、既往症、持病、認知症の有無、 ADL(日常生活動作)、 IADL(手段的日常生活動作)、家族背景など多岐に
渡るが、服用薬剤や服薬状況の詳細についてまでは十分な情報伝達が出来ていないことが実際である。薬につい
ての情報は、お薬手帳が主な伝達手段であるが、お薬手帳だけでは在宅での服薬管理や服用方法までは把握する
ことが困難である。 このような時には、薬剤師との連携により服用薬剤だけでなく、服薬管理や今までの服用歴
なども総合的に把握することが出来る。 薬局の薬剤師は患者の病歴や服用歴、他科で処方されている薬を一元的
に管理している。 また在宅訪問している薬剤師は、患者の服薬管理方法や服薬介助者の情報、患者にとって使い
やすい薬の剤型、服用方法、嚥下状態など服薬に関連する事項を把握している。 薬剤師との連携により、お薬手
帳だけでは分からなかった服薬に関する患者情報が得られるだろう。 その他、薬の副作用による救急搬送を減ら
す際にも、薬剤師との連携が役立つことがある。救急搬送の原因の一つでもある高齢者の転倒については、筋力
低下に伴う歩行不安定以外に、薬の副作用が原因となっていることが多い。 医療用医薬品の添付文書の副作用の
項に「転倒」が副作用として記載されている医薬品は数十種類あり、「眠気」の副作用に至っては数千種類もの
薬剤が該当する。該当する薬を服用しているかどうかを事前に薬剤師と情報共有することで、あらためて患者の
薬の精査ができるため、退院後の在宅療養生活で再び転倒するリスクが軽減される。 また、糖尿病治療薬を使用
する患者の在宅での服薬アドヒアランスを薬剤師と情報共有することで、血糖コントロール不良による救急搬送
も減っていくだろう。 このように、薬剤師との連携は救急搬送時の対応だけでなく、患者が自宅に戻ってからの
療養生活で、再び救急搬送されることのないよう予防するためにも必要である。 しかしながら薬剤師の医療介護
連携には課題も多く、他職種と顔の見える関係性を十分に築けているとは言えない現実がある。 このシンポジウ
ムを通じて、これからの連携の在り方、薬剤師の役割について考えていきたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第2会場)

高度救命救急センターにおける看護師と理学療法士のコラボ
レーション

○市川 毅1 （1. 東海大学医学部付属病院リハビリテーション技術科）
キーワード：早期リハビリテーション、早期離床、理学療法士
 
2018年度の診療報酬改定において、特定集中治療室（ ICU）での多職種による早期離床・リハビリテーション
（リハ）に対する「早期離床・リハ加算」が新設され、さらに2022年度には、その対象が救命救急センター（
EMS）などにも拡大された。このように、入室後48時間以内から、多職種によって行われる早期離床・リハに対
する注目度は高まっている。近年の報告をまとめると、 ICUにおける早期離床・リハは、 ICU-acquired
weakness（ ICU-AW）、人工呼吸器関連肺炎、深部静脈血栓症および褥瘡の発生率の減少、せん妄の予防・改
善、ならびに ICU退室時の筋力および退院時 ADLの改善など、多岐にわたる効果が示されている。また、 ICU退
室後においても、患者の身体機能、認知機能、および精神障害に伴う生活の質の低下が長期に及ぶことから、集
中治療後症候群（ PICS）の予防対策も早期離床・リハの重要な役割であり、 ICUにおける PICS対策に関する実態
調査（日集中医誌 2022;29:165-76）では、早期離床・リハの実践が最多であった。早期離床・リハの現状とし
ては、多職種の中でも、特に、理学療法士や看護師が実践することが多く、これらの職種間のコラボレーション
は必要不可欠である。当院の EMSでは、理学療法士を専従配置しており、多職種から構成される早期離床・リハ
チームによる回診を行い、各患者の早期離床・リハ計画を立案している。また、看護師と理学療法士のコラボ
レーションとして、毎朝、離床患者の離床時間を事前調整し、協働して離床することや、理学療法士1名と看護師
1名がペアになって行う早期離床・リハラウンド（1回/週）の活動を行っている。早期離床・リハラウンドで
は、単に離床のみでなく、患者に必要な体位ドレナージなどの呼吸ケアや運動機能に対するリハを協働して行
い、チームの看護師に継続してもらえるよう啓発活動を実践している。今後の課題として、一つ目は、早期離
床・リハの実践によって得られる効果を評価するためのアウトカム指標の情報共有化があげられる。上述した
PICS対策に関する実態調査の報告においても、測定している評価指標はないと回答した施設が55.5%と最多数で
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あった。二つ目は、理学療法士以外のリハ専門職である、作業療法士と言語聴覚士の積極的な参入である。作業
療法士は、患者の精神機能障害や日常生活動作能力の評価および介入を、言語聴覚士は、人工呼吸管理中のコ
ミュニケーション手段の確立や摂食・嚥下機能障害の評価および介入に対する重要な役割を担うことが期待され
ている。しかし、作業療法士および言語聴覚士が、実際に早期離床・リハへ積極的に参加している施設は少ない
のが現状である。本シンポジウムでは、上述した点にポイントをおいて、今後の救急看護師とリハ専門職（理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士）のコラボレーションの新たな可能性を皆様と探りたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第2会場)

ICTを活用した地域医療介護連携ネットワークにおける救急医療
の利活用について

○横田 元1 （1. 株式会社ヘルスケアリレイションズ）
キーワード：EHR、救命救急連携、地域医療介護連携ネットワーク
 
近年 ICTを活用した地域医療介護連携ネットワーク(EHR)が「双方向連携」と「医療介護情報統合化」を重点に展
開される様になり、多職種連携の DX化推進や予防医療や再発防止等に EHRのネットワークインフラと蓄積データ
の利活用が進みだし、健康管理のための PHRアプリの活用と EHRが同期連携して予防医療や再発防止等に活用さ
れつつあります。その中で、 EHRの利用シーンの中で、救命救急対応に利活用されるシーンが多く確認されてい
ます。 
例えば、消防本部に救急依頼の入電時に対象住民の既往歴やアレルギー等の情報が EHRにより即座に確認さ
れ、救急現場で救命救急士と急性期病院 ER室と同時に対象患者の状況が EHRで把握ができ適切な救急医療につな
がった事例や、急性期病院へ救急搬送された際、かかりつけ医等へ電話等の問合せをせずに、受入病院の EHR端
末で搬送患者の状況が正確に確認でき適切な処置につながった事例等が確認されています。 
神奈川県横浜市東部医療圏では、訪問看護師が患者の自宅に訪問した際、患者の吐血の把握と共に、救急搬送の
依頼から病院への搬送も EHRのモバイル端末でバイタル等の情報を現地から病院の救急と情報共有され、適切な
救急搬送が可能となった事も確認されています。 
しかし、多くの地域では、急性期病院の救急医療の現場では、働き方改革とは逆行した臨床の現場である事も確
認できており、救急医療の現場でも DX化の必要性は急務であると理解しています。 
このように、地域社会に根ざした ICTとネットワークを活用した地域医療介護連携ネットワークを地域社会インフ
ラとして活用できる環境が、過疎地や都市部でも利活用されつつあり、このような医療 DX化がもたらす利用価値
を最大限有効活用する必要性をご報告し、救急看護にもどのように活用できるかを検討いただければ幸いです。 
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パネルディスカッション | 指定演題 | パネルディスカッション

心肺蘇生中の安全管理について考える
座長:大久保 健一(東海大学医学部付属病院 看護部)
2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:25  第4会場 (研修室908)
 

 
開心術後の既往のある患者への自動心臓マッサージ装置使用に関する課題に
ついて 
○渡邊 直貴1 （1. 東海大学医学部付属病院高度救命救急センター） 
わが国の心肺蘇生法における気道管理と安全管理に関する課題について 
○大川 真代1、梅鉢 梨真子1、飯塚 進一1 （1. 小田原市立病院） 
心肺蘇生に係る医療機器の安全管理について〜臨床工学技士としての立場か
ら〜 
○深町 和彦1 （1. 東海大学医学部付属病院 診療技術部 臨床工学技術科） 
救急現場における救急救命処置の安全管理について考える 
○伊藤 広治1 （1. 平塚市消防本部） 
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(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:25  第4会場)

開心術後の既往のある患者への自動心臓マッサージ装置使用に関
する課題について

○渡邊 直貴1 （1. 東海大学医学部付属病院高度救命救急センター）
キーワード：自動心臓マッサージ装置、心肺蘇生、開心術後
 
当院は、神奈川県西部・湘南・一部県央エリアを担当する三次救急医療施設である。年間約11000人の救急患者
を受け入れており、うち来院時心肺停止状態にある患者は250件ほどである。当院でも AHAガイドライン2020に
準じて心肺蘇生が施されているが、ガイドイン上では胸骨圧迫の中断を最小限にすることが推奨されている。当
院ではドクターヘリやドクターカーなどのプレホスピタルケアにも力を入れており、搬送中など通常では有効な
胸骨圧迫が難しい状況下でも質の高い胸骨圧迫が行えるよう、現場活動や初療の場において自動心臓マッサージ
装置を導入している。今回、開心術後の既往がある患者に自動心臓マッサージ装置を装着し、用手胸骨圧迫へ切
り替えたところ、患者の胸部から胸骨固定ワイヤーが飛び出しており、医療者の手掌を損傷してしまった症例を
経験した。類似例は国内外でも報告件数が少なく非常に稀なケースと言えるが、一般的な針刺し事故同様、医療
者が HBVや HCV、 HIVなどの代表的なウイルスに感染するリスクがあるだけでなく、未知なる病原体が存在する
可能性もあり、あらかじめ予防策を講じることが極めて重要である。しかし、全ての心肺蘇生中に起こりうる事
象とは言いがたく、また何か対策を講じることによって質の高い胸骨圧迫を妨げる危険性もあり、対応策に苦慮
している現状にある。  
本セッションでは、先に述べた事例をもとに、当院の現状と課題をご報告させていただき、フロアの皆様ととも
に再発防止に向けたより良い対応策を検討していきたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:25  第4会場)

わが国の心肺蘇生法における気道管理と安全管理に関する課題に
ついて

○大川 真代1、梅鉢 梨真子1、飯塚 進一1 （1. 小田原市立病院）
キーワード：心肺蘇生、気道管理
 
令和元年に我が国の消防機関が搬送した院外心肺停止傷病者は126,271人であり、高齢化とともに近年増加傾向
にあり、心肺蘇生法に関しては様々な研究がなされ、明確なガイドラインが示されてきたが、安全管理について
は今も課題が多い。近年では COVID-19（ SARS-Cov-2）流行以前は胸骨圧迫の中断時間が発生することから強
く推奨されてこなかった高度な気道確保に関して、蔓延を契機にその施行時期や必要性が見直されている。
JRC日本蘇生ガイドライン2020においても COVID-19流行地域では全心肺停止傷病者に対し、 CPR施行者のエア
ロゾル対応 PPE着用と常に患者からマスクを外さない対策をとるといった気道密閉を推奨している。アメリカ心
臓協会(American Heart Association:AHA)でも熟練した救助者が行う前提で、気管挿管を早期に行うことを強調
しており、同様に JRCでは熟練した気道管理が可能な場合は、とくに挿管操作にはエアロゾル暴露のリスクがあ
ることを認識したうえで患者の状態に応じて気管挿管の時期を使い分けることを提唱している。 しかし院外・院
内心肺停止傷病者における高度な気道管理には様々な安全管理上の課題が存在する。ここでは院内での気道確保
方法として最も多く使用されている主に気管挿管について述べる。気管挿管を行う上で安全管理上問題となるの
は主に感染、挿管チューブなどの位置移動、閉塞が考えられる。感染における課題は、挿管操作中のエアロゾル
暴露やチューブ挿入後にチューブからの気管内分泌・血液などで挿管実施者や介助者が暴露されるというケース
が挙げられる。また気管チューブを挿入直後に、チューブの挿入位置が変動したり顔面外傷やひげなどで
チューブの固定に難渋するケースがある。また CPRによる肺挫傷などで血液、気道分泌物が多い場合は、感染予
防目的に使用しているフィルターやチューブそのものが早期に閉塞することがありこまめな観察が必要となる。
このように二次救命処置に含まれる気管挿管を主体とした気道管理には、実施者や介助者が留意すべき安全管理
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上の問題が未だ多く存在する。本セッションではフロアの皆様とこれらの対応策について検討していきたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:25  第4会場)

心肺蘇生に係る医療機器の安全管理について〜臨床工学技士とし
ての立場から〜

○深町 和彦1 （1. 東海大学医学部付属病院 診療技術部 臨床工学技術科）
キーワード：心肺蘇生、医療機器、臨床工学技士
 
2007年の第五次医療法改正で、医療機器に係る安全管理の体制確保が示され、安全使用のための研修や保守点
検、安全情報の収集及び安全対策の実施等が義務付けられた。当院では、2018年度より医療監査部内に医療機器
安全管理室が新設され、医療機器安全管理責任者の下、臨床工学技士１名が医療安全専任技師として院内出向し
ている。私は、2021年度から2022年度までの2年間の専任技師としての実務経験から本題に触れていきたい。  
救急領域で対応する患者は、乳児から高齢者まで幅広く、また様々な患者状態に応じて、検査や治療のための医
療機器が数多く使用される。そのような中、心肺蘇生に係る医療機器としては、生体情報モニタ、人工呼吸
器、除細動器（ AED含む）、ビデオ喉頭鏡、自動胸骨圧迫機等がある。医療機器の使用に当たっては、添付文書
上の注意事項及び禁忌事項を理解した上で、使用方法を遵守すべきである。しかし、心肺蘇生下では緊急を要す
る状況であることから、ヒューマンエラーや不具合事象、予期せぬトラブル事例が発生する頻度は一般病棟と比
べ少なくない。また、現場では多種多様で高度な医療機器が増え続ける中、医師や看護師、救急救命士に対する
研修の在り方や継続且つ効果的な安全情報の周知方法等には課題がある。病院として、患者へ質の高い医療を提
供しつつ、医療事故を起こさないよう職種横断的に実践的な安全対策を講じていく必要がある。そのために
は、それぞれの職種の専門性の強みを活かしながら、メーカとも協働・連携し院内外のインシデントやアクシデ
ント、不具事例等の教訓から、再発防止策を中心とした PDCAサイクルを実践していかなければならない。今
回、心肺蘇生に係る各医療機器の使用事例紹介から、注意すべき点や安全対策を中心にお伝えしたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:25  第4会場)

救急現場における救急救命処置の安全管理について考える
○伊藤 広治1 （1. 平塚市消防本部）
キーワード：心肺蘇生、救急現場、安全管理
 
令和2年の全国の救急出場による搬送人員は529万3830人、そのうち12万5928人が心肺機能停止傷病者であ
り、救急隊の救急救命処置を受けている。 
消防では、安全管理対策として、総務省消防庁が「警防活動時等における安全管理マニュアル」の作成や「消防
ヒヤリハットデータベース」で事例を公開するなどして、広く消防職団員へ啓発活動を行なっている。 
さらに、救急活動においては、地域メディカルコントロール協議会が作成した各種プロトコールやガイドライン
に基づいた活動を消防機関と医師が検証し、その質を担保している。 
しかしながら、救急現場では危険要因が非常に多く存在することから、全ての場面に対応した安全管理に関する
教本等はなく、個人の経験やスキルなどに頼るところが大きいのが現状である。 
今回、心肺蘇生中の安全管理について発表する機会を得たことから、安全管理の必要性を再認識しているところ
である。救急救命処置の高い技術を身につけていても、安全に行うことができる環境を整えなければ、その技術
を活かすことはできない。傷病者のために危険要因を排除し、救急活動を安全に行うことは業務を遂行する上で
重要な要素である。 
今回は、救急救命士として救急現場で培った安全管理の考え方をお伝えしたい。過去の事例や想定される場面を
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提示し、プレホスピタルで心肺蘇生を行う際の危険要因を共有し、救急活動における安全管理対策の向上を図り
たいと考える。 
また、 DMAT、ドクターカー、ドクターヘリなどといったプレホスピタルの現場活動においても、有益な情報と
なると考える。 
安全管理は、普段から情報を収集し知識を身につけておくことや、活動中は常に危険要因を見つけ排除する意識
を持つことが大切である。より安全で確実な救急活動が行えるように皆様と考え、安全管理について理解を深め
たい。
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ワークショップ | 指定演題 | ワークショップ

私の救急看護　さまざまな語りから探る救急看護の在り方（こだわ
り）

座長:石井 恵利佳(獨協医科大学埼玉医療センター)、苑田 裕樹(令和健康科学大学)
2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:35  第5会場 (研修室909)
 

 
3次救急外来における救急看護についての省察 
○望月 桂1 （1. 杏林大学医学部付属病院 高度救命救急センター） 
私の救急看護とは～ RRSが与えてくれたもの 
○宇野 翔吾1 （1. 株式会社日立製作所 日立総合病院 救命救急センター） 
救命病棟における私の救急看護 
○本田 智治1 （1. 長崎大学病院 高度救命救急センター） 
プレホスピタルで活動する看護師の役割と使命 
○真子 敬史1 （1. 久留米大学病院高度救命救急センター） 
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(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:35  第5会場)

3次救急外来における救急看護についての省察
○望月 桂1 （1. 杏林大学医学部付属病院 高度救命救急センター）
キーワード：救急看護、3次救急外来
 
3次救急医療機関は、生命の危機に瀕した重傷外傷や広範囲熱傷、急性中毒等を患った様々な発達段階にある患者
に対する迅速、かつ適切な診断、治療が求められる。その初期対応の場が3次救急外来であり、限られた時間の
中、各々の看護師が、患者の命を救い、生を支えるため、看護を展開している。対象は、救急患者のみなら
ず、心理、社会的危機状態にある家族に対する支援等、その実践は多様かつ複雑化している。 
　今回、3次救急外来における実践知を言語化するため、自身の実践を省察した結果、以下の3つのテーマを導き
出した。 
1. 予測性、迅速性を持った的確な実践に向け、看護を展開する。 
　3次救急外来において、緊急性の高い救急患者の救命に向けた活動は、第一義である。そのために看護師は、情
報を収集し、患者の病態や疾患、必要となる治療についてアセスメントを行い、計画、実施、評価を行う。直感
的な行動の中にも、アセスメントを伴うことが重要であると考える。 
2. 患者が抱える倫理的問題の解決に向け、自身の倫理的感受性を高め、各専門職と積極的に協議する。 
　3次救急外来に搬送される患者の中には、意識状態悪化や認知機能低下をきたす者も多い。一刻の猶予もない生
命の危機に瀕した患者への治療に際し、患者の意思が十分に反映されづらい状況が起こりうる。限られた時間の
中でも、各々の患者が抱える倫理的問題に気づき、解決に向けた糸口を見出すことが3次救急外来で展開される救
急看護には必要であると考える。 
3. 看護の対象のみならず、各専門職に対しても誠実に接する。 
　患者や家族等、看護の対象に対し、誠実な対応を心がけることは当然である。また、各々の専門職が短時間に
最大限の医療を提供できるよう、チーム医療のキーパーソンとして、看護師が各専門職との相互行為に誠実さを
持つことは必要不可欠であると考える。 
　本ワークショップにおいて、上記3つのテーマに対し、文献的考察を加え、救急看護の在り方について検討す
る。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:35  第5会場)

私の救急看護とは～ RRSが与えてくれたもの
○宇野 翔吾1 （1. 株式会社日立製作所 日立総合病院 救命救急センター）
キーワード：Rapid Response System、救急看護
 
2011年の冬、まだ救急看護認定看護師になることも想像していなかったころ、受け持ち患者の急変に遭遇したこ
とが事の始まりである。その後、当院における院内急変の現状調査・分析を行い、他施設や他国の急変状況や対
応、急変対応システムを組織的に行っていくための情報を必死で探していたことを覚えている。そのような中で
出会ったのが「 RRS」であった。2014年5月に当院への RRS導入を先導して以来、病院内の中心人物として活動
し今に至る。 RRSというシステムが、私に与えてくれた境遇は3つある。1つ目は、ベッドサイドで活躍する臨床
看護師達との関わりである。当初は、急変対応に関する問い合わせなどが多かったが、現在はベッドサイドで行
うフィジカルアセスメントなどの看護実践にシフトしてきている。2つ目は、病院組織との調整・連携体制の整備
を行うことである。マネジメントとしての役割を担うべき場面がある。3つ目は、中心人物として活動しているが
故かもしれないが、全体を俯瞰し、サーチライトを照らしながらシステム全体のパトロールをすることであ
る。パトロール中に発見された問題に対しては、補修や修理を行い、不測の事態が起こらないように迅速に対処
することが必要とされる。主に指導的立場で対応しているが、相談されて問題に気づく場面もある。これら３つ
は、救急看護認定看護師の視点からも考えることができると私は感じている。当院の RRSは導入から8年が経過す
る。今、当院の RRSは軌道に乗っていると胸を張って言える。しかし、やるべきことはまだまだある。患者急変
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を減らし、臨床看護師達が患者の異常を看抜く力とその質を向上するための教育に力を入れ取り組みを続けたい
と思っている。本ワークショップでは、皆さまと RRSという新たなトピックに対し、救急看護の在り方について
語り合いができればと考えております。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:35  第5会場)

救命病棟における私の救急看護
○本田 智治1 （1. 長崎大学病院 高度救命救急センター）
キーワード：救命病棟、救急看護
 
救急看護は、救急外来における初療の場面やドクターヘリやドクターカーなどプレホスピタルの場面での看護実
践だと思われがちであるが、救命病棟にも救急看護は存在する。私の救命病棟における救急看護は、「人間の反
応」を大事にすることである。 
　アメリカ救急看護師協会（ ENA）の救急看護の定義では、「救急看護実践とは、さまざまな状況で発生する実
在的/潜在的、かつ、突発的/緊急に発生する、主として一時的で急激な身体的、心理・社会的問題に対する人間
の反応について、アセスメント、分析、看護診断、目標設定、計画、介入実践、評価することである。」とされ
ている。救急患者が救急医療を受ける場面では、蘇生行為など救命処置が優先され、バイタルサインの変化、痛
みや呼吸困難など身体的側面の人間の反応に焦点があてられる傾向にある。救命病棟でも、侵襲的な治療が継続
されるため、身体的苦痛の有無や症状のモニタリングを優先しなければならない状況も存在する。しかし、患者
は生命危機への激しい不安や恐怖、見通しの立たない不確実さ、医療者に委ねるしかない無力感、家族や一般社
会から隔絶されることでの不安など、多大な苦痛を抱えている。これらのことから心理・社会的問題も含めた全
人的な人間の反応を捉えなければならない。さらには、言語的コミュニケーションの手段が制限されることに
よって、自己を表現できない場合もある。 
　こうした特徴を踏まえ、私は救命病棟の患者に対して、現在の治療や処置など状況がわかるように説明してい
る。また、気管吸引や体位変換時に身体的苦痛を与えないように配慮し、苦痛が発生する場合は患者に事前に伝
え、心理的な構えを整えてから実施している。さらには、非言語的コミュニケーションを活用しながら患者の苦
痛や思いをくみ取り、安心感を与えるための声かけやタッチングなどの看護実践を行っている。これらの救命病
棟での看護実践が、わたしの考える救急看護であり、患者の“生きる力”を支えることに貢献すると考える。  
しかしながら、患者の病態や症状、苦痛に対するニーズは様々であり、それぞれの患者の反応を捉えた看護を提
供することに難しさを感じることもある。 
　今回のセッションでは私が大事にしている救命病棟での救急看護を報告させて頂くと共に、救命病棟における
救急看護の在り方について考える機会としたい。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:35  第5会場)

プレホスピタルで活動する看護師の役割と使命
○真子 敬史1 （1. 久留米大学病院高度救命救急センター）
キーワード：プレホスピタル看護師、ドクターヘリ、ドクターカー
 
ドクターヘリ、ドクターカーの普及により、プレホスピタルで活動する看護師は増えてきた。ドクターヘリ、ド
クターカーの目的は、救命や最良の予後のために、いち早く有効な医療資源を現場に投入し、医療介入を始める
ことである。緊急度や重症度の高い患者に、限られた人員、医療資機材で活動を行わなければならない。そのた
め、プレホスピタル看護師は、瞬時の判断や行動を含めた実践力はもちろん、医師の考えを理解し、起こり得る
リスクを考え、予測性をもった準備や調整を行うなど、最善の治療のための診療の補助、心理的危機状態にある
患者・家族への看護介入など臨機応変な対応が求められる。それゆえ、プレホスピタル看護師として活動するに
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は、救急看護の知識・技術を習得し、十分な初療経験はもちろん、最新の救急医療について、常に向上心を
もって学べる人材でなくてはならない。さらに、運航スタッフや救急隊、医療機関との協働だけでなく、時とし
て、 DMATや他県のドクターヘリとの連携など、コミュニケーション力や指揮調整力が必要である。そこで私は
「プレホスピタルで活動する看護師に必要な要素は、➀リーダーシップを発揮できる②冷静な判断とマネジメン
ト・コーディネートができる③医師や運航スタッフ、現場の救急隊などと円滑にコミュニケーションが図れる④
患者・家族の気持ちを慮ることができる⑤最新の救急医療について、常に向上心をもって学んでいる。以上の事
であると考える。 
　私は、2000年から救急看護、2003年からプレホスピタル看護に携わっている。プレホスピタルでの経験を重ね
る中で、患者救命のためには、日々自身の実践力を磨き、向上させることは当然の責務であると考えてい
る。個々の実践力をベースに、質の高い患者・地域貢献を維持するためには、自分だけでなくプレホスピタル
チームとして教育体制構築、人材育成、医師や関係機関とのチーム力強化を図っていきたいと考えて活動してい
る。お互いに刺激し合い、高め合い、切磋琢磨できる風土や環境の構築、それを伝承していく教育者・指導者の
育成が絶対不可欠である。「プレホスピタル看護師は一日にしてならず」プレホスピタル看護師として積んだ貴
重な経験を次世代に語り継ぎ、継承していくこと、そして更なる発展に繋げていくことが、プレホスピタルで活
動する看護師の役割と使命であると考える。
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ワークショップ | 指定演題 | ワークショップ

いまさら聞けない「利益相反（ COI）に関する基本的なこと」
座長:石川 幸司(北海道科学大学)
2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:30  第7会場 (研修室906)
 

 
利益相反委員会 
いまさら聞けない！「利益相反（ COI）に関する基本的なこと」 
○中村 美鈴1、○石川 幸司2、○船木 淳3、吉田 紀子4 （1. 東京慈恵会医科大学医学部看護学科、2.
北海道科学大学医療保健学部看護科、3. 愛知医科大学医学部シミュレーションセンター、4. 獨協医
科大学附属病院看護学部） 
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(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:30  第7会場)

利益相反委員会 
いまさら聞けない！「利益相反（ COI）に関する基本的なこ
と」

○中村 美鈴1、○石川 幸司2、○船木 淳3、吉田 紀子4 （1. 東京慈恵会医科大学医学部看護学科、2. 北海道科学大
学医療保健学部看護科、3. 愛知医科大学医学部シミュレーションセンター、4. 獨協医科大学附属病院看護学部）
キーワード：利益相反、COI
 
日本救急看護学会利益相反委員会では、利益相反(COI)報告者、ならびに届け出時期・報告基準は、役員（理
事・監事）、委員会委員長、各委員会委員、学術集会長となり、申告時期は選任前申告・定期申告・臨時（新た
な COI状態が発生した場合）と変更になりました。また、利益相反に関する自己申告は、 e-form（オンラインに
おける電子媒体申告）で申請できるようになりました。今回の交流集会では、その申告方法の説明もいたしま
す。 いまさらではありますが、利益相反とは、相互の利益が相反する、対立・衝突している状態です。また英語
では COI（ Conflict Of Interest）と言われます。この利益相反の状態が学術活動や研究活動において、なぜ重
要で、さらに申告が必要かという基本的な知識を参加者の皆様と一緒に理解を深めるための交流会を持ちたいと
思います。
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ワークショップ | 指定演題 | ワークショップ

やってみたい！救急看護
座長:野澤 陽子(順天堂大学医学部附属静岡病院)、丹羽 由美子(愛知医科大学病院 高度救命救急センターHCU)
2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第7会場 (研修室906)
 

 
救急看護に魅せられて、そして種を蒔くということ 
○宮崎 博之1 （1. 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 災害医療・高度救命救急セン
ターHCU/救急外来） 
救急外来に潜んだ重症患者を見逃さないために 
-重症化予防に必要な初期対応と帰宅時の調整- 
○吉田 美恵子1 （1. 順天堂大学医学部附属練馬病院 救急プライマリーケアセンター） 
救急看護の実際　～継続看護の第一走者としての役割～ 
○黒木 志帆里1 （1. 福岡大学病院 看護部） 
地域の救急医療体制維持向上に貢献できる救急看護師を目指して 
○向井 直基1 （1. 市立大洲病院） 
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(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第7会場)

救急看護に魅せられて、そして種を蒔くということ
○宮崎 博之1 （1. 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 災害医療・高度救命救急センターHCU/救急外来）
キーワード：ドクターヘリ、救急看護認定看護師、看護実践
 
私は、救急看護認定看護師を取得して今年でちょうど10年、救急領域に携わって16年になります。ここ10年
で、ドクターヘリやドクターカーといったプレホスピタルケアに対する知名度も上がり、未だにドクターヘリと
聞くと、テレビドラマの中の山 Pを連想する方も多いのではないでしょうか。私は、未だに Mr.Childrenの
HANABIの曲が流れるだけで仕事の効率が劇的に上がります。最近は、さすがにインターンシップの学生の中に山
Pのようなフライトドクターを探す方はいなくなりました。  
フライトナースを対象とした実態調査研究（2017）において、フライトナースの平均年齢は37.8歳、看護師臨床
経験平均年数は15.8年、救急看護領域での所属部署経験平均年数は8.3年という結果が示されています。つま
り、臨床経験が豊富なベテラン看護師がフライトナースとして実務にあたっていることが多いことがわかりま
す。フライトナースの業務は、緊急性が高く、重症化しやすい特徴があるため、より迅速な判断と臨機応変な対
応が求められます。すなわち高い看護実践能力が求められます。この専門性が高いフライトナースは、なぜより
多くの看護師を魅了するのでしょうか？ 
　それは、フライトナースでなければ体験できない経験や感動に出会えるからではないでしょうか。私も心を惹
かれた一人です。救急という現場では、生命の危機に瀕している患者に関わることが多いのですが、その現場に
おいて私は子を持つ母親の強い愛情に触れました。いかに患者の思いを尊重するべきかという問いに看護師とし
て悩みました。患者の生死にかかわる事態であることは十分承知はしていましたが、母親の思いがひしひしと伝
わり、心がえぐられる思いでした。プレホスピタルケアという現場で患者の意思を尊重することの難しさを感じ
るとともに、親子が無事面会を果たした時には胸が熱くなったのを覚えています。 
　救急看護は、プレホスピタルケアから災害看護、救命外来での初期対応やトリアージ、患者教育、家族ケアの
実践、さらには ICUや HCUでの全身管理から療養上のケア、退院支援に至るまで多岐にわたります。救急看護領
域は、特殊で難しい分野のようにも感じます。しかし、いつも新しい刺激があり、そこには患者一人一人にいく
つもの物語りがあります。  
現在、私はフライトナースや Rapid Response System（ RRS）の育成、さらには入院前からのプレリハビリ
テーションの導入に向けて活動を行っています。救急看護に携わる看護師が些細な感動体験を積み重ね、ワクワ
クするような仕事ができるようにスタッフを育成していくことが私の役割です。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第7会場)

救急外来に潜んだ重症患者を見逃さないために 
-重症化予防に必要な初期対応と帰宅時の調整-

○吉田 美恵子1 （1. 順天堂大学医学部附属練馬病院 救急プライマリーケアセンター）
キーワード：初期対応、トリアージ、二次救急医療、重症化予防
 
東京都練馬区に位置している順天堂大学医学部附属練馬病院(以下：当院)は、東京都地域医療支援病院の承認を受
けた二次救急医療施設である。地域との連携を密にし、救急医療活動や在宅医療を推進することを理念に掲げて
いる。2019年7月から、大規模な再編事業が開始されており、病床の増床や救急外来の拡張が行われ、練馬区の
病床不足への対応や急性期医療提供において重要な役割を担っている。 救急外来では、年間約20000人の受診者
数と約7000台の救急車及び15000件を超える電話相談に対応している。 
　救急外来看護師の役割として、軽症から重症の患者における初期対応がある。当院は、二次救急医療施設であ
ることから、ウォークインで来院される患者と救急搬送される患者を同時に対応している。ウォークインで来院
される患者のなかには、脳卒中や急性冠症候群を発症している重症患者もいる。そのため、多数のウォークイン
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患者における院内トリアージは、重症患者を見逃さないために必須の技術であると言える。  
救急外来に来院する患者は、新生児から高齢者、妊婦など多岐にわたり、緊急性や重症度もさまざまである。来
院患者の約70％は帰宅していることから、初期対応のみならず、症状の悪化や再発を予防するための帰宅時指導
も看護師の重要な役割である。来院患者の中には、虐待を疑う事例や帰宅後のサポートのない患者もいることか
ら、救急外来での限られた時間の中で、患者の社会的背景の調整も必要とされる。  
電話相談への対応においては、患者のみならず家族や近隣医療機関及び施設などを対象に実施している。受診の
タイミングや救急要請の提案にくわえ、患者や家族が抱える疑問や不安への対応など、電話相談におけるニーズ
は様々であり、看護師のコミュニケーション能力や臨床推論の技術が必要とされている。  
本ワークショップでは、当院救急外来の特徴や看護師に必要とされる能力及び教育体制を含めた、二次救急医療
施設ならではの魅力を概説し、意見交換のきっかけとしたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第7会場)

救急看護の実際　～継続看護の第一走者としての役割～
○黒木 志帆里1 （1. 福岡大学病院 看護部）
キーワード：救急看護
 
私は新卒1年目で希望部署ではない救命救急センターに配属され、入職当初は戸惑いの中で働いていた。多くの患
者と関わり、経験を積む中で、看護師の臨床判断や看護ケアが良くも悪くも患者に影響を及ぼすことを
知った。限りある情報の中から患者のサインを見逃さず、あらゆる病態を予測し対応できる能力を身につけた
い、後輩育成で感じた指導力の未熟さを克服したいと考え、認定看護師の道を選択するに至った。 救急看護と
は、「病院内外を問わず、あらゆる場面で生じる患者への救急処置が必要となる状況において実践される看護活
動。突発的な外傷あるいは発病、慢性疾患の急性増悪などあらゆる急性・救急疾患を対象とすることが多い。主
に救急医療の初療段階において展開される看護を指す」とされている。救急看護を実践するフィールドのほとん
どは救急外来（ ER）や救命救急センターの初療室、救急患者を対象とする集中治療室（ ICU）であり、場合に
よってはドクターヘリやドクターカーなど病院外にも及ぶ。救急看護が実践される初療は、文字通り患者が救急
搬送され、初めて受ける治療、看護の場となる。初療室から ICU、一般病棟、リハビリ病院、療養や自宅へと続く
継続看護のスタートを切る救急看護が果たす役割は大きく、後の患者の回復や社会復帰にも影響を与える。救急
看護師において、最前線で患者の命を守るための知識やスキルの習得はもちろん必要であるが、患者の生活背景
に目を向け、目指すゴール（目標）を見定める力も重要だと感じている。 ICU併設型の救急救急センターで勤務
し、ドクターカーでの活動、初療から ICUを退出するまでの患者の救急看護を実践する中で経験した事例、私が考
える救急看護師の役割と救急看護の魅力について共有したいと考える。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第7会場)

地域の救急医療体制維持向上に貢献できる救急看護師を目指し
て

○向井 直基1 （1. 市立大洲病院）
キーワード：二次救急医療、救急看護認定看護師、看護師特定行為研修修了者
 
自治体病院である当院は、地域の住民が安心して自分らしい生活が送れるよう、二次救急輪番病院として救急医
療体制の一翼を担っている。当地域の救急医療体制の現状として、各輪番病院の慢性的な医師不足に加え、高齢
化率39％による高齢者救急の増加、200病床未満規模の病院群による救急輪番体制、救命センター未設置などが
ある。看護部門においても救急領域の専門的知識を持った看護師は不在であったこともあり、私は10年前に職場
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の支援を受け、救急看護認定看護師を取得した。  
当地域で最初の認定看護師となった私は、院内外の救急看護領域の質向上に努め、地域に貢献できる救急看護師
を目指し尽力してきた。院内では認定看護師の役割として、実践、指導、相談により救急看護の質向上に努め
た。院外では学会・セミナー参加や、看護師や多職種に対する講師活動、市民に対する地域交流などの院外活動
を通し、地域貢献や自己研鑽に努めた。これらの活動を通し、救急看護に魅了され、自分の救急看護に対する思
いも徐々に変化し、救急看護を学び実践することが「自分自身の生きがい」へと変わっていった。  
救急看護領域では、様々な場所や状況下で発生する救急患者に対し、的確な観察とアセスメントから、迅速な判
断と対応を行う必要がある。それらの基盤となるのは、科学的根拠に裏付けされた知識と経験であり、日々の実
践やセミナーなどから得たものが、明日の患者の救命につながっていくことを実感してきた。救急看護認定看護
師として、救急看護への情熱やモチベーションを高く持ちながら取り組んできたが、救急医療の環境は改善した
とはいえず、様々なジレンマを抱える場面に遭遇してきた。そのため、本学術集会などから得た情報から、強い
関心のあった看護師特定行為研修を2年前に受講し、当地域唯一の修了者として現在は活動している。しかし、当
地域の救急医療体制は依然厳しい状況下にあり、救急看護認定看護師、特定行為修了者として取り組むべき課題
は多くあると考える。  
このような状況においても、当地域の課題に一つ一つ取り組むことが、私自身のやりがいや自己実現につなが
り、日々成長できる環境がここにある。これからも救急看護の専門性を高める歩みを止めず、救急医療体制維持
向上へ貢献するために何が必要であるか考え、日々研鑽に努めたい。
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ワークショップ | 指定演題 | ワークショップ

VRを導入した新たな外傷看護教育へのチャレンジ-「見る」から
「体験する」へのシフトチェンジが与える学習効果を考える-

座長:佐藤 憲明(日本医科大学付属病院)、小池 伸享(前橋赤十字病院)
2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第4会場 (研修室908)
 

 
WEB版セミナーの「成果」と「課題」と「これから」 
○山中 雄一1、佐藤 憲明2、苑田 裕樹3、小池 伸享4、冨岡 小百合10、笠原 真弓7、小越 優子5、和田
孝8、後小路 隆9、佐伯 悦彦6 （1. 京都大学医学部附属病院、2. 日本医科大学付属病院、3. 令和健
康科学大学、4. 前橋赤十字病院、5. 滋賀医科大学医学部附属病院、6. 東京医科大学病院、7. 浜松
医療センター、8. 大垣市民病院、9. 小波瀬病院、10. 大阪府立中河内救命救急センター） 
VRを活用した臨床教育の現在と未来 
○細木 豪1 （1. 株式会社ジョリーグッド） 
～ VRを活用した臨床看護教育の可能性～ 
○冨岡 小百合1 （1. 大阪府立中河内救命救急センター） 
救急救命士教育への Virtual Reality活用の現状 
○鈴木 健介1、坂田 健吾1,2、原田 諭1,2、小倉 勝弘2、星 光長2、三橋 正典2、宇田川 美南2、成川 憲
司1,2、中澤 真弓1,2、小川 理郎1,2 （1. 日本体育大学大学院 保健医療学研究科 救急災害医療学専
攻、2. 日本体育大学 保健医療学部 救急医療学科） 
VRを導入した新たな外傷看護教育へのチャレンジ-「見る」から「体験す
る」へのシフトチェンジが与える学習効果を考える- 
○苑田 裕樹1、○山中 雄一2、○細木 豪3、○冨岡 小百合4、○鈴木 健介5 （1. 令和健康科学大
学、2. 京都大学医学部附属病院、3. 株式会社ジョリーグッド、4. 大阪府立中河内救命救急セン
ター、5. 日本体育大学） 
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(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第4会場)

WEB版セミナーの「成果」と「課題」と「これから」
○山中 雄一1、佐藤 憲明2、苑田 裕樹3、小池 伸享4、冨岡 小百合10、笠原 真弓7、小越 優子5、和田 孝8、後小路
隆9、佐伯 悦彦6 （1. 京都大学医学部附属病院、2. 日本医科大学付属病院、3. 令和健康科学大学、4. 前橋赤十字
病院、5. 滋賀医科大学医学部附属病院、6. 東京医科大学病院、7. 浜松医療センター、8. 大垣市民病院、9. 小波瀬
病院、10. 大阪府立中河内救命救急センター）
キーワード：WEB、セミナー、VR
 
2020年からのコロナ禍により、わが国における標準的な集合教育コースは、感染拡大予防のために実施を制限さ
れている。 
　日本救急看護学会外傷看護委員会が主催する各コースも、集合教育は中断中である。現在、救急領域で業務す
る看護師の外傷に関する知識・技術の維持向上、およびインストラクターのモチベーション維持のために、
WEB版セミナーを開発し実施している。 
　その WEB版セミナー開催により得られた「成果」と「課題」を紹介し、さらに WEB版セミナーをより良いモノ
へと導くための「ヒント」について述べたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第4会場)

VRを活用した臨床教育の現在と未来
○細木 豪1 （1. 株式会社ジョリーグッド）
キーワード：臨床教育、VR
 
コロナ禍によって「学習環境の制限」というハードルが生じた結果、看護の現場での臨床学習体験の機会が減少
し始めている。特に救急救命などの緊迫した現場では、看護学生は患者に近寄ることも難しく、自分ごと化して
学習することが非常に困難な状況にある。また、頻度の少ない希少疾患の治療においては、その現場に立ち会う
ことさえ極めて難しいのが実情。今後は、2024年に本格的に実施が始まる医師の働き方改革による労働時間の制
限により、看護師を中心とした医療スタッフへのタスクシフトはより一層進んでいくとされ、「非対面・非集合
型でも効果的・効率的に臨床教育が行える環境の実現」が急務となっている。そのような中において、2019年頃
より、臨床経験で身に付ける技術やスキル（＝暗黙知）の学習領域に VR技術を取り入れる動きが世界的に加
速。医療業界において数々の事例が急速に生まれている現状がある。 弊社ジョリーグッドは、 VRと AI技術を活
用した企業・官公庁・教育機関向けのソリューションを提供する企業として、現在までに医療教育分野において
幅広いクライアントと新しい臨床教育環境構築の取り組みを行なっており、2020年からは、 AMED採択事業とし
て、医療従事者自らが VR教材を制作し、その学びを他者へ共有することのできる「 VR遠隔臨床学習プラット
フォーム」の開発と実証を進めている 数々の実症例・模擬症例の VRコンテンツの撮影・編集を通して、卒前・卒
後の医療従事者に向けた臨床教育へと活用されている。 本セミナーでは、これまでに弊社が培った知見やノウハ
ウをベースに、 VRの特性や、活用ポイントについてまとめ、 VR技術開発に携わる立場から見た、臨床教育 VRの
現在と未来の可能性についてお話しする。 （プロフィール）株式会社ジョリーグッド エグゼクティブ・プロ
デューサー　営業戦略部　部長1992年 早稲田大学商学部卒。ソフト流通会社、ゲームコンテンツメーカーに在
籍。エンターテイメントの分野で約20年、事業企画・事業管理・制作・広報プロモーション・営業・製造販売な
どの職務を歴任したのち、2018年より現職。現在は、医療教育事業の営業部門を統括する傍ら、ヘルスケア分野
に向けた VR教育ソリューションのプロデュースを手がける。 AMED 令和2年度 「医療研究開発革新基盤創成事業
（ CiCLE）：第5回公募」採択事業である「外傷診療における VR遠隔臨床学習プラットフォームの構築に関する
研究プロジェクト」において、現在、プロジェクト統括リーダー／環境整備担当・研究倫理教育責任者を務める
＜過去の担当プロジェクト一例＞「厚労省事業 ECMOトレーニング VRプロジェクト」「文科省事業 救急救命士
養成学校における VRを活用した臨床実習カリキュラム開発プロジェクト」・東レ株式会社 共同開発「
HotBalloon&#x2122;手技体験 VR」・泉工医科工業株式会社 共同開発「メラ ECMOトレーニング VR」・広島大
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学 共同制作「医学/看護/歯学/薬学/リハビリ　5診療部門横断型 感染症教育 VR」・日本医科大学 共同開発「ド
クターカー専用医療 VR撮影システム」・日本救急看護学会 共同開発「臨床看護師向け VR研修プログラム」・
AMED CiCLE事業「外傷診療における VR遠隔臨床学習プラットフォームの構築に関する研究」など　＜過去のプ
ロデュース「企画」一例＞医療業界初 「遠隔多拠点 VR医療セミナー」（第23回 日本臨床救急医学会総会・学術
集会）世界初 「日米を VRで繋ぐ国際リモート VR医療セミナー」（第85回日本循環器学会学術学会総会）医療業
界初「受講者50名の一斉同時体験を実現。 VR医療セミナー」（第49回日本救急医学会総会・学術集会）医療業
界初「外科専門医認定のための単位付与対象となる VR臨床講義セミナー」（第36回日本外傷学会総会・学術集
会）ほか
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第4会場)

～ VRを活用した臨床看護教育の可能性～
○冨岡 小百合1 （1. 大阪府立中河内救命救急センター）
キーワード：シミュレーション教育、臨床看護実践力、VR活用
 
近年、臨床看護教育の手段としてシミュレーション教育がさかんに取り入れられ、施設によっては“ Simulation
Center”もしくは“ Clinical Skill Training Center”と称した教育に特化したエリアを設置し、学習に専念できるよ
う配慮されている。 シミュレーション教育は、医療の様々な状況を模擬化し、学習者がその医療状況を経験
し、その経験から最善の医療および看護を実践するために必要な知識/技術/対応をもつべきかについて、指導者
や他の参加者とディスカッションしたり、場面に対する考えや資料を確認したり、指導者からのフィードバック
などから、看護実践能力を向上させていく教育である。 さて、臨床看護実践力は臨地経験と自己研鑽を積み重ね
ることで高めていくものであるが、少子・超高齢社会が進む中での予防医学の推進、在院日数の短縮化、医療機
関の役割整備が進み、加えて近年の新型コロナウィルス感染症における医療問題など、これらの社会的ニーズの
変化は、一方で我々の臨地経験を積み重ねる機会に少なからず影響をきたしているともいえる。そのためこれか
らはますますシミュレーション教育の充実化が進んでいくものと推察する。 日本救急看護学会では、各委員会が
様々な看護教育活動を展開している。その中で外傷看護委員会は、「外傷診療における VR遠隔臨床学習プラット
フォームの構築に関する研究： AMED公募」に正式に参画する機会を得ることとなった。エンターテインメント
分野で幅広く普及している VRを医療教育に活用するという取り組みである。ここには今はないが現実としてあり
得る空間を仮想的に作り、その仮想的な空間の中で様々な経験をするというものであるが、より臨場感あるシ
ミュレーション教育を行うことができる可能性を秘めている。 今回、ワークショップに参加される皆さまと、臨
床看護教育におけるシミュレーション教育の在り方や VRの可能性について共有し、今後の看護教育活動の展望お
よび課題について考える時間としたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第4会場)

救急救命士教育への Virtual Reality活用の現状
○鈴木 健介1、坂田 健吾1,2、原田 諭1,2、小倉 勝弘2、星 光長2、三橋 正典2、宇田川 美南2、成川 憲司1,2、中澤 真
弓1,2、小川 理郎1,2 （1. 日本体育大学大学院 保健医療学研究科 救急災害医療学専攻、2. 日本体育大学 保健医療学
部 救急医療学科）
キーワード：Virtual Reality、教育、救急救命士
 
新型コロナウイルス感染拡大により、従来の講義や実習ができなくなった。しかし、本学では、遠隔と感染対策
を行いながら対面実習ができる教育環境を構築した。救急救命士教育への Virtual Reality(VR)の活用につい
て、4期に分けて教育効果の検証とともに報告する。 
 



[WS4-05]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

1.2020年4月から7月  
緊急事態宣言により、対面授業が実施できなくなった。同年５月から Microsoft Teamsを活用し、8-10名に１名
の教員を配置した遠隔実習を行った。約10種類の救急隊の現場活動を作成した。全学生に VRゴーグルを配布
し、教材を視聴させた後、グループディスカッションを行った。  
 
2.2020年8月から2021年3月まで  
2020年8月から、対面実習を行った。50-100名教室に8-10名の学生1名の教員を配置し、シミュレーターを用い
て実習を行った。感染対策として、2週間前からの行動記録と体温管理、当日の検温、個人防護具の着用、アル
コール消毒液、大型扇風機による換気、高濃度次亜塩素酸水による機材の消毒を行った。体調不良者は、医療機
関受診を促し、 PCR検査等陽性の場合は、積極的疫学調査を独自で行い濃厚接触者を1時間以内に特定できるよう
にした。また、体調不良者の教育機会を確保するために、 VRを用いて遠隔と対面のハイブリッド実習を確立し
た。産学連携による撮影編集加工技術の向上により、質の高い VR教材を作成した。  
 
3.2021年4月から2022年3月まで 
　実習開始前に VRを視聴させ、シミュレーションを行なった。ルーブリックを導入し、学生の目線と定点の2つ
のカメラの映像を用いてフィードバックを実践した。撮影した映像をクラウド上にアップロードし、評価が迅速
にできるシステムを導入した。  
 
4.2022年4月から現在まで  
反転学習で VRを導入した。予習の一環として自宅で VRを視聴させ、対面実習を行い、映像を用いてフィード
バックを行なった。反転学習としての VR教材の効果を検証している。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第4会場)

VRを導入した新たな外傷看護教育へのチャレンジ-「見る」から
「体験する」へのシフトチェンジが与える学習効果を考える-

○苑田 裕樹1、○山中 雄一2、○細木 豪3、○冨岡 小百合4、○鈴木 健介5 （1. 令和健康科学大学、2. 京都大学医
学部附属病院、3. 株式会社ジョリーグッド、4. 大阪府立中河内救命救急センター、5. 日本体育大学）
キーワード：外傷看護教育、VR
 
外傷看護委員会は、外傷看護の幅広い普及と PTD回避を目的として JNTECプロバイダーコースを2007年より開
始しました。現在までにプロバイダーコースの開催数は225回を超え、全国に外傷初期看護を実践する看護師（プ
ロバイダー）を約7500人輩出してきました。一方、昨今の新型コロナウィルス感染症の猛威により2020年2月よ
り従来の対面コースを中止している状況が続いていましたが、2021年4月よりオンライン会議ツールを用いた
WEB版外傷初期看護セミナー、 WEB版特殊外傷セミナー、 WEB版ブラッシュアップセミナー、 WEB版外傷セミ
ナーを展開してきました。 
　現在、日本救急看護学会外傷看護委員会は、医療教育プラットフォーム「オペクラウド VR」による「外傷診療
における VR遠隔臨床学習プラットフォームの構築に関する研究： AMED公募」に正式に参画する契約を結び、現
在、外傷看護教育コースへの VR導入に向けた準備を進めています。 
　近年、日本は自動車性能の向上や道路インフラの整備等により重症外傷の患者数は減少傾向にあります。この
ことは大変喜ばしいことですが、一方で臨床経験における教育機会（ OJT）が少なくなっていることも課題と
なっています。このような社会背景と医療者のニーズに応えるための一つの教育手段として VR（バーチャル・リ
アリティ）の導入を計画しています。 VRはまるで現場に入り込んだような臨場感と没入感により、動画を「視聴
する」から「体験する」にシフトすることでの学習効果が期待されています。 
　今回のワークショップでは、 WEB版コース設計の課題、 VRの発展性と期待される学習効果、教材の導入事
例、コースへの VR導入に向けた取り組みについて発表し、より学習効果の高い研修設計のあり方、 VRの活かし
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方などについて参加者と共有し、 VR導入による外傷看護教育の発展性について考える機会とさせていただきま
す。ワークショップでは、実際に VRゴーグルを体験していただく時間も設けています。 
（ VRゴーグルの装着は、希望される方の先着順とさせていただきます） 
 
外傷看護委員会委員長 苑田 裕樹 
 
＜外傷看護委員会＞ 
小池　伸享　前橋赤十字病院 
山中　雄一　京都大学医学部附属病院 
冨岡　小百合　大阪府立中河内救命救急センター 
笠原　真弓　浜松医療センター 
和田　孝　大垣市民病院 
小越　優子　滋賀医科大学医学部附属病院 
後小路　隆　小波瀬病院 
佐伯　悦彦　東京医科大学病院 
 
担当理事 
佐藤　憲明　日本医科大学付属病院



[M1]

[M1ｰ01]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

どうしよう…。　こんな時のファーストエイド！
座長:上川 智彦、清水 克彦(株式会社T-ICU)
2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第8会場 (研修室907)
 

 
どうしよう…。　こんな時のファーストエイド！ 
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(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第8会場)

どうしよう…。　こんな時のファーストエイド！
 
ファーストエイド委員会では、看護師が負傷者や急病人に遭遇した場合に、医師が到着するまでに実践する
『ファーストエイド』研修を企画・運営してきた。日本救急看護学会のファーストエイドナースコースを受講し
たファーストエイドナース登録者数は、約5,400人にのぼる（2022年8月現在）。具体的なファーストエイド場面
としては、病院等の療養環境をはじめ、訪問看護、介護施設等で起こる、急激な状態の変化、転倒・転落、等で
ある。また、施設外においても、予期せずして急病の発生は起こり、ファーストエイドを実施する場面は、多岐
にわたる。 
日常生活の中、あらゆる場面に「急な病気やケガ」は潜んでおり、いつでもファーストエイドを要する事態は起
こり得る。 
その時、看護師として医師による治療が開始されるまでに行う応急処置は大変重要であるが、果たして「どうし
よう…」「できるかどうか心配…」と思う方、いますよね。 
そこで、今回、ファーストエイド委員会では、病院や施設、在宅などで起こるかもしれない、予期せぬ出来事に
対して、ファーストエイドの知見を活かし、どのように対応したらよいか、皆様と意見交換し、実践に活かせる
学びを深めていきたい。 
 
＜ファーストエイド委員会〉 
担当理事　三上　剛人　吉田学園医療歯科専門学校 
委員長　中村　香代　国立国際医療研究センター病院 
委員　上川　智彦　株式会社 T-ICU 
　河合　正成　敦賀市立看護大学 
　清水　克彦　株式会社 T-ICU 
　高野　千佳　岩手県立中央病院　 
多久和　善子　昭和大学認定看護師教育センター 
　藤井　美幸　国立国際医療研究センター病院　 
藤崎　隆志　小倉記念病院 
　山崎　誠　愛媛県立中央病院 
文献 
1)一般社団法人　日本救急看護学会監修：ファーストエイド　すべての看護職のための緊急・応急処置　改定第
2版，へるす出版，2017 
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研究助成金を獲得するためのコツと活用
座長:木野 毅彦(日本医科大学付属病院 外科系集中治療室)
2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第9会場 (研修室902)
 

 
研究助成金を獲得するためのコツと活用 
○佐々木 吉子1,2、木野 毅彦1,3、清村 紀子1,4、江口 秀子1,5、岩切 由紀1,6、角 由美子1,7、徳山 博美1,8

、森山 美香1,9 （1. 日本救急看護学会調査研究委員会、2. 東京医科歯科大学、3. 日本医科大学付属病
院、4. 大分大学、5. 鈴鹿医療科学大学、6. 神戸常盤大学、7. 日本赤十字社愛知医療センター名古屋
第二病院、8. 関西医科大学附属病院、9. 島根県立大学） 
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(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第9会場)

研究助成金を獲得するためのコツと活用
○佐々木 吉子1,2、木野 毅彦1,3、清村 紀子1,4、江口 秀子1,5、岩切 由紀1,6、角 由美子1,7、徳山 博美1,8、森山 美香
1,9 （1. 日本救急看護学会調査研究委員会、2. 東京医科歯科大学、3. 日本医科大学付属病院、4. 大分大学、5. 鈴
鹿医療科学大学、6. 神戸常盤大学、7. 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院、8. 関西医科大学附属病
院、9. 島根県立大学）
キーワード：研究助成金
 
日本救急看護学会では、会員の皆様の研究推進の一助となるべく、平成12（2000）年度に研究助成制度を創設
し、これまでに59名の方に助成を行い、研究資金としてご活用いただいてきました。しかし、毎年の申請件数は
数件以内であり、決して多くはありません。調査研究委員会では、より多くの方にこの制度についてお伝え
し、是非ともご利用いただきたいと考え、このたび本交流集会を企画しました。  
本交流集会では、まず、本会の研究助成の趣旨と仕組み、研究実施においては、どのようなことにお金がかかる
のか、助成金はどのようなことに使用できるのか、採択されるための申請書の書き方のコツなどをミニレク
チャーにてご紹介します。続いて、参加者の皆様からのご質問、ご意見、ご要望などをお伺いし、本会の研究助
成制度の活用術や、あり方についても意見交換できればと考えております。これから研究をしようと思ってい
らっしゃる方、研究中で資金不足でお困りの方、また本会助成を受けて研究を実施された方など、多様な立場の
皆様の積極的なご来場と、ディスカッションへのご参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。
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救急看護師の能力開発について考える-救急看護クリニカルラダーか
ら

座長:平尾 明美(千里金蘭大学)、川原 千香子(昭和大学医学部医学教育学講座)
2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:45  第8会場 (研修室907)
 

 
救急看護師の能力開発について考える-救急看護クリニカルラダーから 
認定・特定看護師の視点　―それぞれのベッドサイドからー 
○有澤 文孝1、○源本 尚美2 （1. 地方独立行政法人 東金九十九里地域医療センター 東千葉メディカルセン
ター 救命救急センター 救急看護認定看護師、2. 市立札幌病院 救命救急センター クリティカルケア認定看
護師） 
CNSの視点から～院内を俯瞰して～ 
○久間 朝子1、○二藤 真理子2 （1. 福岡大学病院、2. 地方独立行政法人りんくう総合医療センター） 
管理者の立場から救急看護師の能力開発について考える 
○淺香 えみ子1、坂田 久美子2 （1. 東京医科歯科大学病院、2. 愛知医科大学病院） 
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(2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:45  第8会場)

救急看護師の能力開発について考える-救急看護クリニカルラダーか
ら

キーワード：看護師教育、クリニカルラダー
 
看護師の能力向上の方向性を示すクリニカルラダーは、日本看護協会が示す「ニーズをとらえる力」「ケアする
力」「協働する力」「意思決定を支える力」の看護実践能力の核をもとに、多くの施設や学術団体に合わせたも
のへと見直され活用されています。日本救急看護学会では、看護師としての救急看護の基本的能力の育成と共に
救急看護の専門性も段階的に高まる構造とし救急看護師のクリニカルラダーとして公表しています。 
　過去の学術集会においてこのラダーの活用状況を確認いたしました。施設では救急看護部署の教育計画や教育
資料として活用されている実態が明らかとなりました。今回は、救急看護の場で実践や教育の中心となっている
認定看護師や専門看護師、また救急看護師の育成を組織的視座から考える看護管理者から、このラダーが、どの
ような効果が期待できるかについて、実践者の報告をもとに意見交換をしたいと考えます。また、当委員会とし
ては、今後人材育成への活用を見据えたキャリアラダーとの連動について考える必要性を感じています。様々な
視点からの交流会としたいと思います。
 
 

(2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:45  第8会場)

認定・特定看護師の視点　―それぞれのベッドサイドからー
○有澤 文孝1、○源本 尚美2 （1. 地方独立行政法人 東金九十九里地域医療センター 東千葉メディカルセンター 救
命救急センター 救急看護認定看護師、2. 市立札幌病院 救命救急センター クリティカルケア認定看護師）
キーワード：救急看護、クリニカルラダー
 
日本救急看護学会教育委員会では、救急看護師のクリニカルラダーの改訂に着手し2018年10月、日本看護協会ラ
ダーをベースとした救急看護師のクリニカルラダー（以下、救急看護ラダー）を発表した。教育委員会では、こ
れまでの学術集会において、救急看護ラダーの有用性や活用の実際についての交流集会を重ねてきた経緯があ
る。現在、様々な病院で救急看護ラダーを1つの参考として救急看護に特化したラダーの作成・活用がされてい
る。 
　従来、救急看護師の育成にはインストラクター資格の取得、研修・教育コース受講歴、技術習得の程度な
ど、いわゆるキャリアラダーが活用される傾向にあった。この観点も重要ではあるが、医療チームの一員として
役割を発揮するうえでは、十分とは言えない。  
本交流集会では、多くの救急看護師が活躍のフィールドとしているであろう、 ERと ICUでのより具体的なベッド
サイドでの救急看護ラダーの活用に加え、行動レベルでの評価方法について事例を紹介する。また、日本救急看
護学会将来構想検討委員会、理事会から提言された救急看護の定義【救急看護とは、さまざまな状況において突
然生じた傷害または急激な疾病や急性増悪などによって、医療が必要となる人々に対する迅速かつ最適な看護実
践をいう】をふまえ ER・ ICUにおける救急看護師の能力開発について検討したいと考えている。
 
 

(2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:45  第8会場)

CNSの視点から～院内を俯瞰して～
○久間 朝子1、○二藤 真理子2 （1. 福岡大学病院、2. 地方独立行政法人りんくう総合医療センター）
キーワード：いのちを守る
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救急看護ラダーは、2016年に公表された日本看護協会のラダーを反映させ、救急看護領域における実践力を活用
例とともに提示してきた。救急看護という特殊性から、救急医療施設において活用されてはいるものの、院内に
おける認知度は低い。しかし、救急看護をその部署や施設に限らず「いのちを守る看護」として位置付けた時
に、救急看護ラダーは少なからず救急や集中治療領域のみならず、医療に関わるすべての領域において活用の可
能性を含み持っているのではないだろうか。例えば、救急はじめクリティカルケア領域のみならず、院内発症の
脳血管障害、循環器発作、呼吸不全などすべての患者に急変のリスクは存在している。超高齢化社会を前にして
そのリスクは今後さらに高まっていくであろうことが予想される。患者を急変させない、いざという時にいのち
を守る実践ができることは、何も救急の部署に勤務する看護師に限った能力ではないはずである。私たちは、院
内ラウンドやコンサルテーションなどを通して、急変させない、急変時に迅速かつ適切な実践ができることを患
者のベッドサイド、教育の現場、管理上のシステム等に活用することに視点を持ち救急看護ラダーがすべての看
護師のいのちを守る実践力の指標になっているであろうことを実感している。本セッションでは、救急患者に関
わる部署のみならず、院内での活動に救急看護ラダーを背景としたいのちを守る実践力向上への取り組みについ
てみなさまとの意見交換を通し、その可能性について考察を深めたい。
 
 

(2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:45  第8会場)

管理者の立場から救急看護師の能力開発について考える
○淺香 えみ子1、坂田 久美子2 （1. 東京医科歯科大学病院、2. 愛知医科大学病院）
キーワード：人材育成、クリニカルラダー
 
組織的な視点から看護師の育成を考えるときに重視するのは、看護師としての専門性が向上することである。救
急診療の場においては、医療の特性が重症救急患者への対応が想像されるが、必ずしもこれが全てではない。継
続した関係性のない患者の切迫した状態に対応する場において、患者を生活者としてとらえた実践ができること
を期待している。救急患者も生活者であることから、救急状況に陥った要因や回復への方向性は生活の中にある
からである。  
看護実践は人を対象としていることから、あらゆる場において看護師は救急看護を実践する可能性があ
る。よって、全ての看護師には救急看護師の能力を持ち合わせていて欲しいと考える。これは、人々が自らの体
を安心して預けられる看護師への期待でもある。また、看護の基本的能力開発によって、救急場面への対応力が
向上するものと考えている。すなわち、看護師としての成長と、救急看護（師）の能力開発は同時進行すること
を期待している。 救急診療には特有の処置があり、その処置の難易度に応じた介助をラダーレベルに振り分ける
状況を散見する。処置の難易度ではなく、処置を受ける患者への看護に必要な能力レベルとして示していくべき
と考える。そうすることによって、救急医療の場において、組織が期待する看護師としての成長が期待できる。
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ここが変わった！改正2021「人を対象とする生命科学・医学系研究
に関する倫理指針 」

座長:船木 淳(愛知医科大学)
2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:15  第9会場 (研修室902)
 

 
ここが変わった！　倫理指針　改正2021 「人を対象とする生命科学・医学系
研究に関する倫理指針」 
○倫理委員会 藤野 智子・谷島 雅子・船木 淳・樅山 定美・狭間 しのぶ、藤野 智子1、谷島 雅子2、船
木 淳3、樅山 定美4、狭間 しのぶ5、中村 美鈴6 （1. 聖マリアンナ医科大学附属病院、2. 自治医科大
学附属病院、3. 愛知医科大学医学部シミュレーションセンター、4. 医療創生大学、5. 東京慈恵会医
科大学附属病院、6. 東京慈恵会医科大学） 
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(2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:15  第9会場)

ここが変わった！　倫理指針　改正2021 「人を対象とする生命
科学・医学系研究に関する倫理指針」

○倫理委員会 藤野 智子・谷島 雅子・船木 淳・樅山 定美・狭間 しのぶ、藤野 智子1、谷島 雅子2、船木 淳3、樅山
定美4、狭間 しのぶ5、中村 美鈴6 （1. 聖マリアンナ医科大学附属病院、2. 自治医科大学附属病院、3. 愛知医科大
学医学部シミュレーションセンター、4. 医療創生大学、5. 東京慈恵会医科大学附属病院、6. 東京慈恵会医科大
学）
キーワード：2021改正　倫理指針
 
皆さん、2021年度に倫理指針が改定されましたが、その内容は知っていますか？ 人を対象とする生命科学・医学
系研究については、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（令和3年文部科学省・厚生労働
省・経済産業省告示第1号。以下「指針」という。）により、その適正な実施を図られてきています。 2021年
6月30日には、その倫理指針が改正されました。新設の項目としては、１．電磁的インフォームド・コンセン
ト、2．研究により得られた結果等の取り扱い、3．手続きの主体変更、原則一括審査などがあります。その改正
点について、大分大学　倫理学講座の今井浩光教授を招聘して、わかりやすく講義していただきます。質疑応答
の時間も設けています。　日々の救急看護実践の中からの疑問を研究として探究したい人は、必須の交流集会で
す。　この機会に、改正内容をきちんと理解して、救急患者とその家族に対する研究に取り組んでみません
か。皆様のご参加をお待ちしております。
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認定看護師の活動成果と今後の展望
座長:笠原 真弓(浜松医療センター 看護部 看護管理室看護長 救急看護認定看護師)、後小路 隆(社会医療法人 陽明
会 小波瀬病院 診療看護師/救急看護認定看護師)
2022年10月14日(金) 15:20 〜 16:50  第4会場 (研修室908)
 

 
一番欲しかったもの 
〜救急看護認定看護師になって気づいたこと　そして　目指すものへ〜 
○中田 徹朗1 （1. 宝塚市立病院 救急医療センター） 
救急看護認定看護師としてこだわりたい看護管理者としての看護実践 
○野澤 陽子1 （1. 順天堂大学医学部附属静岡病院） 
診療看護師資格取得後の活動の変化と役割について 
○田村 浩美1 （1. 独立行政法人国立病院機構東京医療センター） 
救急看護の魅力と可能性 
小原 環1 （1. 国家公務員共済組合連合会 斗南病院） 
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(2022年10月14日(金) 15:20 〜 16:50  第4会場)

一番欲しかったもの 
〜救急看護認定看護師になって気づいたこと　そして　目指すも
のへ〜

○中田 徹朗1 （1. 宝塚市立病院 救急医療センター）
キーワード：教育、特定行為、人材育成、看護管理
 
今日、日本は2010年に65歳以上の人口が、23%を超え超高齢化社会に突入した。そのために、多種多様な疾患を
もった患者が多く、重症化する患者も多く存在する。宝塚市立病院は、兵庫県の北阪神地区に存在する、災害拠
点病院の二次救急医療機関病院である。病床数は436床であり、そのうち ICU4床、救急医療センター24床（内　
高度治療室8床を含む）である。宝塚市消防と協力し、ワークステーション方式のドクターカーも配置してい
る。現在の ERの勤務体制は、24時間運用しており、日勤帯は救急医療センタースタッフ3人、夜間帯は非常勤ス
タッフと一般外来スタッフの人で対応している。救急専門の病棟である救急医療センターを2015年に設立し、日
勤帯の ERの運用も2016年から開始し、2014年の救急車搬送数3980件から4年間で約1000件増加している。そ
の理由として、救急科医師が存在することはもちろんである。しかし、救急科医師が常に在中しているわけでは
なく、専門診療科医師が救急車を対応しており、医師が少ない二次救急医療機関では、救急看護を専門とした看
護師が大変重要となる。 ERや救急病棟であっても、患者に一番に接するのは看護師である。看護師が情報収集
し、アセスメントを医師に伝えることで、患者の予後が左右されることも多くある。そのため私に病院として課
せられた役割は、救急領域のスペシャリストの看護師をゼロから育てることであった。私は、当院の救急の主と
なる ER、救急医療センタースタッフに対して、アンドラゴジーの「自己概念・経験・レディネス・方向づけ」に
基づいて、教育を行った。当センターの教育の方針として、救急看護学会のラダーを基本とし、独自に追加や修
正を行い活用した。スタッフには、現在の自分がどの程度であるかを理解してもらうこと、目標を明らかにして
もらうこと、そして、学んだことを後輩に還元してもらうことをシステム化した。当センターの教育方針として
もっとも重要としていることは、どの経験年数であっても inputだけではなく outputをさせることを中心とした
教育を行っていることである。救急経験2年目から、 outputしてもらうようにしている。 ER勤務である際
は、1症例を「明日につなげる場」として、振り返る時間を設けている。テンプレートを用いて救急担当の看護師
同士で参考書などを活用し、議論してもらう。ラーニングピラミッドの「他者と議論する」「実践による経
験」に含むようにした。そのことで、自らが学んだこと、次回のアクションプランを立て、内省できるようにし
ている。私は能動的に学んでいくことできように教育の形を作り、方向性を掲示した。次に、医療・救急は、認
定看護師が一人で頑張るものでは無く、チームを構築していかなければならないと思っている。そのため、副師
長という立場に今年から昇格し、チーム宝塚救急を作っていくことが、私の役割・目標としセカンドステージへ
進んだ。私が欲しかったものは、自分の能力ではなく、自分が学んだものをスタッフへ与えていき、そのス
タッフが成長していく姿である。私は実践でスタッフが成長して患者対応をしている姿を見るために管理として
今後もチーム宝塚救急を作っていく。
 
 

(2022年10月14日(金) 15:20 〜 16:50  第4会場)

救急看護認定看護師としてこだわりたい看護管理者としての看護
実践

○野澤 陽子1 （1. 順天堂大学医学部附属静岡病院）
キーワード：看護管理
 
我が国は、少子高齢化、生産年齢人口の減少など社会的問題を抱え、保健・医療・福祉の場面におけるニーズは
多様化している。このような背景を踏まえ認定看護管理者は患者・家族に質の高いサービスを提供できるよう組
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織を改革し、発展させることが期待されている。 自身の救急看護師としての原点は救急外来やフライトナースと
しての経験であった。救急看護は初療だけでなく、その後の患者の療養生活を支え回復過程を担う役割もあ
り、めまぐるしく変化する病態をとらえ、ケア介入を考える思考を教育課程でたたき込んだ。救急看護認定看護
師を取得後、数年で病棟の管理を任されることとなり、現場の看護の質向上とその看護を担うスタッフ育成に努
めた。現在は看護部に所属し、入院業務に関わる総合的な管理業務を担っている。看護部内では、成果の可視化
のために目標管理制度をとりいれ、看護の成果は QI（ Quality Indicator）指標を設け、「質の改善活動」を実施
している。現在の立場で患者ケアへ直接的に介入する機会は皆無であるが、自分の立場を利用してこの「質の改
善活動」を、スタッフとともに実践したいと考え活動を始めた。その活動内容は、褥瘡のラウンドに参加するこ
とや、病棟のカンファレンスに参加することを中心に行っている。活動を通して、患者の療養生活の場の問題に
直面する機会を得た。救急看護で養ったアセスメント力を総動員させながら、褥瘡以外に気になる問題点を提議
し、一緒に考える時間をつくっている。また、カンファレンスでは努めて看護上の問題点を確認しながら参加し
ている。 管理者として、大切にしていることは「看護を通じて、人を育てたい」という思いである。自分では
「看護とは」との問いに納得のいく回答が未だ見つけられない状況ではあるが、管理者としての立場を借り
て、現場の看護師とともに追求していきたいと考える。
 
 

(2022年10月14日(金) 15:20 〜 16:50  第4会場)

診療看護師資格取得後の活動の変化と役割について
○田村 浩美1 （1. 独立行政法人国立病院機構東京医療センター）
キーワード：診療看護師、早期離床、嚥下評価
 
当院は688床、診療科34科を有し、3次救急の受け入れを行う、高度・急性期病院である。 
　私は平成19年に救急看護認定看護師資格を取得後、消化器内科で勤務した。医師は外来や検査・処置のた
め、病棟を不在にすることが多く、患者の病態が変化しても検査や処置がすぐに提供できない、もどかしい経験
をした。 
　平成22年に東京医療保健大学大学院高度実践看護コースが開設された。私は知識、技術を高め、医師がすぐに
駆けつけられない状況でも、検査・処置を提供できる環境を作りたい思い、1期生として入学した。平成24年に診
療看護師（以下 N Pとする）として復職した。自施設で、1年間の卒後研修を終えた後、救急科に配属となり現在
に至っている。当初3名だった N Pが、令和4年4月現在11名となり、6診療科（総合内科・消化器外科・心臓血管
外科・脳外科・救急科・麻酔科）で活動するまでとなった。 
　私は救急科に所属しており、カンファレンスを通して急性期の早期離床や嚥下評価など ADL改善に関与してい
る。ほぼ無侵襲でおこなえる超音波検査を積極的に活用している。実際には、早期離床の際に下肢静脈血栓評価
を実施し肺塞栓症（ PE）のリスク回避を行っている。また、早期から嚥下評価を行い食事調整を行っている。こ
れらの検査や評価の結果を看護師と共有し、日々の看護ケアに役立てている。患者が安全な質の高い医療を受け
たと感じるためには、患者にとって身近な看護師の存在は大きく、看護師が自分の看護に自信をもって提供でき
ていることが重要だと思っている。 N Pとしての私の役割は、看護師一人一人が知識・技術を向上させ、専門性を
もった多職種と協働することで自分の看護に自信をもってもらえるよう支援していくことだと考えている。
 
 

(2022年10月14日(金) 15:20 〜 16:50  第4会場)

救急看護の魅力と可能性
小原 環1 （1. 国家公務員共済組合連合会 斗南病院）
キーワード：2次救急医療、より質の高い看護、教えることは学ぶこと、never give up
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私は31歳での救急部配属を機に救急看護の世界に足を踏み入れた。当時、院外セミナーの走りでもあり、様々な
救急関連のセミナーに出向き【教えることは学ぶこと】を合言葉に救急の学びを深めた。しかし、職場内で「自
分一人が出来ても、部署全体の質は上がらない」と実感し、克服したい思いもあり39歳で CNを取得した。その時
の学びの時間は有意義で、その時の記憶から42歳で大学院に入学した経過がある。 CNSコースは想像以上に難し
く在学中から能力・適正に自信を失う毎日であり、恩師からの『 never give up』の言葉を心の支えに乗り切れた
と振り返る。 CNS教育により CNでは意識下になかった「倫理調整」「調整」に関してアンテナが高くなり、意図
的に関わる、周囲を巻き込む、倫理観を強く意識するようになった。 CN役割としての「実践」「指導」「相
談」においても、理論的根拠の提示や内省の活用、物事を俯瞰的に見ること、関係各所との連携を意識し行動す
るように変化した。現在、２次救急医療施設の ICUに在籍し、救急室を兼務しており、救急看護教育と人材育成の
ミッションに携わっている。救急現場に遭遇機会の少ない看護師にとっては、急変や救急処置への不安や緊張は
強く、課題も多いが CNで養った専門技術と CNSの役割である実践、教育、調整スキルを用いて多角的な視点での
介入を意識したい。救急看護のやりがい、使命感といった魅力を次世代に引き継ぐことが、私の役割の一つとも
感じている。救命センターを経験した自分にとって、２次救急医療施設の救急力を高めていくことは即ち札幌市
内の救急医療全体の底上げになるに違いない、そう信じて更なる研鑽に務めたい。
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交流集会 | 指定演題 | 交流集会

救急初療における終末期ケアー高齢少子時代に私たちができることは
何かー

座長:大野 美香(名古屋医療センター)、山勢 善江(湘南医療大学)
2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第9会場 (研修室902)
 

 
終末期ケア委員会の取り組み報告 
○福島 綾子1 （1. 日本赤十字九州国際看護大学） 
改めて自分に問う　高齢家族への終末期ケア 
○岡林 志穂 終末期ケア委員会1 （1. 高知医療センター） 
元・救急看護師が在宅を語る 
在宅⇄救急 
〜危機的な状況、訪問看護師と家族が揺れ動いた判断・決断〜 
○末永 一祝1 （1. （株）NEXAS メディケア訪問看護リハビリステーション福岡南） 
人生最終段階にある高齢者・認知症のある方々の，意思を汲み取るために看
護師ができること 
○大永 里美1 （1. 北里大学病院） 
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(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第9会場)

終末期ケア委員会の取り組み報告
○福島 綾子1 （1. 日本赤十字九州国際看護大学）
キーワード：終末期ケア、救急初療
 
終末期ケア委員会では、日本クリティカルケア看護学会の終末期ケア委員会と合同で救急・集中ケアの臨床場面
で終末期ケアを受ける患者とその家族の QOL（ Quality of Life）／ QOD（ Quality of Death）を向上させるこ
とを目的に「救急・集中ケアにおける終末期看護プラクティスガイド」作成し、2019年5月に各学会ホーム
ページにて公開、その後広く活用いただけるように書籍として発刊しました。現在はこのプラクティスガイドの
普及とともに、臨床現場の看護師の抱える悩みや困難さを解決すること、また終末期ケアの質向上のための活動
に取り組んでいます。  
2021年度からはテーマを「高齢者救急患者の終末期ケア」と定めて委員会の活動に取り組んできました。人口の
高齢化に伴い増加している認知症高齢者や、老老介護、独居高齢者の増加といった社会的問題は、日々の実践に
もダイレクトに影響を与えています。救急医療現場では、患者の救命のための治療やケアに力を注ぎながら
も、終末期に至った場合には患者や家族が「その人らしい最期」を迎えるための終末期ケアを並行して実践して
いくことが求められます。私たちはそのための支援をしていきたいと思う一方で、困難な事例に対応しなければ
ならないことも多く、日々の実践に多くの方が苦慮している現状も委員会活動を通して見えてきました。ま
た、厚生労働省が「人生会議」として普及、啓発している ACP（ Advanced Care Planning）の広がりに伴
い、その受け手となることも多い救急医療現場、特に初療室での終末期ケアは、ますます重要なトピックスとな
ると考えています。  
本交流集会ではさまざまな専門的立場から救急初療における終末期ケアについて考えていきますが、まずは本委
員会の具体的な活動について紹介したいと思います。また、委員会として取り組んで欲しい内容についても、交
流集会の中でご意見をいただきたいと思います。
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第9会場)

改めて自分に問う　高齢家族への終末期ケア
○岡林 志穂 終末期ケア委員会1 （1. 高知医療センター）
キーワード：高齢家族、終末期ケア
 
救急初療における終末期ケアの実践の多くは、患者が来院時心肺停止で救急搬送、または、初療で心肺停止とな
り蘇生処置の甲斐なくお亡くなりになり、エンゼルケア、帰宅までが数時間の間に展開される。この数時間の間
に、私たちは、時間・人員・環境など様々な制約下の中で、家族との「一時」を意識したかかわりを行ってい
る。そして、信頼関係の構築に努め、戸惑い、困難さ、無力感など様々な感情を抱きながら家族の悲嘆に寄り
添っている。  
我が国は2007年から超高齢社会に突入しており、総務省消防庁の統計において、救急搬送の年齢区分別で
は、2009年以降「成人」と「高齢者」が逆転し、2020年には「高齢者」が6割を占めている。また、超高齢社会
では、高齢者の１人暮らし、高齢者夫婦での生活で老々介護、家族の支えがない、地域社会からの孤立などの
ケースも多く、高齢者の救急搬送の課題は多い。さらに、悲嘆のプロセスは、複数の要因によって影響を受ける
が、高齢者は大切な人との死別による心理的・精神的なストレスが、身体的機能の低下を招きやすく、社会的な
孤立に繋がりやすい特徴があり地域での継続的なサポートもより重要となってくる。そのため、救急初療におい
て、高齢者の心肺停止の救急搬送時、キーパーソンが高齢家族のみ、状況が理解できないなどのケースの場合
は、社会的サポートの調整に困難さを抱くことが多いのではないだろうか。しかし、社会的サポートの調整が前
面に行われ、高齢家族の悲嘆に寄り添えているだろうか、高齢者を画一的に捉えたかかわりではなく、加齢に伴
う身体的・心理的・社会的側面などの特徴を個別に加味した実践を行えているだろうか、改めて高齢家族への終
末期ケアを自分に問いたい。  
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今回、プレホスピタル、初療での高齢者の心肺停止のケースに対する、高齢家族への終末期ケアの実践を共有し
ながら、高齢少子時代に私たちができることは何か、明日に繋がるヒントを得たい。
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第9会場)

元・救急看護師が在宅を語る 
在宅⇄救急 
〜危機的な状況、訪問看護師と家族が揺れ動いた判断・決断〜

○末永 一祝1 （1. （株）NEXAS メディケア訪問看護リハビリステーション福岡南）
キーワード：救急、在宅療養、ACP、看護、連携、救急搬送
 
少子超高齢時代は、同時に「多死社会」である。そして、核家族の増加など様々な生活環境の変化によって、人
生の最期をどこで迎えるのかということは重要な課題となっている。 
「看取りの場所」において実際、現在病院では約7割、自宅は約１割でその他、高齢者施設は増加傾向である。一
方、人生最期をどこで迎えたいかの希望は国民の６割が「自宅」と答えており、自宅などで最期を迎えられる社
会構築が求められる。また、多死社会は見取りに立ち会った家族や介護者の増加も伴い、残された者の心のケア
も課題となってくる。 
在宅死を希望する者、支える家族が人生の最終段階を安心して自宅で過ごすためには、在宅療養を支える医
療・介護サービスの充実とイノベーションが求められる。今回、訪問看護での終末期の療養者とその家族との関
わりについて振り返る。日々、身体的・精神的な変化の中で危機的な状態となり、一時救急搬送された。本
人・家族の心情を汲み取り訪問看護・在宅医そして、受け入れ病院側の救急看護・救急医と双方向の連携を
図った。最期は本人・家族が希望する自宅へ帰ることができ数日後、自宅で看取った。 
危機的な状況での救急看護と訪問看護の双方の役割を担い、本人・家族の決断に至るまで、在宅・救急初療と連
携した終末期ケアについて紹介する。 
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第9会場)

人生最終段階にある高齢者・認知症のある方々の，意思を汲み取
るために看護師ができること

○大永 里美1 （1. 北里大学病院）
キーワード：高齢者、人生最終段階、意思決定支援
 
救急医療の現場では，「延命治療を望むか否か」の決定が迫られる一方，重篤な状態や認知症のある方々の意思
決定支援に難渋した経験もあるでしょう．さらに，高齢者の場合は救命したとしても、侵襲的治療や長期臥床が
心身に与える影響が甚大であり QOLが著しく低下しやすくなります．これらのことが高齢者や認知症のある方の
最善の治療やケアの決定を難しくしている要因だと思います． ここでは「延命治療を望むか否か」という狭義の
終末期ではなく，人生最終段階にある高齢者の意思を汲み取り支援するために．私たちができることを考えてい
きます．高齢者ひとり一人の「どのように生きたいか」を知ることは，救急医療の現場で本人が「してほしくな
いことは何か」「どのように死にたいか」を推定することにもつながります．救急医療の現場では，救命する重
圧の中でケアされており、そんな余力はないと感じるかもしれません．しかし意思決定支援には，可能な限り家
族やケアマネ―ジャー、入所していた施設スタッフ等から，本人の生活背景や人生史の情報を集め，意思を汲み
取ることが不可欠です．『延命治療を望んでいたか否か』だけでなく，『人と話すことが好き』『静かな環境を
好む』こと，また『家族を大切にしていた』ことや，『何でも自分でやりたい人』だったこと，『仕事が生きが
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いだった』など，ひとり一人の高齢者の性格や大切にしていたこと(価値観)を理解した上で，本人が望む医療・ケ
アとは何かを，重要他者と医療者が共に推定することが意思決定支援につながるからです．そしてその情報
は，幸いにして集中治療室や救急病棟から一般病棟に移動できた後にも活かされます．認知症の行動・心理症状
の出現やせん妄が遷延する場合の，本人の苦痛を理解し緩和するための重要な情報となり得ます．高齢者本人の
意思を汲み取るケアは，人生最終段階にある高齢者の QOLを高めるための重要なケアといえるでしょう．
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患者が思う救急看護の質
座長:源本 尚美(市立札幌病院)、田口 裕紀子(札幌医科大学)
2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第8会場 (研修室907)
 

 
救急外来における看護師に対する患者満足度尺度の開発 
○春名 純平1、源本 尚美2、城丸 瑞恵3、田口 裕紀子3、牧野 夏子1、神田 直樹4、内田 裕美1 （1. 札
幌医科大学附属病院看護部、2. 市立札幌病院看護部、3. 札幌医科大学保健医療学部看護学科、4. 北
海道医療大学看護福祉学部看護学科） 
事例から、患者の意思を尊重した医療およびケアと医療への満足度について
考える 
○二藤 真理子1 （1. りんくう総合医療センター） 
救急外来における患者満足度に影響する因子 
～看護師の介入は満足度向上を向上させるのか～ 
○有澤 文孝1 （1. 地方独立行政法人 東金九十九里地域医療センター 東千葉メディカルセンター） 
患者が思う看護師の特定行為の質 ―特定行為（術中麻酔管理領域
パッケージ）を受けた患者から聞く― 
○山田 亨1 （1. 東邦大学医療センター大森病院 看護管理室） 
救急外来に電話する患者が求める看護〜症例からの考察〜 
 
○井上 聖子1 （1. 東京医科大学八王子医療センター救命センター） 
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(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第8会場)

救急外来における看護師に対する患者満足度尺度の開発
○春名 純平1、源本 尚美2、城丸 瑞恵3、田口 裕紀子3、牧野 夏子1、神田 直樹4、内田 裕美1 （1. 札幌医科大学附
属病院看護部、2. 市立札幌病院看護部、3. 札幌医科大学保健医療学部看護学科、4. 北海道医療大学看護福祉学部
看護学科）
キーワード：救急外来、救急看護師、患者満足度調査、尺度開発
 
【はじめに】 医療サービスに対する患者の反応は、医療の質に関する情報を入手するための最良の方法の1つとさ
れている。特に、患者の満足度は、サービスの質を評価するために有効な指標と言われており、それぞれの医療
分野における問題に対応するために、独自の患者満足度尺度が開発され用いられている。 救急領域における患者
満足度調査として開発された、消費者救急医療満足度尺度（ Consumer Emergency Care Satisfaction Scale:
CECSS）は、多くの国で救急患者に対して最も広く使用されている。しかし、患者満足度は、国または地域の文
化的背景、人種、医療制度、保険制度、教育制度などのいくつかの特性に影響される。また、患者満足度を測定
するためのゴールデンスタンダードは存在せず、それぞれの国の特性を反映する患者の満足度を測定するツール
が必要と考えられる。本研究の目的は、本邦における救急外来（以下、 ER）における看護師に対する患者満足度
尺度を開発および検証することとした。 【研究方法】 （1）文献等を用いて ER看護に対する患者の満足度を測定
するための項目の開発、（2）救急患者として ERを訪れたことがある10人の健常者と9人の救急看護認定看護師の
専門家パネルによる内容の妥当性の調査、（3）項目の選択、および EQ-5Dや研究者らが独自に設定した仮説検
証に対する構成概念妥当性の調査を行った。(3)における統計解析では、項目間の相関関係、プロマックス回転及
び最尤法を用いた探索的因子分析を行った、探索的因子分析(EFA)に基づいて確証的因子分析(CFA)を行い、因子
間の妥当性を検証した。さらに、患者満足度尺度の内的整合性の信頼性には、クロンバックのアルファを使用し
て評価した。統計分析は、 SPSS Statisticsバージョン27および JMP Proソフトウェアバージョン15を用いた。
【結果】 128人からの回答が得られた（有効回答率94％）。患者満足度尺度の Ver.1である38の質問項目のう
ち、20％以上が該当しないと回答した4つの項目を削除した。相関係数が0.7以上の31ペアのうちどちらか一方を
選択し、14アイテムを削除した。さらに、 EFAでは、因子負荷が0.35未満のアイテムが1つ削除され、最終的に
20個の項目の設問が特定された。これらは、説明と反応（7項目）、ホスピタリティ（6項目）、チームワーク
（3項目）、および症状管理（4項目）の4つのドメインで構成され、さらに全体の満足度に関する設問を含めた
21項目で構成された。21項目の調査票の因子構造は、 CFAの結果、許容可能な適合であった（ RMSEA =
0.1（90％信頼区間= 0.08–0.11）および CFI=0.9）。4つのドメインの内部整合性の信頼性（クロンバックのア
ルファ）は0.81から0.89の範囲であった。また、本尺度の要約スコアは、 EQ-5D-5Lと最も強い相関を示した
（0.68）。 【考察】 本患者満足度尺度は、日本の医療制度と文化的背景の観点から設計および検証された。因子
分析の結果は、「説明と対応」、「ホスピタリティ」、「チームワーク」、「症状管理」の4つの領域で構成され
ていた。この多次元構造は、患者満足度尺度に関する多くの報告と一致していた。さらに、この研究で得られた
質問項目は、他の患者満足度で見られる質問項目と類似しており、このツールの構成の妥当性を部分的に支持し
ていると考えられた。本研究によって開発された患者満足度尺度は、 ER看護に対する患者の満足度を向上させる
ための評価と介入を開発するのに役立つ可能性がある。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第8会場)

事例から、患者の意思を尊重した医療およびケアと医療への満足
度について考える

○二藤 真理子1 （1. りんくう総合医療センター）
キーワード：医療の質
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厚生労働省の提示する「人生の最終段階における医療・ケアの 決定プロセスに関するガイドライン」では、その
医療・ケアの在り方について、「医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて 医
療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ ケアチームと十分な話し合いを行
い、本人による意思決定を基本としたうえで、 人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原
則である。」とあり、本人の意思が尊重され、その人に関わる多職種が本人の価値観、死生観、人生観を共有し
た上で本人の尊厳を守るチームとなり、行動することの重要性が述べられている。 救命センターに入院する高齢
者の場合、入院中に状態が悪化したり、回復が困難になったりと、人生の最終段階が現実のものとして差し迫る
ことが少なくない。しかし、全身状態が悪化している際には本人の意思が確認できないことが多く、そのような
場合は主に家族に判断が委ねられる。多くの場合、本人が何を望むかが話し合われておらず、家族には本人に
とって何が最善かを本人に代わり代弁する役割が生じるが、突然の出来事に動揺し十分に検討する時間的猶予や
心理的構えがなく、また、代理意思決定者の役割はもちろん、意思決定についての知識が不足しているため
に、代理意思決定者の考えで方針が決定するなどの課題が挙げられる。 患者の意思を尊重した医療およびケアを
医療への満足度という視点からみると、意思決定に関する情報不足から、患者・家族は意思決定を自分たちで行
えるという意識が希薄であり、医療者から意思決定のための支援を受けられることを認識しておらず、支援が充
足していても不足していても、満足や不満足に大きな影響を及ぼさない要素であるといえるかもしれない。 ま
た、医療者の要因としては、意思決定支援は本人や家族がよく認識していないニーズであり、生命を扱う問題に
対し、法や風潮を鑑み、踏み込みづらいものであるのかもしれない。情報の非対称性は専門性の本質でもあ
り、それに如何に対応するか、つまり、説明責任・情報開示が問われている。 交流集会では、院外心停止となり
入院した80歳代の患者の意思決定を支援した事例を振り返ると共に、患者の満足する医療・ケアを提供するため
に我々は今後どのように行動すべきかを検討したい。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第8会場)

救急外来における患者満足度に影響する因子 
～看護師の介入は満足度向上を向上させるのか～

○有澤 文孝1 （1. 地方独立行政法人 東金九十九里地域医療センター 東千葉メディカルセンター）
キーワード：患者満足度、救急外来、看護師
 
【はじめに】平成20年とだいぶ前のことであるが、私は救急外来における看護師の関わりが、患者の満足度がど
のような影響を与えているのかに疑問を感じ、例年行われていた救急外来独自の患者満足度調査の結果を分析す
ることにした。ここでは、当時実施した研究を振り返るとともに、自身が患者満足度向上に向けどのような取り
組みをしているのかを紹介したいと考える。【方法】期間:平成20年9月4日～9月10日、平成21年9月10日～9月
16日。対象:救急車以外で来院し、診療・会計後帰宅した患者。方法:構成的自己報告法を用い作成した質問紙を配
布し調査。内容:待ち時間、医療者の態度・説明、身だしなみ、待合室環境などを五者択一質問肢、総合点を
100点満点評価するもので構成。統計:SPSS Ver.16 for Windowsにて重回帰分析法で統計処理。統計量は5%(p＜
0.05)を有意水準とした。因子項目は統計上相関の強いものを統一、総合点は平均を上回る数値を基準とし、満足
群と不満足群に区分し処理する。 【倫理的配慮】対象者に質問紙配布時に口頭及び紙面にて、本調査の目的及び
内容、調査への参加は無記名及び自由であり、参加しなくても治療や看護には影響のないこと、結果の公表方法
について説明し同意を得た。 【結果】対象患者:676名。回答数:504名。有効回答数:300名。有効回答
率:60％。平均点:85.4/100点。区分基準点:90点。有意差が得られたものは以下である。1)平成20年度:看護師が
行う支援(p=0.007)、窓口印象(p=0.002)。2)平成21年度:医師態度(p=0.015)、看護師態度(p=0.008)、事務員
の相談対応(p=0.012)、看護師が行う支援(p=0.023)、窓口印象(p=0.016)。3)総計:医師態度(p=0.029)、看護師
態度(p=0.004)、医師の説明(p=0.007)、看護師が行う支援(p=0.000)、窓口印象(p=0.000)。 【考察】総合点に
は待ち時間ではなく、医療者の関わり、特に看護師の関わりが強く影響していると考える。看護師が患者との関
わりの中で安心感を与え不安を軽減し、さらに支援を行い信頼感を得られた場合に、より良い影響を与えている
のではないかと考えられる。
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(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第8会場)

患者が思う看護師の特定行為の質 ―特定行為（術中麻酔管理領域
パッケージ）を受けた患者から聞く―

○山田 亨1 （1. 東邦大学医療センター大森病院 看護管理室）
キーワード：特定行為、看護の質、術中麻酔管理領域パッケージ
 
麻酔に従事する看護師の育成から特定行為へ 
　私は、これまで、救命救急センター、集中治療室で働いてきたが、麻酔科医より「麻酔に従事する看護師を育
成してほしい」という依頼が看護部長にあり、2018年4月から手術室で麻酔科医から全身麻酔を中心に周術期の
麻酔管理、全身管理について教えていただいていた。その翌年には特定行為研修（術中麻酔管理領域
パッケージ）が始まるということで、「麻酔に従事する看護師を育成」は特定行為研修に移行していった。そし
て、2020年12月に、院内初の特定看護師となった。現在は、特定行為を少し追加し、6区分15行為の特定看護師
として働いている。 
術中麻酔管理領域パッケージとは 
　術中麻酔管理パッケージは、術中麻酔において実施頻度の高い特定行為をパッケージにしたものであり、その
中の行為には、「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整」「侵襲的陽圧換気の設定の変
更」「人工呼吸器からの離脱」「直接動脈穿刺法による採血」「橈骨動脈ラインの確保」「脱水症状に対する輸
液による補正」「硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整」「持続点滴中の糖質輸液又は電解質
輸液の投与量の調整」という8行為がある。各施設で、麻酔科医の指示のもと、手順書を作成し、特定行為を実施
している。 
当院の特定行為（術中麻酔管理領域パッケージ）の現状  
当院では、術中麻酔管理パッケージを取得している特定看護師は3名いるが、私は、週に1回手術室で、麻酔科医
と活動をしている。その内容は、前日には当日スーパーバイザーとなる麻酔科医から担当の患者を確認し、情報
収集し、患者術前訪問から行っている。また、手術当日は、麻酔導入、術中麻酔管理・全身管理、抜管までを担
当麻酔科医と実施している。そして、術後訪問を行い、術後疼痛や嘔気嘔吐などの状況を確認し、必要時は、患
者指導や担当看護師に状況を報告をしている。 
患者から聞く特定行為（術中麻酔管理領域パッケージ）の質  
今回は、この特定行為に関して、その質を患者に聞くというテーマだが、患者に術中の記憶はないため、術中の
特定行為の質を患者に聞くことは難しい。そのため、どのように、特定行為（術中麻酔管理領域パッケージ）の
質を考えたら良いだろう。患者が思う看護師の特定行為の質に関して、みなさんと意見交換ができれば幸いであ
る。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第8会場)

救急外来に電話する患者が求める看護〜症例からの考察〜 
○井上 聖子1 （1. 東京医科大学八王子医療センター救命センター）
キーワード：救急外来、電話対応
 
A病院は医療圏の中核病院として1次から3次までの全次救急患者に対応する ER型救命センターである。救命セン
ター看護師は、１次から３次救急患者の看護をはじめ、受診希望患者の電話対応も業務の一環としている。患者
からの電話応対では、症状等の問診を行い緊急度のトリアージを実施し、医師が患者情報から受診の可否が決定
する。緊急度の低い患者には地域の夜間診療や翌日の受診を勧めることもある。 救命センターに電話をかける患
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者のニーズは多様である。実際の電話対応症例の中には、患者の求めた対応と実際の対応にズレが生じることも
ある。また、初対面の患者と電話のみでやりとりすることは、通常のコミュニケーション以上に困難である。看
護師と患者の間ですれ違いが生じた経験から、救命センター看護師は電話対応を苦手と感じているスタッフが多
い。 今回は、救命センターで実際の電話対応事例を紹介する。救命救急センターに電話をかけた患者が看護師に
求めた対応を通して、患者が思う救急看護の質に関して話題提供したいと考えている。



[M8]

[M8-01]

[M8-02]

[M8-03]

[M8-04]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

交流集会 | 指定演題 | 交流集会

コロナ禍におけるオンライン学習の創意工夫
座長:市村 健二(株式会社T-ICU)、吉次 育子(神戸大学医学部附属病院)
2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第9会場 (研修室902)
 

 
eラーニングにおける救急初療看護の症例基盤型学習 
○増山 純二1 （1. 令和健康科学大学） 
オンラインを活用したクリニカルラダー研修 
○石井 恵利佳1 （1. 獨協医科大学埼玉医療センター） 
学部教育におけるコロナ禍でのオンライン学習の創意工夫 
○田戸 朝美1 （1. 山口大学） 
開発途上国を対象とした遠隔 ICU支援におけるオンライン教育の経験 
○森口 真吾1、市村 健二1、清水 克彦1、上川 智彦1 （1. 株式会社T-ICU） 
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(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第9会場)

eラーニングにおける救急初療看護の症例基盤型学習
○増山 純二1 （1. 令和健康科学大学）
キーワード：救急初療看護、CBL、プロセスワークシート
 
看護基礎教育では、症例基盤型学習（ CBL ; Case Based Learning）として、紙上事例（ paper patient）を用い
て看護過程学習が行われ、実習に行く前の学習として位置付けられている。そのほかの CBLの進め方には、講義
の中で、事例を用いた学習やロールプレイ、 DVDでの学習など多岐にわたる。　今回、救急看護師の中堅看護師
を対象にした、 eラーニングにおける「救急初療看護」の CBLを実施した。その中で、看護アセスメント力を向
上させる、プロセスワークシートをもとにした小テストについて紹介する。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第9会場)

オンラインを活用したクリニカルラダー研修
○石井 恵利佳1 （1. 獨協医科大学埼玉医療センター）
キーワード：クリニカルラダー研修、On the Job Training
 
COVID-19感染は世界に拡大し、看護師の現任教育にも多大な影響を及ぼした。獨協医科大学埼玉医療セン
ター（以下、当院とする）の院内研修も感染拡大に伴い、研修の質を担保しつつ、コロナ禍においても安心して
開催できるよう研修内容・方法を見直しした。 
知識習得はカスタマイズした看護技術のオンライン教育ツール、グループウエアを主に活用し、 On the Job
Training（以下、 OJT）を重視した研修としている。  
今回の交流集会では、当院のクリニカルラダー研修について紹介する。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第9会場)

学部教育におけるコロナ禍でのオンライン学習の創意工夫
○田戸 朝美1 （1. 山口大学）
キーワード：看護教育、eラーニング
 
本学では、3年生に行われる成人看護学実習１（周手術期実習）の講義として、2年生後期に成人看護学１が開講
されている。半年後に履修する周手術期実習を踏まえ、コロナ禍前より、症例基盤型学習（ CBL ; Case Based
Learning）を取り入れていた。2020年 COVID-19の流行により、対面学習の制限が加わり、症例基盤型学習（
CBL ; Case Based Learning）の前提として、科目進行型学習（ SBL ; Subject-based Learning)の一部をオンラ
イン学習に切り替えた。当大学では以前より Moodleシステムを持っていたが、活用が十分できておらず、対面で
きない問題を解消するために急遽活用に至った。活用してみると、 SBLでは学生個人が好きなときに学習で
き、また看護技術を繰り返し確認できる利点もあり、大きな支援となった。本年度は、実習のまとめとして、
Moodleシステム上で課題解決型学習（ PBL ; Problem-based Learning）を取り入れた。 PBLは取り入れたばか
りであるが、学習効果が高まる要素があり、効果的であると感じている。本セッションでは、 COVID-19以降試
行錯誤した本大学での取り組みについて紹介する。
 
 



[M8-04]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:30  第9会場)

開発途上国を対象とした遠隔 ICU支援におけるオンライン教育の
経験

○森口 真吾1、市村 健二1、清水 克彦1、上川 智彦1 （1. 株式会社T-ICU）
キーワード：遠隔ICU、オンライン教育、開発途上国
 
COVID-19は世界中で感染拡大を引き起こし、開発途上国にも多大なる影響を与えた。我々は、2020年12月から
JICA事業として開発途上国の保険医療体制の調査を実施した。その結果、 COVID-19の重篤患者やその恐れのあ
る患者の診療を担う医師・看護師などの医療従事者の対応力が不足しているだけでなく、感染者を隔離して治療
を行う ICUも不足していたことが明らかとなった。  
そこで、引き続き集中治療領域の保健医療システムの強化を目的として「新型コロナウイルス感染症流行下にお
ける遠隔技術を活用した集中治療能力強化プロジェクト」と称し開発途上国を対象に遠隔 ICU支援を実施すること
となった。具体的な支援対象国は「インドネシア・トンガ・パラオ・エルサルバドル・ボリビア・グアテマ
ラ・メキシコ・モザンビーク・セネガル・ケニア・フィジー」である。本プロジェクトの目標は、重症患者を管
理・治療するための集中治療医療サービス提供能力の強化とされており、それらの目標を達成すべく短期間でプ
ロジェクトの骨子を作成した。具体的な流れとしては、①集中治療に関する基礎研修＋リアルタイムによる質疑
応答②オンラインによる症例検討会③遠隔 ICU支援である。遠隔 ICU支援は ICUに入室中の COVID-19患者やそ
の他集中治療支援が必要な患者に対して診療・看護の助言を行うことであるが、支援方法は時差や通訳の関係も
あることから事前に定めた計画に従って助言を行う「計画的ケアモデル」とした。 集中治療に関する基礎研修で
は、「モニタリング、フィジカルアセスメント、敗血症患者の看護、 PICS、 COVID-19関連の感染管理・人工呼
吸ケア」の内容を取り扱った。それぞれの支援国の言語に合わせた約30分の動画教材を視聴し、その後日本の看
護師が質疑応答に対応する方法である。本研修の目的は、遠隔 ICU支援を実施する前の集中治療領域における基礎
的な用語・知識の確認としての位置付けとした。しかし、支援対象国にとっては、初めて聞く用語や学ぶ内容が
多かったこともあり、当初想定していた反応とは異なった結果となった。プロジェクトの事前調査と並行しての
教材作成であったため、先方のレディネス把握も不十分であったことも影響していると思われる。  
本プロジェクトは2022年9月末をもって大半の国への支援が終了し、延長となる国も2021年12月で終了とな
る。プロジェクトが進むにつれて、宗教・文化・看護の専門性などが異なる国々に対する支援のあり方について
も様々な課題が明らかとなった。本セッションではプロジェクトの取り組みから見えた課題や展望などについて
発表する。
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ドクターカーに看護師が搭乗する意義・成果
座長:佐々 智宏(広島大学病院)、三上 剛人(吉田学園)
2022年10月15日(土) 10:40 〜 12:10  第8会場 (研修室907)
 

 
ドクターカーに看護師が搭乗する意義・成果 
佐々 智宏1、三上 剛人2、○福士 博之3、○大瀧 友紀4、○山崎 早苗5、○小山 剛広6 （1. 広島大学病
院、2. 吉田学園医療歯科専門学校、3. JA北海道厚生連帯広厚生病院、4. 聖隷三方原病院、5. 東海大
学医学部附属病院、6. 伊勢原市消防本部） 
派遣型ワークステーションについて 
○小山 剛広1 （1. 伊勢原市消防本部） 



[M9]

[M9-04]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

(2022年10月15日(土) 10:40 〜 12:10  第8会場)

ドクターカーに看護師が搭乗する意義・成果
佐々 智宏1、三上 剛人2、○福士 博之3、○大瀧 友紀4、○山崎 早苗5、○小山 剛広6 （1. 広島大学病院、2. 吉田学
園医療歯科専門学校、3. JA北海道厚生連帯広厚生病院、4. 聖隷三方原病院、5. 東海大学医学部附属病院、6. 伊
勢原市消防本部）
キーワード：ドクターカー、グラウンド・ナース、看護
 
座長：広島大学病院　佐々智宏、吉田学園医療歯科専門学校　三上剛人　 
 
委員：佐々智宏（委員長）、三上剛人、福田ひろみ、福士博之、後小路隆、大瀧友紀、神谷弥生、城田智之 
 
担当理事：佐藤憲明 
 
演題1　プレホスピタル活動からみえたドクターカーに搭乗する看護師の役割　JA北海道厚生連帯広厚生病院　福
士博之 
演題2　病院前救急診療の中で看護師だからこそ果たせる役割　聖隷三方原病院　大瀧友紀 
演題3　ドクターカーに搭乗する看護師（グラウンド・ナース）の意義と期待する成果　東海大学医学部附属病院
　山崎早苗 
演題4　派遣型救急ワークステーションについて　伊勢原市消防本部　小山剛広　 
 
ドクターカーは、先行研究において「診療を行う医師を派遣するための緊急走行が可能な車両」と定義されてお
り、医師が病院到着前に早期に診療を開始しながら搬送中の診療の継続が可能となる。 病院到着前の現場活動で
は、医師・看護師を中心に傷病者へ診療や看護を実施するが、救急隊や消防機関等の支援が不可欠となる。とり
わけ、ドクターカーに搭乗する看護師は、緊急走行中の安全管理、資機材管理や情報管理、現場活動における
コーディネーション等の病院前救急看護の一端を担っている。 今回、ドクターカーに搭乗する第一人者である演
者に自身の活動を多方面から分析してもらい、ドクターカーに看護師が搭乗する具体的な意義、明確化された成
果について講演いただく。また、現役の救命救急士からみたグラウンドナースへの期待・要望を述べていただき
相互理解を深めるアサーションな時間としたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:40 〜 12:10  第8会場)

派遣型ワークステーションについて
○小山 剛広1 （1. 伊勢原市消防本部）
キーワード：ワークステーション、看護師が搭乗する意義、ドクターカー
 
伊勢原市では、平成３１年４月から救急隊１隊を東海大学医学部付属病院へ派遣し、救急救命士の病院実習（再
教育）を行いながら災害対応する、派遣型救急ワークステーション事業の協定を締結し、運用開始となり４年目
を迎えました。 
ドクターカーシステムとは、緊急走行が可能な車両を用いて、診療のために医師を派遣する体制です。三次救急
医療機関やこれに準ずる医療機関がドクターカーを運用している場合が多いと思います。ドクターカーには救急
自動車と同様に傷病者を搬送できるタイプと医師、看護師を現場へ搬送する乗用車型ドクターカーなどがありま
す。当市では、救急隊１隊を派遣し救急自動車に救急隊３名、医師１名、看護師１名の５名で、ワークス
テーション隊として令和４年７月時点で329件出動しています。この出動を通して、救急隊が感じた搭乗の意義に
ついてアンケートを実施しました。今回、ドクターカーに看護師が搭乗する意義・成果について、救急隊が考え
ている事を発表し、今後の発展に繋げたいと考えます。
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日本救急看護学会の将来構想 ― 各ワーキンググループによる報告
―

座長:山勢 博彰(山口大学大学院医学系研究科)
2022年10月15日(土) 10:40 〜 12:10  第9会場 (研修室902)
 

 
日本救急看護学会の将来構想 ― 各ワーキンググループによる報告 ― 
○将来構想検討 委員会1 （1. 日本救急看護学会） 
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(2022年10月15日(土) 10:40 〜 12:10  第9会場)

日本救急看護学会の将来構想 ― 各ワーキンググループによる報
告 ―

○将来構想検討 委員会1 （1. 日本救急看護学会）
キーワード：救急看護、将来構想
 
将来構想検討委員会では、3つのワーキンググループを立ち上げ、本学会の将来構想に関する検討を進めてきまし
た。 
【救急看護師認証制度の検討】では、セミナー委員会から提案された「救急支援ナース（仮）制度」をベースに
検討を重ね、学会が認定する救急看護師の認証資格制度案を作成しました。 
【救急看護の定義と役割の策定】では、定義案と将来を見据えた役割の案を作成し、会員に対して案を示すと共
にパブリックコメントを募集しました。  
【本学会が提供する救急看護の専門的継続教育による救急医療への貢献に関する調査】では、その実態を明らか
にすると共に各教育コースやセミナーの改善点などを明らかにする目的でアンケートを実施しました。 
　本交流集会では、これら3つの活動を報告し、参加者との質疑応答と意見交換をします。 
 
委員会委員： 山勢博彰、明石惠子、佐藤憲明、中村美鈴、増山純二、山勢善江
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救急領域における創傷の管理とケア
座長:志村 知子(日本医科大学付属病院 急性・重症患者看護専門看護師 皮膚・排泄ケア認定看護師)、平間 陽子(千
葉大学医学部附属病院 救命救急センター)
2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第3会場 (TFTホール300)
 

 
救命救急センターにおける人工呼吸器関連の医療関連機器圧迫創傷（
MDRPU）減少への取り組み 
○難波 結子1 （1. 東海大学医学部付属病院 8B病棟） 
救急領域の創傷管理の中で WOCナースができること 
○帶刀 朋代1 （1. 東京医科大学病院 看護部） 
救命救急の現場における創傷との関わり方 
○藪野 雄大1 （1. 日本医科大学多摩永山病院 形成外科） 
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(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第3会場)

救命救急センターにおける人工呼吸器関連の医療関連機器圧迫
創傷（ MDRPU）減少への取り組み

○難波 結子1 （1. 東海大学医学部付属病院 8B病棟）
キーワード：医療関連機器圧迫創傷、MDRPU
 
医療関連機器圧迫創傷（以下 MDRPUとする）は医原性褥瘡の一つであり、患者の安全・安楽に直結する問題であ
る。しかし、2020年度、当院救命救急センターでは、気管チューブやバイトブロックによる MDRPUが多発
し、センター内で発生した MDRPU全体の約半数を占めた。特定のデバイスに偏って多く発生しており、ケア方法
やデバイスの変更を含めた対策が必要となった。  
当院救命救急センターは、看護師約160名が在籍し、新人からベテランまで経験年数もさまざまである。また、他
部署から異動してきたスタッフなど、クリティカルケアに慣れていないスタッフも多い。そこで、まずは、気管
チューブの固定方法と管理方法の見直しを行い、注意点の周知活動を実施した。一定期間スタッフへ周知活動を
行うことで、観察のタイミングやポイントの意識づけを行った。すると、人工呼吸器関連の MDRPUは全体の約
20%に減少した。 
　今後は、患者の状態に合わせたデバイスの使い分けなどを検討し、患者にとってより安全・安楽なケアを考え
る必要がある。  
今回実施した内容や今後の課題について、会場のみなさんと共有したい。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第3会場)

救急領域の創傷管理の中で WOCナースができること
○帶刀 朋代1 （1. 東京医科大学病院 看護部）
キーワード：スキンケア、皮膚・排泄ケア認定看護師、慢性創傷
 
未定
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第3会場)

救命救急の現場における創傷との関わり方
○藪野 雄大1 （1. 日本医科大学多摩永山病院 形成外科）
キーワード：救命救急センター、形成外科、創傷
 
救急病棟、救命救急センターといった救命救急の現場では様々な疾患への対応が必要となる。循環器内科をはじ
めとした内科系疾患から、脳神経外科、消化器外科や心臓血管外科などの外科系疾患まで多岐にわたり、どれも
クリティカルな疾患である。治療にあたっては当該疾患をサブスペシャリティとする医師がチームリーダーとな
り治療をすすめていくが、形成外科疾患や創傷に関しては形成外科医がおらず、なかかなかうまくすすまないこ
ともあると聞く。そこで今回、私は日本医科大学付属病院 高度救命救急センターでの勤務経験をもとに、救命救
急の現場で遭遇する創傷に対するケアや考え方などを紹介する。
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救急電話相談トリアージナースへの期待
座長:平柳 和奈(公立昭和病院)、伊藤 雪絵(奈良県立医科大学附属病院)
2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第8会場 (研修室907)
 

 
電話相談プロトコルを実際に運用する看護師への期待 
○織田 順1 （1. 大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター） 
救急電話相談看護師に求められる能力 
○赤尾 いづみ1 （1. 救急安心センターおおさか） 
救急電話相談トリアージ、トリアージナースに期待すること　救急医からの
視点 
○辻 友篤 救急電話相談トリアージ委員会1 （1. 東海大学医学部救命救急医学） 
救命救急センターで看護師が実践する救急電話相談トリアージの現状と課題 
○佐藤 奈津1 （1. 東京慈恵会医科大学附属柏病院 救命救急センター） 
救急電話相談に関する実態調査の概要 
○船木 淳1 （1. 日本救急看護学会救急電話相談トリアージ委員会） 
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(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第8会場)

電話相談プロトコルを実際に運用する看護師への期待
○織田 順1 （1. 大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター）
キーワード：電話相談、緊急度、重症度、トリアージ
 
緊急度判定基準には絶対的なものはもちろんのこと、明確なエビデンスはないことから、#7119始動の段階では
エキスパートオピニオンを基準にオーバートリアージから運用を開始して、その後修正を繰り返して精度を上げ
てゆくプロセスが必須となる。これまで現場運用の記録から緩やかに改善を積み上げてきたといえる。  
ところがこの数年のコロナ禍において救急医療が逼迫するとともに電話相談の需要は急激に増加した。医療機関
案内であったり、緊急度重症度にかかわる相談は平時から行っているものであるが、救急需給バランスが変化し
た際には、緊急度判定はよりオーバートリアージ幅を減らせれば減らしたいものとなり、案内する医療機関に限
りがあったり、時に出動中救急車の状況を勘案する場面にも遭遇した。また電話相談利用者からの訴えにも切迫
したものがあり現場負担は増加している。 
　プロトコル策定に対しては緊急度判定の精緻化のみならず、相談需要にあわせたプロトコル提供が期待され
る。例えば発熱に関する相談が多い場合や、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は別の対応が必要な場
合、それをプロトコル化すると有用と考えられるが、これは例えば既存プロトコルにアドオンするモジュールと
して提供するのが良いかもしれない。 
　現場看護師には、電話相談技術のほかに平時のプロトコル改訂に資する記録の蓄積、新型コロナなどの需要増
大に対する対応、プロトコル追加変更があった際の対応、など現場力を発揮した柔軟な対応力に期待したい。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第8会場)

救急電話相談看護師に求められる能力
○赤尾 いづみ1 （1. 救急安心センターおおさか）
キーワード：緊急度判定、救急電話相談
 
救急安心センター事業（＃７１１９）事業は、医学的に検証されたプロトコルを用いて 緊急度を判定し、適切な
受療行動へのアドバイスを行う電話相談窓口である。 電話による医療相談は音声によるやり取りのみであり、臨
床で行うトリアージとは違い 情報量が少なく、正確性にも乏しい特徴がある。　また、１対１でのやり取りであ
る事から、他者からの適切なフィードバックを受ける機会が少なく、相談看護師の質を担保するために必要なプ
ロセス検証をすることが難しい。 相談看護師に求められる能力について、病態の適切な情報を導き症状を迅速に
聞き出す『アセスメント能力』や『インタビュー能力』、情報を客観的なおかつ分析的に理解する『批判的思考
法を用いる能力』、相談者に適切に伝える『プレゼンテーション能力』や省察力、接遇能力、記録能力、ストレ
スに順応する能力などが必要だと考える。 相談者の安全性を保証するには、相談看護師による質の高い電話救急
医療相談が必要であり、そのためには組織的に教育体制などを構築していく必要がある。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第8会場)

救急電話相談トリアージ、トリアージナースに期待すること　
救急医からの視点

○辻 友篤 救急電話相談トリアージ委員会1 （1. 東海大学医学部救命救急医学）
キーワード：救急電話相談トリアージ
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いつも感じるのだがトリアージを行う看護師には敬服の念を抱かずにはいれない。特に電話トリアージでは、患
者に対面することなく、患者本人家族からの訴えを聴取し、救急の受診をすすめるのか、救急車での受診をすす
めるのか、はたまた状態によっては他の医療機関や翌日の日中の受診の判断をしなくてはいけない。そこには患
者家族からのプレッシャーや医師へのコンサルテーションなどの負担も多くあると思われる。とはいえ限りある
医療資源を適切に患者に提供するためはトリアージナースの取り組みは必要でその技能の向上は必須である。 当
院ではトリアージナースの活動が適切に行えているか、さらなる診断能の向上に向け月1回医師と看護師で事後検
証会を開催している。さらに困難事案の共有から環境改善に向けた試みも行っている。こうしたことを踏まえ救
急電話相談トリアージ、トリアージナースに期待することについて、私見を交え発表する。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第8会場)

救命救急センターで看護師が実践する救急電話相談トリアージ
の現状と課題

○佐藤 奈津1 （1. 東京慈恵会医科大学附属柏病院 救命救急センター）
キーワード：トリアージ、電話相談、救急
 
救急電話相談トリアージを実施する看護師に求められるスキルは、的確な緊急度・重症度の判定と、顔の見えな
い相手のニーズを汲み取ることである。当院の救急電話相談トリアージの教育は、 JTASをベースとした緊急度判
定による救急電話トリアージと地域医療の特性を踏まえた当院独自のマニュアルを作成し、教育を実施してい
る。救急電話相談トリアージに関連したプロトコールを効果的に活用するためには、顔の見えない相手（患
者・家族）のニーズを掴むことが有用である。しかし実際は、看護師個々のトリアージ能力に委ねられてお
り、対応にばらつきが見られる。対応する看護師は、患者・家族が緊急度が高いと判断するからこそ電話をかけ
てきている背景に気づかず、身体的な緊急度に限定してトリアージを実施し、正論のみを伝えると、医療者と患
者・家族との間にコンフリクトが生じることがある。この一因は、医療者が考える緊急度と患者・家族が考える
緊急度は必ずしも一致しないことである。不安感や不満が増大した患者・家族からは、「何かあったら責任を
取ってくれるのか」など怒りに変わることもあり、救急電話相談トリアージは、効果的に行われないどころか医
療者と患者・家族の間で悪循環へ繋がることもある。　相手のニーズを汲み取るスキルは、対面による患者・家
族ケアの実践の積み重ねが有用であると考える。顔の見えない相手のニーズを推測しながら、有用な情報を聞き
出し心情を汲み取ることで、相談相手の不安の軽減に繋がり、患者・家族は自ら適切な対処行動をとることがで
きる。初療対応する救急看護師は、 COVID-19の影響による面会制限に影響されず、長引くコロナ禍においても
直接家族ケアを実施する機会が多い強みがある。相談相手は本人以外の家族らが半数以上を占める。少ない情報
から相手を描く家族ケアのスキルを上げることが課題であり、相手のニーズを掴み適切な対応に繋がる近道であ
ると考える。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第8会場)

救急電話相談に関する実態調査の概要
○船木 淳1 （1. 日本救急看護学会救急電話相談トリアージ委員会）
キーワード：救急電話相談、トリアージナース
 
日本では、1980年代頃から電話相談と看護のあり方について検討され始め、現在では、病院等の医療機関や民間
で救急電話相談が行われている。2002年になり、小児救急電話相談（＃8000）が各自治体で始まり、2007年に
は東京消防庁に救急相談センター（＃7119）が開設された。これらは、救急車の適正利用のためのトリアージを
目的としたものであり、電話相談として各地で実施されている。  
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救急電話相談においては、相談者を直接、目でみて確認できない特殊性がある。そのため臨床とは異なる特有の
状況や困難さ等があるものの救急電話相談に関わる看護職への教育体制の構築は整備されていない。また、救急
電話相談の実施体制や看護職の教育体制も各施設や民間に委ねられており、どのような背景の看護職が救急電話
相談に携わっているのか明らかになっていない。これらを踏まえ、日本救急看護学会救急電話相談トリアージ委
員会では、看護職による救急電話相談の実態を明らかにすることを計画している。 
　交流集会では、救急電話相談に関する実態調査の概要について説明する。
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どこでも活かせる緊急度判定
座長:芝田 里花(日本赤十字社和歌山医療センター)、吉田 栄里(JA愛知厚生連 豊田厚生病院)
2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第9会場 (研修室902)
 

 
緊急度判定を学生が行うに必要なこととは 
○平尾 明美1 （1. 千里金蘭大学） 
どこでも活かせる緊急度判断 
○トリアージ委員会、吉田 栄里、佐藤 加代子、吉川 英里、村上 香織、多賀 真佐美、瀧澤 紘
輝、万波 大悟、 
今井 亮、芝田 里花  
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(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第9会場)

緊急度判定を学生が行うに必要なこととは
○平尾 明美1 （1. 千里金蘭大学）
キーワード：トリアージ、看護学生、教育
 
トリアージとは、初期評価による緊急度の順位づけであり、適切な患者を適切な時間内に、適切な理由で、適切
な場所へ移動させることです。この言葉の意味すること一つひとつの思考を組み立てることは、看護の初学者で
ある学生にとってはかなりハードルの高い思考作業です。初期評価は、第一印象から始まる観察ですが、演習で
行う観察では、健康体の学生同士になります。実習で担当する対象者の多くは合併症を起こすことなく領域の経
過をたどり、学生は実習を終えていきます。生命維持に必要な気道・呼吸・循環・意識、外見を診て・聴い
て・触ってと五感を活用して短時間で評価するにしても、対象者の示す異常値の幅も狭く、看護師から見るとほ
ぼ正常の範囲となってしまいます。 
　反面、今回の交流集会のテーマである「どこでもできる」が示すように、緊急度をとらえる感度は、院内のト
リアージだけのものではなく日々の生活の中からも学びえる内容です。 
　次に初学者が判断に迷うのは「適切」の意味する right patient, right time, right reason, right placeで
す。熟練した看護師であればあるほどこれらの項目を総合的に判断することで俯瞰する事でしょう。そこには豊
富な経験が判断するための指針として用いられているのではないでしょうか。では、この経験を豊富なものとし
て活かすためにはどのような手法が必要でしょうか。患者の異常を知るだけではなく、それが何を意味するのか
を知らなければトリアージとしての意味をなしません。つまりは経験をするだけではなく、気づきをえる内省が
必要だと考えます。今回、緊急度判定と今時の学生の持つ可能性について考えてみたいと思います。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第9会場)

どこでも活かせる緊急度判断
○トリアージ委員会、吉田 栄里、佐藤 加代子、吉川 英里、村上 香織、多賀 真佐美、瀧澤 紘輝、万波 大悟、 
今井 亮、芝田 里花 
キーワード：トリアージナース、緊急度判断
 
座長： 
芝田 里花（日本赤十字和歌山医療センター） 
吉田 栄里（豊田厚生病院） 
演者： 
関谷 裕美（日本大学医学部付属板橋病院 救急看護認定看護師） 
平尾 明美（千里金襴大学 クリティカル看護学） 
池田 里美（自治医科大学大学院 診療看護技術管理学領域） 
瀧澤 紘輝（神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター 救急看護認定看護師） 
　 
トリアージナースとは「症候を有する患者の緊急度を判断し、診療や看護ケアの優先順位を判断する看護師」と
定義されています。 
　緊急度を判断するには、臨床推論を行うための “知識”、適切で確実なフィジカルアセスメントや問診ができる
“技術”、多職種を調整するリーダーシップやマネジメント力、苦痛症状や不安を抱えた患者・家族への共感的な
“態度”などが求められます。救急看護師が勤務する初療現場では、このような能力を備えたトリアージナースが活
躍しています。しかし、緊急度を判断し、診療や看護ケアの優先順位を判断する場面は、救急外来だけでな
く、一般病棟・外来、検査室、手術室、在宅訪問、クリニックなど、日常のあらゆる場面で発生し、対象も年齢
や性別、疾患を問いません。このため、患者の対応にあたるすべての看護師は、トリアージナースとしての役割
を担う可能性があり、緊急度判断できるスキルを身につけておくことが望ましいと考えます。 
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　近年、患者が安全に療養生活を送るためのシステムとして、多くの施設で RRS（ Rapid Response System）が
構築されており、患者が重症化する前の適切なタイミングでこれらを有効に活用するためには、病棟看護師によ
る緊急度の判断が必要となります。医師の介入がすぐにできない在宅看護の現場でも、病院以上に緊急度の判断
は重要です。これらのことを踏まえると、学生や経験の浅い新人看護師が緊急度を判断するために必要な知
識・技術の修得は、基礎教育から積み重ねていくことが必要かつ課題となります。  
今回の交流集会では、救急外来だけでなく様々な場面でトリアージのスキルを活かすための課題や教育につい
て、示唆を得る場となることを期待して企画しました。看護管理者、トリアージナース、在宅ケア看護師、教育
者としての各分野からの見解を踏まえて、緊急度判定の活用について討議できればと考えています。
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どうしていますか？災害教育
座長:泥谷 朋子(東京医療保健大学)、安積 純子(公立豊岡病院)
2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:25  第7会場 (研修室906)
 

 
どうしていますか？災害教育 
○災害看護 委員会1 （1. 日本救急看護学会） 
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(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:25  第7会場)

どうしていますか？災害教育
○災害看護 委員会1 （1. 日本救急看護学会）
キーワード：災害看護、教育
 
1995年の阪神・淡路大震災以降、わが国では実効性のある災害医療体制が構築され、災害医療・災害看護は国内
外で発生した災害の経験や知見をもとに様々な視点で検討がなされ発展してきた。　その後も2011年の東日本大
震災や2016年の熊本地震、近年では2019年に発生した台風19号の豪雨災害など、様々な災害への対応の教訓か
ら、医療・看護のシームレスな対応作りの必要性が求められている。  
その中で2020年2月より世界的に近年経験のない感染症による危機を迎えた。 COVI-19による感染拡大であ
る。わが国における COVID-19の感染拡大は、わずか3カ月の間に約17,000名の感染者とそのうち900名あまり
の死者を出し、国家レベルで緊急事態宣言減が発令され、以後2年以上社会生活は活動制限を経て大きく変化し
た。人命や社会生活に大きな被害をもたらしたこの「災害」に対して、医療機関は医療崩壊の危機に直面しなが
らも感染者の救命と地域における感染拡大を食い止めるため、多くの医療者の努力のもと医療体制を構築しこの
危機に対応した。そしてその努力は、今なお各医療機関で続いている。  
COVID-19による感染拡大は、自然災害と人為災害の2つの側面を持つ複合災害といえ、医療者の感染症対応に多
くの教訓をもたらしたと同時に、あらゆる場での教育活動が停滞する状況で、過去の災害から得た教訓を共有
し、学び続けることが求められる災害教育においても変化が求められた。特に災害医療で中心的な役割を果たす
看護師の教育では、シミュレーションを始めとした実践能力の向上を目的とした訓練や、講義などによる教育が
できない状況になり、各施設で感染状況に合わせ試行錯誤を繰り返し教育を継続している現状がある。  
今回災害看護委員会では、 COVID-19により停滞した災害看護教育をテーマに交流集会を企画した。今後起こり
うる様々な災害に向けて、災害看護教育をどのように行っているかを医療機関や基礎教育の場、在宅の場など
様々な分野の方々より伺い、今一度災害教育を考える場としたい。 
 
話題提供者  
山本　恵子　(アトラ訪問看護ステーション)  
森山　詠美子　(島根大学医学部付属病院)  
菱沼　秀一　(獨協医科大学)  
恩部　陽弥　(鳥取大学医学部付属病院)  
武政　輝希　(千葉県救急医療センター)
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研究倫理について考えよう －論文投稿時に自らを守るために－
座長:本田 可奈子(滋賀県立大学 人間看護学研究院)
2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:25  第8会場 (研修室907)
 

 
研究倫理について考えよう －論文投稿時に自らを守るために－ 
○江川 幸二1 （1. 神戸市看護大学） 
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(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:25  第8会場)

研究倫理について考えよう －論文投稿時に自らを守るために－
○江川 幸二1 （1. 神戸市看護大学）
 
本学会には「不正行為防止のためのガイドライン」があることをご存じでしょうか。これは本学会誌への投稿時
に不正な論文投稿を未然に防止する目的で定められたものです。 
　研究不正行為には、捏造、改ざん、盗用といった明らかな不正行為（特定不正行為）で、科学論文の社会的信
頼を失墜させるものと、二重投稿、分割投稿、不適切なオーサーシップなど、研究者自身の社会的信用を失墜さ
せる不適切な行為に分けられています。 
特定不正行為は明らかな悪意があって、確信犯的におこなわれるものですが、不適切な行為については、知識が
ないために、研究者自身は特に悪意がなくおこなってしまうものもあります。また学術団体によっても不適切な
行為に対する考え方は微妙に異なっていることもあり、投稿規程をよく読まないと、不適切な行為に該当するか
どうかの判断ができないこともあります。 
以上のことから、論文投稿時に自らを守るためにも、どのようにすれば他の研究者などから疑義を抱かれないよ
うにすることができるのか、研究倫理の考え方についてともに考えたいと思います。
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オーストラリアにおける高度実践看護と COVID-19対応～日本人救
急部門 Clinical Nurseとの交流～

座長:中村 美鈴(東京慈恵会医科大学)、古賀 雄二(川崎医療福祉大学)
2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:25  第9会場 (研修室902)
 

 
オーストラリアにおける高度実践看護と COVID-19対応 ～日本人救急部門
Clinical Nurseとの交流～ 
剣持 功1、○古賀 雄二2、○中村 美鈴3、小島 善和4、榊 由里5、上澤 弘美6、渡邊 好江7、佐藤 法子
8 （1. 東海大学、2. 川崎医療福祉大学、3. 東京慈恵会医科大学、4. 東京情報大学、5. 京都大
学、6. 土浦協同病院、7. 杏林大学医学部付属病院、8. Critical Care Research Group（CCRG）） 
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(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:25  第9会場)

オーストラリアにおける高度実践看護と COVID-19対応 ～日本
人救急部門 Clinical Nurseとの交流～

剣持 功1、○古賀 雄二2、○中村 美鈴3、小島 善和4、榊 由里5、上澤 弘美6、渡邊 好江7、佐藤 法子8 （1. 東海大
学、2. 川崎医療福祉大学、3. 東京慈恵会医科大学、4. 東京情報大学、5. 京都大学、6. 土浦協同病院、7. 杏林大
学医学部付属病院、8. Critical Care Research Group（CCRG））
キーワード：高度実践看護、COVID-19
 
地域包括ケアの推進により日本の医療提供体制が大きく変わりました。チーム医療の推進が進む中、働き方改革
の一環として看護師の専門性と役割拡大が進んでいます。日本看護協会は看護師の専門性と役割拡大を模索し
2040年までにナースプラクティショナーの誕生を政策として掲げています。  
そこで、海外と日本の救急医療について考えることを目的として、オーストラリアで活躍する日本人の救急看護
師である鈴木絵里氏（ Gold Coast University Hospital Emergency Department）と Zoomで交流し、①コロナ
に対する医療体制②医療制度・看護の背景③ナースプラクティショナーの役割の3点から、救急看護の現状及びコ
ロナ対策の違いについて意見交換を行います。 
　本交流集会を通してオーストラリアと日本の医療体制と看護の現状を比較することで、将来の日本の救急看護
の専門性や国際交流を発展させる機会とします。事前質問を下記の QRコードよりお寄せください。 
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一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

座談会 | 指定演題 | 座談会

救急から取り組む療養支援とは
座長:小笠原 恵子(海辺の杜ホスピタル)、土倉 万代(土倉内科循環器クリニック)
2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第5会場 (研修室909)
 

 
救急から取り組む療養支援とは 
○山本 恵子1 （1. アトラケア株式会社 アトラ訪問看護ステーション） 
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一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:55  第5会場)

救急から取り組む療養支援とは
○山本 恵子1 （1. アトラケア株式会社 アトラ訪問看護ステーション）
キーワード：救急看護師、在宅医療、療養支援
 
在宅救急員会 
 
浅香えみ子　箱崎恵理　山本恵子　土倉万代　直井みつえ　小澤美津子　小笠原恵子 
 
我が国では、少子高齢社会、疾病構造の変化に伴い、地域包括ケアシステムの構築が急がれている。高齢者が住
み慣れた地域で、最後まで自分らしく生活を続けられるように、病院診療中心から在宅療養中心へと移行し、地
域における看護師の役割も拡大している。その中で、高齢者の救急搬送件数も増加の一途を辿り、退院した高齢
者が再搬送されるケースも増え、救急看護師は地域の医療・介護チームと連携する事も必要となってきた。 
在宅救急委員会では、救急搬送時における救急と在宅の情報連携、相互理解に焦点をあて、アンケート調査や交
流集会を行ってきた。これにより在宅領域では、個別性、多様性、地域性があることが改めて示された。これを
基に救急看護師がどのように関わることが出来るのかを委員会の役割として検討し、相互理解・連携強化に必要
な知識を救急看護師が学べるセミナー開催を検討し準備を進めている。 
今回、「救急から取り組む療養支援とは」をテーマに、在宅療養を担う人たちの役割を知り、救急看護師が療養
支援の一環を担うために何が必要かを考えられる場として座談会を企画した。構造化されている実践ではないた
め、形式にとらわれずに自由に現状の情報共有と意見交換の場としたい。
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共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

クリティカルケア看護の DX“睡眠の可視化”が課題を解決していく
座長:露木 菜緒(ヴェクソンインターナショナル株式会社 集中ケア認定看護師)
2022年10月14日(金) 11:50 〜 12:50  第1会場 (TFTホール1000)
 

 
共催セミナー パラマウントベッド株式会社 
藤野 智子 （聖マリアンナ医科大学病院 急性・重症患者看護専門看護師） 
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(2022年10月14日(金) 11:50 〜 12:50  第1会場)

共催セミナー パラマウントベッド株式会社
藤野 智子 （聖マリアンナ医科大学病院 急性・重症患者看護専門看護師）
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共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

テクノロジーによる看護教育の変革！ VRが叶える経験知の加速
座長:谷河 篤(東北大学)、松月 みどり(日本救急看護学会)
2022年10月14日(金) 11:50 〜 12:50  第2会場 (TFTホール500)
 

 
共催セミナー 株式会社ジョリーグッド 
LS2-1. AMED実証研究事業のご紹介 
 細木 豪 （株式会社ジョリーグッド） 
LS2-2. 外傷初期看護セミナーへのVR導入の取り組み 
 苑田 裕樹 （令和健康科学大学） 
LS2-3. 重症外傷初療における看護教育 
 今本 俊郎 （埼玉医科大学 総合医療センター 高度救命救急センター）  
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(2022年10月14日(金) 11:50 〜 12:50  第2会場)

共催セミナー 株式会社ジョリーグッド
LS2-1. AMED実証研究事業のご紹介 
 細木 豪 （株式会社ジョリーグッド） 
LS2-2. 外傷初期看護セミナーへのVR導入の取り組み 
 苑田 裕樹 （令和健康科学大学） 
LS2-3. 重症外傷初療における看護教育 
 今本 俊郎 （埼玉医科大学 総合医療センター 高度救命救急センター） 



[LS3]

[LS3]

©一般社団法人 日本救急看護学会 
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共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

心電図モニタリングの進化、心電送信機 Cocoron®への期待
座長:有馬 理加(昭和大学横浜市北部病院 看護部 師長)
2022年10月14日(金) 11:50 〜 12:50  第3会場 (TFTホール300)
 

 
共催セミナー ニプロ株式会社 
野秋 裕真 （聖マリアンナ医科大学病院 クリニカルエンジニア部） 
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(2022年10月14日(金) 11:50 〜 12:50  第3会場)

共催セミナー ニプロ株式会社
野秋 裕真 （聖マリアンナ医科大学病院 クリニカルエンジニア部）
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共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

ERオペレーションの効率化～看護師、医師、2つの異なる視点から～
座長:守田 誠司(東海大学医学部救命救急医学)
2022年10月14日(金) 11:50 〜 12:50  第4会場 (研修室908)
 

 
共催セミナー 日本ストライカー株式会社 
ERオペレーションの効率化～看護師、医師、2つの異なる視点から～ 
 小林 憲太郎 （ 国立国際医療研究センター病院 第二救急科医長／副医療安全管理室長／シュミ
レーションセンター長） 
 城田 智之 （ 前橋赤十字病院 看護部 救急看護認定看護師）  
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(2022年10月14日(金) 11:50 〜 12:50  第4会場)

共催セミナー 日本ストライカー株式会社
ERオペレーションの効率化～看護師、医師、2つの異なる視点から～ 
 小林 憲太郎 （ 国立国際医療研究センター病院 第二救急科医長／副医療安全管理室長／シュミレーションセン
ター長） 
 城田 智之 （ 前橋赤十字病院 看護部 救急看護認定看護師） 
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共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

看護師の未来とキャリアデザインを考えてみましょう
座長:淺香 えみ子(国立大学法人 東京医科歯科大学病院 病院長補佐/ 看護部長)
2022年10月15日(土) 12:15 〜 13:15  第1会場 (TFTホール1000)
 

 
共催セミナー ヴェクソンインターナショナル株式会社 
道又 元裕 （ヴェクソンインターナショナル株式会社執行役員/ 一般社団法人Critical Care Reserch
Institute 代表理事） 
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(2022年10月15日(土) 12:15 〜 13:15  第1会場)

共催セミナー ヴェクソンインターナショナル株式会社
道又 元裕 （ヴェクソンインターナショナル株式会社執行役員/ 一般社団法人Critical Care Reserch Institute 代
表理事）
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共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

シン体温管理療法（ TTM）
座長:中嶋 康広(東海大学看護師キャリア支援センター)
2022年10月15日(土) 12:15 〜 13:15  第2会場 (TFTホール500)
 

 
共催セミナー 株式会社メディコン 
新山 和也 （埼玉医科大学国際医療センター 急性・重症患者看護専門看護師） 
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(2022年10月15日(土) 12:15 〜 13:15  第2会場)

共催セミナー 株式会社メディコン
新山 和也 （埼玉医科大学国際医療センター 急性・重症患者看護専門看護師）
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共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

予期できた急変をなくす！ RRSの取り組み
座長:吉野 俊平(株式会社麻生 飯塚病院 集中治療科 部長)
2022年10月15日(土) 12:15 〜 13:15  第3会場 (TFTホール300)
 

 
共催セミナー フクダコーリン株式会社 
立野 淳子 （一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 看護部 クオリティマネージメント科 科長 急性・重症
患者看護専門看護師） 
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(2022年10月15日(土) 12:15 〜 13:15  第3会場)

共催セミナー フクダコーリン株式会社
立野 淳子 （一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 看護部 クオリティマネージメント科 科長 急性・重症患者看
護専門看護師）
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共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

「ハートコード BLSコース」 オンライン学習を中心とした新しい
BLSコースはじめました

座長:田村 富美子(学校法人 聖路加国際大学 聖路加国際病院 ICU / NPO法人日本ACLS協会 理事)
2022年10月15日(土) 12:15 〜 13:15  第4会場 (研修室908)
 

 
共催セミナー NPO法人日本 ACLS協会 
木下 隆 （京都下鴨病院 麻酔科 / NPO法人日本ACLS協会 理事） 
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一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

(2022年10月15日(土) 12:15 〜 13:15  第4会場)

共催セミナー NPO法人日本 ACLS協会
木下 隆 （京都下鴨病院 麻酔科 / NPO法人日本ACLS協会 理事）
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共催セミナー | 指定演題 | ランチョンセミナー

～迅速な救急看護を可能にする～“非接触”15秒で立ち上がる「バイ
タルセンシングシステム」のご紹介

座長:山﨑 早苗(東海大学医学部付属病院)
2022年10月15日(土) 12:15 〜 13:15  第5会場 (研修室909)
 

 
共催セミナー エバ・ジャパン株式会社 
野呂 直樹 （エバ・ジャパン株式会社 代表取締役） 
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一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

(2022年10月15日(土) 12:15 〜 13:15  第5会場)

共催セミナー エバ・ジャパン株式会社
野呂 直樹 （エバ・ジャパン株式会社 代表取締役）
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演1
座長:松田 浩樹(東京ベイ・浦安市川医療センター)
2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第4会場 (研修室908)
 

 
若手看護師の院内救急コールに対する躊躇感の関連要因 
○鈴木 好1、吉村 惠美子2 （1. 小田原市立病院救命救急センター、2. 国際医療福祉大学大学院） 
クリティカル領域において看護師が行う急変予防行動に影響する要因 
○森 まどか1、野島 敬祐2 （1. 大阪コロナ重症センター、2. 京都橘大学看護学部） 
呼吸の異常から急変を判断するケースリフレクション教育の試み 〜看護師の
呼吸アセスメント力への効果〜 
○本村 理恵1、本田 美紀1 （1. 宮崎県立延岡病院） 
院内二次救命処置コース受講後の病棟看護師が体験した患者の急変状態と看
護師の行動 
○赤石 奈々1、植木 佳代子2 （1. 公立八鹿病院 南但訪問看護センター 、2. 公立八鹿病院） 
院内急変対応の普及に向けた体制構築への取り組み 
○石田 智彦1、伊藤 和恵1、阿久津 功1 （1. 医療法人 辰星会 枡記念病院） 
救急外来と一般病棟でのショックに対する看護師の意識についての比較 ～観
察ポイントに着目して～ 
○菊地 由美子1、樋口 奈那美1、橋本 翼1、寺島 直美1、酒井 ひとみ1 （1. 公立置賜総合病院 救命救急
センター救急外来） 
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(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第4会場)

若手看護師の院内救急コールに対する躊躇感の関連要因
○鈴木 好1、吉村 惠美子2 （1. 小田原市立病院救命救急センター、2. 国際医療福祉大学大学院）
キーワード：若手看護師、院内救急コール、躊躇感
 
【目的】病院内において患者が予期せぬ重篤な病態増悪を呈した場合は、院内救急コールによって医療従事者を
招集し対応をすることが一般的である。わが国でも院内急変対応システムの導入が検討されているが、救急
コールの遅れは患者の予後を左右するため課題とされている。急変時の心肺蘇生では看護師を含めた医療従事者
間のコミュニケーションは重要であるが、看護師は医師やチーム間の関係性に不安を感じている現状がある。不
安は、漠然とした脅威を察知した時に経験する心的反応である。このような場面で看護師はどのように行動して
よいか躊躇うことがある。今回、急変時の躊躇感に焦点化し若手看護師の院内救急コールに対する躊躇感とその
関連要因について調査した。 【方法】同意が得られた第二次救急医療機関8施設に勤務する経験年数2年目から
4年目の看護師に質問紙調査を行った。調査項目は、属性・職場環境・急変時の基本的知識・技術・アセスメント
能力の状況。自己効力感は一般性セルフ・エフィカシー尺度を用い、社会的スキルは Kiss-18社会的スキル尺度を
用いた。分析方法は統計解析ソフト SPSSを使用。有意水準は5%未満とした。躊躇感の有無と各変数に対して
Pearsonのχ２検定を行った。従属変数を院内救急コールの躊躇感の有無とし、急変時の基本的知識・技術・アセ
スメント能力、自己効力感、社会的スキルを目的変数とし二項ロジスティクス回帰分析、強制投入法を
行った。性別、年齢、急変経験の有無、急変応援経験の有無を交絡因子とした。 【倫理的配慮】学校法人国際医
療福祉大学倫理審査委員会の承認を得た。 【結果】アンケート配布数230部、回収数191部(回収率83.0%)、有効
回答数は170名(有効回答率73.9％)であった。属性は男性23名、女性146名。年齢は22歳から49歳、平均年齢
26.6歳であった。院内救急コール時に躊躇するが132名(77.7％)であった。院内救急コールの躊躇感とその関連要
因のクロス集計では、急変経験(χ２=6.395,ｐ=0.011)、院内救急コール経験(χ２=10.047, ｐ=0.002)、急変時の
基本的知識・技術・アセスメント能力(χ２=10.697,ｐ=0.001)、自己効力感(χ２=5.114,ｐ=0.024)に有意な差が
認められた。二項ロジスティクス回帰分析で有意に関連があったのは、急変時の基本的知識・技術・アセスメン
ト能力(β=0.350,ｐ=0.003,OR=1.419)、自己効力感(β=-0.185,ｐ=0.001,OR=0.831)であり、社会的スキル(β
=-0.051,ｐ=0.063,OR=0.950)に関連性は認められなかった。 【考察】若手看護師の急変時の躊躇感に影響を及
ぼしていたのは、基本的知識・技術・アセスメント能力で、自己効力感も影響していた。しかし、社会的スキル
は関連が認められず、若手看護師にとっては関係性というより、知識、スキル等の不十分感が躊躇感と結びつい
ていたと推測された。生命の危機的状況にある急変した患者を目の前にした若手看護師は、情緒的に不安定な状
態となることが予測される。この心理状態に加え、自分自身に効力感を持てないことが院内救急コールの躊躇感
に繋がると推測された。急変に対する教育場面で経験する静的な状況と、臨床現場の常に変化している動的な場
面での臨床判断はかなり相違点がある。躊躇感を軽減するには、動的な臨床場面をリアルに設定し、判断とスキ
ルを訓練する教育によって急変時の基本的知識・技術・アセスメント能力の向上を図り、効力感を促進していく
ことが重要である。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第4会場)

クリティカル領域において看護師が行う急変予防行動に影響する
要因

○森 まどか1、野島 敬祐2 （1. 大阪コロナ重症センター、2. 京都橘大学看護学部）
キーワード：急変、急変予防行動、予兆、サイン
 
〈研究の背景〉　 
患者は急変する前に何らかの変調が現れることがわかっており、この変調に気づき急変予防行動を起こすこと
で、急変を未然に防ぐことができる。病院で急変した患者の生存率、社会復帰率は低く、看護師が急変予防行動
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を行うことは重要である。クリティカル領域は重症度・緊急度が高い患者が多く、看護師は迅速かつ適切な急変
予防行動が求められているが、急変前予測から急変予防行動に至らないことがある。  
〈研究目的〉　 
クリティカル領域において看護師が行う急変予防行動に影響する要因を明らかにする  
〈研究方法〉 
　研究対象者は、クリティカル領域の勤務経験が５年以上の看護師6名とした。自作のインタビューガイドに
沿った半構造化面接を対面もしくはオンラインで実施した。分析方法は Krippendorffの内容分析を用い、厳密性
の確保としてデータの分析過程や看護実践内容は、質的研究に精通した看護学研究者やクリティカル領域のスペ
シャリティにスーパーバイズを受けた。なお、本研究は京都橘大学研究倫理委員会の承認（承認番号：21-06）を
得た。  
〈研究結果〉 
1．調査期間：2021年8月～11月 
2．データの分析結果：クリティカル領域において看護師が行う急変予防行動に影響する要因として、115の記録
単位が抽出され、急変予防行動の阻害要因として4カテゴリー、13サブカテゴリー、促進要因として5カテゴ
リー、18サブカテゴリーを抽出した。 阻害要因は、【医師の治療方針・技術・看護師への対応に不満があ
る】、【急変前予測から患者の状態の変化や急変予防行動が思いつかない】、【看護師自身の消極的な性格や過
信などがある】、【患者の疲労や機嫌を気にして、急変予防行動を躊躇する】が抽出された。促進要因は、【
ICUでの医師と看護師に連帯感がある】、【看護師の不安や責任感が強いなどの個人特性がある】、【経験から得
た急変予兆や急変に関する知識・アセスメント能力がある】、【急変後に振り返りを行う職場風土があ
る】、【急変予防行動に関する基準やルールがある】が抽出された。  
〈考察〉 
　迅速に急変予防行動ができるクリティカル領域の看護師の特徴には、急変に関する知識、急変対応の経験、判
断能力、患者の急変への不安感や看護師としての責任感やプライドを持っていると考えられた。また急変予防行
動を阻害する要因として、自分や環境への過信、消極的な性格が抽出され、促進する要因としては、自己肯定感
や責任感やプライドが急変予防行動を強化する看護師の性格特性が示唆された。不安感に関しては、阻害要因に
も促進要因にもなり得た。 
　急変予防行動での医師や看護師との協働の現状では、クリティカル領域特有の医師、看護師の距離が近いこと
で連帯感が生まれやすい一方、不満も生じやすく、促進要因にも阻害要因にもなり得る可能性がある。急変予防
行動を促進するシステムとそれを支える職場環境では、事前に看護師と医師が相談し、急変予防行動を行うトリ
ガーやルールを決めることで急変予防行動を促進しやすいと推察された。また森島&當目(2015)によると、救急対
応の積み重ねが、既存の知識や新しい知識と統合することによって経験知を生成し迅速な対応を可能にしていた
としており、急変後の振り返りや申し送りを通しスタッフと情報共有や意見交換を行うことで、経験が少ない看
護師でも、経験や知識の共有ができる可能性があると考えられる。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第4会場)

呼吸の異常から急変を判断するケースリフレクション教育の試み
〜看護師の呼吸アセスメント力への効果〜

○本村 理恵1、本田 美紀1 （1. 宮崎県立延岡病院）
キーワード：リフレクション、教育プログラム、アセスメント力
 
【目的】近年,医療技術の進歩に伴い,看護師の臨床判断力のスキル向上やエビデンスに基づいた知識や専門的技術
が強く求められる.呼吸観察においても正確なフィジカルアセスメントを行い,呼吸状態の変化を速やかに予測し,適
切な看護を行う必要がある.本研究は,看護師を対象に,急変時の判断に迷う仮想事例についてリフレクションとグ
ループディスカッションを組み合わせた教育を実施することで,看護師の呼吸アセスメント力の効果を検証するこ
とを目的とした.　【方法】研究協力が得られた A施設に勤務する16名の看護師が,仮想事例のリフレクションに
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2回参加した.呼吸アセスメント力の効果を検証するため,仮想事例に関する①アセスメントの記述,②グループ
ディスカッション,③プログラムに関するグループインタビューを行った.②の分析は,呼吸アセスメントに関する内
容を逐語録に起こし,類似性のあるものを関連付け分析し,抽象度を上げカテゴリーとした.なお,本研究は A施設の
研究倫理安全委員の承諾を得て実施した. 【結果】グループディスカッションの内容を分析した結果,1回目コード
総数は84個,12のサブカテゴリーと4のカテゴリー【呼吸数測定の意義を再認識する】【呼吸観察方法の基本を再
確認し,より正確な知識やスキルを学ぶ】【普段から話せる信頼関係をつくる】【スタッフへの指導方法を模索す
る】が抽出された.2回目コード総数は118個,14のサブカテゴリーと4のカテゴリー【呼吸数測定を行い正常な呼吸
状態を知る】【患者の言葉や病態から呼吸異常を迅速に判断し実践する】【呼吸アセスメントに対して行動変容
し向上心が高まる】【悩みながらもスタッフ指導への意欲が高まる】が抽出された.プログラムに関するグループ
インタビューでは,呼吸数を測るようになった.日々全身状態を見ること患者の訴えを聞き逃さないことでアセスメ
ント力が高まっていく,自分が気づかなかったことに気づけ成果があった,呼吸状態の悪い患者に遭遇したら少し余
裕を持って対応できそう,呼吸の大切さをスタッフに指導していく,等が語られた. 【考察】本研究の結果,呼吸の異
常から急変を判断するリフレクション教育を実施し,対象者の語りから呼吸に関するアセスメント力の向上を認め
た.患者を丁寧にみることで,呼吸フィジカルアセスメントだけではなく,患者とのコミュニケーションからさまざま
な事象を察知でき,ケアにつなぐことができる.また,患者の呼吸の異常を早期に発見し対処するには,一緒に働くス
タッフへの細かい配慮や信頼,尊重していく姿勢が欠かせない.お互いに患者の情報を共有することで初期アセスメ
ント力の向上につながる. 対象者は,自己の思考を整理することで,呼吸数測定の重要性に気づき,患者にしっかり目
を向けて観察することの意義について理解を深めることができた.さらに解決すべき問題に取り組む姿勢に行動の
変化があった.患者にしっかり向き合い,誠実に意識的に患者を“視る”“触る”といった行動の変容が,観察力の向上に
直結するものと考える.そして,呼吸の異常から急変を判断する力を獲得したい思いへ発展した. 本研究では,対象者
がリフレクション教育に参加したことで,それまで自分が気づかなかったアセスメントに気づき,看護実践の意味を
深める経験ができた.こうした経験は,看護師の観察力を高め,アセスメント力の向上につながり,実践をより確かな
ものにできる.今後は,様々な医療場面において,看護師が呼吸の異常から急変を判断するアセスメント力を高められ
るよう本研究で実施したプログラムが活用されることが期待される.
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第4会場)

院内二次救命処置コース受講後の病棟看護師が体験した患者の急
変状態と看護師の行動

○赤石 奈々1、植木 佳代子2 （1. 公立八鹿病院 南但訪問看護センター 、2. 公立八鹿病院）
キーワード：二次救命処置コース、病棟看護師、KH　Coder、急変状態
 
【目的】 A病院では2016年から看護師に対する院内教育として、二次救命処置コース（以下院内コース）を実施
している。今回、院内コースを受講した病棟看護師に質問紙調査とした。看護師が認識した患者の急変状態とそ
の時の行動を明らかにすることを目的とする。【研究方法】 院内コースを受講した A病院看護師232名のう
ち、2021年10月時点、病棟で看護実践を行っている看護師104名を対象とした。研究期間は、2021年6月から
2022年4月までとした。データ収集方法は、病棟看護師が体験した患者の急変状態と行動に関する自由記載の質
問紙調査を実施した。質問紙を記載後、無記名の封筒に入れ、鍵のかかった所定の箱に提出とした。自由記載の
分析は KH Coderを用いた。頻出語の出現頻度と共起ネットワーク図の描画を行い、頻出語同士の関連性を考察し
た。【倫理的配慮】 対象者に研究の趣旨と自由意思尊重、個人が特定されないこと、拒否した場合でも不利益と
ならないことを書面で説明し、質問紙の提出をもって同意を得た。また、 A病院看護部倫理委員会で承認を得
た。【結果】配布数104のうち有効回答数は38、回収率は36.53％であった。 1.対象者の背景：対象者は20歳台
8％、30歳台は26％、40歳台は32％、50歳台34％であった。対象者の経験年数は6～10年11％、11～15年
16％、15～20年18％、21～30年29％、30年以上が26％であった。 2.「体験した患者の急変状態」についての
頻出語 頻出語450のうち、出現回数が6回を超えている語は、「患者」（20回）「呼吸」（15回）、停
止」（15回）、低下」（10回）であった。 3.「急変時の行動」についての頻出語 頻出語315のうち、出現回数が



[O1-05]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

6回を越えている語は、「対応」（11回）、「指示」（9回）、「連絡」（9回）であった。【考察】 １）「体験
した患者の急変状態」の共起ネットワークでは、6つのサブグラフが示された。出現頻度の多い「患者」について
は、受け持っていた患者、術後の患者、高齢の患者、 ADL自立の患者、癌の終末期の患者など、患者の状態を表
す表記であった。「呼吸」については、呼吸している、努力様呼吸、呼吸状態の悪化、呼吸困難感、呼吸停
止、呼吸器管理、など呼吸状態の観察と管理状態を表すものであった。「停止」については、呼吸停止、心停
止、呼吸停止、心肺停止、など心肺停止の状態を表すものであった。「低下」については、レベル低下、意識レ
ベル低下、血圧低下、 SpO2低下、脈の低下、など意識とバイタルサインの低下した状態を表すもので
あった。「呼吸」「低下」ついては、意識レベルを含むバイタルサインの評価が含まれていた。 ２）「急変時の
行動」の共起ネットワークでは、6つのサブグラフが示された。出現頻度の多い「対応」については、急変対
応、心肺停止患者への対応、自分だけでは対応できない、なるべく一緒に対応、などの表記であった。自分自身
の状況を考え、他者と共同して対応しようとする行動がみられた。「指示」については、スタッフへの指示、
Dr指示、先輩の指示、リーダーの指示、若いナースの指示、などの表記であった。自己の役割については明記さ
れていなかった。指示の対象者についての表記のみであった。「連絡」については、家族への連絡、医師への連
絡、スタッフへの連絡などの表記であった。家族への連絡だけではなく、医師、スタッフなど関連職種への連絡
が含まれていた。「指示」「連絡」の関連性は、急変時の自身の役割を認識した記述はなかったため、分析が困
難であった。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第4会場)

院内急変対応の普及に向けた体制構築への取り組み
○石田 智彦1、伊藤 和恵1、阿久津 功1 （1. 医療法人 辰星会 枡記念病院）
キーワード：院内急変、体制構築、普及
 
【はじめに】 当院は二次救急医療施設の一般急性期病院である。2016年当院での ACLSは救急蘇生法指針
2005を元に作成されおり、現在推奨されていない内容であった。又、 AHA-BLS・ ACLS、 ICLSなどの資格を取
得する職員がいるが資格を活かせる場がなく、継続的な教育体制もない状況であった。そこで、2016年より全職
員に対し、院内急変に対応できる職員を育成するために、教育体制を構築できるよう検討し実施した。 【体制構
築への取り組みの目的】 院内における患者急変に対応できる職員の継続的な教育体制を構築し、外来・入院患者
の急変に備え、速やかに行動できるようにする。又、資格認定制度を導入し、資格認定を受けた職員の自己研鑽
に繋がり誇りを持って業務を遂行できるようにする。 【体制構築への取り組みの概要】 2016年に院内の医
師、看護師、事務員の AHA資格取得者計６名で院内急変資格取得認定委員会（以下委員会）が設立され、院内急
変（ BLS）資格認定制度を導入した。下部組織として AHA-BLSや JPTEC、 DMATなどの救急に関連する資格取
得者20名を BLSコア委員に任命し BLS資格取得者会を設立。コア委員は研修会のインストラクターを務め、院内
BLS研修会を実施した。2018年には委員会より BLSコア委員を研修会のコーディネーターに任命し委員会監督の
もと、企画運営は BLS資格取得者会へ委託。又、旧院内 ACLSアルゴリズムを改定しアミオダロンの導入、医
師・看護部で周知した。2020年看護部に AHA-ACLS資格を取得した看護師14名、アドバイザーとして循環器医
師１名の計15名で ACLS資格取得者会を設立し、救急カートの統一化、院内 ACLS研修会実施企画を行
い、2021年に院内 ACLS研修会を実施。2021年に看護部 ACLS資格取得者会は院内委員会の下部組織に加えられ
た。 【倫理的配慮】 院長・院内急変資格認定制度委員会・看護管理室で承認を受けた。 【結果】 現在では
BLSコア委員が中心となり年２回の院内 BLS研修会を定期開催している。現在まで、院内 BLS研修会参加者は
139名で、院内 BLS研修会参加後より急変対応に興味を持つ職員が増え AHA-BLSを取得する職員も増えた。それ
に伴い BLSコア委員に任命され現在では39名に増員。又、看護部職員対象の院内 ACLS研修会は2021年に第１回
目を実施し11名が参加した。今後、院内 ACLS研修会も年２回を計画し定期開催予定である。看護部においては
院内 BLS・ ACLSを卒後教育のクリニカルラダーに組み込んだ。それにより、院内急変対応の継続的な教育体制の
構築が可能となった。又、外部資格取得者も院内インストラクターとして活動でき、外部資格を取得していない
職員も取得をするようになった。実践において、コメディカルが ACLSに参加し胸骨圧迫を担う事例もあった。院
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内 ACLS研修会はコメディカルからも参加希望がある状況である。 【考察】 院内急変はいつどこで起こるかわか
らず、対応によって患者の生死が左右されるため、継続的な教育体制の構築は必須と考える。院内 BLS・ ACLS研
修会は、全職員が心肺停止の対応に加え、外来・病棟等で具合が悪い人をより早く発見でき、急変を未然に防ぐ
ことの取り組みである。そのため、院内 BLSにとどまらず、院内 ACLS研修会対象者を看護職員だけでは無く、コ
メディカルを含めた病院全体としての継続的教育体制へ発展していく必要があると考える。 【結語】 6年間にわ
たり、院内急変対応の普及に向け取り組みを行った結果、継続可能な体制構築ができた。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第4会場)

救急外来と一般病棟でのショックに対する看護師の意識について
の比較 ～観察ポイントに着目して～

○菊地 由美子1、樋口 奈那美1、橋本 翼1、寺島 直美1、酒井 ひとみ1 （1. 公立置賜総合病院 救命救急センター救
急外来）
キーワード：ショック、観察ポイント
 
Ⅰ．はじめに 
　救急外来では、ショック状態に陥っている患者に遭遇する機会が多く、ショックに陥っているかの判別が重要
である。一般病棟の看護師における、急変時の看護師の臨床判断に関する研究は行われているが、ショック状態
の患者に対して具体的な症状観察についての研究は少ない。そこで、救急外来と一般病棟との違いによ
り、ショックと判断する視点や意識にも違いが生じているかを研究したいと考え、調査したため報告する。  
Ⅱ．目的 
　救急外来及び救急外来・救命病棟経験のある看護師と一般病棟経験看護師では、ショックの判断をする観察点
に違いが生じるのかを明らかにする。 
Ⅲ．研究方法と対象 
1.対象者：救急外来を併設しているＡ病院の一般外来、手術室、透析室、連携室を除いた部署で勤務する臨時職員
を含む看護師317名 
2.調査方法 ：データ収集期間2019年10月21日～10月31日に独自に自記式質問調査用紙を作成し調査した。対象
者の属性は、単純集計を行った。一般病棟と救急外来の環境の違いを明らかにするために、対象を3群[A群：現在
病棟で勤務しており救急の経験なしの看護師]、[B群：現在病棟で勤務しており救急の経験ある看護
師]、[C群：現在救急外来及び ICU/HCUで勤務している看護師]に分け質問紙の結果を分析した。自由記載は質的
帰納法を用い、類似性を確認しコード分類を行った。  
3.倫理的配慮：対象者には質問紙と共に説明文を配布し、回答は無記名、参加は自由意志であり不参加でも不利益
を被らないことを説明し、質問紙の回収をもって同意を得た。また倫理委員会の承認を得た。 
Ⅳ．結果・考察 
　対象者317名のうち249名から回答が得られ、回収率は78.5％であった。ショックの判断をする観察点を調査
し、最も重要なバイタルサインは血圧が7割以上を占めており、3群で差は認めなかった（図1）。生体には
ショックに対し生理的代償機能が備わっており、血圧のみでショックか否かを判断できないが、血圧そのものを
【循環動態の変動の指標】として捉えている事、また【血圧低下は死に直結する】と捉えていることから、危険
な兆候として最も重要であるとの回答が多かった。背景には、血圧測定が日常的に行われている事、数値で客観
的に評価できる事が関連していると考えた。現在の看護場面では看護者自身の五感を発揮し患者の状態を把握す
る方法から、電子機器を介在させて把握する方法に変化していると言われており、9割弱の看護職が患者の個別性
や実際に現れている症状ではなく、機器に示された数値を基準に状態を判断している事が明らかになっている。
A病院でも実測値の確認ができる血圧が多数を占め、数値で評価のできるバイタルサインに頼っていることが示唆
された。 呼吸・脈拍・蒼白・冷汗の【視覚で判断できる】、【触知で判断できる】といった自分の感覚を駆使し
観察できる項目は1割にとどまった。特に呼吸数測定は機器よるモニタリングの不安定さなどの要因により、呼吸
数よりも経皮的酸素濃度測定で代用している現状が浮き彫りとなった。ショックの5徴は視覚、触覚で捉えられる
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指標であり、機器を持っていない状況下においても判断が可能な方法である。救急外来や一般病棟での経験によ
る差はなかったことから、ショック状態に関わる機会の多い救急部門ではショックに対する認識を変化させ、呼
吸数測定の重要性を理解し実践することが喫緊の課題であると考えられた。また、急変などショックの機会が少
ない病棟の環境では、実践につながる学習の機会を構築し、急変させない看護を行っていく事が課題であると考
えられた。 
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演2
座長:伊藤 祐子(安曇野赤十字訪問看護ステーション)
2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第5会場 (研修室909)
 

 
救急初療室での看取り経験で救急看護師が感じるモラルディストレス：質的
記述的研究 
○小野寺 敦啓1、宇都宮 明美2 （1. 昭和大学病院HCU、2. 関西医科大学看護学部・看護学研究科 治
療看護分野 クリティカルケア看護学領域） 
救急外来に心停止で搬送された患者家族への看護の実態 
○本多 佳子1、尾中 奈緒子1、村上 千亜紀1、萩本 明子2、片山 由加里2 （1. 国家公務員共済組合連合
会枚方公済病院、2. 同志社女子大学 看護学部） 
A大学病院救命救急センターに勤務する看護師の悲嘆する家族に対する関わり
と エンゼルケアの実施状況の調査 
○横塚 美紀1、神馬 千登勢1、中田 哲也1 （1. 獨協医科大学病院 救命救急センター） 
CPA家族における患者ニーズを捉えた家族ケアの在り方 
○小路 弘輝1、中村 恵子1 （1. 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院） 
突然死での看取り看護に関する救急看護師のレジリエンス～実践度・重要度
及び個人内要因との関連～ 
○須田 果穂1、山勢 博彰1、田戸 朝美1、山本 小奈実1 （1. 山口大学大学院医学系研究科） 
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(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第5会場)

救急初療室での看取り経験で救急看護師が感じるモラルディスト
レス：質的記述的研究

○小野寺 敦啓1、宇都宮 明美2 （1. 昭和大学病院HCU、2. 関西医科大学看護学部・看護学研究科 治療看護分野 ク
リティカルケア看護学領域）
キーワード：モラルディストレス、救急看護師、救急初療室、看取り
 
目的：救急初療看取り経験において救急看護師が抱くモラルディストレスとその対処を語りから明らかにする。
方法：研究デザインは質的記述的研究。対象は二次又は三次救急医療で初療看護を行なっており、初療室実務経
験3年以上かつ初療室で看取り経験がある看護師とし、半構造化面接にてデータ収集を行なった。データ分析方法
は Berelsonの内容分析をもとに行い、面接調査の音声データから逐語録を作成し核となる意味を損なわないよう
要約しコードを作成し、コード間の類似性に基づきサブカテゴリを抽出し、更にサブカテゴリを類似性に基づき
分類しカテゴリを抽出した。 倫理的配慮：研究参加者に対して、調査への協力は自由意思であること、不参加や
調査途中で辞退したとしても不利益は一切被らないこと、調査により得られたデータは匿名化した上で個人情報
の保護に配慮することを文書と口頭で説明し、同意書を得て調査を実施した。本研究は所属施設の臨床研究倫理
委員会において承認を受け（承認番号： R2809）実施した。 結果：研究参加者は11名（女性5名、男性6名）で
あった。平均年齢36歳（ＳＤ5.8）、看護師平均経験年数13年（ＳＤ4.9）、救急初療平均経験年数10年（ＳＤ
4.8）、インタビュー平均時間は62分であった。救急初療室での看取り経験で救急看護師が感じたモラルディスト
レスについて、89のコード、20のサブカテゴリ、6つのカテゴリが抽出され、6つのカテゴリは【患者の生命の危
機状態に直面している家族に対し動揺する気持ちに寄り添ったケアを行うことができなかった】【蘇生困難な患
者への無益な侵襲的処置を行おうとする医師を止められなかった】【検死の手続きや次の救急受け入れの部屋の
準備のため看取り後に家族が落ち着いて過ごせる時間を作れなかった】【蘇生するかしないかの家族にとって大
事な判断が求められる場面で意思決定のための十分な時間を渡せなかった】【初療中に患者が訴えていた望みを
叶えることができなかった】【医師が無益と考えられる蘇生処置を実施後その必要性を検討する機会を持つこと
ができなかった】であった。モラルディストレスを感じた時の対処は、43のコード、17のサブカテゴリ、6つの
カテゴリが抽出され、6つのカテゴリは【無益な蘇生処置が行われる状況で感じた怒りを他者へぶつける】【感情
を押し殺し自分ができるケアを淡々と行う】【十分な看取りの時間を作れなかった後悔を看護師や医師へ吐露す
る】【患者や家族への関わりに後悔が残る自分のケアについて1人で振り返る】【動揺が激しい家族に対してのケ
アについて医師や看護師から助言を得る】【ただ身体に傷をつける侵襲的な処置に対し感じた虚無感を同僚へ話
す】であった。 考察：救急初療室で看取りを経験した救急看護師は、自分が大切にしている危害を加えないや最
善を尽くす、患者の思いを叶えるという実践ができなかった時、看護師として担うべき役割を果たすことができ
ない時にモラルディストレスを生じていたと考察できる。モラルディストレスへの対処としては、他者と共感や
共有を求める、助言を受けるという行動と1人で考えて次の行動を模索していた。一方で自分の感情を抑え込むと
いう行動が明らかになった。以上から、初療室で看取りを経験した看護師はさまざまな場面を通してモラル
ディストレスを感じていることから、モラルディストレスには至らなくても違和感やジレンマを共有する機会を
持つ必要性が示唆された。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第5会場)

救急外来に心停止で搬送された患者家族への看護の実態
○本多 佳子1、尾中 奈緒子1、村上 千亜紀1、萩本 明子2、片山 由加里2 （1. 国家公務員共済組合連合会枚方公済病
院、2. 同志社女子大学 看護学部）
キーワード：家族看護、CPA、救急看護師の苦悩、救急看護師の感情、ストーリーライン
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Ⅰ.序論 
　2017年4月～2018年3月の1年間で A病院救急外来に搬送された心停止(CPA)患者189例の死亡率は83%で
あった。救急外来に搬送される CPA患者の家族は，突然の出来事に衝撃を受け，混乱と不安に曝されることか
ら，救命処置と同時に家族への介入を必要とする。しかし看護師は関わりが難しいと感じるだけでなく，他の看
護師がどのように看護しているのか分からない現状にあり，看護師個人の知識や経験に委ねられている現状が
あった。  
Ⅱ.目的 
　CPA患者家族への看護の実際を明らかにし，家族への看護の示唆を得る。  
Ⅲ.倫理的配慮 
　A病院倫理審査委員会の承認を得て実施した(承認番号：2019-020)。  
Ⅳ.方法 
　修正版グラウンデッドセオリーアプローチ（ modified　grounded　theory　approach： M-GTA）を用いた
質的研究である。研究協力者は， A病院の救急外来看護師で，参加の同意が得られた8名。インタビューガイドに
基づき，「救急外来での看護で困難だと思うこと」について聞き取りを行い，次いで「救急外来へ CPAで搬送さ
れた患者の家族対応について，うまくいった症例と対応が難しかった症例」の聞き取りを2020年4月～5月に
行った。面接内容は同意を得て録音し，逐語録を作成，分析焦点者を「救急外来で CPA患者に対応する看護
師」とし，分析テーマを「 CPA患者が搬送されてきてからの家族への看護のプロセス」として分析を行い，概念
を抽出，カテゴリーにまとめ結果図を作成した。信用可能性を確保するため，複数で繰り返し検討するととも
に，専門家からのスーパーバイズを受けた。 
Ⅴ.結果 
　研究協力者の平均年齢は38歳， A病院救急外来での平均経験年数は3.8年であった。 13概念と，7つのサブカテ
ゴリー，4つのカテゴリーが生成された。 ストーリーラインを示す。まずは CPA患者の蘇生処置を一番に行うこ
とから始まる。救急外来では他の患者も受診しているため，マンパワー不足であり，医療スタッフ間のコミュニ
ケーションを必要とし，看護師間の役割分担や各種の医療チーム内に働きかけ人員確保に努めていた。看取りの
中で看護師は，家族とともに最後のケアを行うことや家族背景や現状に応じた看護を行うなど，限られた状況の
中で家族の心情や体調を気づかい関わることができるものもいた。しかし，初対面の患者家族と関わること
や，自殺患者家族に対応する必要があるなど，救急外来には特殊性があり，家族看護の困難感を抱くものも多
く，対応後にジレンマやもやもや感を感じていた。そこで，デスカンファレンスを行い，看護を振り返り，感情
の表出をすることで，チームとして家族との関わりを検討し，看護を見出していくことに繋がっていた。まとめ
られたコアカテゴリーは，【各職種の専門性を活かし協働できるよう医療チーム内に働きかける】【救急外来の
特殊性による家族看護に対する困難感】【限られた状況の中で家族の心情や体調に気づかい，関わり続けること
が出来る】【知識と経験を融合させることが出来る】であった。  
Ⅵ.考察 
　救急外来での CPA患者家族への看護は，救急外来特有の困難感があり，様々な感情を抱きやすいことが分
かった。一方で，医療チーム内での役割分担を行い，限られた状況の中で個々の背景に応じた対応を出来ている
看護師もいた。早期にデスカンファレンスを行うことは，感情表出をして思いを共有するとともに，患者やその
家族への関わり方を振り返り，知識の構築を行うことができ，次の看護に活かすことに繋がっていた。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第5会場)

A大学病院救命救急センターに勤務する看護師の悲嘆する家族に
対する関わりと エンゼルケアの実施状況の調査

○横塚 美紀1、神馬 千登勢1、中田 哲也1 （1. 獨協医科大学病院 救命救急センター）
キーワード：エンゼルケア、グリーフケア、救命救急センター、悲嘆
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＜目的＞ 
　悲嘆する家族に対する救命救急領域の看護師の思いと関わり、エンゼルケアの実施状況と大切にしていること
を明らかにすることを目的とする。  
＜方法＞ 
　A大学病院救命救急センターに勤務している看護師47名に対して、無記名自記式質問紙で調査を実施した。対象
者の背景、家族と一緒に実施したエンゼルケアと実施した理由、実施しなかった理由は選択回答とし、単純集計
を行った。悲嘆する家族への思い、関わり方、エンゼルケアで大切にしていることは自由記述回答とし、コード
化し、サブカテゴリ、カテゴリの分類を行った。  
＜倫理的配慮＞  
対象者には研究参加が自由意思であること、参加を拒否した場合においても不利益や業務評価に繋がらないこと
を文書で説明し同意を得た。  
＜結果＞ 
　調査の結果、35名から回答を得た。「家族と一緒にエンゼルケアを実施したことがある」が45.7％、「家族と
一緒に実施したことがない」は54.3％であった。「家族と一緒に実施したエンゼルケア」は、清拭が93.8％、エ
ンゼルメイクが81.3％であった。「家族と一緒にエンゼルケアを実施した理由」では、「家族に悔いが残らない
ようにする」が56.3％、「家族と一緒に実施しなかった理由」では、「家族の動揺が強い」が73.7％で
あった。「悲嘆する家族と関わる看護師の思い」では、30のコードが抽出され、【家族への精神的苦痛の緩和が
できるようなアプローチ】【患者の状況を受け入れられるような関わり】【グリーフケアに関わる困難さ】の3つ
のカテゴリに分類された。「患者が亡くなり悲嘆する家族への関わり方」では、44のコードが抽出され、【患者
と家族が過ごせる時間の調整】【家族への精神的苦痛の緩和ができるようなアプローチ】【家族の反応に合わせ
た対応】【患者の状況を受け入れられるような関わり】【グリーフケアに関わる困難さ】の5つのカテゴリに分類
された。「エンゼルケアを行う際に大切にしていること」では、38のコードが抽出され、【家族への直接的な介
入を通して苦痛の緩和ができるようなアプローチ】【患者へのエンゼルケアを通して家族の精神的苦痛の緩和が
できるようなアプローチ】【家族の心情を配慮する】の3つのカテゴリに分類された。  
＜考察＞ 
　悲嘆する家族に対する思いと関わりでは、救命救急領域の看護師は、悲嘆する家族に対して、家族への精神的
苦痛の緩和ができるようなアプローチをしたいという思いがあり、その思いが家族へ寄り添い、感情を認めると
いった関わり方に現れていた。また、患者と過ごす時間を提供できたことで、家族が死と向き合い、現状を受け
入れられるような関わりになったと考える。さらに、家族との関わりを通して死の受け止め方をアセスメントし
ながら対応していた。家族が悲嘆のプロセスのどの段階にあるのかを考え、エンゼルケアを必ずしも一緒に行う
のではなく、個別性を考えた対応をすることが重要であると考える。悲嘆する家族と関わる思いでは、動揺が強
い家族に対して、声をかけるタイミングや言葉選びが難しいなどの苦悩さを抱いていた。困難感が生じること
は、自分の関わり方が正しかったのかと振り返る中で、自分の援助を見つめ直し、今後さらにより良い看護を提
供したいという思いに繋がっているのではないかと考える。エンゼルケアで大切にしていることでは、エンゼル
ケアを行うことで、悲嘆する思いが強い中で、生前の姿を思い出してもらえるようなケアをすることで、悲しみ
を和らげ、死を受け入れる準備を始められたのではないかと考える。さらに、エンゼルケアへの参加の希望の確
認を行うことで、家族の思いを尊重し、希望に添えるような対応をしていた。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第5会場)

CPA家族における患者ニーズを捉えた家族ケアの在り方
○小路 弘輝1、中村 恵子1 （1. 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院）
キーワード：家族ケア
 
１.はじめに 
　救命救急センター（以下 ER）に来院される心肺停止（以下 CPA）患者の多くは若年層も少なくない。若い身内
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の急な死を突き付けられた家族は、動揺や悲しみなどの感情を表出する余裕のない危機的状況に陥る。今回10代
の溢頚による死亡患者の家族と関わる機会を持ち、家族対応について患者家族を観察しアルフォンス・デーケン
の悲観のモデルを用いて考察したので報告する。  
２.倫理的配慮 
　本症例は対象者が特定されないように配慮し、同意を得た。 
３.事例紹介 
　K氏、40代女性。息子と母の3人暮らし。 K氏の母が帰宅したところ、自宅ドアノブにビニールテープを掛けた
息子を縊頸の状態にて発見し、救急要請した。救急隊接触後、心肺蘇生（以下、 CPR）を施行し、当院へ搬送さ
れた。1時間以上の CPRを行うも反応せず、 K氏と母の前で死亡確認された。  
４.看護の実際 
　死亡確認後より担当看護師となり、エンゼルケア、帰宅手段の案内、家族が落ち着ける空間の提供などの当院
ERにおいての一般的な対応を行った。死亡確認後に K氏より「何でこんなことをしてしまったのか？」「家を離
れなければよかった」などの悲嘆的言動が聞かれていた。検視やエンゼルケアの為別室にて待機中も、「本人の
元にいけませんか？」となるべく傍にいたいという言動もあったが、要望に応えることはできなかった。 
５.考察  
日本終末期ケア協会は悲嘆のプロセスを理解するためにアルフォンス・デーケンによる大切な人との死別による
ショックを受けてから立ち直るまでの12段階のプロセスを提示している。 K氏からは、「何でこんなことをして
しまったのか？」「家を離れなければよかった」など現実を受け入れることを否定したい言動が聞かれ、第
2～3段階の否認・パニックであると考えられる。これらの段階においては家族への看護介入については明確にさ
れていないが、家族の思いを傾聴することが必要とされている。  
K氏においては、時間的余裕がなく、十分な関りを持つことができなかった。「何でこんなことをしてしまったの
か？」「家を離れなければよかった」という悲嘆的言動に対して傾聴するのみであり、感情表出できるよう
に、他スタッフと情報共有を行い、時間の確保に努めることも必要もあったと考える。 
　ここで ERにて亡くなる患者家族のニーズの一つとして、「家族の精神的な苦痛に配慮する行動」というものが
ある(伊藤ら、2018)。その主なものとしては医療者の心配りとしている。 K氏からは、なるべく患者の傍にいた
いという要望が聞かれていたが、死の受容ができていない状況であり、感情表出をするために残された家族だけ
の時間を作ることを優先し、エンゼルケアの同席の希望の有無を尋ねなかった。エンゼルケアを家族と共に行う
ことは、残された家族の心に死を受け入れやすくするような良い変化を与え、ケアを行う看護師の言動を通して
亡くなられていても患者の尊厳が保たれていると認識する効果があるとしている(高橋、2014)。 K氏は数年前に
夫を亡くした背景もあり、今回はその息子も亡くすこととなった。そのような中で「本人の元にいけません
か？」という傍にいたいという言動は死と向き合いつつあるとも考えられる。大切な家族を次々に失った K氏の
ニーズに応え、母として子どもの死をわずかながら受け入れつつある段階においては死後の処置への同席を提案
することは行うべきであった。  
６.結論 
　ERには CPAにて来院する患者は少なくない。その場合における家族のケアは切り離すことのできないものであ
るが、対応に苦慮することも多い。そのような中で、受容段階を理解し、患者家族のニーズに沿ったケアを行う
ことが重要である。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第5会場)

突然死での看取り看護に関する救急看護師のレジリエンス～実践
度・重要度及び個人内要因との関連～

○須田 果穂1、山勢 博彰1、田戸 朝美1、山本 小奈実1 （1. 山口大学大学院医学系研究科）
キーワード：突然死、看取り看護、レジリエンス
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【目的】 
　レジリエンスとは、ストレス耐性やストレス・コーピングをも含蓄した個人内・環境要因の両者を活用し、ス
トレス状況に適応する特性である。救急看護師は、救命に尽力しながらも突然死に直面する機会が多くストレス
フルな状況にあるため、経験を積む中でレジリエンスを強化していると考えられる。我々は、2021年に救急看護
のスペシャリスト20名への面接から、突然死での看取り看護に関する救急看護師のレジリエンスを明らかにし
た。本研究では、それらのレジリエンスの実践度・重要度及び個人内要因との関連を明らかにすることを目的と
した。  
【方法】 
　救命救急センター289施設の救急経験6年以上の救急看護師を対象に、 Web調査による無記名選択的回答形式の
質問紙調査を行った。突然死での看取り看護に関する救急看護師のレジリエンス計12カテゴリーについての実践
度・重要度を4件法（1～4）で、個人内要因として二次元レジリエンス要因尺度を5件法（1～5)で調査した。調
査期間は2022年1～2月であった。質問毎に記述統計を行い、 t検定、一元配置分散分析をした（有意水準は
5%）。本研究は、研究者が所属する施設の研究倫理審査の承認の下実施し、対象者には研究目的、方法、参加は
自由意志であることを書面で説明した。 
【結果】 
　回答者は261名であり、選択基準を満たさない者を除外した247名を分析対象とした。対象者の看護師経験年数
は平均17.8±標準偏差7.0年（以下同）、救急経験年数は10.6±3.9年であり、スペシャリストは39名であった
（専門看護師3名、診療看護師6名、認定看護師30名）。 
　各レジリエンスの実践度/重要度は、①看護実践と感情の言語化：2.7±0.9/3.3±0.9、②第三者的な立場での対
応：2.8±0.7/2.7±0.7、③自己の目標設定：2.8±0.7/3.1±0.7、④看取り看護に関する知識を深め技術を磨
く：2.2±0.7/2.7±0.7、⑤経験の蓄積：2.9±0.7/3.3±0.6、⑥客観的評価：3.3±0.7/3.5±0.7、⑦看護実践の意
味づけ：3.1±0.7/3.5±0.7、⑧肯定的思考：2.8±0.8/3.1±0.8、⑨合理的思考：3.0±0.7/3.2±0.7、⑩チームメ
ンバーの連携：3.2±0.8/3.5±0.7、⑪共有の場の設定：2.9±0.8/3.4±0.7、⑫患者・家族への感謝：3.4±
0.7/3.6±0.7であった。スペシャリストでは、④看取り看護に関する知識を深め技術を磨く、⑥客観的評価の実践
度が有意に高かった。 
　二次元レジリエンス要因尺度は、資質的レジリエンス要因3.6±0.5、獲得的レジリエンス要因3.7±0.5で
あった。資質的レジリエンス要因の高得点群では、低得点群と比べて⑤経験の蓄積、⑦看護実践の意味づけの2カ
テゴリーで実践度が有意に高かった。獲得的レジリエンス要因では、高得点群は低得点群と比べて②第三者的な
立場での対応以外の全カテゴリーで、実践度が有意に高かった。 
【考察】 
　11カテゴリーのレジリエンスの実践度が低いことから、ストレスフルな出来事から回復するための対処行動は
不十分であることが示唆された。 
　スペシャリストは、救急看護師としての成長過程で習得した知識・技術を用いて看取り場面を俯瞰的に捉
え、看護実践に繋げていると考えられた。 
　②第三者的な立場での対応の実践度は、獲得的レジリエンス要因の高/低得点群で差はみられなかった。第三者
的立場という逃避などの対処行動は、ストレス状況から積極的に立ち直る力である獲得的レジリエンス要因とは
関連しないと考えられた。
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演3
座長:中田 哲也(獨協医科大学病院)
2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第6会場 (研修室904・905)
 

 
ドクターヘリで搬送された患者の受傷から病院搬送までの体験 
○河井 尚美1、杉原 由希子1、岩倉 由幸1、葛西 陽子1 （1. 手稲渓仁会病院） 
ドクターカー看護師同乗基準を作成し運用を開始したことによる効果の検証 
○酒井 由夏1、上總 麻里子1、池澤 友朗1 （1. 社会医療法人近森会近森病院 救命救急センター） 
ドクターカー運用の現状と早期医療介入に向けた今後の課題 
○藤井 香織1、埇田 真彰1、島崎 妙子1 （1. SUBARU健康保険組合太田記念病院 救命救急センター） 
救急ワークステーション開設から２年を経ての課題と展望 
○上杉 如子1、石本 佳美1、澤田 詠美子1 （1. 国民健康保険 小松市民病院） 
コロナ禍における ECPR対応の実際と成果 〜感染対策を講じた Drカーと院内
連携〜 
○門田 風花1 （1. 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 ER） 
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(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第6会場)

ドクターヘリで搬送された患者の受傷から病院搬送までの体験
○河井 尚美1、杉原 由希子1、岩倉 由幸1、葛西 陽子1 （1. 手稲渓仁会病院）
キーワード：ドクターヘリ、体験、外傷
 
【目的】今回、ドクターヘリで搬送された患者に対する看護の示唆を得るため、本研究は受傷から病院搬送まで
の体験を明らかにすることを目的とする。 
用語の定義 
体験：患者が実際に経験し、心で感じたこと、行動したこととする。 
【倫理的配慮】当院の倫理委員会の承認後、対象者に研究目的、方法、自由意思による参加や途中棄権、個人情
報保護について説明し、署名をもって同意を得た。本研究に関連し開示すべき COI関係にある企業などはない。 
【方法】対象はドクターヘリで緊急搬送された患者で接触時、入院後共に意識レベルが J C Sで清明であり、急性
期治療が終了した患者とした。半構成的面接でインタビューを行い、逐語録を作成し、コード化、カテゴリー化
し分析を行った。 
【結果】対象となったのは6名であり男性5名女性1名、平均年齢は52±17.9歳であった。全て外傷の患者で交通
外傷２件、転落外傷１件、その他の外傷３件であった。分析の結果、87のコード、18のサブカテゴリー、6のカ
テゴリーが抽出された。 
以下、カテゴリーを［　］サブカテゴリーを〈　〉で示す。 
患者は、〈ドクターヘリという言葉で自分が重症だと思う〉〈自分が重症であると実感する〉という体験から
［自身を重症だと認識］していた。〈ドクターヘリに乗ることを救急隊に知らされる〉〈けがの状態を確かめ
る〉行動をとりながら、〈身体が動かなくなるのではと心配する〉気持ちを抱き、［現状を認識しようとする行
動］をとっていた。一方で、家族や仕事のことなど［自分のこと以外への気がかり］を抱えていた。ほとんどの
患者が〈疼痛による辛い記憶〉を経験しているが、〈医療者に声をかけられほっとする〉〈到着時間の説明に安
堵する〉〈搬送先の説明を覚えている〉のように［医療スタッフの声かけに安心する］体験をしていた。〈到着
時間を早いと感じる〉〈搬送中の酔いはない〉〈ドクターヘリの搬送は辛くなかった〉〈ドクターヘリの空間が
狭いという印象がある〉と［ドクターヘリの乗り心地］について語っている一方で〈機内での曖昧な記憶〉〈処
置などを覚えていない〉〈医療スタッフの印象は覚えていない〉〈ドクターヘリを降りてからの曖昧な記憶〉と
いうように、搬送中や病院到着後の医療行為は［おぼろげな記憶］として残っていた。　 
【考察】受傷して間もない患者は、現状認識と同時に自分以外のことに気がかりを向けるなど思考が錯綜してい
る様子が見られた。医療行為に対する記憶の曖昧さなどからも、突然の出来事に衝撃を受けている心理状態であ
ると考えられる。処置などの記憶が曖昧な一方で、疼痛に関しては負の記憶として残っており、外傷看護として
苦痛緩和を早期に図る事が重要であることが示された。処置などの記憶よりも、場所や時間といった説明に関す
る記憶の方が残っており、現状認識を促進する様な声かけは、その後の心理状態にも影響を及ぼすと考えられ
る。今回の研究の結果からは、プレホスピタルにおける特徴などの示唆は得られなかった。また、外傷患者のみ
のデータであり内因性疾患の患者の体験に関しては明らかにされていないため今後の課題としていく。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第6会場)

ドクターカー看護師同乗基準を作成し運用を開始したことによる
効果の検証

○酒井 由夏1、上總 麻里子1、池澤 友朗1 （1. 社会医療法人近森会近森病院 救命救急センター）
キーワード：ドクターカーナース、プレホスピタル、ドクターカー同乗基準
 
【目的】 
　ドクターカーはプレホスピタルの現場で一刻も早く医療を提供することを目的としており、看護師の役割も多
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く、看護師がドクターカーへ同乗することの意義は大きい。しかしＡ病院では様々な要因により看護師が全症例
同乗することは難しく、院内救急救命士（以下 EMT）が主体となって出動している。看護師が同乗する基準はな
く、医師が看護師同乗の有無を決定していた。そのためドクターカー出動は EMTの役割となり、看護師はそのサ
ポートをしているという認識が強くなっていた。このような状況を改善するために、緊急度の高い症例は、看護
師が同乗し出動するドクターカー看護師同乗基準を作成し、2021年4月1日より運用を開始した。また同時にドク
ターカーナースを配置し、出動準備の役割分担を明確化し可視化したため、その効果を明らかにする。 
【方法・倫理的配慮】  
方法：ドクターカー看護師同乗基準を作成前の2020年4月1日～2021年3月31日までと、作成後の2021年4月
1日～2022年3月31日までのドクターカーおよび医師同乗なしの A病院救急車（以下 EMS）の出動までの時間と
看護師同乗率の比較を行う。 
倫理的配慮： A病院看護部倫理審査の承認を得た。 
【結果】 
　ドクターカーの出動時間は2020年度10.2分から2021年度8.15分へと短縮し、看護師の同乗率は40％から
52.8％へと上昇した。緊急度別では看護師同乗の緊急症例は45.4％から62.9％と上昇したが、超緊急では100％
から80％と減少した。3分以内で出動した症例は2020年度21.2％、2021年度20.2％であった。 EMSの出動時間
は2020年度12.7分から2021年度11.8分と短縮し、看護師の同乗率は4.1％から17.5％と上昇した。緊急度別では
看護師同乗の緊急症例は0％から42.8％とへと上昇した。  
【考察】 
　ドクターカーおよび EMSの出動までの時間が短縮でき、看護師の同乗率と緊急症例での看護師同乗率も上昇し
た。これは看護師の同乗基準や出動準備の役割分担を明確化し可視化したことにより、ドクターカー出動要請時
に、医師に看護師同乗の有無を確認せずに出動できるようになったこと、看護師同乗の有無にかかわらず看護
師、 EMTが協働し出動準備を行うようになったことが要因としてあげられる。またドクターカーナースを配置し
たことでリーダーナースが看護師の選出を行わずに出動できるようになったことも要因である。さらにドク
ターカーナースが情報収集を行い、看護師同乗の有無を確認し出動していることなどから、役割が明確化したこ
とで、看護師が主体的に動くようになりスムーズな出動に繋がっているにではないかと考える。  
超緊急症例で看護師が同乗できなかった症例は、中継搬送症例で入電時の情報と患者接触時の情報に乖離が
あった症例であった。このような乖離をなるべく少なくするために救急隊へのフィードバックも必要である。  
ドクターカーの出動は3分以内を目標にしているが3分以内に出動できている症例の割合は少ない。これは病院間
搬送や中継搬送などで時間調整を行っていることが誘因としてあげられ、すべての症例が3分以内の出動を要して
いない。しかし現場出動など緊急性が高い症例の出動時間を短縮できるように、さらなる改善が必要である。  
【結語】 
ドクターカー看護師同乗基準を作成することにより出動時間の短縮、看護師の同乗率が向上したことが明らかと
なった。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第6会場)

ドクターカー運用の現状と早期医療介入に向けた今後の課題
○藤井 香織1、埇田 真彰1、島崎 妙子1 （1. SUBARU健康保険組合太田記念病院 救命救急センター）
キーワード：ドクターカー、早期医療介入、多職種連携
 
はじめに 
A病院は B市の要請により2021年11月から消防本部と連携したドクターカーの運用を開始し約6か月が経過し
た。そこで運用開始の目的である早期医療介入に対する現状と課題を明確化するために、運用開始から現在まで
の全事例を対象に現状を明らかにし、早期医療介入に対する課題を考察した。なお、本研究では早期に診療を開
始するだけでなく、病院内での専門的な治療へ引き継ぐまでの一連の介入を早期医療介入と定義した。 
目的 
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ドクターカー運用の現状を明らかにし、早期医療介入に対する課題を考察する。 
方法 
2021年11月16日から2022年4月30日の間に要請となった57事例を対象に、電子カルテ、ドクターカー記録から
年齢、要請キーワード、運用方式、接触場所、各所要時間（覚知から要請、要請から出動、要請から診察開
始、現場滞在時間、要請から病院到着）、重症度、転帰に関するデータを収集し度数、百分率を算出した。また
デブリーフィング用紙から運用の意見に関する記載内容を抽出し、内容分析を行った。 
倫理的配慮 
A病院倫理委員会の承認を得て実施した。 
結果 
1. ドクターカー要請となった事例の状況 
年齢：小児5人(8.8%)、成人23人(40.4%)、高齢者29人(50.8%)、要請キーワード： CPA 13件(22.8%)、意識障
害30件(52.6%)、重症外傷7件(12.3%)、痙攣5件(8.8%)、その他2件(3.5%)、運用方式：ステーション方式47件
(82.5%)、ピックアップ方式10件 (17.5%)、接触場所：現場42件(73.7%)、ドッキングポイント15件
(26.3%)、各所要時間：覚知から要請3±3.8分、要請から出動4.5±2.6分、要請から診察開始15.4±3.7分、現場滞
在時間10.3±4.5分、要請から病院到着36.7±7.6分（最長56分）、重症度：軽症7件(12.3%)、中等症27件
(47.3%)、重症23件(40.4%)、転帰：帰宅14件(24.6%)、入院28件(49.0%)、死亡9件(15.8%)、転院搬送3件
(5.3%)、その他3件(5.3%)。 
2.デブリーフィングによる運用の意見 
【情報共有・コミュニケーション】【時間管理】【安全管理】【感染管理】等20カテゴリを形成した。 
考察 
通常の救急搬送では要請から病院到着まで38分であったが、運用開始後は要請から診察開始まで15.4±3.7分であ
り、23分間短縮された。これはキーワード方式により消防本部指令課の適応判断が容易になったと考えられ、救
急隊とほぼ同時の出動を可能にしていると推察できる。ただし、覚知から要請までは3±3.8分とばらつきがあ
る。これは、キーワードに該当しない曖昧な表現の時に延長していると考えられ、キーワードが完全に一致しな
い場合の要請も容認することやキーワードの再検討による時間の短縮が課題である。要請から病院到着までの時
間も短縮しており、94.7%が A病院へ搬送されているため、病院選定を行う時間を要しないことが考えられる。し
かし、最長56分と延長している事例も散見される結果となった。デブリーフィングによる運用の意見に【情報共
有・コミュニケーション】のカテゴリがあり、その中には指揮命令系統の不確立により情報が錯綜して時間を要
した、互いに必要な情報が分からず時間を要した等があり、現場滞在時間延長に関係していると考えられた。こ
のことから、現場滞在時間短縮のためには協働する救急隊、消防隊との相互理解を深め、指揮命令系統の確
立、役割の明確化を行い、連携を強化していくことが早期医療介入への課題であると考える。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第6会場)

救急ワークステーション開設から２年を経ての課題と展望
○上杉 如子1、石本 佳美1、澤田 詠美子1 （1. 国民健康保険 小松市民病院）
キーワード：救急ワークステーション、チーム医療
 
【背景】 A病院は石川県南加賀の中核病院であり、救急救命士の実習施設となっている。令和元年10月に、同市
消防本部は救急出動要請数の増加に伴った現場到着時間の遅延や救命士の知識技術力の低下を問題とし、救急車
の効果的な運用と定期的な病院実習時間の確保を目的として A病院救急医療センター内に救急ワークステーション
（以下 WS）を開設した。開設は週2日間、 WSスタッフ構成員は救急救命士ら3人、活動は日中のみで、病院近隣
からの救急要請に応需しながら、実習として医師や看護師と共に医療処置や患者対応を実践しながら医学的知識
と技術力を磨いていた。しかし、新型コロナウイルス感染症が蔓延したことで、令和3年度には WSが一時中断さ
れた。今年度 WSが再開となったが、院内感染管理上の行動制限により、元来の病院実習を行うことが困難と
なっていた。そこで、 WSに対し救急医療センターに従事する看護スタッフ、救急隊員双方が感じる課題を明らか
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にし、 withコロナ時代における協働体制の見直しが必要であると考えた。 【目的】 WSの課題を明らかにし、協
働体制を見直す 【倫理的配慮】 本研究は、所属施設倫理委員会の承認を得て実施した。 【方法】 救急医療セン
ターで従事した看護スタッフ6名、 WSスタッフ5名に対し、 WSについて半構成的面接法を実施した。質問内容は
「 WSについて感じること（課題）を教えて下さい」とした。そこで得られた語りを、質的記述的に分析しカテゴ
リ化した。 【結果】 『共有されない目的』、『チームワークの難しさ』、『感染に対する恐れ』の3個のカテゴ
リが抽出された。 『共有されない目的』では「 WSの目的を理解されていない」、「 WSの目的が達成できていな
い」の2個のサブカテゴリが抽出された。『チームワークの難しさ』では「 WSスタッフの業種が不明瞭」、「出
動により処置が中断してしまうことによるやりにくさ」、「隙間時間の活用が見いだせていない」、「フィジカ
ルアセスメントの不足」の4個のサブカテゴリが抽出された。『感染に対する恐れ』では「救急隊の感染に対する
意識が低い」、「感染対応力が低い」の2個のサブカテゴリが抽出された。 【考察】 分析の結果、3つの課題が明
らかとなった。『共有されない目的』は WSの目的の認識において、双方に乖離が生じているためと考えられ
る。目的を理解するための勉強会を行いながら、目的達成状況の評価を共有していく必要がある。『チーム
ワークの難しさ』は、双方のフィジカルアセスメント視点の違いや、 WSスタッフの業種の理解不足による双方の
やりにくさを意味している。定期的な症例検討会を導入し、フィジカルアセスメント能力の向上、更には互いの
視点の違いの共有を図っていく必要がある。『感染に対する恐れ』は感染予防意識や対応力の違いにより、双方
が不安を感じていることを示している。共に感染対応を学ぶ機会を通して、感染に対する意識を揃え、不安を軽
減していく必要がある。 上記の3つの対策により、看護スタッフと救急隊の連携関係が更により良いものとな
り、共に学び合える組織風土の構築にもつながる。結果病院前から院内まで継続した安全で質の高い医療を提供
することができるようになると考える。 【結論】 救急医療センターで従事した看護スタッフ及び WSスタッフか
らの語りを分析した結果、『共有されない目的』、『チームワークの難しさ』、『感染に対する恐れ』の3個のカ
テゴリが抽出された。双方を交えての学習会や症例検討会の必要性が明らかとなった。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:30  第6会場)

コロナ禍における ECPR対応の実際と成果 〜感染対策を講じた
Drカーと院内連携〜

○門田 風花1 （1. 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 ER）
キーワード：ドクターカー、ECPR、コロナ
 
【はじめに】 2019年12月頃より、猛威を奮い始めた COVID-19（以下コロナ）は、今も終息することなく、医
療体制を逼迫している。コロナ禍における診療においては、感染防御に留意しつつ、傷病者の治療を継続するこ
とが求められる。このような状況下においても、救急搬送の受け入れや Drカー出動体制を可能な限り継続するた
めに、発熱対応プロトコールを作成し、感染対策を講じた。 ECPR対応では、プレホスピタル現場から PPEを装着
した上での現場活動が必要となる。今回、 Drカー・初療・アンギオ(以下 AG)の各チームと共に、スムーズな
ECPR対応を継続すべく、対策検討を実施したため、その成果を報告する。 【倫理的配慮】 本調査で得られた
データは、患者個人が特定されないように配慮した。また関わったスタッフに対しては、今発表内容を説明した
上で同意を得た。 【目的】 コロナ禍における ECPR対応について、感染対策を講じつつ実践した活動を検証す
る。 【方法】 ECPR症例の中で、2019年12月から過去7年までの活動した件数23件を A群、2020年1月から
2022年2月までの活動した件数20件を B群とし、救急要請から補助循環駆動までの各時間的推移を分析した。
【結果】 プレホスピタル活動における感染対策では、 Drカー車内・ AG室に PPE備品を完備し、 Drカー出動と同
時に、 Drカー・初療・ AGの各リーダーが、タイムリーに情報を共有できるよう BONX（通信手段）を導入。ま
た、 ECPRに関わる全職種で、コロナ対応でのシミュレーションを実施。さらに AG室にヘパフィルターを配置
し、汚染区域と清潔区域のゾーニングを明確化した。時間的推移としては、①救急要請から補助循環駆動： A群
52.35分 B群52.43分②救急隊現場到着から病院到着： A群21.82分 B群19.4分③ Drカー接触から病院到着： A群
16.17分 B群13.85分④病院到着から補助循環駆動： A郡22分 B郡24分⑤要請現場から病院まで距離： A郡
3.9kmB郡3.15km⑥社会復帰率： A群8.6％（2/23件） B群15％（3/20件）であった。 【考察】 コロナ禍で



©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

は、常時 PPE装着のため現場活動も困難が生じる。そのような状況下においても、早期現場離脱と共に根本治療
へ繋げることが重要と考える。今回、車内に PPE物品を常備し、要請状況に応じて適時コロナ対応に切り替えた
ことで、スムーズな感染対策が実施できたと考える。また、新たに導入した情報共有ツールにより、 Drカー要請
時から初療・ AGの各リーダーとオンラインで繋ぐことで、患者状況がスムーズに伝わりシームレスな院内受け入
れ体制を継続することができたと考える。さらにシミュレーションを通じて、各部門の具体策を検討したこと
で、コロナ禍においても、補助循環駆動まで遅延させることなく、スムーズな ECPR対応が継続できたと共に、社
会復帰症例にも繋げることができたと考える。 しかし、今回調査した各時間的推移においては、患者背景、搬送
距離、各スタッフの経験値やカテーテル治療における技術などによって変化することも考えられるため、今後は
それらの推移も踏まえた分析に繋げる必要があると考える。 【結語】 今回、コロナの流行によりプレホスピタル
現場からより一層の感染対策を講じた ECPR対応が求められる中、多職種と共に感染防御策を講じつつシームレス
な活動を実践できたことで、アウトブレイクを起こすことなく3名の完全社会復帰という結果に繋げることができ
た。今後も未知の感染症を恐れず、多職種が1つのチームとなり、患者救命に繋げられる ECPR実践に邁進する。
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演4
座長:平間 陽子(千葉大学医学部附属病院 救命救急センター)
2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第4会場 (研修室908)
 

 
緊急入院及び緊急治療入室患者の救急外来滞在時間短縮に向けた取り組み 
○光藤 久乃1、足達 由1 （1. 多根総合病院 救急外来） 
急性期脳梗塞における血管内治療開始までの時間短縮に向けた取り組み 
～救急外来搬入から動脈穿刺まで～ 
 
○細井 麻美1、西尾 友子1、太田 文子1、大塚 操1 （1. 旭川赤十字病院 救命救急センター HCU･救急
外来） 
コロナ禍における ER滞在時間短縮に向けた取り組み 
○大野 菜那1、峯山 幸子1、佐藤 大貴1 （1. 東海大学医学部付属病院） 
救急看護師の役割に関する文献検討～タスク・シフト/シェアへの示唆～ 
○須田 果穂1、山勢 博彰1、田戸 朝美1、山本 小奈実1 （1. 山口大学大学院医学系研究科） 
脳梗塞患者の治療開始までの取り組みと今後の課題 
　ー時間短縮を目的とした多職種協働ー 
○桑原 雅恵1、村井 毅1 （1. 秦野赤十字病院） 
救命病棟へ入室する循環器内科患者の救急外来滞在時間に影響を及ぼしてい
る要因 
○近藤 茉優1、生田 尋美1、吉田 昌平1、尾島 美里1、前 千登世1 （1. トヨタ記念病院） 
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緊急入院及び緊急治療入室患者の救急外来滞在時間短縮に向けた
取り組み

○光藤 久乃1、足達 由1 （1. 多根総合病院 救急外来）
キーワード：ER滞在時間、協働
 
【目的】救急搬送受け入れの効率化を図るために、救急外来滞在時間を2時間以内(当院の病棟目標に従った時間
で以下 2時間ルール)にすることを目標にした。入院に至るまでの対応を検討し協働することで、救急外来滞在時
間の短縮を図る 。【方法】 2020年度7月、11月、1月、2021年度7月、12月の各月14日間に救急受付から当該
病棟入院及び緊急治療に至るまでの救急外来滞在時間(以下 ER滞在時間)を調査 した。２時間以内、121分から
180分以内(以下3時間以内)、181分から240分以内(以下4時間以内)、4時間以降に分けて集計を行った。 2020年
度1月調査後、結果伝達を行い、「緊急入院に対して配慮していること」について記述式アンケートを実施し
た。2021年度7月は、2時間ルールについてのアンケートを実施し、結果を伝達後、 ER滞在時間の調査を
行った。2021年度12月に「救急受付から医師の診察までにできること、当該病棟入院及び緊急治療入室に至るま
でに必要な検査項目、緊急入院を予測した際に事前に準備できる項目」について資料を用いてカンファレンスを
行った後、 ER滞在時間の調査を行った。【倫理的配慮】 個人が特定されないように個人情報の保護を行った
。【結果】 2020年度、2021年度において、 ER滞在時間は、3時間以内が多かった。そのため、2時間以内、3時
間以内の ER滞在時間の推移を比較した。2020年度 ER滞在時間の平均は、7月154分(小数点以下四捨五入)、11月
170分、1月177分であった。 ER滞在時間が2時間以内の患者数は、7月66/189名(35％)、11月37/171名
(22％)、1月28/153名(18％)であった。3時間以内の患者数は、7月79/189名(42％)、11月71/171名
(42％)、1月64/153名(42％)であった。 2021年度 ER滞在時間平均は、7月182分、12月156分であった。 ER滞
在時間が2時間以内の患者数は、7月18/162名(11％)、12月43/187名(23％)であった。3時間以内の患者数
は、7月69/162名(43％)、12月96/187名(51％)であった。「緊急入院に対して配慮していること」のアン
ケート結果では、「患者の入院が予測される場合には必要書類を事前に準備する、入院が予測される患者がいれ
ば病床調整師長へ報告を行う、検査結果を医師に速やかに報告する」などがあった。「2時間ルールについて」の
アンケート結果では、「迅速な療養環境の提供、患者家族を待たせない、救急病床の効率化」などのメリットに
加え「追加検査や支持の見落としや患者の観察不足や書類関係の不備が生じる可能性、家族の面会時間の短
縮」などデメリットについても意見があった。【考察】2020年度は COVID-19PCR検査追加と COVID対応
ベッド増床に伴う病床運営変更があった。 2021年度では、緊急入院時には COVID-19 PCR検査は必須と
なった。そのため、 ER滞在時間延長が予想された。そこで、入院に至るまでの行動や入院を予測した時の行動を
慣習することが、病床運営の効率化だけでなく、患者や家族に寄り添いながら ER滞在時間の短縮ができると考
え、スタッフ間で意識統一を図った。その結果、２時間以内の入院患者の増加はなかったが、３時間以内は、昨
年度を超える結果になった。必要検査の追加や病床運営の変更がありながらも滞在時間が維持できたことは、
ER滞在時間の短縮という目標が達成できたと考える。今後は救急外来スタッフだけでなく、多職種とも協働する
ことが重要であるため継続して活動する。 
 
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第4会場)

急性期脳梗塞における血管内治療開始までの時間短縮に向けた取
り組み 
～救急外来搬入から動脈穿刺まで～ 
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○細井 麻美1、西尾 友子1、太田 文子1、大塚 操1 （1. 旭川赤十字病院 救命救急センター HCU･救急外来）
キーワード：脳梗塞、血管内治療、時間短縮、初期診療
 
【背景】 
　急性期脳梗塞では、血管内治療開始までの時間を短縮することが患者の社会復帰率につながる。経皮経管的脳
血栓回収用機器適正使用指針（2018年3月）では、来院から動脈穿刺まで60分以内が提唱されている。 A病院で
は、救急外来搬入から動脈穿刺までの時間は84分を要していた。先行研究では、初期診療体制の整備などは時間
短縮に有効性があると述べられている。そのため、急性期脳梗塞の初期診療体制の見直しは動脈穿刺までの時間
短縮につながるのではないかと考えた。 
 
【目的】 
　急性期脳梗塞に対して、動脈穿刺までの時間短縮を目指した院内治療・看護体制の整備とその結果を報告
し、今後の課題を明確にする。 
 
【方法】 
研究デザイン： 量的記述統計研究 
期間： 2018年6月～2021年3月 
対象： 救急外来搬入後、急性期脳梗塞に対して血管内治療を行った106例のうち 除外基準を除いた 
　分析対象者92例。このうち、急性期脳梗塞用記録を使用した記録使用群37例、 
　急性期脳梗塞用記録を使用しなかった記録未使用群55例。 
内容： 院内治療・看護体制の整備 
　（1）多職種カンファレンス 
　（2）急性期脳梗塞フローチャートの作成 
　（3）急性期脳梗塞用記録（以下、記録）の作成 
　（4）急性期脳梗塞 BOXの作成 
データ分析方法：記録使用群と記録未使用群において、救急外来搬入から動脈穿刺までの所要時間を算出し、 
　中央値・四分位範囲と共に比較検討した。統計ソフトは EZR（ Easy R）を使用。 
　Mann-Whitneyの U検定を行い、有意水準は5％未満とした。 
 
【倫理的配慮】 
　A病院倫理委員会の審査を受け、承認を得て実施した。（承認番号201912-3） 
 
【結果】 
　分析対象者の平均年齢は74歳、男性58名（63％）であった。動脈穿刺までの時間は記録使用群で中央値
64分、記録未使用群で中央値73分であった（p=0.0147）。 
 
【考察】 
　急性期脳梗塞において、記録使用群は動脈穿刺までの時間が有意に早かった。チェックリスト方式の看護記録
は簡潔で記録の時間短縮につながるなど有用性が明らかにされている（成吉,2006）。急性期脳梗塞では血管内治
療開始までの時間が重要となるため、救急外来で必要な検査・処置・看護を標準化したチェックリスト方式を記
録に導入した。フローチャートを基本としたチェックリスト方式を記録に導入したことにより、救急外来搬入か
ら動脈穿刺まで効率的な手順となり、時間短縮につながったと考える。 
　今後は、定期的に症例を振り返り情報の共有を図っていく。また、来院から動脈穿刺まではチームで同じ目標
を持っていくことが患者の有益になるため、時間短縮だけを目標にするのではなく、血管内治療開始までの時間
が患者の社会復帰率につながることを啓蒙していく。急性期脳梗塞は、看護師の宣言とリーダーシップが必要に
なるため教育方法を検討していくことが課題である。
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コロナ禍における ER滞在時間短縮に向けた取り組み
○大野 菜那1、峯山 幸子1、佐藤 大貴1 （1. 東海大学医学部付属病院）
キーワード：救急外来、滞在時間、チーム医療、コロナウイルス感染症対策
 
【目的】 
　当院は、新型コロナウイルス感染症対策で緊急入院患者全例に新型コロナウイルス抗原定量検査を実施してい
る。これにより、患者の ER滞在時間は2020年度より延長し、2021年6月1日〜6月30日の ER滞在時間は対象患
者253名、うち救命救急センター入院数175名(69.4%)で、191分(平均値)、182分(中央値)であった。そこで新型
コロナ抗原定量検査の提出方法を統一し、 ER滞在時間の短縮を図った。今回は、緊急入院患者の ER滞在時間の
短縮を目的に取り組んだ活動と成果を報告する。 
【方法】 
　2021年9月1日から「新型コロナ抗原定量検査は患者が ER来院後5分以内に提出する」こととした。救急搬送さ
れた患者が ERに来院した後、初期バイタルサインや採血、末梢静脈路確保を行う。この所要時間が約5分である
ため、同じタイミングで新型コロナウイルス抗原定量検査を実施・提出することにした。このことを ERで勤務す
る看護師、救命救急科医師、院内救命救急士に周知した。評価として同年10月1日〜10月31日の期間に ERに来院
した緊急入院患者を対象にデータ収集を行った。データは ER入室〜退室時間である「 ER滞在時間」を初療経過
記録から収集した。 
【倫理的配慮】 
　発表に際しては当院の臨床看護研究審査委員会の承認を得た。データ収集にあたり、患者の個人が特定されな
いよう配慮した。 
【結果】 
　対象患者は325名、うち救命救急センター入院数235名(72.3%)、 ER滞在時間は180分(平均値)、165分(中央
値)であった。取り組み前と比較して11分(平均値)、17分(中央値)短縮した。 
【考察】 
　患者の ER滞在時間が長くなることは予後不良因子の一つであり、死亡率が上昇すると言われている。また、
ERに新型コロナウイルス感染症に罹患した患者が長く滞在することは、非感染者への感染リスクや人的・物的資
源の消耗、治療介入の遅れから死亡率が上昇するといった二次的弊害が考えられる。当院は三次救急病院として
高度かつ迅速な治療介入が求められている。新型コロナウイルス抗原定量検査を早期に提出したことで ER滞在時
間が短縮できた。これは、根治的治療や集中治療管理へ引き継がれ、患者の救命率向上・死亡率低下に繋がると
考えられる。 
　今日重要視されているチーム医療は、多職種が協働する ERで特に求められる。この取り組みは ERで勤務する
医師や救命救急士と目標を共有し、協働・実践したことで成果に繋がったと考えられ、多職種での協働の重要さ
を再認識した。今後は集計データの統計処理を行い成果に対する裏付けを行う必要がある。 
　今回の取り組み以外にも ER滞在時間延長の背景には、医療処置や複数の診療科をまたぐ診断・治療、患者家族
対応などがある。これらの課題もチームで取り組むことでさらなる ER滞在時間短縮が期待されるため、今後の課
題としていく。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第4会場)

救急看護師の役割に関する文献検討～タスク・シフト/シェアへの
示唆～

○須田 果穂1、山勢 博彰1、田戸 朝美1、山本 小奈実1 （1. 山口大学大学院医学系研究科）
キーワード：救急看護師、役割、タスク・シフト/シェア
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【目的】  
わが国では、高齢化社会に伴い救急医療のニーズが高まっている一方で、専門職の不足や負担の増加から、救急
医療に従事する者の確保と負担軽減が課題となっている。このような現状から、厚生労働省は医療従事者の合意
形成のもとでの業務の移管や共同化（タスク・シフティング、タスク・シェアリング）を推進しており、それぞ
れの専門職が持つ力量を最大限に発揮することが期待されている。今後、救急看護師の役割は高度化・専門化し
ていくことが予想されるが、より質の高い救急医療を行うためには救急看護師の専門的な役割を明確化し、医療
チーム全体が認識する必要がある。本研究の目的は、救急看護師の役割を文献検討で明らかにし、タスク・シフ
ト/シェアへの示唆を得ることである。 
【方法】 
　文献データベース「医学中央雑誌ウェブ版」にて、“救急”、“看護”、”役割”、”実践”、”機能”のキーワードを組
み合わせて検索語とし、原著論文を対象に文献を検索した（2022年4月23日現在）。また文献データベース「
Pub Med」にて、"emergency care"、"nurse"、"practice"、” role”のキーワードを組み合わせて検索語とし
て、英語文献を検索した（2022年4月23日現在）。ヒットした文献のうち、救急看護師の役割に関連があると思
われる文献を抽出した。これらの文献をもとに、救急看護師の役割についてまとめ、考察した。本研究における
倫理的配慮として、文献の使用において出典を明らかにし、著作権を遵守した。 
【結果】 
　「医学中央雑誌ウェブ版」・「 Pub Med」から併せて16件の文献を対象とした。救急看護師の役割を、(1)実
践、(2)調整、(3)教育・管理・研究の3つの側面からまとめた。(1)実践では、①アセスメントと判断、②救急処
置、③生活行動援助、④精神的ケア、⑤家族ケア、⑥プレホスピタルケア、⑦災害救急活動の7つの役割が見出さ
れた。(2)調整では、①医療チーム内調整、②倫理調整、③社会的支援、④環境調整、⑤救急医療物品の整備の
5つの役割が見出された。(3)教育・管理・研究では、①救命・救急処置の指導、②看護スタッフ管理、③看護研
究、④救急医療政策への参画の4つの役割が見出された。 
【考察】 
　救急看護師は、救命のためのケアをはじめ、精神的ケアや家族ケアなどの実践的側面の役割以外にも、調
整・教育・管理・研究などの幅広い役割を担っていることが明らかとなった。救急看護師の調整の役割について
は、具体的な役割や看護実践内容が言語化される機会が少なく、他職種はもちろん看護師にも認識されにくいこ
とが示唆された。 
　タスク・シフト/シェアが推進される中でも、質の高い救急医療を提供できるよう、救急看護師にしか担えない
固有の役割を認識し、その専門性を十分に発揮する必要がある。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第4会場)

脳梗塞患者の治療開始までの取り組みと今後の課題 
　ー時間短縮を目的とした多職種協働ー

○桑原 雅恵1、村井 毅1 （1. 秦野赤十字病院）
キーワード：脳梗塞患者、血栓回収術、他職種協働
 
【はじめに】脳梗塞治療における血栓回収術は、患者の社会復帰率に大きく影響し、治療までの時間をいかに短
縮できるかが鍵となる。当院では、血栓回収術が実施できなかったことにより、脳卒中が疑われる患者の受け入
れ困難が続いた。脳卒中が疑われる患者の中で当院にて治療可能な患者に対しては受け入れ、血栓回収術が適応
となる患者をいかに早く適切に転院するかを医師、看護師、放射線科技師だけでなく、事務職員による代行入力
をシステムの中に組み込んだフローを Stroke Lineとしてシステム化し、受け入れから入院、もしくは転院までの
システムを構築した。2021年に血栓回収術ができる医師が赴任となり、 Stroke Lineを改定後、治療開始までの
時間短縮を目的とした取り組みを行ってきた結果、今後の課題が明らかとなったため報告する。【目的】脳梗塞
患者の早期治療を開始するためのシステム構築とその課題を考察する【方法】2021年5月〜2022年4月までに脳
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卒中疑いにて搬送された患者に対し、 Stroke Lineのシステムを活用し受け入れた症例について検討した【倫理的
配慮】院内看護部倫理委員会にて承認を得た【結果】 Stroke Line改定後、患者受け入れを行なった件数は75件
であった。その中で治療に繋げられた症例数は、血栓回収術実施症例は９件、内２件は t-PA併用症例であり、 t-
PA単独実施は１件であった。しかし、時間超過による血栓回収術適応外症例が12件、出血が９件、 TIAなど症状
改善症例が15件、 MRI所見や既往から適応外となった症例24件、頭蓋内病変以外の疾患は５件であった。頭蓋内
病変以外の疾患としては呼吸不全による意識障害や低血糖であり大動脈解離は認めなかった。【考察】 Stroke
Line改定後、２つの課題が明らかとなった。１つ目の課題は市民への啓発である。 Stroke Lineでの受け入れが
75件中、血栓回収術まで繋げられたのが９件と少ない。血栓回収術に繋げられなかった要因の中から、現状を改
善できる点があるとするならば、時間超過による血栓回収術適応外症例を減らす事ではないかと考える。これを
改善するためには、市民に対する啓発が重要であり、井口は「市民の知識獲得率の向上を図り、市民の適切な行
動を促す。その結果脳卒中センターにおける超急性期脳梗塞応需率と rt-PA静注療法実施率が増加する。最終的
には、転帰良好例が増加することが重要」と述べている。市民の適切なタイミングで適切に受診するという行動
に繋げるためには、脳卒中で起こる症状と対応について具体的かつ理解しやすい言葉で説明し、啓蒙することが
課題だと考える。２つ目の課題は、レッドフラッグサインを見逃さないということである。急性期脳梗塞患者に
対する血栓回収術開始までの時間は患者の予後に大きく影響し、時間と人員に限りがある中でいかに早く効率的
に治療に繋げるかは重要である。 Stroke Lineは多職種が、システムを立ち上げることで、同じ方向を向き迅速か
つ効率的に治療まで繋げるといった点ではいいシステムと言える。しかしその反面、レッドフラッグの見落とし
が起こる可能性がある。脳卒中を疑う症状には、意識障害や片麻痺、構音障害などがあるが、同じく急性大動脈
解離でも同症状を認める事がある。特に脳梗塞と急性大動脈解離では相反する治療であり見逃してはならな
い。それを防ぐためには、看護師がその事を念頭に置き患者を観察し、アセスメントする力、そして、医師が得
ている患者情報から何を考えるか、お互いにディスカッションしながら初療を進めていけるようにすることが必
要であり今後の課題と言える。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第4会場)

救命病棟へ入室する循環器内科患者の救急外来滞在時間に影響を
及ぼしている要因

○近藤 茉優1、生田 尋美1、吉田 昌平1、尾島 美里1、前 千登世1 （1. トヨタ記念病院）
キーワード：救急外来滞在時間
 
【目的】 A病院の ERは、年間約23500人救急患者の受け入れをしており、うち約1000人が救命病棟に入院をし
ている。その中で循環器科患者が３７％を占めている。救命病棟に入院対象となる患者は、重症度や急変リスク
が高く、 ERで診断後、速やかに入院し、全身管理ができる環境下で治療を行う必要がある。今回、循環器科の患
者が ER受付時間から救命病棟へ入室するまでの時間（以下 ER滞在時間とする)は平均1時間47分であった。そこ
を基準に平均1時間以上、上回るものを長時間滞在と定義し、その要因を明らかにする。 
【方法】 
調査調期間：2021年11月1日~2022年1月31日(3ヶ月) 
対象：長時間滞在となった20症例 
対象の診療記録を基に、① ER受付時間（平日日勤帯または休日・夜間）、②疾患名、③平均滞在時間を超えてか
ら検査や処置があった事例の件数と検査内容、④入院依頼から、受け入れまでに時間を要した理由を調査した。 
【結果】 
①20例中15例が休日・夜間、5例は平日日勤帯に来院。 
平日日勤帯に受診した症例 
・大動脈解離 A型と診断され、手術適応となったが、 A病院の心臓外科は手術中であったため、対応できな
かった。転院調整するが、4病院から断られたため A病院での保存療法の方針となった。 
・脳神経内科への脳梗塞疑いの紹介患者であったが、脳梗塞は見つからず、様々な検査をした結果、症候性徐脈
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と診断。 
・分類不能な疾患であり、主治医決定までに時間を要した 
②心不全10例、急性冠症候群5例、肺塞栓症2例、症候性徐脈・大動脈解離 A型・大動脈解離 B型が各1例だった。 
③20例中8例は、平均滞在時間を上回った後に追加検査が行われている。行われた検査は、血液培養2件、
CT4件、レントゲン2件。 
④救命病棟が受け入れ準備が整うまでに、20例中2例は救命病棟の急変対応やコードブルー要請により入院対応す
る人員確保をすることができず、時間を要した。 
【考察】20症例中15症例は、休日・夜間である。休日・夜間では、専門医の診察が必要な際に、待機医師がオン
コールで呼び出されるようになっている。また、専門医が到着後、患者·家族への説明や追加検査を行うこともあ
り時間を要している。 A病院は心臓外科が手術中のため対応できず、手術できる転院先を調整するのに時間を要し
たと考えられる。 
　症候性徐脈の症例については、脳神経内科への脳梗塞疑いで紹介された患者であり、 M R Iで脳梗塞否定された
際に、他の確定診断に時間を要していた。長時間滞在の症例のうち、心不全が10例と半分を占めている。心不全
の疾患の特性上、急性増悪か他の炎症性疾患との鑑別が必要となっている。そのため、コンサルテーションする
科を決定していくために、検査の追加があり、鑑別に時間を要している。以上のことから、疾患の鑑別を要した
際には、追加検査が行われ診断までに時間を要していると分かった。また、当院では分類不能な疾患であり、主
科が決定できない場合に、内科輪番制で主治医を決定するようにしている。そのため主治医が決定するまでに時
間を要していたと考える。 
　救命病棟の急変や院内コードブルーにより人員が不足し、 E R患者の受け入れ準備が遅くなると考える。 
　以上のことより、診断がつきにくい症例は、検査が追加されることを繰り返すため時間を要している。心臓外
科の手術をしている際は、転院調整に時間を要している。休日・夜間は専門医が来院し、説明を行うまでに時間
を要している。また救命病棟の受け入れ体制に時間を要していると分かった。 
　休日・夜間の診療体制、救命病棟と ERの連携、組織として見直し、取り組みを行なうことにより、改善できる
可能性があると考える。
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演5
座長:北﨑 礼繁(日本医科大学武蔵小杉病院)
2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第8会場 (研修室907)
 

 
救急外来における異動者に対する早期の教育システムの構築～スタート
ダッシュ学習会を実施しての検討～ 
○橋本 翼1 （1. 公立置賜総合病院） 
外傷患者初療時における記録用テンプレート活用の効果 
○永井 晴菜1 （1. 自治医科大学附属病院 看護部 救命救急センター） 
ICU内で行う緊急開腹手術における統一した看護実践に向けた取り組み　アク
ションカードの使用による検証 
○福永 捺美1、津田 雅美1、勝田 清美1 （1. 兵庫県災害医療センター） 
A病院の救急外来におけるタイムアウト導入の効果 
－看護師の認識調査から－ 
○佐々木 勇太1 （1. 東京都立多摩総合医療センター） 
重症 COVID-19患者に対して行った ICUダイアリーの効果 
○路川 恵利加1、上澤 弘美1 （1. 茨城県厚生連 総合病院 土浦協同病院 EICU） 
自己抜去予防を目的とした、抑制カンファレンスの効果。 
○田畑 慶喜1、米山 正志1、根本 友重1 （1. 昭和大学病院救命救急センター） 
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(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第8会場)

救急外来における異動者に対する早期の教育システムの構築～ス
タートダッシュ学習会を実施しての検討～

○橋本 翼1 （1. 公立置賜総合病院）
キーワード：ER、異動者、早期教育システム
 
Ⅰ.はじめに 
　A病院救命救急センター救急外来（以下 ERとする）には、他病棟や部署で3年以上の臨床経験がある看護師が異
動する。異動者の教育背景も様々であり、これまでの経験してきた病棟や部署の特徴も様々である。環境変化と
実践能力に不安を抱えているとの意見が多く出されていた。境ら1）も異動で感じる看護師の不安で看護技術・知
識の不足感に対するものが一番多いと述べている。そこで今回「スタートダッシュ学習会」を開催し、4月中に最
重要と考えられる要点と観察ポイント、看護実践時の注意点などをシリーズ化し、短時間・短期間で学習できる
場を整えた。その結果と課題について報告する。 
 
Ⅱ.目的 
「スタートダッシュ学習会」を行い、看護実践に活かせ、看護展開に対する不安が軽減したかを明らかにし、今
後の課題を見出す。 
 
Ⅲ.方法 
対象：救命救急センター（ ER・ ICU/HCU）の看護師14名 
調査機関：2021.4.2～4.26 
調査方法：2021.4.2～4.26までの学習会に参加し、最終日4.26に質問紙調査を行う。 
質問紙：独自に作成した学習会を評価するための質問6項目について記載してもらう。 
倫理的配慮：4.2の段階で最終日に質問紙調査を行うことを口頭で説明し、無記名での提出、提出しないことによ
る不利益はないことを説明、提出をもって同意が得られたこととした。 
 
Ⅳ.結果 
１.学習会の日々の看護提供に対する貢献度 
「学習会が今後の看護提供に役立つものであったか」に対して、とても役立つが8名、役立つが6名であった。理
由には「この学習会がないとどこをどのように観察したらよいかわからなかった」「 ERでの観察ポイントを知
り、 ICUでの看護提供に活かすことができている」などであった。 
２.学習会がもたらした日々の看護提供に対する不安の減少 
　「学習会があったことで、日々の看護提供に対する不安は軽減したか」に対して全員が大いに軽減したと回答
した。理由には「前もって学習する時間を得られ働くことに対する不安が少なくなった」「系統的に観察しアセ
スメントすることが重要だが、これまでは系統立った観察ができていなかった。その部分の不安は大いに軽減し
た」などであった。 
 
Ⅴ.考察 
　「学習会が今後の看護提供に役立つものであったか」の質問に対して、全員の看護師から役立つとの意見が得
られた。理由からも学習会自体に対する必要性を示唆する意見が述べられ、今回のコンセプトである最重要と考
えられる要点と観察ポイントや注意点などを重点的に行ったことが、最低限の部分を補完することにつなが
り、役立つとの意見に至ったと考えられる。同時にまとまった時間が取れないため、シリーズ化し短時間・短期
間で学習できる場を整えたことも良い影響を与えたと推察できた。 
　不安の減少については、大いに軽減したとの意見が得られた。境ら1）も述べているように、異動直後は技術
面・知識面に対する不安は大きく、この部分に対する学習会を重点的に行ったことにより、不安の軽減が図られ
たものと考える。4月に異動し環境の変化もありストレスフルな状況で、技術面・知識面に対し支援すること
で、少しでも自信をもった看護実践ができると考え、今後も継続していく必要がある。また課題として、講師が
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私ひとりであり、他のスタッフと協力しながら学習会が実施できれば、より全体のレベルアップにつながり、教
え・教わる関係ができ、意見交換する場の設定にもつながると考える。 
 
Ⅵ.引用文献 
1）境真由美、前田ひとみ：配置転換による看護師のストレスと適応に関する文献検討，熊本大学医学部保健学科
紀要，7：63-70，2011．
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第8会場)

外傷患者初療時における記録用テンプレート活用の効果
○永井 晴菜1 （1. 自治医科大学附属病院 看護部 救命救急センター）
キーワード：外傷、初療、テンプレート
 
【目的】 A大学附属病院の救命救急センターでは、外傷患者が搬送された直後から経過記録を残していた
が、キーボードを使用して文字を入力するものであり記載が漏れやすい状況にあった。特にチューブ類のサイ
ズ・固定位置、創部、胃管の排液、血尿の有無、家族面会時の反応は記録を見ても確認したい内容が記載されて
いないことがあった。そこで外傷看護記録のテンプレートを作成し2021年9月1日に導入後、電子カルテへの掲載
を行った。今回は、テンプレート導入前後を比較することで、初療室での看護記録の記載漏れの程度を検証する
ことを目的とした。 
【方法】 調査期間は2021年6月1日から2022年1月31日とした。テンプレートを電子カルテに掲載し、テンプ
レート導入前後で記載漏れの数を集計し比較した。チェック項目は、バイタルサインなど観察に関する項目、心
電図など検査に関する項目、ドレーン挿入など処置に関する項目、昇圧剤や輸血など薬剤に関する項目、面会時
の反応など家族に関する項目の5種類62項目とした。記載漏れについては、患者の状態により実施すべきチェック
項目に対する記載漏れとし、また、1カルテに付き同じ項目で複数回記載漏れがあったとしても、1つの記載漏れ
としてカウントした。記載漏れを検討する症例数は導入前後とも30例とした。このようにカウントした記載漏れ
の割合を算出した。本研究は、 A大学医学系倫理審査委員会の承認を得て実施した（臨大21－121）。 
【結果】 テンプレート導入前の記載漏れは、記載すべき項目690件中276件あり、記載漏れの割合は40％で
あった。テンプレート導入後の記載漏れは、記載すべき項目746件中203件であり、記載漏れの割合は27％で
あった。テンプレート導入により記載漏れ総数の割合は13ポイント減少した。全体でみると62項目中32項目で記
載漏れの割合が減少した。チューブ類のサイズは記載漏れがなくなり固定位置は CVで1件記載漏れがあったのみ
で他は記載漏れはなかった。創部に関してはすべての項目で12～32ポイント減少し、胃管の排液は22ポイン
ト、血尿の有無は71ポイント、家族面会時の反応は29ポイント減少した。62項目中12項目で記載漏れの割合が増
加したが、胸腔ドレーンの吸引圧と排液の有無・性状は33ポイント、 CV固定位置は50ポイント、家族来院の有
無は30ポイント増加していた。テンプレート導入後の記載漏れでは、テンプレート以外に記載されている項目が
あった。 
【考察】 テンプレート導入により記載漏れが13ポイント減少したことから、テンプレートの導入は記載漏れの減
少に効果があったといえる。項目別にみると62項目中32項目で記載漏れが減少し、62項目中12項目は記載漏れが
増加している。文章を手入力するよりも記録時間が短縮できたことで記録を見直す時間ができ記載漏れ減少につ
ながったと考える。また、テンプレートにより記載内容の個人差も少なくすることができたと考える。チューブ
類のサイズ・固定位置、創部、胃管の排液、血尿の有無、家族面会時の反応は記載漏れにより初療室での様子が
わからず問題となっていた項目であり、テンプレート導入により改善されたと言える。項目によってはテンプ
レート以外の場所に記載されていることがあり記載漏れとしてカウントされたものもある。これは、テンプ
レート導入前後を比較した時期がテンプレート導入直後であったため項目が探せずに記載漏れにつながった可能
性がある。
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(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第8会場)

ICU内で行う緊急開腹手術における統一した看護実践に向けた取
り組み　アクションカードの使用による検証

○福永 捺美1、津田 雅美1、勝田 清美1 （1. 兵庫県災害医療センター）
キーワード：アクションカード、ICU、緊急開腹手術
 
【目的】当センターは、独立型高度救命救急センターとして年間約350件前後の重傷外傷患者の受け入れを行って
いる。腹部外傷ではダメージコントロール術を行い、腹部開放管理（ open abdominal management： OAM）を
受け ICUに入院となるが、循環動態が不安定なため手術室への移動はリスクがあり、 ICU内で緊急開腹手術となる
事がある。しかしその症例数は年間約3～4件であり、対応できる看護師は限られている。これより ICU看護師を
対象に、 ICU内での緊急開腹手術に対する意識調査を行ったところ、経験のある看護師は25%で、経験者を含む
殆どの看護師が看護実践に対し不安を抱いている事が明らかになった。そこで、緊急時の限られた時間で準備を
行い、多職種と連携を図りながら統一した看護実践を行う事を目的に、 ICU内での緊急開腹手術に対するアク
ションカードを作成し導入に至った。その取り組みについて報告する。 【方法】2021年5月〜2022年1月 ICU看
護師40名を対象に事前調査結果を踏まえ、①各看護師がそれぞれの役割を認識し、適切かつ迅速な行動がとれる
ようアクションカードを作成。②作成したアクションカードを用いたシミュレーションを実施し、客観的データ
より問題点の抽出と修正を行い導入。③導入後は看護師に対し意識調査を行い評価。倫理的配慮として、所属施
設の倫理審査委員会担当の機関より承認を得るとともに、対象者から自由意志による承認を得た。 【結果】事前
調査より、 ICU内での緊急開腹手術に対する不安の原因は、「経験不足」「知らない物品を扱うこと」が50％で
あった。手術対応を行う初療看護師と協働し、 ICU内での緊急開腹手術におけるリーダー看護師、受け持ち看護
師、外周り看護師の各役割や、患者のデバイス管理や物品配置、多職種との連絡・確認事項が分かるよう役割毎
に記載したアクションカードの作成ができた。アクションカードを用いたシミュレーションでは、確認できてい
ない項目や準備方法が異なる点等があり、看護師からは「焦ると細かい部分を見逃してしまう」「実際のイ
メージが湧かず正しい方法が分からなかった」という意見があった。また、実際に ICU内での緊急開腹手術時にア
クションカードを用いた看護師からは、「未経験ながら抜けなく準備ができ、観察や記録を行う事ができた」と
の意見があった。アクションカード導入後に ICU看護師に意識調査を実施したが、該当症例は1件であったた
め、「以前より不安感は軽減されたが、実際にアクションカードを使用してみないと活用できるかは分からな
い」という意見が90%以上であった。 【考察】行動指標となるアクションカードの導入により、 ICU内での緊急
開腹手術の経験がない看護師でも、必要最低限の準備や患者管理が可能となった。しかし、アクションカードの
内容を理解する事に時間を要し、緊急時に迅速な行動を取る事ができないと、従来の目的を果たせず統一した看
護実践には繋げられない。また、患者の状態によって必要物品やその配置方法は少しずつ異なるため、臨機応変
な対応力も求められる。そのためアクションカードを用いたシミュレーションの反復により、チェック項目の意
味や必要性を理解し、一つずつ準備を確実に行う事を浸透し定着させる必要がある。そうする事で、今後 ICU内で
の緊急開腹手術の際は、効果的にアクションカードが活用でき、多職種で連携を図りながら看護実践ができるよ
うになると考えられる。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第8会場)

A病院の救急外来におけるタイムアウト導入の効果 
－看護師の認識調査から－

○佐々木 勇太1 （1. 東京都立多摩総合医療センター）
キーワード：タイムアウト、救急外来、認識調査
 
【はじめに】厚生労働省の受療行動調査では外来診察の待ち時間に対する不満が26.6%と外来満足度の項目の中で
最も低い。 A病院救急外来においても患者滞在時間が6時間を超えることがあり、新型コロナウイルス感染症に対
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し感染症外来を設けてからは患者からの苦情に対応することが増えた。これらを是正するため救急外来にタイム
アウトを導入したが、効果は明らかにされていない。  
【用語の定義】タイムアウト：決められた時間に医師・看護師が業務の手を止め、患者の情報共有を行うこと。 
【目的】救急外来におけるタイムアウトの実施について看護師の認識を明らかにする。 
【方法】 A病院救急外来に所属し、タイムアウトの実施経験がある看護師49名を対象に実態調査を行った。属性
による違いや関連性をみるため、χ²検定、 Spearmanの相関分析を行った。 
【倫理的配慮】 A病院の倫理審査委員会の承認を受け実施した。研究の目的と方法、倫理的配慮に明記した文書を
配布し、調査票の同意欄に印をつけてもらうことで同意を得た。 
【結果】調査票は49名に配布し44件（89.7％）を回収した。有効回答は42件（95.4％）だった。看護師歴は中
堅レベル以上の者で構成され、所属歴は経験の長い者で多く構成されていた。タイムアウトの目的は3項目とも
80％以上の者が意識し、確認項目は5項目とも95％以上の者が意識していた。確認項目に対し40名（95.2％）が
状況改善のための介入を行い、介入15項目中9項目は80％の者が意識していた。介入内容のうち＜患者が安
全・安楽に待てるよう配慮している＞のみ、達人レベルの方が中堅レベル以下に比べ「意識していない」者が多
かった（ p=0.014）。介入による効果は、5項目中＜各科診療待ち時30分以上の患者＞を除く4項目で「改善し
た」と認識した割合が多く、＜患者が安全・安楽に待てるように配慮している＞＜円滑な診療のための介入＞＜
待ち時間における患者の不満を受け止めている＞を意識している者ほど状況が改善していると認識していた。目
的3項目に対し85％以上の者がタイムアウトは有効だと認識していた。＜チームで共通認識ができる＞＜安全性が
高まる＞＜救急外来の診察状況の全体像が整理できる＞は85％以上がメリットだと認識していたが、＜チームに
一体感が生まれる＞＜診察が円滑になる＞＜待ち時間に対する苦情に事前に対応できる＞は70％未満にとど
まった。 
【考察】1．救急外来におけるタイムアウト実施に対する看護師の認識：タイムアウトの目的や確認項目は意識化
され、全ての項目でタイムアウトが有効だと認識されていた。＜各科診療待ち時間30分以上の患者＞の状況が改
善したと認識されにくかったことは、看護師の働きかけや医師との情報共有を行っても改善の結果がすぐに得ら
れにくい要因が関係しているからだと考える。メリットの認識のうち3項目が70％未満にとどまったことは、限ら
れたメンバーだけでタイムアウトを実施していることが要因だと考える。2．救急外来受診者に対する看護師の対
応の在り方：達人レベルの方が＜患者が安全・安楽に待てるよう配慮している＞を意識している者が少なかった
ことは、豊富な経験に基づく臨床判断によって直観的に状況を把握し意識せずに介入しているからだと考え
る。そのため、達人レベルの看護実践を明らかにすることで質の高い安全・安楽な待ち時間の提供に繋がり、不
満への対応策にもなり得ると考える。メリットの認識が70％未満の項目を改善するには、タイムアウトに参加し
ていない看護師や医師との間で情報共有を行えるようにすることが必要だと考える。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第8会場)

重症 COVID-19患者に対して行った ICUダイアリーの効果
○路川 恵利加1、上澤 弘美1 （1. 茨城県厚生連 総合病院 土浦協同病院 EICU）
キーワード：COVID-19、ICUダイアリー、重症患者看護
 
Ⅰ．研究目的 
A病院 EICU退室後、記憶のゆがみを生じた重症 COVID-19患者に対して行った ICUダイアリーの効果を明らかに
する  
Ⅱ．研究方法  
1.データ収集方法  
1）基礎情報の収集  
2） EICU退室後訪問 EICUに入室後、３日以上挿管管理となった患者を対象者に ICUダイアリー（以下：ダイア
リー）を実施、 EICU退室後１週間前後に訪問し同意の得られた対象者にダイアリーを渡し、一緒に EICU体験を
振り返った。  
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3）外来受診時インタビュー 退院後、外来受診をしている対象者にダイアリー受け取ってからの EICUでの経験や
ダイアリーに関して半構造化面接を行った。 
2.分析方法 対象者の EICUでの経験やダイアリーに関する発言を収集し以下の理論を参考に質的記述的に分析を
行った。 セルフ・トランデンス理論は人々が病気などにより生命の危機に直面した時など脆弱性への認識が増大
した時セルフ・トランセンデンス（自己の限界を拡張する）を作動させるための能力（パメラ G・リード/金井
Park訳,2016）とされており、本研究目的を明らかにするのに有用であると考えられたため本理論を参考にした。
個別分析では、逐語録を精読し意味のある内容ごとに区切り、意味単位としてまとめコードとした。全体分析で
は、個別分析類似したコードを飽和するまでまとめ、最終的に得られたコードをカテゴリー、その一つ前をサブ
カテゴリーとした。 
3.倫理的配慮： A病院臨床研究倫理審査委員会承認（2021FY71号） 
Ⅲ．結果  
1.概要：対象者は4名（男性3名、女性1名）、いずれも COVID-19患者。記憶の歪みあり4名、平均滞在日数
19.2日、平均挿管期間13.8日であった。 
2.治療体験 以下、サブカテゴリーを〈〉、カテゴリーを【】で示す。 〈生死を彷徨う不思議な感覚><半分寝てい
て起きている不思議な感覚>といった【 ICUでの記憶は摩訶不思議な感覚】、【ある時を境に途切れ途切れの記憶
になる】、【記憶と出来事の時系列がわからない】、【医療者の声は耳に残っているが内容は理解できない】の
4カテゴリーであった。 3.ダイアリーによる変化 【自分も家族も分からない情報を知るためにダイアリーを見返
す】【ダイアリーによって事実を知り記憶と体験を結び付ける】【ダイアリーをみても記憶が定かにはならない
こともある】〈 ICUダイアリーの看護師からの励ましの言葉に救われ感謝する〉といった【辛い治療体験も看護師
の励ましに救われた】、〈ダイアリーを振り返り一度死んで新たな人生の始まりと思う〉〈ダイアリーは大切な
私の闘病日記〉といった【ダイアリーによって新な人生の始まりと思う】、【ダイアリーでは分からないことを
理解したいと思う】、【ダイアリーなどからコロナの恐ろしさを目の当たりにする】、【重症コロナサバイ
バーの体験を友人に伝え人の役に立ちたい】の8カテゴリーであった。 
Ⅳ．考察 1.重症コロナサバイバーとダイアリーの効果 重症コロナサバイバーは、生命を脅かされる体験をし、そ
の困難な体験を看護師と話すことや【ダイアリーによって新な人生の始まりと思】い体験を肯定的に捉えて
いったと考えられる。退院後には、【重症コロナサバイバーの体験を友人に伝え人の役に立ちたい】という気持
ちが芽生え、生きる意味を見出していた。セルフ・トランセンデンスは自身や環境との相互作用の中で､ 内的・外
的境界を拡張しながら ｢新しい自分らしさ｣ を獲得できる能力として期待できる（青木、藤田,2018）と言われて
いる。今回体験を整理したダイアリーの存在により困難な体験を肯定的に捉える糸口にとなったと考えられた。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:05 〜 15:05  第8会場)

自己抜去予防を目的とした、抑制カンファレンスの効果。
○田畑 慶喜1、米山 正志1、根本 友重1 （1. 昭和大学病院救命救急センター）
キーワード：カンファレンス、身体抑制、自己抜去
 
Ⅰ.はじめに 
　集中治療を要する患者は、複数の挿入物が挿入されていることが多いが、せん妄や意識障害により挿入物を自
己抜去(以下、自己抜去)することがある。看護師は身体抑制に伴う基本的人権の侵害等を考慮しつつ、安全管理の
ために身体抑制を行う場合がある。 
　ICUにおける身体拘束のガイドラインでは、複数名で抑制の必要性をカンファレンスすることが明記されてい
る。しかし、集中治療を行う A病棟では担当看護師の個々の感覚で抑制の必要性を判断していた。そのため筆者
は、2019年度に自己抜去予防の対策として、複数の看護師で抑制の妥当性を検討するカンファレンス(以下、抑制
カンファレンス)を導入した。抑制カンファレンスの導入による自己抜去予防の効果について報告する。 
Ⅱ.目的 
　A病棟での抑制カンファレンスの実施が自己抜去予防に効果があるのかを考察する。 
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Ⅲ.研究方法 
　対象： A病棟に入院中の鎮静スケール RASS-5、0以外の患者。または、挿管チューブ、中心静脈カテーテ
ル、動脈カテーテル、胸腔ドレーンのいずれかを挿入している患者を抑制カンファレンスの対象とし、調査対象
とした。 
　期間：2018年8月1日～2019年3月31日。2019年8月1日～2020年3月31日。 
　方法：2019年8月1日から入院中の対象患者の抑制カンファレンスを導入し各勤務帯で実施した。観察項目
は、意識レベル、せん妄、疼痛評価、危険行動の内容、抑制以外の実施内容、使用中の抑制帯、挿入物とし
た。抑制カンファレンス導入後の自己抜去件数を導入前の2018年8月1日～2019年3月31日の自己抜去件数15件
と比較した。 
Ⅳ.倫理的配慮 
　データ収集する際に、患者氏名、生年月日等、個人が特定できるデータを削除した。 
Ⅴ.結果 
　調査期間中の抑制カンファレンスの対象患者は36名であった。抑制カンファレンスの実施率は80％であり、観
察項目と抑制の妥当性について全例記載されていた。抑制カンファレンスには全例、業務リーダー看護師が参加
していた。抑制解除のカンファレンス実施率は72％であった。抑制解除後の再度の、自己抜去のリスク評価の実
施率は23％であった。2018年8月1日～2019年3月31日の自己抜去件数は15件に対し、抑制カンファレンス導入
後の自己抜去件数は10件であった。自己抜去した患者の抑制状況は、解除後が50％と最も高かった。 
Ⅵ.考察  
抑制カンファレンス導入後、自己抜去件数は減少しており、抑制カンファレンスは自己抜去予防に対し、一定の
効果があると考えられる。その要因として以下の二点を上げる。 
　一点目は、せん妄のリスクを判断するための観察項目を明記したことである。 ICUにおける身体拘束のガイドラ
インでは抑制開始の判断項目として患者の不穏行動のほかに、せん妄発症の有無がある。実際の危険行動の有無
に加え、危険行動を起こしやすい、せん妄の評価を観察項目に取り入れ、抑制の妥当性を検討することが自己抜
去予防に繋がったと考える。そして抑制だけでなく、疼痛管理や早期離床などの、せん妄予防の実施にも繋がり
適切なケアを検討する機会にもなったと考える。 
　二点目は、継続したカンファレンスの実施である。複数名で抑制の妥当性を検討したことで、自己抜去リスク
をチームで共有し、自己抜去予防のための適切なケアの実施が出来たと考える。また、豊富な経験を持ち論理的
考察も出来る業務リーダー看護師もカンファレンスに参加することで、担当看護師の考えを補い、抑制の妥当性
を適正に判断できたと考える。 
　一方カンファレンス導入後に、抑制解除後の自己抜去率は上昇した。今後の課題は抑制解除後の自己抜去リス
クの評価を定着させることである。
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演6
座長:橋本 翼(公立置賜総合病院)
2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第5会場 (研修室909)
 

 
救命救急センターにおける鎮痛鎮静プロトコルの有用性 
菊池 鏡平1、○江南 沙里菜1、前島 直美1 （1. 東京大学医学部附属病院 救命救急センター） 
予定外抜管に関する有害事象の状況分析と再発防止策の検討 
○山田 君代1 （1. 医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺病院） 
救命センター看護記録からみた気管挿管患者の口腔内合併症に関する調査 
○安保 麻由子1、篠原 由莉1、吉次 育子1 （1. 神戸大学医学部附属病院救命センター） 
救命センターに勤務する看護師に対して口腔ケアのスキル向上のための取り
組み 
○篠原 由莉1、安保 麻由子1、吉次 育子1 （1. 神戸大学医学部附属病院） 
頸椎損傷患者の人工呼吸器早期離脱に向けての取り組み 
○大堀 紅瑠実1 （1. 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 救命救急センター） 
リハビリ意欲が低下している患者との関わりについて 
○吉田 陸1 （1. 仙台医療センター救命救急センター） 
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(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第5会場)

救命救急センターにおける鎮痛鎮静プロトコルの有用性
菊池 鏡平1、○江南 沙里菜1、前島 直美1 （1. 東京大学医学部附属病院 救命救急センター）
キーワード：鎮痛鎮静プロトコル、救命救急センター、人工呼吸器
 
１．目的　人工呼吸器装着中の鎮静管理は鎮静剤の中断、もしくは浅鎮静管理を行うことが推奨され、その結
果、抜管までの期間短縮や気管切開率の減少などに繋がると報告されている。しかし、当救命救急センター（以
下 EICU）で人工呼吸器を装着し鎮静剤を投与した患者の鎮静深度についてデータ収集したところ、深鎮静の傾向
があることがわかった。この現状から、適切な鎮痛鎮静管理を行う必要があると考え、鎮痛鎮静プロトコル（以
下プロトコル）を導入することとなった。そこで、本研究はプロトコルを導入し、その有用性を明らかにするこ
とを目的とする。 
２．研究方法　研究デザインは後ろ向き量的研究とし、対象は鎮痛鎮静剤が投与され人工呼吸器を装着している
成人患者とした。また、人工呼吸器離脱困難症例などの患者は対象外とした。データ収集は研究期間中にプロト
コルが導入された患者の年齢、疾患、既往歴、人工呼吸器装着日数、 Confusion Assessment Method for the
ICU(以下 CAM-ICU)陽性率、在室日数、リハビリ進捗状況、 Richmond Agitation-Sedation Scale(以下 RASS)、
Critical-care Pain observation Tool(以下 CPOT)、鎮静剤の種類(ディプリバン・デクスメデトミジン・フェン
タニル)、バイタルサイン(体温、呼吸数)、動脈血液ガス分析(pH、 PaO2、 PaCO2、 HCO3-、 BE-、 P/F)、採
血データ(Hb、 CRP、 WBC)を研究者がカルテを閲覧し後ろ向きに調査した。また、同研究期間においてプロトコ
ルが導入されておらず、鎮静剤を投与し人工呼吸器を装着していた患者においても上記同様のデータを収集し
た。分析は JMPpro15.2.0を使用し、倫理的配慮として東京大学大学院医学系研究科・医学部 倫理委員会の承認
を得て実施した。 
３．結果　EICUに入室し人工呼吸器装着した患者は61名であった。そのうち、除外基準に基づいた結果、合計
28名が対象となった。プロトコル導入群(以下、導入群)は17名であり、非プロトコル導入群(以下、非導入群)は
11名であり、導入群では呼吸器疾患患者が多い傾向にあった。また、分析した結果、年齢、人工呼吸器装着日
数、在室日数、バイタルサイン、血液データ、 CAM-ICU、 CPOT、各種鎮痛鎮静剤使用の項目において、プロト
コル導入の有無による有意差は認めなかった。また、リハビリ進捗状況は p値<.01、 RASSは p値<.05となり、そ
れぞれ有意差を認めた。 
４．考察　リハビリ進捗状況、 RASSにおいては有意差を認めた。プロトコルを導入することで浅鎮静管理となる
ため当然の結果であると考えるが、適切な鎮痛鎮静管理を行うことで、患者は覚醒し、リハビリを進めることが
できたのではないかと考える。早期にリハビリが実施できることで、 ADL低下予防だけでなく、せん妄発症率の
低下、 PICS予防、呼吸筋萎縮予防から早期人工呼吸器離脱へ繋がるのではないかと推測される。対象患者が28名
となったことから症例数が少なく、母集団に偏りがあったことなどから結果には限界があるといえる。また、プ
ロトコルは当院独自で作成したものであるため、一般化においても限界があるといえる。しかし、プロトコルを
導入することで、浅鎮静管理となり、リハビリを進めることができたということは、今後の救命救急センターに
おける重症管理の一助となった可能性がある。
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第5会場)

予定外抜管に関する有害事象の状況分析と再発防止策の検討
○山田 君代1 （1. 医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺病院）
キーワード：予定外抜管、有害事象、再発防止策
 
＜目的＞重症救急看護領域では、挿管による人工呼吸管理を受ける患者のケアを日常的に実践している。こうし
た患者の予定外抜管は、生命に直結する医療有害事象となるので、その予防は必須事項である。そこで、裁判例
や有害事象の調査報告書等から予定外抜管に関する情報を収集し、その状況分析をもとに再発防止策の方針を検
討した。ここで、予定外抜管とは「患者の意図した自己抜管」と「意図しない事故抜管」の総称と定義した。  
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＜方法＞予定外抜管に関する有害事象について、(1)医療裁判例､(2)日本医療機能評価機構、および(3)日本医療安
全調査機構の報告書から、対象患者の「年齢」「性別」「原因疾患」に加えて、「発生場所」「患者の転帰」な
ど有害事象の状況、さらに「背景因子」や「予防可能性の有無」など、リスク分析に必要な事項を抽出した。裁
判例に関しては、原告および被告の主張・裁判所の判断といった事項も抽出した。これらの情報から、予定外抜
管のリスクおよび患者の予後や医療者の責任に影響する要因について分析を行い、再発防止策の方針を提起し
た。なお、研究に先立ち倫理委員会の承認を得た。  
＜結果＞予定外抜管に関する有害事象は17件(報告書14件、裁判例3件)であった(表)。これらの原因別に患者の転
帰を見ると、死亡事例のすべてが①患者が意図した自己抜管と②患者体動時など意図しない抜管で発生してお
り、医療者が介入していない状況下であることが共通していた。発生場所は病室13件（76.5％）が集中治療室
4件（23.5％）を大幅に上回っていた。患者の転帰を予定外抜管後の気道確保の状況別にみると、再挿管の有無が
不明であった6件を除く11件中、再挿管事例は7件であった。この7件は障害の残存がないか、軽度残存に留
まった。一方、再挿管しなかった4件中2件は、再挿管を試みたものの気道が確保できず死亡に至った。また、残
りの2件は再挿管不要と判断され、障害を残すこと無く経過していた。裁判例の3件については、表の①が2件、④
が1件であり、死亡もしくは高度な障害を残したが、民事裁判においては全例に無責判決が出されていた。 
＜考察＞予定外抜管は看護師のマンパワーが集中治療室よりも少ない病棟内で、しかも看護師が介入していない
場面で起こりやすく、重篤化しやすいという事実が明らかとなった。また、必要があったにも関わらず再挿管し
なかった2事例が死亡に至っていることから、予定外抜管後の対応の遅れが生命に危険を及ぼすリスクを高めると
判断できる。さらに、紛争にまでおよんだ理由として、予定外抜管は呼吸トラブルに直結するため、その重篤性
から死亡との因果関係を証明しやすく、医療側の責任が問われやすいと考えられる。こうした紛争にまで発展し
た事例では、患者やその親族のみならず医療側の当事者にとっても精神的苦痛が大きい。したがって、予定外抜
管は、医療安全において重大性の高い事象であり、かつ医療側が受けるリスクも大きく、確実な対策の考案が必
須となる。具体的な方針として、1.適正な鎮痛・鎮静管理やカフ圧管理を含めたチューブの固定システムの強
化、2.抜管可能かの適切な判断にもとづき、不必要に挿管期間を長引かせないこと、3.回避不可能な予定外抜管が
発生したときは、生体モニタリングを活用した速やかな状況察知と、必要性の判断に基づいた気道確保および呼
吸管理を実施することが重要である。 
　それぞれの対策を確実に実施することが、予定外抜管の発生および重症化の予防において重要であり、それが
対象患者だけでなく医療者を守ることにも繋がる。 
 
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第5会場)

救命センター看護記録からみた気管挿管患者の口腔内合併症に関
する調査

○安保 麻由子1、篠原 由莉1、吉次 育子1 （1. 神戸大学医学部附属病院救命センター）
キーワード：口腔内ケア
 
【はじめに】　A大学病院救命センターは2020年7月に開設となり、心肺停止による蘇生後脳症患者や重症熱傷患
者、低体温、ショックなどによる気管挿管患者が入院している。救命センター開設に伴い、重症患者のケアを行
う看護師は、院内の業務マニュアルに沿ってケアを実施しているが、個々の看護師の知識や経験に基づいて実施
していた。口腔ケアは、日常的なケアであるが、継続したケアに結びついていない現状がある。　今回、救命セ
ンターにおける口腔内ケアの問題点を明確にするために、救命センターに入院した気管挿管患者の口腔内合併症
の発生状況を、看護師の口腔ケア時の看護記録より調査し考察したため報告する。 
【方法】期間：2020年8月1日から2021年1月31日対象：救命センターに入院した気管挿管患者方法：口腔ケア
時の観察項目、実施したケアを看護記録より抽出し、後ろ向き研究を実施【倫理的配慮】発表に際して院内の倫
理委員会の承認を得て、所属長の許可を得た。 
【結果】　期間内の件数は、33件であった。そのうち入院後すぐに死亡退院となった７件を除外し26件で調査を
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行った。看護師の記録から、 OAG項目である口唇、舌、唾液、粘膜、歯肉炎、歯または義歯の項目に分類して記
載状況をみたところ、口唇14%、舌7.8%、唾液０%、粘膜（出血)82.3%、粘膜（潰瘍)82.3%、歯肉（浮
腫）3.9%、歯と義歯25,4%であった（気管挿管1日目、3日目、7日目で途中死亡退院、転院したケースを除いた
観察機会を51とする）。記載している項目に関しては、異常の有無に関わらず、記載しているが、記載方法には
ばらつきがあった。口腔内の潰瘍や出血、乾燥、舌苔などの異常があった場合の対応についての記載は、観察機
会51のうち、白色ワセリン塗布15.６％、スワブにて愛護的に清拭9.8%、記載なし9.8%であり、記載率は低
かった。また、対象の26件のうち、入院時1日目で口腔内異常は認めていなが、7日目までに口腔内の潰瘍や出
血、乾燥、舌苔などの異常を観察した件数は7件であった。 
【考察】今回の調査より、院内システムの活用ができていないことと看護師のスキルに問題があることがわ
かった。院内システムの活用とは、口腔内の異常発生時に、当救命センターには口腔外科医師のローテートがあ
ることで相談しやすい環境であることや院内 RSTラウンドがあり、他職種と協力してチーム医療を行うシステム
があることである。これらを活用することで、口腔内合併症を予防することにつながると考える。また、スキル
においては、観察やケア方法を看護師の判断が重要であるため、勉強会を実施し、看護師の質が保持できるよう
取り組んでいく必要があると考えた。 
【まとめ】今回の調査を通して救命センター開設後の看護ケアの評価として口腔内ケアに関する問題点が明らか
になった。記録の記載方法やケア方法にばらつきがあり、口腔ケアの質を保つ必要があると示唆された。
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第5会場)

救命センターに勤務する看護師に対して口腔ケアのスキル向上の
ための取り組み

○篠原 由莉1、安保 麻由子1、吉次 育子1 （1. 神戸大学医学部附属病院）
キーワード：口腔内ケア
 
【はじめに】 
A大学病院救命センターでは、人工呼吸器挿管され入院した患者の口腔ケア時の観察記録の調査を実施した。口腔
ケア時の記録方法や介入にばらつきがあることが分かり、知識や技術の均一化を図る必要性が示唆された。そこ
で、救命センター医師、看護師、歯科医師により口腔ケアワーキンググループ（以後、口腔内ケア WG）を立ち上
げた。今回、口腔ケア WG活動として学習会を開催し、今後の問題点について考察したので報告する。 
【方法】  
１、令和3年9月、救命センター医師、看護師、歯科医師にて構成し、口腔ケア WGの活動開始した。 
２、令和4年３月28日救命センター所属の看護師対象に OAGの評価項目と観察について知識と技術向上を目的と
した勉強会を実施した。参加できない看護師に対しては、２週間の期間 e-learningの視聴できるようにした。 
３、学習会前後で知識確認テストを行い、評価とした。 
【倫理的配慮】  
アンケートについては無記名とし、個人が特定できないように集計すること、集計後はアンケート用紙を破棄す
ることを記載し、提出を持って同意とした。また、発表にあたり院内倫理委員会と所属長の許可を得た。 
【結果】 
学習会前の確認テストから OAGの評価項目と観察に対する知識が低いことが分かった。そこで「人工呼吸器関連
肺炎予防のための気管挿管患者の口腔ケア実践ガイド」を参考に歯科医師と看護師が講義を行い、歯科衛生士に
よる口腔ケアの演習を開催した。学習会の参加は部署内看護師30名中８名、 e-learningの視聴は12名で
あった。学習会の前後の知識確認テストの結果として、「ブラッシングケアと維持ケア」「 VAP」「 OAG評
価」の設問については学習会後では87％〜100％正答率であったが、「実際の写真を見て OAG評価をする」設問
では学習会後の正答率も14％と低かった。  
【考察】  
学習会後の知識確認テストにおいて「ブラッシングケアと維持ケア」「 VAP」「 OAG評価」の設問については正
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答率が上がっていることで学習会による効果があったと考える。しかし、学習会後の知識確認テストの中で「実
際の写真を見て OAG評価をする」に関する項目の正答率が低かった。これは、設問形式として口腔内の状態を
「乾燥している」など文章で表した際には正答出来ているが、実際に口腔内状況を観察して評価を行うことが出
来ていないと考える。そのため、実際の口腔内の状況を評価できるように、臨床場面で救命センターに
ローテートしている口腔外科医師とともにラウンドを行うなどのリソースを活用し、看護師のスキルを上げるこ
とで、患者の口腔内の状況を正しく判断し、患者に合わせたケアが実践できるのではないかと考える。  
【まとめ】  
今回、口腔ケア WGを立ち上げ、口腔内の OAGの評価項目と観察に対する学習会の開催することで知識の習得に
つながった。今後、実際の臨床場面での学習内容を活かした経験が必要である。
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第5会場)

頸椎損傷患者の人工呼吸器早期離脱に向けての取り組み
○大堀 紅瑠実1 （1. 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 救命救急センター）
キーワード：人工呼吸器早期離脱、頚椎損傷
 
【目的】 
A 施設救命救急センターでは、突然の受傷・発症・急性増悪により気道閉塞や呼吸不全へ移行しやすく挿管・人工
呼吸器管理を必要とする症例が多い。そのため、人工呼吸器離脱へ向け無気肺・人工呼吸器関連肺炎等の合併症
予防に多職種で取り組んでいる。今回、長期的な人工呼吸器管理が予測された患者に対し、人工呼吸器離脱を目
指した呼吸ケアを多職種とともに実践したため、その関わりを報告する。 
【倫理的配慮】 
本人・家族に対し事例発表の目的・方法を説明した。個人情報の取り扱いには十分に注意し、個人が特定されな
いよう今回得たデータの保護に最大に配慮することを説明した。 
【方法・事例紹介】 
強直脊椎に伴う第 5・6 頸椎損傷を受傷した 80 代男性。頚椎損傷部の血腫拡大の所見あり気道確保目的に同日救
急外来にて挿管され人工呼吸器管理となる。入院 7 日目に第 3 頸椎〜第 1 胸椎後方固定術、第 3〜第 6 椎弓切除
術、局所骨移植施行となった。入院 13 日目気管切開術施行となった。 
体位ドレナージやカフアシストは排痰や無気肺予防に繋がる重要なケアであるが、循環動態が不安定のため実施
できない状況であった。そのため、理学療法士・作業療法士と協働し、ベッド上端坐位を積極的に行った。ま
た、気管切開後、唾液の誤嚥も認めていたため顔面周囲の筋肉のリハビリとして口唇術・メラチューブを用いた
舌の運動を実施した。さらに医師へ言語聴覚士介入を提案し嚥下リハビリ開始することができた。 
長期療養を必要とすることが予想されたため本人の闘病意欲の維持・向上のため社会的背景を考慮し、家族との
情報共有・相互のやりとりを工夫して実施した。患者家族間での情報のやり取りが少ないが、家族の話を患者と
すると喜ぶ様子あり、家族間での仲がよかったと情報があった。患者の日々リハビリに取り組んでいる様子や回
復過程を伝達したいという思いで撮影をし、家族来棟時に、写真を渡すとともに患者の入院生活を説明した。患
者には家族の来棟予定日に面会することを目標する意図的な声掛け・時間調整を行った。 
【結果】 
肺炎の改善を認め、新たな肺合併症の発症なく人工呼吸器離脱をすることができた。さらに、なかなか離床進ま
なかったが面会予定日には車いすに乗れる位になった。 
【考察】 
本事例を通して、病状により完全な立位をとれなくても、端坐位で背面開放位をとる等の離床を進めることは呼
吸リハビリテーションとしての効果があることを改めて感じた。患者にとって、より効果的な呼吸ケアを提供す
るために、多職種の協働は必要であることを学んだ。また、患者にとっての家族の存在は大きいものであること
を再認識した。家族は入院中も患者を支えるチームの一員となるため適切な情報提供が必要であり、患者・家族
のニーズを踏まえたかかわりが、離床を進めることにつながることを学んだ。この学びを今後も日々の看護実践
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に活かしていきたい。
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第5会場)

リハビリ意欲が低下している患者との関わりについて
○吉田 陸1 （1. 仙台医療センター救命救急センター）
キーワード：リハビリ
 
【目的】 救急センターでは状態が不安定なため、人工呼吸器や中心静脈カテーテルなど侵襲の大きいデバイスを
装着している患者が多くいる。多くのデバイスに繋がれ、身動きがままならない日が長く続くことによる身体
的・精神的ストレスは計り知れない。多くの医療機器に囲まれ、痛みなどの症状に耐えながら自分の思う様に体
を動かせない状態が続く事で、リハビリ意欲の低下を招く可能性がある。疼痛コントロールとともに精神的な側
面にも関わる事で、リハビリ意欲を少しでも高める事ができたため報告する。  
【倫理的配慮】 今回得た情報は事例発表以外に使用しない事、個人情報保護に留意し、厳重に管理すること、研
修参加の辞退・撤退がいつでも可能であり拒否をしても不利益が生じないことを口頭及び書面での説明の後、同
意を得た。 
【事例紹介、方法】 A氏80代女性、交通外傷のため多発骨折と肺塞栓症の診断にて入院。気管挿管、人工呼吸器
管理となった。一時は抜管したが B型血栓閉塞性大動脈解離の診断で、再び気管挿管、人工呼吸器管理と
なった。二度も人工呼吸器管理になり当センターでの滞在日数が長期化した事で、精神的なストレスに加え、骨
折による疼痛があり、リハビリ意欲が低下している状態であった。7病日目初回のリハビリでは、少し体を動かす
だけで痛がり、拒否する様子が見られていた。9病日目、患者自身がリハビリに前向きになれるように医師と相談
の上、疼痛コントロールを図るため鎮痛薬の変更、外固定バンドの提案をした。また、理学療法士、作業療法士
へカルテでは伝わりきらない情報の共有を、ベッドサイドで伝え、体を支えるなどの疼痛が最小限となるような
リハビリ補助を行った。11病日目、精神的な支援介入として、 A氏は信仰宗教があり、入院中もお祈りをする様
子が何度かあった。そのため好きな時にお祈りが出来るように時間を調整し、一人暮しだが家族の協力体制は
あったため、家族に必要な物を持参するように依頼した。また、13病日目には、退院後にしたい事を目標として
紙に書きだしてもらい、 A氏がこの大変な時期を目標実現のために乗り越えていけるように関わった。  
【結果】介入直後はあまり変化が見られなかったが、11病日目頃より拒否も少なくなり、前向きな様子が見られ
始めた。20病日目の当センター転出時には、暗かった表情が少し明るくなり、家族のことや退院後の自分につい
ての話をしている姿が見られるようになった。また、リハビリに対して「今日はやらなくていい」と言った後ろ
向きな発言はなく、「頑張らないといけないね」と前向きな発言が見られるようになった。  
【考察】 疼痛コントロールでの身体的介入と精神的介入の双方からアプローチをしたことがリハビリ意欲の向上
に効果があった。先行研究として、疼痛緩和としての運動療法は意欲向上に繋がるという研究が発表されてお
り、今回の事例も疼痛による運動意欲低下は根本的な介入無しには解決とはならず、精神的介入だけで無く疼痛
コントロールを行った上で精神的介入をした事が効果を増幅させたと考えられる。精神的介入での目標立案に関
して、先行研究にて目標を明確にする事で学習結果が出やすかったと述べられている。今回も実際に退院後にし
たい事を考え、かつ可視化する事で目標に向かって頑張ろうという意欲向上に繋がったと考えられる。 【まと
め】 リハビリ意欲が低下した患者に対する関わりとしては原因の解決、軽減と精神的支援の双方から介入する事
が重要である。
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演7
座長:神保 大士(聖マリアンナ医科大学病院)
2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第6会場 (研修室904・905)
 

 
職員の災害時安否確認のシミュレーションを通して 
〜 teamsを活用した結果と課題〜 
○蒲池 祥1 （1. かわぐち心臓呼吸器病院） 
多数傷病者受け入れフローシートに沿った机上訓練からの課題 
○岸本 沙希1、中西 奈緒子2、村田 晃子2、矢掛 由貴子2 （1. 聖泉大学、2. 近江八幡市立総合医療セ
ンター） 
COVID-19感染対策を重視した急変対応シミュレーションが奏功した一例 
○鏑木 優希1、大和田 道代1、星 豪人1 （1. 筑波記念病院） 
救命救急センターにおける発熱外来の立ち上げと安全かつ効率的な運用 
○林田 明美1、荒木 裕子2、柴尾 嘉洋2、西川 理子2、松野 ひとみ2、渡邊 朝子2 （1. 社会福祉法人 恩
賜財団 済生会 熊本病院 ３西病棟、2. 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 熊本病院 救命救急センター） 
救急外来における救急電話相談の実施状況と教育的ニーズの把握：全国質問
紙調査 
○今井 亮1 （1. 文京学院大学） 
ERスキルミクスによって進化を続けた発熱外来対応の実際 ～多職種で乗り越
えたコロナ第6派の軌跡～ 
○西川 香織1、友田 新二1、井阪 梢1、後藤 裕子1 （1. 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 ER） 
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(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第6会場)

職員の災害時安否確認のシミュレーションを通して 
〜 teamsを活用した結果と課題〜

○蒲池 祥1 （1. かわぐち心臓呼吸器病院）
キーワード：災害時安否確認
 
【はじめに】災害時は、患者の安全確保や院内設備の安全確認、避難経路の確保、傷病者の対応に加えて、十分
な災害対応が可能な職員の安全確認と確保が重要である。 
【目的】当院では院内の安全確認は、全部署アクションカードにて実践することになっている。職員の安否確認
の「方法」については明確化されておらず、災害時の全職員の安否確認方法の確立を目指して取り組み方法を模
索した。院内個人メールや電話番号による連絡網などが案として上がったが、個々の院内メールだと時系列の情
報収取が困難な事や電話番号の個人情報管理についてなど災害時に使用するには不便さがあった。コロナ禍にな
り院内職員の連絡伝達方法に Microsoft® teamsが運用され始めたことで、利便性やセキュリティの面でも、使
用することが可能となり、災害対策委員会で承認された。‘災害時安否確認プロトコル’(以下プロトコル)と称した
災害時安否確認方法を作成し、災害時安否確認シミュレーション（以下、シミュレーション）を行った。シ
ミュレーション実施後に全部署と振り返りを通して、今後の課題をと修正案を検証した。 
【方法】 
1）調査、実践方法初回シミュレーションを院内全職員に2022年3月に実施。初回実施後に、災害対策委員会にお
いて、安否確認内容や安否確認を行う上で困った事などを調査し、プロトコルの問題点の抽出を行い、プロトコ
ルの修正や teamsの活用を啓発した。再周知をした上で、院内全職員に2022年5月に2回目のシミュレーション実
施した。初回と2回目のシミュレーション後の①返信率（全職員数に対する安否確認指示発生から1時間以内の返
信人数）と②返信の適切性（事前にプロトコルで指示した返信内容に準じているか）を評価した。 
2）倫理的配慮当院の倫理審査委員会にて承認。 
【結果】各部署の返信率や返信の適切性を数値化したところ、初回のシミュレーションでは返信率52％、返信の
適切性は74％であった。シミュレーションの内容に関する意見は、「 teamsの使用方法に慣れていないスタッフ
がいる」「安否確認の集計を行うに当たって、登院予定時間の方が把握しやすい」であった。プロトコルにおけ
る返信内容として「登院までのおおよその時間」から「登院予定時刻」に変更した。再度、プロトコルの変更内
容の周知と teamsの運用の啓発を行った上で、2回目のシミュレーションでは返信率68％と向上したが、適切性
は52％と低下した。 
【考察】シミュレーションを行ったことで、災害時に職員の安否確認方法は簡易的かつ把握しやすい方法である
ことが重要だと明確になった。 SNS（ teams）を活用してのプロトコル運用のアナウンスにより、災害時安否確
認の必要性が認識されたと考えられる。一方で、返信項目の修正のアナウンスが2回目シミュレーションの1週間
前であったことから周知が十分でなく、返信の適切性が低下したと推測される。今後も継続的に安否確認シ
ミュレーションを行い、災害時には迅速かつ効率的に職員の安否確認と患者・地域の災害対策のための人員確保
の目的を達成していきたい。
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第6会場)

多数傷病者受け入れフローシートに沿った机上訓練からの課題
○岸本 沙希1、中西 奈緒子2、村田 晃子2、矢掛 由貴子2 （1. 聖泉大学、2. 近江八幡市立総合医療センター）
キーワード：多数傷病者、机上訓練、リーダー看護師
 
【目的】 A病院は災害拠点病院に指定されており、災害時には多数の傷病者の受け入れが必要になると予測され
る。今回、局所災害の初期段階にて救急外来で多数傷病者を受け入れる際、災害発生時の指揮命令系統や救急外
来の看護師の役割を確認する必要があると考えた。救急外来のリーダー看護師（以下リーダー看護師）が災害発
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生時に統一した行動が取れるという目的で、救急外来独自に多数傷病者受け入れフローシートを作成した。フ
ローシートとは救急外来での全体の行動を図式化した流れ図である。フローシートをもとに机上訓練を実施
し、結果から考察を行い今後の課題を見いだすことができたため報告する。【方法】救急外来でリーダーの役割
を果たす救急看護師４名を対象とした。傷病者12名が搬送される多重事故を想定し、レッド2名、イエ
ロー5名、グリーン5名のトリアージタグを装着した患者が受け入れ要請後15分で到着する設定とした。患者設定
を行い受け入れ要請の第1報からの動きをフローシートに沿って確認しながら、救急外来の図面を用いて患者に見
立てたカードを動かした。フローシートに沿った机上訓練を実施した救急看護師4名でカンファレンスを行い改善
策や今後の課題についての意見を出し合い抽出した。【倫理的配慮】机上訓練中の内容についての記録を行うこ
とを口頭で参加者に同意を得、発表に際し A病院看護部の承認を得た。【結果】救急外来では多数傷病者の受け入
れが必要となるため、リーダー看護師が中心となる。そのため、リーダー看護師を中心にフローシートに沿って
机上訓練を実施しカンファレンスを行った結果、受け入れ要請があった段階でリーダー看護師は仮本部を設置す
るために当直医師、 ICU医師、看護管理当直者を招集することをリーダー看護師間で共有することができた。ま
た、搬入される患者の重症度を考えることや、限りある応援の人数で実際に的確な判断をすることが困難で
あった。さらに、応援看護師はフローシートに沿って要請したが、リーダー看護師は応援看護師のみならず医師
や研修医、コメディカルへの対応も考える必要があり、職員配置を明確にしておかなければならないという意見
があった。【考察】作成したフローシートに沿って机上訓練を実施した結果、リーダー看護師は発災直後から常
に統括的な役割を担っていると考える。フローシートを活用しリーダー看護師から院内全体に発信し、仮本部を
設置することをリーダー看護師間で共有することができた。しかし、実際に発災した際にリーダー看護師間のみ
の共通認識となっている。限られた人数の中で多数傷病者を受け入れるためには多職種に対してもこれらの活動
内容を周知していくことで、受け入れがスムーズに行えるのではないかと考える。今後、フローシートの活動内
容を多職種にも共通して理解できるように修正をすることが必要である。また搬送された患者の重症度、緊急度
により看護師の配置も異なる。これはリーダー看護師が限りのある人数で個々の力量も考えながら判断する必要
がある。さらにリーダー看護師は仮本部長の医師と受け入れ状況の確認、応援体制、患者の状況などを常に情報
共有することが重要である。これは、災害時の基本原則でもある CSCATTTの CSCAの部分に繋がると考える。今
回の机上訓練により、リーダー看護師はフローシートに沿って応援看護師を招集することはできた。しかし、そ
の後の人員配置については人的活用に関するリーダー看護師のアセスメント能力が求められることが課題と
なった。また今後救急外来のみならず、多職種に対してもフローシートの活動内容を周知していくことが必要で
ある。
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第6会場)

COVID-19感染対策を重視した急変対応シミュレーションが奏功
した一例

○鏑木 優希1、大和田 道代1、星 豪人1 （1. 筑波記念病院）
キーワード：COVID-19感染対策、急変対応、シミュレーション教育
 
Ⅰはじめに  
2020年、 COVID-19感染症の流行に伴い、当病棟は COVID-19感染患者の対応病棟の役割を担うことに
なった。患者急変時に特殊な環境下での対応が求められ、スタッフの安全を第一に考え感染対策が必要であると
考えた。そこで、感染対策を踏まえた急変対応ができるようシミュレーション教育を計画し実施した。研修
後、実際に急変対応症例が発生。 スタッフから感染症を出すことなく救命できた実践報告である。  
Ⅱ方法 
1.シミュレーション期間：2021年2月 
2.場所： COVID-19感染症受け入れ病棟の個室11床。 
3.対象：看護師1～21年目の21名。医師、呼吸器内科4名、救急科6名。  
4.COVID-19陽性患者のシミュレーション回数：2回  
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5.シミュレーション内容  
１） COVID-19病棟からの急変時全館放送時は、駆けつける医師と看護師を決めた。 
２）感染拡大を最小限にするために、活動スタッフ数は最大3名と制限した。  
３）第一発見者はスタッフ要請と感染拡大防止の為、胸骨圧迫の対応のみとした。  
４）応援に駆けつけたスタッフがすぐさま着衣し患者に直接対応できるよう、 Full PPEセット（ N95マスク、ア
イシールド、袖付きガウン、帽子）を病室前に配置した。 
５）看護師2名での急変対応が可能になり次第、バックバルブマスクによる人工呼吸も含めた BLSを実施する。 
６）医師到着後は ACLSを開始する。  
７） Full PPEが成立するまでは、いかなる状況下でも活動に参加することを禁止した。 
Ⅳ急変対応事例 
発生は研修2週間後。80代 COVID-19陽性患者。入院4日目、病室のベッド臥床中に VT発症。夜勤帯で看護師3名
勤務中。急変対応には、2年目の A看護師、15年目の B看護師が対応した。7年目の C看護師は他の患者対応をし
た。当直医師はシミュレーション未参加であった。  
Ⅴ結果  
病室のベッド臥床中に VT発生。ナースステーション内で VT波形を発見した B看護師が患者担当の A看護師へ伝
達。 A看護師は現場に向かい Full PPE装着後、患者の脈の確認を実施した。脈なし VTと判断し、発生から2分で
胸骨圧迫を開始。発生から5分で B看護師と C看護師が現場に救急カート、 AEDを運び到着。 Full PPE装着後、患
者に AEDパッドを装着。当直医は、準備されていた Full PPEセットを使用し発生から7分で現場に合流した。合流
時に AED解析が終了し、ショックを施行し直後に心拍再開を確認。その後、患者は後遺症なく退院した。さら
に、急変対応したスタッフが陽性者となることはなかった。  
Ⅵ考察  
初めに患者対応をした看護師は、急変時対応が未経験の2年目看護師であった。シミュレーション研修に2度参加
し、 Full PPE装着の必要性を学んでいた。結果、2年目看護師は自身の安全を第一に Full PPEを装着し、胸骨圧迫
を実施することができた。救命処置が未実施の場合、一分経過するたびに７～10％の救命率が低下する。直ちに
胸骨圧迫を実施することで、その時間を延ばすことができる。今回の症例は2分で胸骨圧迫が開始されたこと
で、救命率を延ばすことができたと考える。さらに、応援に駆けつけた医師、看護師がすぐさま Full PPEを装着
し活動できるよう、病室前に Full PPEセットを準備していたことで装着時間の短縮に繋がった。 AED実施までに
7分を要したが、感染対策を最優先としたシミュレーションを事前に行ったことが奏功し、スタッフを感染から守
り、患者の命も救うことができたと考える。
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第6会場)

救命救急センターにおける発熱外来の立ち上げと安全かつ効率的
な運用

○林田 明美1、荒木 裕子2、柴尾 嘉洋2、西川 理子2、松野 ひとみ2、渡邊 朝子2 （1. 社会福祉法人 恩賜財団 済生
会 熊本病院 ３西病棟、2. 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 熊本病院 救命救急センター）
キーワード：COVID-19、発熱外来
 
【はじめに】 A病院は、救命救急センターとして、高度急性期医療を継続する使命を果たしつつ、断らない救急医
療を目指し取り組んでいる。 2020年2月に熊本県でも COVID-19が報告され、感染拡大の危機が高まり、当院で
も新型コロナウイルス感染症危機対策本部（以下、危機対策本部）が設置された。救命救急センターにおいて
は、１～3次救急を受け入れながら、 COVID-19による患者及び医療従事者の感染曝露のリスクや不安から、初療
対応にも影響していた。 そこで、多職種や感染管理認定看護師と連携し、発熱等に対応した外来を立ち上げ、安
全に受け入れるための環境やフローを整備したことで効率性と安全性の担保につながった為報告する。【目的】
断らない救急医療と効率的な初療対応の継続、患者、医療従事者を感染曝露から守り、感染症対応可能なシステ
ム構築 【倫理的配慮】 本発表は、当院看護研究倫理審査会の承認を得、データから個人が特定されないように配
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慮した。【方法】 期間：2020年4月～2022年3月 方法：①救命救急センター運営委員会の下部組織として救急外
来（以下,ER）感染症専門部会を発足、 ERにおける感染対策に必要な環境整備や運用手順を構築 ②メン
バーは、救命救急センターの医師・看護師・救命救急士・事務員、呼吸器科医師、感染管理室、施設保安室から
構成。教育、建物・導線、診療基準・物品配置、看護配置、の小グループを結成し課題解決を図った【結果】 1.
教育と情報伝達 : 部会内で決定した事項は、多職種で構成される救命救急センター運営委員会にて合意形成を行
い、危機対策会議にて所属長へ周知を図った。また、救急外来にて業務するスタッフへのフル PPE着脱訓練、疑
似症患者のフローや急変訓練を行い、院内感染を防ぎ安全に対応できるように努めた。2. 建物・導線 :2020年4月
の第1波より、発熱や呼吸不全、スクリーニングに該当する患者が増加、院内での感染暴露リスクが高まった。
ER前敷地にコンテナハウス6部屋を設置、発熱外来を立ち上げた。疑似症患者は、院内に入館することを最小限と
し、他患者や職員との接触を避ける経路とした。 3. 診療基準・物品配置: 看護師が統一した対応ができるよう
に、症状・重症度スクリーニング、リスク因子を含めた電話相談フローを作成した。発熱外来の対象者は、 ERへ
来院した Walk-in患者、一般外来からの発熱やスクリーニング該当患者、職員と職員家族へも対応した。初療の
安全性と迅速性を担保するために、コンテナハウスでの診察は、歩行可能、 SpO2:95％以上とし、看護師による
トリアージ後は呼吸器医師の診察とした。記録については、発熱外来テンプレートを作成、記録に要する時間を
短縮した。また、職員や職員家族に対しては、手順の説明用紙を全職員に配信、来院前にメールにて問診用紙や
保険証を送信依頼、ドライブスルー診察・検査により効率化を図った。問診票も、感染のウイルスの状況に応
じ、症状等を追加し感染リスクの高い患者をスクリーニングできるように改善を重ねた。ボトムアップにてス
タッフの意見を集約し、安全・効率的に動けるように工夫した。 4. 看護配置: 疑似症患者の増加により、看護師
の業務も繁雑化した。疑似症対応は、看護師2人体制とし、 ER対応ができる人員配置、勤務シフトを調整した。
【考察】 多職種がチームとなり、スタッフの意見を集約しながら、疑似症患者の安全・効率的な受け入れ環境や
システムを整備、 ERにおいて院内感染の発生はなかった。今後は、感染暴露を防ぐために、受付・問診・診察な
ど一連のフローのデジタル化を目指していきたい。
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第6会場)

救急外来における救急電話相談の実施状況と教育的ニーズの把
握：全国質問紙調査

○今井 亮1 （1. 文京学院大学）
キーワード：救急電話相談、救急外来、救急看護師
 
【目的】救急外来における救急電話相談の実施状況と教育的ニーズを全国質問紙調査によって明らかにする。
【方法】全国の救急医療施設を10施設ずつ(人口100万人以上の12都市は別途10施設を追加し)ランダムに選定
し、計590施設に1施設当たり最大3名の調査を依頼した。調査内容は、①施設概要、②基本属性、③救急電話相
談の体験から感じたり、考えたりしていること15項目、④救急電話相談の応対において実践していること15項
目、⑤救急電話相談実践のために必要とする教育的ニーズ10項目で、③～⑤は5件法(あてはまる5点～あてはまら
ない1点)で回答を求めた。調査期間は2021年5月～7月であった。 【倫理的配慮】研究者の所属大学倫理審査委
員会の承認を得た(承認番号 No.2020-0014号)。 【結果】回答が得られた593名(回収率33.5%)のうち、救急電話
相談に看護師が応対しないと回答したデータ、救急外来経験年数が3年未満と無回答のデータを除外した502名(有
効回答率84.7%)を分析の対象とした。 施設概要は、第二次290名(57.8%)、初期から第三次までの全次型91名
(18.1%)、第三次83名(16.3%)、初期16名(3.2%)の順であった。一日平均救急電話相談件数は19件(標準偏差±
34)であった。救急外来勤務看護師数は、4人未満が117名(32.8%)と最も多く、4～7人が101名(18.7%)と続い
た。救急電話相談に関する看護体制は、兼任462名(92.0%)、専従22名(4.4%)であった。対象者の年齢は36.7歳
(標準偏差8.2)、看護師経験年数は20.25年(標準偏差±7.9)、救急外来における経験年数は7.5年(標準偏差±4.6)で
あった。 救急電話相談の体験から感じたり、考えたりしていることで、各項目の「あてはまる」または「どちら
かというとあてはまる」で、もっとも多かったのは、[救急電話相談の応対により業務が中断される]484名
(96.4%)、次いで[救急電話相談の応対はストレスである]418名(83.3%)、[子ども医療電話相談(#8000)や救急安
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心センター(#7119)などの資源を活用して欲しい]408名(81.3%)の順であった。救急電話相談の応対における看
護実践で、もっとも多かったのは、[トリアージの判断に迷ったときは、医師に相談する]450名(89.6%)であ
り、次いで[適切な医療機関を受診できるように助言する]448名(89.2%)、[患者や家族が安心できるような情報
を伝える]428名(85.2%) であった。救急電話相談に関する教育的ニーズで、もっとも多かったのは、[他施設にお
ける救急電話相談の実情や対処を知りたい]442名(88.0%)であり、次いで[初めて救急電話相談に応対する前にシ
ミュレーション教育が必要である]425名(84.7%)、[電話トリアージの妥当性を検討する機会が必要である]415名
(82.7%)であった。 【考察】多くの救急医療施設では、救急電話相談に専任の看護師が配置されておらず、看護
師は業務を中断せざるを得ない。このような状況下に不安やストレスを感じつつも、看護師は患者が安心して適
切なタイミングで医療機関を受診できるように応対している状況が伺える。また、シミュレーション教育や妥当
性の検証への関心が高く、他施設の実情や対処を知りたいと多くの対象が求めていた。救急電話相談の応対に頻
繁にかかわる看護師が、患者の緊急度・重症度を判断し、相談者個々の状況に応じた適切なケアや治療が受けら
れるためのアドバイスを提供できる環境や教育体制を整える必要性が示唆された。
 
 

(2022年10月14日(金) 16:20 〜 17:20  第6会場)

ERスキルミクスによって進化を続けた発熱外来対応の実際 ～多職
種で乗り越えたコロナ第6派の軌跡～

○西川 香織1、友田 新二1、井阪 梢1、後藤 裕子1 （1. 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 ER）
キーワード：コロナ、発熱外来、チーム医療
 
【はじめに】 COVID-19感染症（以下コロナと略す）蔓延と共に、 B病院でも2020年5月より発熱外来が設置さ
れた。救急搬送の受け入れも担いつつ、発熱外来対応を実践するには、患者トリアージから診断・治療までを多
職種が連携し、よりシームレスな運用が求められる。中でも、本年1月中旬より襲来したコロナ第6波で、発熱外
来患者数は急激な増加を認めることとなった。圧倒的な患者数に追われ、今までの運用方法では、トリアージ開
始から帰宅までに最長7時間を要すことも多くなかった。また、救急搬送件数も増加の一途を辿り、まさに ERス
キルミクスを活用した対策実施が求められた。今回、第6波の中においても、医師・看護師・救命士・事務がそれ
ぞれの役割を最大限に発揮し、シームレスな対応を行うべく、多職種で改善策を考え実践することで、第6波を乗
り越えることができたため報告する。 【目的】 第6波時の予想以上の患者数に対して、最大限受け入れを継続す
るために、発熱外来におけるシステムの変更や工夫を行い、多職種連携で実践を行った成果を報告する。 【倫理
的配慮】 本調査に必要な情報については、個人が特定されないようにデータ管理を行った。多職種に対して
は、今発表について説明した上で、個人が特定されないように配慮した。また発表にあたり所属施設の看護部の
承認を得た。 【方法】 第5波までの運用方法を多職種で見直し、患者受け入れ体制を再構築した。その結果を診
察開始から終了までの時間的比較を行い、患者滞在時間の遅延防止に繋がったかを検証する。 【結果】 各職種の
特徴を踏まえ、医師は発熱外来担当者を明確化し、一般診療担当と区別化を図った。看護師/救命士は、①全員が
統一したトリアージ方法を実践し、必要に応じて追加検査オーダーの依頼を行う手順を確立。②発熱外来専用の
電子カルテ入力フォーマットを作成し、電子カルテ上での情報共有を図った。③検査結果の待機時間を活用
し、コロナ陽性時の治療選択の説明と、 ER側と連携し治療環境の整備に努めた。④オンライン通話を介しての情
報共有を行うことで、トリアージ者と記録者を明確化し、瞬時に電子カルテで医師を含めた情報共有が行える体
制を整えた。事務は、医師の指示の元、検査オーダー入力の実施や検査結果後の対応を分担した。その結果、受
け入れ体制再構築前後の患者滞在時間が平均10分減少した。 【考察】 第6波は感染者数のピークを見ても、これ
までの第1波から5波とは明らかに様相が違った。急増化する感染者に比例し、発熱外来受診者数はこれまでの予
想を上回り、ピーク時は一日60名以上の対応に追われる形となった。対策前の1月は総受診者481名に対し、陽性
率は41.2％であり、最大７時間の待機時間があった。このことから、現場スタッフが自発的にどうすればス
ムーズな診療に繋げることができるかを考え、 ERスタッフだけでなく、医師や事務と連携し、通信インフラの整
備や電子カルテによる情報の可視化、2年のコロナ対応で培ったアセスメント能力を活かした検査オーダーの依
頼、また患者誘導や会計との連携、各部門の電話対応の一元化など、システムを日々実践しながら作り上げてい
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くことができた。対策後の2月は総受診者428名に対し陽性率45.1%と陽性率の上昇を認めるものの、平均滞在時
間が減少したことは、まさにチームスキルミクスを発揮することでシームレスな患者対応に繋がったと考え
る。現在もコロナは終息することなく蔓延しており、新たな危機的状況に陥る可能性がある。しかし、第6波で構
築できたシステムを元に、今後もコロナと共存しつつ、断らない救急医療を継続していきたい。



[O8]

[O8-01]

[O8-02]

[O8-03]

[O8-04]

[O8-05]

[O8-06]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演8
座長:鈴木 めぐみ(順天堂大学医学部附属静岡病院)
2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第3会場 (TFTホール300)
 

 
新人フライトナース育成におけるウェアラブルカメラを用いた映像評価の効
果 
○柳原 佐友里1、峯山 幸子2 （1. 東海大学医学部付属病院 高度救命救急センター、2. 東海大学医学
部付属病院 8B病棟） 
当院におけるドクターカーナース教育プログラム構築方法 
○廣瀬 裕加1 （1. 宝塚市立病院） 
ドクターカーナース教育方法の検討―机上シミュレーションの充実― 
○佐藤 希1 （1. 旭川医科大学病院救命救急センター） 
プレホスピタル活動における新人フライトナースの会話の特徴 
○高橋 友也1、福島 聡1、髙橋 誠一1 （1. 埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター） 
映像評価から見えた新人フライトナースの傾向と指導上の課題 
○新里 恵1、峯山 幸子2 （1. 東海大学医学部付属病院高度救命救急センター、2. 東海大学医学部付属
病院8B病棟） 
院内トリアージの質向上に向けた教育効果の検証 
○床尾 羊翼1、前田 晃史2、小西 ゆかり1 （1. 社会医療法人仙養会北摂総合病院、2. 園田学園女子大
学） 
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(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第3会場)

新人フライトナース育成におけるウェアラブルカメラを用いた映
像評価の効果

○柳原 佐友里1、峯山 幸子2 （1. 東海大学医学部付属病院 高度救命救急センター、2. 東海大学医学部付属病院
8B病棟）
キーワード：新人フライトナース、教育、映像評価
 
【はじめに】  
フライトナースはプレホスピタルの現場で、看護実践力や対人関係力、管理力等が求められる。 A病院は、新人フ
ライトナースの教育として、机上シミュレーションと実機シミュレーション、同乗訓練を実施している。同乗訓
練は、現場での看護の質保証、実践教育及び評価を目的に行っている。この評価は、日本航空医療学会フライト
ナース委員会が作成したフライトナース教育実務評価表を指標に、外因性および内因性疾患の他者評価で8割以上
を取得した者を独り立ちとしている。これまで同乗訓練修了までの症例数に制限を設けておらず、また、運航会
社の規定により夏季は訓練が実施できない現状があった。そのため、年間3名のフライトナースの同乗訓練に最大
6ヶ月を要しており、同乗訓練期間の短縮が課題であった。訓練期間短縮に伴う実践教育・評価の代替案とし
て、ウェアラブルカメラを用いた映像による事後検証を導入した効果と課題について報告する。 
【目的】  
ウェアラブルカメラを用いた映像評価の効果を検討し、今後の課題を明確にする。  
【倫理的配慮】 
　発表に際して、所属施設の臨床看護研究審査委員会の承認を得た。  
【方法】  
ウェアラブルカメラによる映像評価を導入するにあたり、同乗訓練期間は5日間とした。同乗訓練の評価表とは別
に、新たに Primary ABCDEを加えた映像評価専用の評価表を作成した。新人フライトナースは、同乗訓練修了後
5件以上の単独出動で、上記の評価表とともに映像データを提出する。これをフライトナース経験6年目以上の看
護師5名で、映像データと自己評価表に準じて検証した。  
【結果】 
　映像評価を導入したことで、同乗訓練期間を最大6ヶ月から3ヶ月に短縮した。同乗出動件数は平均8回から5回
になり、フライトナース2名体制の勤務時間は約40時間の削減となった。同乗訓練短縮後の新人フライトナースの
インシデント発生はない。映像データには再現性があり、これまで同乗する指導者1名が行っていた評価を複数人
で実施できた。  
【考察】 
　ウェアラブルカメラを用いた映像評価は、 A病院における実践評価、多職種評価に次ぐ、新たな評価手法と
なった。今回、新たに導入した映像評価は、新人フライトナースの教育を安全にスリム化した。バラつきの
あった同乗訓練期間の短縮により生まれた時間的余裕は、同乗訓練以外のフライトナース教育に活用できる。ま
た、フライトナース2名体制の期間を短縮したことは、人的コストの削減や業務の効率化につながった。今後
は、同乗訓練期間の短縮が新人フライトナースに与える影響を長期的に評価し、映像評価の利点と欠点を明確に
することが課題である。  
さらに、再現性のある映像データを用いたことは、自己・評価者の双方が同乗中には気付かない細部まで評価が
可能になった。映像評価は、複数人による多角的な評価ができ、これは個人の思考に偏った評価を防ぐことがで
きる効果もあった。その一方で、映像によるリフレクションでは補えない、実践でのみ伝承できる看護ケアや即
時の判断力に関する指導不足のリスクも明らかとなった。そのため、指導者側の教育力を強化し、限られた同乗
訓練をさらに効果的なものにする必要性が示唆された。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第3会場)
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当院におけるドクターカーナース教育プログラム構築方法
○廣瀬 裕加1 （1. 宝塚市立病院）
キーワード：ドクターカーナース、二次救急病院、教育設計
 
【はじめに】 当院は二次救急医療機関に指定されており、年間約4000例の救急患者を受け入れている。そのなか
で、医療の早期介入を行うことで救命率の向上及び後遺症の軽減につなげ市民のニーズに応えるため、2017年に
ドクターカーの運用を開始した。ドクターカーナースを養成するため当院独自の教育プログラムを構築し、現在
ではプログラムに基づく研修が3回終了しており、受講者は合計７名である。 【目的】 当院のドク
ターカーナース養成研修の現状を報告する。 【倫理的配慮】 インタビューへの協力は回答者の自由意思であ
り、得られた情報は今回の報告目的以外に使用しないことを説明したうえで同意を得た。また報告者が所属する
施設の倫理審査委員会相当の機関から承認を得た。 【方法】 1・2回目研修は、①事前学習②オリエンテーション
③持参資機材と薬剤説明④シミュレーション学習⑤ OSCE試験というプログラムに基づき実施した。受講者からは
「実際に現場で自分が正確な判断ができる自信がない」、「今まで対応したことがない処置介助を行わなくては
ならないのか」、「病院外で医療を提供するイメージがつかない」、といった不安の声があった。そのため3回目
研修は、プレホスピタルの現場がイメージできること、全身の観察方法が習得できること、観察から病態を推測
し見落としてはいけない疾患が考えられること、処置に必要な物品を準備できること、といった目標が達成でき
るよう教育プログラムを変更した。 【結果】 3回目研修は、①シナリオ動画の視聴を含めた事前学習②救急車内
見学③持参資機材と薬剤説明④ドクターカー出動時同乗見学⑤ペーパー試験⑥オリエンテーション⑦シ
ミュレーション学習⑧ OSCE試験という8項目の教育プログラムに基づき実施した。 【考察】 インタビューでは
「現場で正確な判断ができる自信がない」という不安の声があった。インホスピタルでは判断に迷った時、周囲
のスタッフと相談でき、役割を分担しながら患者対応を行うことが出来る。しかしプレホスピタルにおいて看護
師は一人であり、限られた人員と資機材で診療補助や処置介助を行うため迅速な判断と高い看護実践能力が求め
られる。また当院は二次救急医療機関であり、多発外傷症例の経験が乏しく、「今まで対応したことがない処置
介助を行わなくてはならないのか」という声もあった。ドクターカーナースは現場に出動した際、様々な環境要
因により多大なストレスを抱え、 PTSD症状を呈する可能性もあるといわれている。アセスメント能力や手技に対
する不安を取り除き、ストレスになる要因を少しでも減少させるため、全身の観察が確実にでき、そこから疑わ
しい疾患を考え処置に必要な物品を準備できるよう研修内容を充実させる必要があった。そこで事前学習資料
は、外傷症例患者を対応するにあたって必要な知識や処置内容などを中心に作成した。またシミュレーション学
習では、外傷疾患、内科系疾患、多数傷病者発生などシナリオを6症例準備し、繰り返し行うことでアセスメント
能力向上と手技習得を目指した。 当院は今までインホスピタルでしか看護を実践したことがないため、プレホス
ピタルケアがどのようなものなのかイメージできず漠然とした不安があった。そのため机上学習やシ
ミュレーションによる手技習得だけでは、実際にドクターカーナースとして出動した際にギャップを感じてしま
い混乱や過緊張から本来もっている能力を発揮できない可能性が考えられた。私たちはプレホスピタル活動につ
いて具体的にイメージができることの必要性を感じ、3回目のプログラムに、シナリオ動画視聴と救急車内見
学、ドクターカー出動時同乗見学を組み込んだ。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第3会場)

ドクターカーナース教育方法の検討―机上シミュレーションの充
実―

○佐藤 希1 （1. 旭川医科大学病院救命救急センター）
キーワード：ドクターカー、プレホスピタル、シミュレーション
 
【背景】 A大学病院救命救急センターは、プレホスピタルケアの充実による救命率の向上を目的し、２０１５年４
月よりドクターカー（以下、 DC）の試験運用を開始し、２０１７年４月から本格運用を開始した。運用方式



[O8-04]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

は、現場直行、または消防の救急車とドッキングの２方式をとっている。出動メンバーは医師、看護師、運転
手、救急研修医の４名で構成している。出動件数は、２０２１年度に５７件、月３.４件の出動であった。従来の
OJT期間は、1ヶ月間で、 OJT勤務は4回程度であった。内容は、 DCでの看護師の役割、机上シミュレーション
３症例であった。長期間 OJTが困難で、出動がなく現場での活動を評価されず独り立ちすることが多かった。２
０２１年度、コロナ禍の影響で JPTECなど院外教育を受講できていないことも踏まえ、方法を再検討したため報
告する。【目的】 DCナース教育方法の有用性と今後の課題を明らかにし、今後の教育内容の充実を図ることを目
的とする。【方法】教育チェックリストを作成し、オリエンテーションを実施した。期間は1ヶ月で、 DC担当日
は4日間であった。期間中、指導役の看護師が、作成した資料をもとに講義と机上シミュレーションを実施し
た。症例は、内因性・外因性疾患、小児症例など実際の症例をもとに作成し、１０症例＋多数傷病者症例とし
た。当院の特徴として、冬季間の要請が多く、積雪に関する症例を含めた。【倫理的配慮】所属部署の長に発表
の許可を得た。また、配慮すべき CIOはない。【結果】新たに１名の DCナースを教育チェックリストに沿って養
成を開始した。救急経験7年であった。今までは、教育要件として JPTECの受講が必須であったが、コロナ禍で開
催がなく、未受講であった。チェックリストの項目は、〈日常点検・出動まで〉〈出動から現着まで〉〈到着後
（接触時）〉〈病着後〉〈その他〉の5つの大項目、合計34項目で構成した。評価のタイミングは、説明ができ
る、指導を受けて実施、一人で実践、出動3回終了時で評価予定とした。期間中、 DC要請がなく、活動評価はで
きなかった。教育開始時は、救急隊の役割・活動や現場をイメージできなかったが、回数を重ねることでイ
メージ化に繋がったと発言があった。さらに、実際の DC内での活動がイメージ化できないと発言があった。【考
察】 DCの目的は早期の医療介入であり、根本的治療ではない。現場への派遣できる医療資源は限られ、現場での
実践と搬送を考え活動し、調整することが DCナースに求められる。その調整には、 DCクルーだけでなく、現場
で救急隊と協働が不可欠である。今回改定した資料には、救命士の特定行為や市の救急車搭載物品について説明
し、救命士を含めたチームでの役割分担を考える機会になったと考えられる。プレホスピタルに関する机上シ
ミュレーション症例数を増やし、複数の症例で繰り返し考えたことで現場活動のイメージ化、役割調整を考える
機会となった。教育内容に救急隊の活動について説明したことで、現場活動中のチームにおける看護師の役割の
理解に繋がった可能性がある。今回、期間中に出動がなく、現場を体験できず、机上シミュレーションでは DC内
活動のイメージ化に繋がらなかった。 DC症例の院内受け入れ経験はあるが、実際の現場活動を体験できていない
ことが要因と考えられる。今後は、現場もしくは車内活動を体験できるよう実際の DCを活用したシ
ミュレーションにより DC内での活動のイメージ化に繋げる必要がある。模擬患者で実際の活動を体験し、録画す
ることで自身の行動を客観的評価することで、限られた出動体験を補填し、質の高い教育計画の再検討が必要で
ある。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第3会場)

プレホスピタル活動における新人フライトナースの会話の特徴
○高橋 友也1、福島 聡1、髙橋 誠一1 （1. 埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター）
キーワード：会話分析、ドクターヘリ、フライトナース
 
【目的】 救急に従事する看護師は、他職種と積極的にコミュニケーションを図り、円滑な治療を行えるようにマ
ネジメントが求められる。特に、医療資機材やマンパワーが限られたプレホスピタル活動では患者の予後に大き
く影響する。 そこで本研究では、新人フライトナースのマネジメント能力の向上を図るためプレホスピタル活動
における新人フライトナースの会話に着目した。ドクターヘリ事例の中でも重症度・緊急度が高く、フライト
ナースのマネジメントが求められる大量輸血プロトコル（ Massive Transfusion Protocol）（以下、 MTPとす
る）事例における新人フライトナースの会話の特徴を詳細に把握することを目的とした。  
【方法】 研究期間は、2019年4月1日から2021年3月31日とし、対象はプレホスピタル活動の On the Job
Training(以下、 OJTとする)(指導者フライトナース同乗)中のフライトナース訓練生2名(A， B)と、１年間の
OJTを終えたフライトナース2名(A， C)の3名とした。フライト事例の選択は、プレホスピタル活動中に MTP対
応を実施した事例とし、救急車内での活動のフライトナースの会話を抽出した。埼玉県ドクターヘリは、フライ
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ト記録の一環としてプレホスピタル活動をウェアラブルカメラで撮影している。得られた動画からフライト
ナースの発言を情報獲得・情報共有・行動共有・埋め草表現・声かけ・了承・掛け声・自己確認の８項目へ分類
した。発言の分類について、妥当性の観点から研究者３名で検討した。４事例の会話について項目ごとに総会話
数(％)を算出した。  
【倫理的配慮】 対象者には、研究の趣旨や目的、協力の有無によって不利益を生じないこと研究データの使用と
公表について十分に説明を行った。研究の実施については、埼玉医科大学総合医療センターの倫理委員会の承認
を得た。  
【結果】 ４事例の総会話数は404回で、発言が多かった項目は、行動共有92回(23％)、了承91回(23％)、自己確
認72回(18％)、情報獲得58回(14％)、情報共有58回(14％)であった。行動共有に関しては、フライトドクターか
らの採血(血型・クロスマッチ)・薬剤(麻薬・筋弛緩剤・昇圧剤)・輸血の指示に対する実施の確認の発言で
あった。また、救急隊には、挿管介助・搬送準備に関する発言であった。了承に関しては、医師からの指示に対
する返答であった。情報獲得に関しては、救急隊から家族情報（家族は誰がいるのか、連絡先、どこから、何で
向かってくるのか）・損傷部位（腫脹・疼痛の有無・出血の有無）・受傷経緯・ SAMPLEなどを聴取してい
た。情報共有に関しては、フライトドクターの発言に対するバイタルサイン（血圧・意識レベル・瞳孔所
見）・バック内の物品に関する返答であった。自己確認に関しては、他職種からの情報内容の復唱や自ら得た患
者状態に関して発言しているが、他職種に影響を与えない独り言であった。  
【考察】 MTＰ事例の緊急度・重症度の高い患者の治療に対して、新人フライトナースは滞りなく行えていた。会
話分析の結果、新人フライトナースが医師の指示を了承し、薬剤・機材の準備を整え、治療が実施できる状況の
共有など、活動・情報共有に関する発言の後に治療が実施されていた。今後は、新人フライトナースが患者状態
の把握、必要な治療を予測し、他職種に対して治療などについて自発的に確認することが求められる。看護師の
自発的な発言は、マネジメント能力の向上や円滑な治療の一助となると考えられる。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第3会場)

映像評価から見えた新人フライトナースの傾向と指導上の課題
○新里 恵1、峯山 幸子2 （1. 東海大学医学部付属病院高度救命救急センター、2. 東海大学医学部付属病院8B病
棟）
キーワード：新人フライトナース、映像評価
 
【はじめに】 
　A施設では、運航上の安全規程により同乗訓練が長期化しており、新人フライトナースの訓練期間の短縮と評価
が課題となっていた。そこでこの対策として、2020年からウェアラブルカメラによる映像評価を導入してい
た。映像評価の導入にあたり、新人フライトナースの自己評価と他者評価のため、新たな評価表を作成した。今
回は、映像評価から見えた新人フライトナースの傾向と指導上の課題について報告する。 
【目的】 
　現場活動の映像データと新人フライトナースの自己評価、指導者による他者評価の結果から、新人フライト
ナースの現場活動の傾向と指導上の課題を明らかにする。 
【方法】 
期間：2020年4月～2022年1月（計画期間を含む） 
対象者：ヘリ同乗訓練終了後の新人フライトナース4名  
内容： 
　1. 映像評価表（症例選定の理由、予測される病態、 Primary ABCDEの評価、統合アセスメント、 Good
Point、課題等）の作成  
2. 新人フライトナースは、同乗訓練終了後、単独での出動5件目以降で、映像評価を実施  
3. 新人フライトナースの自己評価と実際の映像データについて、指導者5名で他者評価（5段階評価）を実施 
【倫理的配慮】 
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　所属施設の臨床看護研究審査委員会の承認を得た。 
【結果】 
　出動映像と評価表の提出は平均出動12件目であった。症例の選定理由は、「重症症例が予測された」が2件、「
Primary ABCDEの異常が予測された」「リフレクションの必要性」が各1件であった。予測される病態、 Primary
ABCDE評価の6項目の自己評価は平均4、他者評価は3.7であった。自己評価では呼吸の評価が3.75、循環と意識
の評価が3.5、他者評価では呼吸3.25、循環3、意識3.75であった。 Good Pointは、「多職種との情報共
有」3件、「役割分担」2件、「患者とのコミュニケーション」「リーダーシップ」「安全管理」が各1件で
あった。自己の課題は、「医師とのコミュニケーション」4件で、「処置・介助」3件、「情報共有」2件、「病態
予測」が1件であった。指導者の意見は、撮影内容と映像評価表の記載内容から「予測している病態や観察内
容・処置が見える」「実際のコミュニケーションが見えた」等の意見があった。 
【考察】 
　映像データと評価表を用いて評価することで、新人フライトナースは思考の言語化が可能となった。呼吸と循
環の評価は、自己評価と他者評価に差があり、他者評価が自己評価を下回る傾向が認められた。このことか
ら、呼吸・循環の観察について、同乗訓練時の意図的な指導を強化する必要性が示唆された。 
　次に、指導者は、出動時の視覚的評価だけでは不足する対象者の思考過程や臨床推論を確認でき、客観的かつ
多角的な評価が可能になった。一方、すべての対象者が医師とのコミュニケーションを課題に挙げていたことか
ら、評価表の改善点として「コミュニケーション」の項目を追加する必要性が明らかとなった。 
　今回は、映像評価の提出まで平均出動件数が12件であり、この要因として、よりよいパフォーマンス映像を提
出しようという心理的影響が考えられる。今後は、映像評価が新人フライトナースに与える心理的影響を検討す
るとともに、映像評価を提出するタイミングの指定、複数症例の評価（評価機会の増加）を検討する必要があ
る。さらに、評価項目や評価基準を洗練させ、より妥当性と一貫性のある評価を行うことが課題である。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第3会場)

院内トリアージの質向上に向けた教育効果の検証
○床尾 羊翼1、前田 晃史2、小西 ゆかり1 （1. 社会医療法人仙養会北摂総合病院、2. 園田学園女子大学）
キーワード：トリアージ、救急看護、看護教育、二次救急医療施設
 
目的：二次救急医療施設であるＡ病院の救急外来は、2018年10月から日本版緊急度判定支援システム（以下
JTAS）を用いて15歳以上の自己来院患者（以下患者）に対する院内トリアージを導入した。本研究の目的は、ト
リアージナースに対する事後検証会やトリアージ研修会の教育効果をトリアージ結果を用いて検証することであ
る。 方法：研究デザインは後方視的観察研究である。教育内容は2018年10月からトリアージを開始した看護師
全員に8回シリーズとした研修会を行い、トリアージナース全員にアンダートリアージ(以下 UT)を主とした事後
検証会を１回/月以上開催した。研究対象はトリアージナースが実施したトリアージ結果（ n = 7,735）であ
り、研究期間は2020年４月から2022年3月の2年間である。研究期間に関しては2019年4月から2021年3月まで
の3年間のデータを用いて1年毎を1群とした3群を比較した。しかしながら、2019年度（2019年4月から2020年
3月まで：以下同様に2020年度、2021年度とする）の患者数は2020年度と2021年度より有意に多く（5,843 vs
3,800 vs 3,935, Kruskal - Wallis検定,ｐ＜0.001）、患者数の差がトリアージの質に影響した可能性があるため
2019年度は除外し、2020年度と2021年度を比較した。比較項目は全患者および JTASレベル1（蘇生群）から
5（非緊急群）の５区分のトリアージ実施率、正答率、 UT率、オーバートリアージ（以下 OT）率である。分析は
Shapiro - Wilk検定で実施率が非正規データであったため Mann – Whitney U検定を用い、有意水準は両側5％未
満とした。本研究は A病院の研究倫理委員会の承諾後に研究を開始した。 結果：全患者は2020年度と比べ
2021年度の UT率は低く（ｐ＜0.001）、実施率（ｐ=0.018）と正答率（ p = 0.002）は高かった。トリアージ
区分別では2020年度に比べ2021年度の UT率は準緊急群（ p = 0.002）、低緊急群（ｐ＜0.001）、非緊急群（
p = 0.005）が低く、正答率は低緊急群（ p = 0.001）、非緊急群（ p = 0.005）が高かったが、蘇生群、緊急群
は全ての項目で差を認めなかった。 考察： UT率や正答率は2020年度と比べ2021年度の全患者および準緊急
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群、低緊急群、非緊急群に改善がみられた。この結果は患者数の多い準緊急群、低緊急群、非緊急群の UT率と正
答率の改善が全患者に反映されたと考える。 UT率の低下は、１回/月以上の UTを主とした事後検証会により
UTに陥りやすい症例の理解を深めた効果であると考える。トリアージ区分に関しては、まず緊急性の高い蘇生
群、緊急群の UT率や正答率などを改善させ、その後緊急性の低い準緊急群から非緊急群を改善させる可能性があ
る。このため2018年10月に教育を開始して2年以上経過した2020年度と2021年度の比較では既に改善した蘇生
群、緊急群の UT率や正答率に差が認めなかった可能性がある。しかしながら本研究にはいくつかの限界があ
る。まず調査期間が２年間と長く、トリアージナースは開催した研修会以外の教育機会があったと考える。また
トリアージの経験を積むことでトリアージ能力が向上し、教育効果のみを正確に評価できたとはいえない。今後
はより正確に教育効果を検証できる方法で評価することが課題である。
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演9
座長:田畑 剛(松戸市立総合医療センター)
2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第4会場 (研修室908)
 

 
新型コロナウイルス感染症流行により外来看護師が受けたストレスの実態 
○桶成 裕佳子1、中村 百子1 （1. 公立松任石川中央病院） 
『救急看護師における自発的内省の定着を目指した取組み』 
○山本 隆博1、森本 秀樹1 （1. 飯塚病院救命救急センター） 
新型コロナウイルス感染症患者を担当した救急看護師のストレッサー 
○荒井 浩子1 （1. 自治医科大学附属病院 看護部 救命救急センター） 
学びほぐしを通して気づいた COVID-19患者に携わる看護師の心理状況 
○向井 楓1、大島 海里1 （1. 宝塚市立病院救急医療センター） 
救命救急センター開設においてスタッフが抱えたストレス 
―新部署開設時の苦悩― 
○田牧 晴香1、阿部 大1、國田 わかな1、室岡 知世1 （1. JMA海老名総合病院救命救急センター） 
救命救急センターに配置転換した看護師の経験の蓄積に関する研究 第１報 外
科病棟経験看護師の語りの分析 
○福当 生世1,2 （1. 敦賀市立看護大学、2. 岐阜県立多治見病院） 
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(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第4会場)

新型コロナウイルス感染症流行により外来看護師が受けたストレ
スの実態

○桶成 裕佳子1、中村 百子1 （1. 公立松任石川中央病院）
キーワード：新型コロナウイルス感染症、ストレス、外来看護師
 
【はじめに】新型コロナウイルス感染症が世界的なパンデミックとなり、 A病院でも患者の受け入れを制限するこ
となく通常診療を行ってきた。未知の自体に A病院の外来では手探りで業務が始まったため従事する看護師のスト
レスはとても大きく、そのストレスについて明らかにしたいと考えた。【目的】新型コロナウイルス感染症発生
以降外来看護師が抱える様々なストレスについて実態を明らかにする。【方法】期間：2020年11月から2021年
4月、対象：救急外来や発熱外来・一般外来で発熱のある患者を担当した外来看護師26名、第１波流行期までをⅠ
期、第2波流行期をⅡ期、第3波流行期までをⅢ期と3期間に分けて①新型コロナウイルスについて、②病院や看護
部・業務について、③身体的・精神的負担や生活の変化について、④行政や社会についてインタビューを行いカ
テゴリー分類した。【倫理的配慮】本研究は A病院の倫理委員会の承認を得て実施した。【結果】①について、Ⅰ
期は「ウイルスについての情報不足」、Ⅱ期は「感染への不安」、Ⅲ期は「落ち着きと葛藤」が抽出された。②に
ついて、Ⅰ期は「病院の対策待ち」、Ⅱ期は「業務の負担と不安・苦痛」、「組織への不信感」、Ⅲ期は「安心材料
と不十分な体制」が抽出された。③について、Ⅰ期は「代わり映えのない日常生活」、Ⅱ期は「医療者ゆえの感染へ
の恐怖」、Ⅲ期は「状況に一喜一憂する現状」、「陽性患者への対応の迷いや葛藤」が抽出された。④につい
て、Ⅰ期は「未知への困惑で暗中模索」、Ⅱ期は「医療者と社会の足並みのズレによる混乱」、Ⅲ期は「諦めや期待
感の薄れ」が抽出された。【考察】Ⅰ期ではウイルスの情報が不足し身近な脅威と認識していなかったためストレ
スは少なかった。Ⅱ期は身近に陽性者が出始めたことで、不特定多数の患者と接する外来看護師は常に感染の恐怖
にさらされた。 A病院は外来整備よりコロナ病棟の設置が優先された。外来は現場判断が多い事で不安やストレス
を伴い、扱いが軽視されているとも感じられた。感染防護具の不足や使用制限があり十分と言えない感染予防策
である中、患者対応を行う不安を抱えながら模索する日々が続いた。マスクの使用制限など院内一律同じ条件と
する運用にも、外来の環境の特殊性を理解し臨機応変な対応が求められた。組織とスタッフの思いの相違があ
り、双方が歩み寄れるよう意思疎通を図る必要性が感じられた。業務外の環境では、医療者ゆえに感染できない
プレッシャーや、家族に制限を強いる苦痛などのストレスを抱えていた。さらに医療者として陽性者の負担の軽
減を図る立場でありながら、陽性者対応に恐怖を感じながら関わることへの自己嫌悪もあった。このようにⅡ期で
生じたストレスは多岐に渡り、最も多く表出された。そのためスタッフの思いの表出がしやすい環境を充実させ
ることも重要である。Ⅲ期は十分であるか不安視していた感染予防策も経過と共に不安が軽減し、 A病院としても
発熱外来が設置され検査結果が15分で判明する新型コロナウイルス等温核酸増幅法導入により環境が整ったこと
で安心感へと繋がった。患者対応への負担は軽減したが、陽性患者が増える中で会食クラスターなどの感染予防
に努めることなく陽性となった患者に対する葛藤が生じるようになり、業務量が増える環境下ではストレスの一
因となった。このことから II期の大きなストレスを軽減するには、早期に外来のハード面の充実を図る必要が
あったと考える。安全に業務ができる環境を確立することが重要であるため、今回未曾有の事態に模索しながら
の対応であったが、今後は今回の経験を活かし新たな有事に備えたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第4会場)

『救急看護師における自発的内省の定着を目指した取組み』
○山本 隆博1、森本 秀樹1 （1. 飯塚病院救命救急センター）
キーワード：自発的内省、救命救急センター
 
目的 
A病院救命救急センター（以下 ER）では、重症症例等に対し内省を実施していたが、定着化には繋がらな
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かった。そこで、組織的な取り組みとして症例振り返りを実施し、自発的な内省の定着化に向けた活動を行った
ので報告する。 
 
方法 
期間：2020年4月～2022年4月 
対象： A病院 ER看護師26名 
取り組み方法： 
【 term1】1）期間：2020年7月1日～2020年11月30日、2）ツール：振り返りシート（ Ver.1）、3）実施時
間：8:30～17:00、4）症例提示者：指名制、5）ファシリテーター：教育担当4名 
【 term2】1）期間：2021年2月1日～2021年6月30日、2）ツール：振り返りシート（ Ver.1）、3）実施時
間：終日、4）症例提示者：指名制、5）ファシリテーター：教育担当4名 
【 term3】1）期間：2021年10月1日～2022年2月28日、2）ツール：振り返りシート（ Ver.2）、3）実施時
間：終日、4）症例提示者：挙手制、5）ファシリテーター： ER看護師26名 
【意見調査1】1）期間：2020年10月（1ヶ月間）、2）対象： ER看護師26名 
【意見調査2】1）期間：2022年3月（1ヶ月間）、2）対象： ER看護師26名 
評価尺度：内省の実施回数、意見調査による本取り組みへの印象評価 
倫理的配慮：個人情報に関しては医学論文及び学会研究会発表における患者の個人情報保護に関するチェックリ
ストに沿ってチェックした 
 
結果 
term1：一か月目標値：9症例　実施平均値：3症例/月 
QSEN分類：最多/チームワーク50％、最小/質の改善11％ 
調査1：内省の継続は可能61.5％、実践の中で内省の機会が増えた53.8％ 
term 2：一か月目標値：5症例　実施平均値：5症例/月、 
QSEN分類：最多/根拠に基づく実践52％、最小/情報科学13％、質の改善21％ 
term 3：一か月目標値：15症例　実施平均値：6症例/月、 
QSEN分類：最多/質の改善100％、最小/患者中心の看護2％ 
調査2：内省の継続は可能64％、実践の中で内省の機会が増えた76％ 
 
考察 
　term1では実施目標値は少なかったが、調査1の結果では実践の中で個人的に内省する機会が増えたと半数が回
答しており、この取り組みが各々の自発的内省の動機づけに繋がっていると考えられた。 
　さらに自発的内省の動機づけを高める為、振り返りの内容を評価し改善を図った。 term1、2での振り返り症例
を QSENカテゴリーで分類したところ、“質の改善”に関する件数が11％と少なかった。理由として、振り返り内
容がスタッフの経験から得た知識や考えが中心となっており、文献やガイドラインなど根拠に基づいた振り返り
ではないことが考えられた。振り返りを進める中で文献やインターネットを活用し客観的根拠を検索する時間を
設けた。これにより、 term3の“質の改善”に関する件数が100％へ増加した。 
　term2、3では振り返り実施時間を拡大し、隙間時間でも実施出来るよう変更した。また、シートを埋めるよう
進めていけば根拠ある振り返りが実施出来るようシートの修正を行い、誰がファシリテーターとなっても一定の
質を保てるようにした。このことも QSEN分類のデータが改善した要因と言える。症例提示者も指名制から挙手制
に変更したことで、症例を経験したスタッフが、記憶が新しく、興味・関心が高いタイミングで実施出来るよう
になり、調査2で継続可能との回答が増えたと考える。 
　しかし、これらの変更によって症例提供者に偏りが生じている。部署として内省を定着させることには繋
がったが、個人の自発的内省に関しては今後の課題である。
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(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第4会場)

新型コロナウイルス感染症患者を担当した救急看護師のスト
レッサー

○荒井 浩子1 （1. 自治医科大学附属病院 看護部 救命救急センター）
キーワード：新型コロナウイルス感染症、救急看護師、ストレッサー
 
【目的】ストレスは離職率を高めるバーンアウトを発生させやすい。新型コロナウイルス感染症は未だ収束の気
配はなく、このストレス状況が続くことはバーンアウトにつながるリスクが高く、ストレッサーを明確にし
て、サポート体制を整えることが必要だと考えた。そこで、本研究は、新型コロナウイルス感染症を担当した救
急看護師のストレッサーを明らかにすることを目的として取り組んだ。【方法】半構造化インタビュー法を用い
た質的記述的研究である。新型コロナウイルス感染症患者を6回以上担当した救急看護師6名を対象とした。調査
期間は、2021年4月～5月とした。基本情報として年齢や看護師経験年数等を収集した。インタビューガイドを用
い、新型コロナウイルス感染症患者の担当看護師になった時の思いやストレスについて語りを得た。語りは、逐
語録にして精読し、「新型コロナウイルス感染症患者を担当した救急看護師のストレッサーについて」に焦点を
当ててコードを作成し、サブカテゴリー、カテゴリーへ統合した。分析過程では、質的研究に精通した指導者に
スーパーバイズを受けた。本研究は、 A大学医学系倫理審査委員会の承認を得て実施した。【結果】年齢は平均
32.8歳(標準偏差、以下 SD：5.2)、看護師経験年数11年(SD：6.5)、救急領域での経験年数5.5年(SD:3.6)、同居
家族は有りが3名（50％）、インタビュー時間は総468分であった。逐語録から、149個のコードが生成さ
れ、38個のサブカテゴリー、11個のカテゴリーが見いだされた。カテゴリーは「患者に十分な看護ケアができな
いことに対する葛藤や申し訳なさがあった」「自分が感染するのではないかという不安があった」「救急看護師
としての仕事のやりがいが見いだせなくなった」「自分が感染源や濃厚接触者になることで、同僚看護師の業務
の増加や救急車の受け入れに影響を及ぼすのが怖かった」「同じ病院の職員に新型コロナウイルス感染症患者を
担当することの負担を理解されず、配慮のない言葉に傷ついた」などであった。【考察】救急看護師は、自分が
感染する怖さと対峙し、隔離下における制限された看護ケアや、病院機能の維持に対する責任というスト
レッサーを抱えながらも、救急看護師としての役割を果たそうとしていたことが考えられた。その中で、同じ医
療従事者に共感が得られない、苦痛な発言をされるなどの対人ストレッサーを感じていた。また、看護師として
描いていた経験が積めなくなり、救急看護師としての仕事へのやりがいや満足感が得られない疲弊につながるよ
うなストレッサーもあることがわかった。先行研究より、対人ストレッサーを多く経験することが孤独感を高め
ることや、質の高い医療サービスを提供するためには、看護師自身が職務に対してポジティブな感情や態度を
持っていることが必要であることがわかっている。このことから、救急看護師が今回明確になったスト
レッサーを抱きながら新コロナウイルス感染症患者を担当することは、看護の質の低下や看護師の仕事の継続に
支障をきたすことが考えられる。これらの結果より、担当することにより生じる孤独感や変動する感染対策、変
容させざるを得ない看護の中でどのように患者に向き合っていくか、自身の看護のやりがいなどについて価値や
考え方を柔軟に変容させる対応力が必要であることが示唆された。スタッフ間での話し合いの機会を作るととも
に、感染に対する正しい知識を習得できる勉強会を設けるなど仕事の困難さをサポートすることで、救急看護師
のストレス緩和の一助となると考える。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第4会場)

学びほぐしを通して気づいた COVID-19患者に携わる看護師の心
理状況

○向井 楓1、大島 海里1 （1. 宝塚市立病院救急医療センター）
キーワード：COVID-19、看護師の心理状況、リフレクション
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【目的】 
当院は、宝塚市の急性期医療を担う中核的病院である。2020年3月より COVID-19患者の受け入れが開始とな
り、2021年6月までに199名の患者を受け入れた。感染の波と共に看護師の心情は大きく変化したが、特に第4波
は患者の重症度が高く、精神的に疲弊した看護師が多かった。第4波から開始した「学びほぐし」で出てきた看護
師の思いや「学びほぐし」を実施した事による看護師への影響について振り返る。 
【倫理的配慮】 
対象者へは、得られたデータは個人情報を特定しない形である事、研究結果は学会で発表する事を口頭で説明
し、同意を得た。また、看護部より本研究に関する承認を受けた。 
【方法】 
第4波から「学びほぐし」を開催した。「学びほぐし」とは一度学んだ知識や価値観を意識的に捨て去り、再び学
び直すという意味である。今回、 COVID-19病棟で働く医療者である事の使命感を意識的に捨て去り、不安な事
や看護について思う事、嬉しかった事や辛かった事など思いついた素直な気持ちを引き出すようにファシリ
テートを行なった。第4波では2021年6月5日～7月15日まで8回行い、延べ47名のスタッフが参加した。研究デ
ザインは質的記述的研究であり、半構造化インタビューによりデータ収集、分析した。 
【結果】 
出た意見を「未知で新規の感染症であることに由来する辛さ」「看護を続ける中で生じるジレンマ」「患者の看
取りに関わる中での複雑な思い」「人工呼吸器装着患者などの慣れない重症管理に対する不安」「 COVID-19患
者を通して感じた自身の成長」「病院の対応に対する不満」「他職種との協働」に分けた。以下の三項目は意見
が多く挙げられた為、解決できるように行動した。「人工呼吸器装着患者などの慣れない重症管理に対する不
安」に対しては、重症管理の勉強会や技術シミュレーションを行った。また、ネーザルハイフローなどの機器に
慣れていないローテーション看護師のために事前学習資料を配布出来るよう準備した。「看護を続ける中で生じ
るジレンマ」に対しては、院内の感染制御チームに相談の上、環境整備を行い、患者の行動範囲を広げられるよ
うにどうすればよいか話し合った。「患者の看取りに関する中での複雑な思い」に対しては、家族が面会できる
方法を話し合い、患者と家族が最期の時を過ごせるように調整を行った。 一方で「 COVID-19患者を通して感じ
た自身の成長」についてなど前向きな意見も多く挙がっていた。 
【考察】 
「学びほぐし」の学習論は、学びの現場で生まれる「混乱」「戸惑い」「躊躇」「食い違い」「対立」といった
「揺らぎ」に肯定的な可能性を見出そうとする、とされている。今回、医療者であるといった使命感を切り離
し、様々な価値観に触れる事で、自分自身は出来ていないと感じていた不安や知識の曖昧さを、ネガティブな思
考だけではなくポジティブに考えるきっかけとなったと考える。また、具体的な不安を知ることで対応策を検討
する事が出来た。  
「学びほぐし」を通して、 COVID-19病棟の看護師は患者と関わる上で多くの不安や葛藤を感じている事が分
かった。特に第4波では変異株の出現が影響し、今までとは違う不安を強く感じていた。ストレスがかかると否定
的な感情を抱きがちであるが、一方で、成長を感じた事や、患者を通して学んだ事なども多く、そうした前向き
な気持ちによって看護を継続出来たと考える。ストレスフルな環境であれば尚更、「学びほぐし」の開催はリフ
レクションに繋がり、課題を乗り越えていく力になると考える。今後も定期的に「学びほぐし」を開催できるよ
うに取り組んでいく。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第4会場)

救命救急センター開設においてスタッフが抱えたストレス 
―新部署開設時の苦悩―

○田牧 晴香1、阿部 大1、國田 わかな1、室岡 知世1 （1. JMA海老名総合病院救命救急センター）
キーワード：救命救急センター、新部署開設、ストレス
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【序論】 A病院救命救急センターは、神奈川県県央医療圏で初めての救命救急センターとして平成29年4月に開設
し、前身の救急外来では対応していなかった重症患者の受け入れを開始した。新部署開設という大きな環境変化
は、スタッフに多大なるストレスを与える可能性があり、ストレス状態の把握とその対策を講じる必要性がある
と感じた。そこで、 A病院救命救急センター全スタッフを対象としてストレス調査を行った結果、新部署開設とい
う環境変化は、スタッフへストレスを与えることが明らかとなった。その結果から、新部署開設におけるストレ
スの内容や、そのストレスに対して必要な対策の分析を行ったので報告をする。  
【研究目的】救命救急センター開設時のストレスの内容と、そのストレスに対するコーピングについて明確にす
る 。 
【研究方法】開設時在籍していたスタッフを対象に、開設時の具体的なストレスとそのコーピングについて、自
記式質問用紙を用いて調査をした。  
【データ分析に用いた方法】自記式質問用紙より得られた回答を、 KJ法を活用してデータの図解化を行い、構造
を明らかにしたうえで叙述化した。  
【倫理的配慮】Ａ病院倫理審査委員会の承認を得て、対象者へ研究の主旨、参加、中断の任意性および匿名性の
保持について書面で説明し、同意を得て実施をした。  
【結果】対象スタッフの総数は40名、そのうち自記式質問用紙が回収できたのは30名であった。図解全体か
ら、＜二次救急から三次救急へ変わるための体制が整っていなかったストレス＞＜チームとして確立していな
かったストレス＞＜イメージしていた患者層との違いのストレス＞＜教育体制が確立していなかったストレス＞
の４つがラベリングされた。 
【考察】救急医療に従事する看護師は、様々な要因により不安や悩みを抱えながらストレスが高い状態で働いて
おり、精神健康度が低いことが示されている。また、この精神健康度が低い状態は、看護の質の低下にも関連す
るとされている。本研究において、救急という平時から負担がかかりやすい環境に重ねて、新部署を開設すると
いう身体的・精神的な負担は、そこに従事するスタッフに多大なストレスを与えていることがわかった。ラベル
から抽出された具体的なストレスの内容については、新部署開設までの準備に関連したストレスが示されてお
り、救急領域に特化したマニュアルや手順書の作成・整備、新たな教育体制の確立、業務に従事するスタッフと
の事前の関係構築などが重要ということが示された。そして、これら全てのラベルに対して、“相談をして解決し
た”というコーピングが最も多くみられた。山勢らは「管理職のサポートを感じていない状況下では救急看護師の
ストレス反応が高い」と述べており、今回のように、新部署を開設するという、大規模な部署の編成を行う際に
は、チームとして活動を行っていくスタッフ同士の関係性構築はもちろん重要である。しかし、同様に管理職と
の関係性構築や相談ができる場の調整も、重要な対策であるといえ、些細な不安や疑問を他者、特に管理者に相
談するという行動がコーピングとして有効であったと考えられる。ストレスの内容を明らかにすることは、根本
的な対策を講じるためにも重要である。しかし、根本的な解決が困難な場合や早期の対処が望めないような場面
においては、ストレスコーピングを自己のみならず、組織としても意識的に講じていく必要がある。それらは結
果としてストレスの軽減、ひいては質の高い看護の提供をすることへと繋がると考えられる。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第4会場)

救命救急センターに配置転換した看護師の経験の蓄積に関する研
究 第１報 外科病棟経験看護師の語りの分析

○福当 生世1,2 （1. 敦賀市立看護大学、2. 岐阜県立多治見病院）
キーワード：救命救急センター、配置転換、看護師、経験
 
【目的】救命救急センターに配置転換した看護師に関する研究は、これまでの経験が活かせない、能力を発揮で
きないことによるストレスや自信喪失、焦燥感が生じることが報告されている。そこで、外科系病棟の経験を持
つ看護師が救命救急センターへ配置転換後、どのように経験を積み重ねて蓄積しているのかを明らかにする。本
研究では「経験」を「看護実践の経験を指し、看護実践を通して感覚や内省を通じて得る知識や技術およびその
過程」と定義した。 【方法】研究参加者は、国内の救命救急センターに勤務する看護師２名、2021年2～11月に
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インタビュー調査を実施。分析はナラティヴ研究法を用いた。 【倫理的配慮】対象者には研究目的と方法、自由
意思による参加であることを書面と口頭で説明し同意を得た。敦賀市立看護大学研究倫理審査委員会（承認番号
20029）岐阜県立多治見病院倫理委員会（承認番号2020321）の承認後実施。 【結果】研究参加者は外科系病棟
後に初めての配置転換の経験者。配置転換後どのように経験を積み重ねたか、どのように語っているかを分析し
た結果、状況/置かれた状況や出来事、比較/これまでの経験を基に比較や評価した事、対処/どのように捉え取り
組んだか、結果/どのように変化し行動したか、語りの４つの共通した構造が見られた。更に４つの構造で何を語
ろうとしているのかテーマ的分析の結果、経験の積み重ねのナラティヴは、 A氏11、 B氏９のテーマを抽出。
A氏は外科病棟で培った知識や技術では意図的な観察に繋がらない、積み上げられない莫大な予習復習量を語
る。指導や助言を受けこれまでの外科の経験知を糸口に時間を掛け変化した事、新人の様にゼロに戻った感覚の
中で培ってきた知識や技術を実践に活かせる機会、救急医療チームの一員として役割を確認できる機会を糧に自
信を取り戻したと語る。分からない自分を受け入れる事、初めて急変・蘇生医療に不安ながらも携わり、怖さや
不安と共に理解しようとする思考に変化し、救急分野で自分を極めていきたいと語る。 B氏は、希望し異動した理
由について効率良く知識をつけて仕事をする事で、こなせるようになったと語る。一方で、リーダー業務を担う
立場になり、緊張感と責任の重さを語る。2年経過しても新人に指導できない程多くの根拠やスキルがあり、学ぶ
事で自分を向上させたと語る。その反面、ゆっくり患者と長期的に関わる看護を望む自分の看護観を発見した事
が語られた。また、責任の重いリーダー業務を完璧に行う事を優先し看護の楽しさを見失ったが、今は外科病棟
でのリーダー経験を基に皆で考え看護をしていると語る。 【考察】外科系病棟から配置転換の経験の蓄積の語り
は、莫大な知識と経験を積み重ねる際の簡単には積み重ならない語りが多くみられた。その経験の中で様々な感
情を抱き、進んだり戻ったり時間軸を行き来しながら救命救急センターの特徴的なシーンの中で経験を積み重ね
ていく臨床知があった。配置転換者は、幾度もゼロに戻る感覚に辛さを感じ、リーダー業務や教育的立場を担う
事があり複雑な心境も生ずることが語られた。一方、これまでの経験を基に思考過程や学習方法を導く術を習得
する喜びを経験していた。管理者は、それらの経験の積み重ねの特徴を踏まえ、経験知の語りに耳を傾け寄り添
う姿勢が必要であると考える。配置転換者自身の思考が進む機会の共有や、チーム医療への参加による一体感や
達成感、成長を感じる機会に繋がるように支援することが、配置転換者の更なる豊かな経験の蓄積への一助にな
るのではないかと考える。今後、更に外科系以外の経験を持つ対象者を加え分析を深めていくことが課題であ
る。
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演10
座長:川崎 沙羅(杏林大学病院)
2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第5会場 (研修室909)
 

 
高齢者介護施設における急変時対応の現状と課題 
～心肺停止状態時の対応に焦点をあてて～ 
○村上 貴子1、黒木 真二1、出雲 明彦2 （1. 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 看護
部、2. 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 救急部） 
効果的な胸骨圧迫の実施に影響する要因に関する研究 
○浅田 若那1、土田 瑞樹2、渡辺 未沙3、橋本 七海4、石川 幸司5 （1. 医療法人渓仁会手稲渓仁会病
院心臓血管センター、2. 社会医療法人 北斗病院 ICU、3. 北海道大学病院 10-2呼吸器内科・腫瘍内
科、4. 北海道大学病院 9-2整形外科、5. 北海道科学大学 保健医療学部看護学科） 
A高校運動部生徒の一次救命処置に対する思い ～一次救命処置講習を受講し
て～ 
○赤平 法三1 （1. 公益社団法人有隣厚生会 富士病院） 
A病院で発生した院内心停止患者に対する蘇生技術の質の向上ついて ～現状
分析から考察した今後の課題～ 
○池澤 友朗1、町田 清史1、酒井 由夏1 （1. 社会医療法人近森会近森病院） 
二次救急医療機関の救急外来におけるセルフ・ネグレクト高齢患者への支援
-救急再搬送予防できた事例- 
○八田 圭司1、前田 晃史2 （1. 市立ひらかた病院、2. 園田学園女子大学） 
確定診断前の降圧療法の妥当性 ～病院前において脳卒中が疑われた一症
例～ 
○新行内 賢1 （1. 日本医科大学多摩永山病院） 
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(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第5会場)

高齢者介護施設における急変時対応の現状と課題 
～心肺停止状態時の対応に焦点をあてて～

○村上 貴子1、黒木 真二1、出雲 明彦2 （1. 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 看護部、2. 独立行政法
人地域医療機能推進機構 九州病院 救急部）
キーワード：高齢者介護施設、急変時対応、CPA
 
【はじめに】 A病院は、地域医療支援病院であり、救急部門においては二次救急医療施設の役割を担ってい
る。2020年度の救急外来の成人受診患者の平均年齢(標準偏差)は、65.0(21.3)歳、後期高齢者の占める割合は
42%であった。また、心肺停止状態（以下 CPA）で搬送された患者の平均年齢は78.1(17.1)歳であり、高齢者介
護施設（以下施設）からの搬送事例は増加していた。搬送された患者のうち、延命処置の意思決定がなされてい
た事例は少なく、施設側でも急変時の対応に難渋していることが予測された。【研究目的】 救急部門で施設の現
状を確認して、急変時対応に関する現状やニーズを把握し、救急搬送時の対応や地域医療支援病院としての課題
を明らかにすることができる。【研究方法】 対象は、 A病院に CPAで搬送された患者が入所していた施設、ある
いは A病院へ入退院前後に入所 していた101施設。独自のアンケートを作成して対象の施設へ郵送し、施設から
の返送をもって研究への同意が得られたものとした。データの分析方法は、アンケート内容を表計算ソフト
Microsoft Excelを使用してデータ化する。また、得られた意見については、類似性・相違性に基づきカテゴ
リー分類する。 【倫理的配慮】 A病院の医学倫理委員会での承認（承認番号815）を得た。 【結果】 アンケート
の回収は57枚（回収率56.4%）であった。回答した施設は、有料老人ホーム19施設、特別養護老人ホーム14施
設、介護老人保健施設9施設、グループホーム6施設、介護医療院2施設、その他7施設であった。各施設における
看取りの現状は、41施設（71.9%）が自施設内で看取りを行っていた。看取りを行っている施設の形態別での割
合は、介護医療院100％、特別養護老人ホーム92.9％、グループホーム66.7%、有料老人ホーム64.8％、介護老
人保健施設44.4％であった。看取りの頻度としては、「ほとんどの頻度で行っている（年に5件以上）」と回答し
たのは介護医療院であり、「しばしば行っている（年に5件以上）」という回答が多かったのは特別養護老人
ホームであった。「時々行っている（年に1～5件）「ほとんどない、あるいはない」という回答が多かったの
は、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホームの順であった。急変時に困っていることについて、得
られた意見をカテゴリー分類した結果、「家族対応」「ハード面の不十分さ」「救急搬送に関する困難感」「人
員不足」「病院の受け入れ体制の未整備」「急変時の判断」の6つに大別された。最も多かった意見は、「家族対
応」であり、サブカテゴリーは『説明に対する困難感』『事前指示の再確認』『信頼関係』『 Advance Care
Planningに対する家族の理解度』であった。医師の代わりに病状を伝えなければならない困難感や、事前指示は
あっても家族の気持ちが変化することが多いことが記載されていた。「人員不足」については、『受診時に付き
添いを依頼され拘束されることへの困難感』の意見が多かった。【考察】 アンケートの結果で得られた施設の現
状について、救急部門のスタッフで情報を共有し、救急搬送時の拘束時間についても配慮していく。地域におけ
る A病院の救急医療の検討は、地域医療運営委員会で行われている。しかし、この会では医療と介護の連携はでき
ていないため、 A病院が所在する地域で開催されている「医療・介護連携プロジェクト会議」での取り組みを、今
回対象とした施設と協働していきたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第5会場)

効果的な胸骨圧迫の実施に影響する要因に関する研究
○浅田 若那1、土田 瑞樹2、渡辺 未沙3、橋本 七海4、石川 幸司5 （1. 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院心臓血管セン
ター、2. 社会医療法人 北斗病院 ICU、3. 北海道大学病院 10-2呼吸器内科・腫瘍内科、4. 北海道大学病院 9-2整
形外科、5. 北海道科学大学 保健医療学部看護学科）
キーワード：胸骨圧迫、筋力
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【目的】心肺蘇生において、胸骨圧迫の質には疲労や性別などが影響していると報告されている。しかし、胸骨
圧迫実施者の背景や身体的要因などによる影響は明らかにされていない。本研究では適切な心肺蘇生教育を実施
するための基礎資料として、効果的な胸骨圧迫の実施に影響する要因を明らかにすることを目的とした。 【方
法】研究対象者は自動車学校を含む何らかの心肺蘇生研修を受けたことがある20歳代の男女23名とした。データ
は、基本属性（性別・ BMI）、筋力（広背筋・大胸筋・上腕三頭筋・腹筋・股関節伸筋）、筋持久力（膝立伏
せ）、胸骨圧迫の質（深さの平均値・速さの平均値・十分に圧迫解除できた割合）、疲労度（ダブルプロダクト
(以下 DP)の変化量・修正ボルグ（以下 Brog）スケールを収集した。実験方法は、レールダルメディカルジャパン
社製レサシアンシミュレータで胸骨圧迫の深さ・速さ・解除を質として評価した。研究対象者は安静後、胸骨圧
迫を2分間実施した。終了後に再度安静とし、筋力および筋持久力を測定した。分析方法は、胸骨圧迫の深さ、速
さ、解除について、それぞれ中央値で2群に分類し、性別、 BMI、筋力、筋持久力、疲労度について、
Wilcoxon検定を用いて比較検討した。有意水準は5%未満とした。倫理的配慮は、本研究の実施にあたり、対象者
に目的と意義、対象者の意思決定、個人情報の保護、実験に関する安全面について口頭及び文書にて説明を行
い、同意を得た。なお、北海道科学大学倫理審査委員会の議を経て学長の承認を得て実施した。 【結果】性別は
男性が12名（%）であり、胸骨圧迫の深さと速さに有意差は認められなかったが、解除では、良群3名
(27.3%)、不良群9名(75.0%)であり、女性と比べ有意差が認められた(p=.039)。 BMIにおいても、深さと速さに
有意差は認められなかった。解除では、良群20.4(18.5-21.3)、不良群22.9(21.5-24.2)であり、有意差が認めら
れた(p=.002)。筋力は、握力、股関節伸筋、上腕三頭筋、広背筋、大胸筋、背筋において、解除において有意な
差がみられた（図）。筋持久力ではいずれも有意差は認められなかった。疲労度では、解除において DP変化量
に、良群3756(2208-4980)、不良群2145(852-3711)と有意差が認められた(p=.049)。 Brogスケールでは、速
さにおいて120秒後に速群8(5-10)、遅群5(3-7)と有意差が認められた(p=.028)。 【考察】対象者の背景につい
て、男性や BMIが高い人は胸骨圧迫の解除がしにくい傾向であった。身体的要因における筋力は、多くの部位に
おいて、筋力の値が低い人に比べ、高い人が解除しにくい傾向であった。胸骨圧迫の深さに性別による差はみら
れず、筋力が強いと推測される男性の方が解除不良となる傾向があり、筋力が胸骨圧迫の質に強く影響している
と考えられた。筋持久力については、120秒間という時間では、胸骨圧迫の質に影響を及ぼす可能性は低いと考え
られた。疲労の客観的指標となる DPの変化量においても、疲労が少ない人の方が解除しにくい傾向にあった。
Borgスケールでは、胸骨圧迫開始120秒後では速さで有意な差がみられた。このことから、早く圧迫している人
は疲労を感じやすくなると考えられた。以上より、効果的な胸骨圧迫の実施に重要とされている要素である深さ
においては、影響する要因は抽出されなかった。一方、圧迫の速さと解除において、複数の要因が影響してい
た。 
 
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第5会場)

A高校運動部生徒の一次救命処置に対する思い ～一次救命処置講
習を受講して～

○赤平 法三1 （1. 公益社団法人有隣厚生会 富士病院）
キーワード：一次救命処置、高校生、運動部
 
Ⅰ　研究目的 日本スポーツ振興センターの報告によると、平成11年から20年までの10年間の突然死の発生状況の
比率はほとんど変わらない。さらに、71％が心臓疾患であることも変化がない。 A高校は、運動部の全国大会出
場が毎年恒例となっている。突然死リスクの高い運動部生徒が、講習会を受講するにあたり、どのような思いで
体験・実践したのかを明らかにし、今後の講習会指導の指標にしたく本研究に取り組んだ。 Ⅱ　研究方法 1．研究
対象： A高校の運動部に所属する生徒39名 2．データ収集： BLS講習を実施した後、無記名自記式アンケートを
行った。内容は、性別、学年、受講動機などの基礎データと、独自項目で作成した生徒の BLSに対する思いであ
る。 3．データ分析方法：基本データは単純集計した。自由記述で得られたデータは質的データとし、生徒の思い
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をコード化し、内容の類似性でカテゴリー化した。 Ⅲ　倫理的配慮 本研究は、研究者が所属する施設の倫理委員
会の承認を得た。対象者には研究の趣旨と、調査への協力は自由意志によるもので協力の有無で不利益を生じな
いこと、途中辞退の権利の保障、匿名性の遵守、個人のプライバシーの保護、研究結果の公表、データの管理に
ついて説明した。さらに、得られた調査内容は　本研究目的以外には使用しないことを約束し協力を得た。な
お、本研究において利益相反関係にある企業はない。 Ⅳ　結果 アンケート回答者は34名。回収率87％で
あった。　1年生17名（50％）、2年生17名（50％）、男女比は1：0.9であった。受講動機は、先生に勧められ
た24名（70.5％）、必要性を感じた8名（23.5％）、興味があった4名（10％）、その他3名（11％）だった。講
習会前に一次救命処置を知っていた生徒は22名（64.7％）、知らなかった生徒は12名（35.3％）だった。次に自
由記述で得られた BLSに対する思いは91コード化され、そこから15個の小カテゴリーに分類された。さらにそこ
から4つの中カテゴリー、2つの大カテゴリー≪繰り返す受講で一次救命処置に対する不安・恐怖心を失くし冷静
に対処する≫≪万が一に備え一次救命処置をみんながおぼえる事が必要≫が抽出された。 Ⅴ　考察 心肺停止は突
発的に発生し正確な技術が生命予後に影響を及ぼす。正しく冷静に実施ができるのかという不安や助けられな
かったらという命に対する責任や恐怖心を持つことは当然であると考える。これらのことから≪繰り返す講習で一
次救命処置に対する不安・恐怖心を失くし冷静に対応する≫という思いが生じたと考える。≪万が一に備え一次救
命処置をみんなで覚える事が必要≫という思いは、人間関係の構築がされていない中で救命活動を行うた
め、個々のスキルの結集が救命に繋がると思っていると推測する。 A高校では命の授業が行われており、命の尊さ
や命に対する責任ということを学んでいる。これらのことより、救える命は救いたいと対象者は思っていたと考
える。今回の BLS受講動機では、先生に勧められたからが70.5％と多く、必要性を感じていた生徒は23.5％と少
なかった。しかし、この分析結果から見ると、＜積極的に命を救いたい＞＜救命に対してスキルアップを図りた
い＞＜一次救命処置はみんなが覚えたほうが良い＞のカテゴリーからもわかるように、モチベーションに変化が
表れてきており、今後継続的に受講できる機会を増やしていく必要があると考える。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第5会場)

A病院で発生した院内心停止患者に対する蘇生技術の質の向上つ
いて ～現状分析から考察した今後の課題～

○池澤 友朗1、町田 清史1、酒井 由夏1 （1. 社会医療法人近森会近森病院）
キーワード：院内心肺停止、医療安全、看護教育、心肺蘇生
 
【目的】 A病院の心肺蘇生委員では院内心停止(IHCA)のデータ収集は行っていたが、症例の振り返りやデータの
分析などを行っていなかった。特に、 A病院では心疾患を有する患者が多く、致死的不整脈に対する早期除細動は
重要な蘇生技術の一つであると考えるが、過去の IHCAの記録やデータを振り返り蘇生技術の向上に努めてこな
かった。今回、 A病院での2021年度の IHCAのデータから現状分析を行った。その結果より、 IHCAに対する蘇生
技術の質の向上のために心肺蘇生委員の活動の課題について考察した。 【方法】 2021年度の IHCAの背景、臨床
的特徴、初期波形、初回除細動までの時間などカテゴリー別に分類しデータ集計を行った。集計データをもとに
Kaplan-Meier曲線を用いて生命曲線解析を行った。本研究は A病院倫理審査にて研究・発表の承認を得た。 【結
果】 2021年度の A病院の IHCAでデータ収集が可能であった症例は60件。男女比(男38件、女22件)、年齢67.5±
24.5歳、発生エリア(集中病棟37件、一般病棟22件、その他1件)、心停止の原因(心疾患21件、敗血症・代謝性ア
シドーシス16件、窒息9件、呼吸不全5件、出血性ショック2件、その他6件、原因不明1件)、初期波形
(VF/VT17件、 PEA36件、 Asystole7件)。そのうち早期除細動を要した症例は14件、初回除細動までの時間
0～13分(中央値6分、平均4.9分)であった。 Kaplan-Meier生命曲線解析では IHCA全症例の1ヶ月後の生存率は
35％で、除細動を実施した14症例の1ヶ月後の生存率は71％であった。 【考察】 集中病棟では平均2.6分で除細
動を実施できているが、一般病棟では平均9分も時間を要している現状が明らかとなった。また、14件中の7件が
除細動までに６分以上を要しており、1ヶ月後に死亡している4症例全てが除細動までに６分以上を要してい
た。今回、症例数が少なく除細動に時間を要したことが生存率に寄与しているかは明らかではないが、容認でき
ない事実と考える。集中病棟では心電図モニタリングにより致死的不整脈の早期認知が可能であるが、一般病棟
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ではモニター装着を一定数の患者にしか行っていない、除細動器が近くに設置されていないなど、早期除細動を
実践する上で複数の障害があると考える。また、スタッフに対する蘇生技術の継続教育も浸透しておらず、各個
人の学習に委ねてしまっている現状がある。早期除細動を実践する課題として除細動までの時間の短縮、除細動
までの CPRの質の担保が重要であると考える。心肺蘇生委員の今後の活動の一環として、除細動までの時間を短
縮する対応策を講じていく必要があると考える。また、継続教育として定期的な BLS講習や座学講習など、
CPRの質向上のための教育を定着していく必要があると考える。これまでは、 IHCAに関してはデータの収集しか
行ってこなかった。そのため IHCAに対する課題が不明確であり取り組みを実践することができなかった。今後は
IHCAの症例を早期に分析し、各部署にフィードバックできるよう監視体制を強化する必要があると考える。 【結
語】 今回、 A病院の IHCAのデータ集計し分析を行った。その結果、集中病棟と一般病棟で早期除細動実施までの
時間に有意差を認めた。また、早期除細動を５分以内に実施した群と６分以上要した群で生存率に有意差を認め
た。その結果、一般病棟における早期除細動実施までの時間短縮、各部署での継続教育に関する課題が示唆され
た。課題に対し心肺蘇生委員では、 IHCAの情報をタイムリーにフィードバックできる監視体制を強化していく。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第5会場)

二次救急医療機関の救急外来におけるセルフ・ネグレクト高齢患
者への支援 -救急再搬送予防できた事例-

○八田 圭司1、前田 晃史2 （1. 市立ひらかた病院、2. 園田学園女子大学）
キーワード：高齢者看護、救急外来、セルフ・ネグレクト
 
【目的】　世界一の高齢化率である日本において独居高齢者や高齢者世帯の増加からセルフ・ネグレクトをめぐ
る問題は深刻化している。救急外来看護師は、セルフ・ネグレクト患者を特定する立場にあるが、セルフ・ネグ
レクトや在宅支援に関する知識や経験が少ない傾向にある。そのため、適切に在宅支援がセルフ・ネグレクト高
齢者に提供されず、救急搬送を繰り返すケースがあり、今回検証する A氏もその一例であった。セルフ・ネグレク
トである A氏は道路に座り込み動けなくなった状態で6ヶ月の間に2度救急搬送された。 A氏の救急再搬送予防に
むけた関わりを後方視的に検証した。 【方法】　事例研究（後方視的）である。 【倫理的配慮】　研究施設の倫
理審査を受け、研究を開始した。得られたデータは、個人が特定できないように暗号化し、インターネットの接
続しないパソコンで保管する。 【結果】　A氏の ADLは自立していたが、清潔が保てておらず栄養状態も良好と
は言えない状態であったため、 A氏との会話から心身状況や生活能力をアセスメントした。 A氏は妻と2年前に死
別した以降「体を洗うことすら邪魔くさい」、「糖尿病などあるが病院に行っていない」と妻との死別をきっか
にセルフ・ネグレクトになっていた。また隣人とのつながりも「昔は付き合いもあったけど今はない」、と A氏は
社会からも孤立しており、状況の悪化によっては生命・生活の危機に陥る危険性があると考え、救急再搬送予防
を含めた在宅支援が必要と判断した。在宅支援を提案するにあたり、 A氏自ら自発的に在宅支援の手続きを行わな
いと考え、 A氏の妹へ在宅支援の手続きの依頼のために電話で連絡をした。しかしながら妹は積極的に関わる態度
ではなかった。その理由として以前に A氏の妹が在宅支援を受けるように提案したが、 A氏は在宅支援の必要性を
感じなかったため拒否した。そのため A氏へは拒否感が持たれない在宅支援の提案が必要であった。これには良好
な関係を築きながら A氏が在宅で困難に感じていることを会話から見つけ出し、その困難感をもとに在宅支援を提
案した。 A氏は衣食住に困難感を感じており在宅支援を受けることに対し前向きな言動があった。翌朝
ソーシャワーカーへ A氏の状況、生活環境の整備とさらなる状態悪化を予防するために相談し、給食サービスや介
護申請に向けての手続きが始まった。これ以降 A氏が同状態で救急再搬送されていない。 【考察】　セルフ・ネ
グレクトへの介入の遅れは、生命や生活の維持に深刻なリスクや再入院・死亡率の上昇が明らかにされてお
り、セルフ・ネグレクトを早期発見し介入することが必要であると考える。しかしながら、救急外来の医療従事
者は、知識、経験不足によりセルフ・ネグレクトに介入ができていない現状に加えて、救急外来でセルフ・ネグ
レクト高齢患者を見つけ、介入してもセルフ・ネグレクト高齢患者は現状に問題を感じていないこと、支援を拒
否することなど在宅支援につながり難い。これらがセルフ・ネグレクト高齢患者が、救急再搬送される要因の一
つであると考える。セルフ・ネグレクト高齢患者の救急再搬送予防には、身体のみでなく、セルフ・ネグレクト
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に至った経緯や現状を把握し、アセスメントすること、家族を含めたソーシャルサポートを把握すること、日常
生活上の困難感を患者自身が認識し支援の必要性を感じることが重要である。本事例は、これらを行った上で医
療ソーシャルワーカーに依頼したことで救急再搬送が予防できたと考える。今後は、事例を積み重ね救急外来に
おけるセルフ・ネグレクト高齢患者への看護実践を確立していく必要がある。
 
 

(2022年10月15日(土) 09:00 〜 10:00  第5会場)

確定診断前の降圧療法の妥当性 ～病院前において脳卒中が疑わ
れた一症例～

○新行内 賢1 （1. 日本医科大学多摩永山病院）
キーワード：病院前、ドクターカー、脳卒中、プレホスピタル
 
【はじめに】当施設のドクターカー（以下 DC）の運用は2004年より開始し、2014年から2019年の5年間で計
1,905名の患者を取り扱った。以降、 COVID-19 の感染拡大により一時活動を休止したものの、現在では対応策
を整え活動を再開している。病院前において特定の疾患を強く疑う場合、確定診断を待たずに治療を開始するこ
とは少なくない。 DCに同乗する看護師は医師と協同し迅速に活動する必要があり、予測性をもって行動すること
が求められる。今回我々は病院前において、意識障害と嘔吐により脳卒中が疑われた症例を経験し、確定診断前
に行った降圧療法の妥当性について検証したので報告する。【目的】本症例における確定診断前の降圧療法の妥
当性を検証する。【方法】脳卒中データバンク2015に報告された脳卒中患者を出血性脳卒中と非出血性脳卒中の
2群に分け、嘔吐の有無についてχ二乗検定にて両群を比較した。また、本症例における確定診断前の降圧療法の
妥当性についてベイズの定理を用いて検証した。【倫理的配慮】当施設の倫理規定に従い、個人情報の保護に努
めた。【事例】 A氏、〇〇歳代の女性。居宅内で倒れているところを夫が発見し119番通報、 DCも出動要請と
なった。現場でのバイタルサインおよび身体所見は以下の通りである。 JCS Ⅰ-3 , GCS 10 (E4,V1,M5) , RR 24
bpm , HR 90 bpm , BP 180/100 mmHg , BT 35.0 ℃ , 瞳孔径 右4.5 , 左 3.5 mm , 左に共同偏視 , 右完全麻痺あり
, 嘔吐あり , 血糖値 139 mg/dl。既往歴 乳がん , 内服歴 不明。診察の結果、脳卒中の可能性が高いと判断、現場
医師より当施設の脳神経外科医師へコンサルテーションを行い確定診断前にニカルジピンにより降圧を行い搬送
となった。患者は頭部 CT検査において＃左被殻出血と診断され ICUに入院の運びとなった。【結果】脳卒中
データバンク2015に登録された全脳卒中患者のうち脳梗塞は72,777名（約75.9％）、出血性脳卒中は23,067名
（約24％）であった。嘔吐は脳梗塞患者の約2.6％、出血性脳卒中患者の約10.6%にみられ、出血性脳卒中患者に
優位に多かった（ P<0.01、 LR+ 4.08）。当施設の DCにおいて2019年までの5年間に取り扱った計1,905名の患
者のうち脳卒中と診断を受けたのは、61名、このうち、47名（約77％）の患者が出血性脳卒中と診断されてい
る。当施設の DCで扱う出血性脳卒中患者の事前確立を約77％とした場合、嘔吐が見られた際の事後確率は約
93.2％であった。【考察】脳卒中ガイドライン2021において出血性脳卒中は降圧薬を用いてできるだけ早期に血
圧を降下させることを推奨している。一方、脳梗塞患者に対してはペナンブラだけでなく、貧困灌流領域まで障
害する恐れがある為、降圧は行うべきではない。本症例においてはバイタルサイン及び身体所見から A氏は脳卒中
の可能性が高いと考えられた。脳卒中データバンク2015に登録された患者では嘔吐は出血性脳卒中患者に優位に
多く、嘔吐のみられる脳卒中患者が出血性脳卒中である確率は高いと言える。当施設の DCで扱う出血性脳卒中患
者の事前確立を約77％と仮定するならば、嘔吐が見られた場合の事後確率は約93.2％となり、確定診断前の降圧
療法は妥当であったと言える。【おわりに】本報告は当施設における一症例をもとにした検証であるため、一般
化はできない。今回のように診療の妥当性を検証していくことは、質の高い看護実践を行ううえでも重要であ
る。
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演11
座長:瀧本 泰介(関門医療センター)
2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第3会場 (TFTホール300)
 

 
九州圏内の救命救急センターに所属する看護師の代理意思決定支援実践にお
ける困難感に影響する要因の検討 
○本田 智治1 （1. 長崎大学病院 高度救命救急センター） 
初期・二次救急外来患者の主体的な治療選択に向けた看護師の意思決定支援 
○山本 修輔1、木村 裕治2、福田 敦子2 （1. 関西医科大学総合医療センター、2. 神戸大学大学院保
健学研究科） 
救急搬送された CPA患者の家族に対し看護師が抱く感情についての実態調
査 
○木嶋 久美子1、西本 朋美1 （1. 公立長生病院） 
患者と家族の意思の相違に対する意思決定支援の一考察 
○松崎 祐佳1、根岸 一樹1、三枝 香代子2 （1. 千葉県救急医療センター、2. 千葉県立保健医療大
学） 
救命救急センター看護師の考える代理意思決定支援 
○樋口 奈那美1、菊地 由美子1、橋本 翼1、寺島 直美1、酒井 ひとみ1 （1. 公立置賜総合病院救命救
急センター救急外来） 
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(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第3会場)

九州圏内の救命救急センターに所属する看護師の代理意思決定支
援実践における困難感に影響する要因の検討

○本田 智治1 （1. 長崎大学病院 高度救命救急センター）
キーワード：代理意思決定支援、困難感、救命救急センター
 
【目的】救急医療領域では、突然の病気等によって危機状態となり意思決定できない患者に変わって家族が代理
意思決定を行う場面に多く遭遇する。その代理意思決定においては、家族だけではなく医療者も葛藤や苦悩を経
験していることが報告されているが、看護師が抱える困難感の実態やその困難感に影響する因子についての検討
は少ない。そこで、本研究では、九州圏内病院の救命救急センターに所属する看護師における代理意思決定支援
実践の困難感の実態およびその困難感に影響する因子について明らかにすることを目的とした。 
【方法】九州圏内の救命救急センターに所属する看護師（研究同意が得られた19施設に所属する看護師
603名）を対象に、2021年12月〜2022年1月に Webアンケート調査を実施した。調査内容は、救急領域におけ
る代理意思決定支援に関する困難感、性別、年齢、看護師経験年数、代理意思決定支援に関する組織の支援体制
（医師の協力体制、手順書の有無、有資格者の支援の有無）、意思決定支援に関する教育歴、道徳的感受性質問
紙日本語版（ J-MSQ2018）10項目、代理意思決定支援実践尺度18項目、などとした。代理意思決定支援に関す
る困難感は、「1.全く困難はない」～「10.大いに困難がある」の10件法で求めた。分析方法は、代理意思決定支
援における困難感の得点を従属変数とし、 Mann-Whitney検定および重回帰分析を用いて解析を行った。有意水
準は5％未満とした。 
【倫理的配慮】所属の倫理審査委員会の承認を得て行った（承認番号：2110407）。 
【結果】看護師132名（回収率21.9％）から回答を得られ、調査項目の欠損を除いた123名を研究対象とした。平
均年齢は、35.4±8.2歳で、性別は女性が94名（76.4％）であった。看護師経験年数は12.8±8.0年、クリティカ
ルケア領域看護師経験7.6±5.4年であった。代理意思決定支援に関する困難感の平均は7.0±1.7、であった。代理
意思決定支援の困難感における各独立因子の2群比較では、教育課程の意思決定支援に関する教育歴あり（
p=0.01）やクリティカルケア領域における意思決定支援に関する勉強会の参加経験がある場合（ p=0.03）で有
意に困難感が高かった。一方で、性別、代理意思決定支援困った経験、医師の協力体制、意思決定支援に関する
手順書、認定看護師や専門看護師による有資格者からの支援体制、道徳的感受性で有意な差はみられな
かった。重回帰分析の結果、代理意思決定支援における困難感には、看護師経験年数（β=−0.219）、意思決定支
援に関する手順書（β=−0.178）、教育課程の意思決定支援の教育歴（β=0.189）、クリティカルケア領域の意思
決定支援に関する勉強会参加経験（β=0.176）が影響していた。 
【考察・結論】全体的に代理意思決定支援に関して困難感が高いことが明らかになったが、特に教育課程におけ
る意思決定支援の教育歴や人生の最終段階ガイドラインの認知度がある場合に困難感は高くなる傾向に
あった。これは、代理意思決定支援に積極的な看護師ほど倫理的葛藤を感じている可能性が考えられる。一方
で、看護師経験年数が長く、代理意思決定支援実践度の得点が高いほど、救急領域における代理意思決定支援に
おける困難感は低くなる傾向がみられた。したがって、救急領域における代理意思決定支援の困難感を軽減して
いくためには、経験年数の低い看護師から継続した教育アプローチや代理意思決定支援における倫理的葛藤を解
決しながら実践度を高めていけるような組織支援体制の強化が求められる。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第3会場)

初期・二次救急外来患者の主体的な治療選択に向けた看護師の意
思決定支援

○山本 修輔1、木村 裕治2、福田 敦子2 （1. 関西医科大学総合医療センター、2. 神戸大学大学院保健学研究科）
キーワード：初期・二次救急外来、治療選択、意思決定、看護実践
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【目的】 初期・二次救急外来を受診した軽症・中等症患者は不安やストレスにより、心身が不安定であるた
め、医療者や家族の意思が優先された治療を受けることがある。患者が主体的に治療を選択できるような意思決
定支援の示唆を得るために、初期・二次救急外来における軽症・中等症患者が主体的に意思決定できるよう
行っている看護師の実践を明らかにすることを目的とする。  
【方法】 対象は、初期・二次救急に相当する救急外来で3年以上勤務経験のある看護師とした。治療選択におい
て、軽症・中等症患者が主体的に治療選択をできるように行っている意思決定支援について半構造化面接を
行った。得られたデータを質的帰納的に分析した。  
【倫理的配慮】 対象者の所属する施設の看護管理者に研修の主旨を口頭及び書面で説明し、研究協力承諾書への
署名により研究への承諾を得た。研究協力者に本研究の目的および研究への参加は自由意思であり、同意の有
無、同意したあとでも撤回できること、撤回による業務上の不利益は生じないこと、得られたデータは個人が特
定されないよう処理することなど口頭と文書で説明し、同意書にて研究参加の同意を得た。  
【結果】 対象は救急外来に勤務する看護師4名で、勤務年数は9～14年であった。それぞれ急性重症患者看護専門
看護師、診療看護師、救急看護認定看護師、集中ケア認定看護師の資格を有していた。分析の結果、10個のカテ
ゴリに集約された。看護師は初期・二次救急外来患者の治療選択の主体的な意思決定に向け、【搬送以前の情報
から今後の関わり方の方針を考える】ことから始め、搬送されてきた患者に対して【優先して身体症状の緩和を
行う】ことで身体面を整えることをしていた。【患者に現状の認識を促すことで判断ができるように準備す
る】ことや、【他業務を行いつつ患者に合わせたコミュニケーションをとり関係を構築する】、【時間を見つけ
て治療選択の背景にある患者の生活や考えを知る】ことで患者自身が状況を認識した上で医療者に意思を表出で
きるように支援を行い、主体的な意思決定の準備を進めていた。患者の意思決定時には【患者の意思を尊重した
決定をする】ために【患者に誤解が生まれないように説明を補足し、医師に説明を依頼する】、【意思決定がう
まくいかない時に周りの力を借りる】実践を行っていた。救急外来で患者が意思決定を行えなかった場合には
【救急外来で解決できなかったことを次の病棟に引き継ぐ】【患者の決定内容を知り自分の看護を深める】実践
を、患者が救急外来を離れた後も行っていた。【　】はカテゴリを示す。  
【考察】 看護師は患者が主体的に治療の意思決定をできるように、搬送前から患者の情報を得て、救急外来では
心身を整え、患者の意思を捉えられるように実践していた。さらに、患者が外来から移動した後の意思決定支援
につなげること、自分の実践を振り返り深めることをしていた。看護師は患者が主体的に治療選択できるよう
に、救急搬送された患者の心身の危機を回避する支援と並行して関係構築を行い、患者の患者の考えや思いを引
き出し、医師に説明補足を依頼するなどの支援の必要性が示唆された。また、患者が主体的に意思決定できるよ
うに、実践した意思決定支援の評価を行い、次の実践に活かすことが大切であることが示唆された。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第3会場)

救急搬送された CPA患者の家族に対し看護師が抱く感情につい
ての実態調査

○木嶋 久美子1、西本 朋美1 （1. 公立長生病院）
キーワード：CPA、看護師の感情、実態調査
 
[目的] A病院は2次救急としての役割を担い、 CPA患者の処置が実施されている間、家族は救急外来待合室で待機
している。医師1名と看護師2～3人で処置にあたっている為、患者の救命が優先され、看護師は家族に関わる時間
が短時間となり、関係性の構築もままならず、価値観や考え方、背景の把握も難しい。又、 CPA患者の家族に対
し看護師が抱く感情について調査した研究は少ない為、今回アンケート調査を行い実際に看護師が行っている看
護、どの場面でどのような感情を抱いているか、何に対して負担感、困難感を感じているか実態調査した。 
[方法] 研究期間2021年4月から2022年3月。当院外来看護師28名を対象に CPA患者の家族に対する看護について
の調査をアンケート形式で行い、カテゴリー別に集計、分析した。 
[倫理的配慮] 対象者へ研究の意義・目的を書面にて説明、無記名にて調査、個人特定されないよう配慮、アン
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ケートの回収をもって同意とみなした。 A病院倫理審査委員会の承認を得た。 
[結果]CPA患者の家族に対する関りをどう思いますか？は、対応が分からない31％、家族に対しての声掛けの不
安19％、救命が主体で対応困難12％だった。 CPA患者の家族へどの場面で関わっていますか？は死亡確認後に関
わる46％、処置中は処置につきっきりでほとんど関われない、という意見が挙がり、今後の事務手続きや検
視、葬儀会社の説明をするのみであった。 CPA患者の家族への対応で困る事はありますか？は、ある50％、家族
の心理面のフォロー・関わるタイミングで困っていた。蘇生できなかった時どんな感情を抱きますか？は患者や
家族に対する申し訳なさ、ねぎらい27％、仕方ないという気持ち19％、無力感・不全感12％だった。 CPA患者
の家族への対応を振り返る事はありますか？は、ある46％、自分の対応は合っていたのか23％、もっとしてあげ
たかった8％だった。自分自身が CPA患者の家族だったらどのような関わりをしてほしいですか？は優しくしてほ
しい38％、状況を説明してほしい27％、家族との時間がほしい15％、という意見が挙がった。 
[考察]鈴木らは、危機状態にある家族に対する援助の基本は、できるだけ早い情報提供と、安心感と温かさを提供
する事にあると述べている。看護師自身も、そのような援助が必要だとは認識している。しかし現実は、患者到
着時から処置につきっきりになってしまい、処置が一段落した後でも、その後の手続きを説明する程度の関りし
かできない事がほとんどである。医療者が発した言葉や態度が、多大な影響を与える為、傷つきやすくなってい
る家族には無責任な事は言えず、混乱を防ぐ為に慎重で最小限な対応になってしまう。また、短時間で患者と家
族の関係性を把握する事が難しく、不快な思いをさせないような援助を第一とする為、自分の感情を抑えたり揺
さぶられたりと精神的負担も重い。看護師は、 CPA患者家族にもっと関わりたいという思いを抱き、時に後悔や
不全感を抱えていた。その感情が繰り返されるうちに疲弊し、感情が麻痺していく事を防ぐ為にも、自分自身の
感情に気付き、不全感を軽減させる必要がある。広瀬は、自分の感情を認めることを自分一人で行う事は難し
い、患者・家族が様々な感情を聴いてもらうことでケアされるように、医療者も聴いてもらえる事でケアさ
れ、自分を認める事ができる、と述べている。一度立ち止まって振り返り、日頃のカンファレンスやデスカン
ファレンスを開き、看護師同士の支え合いを促進していく必要がある。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第3会場)

患者と家族の意思の相違に対する意思決定支援の一考察
○松崎 祐佳1、根岸 一樹1、三枝 香代子2 （1. 千葉県救急医療センター、2. 千葉県立保健医療大学）
キーワード：意思決定支援、終末期
 
Ⅰ．目的  
人生の最期における意思決定では、患者の自律尊重の原則が重要視され、価値観や死生観などを踏まえた上で意
思決定することが望ましい(立野・山勢・山本他，2020)。Ａ氏と家族の間で、急変時の意向に相違が生じてい
た。Ａ氏の意思が尊重されるようプライマリーナース（以下ＰＮＳ）としてＡ氏の思いを聞き、看護チーム、医
師、ＣＮＳとＡ氏の思いを共有した上で、患者・家族・医療者とで話し合いを行った。最終的にＡ氏と家族が互
いの思いを理解し、双方が望む最期を迎えることができた。患者と家族の意思の相違がある意思決定支援におい
ては、それぞれの真意を看護師が理解し、両者が互いに理解できる過程を支援していく重要性が示唆されたため
ここに報告する。  
Ⅱ．方法  
事例検討。意思決定までの経過をプロセスレコードに整理し、意思決定支援への看護介入を振り返り、考察し
た。  
Ⅲ．倫理的配慮  
患者家族へ参加の自由意思、個人情報の保護等について口頭と書面にて同意を得た。また、看護局倫理検討会の
承認を得た。  
Ⅳ．結果  
患者：Ａ氏80代女性。診断名：急性大動脈解離Ｓ tanfordＡ。 経過：Ａ氏は、手術を希望されず保存的治療の方
針となり、長男も治療には同意されていた。しかし、急変時については、Ａ氏は心臓マッサージ等の蘇生処置を
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望まなかったが、長男は蘇生処置を望んでいた。Ａ氏と長男との間で意思の相違が生じたため、家族間で話し合
いができる場を設けた。Ａ氏は、蘇生処置を望んでいないことを看護師に語り、一度長男へ自らの意思を伝える
が長男に説得され、長男の意向が優先されていた。  
看護の実際：ＰＮＳとしてＡ氏の意思を尊重したいと考え、全身状態や判断能力等をアセスメントしたうえ
で、蘇生処置を望まないＡ氏の思いや長男の意思を優先する思いについて語る場を設けた。Ａ氏は、「もう十分
生きた。痛い思いも苦しい思いもしたくないけど、最期は一人で亡くなるのは寂しい」、最期は蘇生処置を行い
亡くなった家族の姿を目の当たりにした経験から、蘇生処置を望まないと自身の思いを語った。Ａ氏の思いを看
護師から家族へ代弁することを伝えた。患者と家族との間で意思の相違があることを看護チーム、医師、ＣＮＳ
と共有を図り、再度、医師から家族全員へ病状説明を行い、家族と医療者とで急変時の意向について話し合いを
行った。長男は「一人で亡くなるのは可哀そう。そばに付き添いたい」と話され蘇生処置を希望された。ま
た、家族全員から亡くなった家族の経験が語られた。看護師は患者の思いを代弁し家族へ伝えた。家族はＡ氏の
思いを理解し、最後は付き添いたいという思いから家族が病院に到着するまでの間、強心剤の使用を希望され
た。全員でＡ氏のベッドサイドへ行き長男や家族の思いをＡ氏へ伝え、Ａ氏も「最後に一人は寂しい、そばにい
て欲しい」という思いを語り、家族が病院に到着するまで強心剤を使用する方針となった。2日後、解離の進行に
より家族到着まで強心剤を使用し、死亡確認となった。  
Ⅵ．考察  
患者と家族の意思の相違が生じるケースでは、両者の「なぜそう思うのか」という思いを言語化し、両者の対話
を通して、互いの価値観を理解しあうプロセスが重要である（近藤，2008）。ＰＮＳとしてＡ氏の価値観に重き
を置きすぎたため、最初は、長男が抱くＡ氏への思いを理解することができなかったと考える。患者だけでなく
家族の思いも理解したうえで、時には代弁者となり互いの思いを理解し合うプロセスを支援することが意思決定
支援において重要であると考える。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第3会場)

救命救急センター看護師の考える代理意思決定支援
○樋口 奈那美1、菊地 由美子1、橋本 翼1、寺島 直美1、酒井 ひとみ1 （1. 公立置賜総合病院救命救急センター救急
外来）
キーワード：救命救急、意思決定支援、家族看護
 
はじめに  
Ａ病院の救命救急センターは、3次救急患者をはじめ、1次・2次救急患者すべての受け入れを行っている。地域性
の特徴として高齢患者が多く、意思表示が難しい患者を対応する場面も多く、患者家族への代理意思決定に対す
る看護師の役割は重要と考える。そこで、下地らが作成した「看護師の代理意思決定支援尺度」を用いて、救急
看護師の代理意思決定に対する認識の変化を明らかにしたいと考え、調査したためここに報告する。 
目的  
意思決定支援に対する関わりから、救急外来看護師が考える患者の代理意思決定の認識について、介入前後で意
識の変化を明らかにする。  
方法  
調査方法：Ａ病院の救命救急センターに所属する看護師２０名に対して、代理意思決定支援評価尺度を用い質問
紙への回答・回収を行った。１回目の調査実施後、2ヶ月の期間を設け代理意思決定支援に対しての取り組みを行
い2回目の調査を実施した。  
介入方法：実践した意思決定支援についてカンファレンスを行い、意思決定支援のポイントとなった事柄につい
てスタッフ間で理解を共有する機会を設けた。  
分析方法： 代理意思決定支援尺度を用い、質問項目の回答から平均点を算出し、介入前後の各項目の点数を、対
応のある t検定を行い、5％未満を有意差ありとした。  
倫理的配慮：調査は匿名とし、個人や施設が特定されないよう配慮した。質問紙調査については調査用紙の回収
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を持って同意とさせて頂くことを説明した。  
結果  
対象者の基本属性：救急外来看護師20名全員から回答を得た。対象者の平均年齢は40.4±10.3歳であった。ま
た、看護師経験年数は18.4±10.0年であった。 分析結果：全18項目のうち2項目で低下、3項目で変化なし、5項
目で増加、8項目で0.3～0.5の増加していた。前後で比較し、 p＝0.05で分析し、有意差は認めなかった。ま
た、各因子における介入前後比較では、第1因子【他職種連携】（ p=0.14）、第2因子【代理意思決定の準
備】（ p=0.16）、第3因子【偏りのない姿勢と説明の確認】（ p=0.09）、第4因子【代理意思決定を考える促
し】（ p=0.06）ともに有意差は認めなかった。 
考察  
記録件数やカンファレンスの件数の増加は見られたものの、介入前後での代理意思決定支援尺度における有意差
はなく、2か月間での介入で変化を見るには難しいことが明確となった。救急の現場では急な発症で搬送される患
者が多く、患者家族の意思決定はその場で状況に合わせて決定していかなければならない。また、事前に意思確
認が行われているかによっても支援方法は変化するため、初療の段階で患者から事前の意思表示があったのかを
確認することは重要と考える。救命救急センターという特殊な状況下で家族は、先行きが見えない状況に対し
て、強い不安を感じていることが推察できる。そのような状況に置かれた家族に対して看護師は、医師や他職種
と連携し情報を共有し患者や家族の環境と病状に合わせたサポートを行うことで、個々に合った支援を実践する
ことが出来ると考える。今回の結果として、全体で介入前後比較において有意差は認めなかった。意思決定支援
についての取り組みを言語化し、明確にして取り組んでも、実践した内容は必ずしも代理意思決定とは言い切れ
ず、そのことが今回の結果に影響したと考えられた。尺度での変化はなかったが、今回の取り組みを通じて意思
決定支援への理解や経験が増え、行動としての変化は見られた。意思決定支援での看護師としての役割や関わり
方を再認識することで、より良い意思決定支援の実践に繋げていくことが重要であると考える。
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口演12
座長:弥富 祐樹(北見赤十字病院)
2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第4会場 (研修室908)
 

 
救急看護師の睡眠の質に対する婚姻状況や勤務体制の影響: Fitbitと質問票
による前向きコホート試験 
○石貫 智裕1 （1. 札幌医科大学保健医療学研究科） 
大量輸血プロトコールの導入に向けた院内整備 
○米嶋 美晴1、村上 恵1、井川 洋子1、上澤 弘美1 （1. 総合病院 土浦協同病院） 
初期診療で重症患者に対応する医療スタッフの配置と人数について 
○大賀 結1 （1. トヨタ記念病院） 
病院組織を意識した通信アプリ開発と運用 
～普段使いから防災まで～ 
○伊藤 和恵1、石田 智彦1、阿久津 功1 （1. 医療法人 辰星会 枡記念病院 災害救急医療部） 
携帯アプリを活用した ER緊急連絡体制の確立 〜管理者として取り組んだ
3年間の成果〜 
○友田 新二1 （1. 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 ER） 
血管造影室における注射薬誤薬防止トレイ導入の取り組みの効果 
○小島 圭太1、葛綿 智哉2 （1. 新潟県立燕労災病院、2. 立川綜合病院） 
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(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第4会場)

救急看護師の睡眠の質に対する婚姻状況や勤務体制の影響:
Fitbitと質問票による前向きコホート試験

○石貫 智裕1 （1. 札幌医科大学保健医療学研究科）
キーワード：睡眠、婚姻、ウェアラブルデバイス
 
【目的】救急看護師の睡眠は健康と医療提供の質を担保する上で必須である。リチャードキャンベル睡眠質問票
(RCSQ) を使用した研究では、救急看護師の睡眠満足度は既婚者が未婚者と比較して低下する傾向があるとされて
いるが客観的に評価されておらず不明な点が多い。そこで、本研究は救急看護師の睡眠を客観的・主観的に総合
評価し婚姻状況が与える影響を明らかとすることとした。 【方法】対象は夜間勤務に従事する既婚救急看護師5名
と未婚救急看護師5名の計10名とした。調査期間は14日間とし、夜勤当日以外の睡眠データを収集した。客観的
評価 [睡眠スコア・睡眠時間 (分)・レム睡眠 (分)] は Fitbit Luxe® (Fitbit, Inc., San Francisco, USA) より、主観
的評価 (RCSQ) はアンケート用紙より収集した。既婚救急看護師と未婚救急看護師に分類し解析後、既婚救急看
護師の睡眠データが夜勤後か休日・日勤後かに再分類し解析した。その後、未婚救急看護師に対しても同様の解
析を行った。本研究は A大学倫理委員会の承認を得て実施した (4-1-19)。 【結果】既婚救急看護師 (平均年齢
44.4±9.0歳) と未婚救急看護師 (平均年齢41.2±11.9歳) に分類し睡眠スコアを解析した結果、睡眠スコアは既婚
救急看護師において有意に低下した (80.5±0.6 vs. 84.7±0.9, p<0.01) (表1A)。睡眠時間・レム睡眠時間も既婚
救急看護師において有意に短縮した (435.4±12.0 vs. 468.1±17.1, p<0.01; 77.5±4.0 vs. 93.9±4.6,
p<0.01)。さらに RCSQによる睡眠満足度も既婚救急看護師において有意に低かった (69.6±1.5 vs. 71.9±1.3,
p=0.03)。既婚救急看護師に着目すると、睡眠スコアは夜勤後において有意に低かった (74.1±0.9 vs. 80.8±1.5,
p<0.01) (表1B)。睡眠時間・レム睡眠時間も夜勤後において有意に短縮した (366.2±26.0 vs. 424.6±29.5,
p=0.01; 57.9±5.3 vs. 75.0±4.0, p<0.01)。また、 RCSQによる睡眠満足度は夜勤後と休日・日勤後で有意差を
認めなかった (64.4±2.8 vs. 67.3±1.9, p=0.09)。次に、未婚救急看護師に着目すると、睡眠スコアは夜勤後にお
いて有意に低かった (84.8±1.0 vs. 87.3±1.1, p<0.01) (表1C)。睡眠時間は夜勤後と休日・日勤後で有意差を認
めなかったが、レム睡眠時間は夜勤後において有意に短縮した (481.6±10.3 vs. 490.1±15.7, p=0.34; 90.6±
5.9 vs. 106.4±10.2, p=0.02)。 RCSQによる睡眠満足度は夜勤後と休日・日勤後で有意差を認めなかった
(72.8±2.4 vs. 74.6±2.2, p=0.25)。 【考察】救急看護師の睡眠の質は主観・客観的評価のいずれにおいても既婚
である場合に悪化したことから、婚姻状況が睡眠の質に影響している可能性がある。既婚救急看護師に
とって、生活音に配慮する、家事役割の分担を考慮する、など家族の協力が必要と考える。また、救急看護師の
睡眠は夜勤後に低下していた。健康と医療提供の質を担保するため、夜勤後に静かで最適な温度・光環境の寝室
を準備するなど生活環境の調整が必要であると考える。 
 
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第4会場)

大量輸血プロトコールの導入に向けた院内整備
○米嶋 美晴1、村上 恵1、井川 洋子1、上澤 弘美1 （1. 総合病院 土浦協同病院）
キーワード：大量輸血プロトコール、緊急輸血、院内整備
 
【背景】  
自施設の ERでは、緊急輸血が必要な場合であってもオーダリングシステムでの輸血オーダーが必要である。ま
た、詳細な院内マニュアルや手順書がないといった運用上の問題から、異型適合輸血の判断を医師が躊躇するこ
とがあり、投与開始までに平均17分を要していた。さらに、患者の情報共有の観点から他職種との緊急輸血に対
する認識の違いが生じている現状があった。 
　大量輸血プロトコール（以下 MTP）の院内整備は、各ガイドラインでも強く推奨されており、事前に規定した
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輸血療法を迅速に行うことを可能としている。また、速やかな組織的対応が実践できるため、危機的出血患者に
対する病院の危機管理としても重要といわれている。今回、緊急輸血に対する各職種間の共通認識を図り、迅速
で安全な緊急輸血が実施できるよう、 MTPの導入に向けた活動を実施したため報告する。  
【目的】  
緊急輸血時に迅速な輸血準備と安全な輸血実施のために MTPを導入することを目的とした  
【方法】 
活動期間：2020年1月～2022年4月  
活動内容：①手順書の作成、②フローチャートの作成、③緊急輸血業務に携わる医師・ ER看護師・臨床検査技師
を対象にシミュレーションを実施  
【倫理的配慮】  
本活動の主旨、個人情報の保護について文書を用いて説明し、同意を得た。なお、本活動は自施設の輸血療法委
員会の承認をうけて開始し、 MTP運用開始は臨床倫理委員会と医療安全委員会の承認をうけた。 
【活動の実際】  
手順書およびフローチャートは、各ガイドラインで推奨される内容や文献の MTPを参考に、医師と輸血部の臨床
検査技師と検討を重ねて作成した。とくに、 MTP発動から輸血の払い出しまでを最短とするために、輸血部にお
ける現状の体制で対応可能な範囲となるようにオーダー手順の簡略化を図った。また、フローチャートには、
MTP発動時における医師、看護師、検査技師の役割を職種別に分け、 MTP発動から MTP終了までを時系列に記載
し、行動レベルを詳細に記載した。 
　シミュレーションは医師・ ER看護師・輸血部の臨床検査技師を対象に2回実施した。1回目は MTPの周知と手
順の確認を目的とし、座学による勉強会後に MTPに沿った流れを机上シミュレーションで実施した。2回目は
ER初療室で MTP発動から輸血払い出しまでの症例シミュレーションを実施した。シミュレーションでは MTP発動
から輸血到着まで約13分の短縮がはかれ、臨床検査技師からは緊急輸血が必要な患者の情報が共有でき、ス
ムーズに払い出しができたとの意見が聞かれた。その後、 MTPに関わる部署、輸血療法委員会、医療安全委員会
を交えた会議で運用の協議と最終調整を行い、運用開始となった。  
【考察】  
日本輸血・細胞治療学会による輸血チーム医療に関する指針では、輸血医療には、他職種に対する理解が不可欠
であると示されている。他職種と検討を重ねて手順書を作成したことや、職種別に必要な行動をフローチャート
に示し、 MTPの全体像を整理・可視化したことは、職種間の相互理解に繋がったと考えられる。また、シ
ミュレーションにより、各職種の役割と MTP発動後の流れをイメージできたと考える。さらに、 MTPに携わる他
部門、委員会を交えて運用の検討と協議を行ったことは、医療安全の観点からもより安全な MTP導入に繋がった
と考えられる。  
MTPを発動するような切迫した状況下における緊急輸血では、輸血関連インシデントや有害事象のリスクも高く
なりやすい。そのため、安全かつ適正な輸血実施のためには、輸血投与開始までの時間だけではなく、運用上の
問題点を他職種と再考していくことが課題である。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第4会場)

初期診療で重症患者に対応する医療スタッフの配置と人数につい
て

○大賀 結1 （1. トヨタ記念病院）
キーワード：人員配置
 
【目的】初期診療で重症患者へ何人の医療スタッフが必要か検証する【背景】 A病院救急外来では、重症患者が搬
送された際、多くの医療スタッフが患者の周囲に集まる。そこで人員過多により、ストレッチャー片側に数人の
スタッフがおり、スタッフ同士がぶつかっている、指示された物品が２重に準備されている、ポータブルレント
ゲン機械を入れる場所がない、記録者からモニターの画面や行っている処置が見えないことがあった。 【方
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法】救急外来に搬送された重症患者のストレッチャー周りに集まった医療スタッフの人数と行動、実施されてい
た処置項目を時系列に調査した。 【倫理的配慮】収集した情報は、個人が特定されないよう管理し、所属施設の
倫理委員会の承認を得た。 【結果】重症患者の初期診療において、１２症例中３症例が１つの指示に対して複数
の人員が同じ対応をしており、医療スタッフが９人または、１０人携わっていた。１２症例中１症例が、薬剤混
注など１人で実施可能な作業を２人以上で実施しており、医療スタッフが９人携わっていた。その他の症例
は、医師の指示が通らず実施されないこともなく、医療スタッフは８人以内で携わっていた。医療スタッフが９
人の症例では、頭側に BVM換気担当が１人、患者左側にルート確保と薬剤投与担当が１人、ルート確保介助・採
血分注・ロングエラスター準備担当が１人、患者右側に胸骨圧迫担当が１人、動脈血採血担当が１人、ロングエ
ラスターの準備担当に１人と配置されており、ストレッチャー周囲には、６人集まっていた。 スペースにおいて
は、１人の作業可動域を前腕が伸ばせる範囲とし、ストレッチャー片側に２人配置した場合、互いに作業可動域
が重なることはなかったが、３人配置した場合は、作業可動域が重なっており、手を伸ばせる余裕はなかった。
【考察】１人の患者に対し、９人の医療スタッフが携わることで同じ対応や作業が行われているため、９人以上
の医療スタッフは不要と考えた。役割から、頭側に BVM換気と気管内挿管担当が１人、患者左側にルート確保と
薬剤投与担当が１人、ルート確保介助・採血分注担当が１人、患者右側に胸骨圧迫担当が１人、動脈血採血と
シース挿入担当が１人、処置カートで看護師記録とタイムキーパー担当が１人、医師記録と家族へ IC担当が１
人、 ICに同席し、家族ケアをする担当が１人の合計８人で１人の患者に携わることが理想であると考え、重症度
や特殊な処置においては、各医療スタッフが配置場所を交代するなど工夫をする必要があるが、実際に医療ス
タッフ８人で問題は発生しなかったため、役割が明確であれば実施可能であると考える。スペースからもスト
レッチャー周囲で処置をするには、頭側１人、ストレッチャー片側に２人ずつ配置する場合、各医療スタッフの
作業スペースは確保できていたため、５人が適正であると考えた。医療スタッフ５人に加え、医師記録記載と家
族への IC、家族対応、看護師記録とタイムキーパーの医療スタッフも重要な役割であるため、医療スタッフの人
数は合計８人が適正であると考えた。適正な人数が配置されていても、各医療スタッフの役割の明確化と役割の
認識がなければ、効果的なチーム医療の確立は困難なため、医療スタッフの役割が明確化できるシステムも必要
と示唆された。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第4会場)

病院組織を意識した通信アプリ開発と運用 
～普段使いから防災まで～

○伊藤 和恵1、石田 智彦1、阿久津 功1 （1. 医療法人 辰星会 枡記念病院 災害救急医療部）
キーワード：通信アプリ、情報共有、病院組織
 
【はじめに】業務上必要な連絡や伝達事項などは、各部署で紙面や電話またはメールなどで情報共有している現
状がある。また、災害が発生した時なども、電話やメールで安否確認や情報伝達を行っている。それらを、より
効率的・効果的に行うことはできないかと既存の通信アプリ（以後、アプリ）などを検討したが、病院という組
織を意識したアプリを見つけることはできなかった。そこで、市の支援事業としてアプリ開発プロジェクトを立
ち上げたので、現在の運用状況を報告する。 【目的】アプリを活用し、普段からの連絡や情報伝達、さらに災害
初期対応にも運用することができる。 【アプリ開発のコンセプト】①病院職員全員が使用できるアプリであるこ
と　②病院組織を意識した機能であること（伝達機能のシステム）　③必要のない機能は設置せず、簡便である
こと　④災害発生時対応だけでなく、普段使いができること 【方法】２０２０年より市の「医療福祉機器等産業
創出支援事業」に事業が認定され、アプリ開発を開始する。院内に「アプリ開発プロジェクトチーム」を立ち上
げ、地域組織用に開発されていた「結ネット」をベースに医療機関用情報共有シスムとして改良する。まずは看
護部より活用を開始し、徐々にコメディカル、医師へ運用を拡大し、最終的には全職員での運用とする。 【倫理
的配慮】今回のアプリ開発は市の支援事業を活用したものであり、 COI関係にある企業、組織および団体等はな
い。また、倫理的配慮に関しても院内の規定において承認されている。 【結果】看護部から運用を開始し、次
に、コメディカル、医師と運用を拡大し、現在は全職員でアプリを活用している。アプリを活用することで、地
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震などの災害発生時には短時間で安否確認をおこなうことが可能になり、さらには病院の状況が伝わることで適
切な人員の召集に活用された。また、新型コロナウイルス感染症による院内クラスター発生時には、院内の状況
や注意喚起が伝わることで、自宅待機している職員の不安軽減と感染拡大防止につながった。日常業務では、事
務連絡や部署内の情報伝達など積極的に活用され、情報共有ができることで円滑な運営が可能となった。 【考
察】日常業務をする上で、情報共有は必要不可欠であり、円滑な連携は組織としての成長にも貢献をもたらすも
のである。特に医療現場では、安全性、正確性、即時性が求められる。今までのような紙面上や電話などのアナ
ログな管理方法では、共有の漏れや伝達の遅れなどが起こりやすい。そこで、アナログな管理では実現できな
かった効率的・効果的なアプリが有効と考えられる。しかし、いざ導入しようと思うと、一般企業に向けたアプ
リや災害時のみの使用にとどまるアプリはあるものの、病院組織を意識した、普段から使用できるアプリを見つ
けることはできなかった。今回、市の助成金事業を活用しアプリ開発から関わる機会を得た。病院内で最も職員
数が多い看護部から活用することで、運用に向けて細かな改良が活発に行われた。このアプリの最大の特徴は伝
達機能にある。①看護部長と看護課長　②看護課長とスタッフ　それぞれの指示伝達および報告に徹底した。あ
くまで発信者と受信者は１対１であり、受信者同士の横軸での共有はあえて行わないようなシステムとした。１
対１で指示を伝達し、結果の報告を受けることが、病院組織を意識したシステムである。現在では、コロナ禍で
の活発なアプリ活用により、正確な情報が即時に伝わることで、スタッフの安全を守り、安心感へと繋がってい
ると考える。 【結語】アプリは、災害発生時だけでなく、日常での情報共有に効果的・効率的に全職員で運用さ
れている。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第4会場)

携帯アプリを活用した ER緊急連絡体制の確立 〜管理者として取
り組んだ3年間の成果〜

○友田 新二1 （1. 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 ER）
キーワード：緊急連絡体制、COVID-19、SNS
 
【目的】 2019年度より災害時対応も想定し、携帯アプリを活用した部署内緊急連絡の運用を開始した。その最中
に、 COVID -19（以下コロナと略す）の猛威を経験し、まさに災害レベルの対応が、突如として求められる事と
なった。コロナ禍においても、平時の救急医療を継続するため、目まぐるしく変わる感染対策や、発熱患者の受
け入れ体制について、現場スタッフが即時的に周知し、実践に臨む事が求められた。管理者より、情報提供・緊
急連絡などを行ったことで、コロナ禍においても、スタッフが抱える漠然とした不安を最小限に抑え、医療者の
感染を起こすことなく、継続的な搬送に繋げる事ができたと考える。今回、3年間の実績とスタッフアンケートを
元に、携帯アプリの活用が緊急連絡体制に有効であったかの検証とコロナ禍における活用の成果を報告する。
【方法】 今回、携帯アプリを活用した緊急連絡体制の評価をすべく、スタッフ（看護師・院内救命士）38名に
WEB上でアンケート調査を実施。 【倫理的配慮】 アンケートに関しては、 WEB上で無記名にて実施し、回答内
容によって個人に不利益がないように配慮した。また集めたデータは、今学会で発表する事を提示した上で協力
依頼を行い、看護部倫理委員会で承認を得た。 【結果】 ER経験年数は、5年以内が55.3％、10年以内が39.5％で
あった。以前の部署での緊急連絡体制については、84.2％が電話連絡網であった。アプリを用いた総合評価にお
いては、やや満足から大変満足と回答した者が97.4％。その理由として特に多かったのが、①情報共有
（89.5％）②院外でも資料閲覧が可能（84.2％）③内容を見返せる（84.2％）といった内容であった。コロナ禍
におけるアプリの活用については、やや必要から大変必要と回答した者が97.4％。その理由として特に多かった
のが、①情報共有（81.6％）②情報伝達の速さ（78.9％）③内容を見返せる（76.3％）といった内容で
あった。今後もスタッフ全員が、現行の緊急連絡体制を希望するという回答であった。 【考察】 電話による緊急
連絡体制では、不在時の伝言が途絶えたり、具体的な内容まで伝える事が難しいと言える。また、どの時点で何
名に伝わったのかが不明瞭という課題があった。さらに災害時は、ライフラインの断絶が起こる可能性も高
く、有効的な手段としては言い難い。今回アプリを活用し、勉強会や病棟会の実施、また災害時緊急招集訓練な
どを実施した事で、身近にアプリの活用を感じ、簡便に実施できる事を実感できたと考える。そんな中、未知な
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るウイルスの襲来により、日々コロナ対応を余儀なくされたスタッフにとって、感染対策マニュアルや診療体制
など、即時的な情報共有や伝達の速さ、また何度も情報を見返せるという利便性が、漠然とした不安を最小限に
留める一助となったと考える。それらの経験が重なり、携帯アプリ活用における高いニードに繋がっていると言
える。しかし、一方でプライベートと仕事の時間が不明瞭になる事や、アプリ使用による携帯ギガ容量も指摘さ
れた。その点に関しては、配信時間や管理者のみの配信など運用規定を設け、スタッフが必要とする情報を追加
で配信することで、アプリの活用における満足度に繋げる事ができたと考える。 【結語】 携帯アプリを活用した
緊急連絡体制は、コロナ禍での実績を踏まえ、アンケート結果からも有効性が高いと言える。今後もアプリを活
用した緊急連絡体制の確立を進めていき、あらゆる緊急事態にも対応できる連絡体制の構築を図っていく。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第4会場)

血管造影室における注射薬誤薬防止トレイ導入の取り組みの効果
○小島 圭太1、葛綿 智哉2 （1. 新潟県立燕労災病院、2. 立川綜合病院）
キーワード：血管造影室、誤薬防止、トレイ
 
＜緒言＞ 
　A病院の血管造影室において、同じサイズのシリンジで無色透明の注射薬を近接して事前準備した後に取り違え
投与した注射薬誤薬のアクシデント事例が発生した。必要な作業手順や手続きを先取り・省略するといった不完
全行動も含め、複数の要因で事故が発生したとの検証がなされた。再発防止として、注射薬の取り違えに対
し、血管造影室にある注射薬剤準備カートに使用頻度の高い薬剤名をラベリングしたカトラリートレイを注射薬
誤薬防止トレイ（以下、トレイ）として導入配置し、その効果を明らかにする。 
＜目的＞ 
　血管撮影室におけるトレイ導入による注射薬誤薬防止の効果を明らかにする。 
＜研究方法＞ 
1.対象:A病院血管造影室に勤務する看護師 
2.研究期間:2020年11月〜2021年7月 
3.トレイの作成と運用:「ヘパリンナトリウム」、「局所麻酔薬」、「造影剤」「その他薬」の４つの配置ス
ペースからなる身近な商業施設で手に入るカトラリートレイを代用し作成した。使用したトレイの購入金額は
110円/個(税込)であった。検証中に「その他薬」スペースが狭い(写真1:1次検証トレイ)とのアンケート結果か
ら、「その他薬」スペースを拡大したトレイ(写真2:2次検証トレイ)へ修正し使用した。準備段階でバイアルやア
ンプルと共に準備注射薬シリンジをラベリングされたスペースに入れることを遵守した。薬剤使用時は、シリン
ジのバイアルやアンプル、ラベリングしてある薬剤名を照合するひとりダブルチェック法を遵守してから実施す
る事とした。 
4.トレイ使用期間:9か月間 
5.データ収集と解析方法:独自に質問紙を作成、無記名自記式質問紙調査を実施した。項目は選択回答法と自由記
載法を用いた。結果は単純集計を行い、自由記載における結果に関しては、意味内容の類似性に基づいて分類し
て、カテゴリー化で解析を行なった。 
＜倫理的配慮＞ 
　対象者に文章と口頭で説明同意を得た。又、看護部倫理委員会の承認を得て実施した。 
＜結果＞ 
　トレイ活用後のアンケート結果対象者7名中7名の回答(回収率100%)が得られた。【血管造影室において注射薬
剤関連のアクシデント経験はあるか】は「はい」1名「いいえ」6名だった。【血管造影室において注射薬関連の
インシデント経験はあるか】は、「はい」2名「いいえ」5名だった。【現在トレイを活用しているか】【トレイ
の区分けは適切か】【注射薬剤が見やすくなったか】は、「はい」7人「いいえ」0人だった。【トレイ導入後に
注射薬剤に関連するインシデント経験はあるか】は、「はい」0人「いいえ」7人だった。【トレイは注射薬誤薬
防止に有効だと思うか】は、「はい」7人「いいえ」0人だった。 
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＜考察＞ 
　注射薬誤訳防止は複数の手順により事故防止が図られており、トレイ導入のみによって注射薬誤薬防止に繋
がったとは言い難い。しかし、スタッフ個々人の安全管理能力に任せるのではなく、トレイを導入すること
で、緊急時に注射薬剤の混在を防ぐ定位置化と、ラベリングした区域に注射薬を準備する視覚化を図り、視認性
を向上させ、事故防止につながる要因になりえた可能性は示唆する。 
　準備注射薬の取り違いにより発生したアクシデントに対して、トレイ導入により注射薬誤薬防止に取り組ん
だ。しかし、トレイ導入単独での注射薬誤薬防止は困難であり、事故防止は複合的な要因により防げるものと考
え、複合的要因を明確にし、トレイ導入と併せた事故防止と、その関連性や効果の検証をさらに行っていきた
い。 
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演13
座長:谷津 千春(公立館林厚生病院)
2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第5会場 (研修室909)
 

 
当院における重症 COVID-19患者家族への看護実践　－受け入れ当初の看護
実践を振り返って－ 
○菊池 奈津子1、田代 亜里沙1、渡邊 直樹1、園川 雄二1 （1. 東海大学医学部付属病院） 
新型コロナウイルス感染症による面会制限下の A病院救命救急センター入室
患者家族のニードとコーピング 
○大塚 衣純1、下道 由佳1 （1. 大分県立病院救命救急センター） 
COVID-19疑いで面会制限がある患者家族のニードに関する調査 
○吉末 朱里1、細川 久美1、志賀 里紗1、細谷 かおり1、東 桂子1 （1. 社会医療法人愛仁会高槻病
院） 
救命救急センター入院患者の家族の思いと看護師の対応 ～新型コロナウイ
ルス感染症による面会制限の影響～ 
○庄司 直彌1、三浦 崇子1、斎藤 美香子1、千葉 節子1、いしかわ 良江1、野村 理絵1、渡辺 佳代子1

、種子 和也1、小野寺 智香1、野澤 馨太1 （1. 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター） 
面会制限下における Familyコールの取り組み：質問紙調査による評価と家
族支援の検討 
○菊池 亜季子1、五十嵐 夢乃1、大浦 美穂1 （1. 日本赤十字社医療センター 救命救急センター） 
集中治療室における COVID-19感染拡大防止による面会制限中の家族の
ニーズ 
○北村 拓弥1、田中 七瀬1、後藤 優1、駒村 元貴1、宮地 富士子1、山田 亨1 （1. 東邦大学医療セン
ター大森病院） 
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(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第5会場)

当院における重症 COVID-19患者家族への看護実践　－受け入
れ当初の看護実践を振り返って－

○菊池 奈津子1、田代 亜里沙1、渡邊 直樹1、園川 雄二1 （1. 東海大学医学部付属病院）
キーワード：重症COVID-19、患者ケア、家族看護、事例研究
 
【目的】当院における重症 COVID-19受け入れ当初の患者家族への看護を振り返り、実践された看護を明らかに
する。 
【方法】事例研究。対象は、患者 A氏70歳代女性とその家族。 A氏が重症 COVID-19の診断にて当院搬送とな
り、永眠されるまでの約2ヶ月間とした。対象者に関する診療記録、看護記録、カンファレンス記録、また各記録
を元に研究者間で当時を想起し、データとして記述した。収集したデータを山本らのケアの意味を見つめる事例
研究法を用い、「問われ語り」を行いながら看護実践のキャッチコピーを作成し、そこから小見出し、大見出し
へと概念化した。 
【倫理的配慮】対象者の匿名性の保護に配慮し、個人が特定されないようにした。発表に際し、対象者である家
族へ説明し同意を得た。また、当院の臨床看護研究審査委員会の承認を得た。 
【結果】未知のウイルス感染症である COVID-19に対して「厳重な感染対策を徹底する」「 COVID病棟の看護体
制を整備する」ことを通して、『 COVID-19の脅威から家族や医療者を守る』ことに取り組みながら、入院直後
から終始「エビデンスや経験から治療やケアを考えて実践する」「急変に迅速かつ確実に対応する」「エンドオ
ブライフへギアチェンジし、家族が納得できる看取りをする」など、『質の高い医療や看護を提供する』を実践
していた。また、病状の改善を認めず入院も長期化しつつある際には、「一度立ち止まって考える時間を作
る」「医師と問題やゴールを共有する」「患者家族アセスメントと看護ケアについて話し合う」ことにより『患
者家族のゴールの明確化と看護戦略を共有』し、『質の高い医療や看護を提供する』に繋げていた。そして面会
制限があるため病院に来院する機会が少ない家族に対しても、『家族の全体像やニーズを捉えて家族を支え
る』ために、「家族の反応を窺い、家族のニーズを感じ取る」「話しやすい雰囲気や関係性を作り、家族の思い
を引き出す」「家族に現状を理解してもらうために、患者の状況や反応を伝える」ことをしていた。その上で
『家族の輪を繋ぐ』ために、「家族の思いを届けるために、面会の代替方法を作る」「オンライン面会をマネジ
メントする」ことを行なっていた。 
【考察】今回、重症 COVID-19患者である A氏とその家族への看護実践では、新規性のあるようなものはな
かった。しかし、この時期は緊急事態宣言が発令され、 COVID-19への恐怖感が増していた時期でもあった。日
本看護協会も COVID-19に対応する看護師へのメンタルヘルスの重要性を指摘しており、看護師は強い不安やス
トレスを抱えながら、危機的状態の中で看護に当たっていたと言える。つまり、新規性はなかったものの、こう
した状況でも平常と変わらずに看護実践できたことは評価すべきことであると考える。また、コロナ禍では面会
制限が余儀なくされ、家族が来院する機会も減少しているが、家族が置かれている状況はコロナ禍以前と変わら
ず、患者の回復を願い、会えない時間も不安を抱えている。よって、面会できない状況であるからこそ家族を支
援する必要性があると言える。したがって、今回の『家族の全体像やニーズを捉えて家族を支える』『家族の輪
を繋ぐ』は、非常に重要な看護実践であったと考える。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第5会場)

新型コロナウイルス感染症による面会制限下の A病院救命救急セ
ンター入室患者家族のニードとコーピング

○大塚 衣純1、下道 由佳1 （1. 大分県立病院救命救急センター）
キーワード：新型コロナウイルス、CNS-FACEⅡ、面会制限、家族看護
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【はじめに】 
　2020年より新型コロナウイルス感染対策として病院全体で原則面会禁止となった。それにより、医療者と家族
との関わりが減少し家族ケアの難しさを感じた。クリティカルケアを受ける患者の家族のニードとコーピングの
測定尺度として山勢らの CNS-FACE(Coping &Needs Scale for Family Assessment in Critical and Emergency
Settings）がある。今回 CNS-FACEから新型コロナウイルス感染症による面会制限下の家族のニードとコーピン
グを明らかにし、今後の家族ケアに繋げるため本研究に取り組むこととした。 
【研究目的】 
　新型コロナウイルス感染症による面会制限下の救命救急センター入室患者の家族のニードとコーピングを明ら
かにする。 
【研究方法】 
1.対象者: A病院救命救急センターに入室した患者の家族で研究の同意が得られた3名。 
2.データ収集期間: 2021年10月〜12月 
3.データ収集方法：1) CNS-FACEⅡ行動評定チェック用紙を保管しているファイルから対象者のチェック用紙を回
収した。2)患者情報や面会状況などを電子カルテより情報収集した。 
4.分析方法： 1） CNS-FACEⅡアプリケーションを使用し、対象者のニードとコーピングを点数化した。2）対象
者全員の各ニードとコーピングの平均値を算出し、本研究と先行研究との比較を行った。  
5.倫理的配慮：研究参加は自由意思であり、参加を拒否しても患者の治療や看護に不利益がないことを文書で説明
し同意を得た。本研究は倫理委員会の承認を得て実施した。 
【結果】 
　対象者全員の各ニードとコーピング得点の平均値は、[保証]が2.69と最も高く、次いで[情報]2.64、[接
近]2.36、[社会的サポート]2.27、[情緒的サポート]1.77、[安楽・安寧]1.15であった。コーピングでは、 [問題
思考的]2.3、[情動的]1.81であった。先行研究と比較すると、[保証][情報][接近]の3つのニードが上位ニードで
ある点、[情動的]コーピングより[問題思考的]コーピングが値が高い点は先行研究の結果と同様であった。 
【考察】 
　対象者全員の各ニードの得点の平均値のうち、最も高い点数であり、また、面会制限による影響が強いと捉え
られた[保証]のニードについて考察する。 
　重症救急患者の家族は、生命危機にある患者を目の前にし、絶望感や何もできないといった無力感を持ってい
ると言われている。このような心理状態の中で家族は、患者に最善の医療を提供してほしい、1日でも早く回復し
てほしいといった希望を強く持っていたのではないかと考えられた。また、[保証]のニードは、患者に行われてい
る治療や処置に対して安心感や希望などを保証したいとするニードとも言われている。このことから、患者の回
復した姿から安心感を得たいといった思いもあったのではないかと考える。しかし、重症度によっては患者と意
思疎通を図ることが困難なことや、面会禁止や面会できても一定の距離を保たなければならないといった制約が
あった。その中で患者の回復を実感することは困難であり、[保証]のニードが最も高い値となったと考える。今
後、面会ができない時も普段の患者の様子や反応などを家族へ伝えることによって、安心強化に繋がるのではな
いかと考える。  
【研究の限界】 
　本研究は CNS-FACEⅡの評価者を病棟看護師全員としており、研究結果に偏りが生じた可能性が考えられる。ま
た、看護師による客観的な評価であり、家族の心理的状況を個別にアセスメントした結果とはいえない。ま
た、3事例を対象とした結果を一般化することは難しい。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第5会場)

COVID-19疑いで面会制限がある患者家族のニードに関する調査
○吉末 朱里1、細川 久美1、志賀 里紗1、細谷 かおり1、東 桂子1 （1. 社会医療法人愛仁会高槻病院）
キーワード：COVID-19、患者家族のニード
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COVID-19疑いで面会制限がある患者家族のニードに関する調査 社会医療法人愛仁会　高槻病院　救急センター
吉末朱里　細川久美　志賀里紗　細谷かおり　東桂子　 
Ⅰ、はじめに 救急・クリティカルケア領域の患者家族に特に高いニードは、情報・接近・保証とされている。昨
今、コロナ禍において隔離対応を余儀なくされた患者は増加しているが、患者家族の求めるニードに関する先行
文献はなく、明らかにされていない。コロナ禍において患者家族の求めるニードに相違があるのか、救急セン
ターで実践している面会制限での関わりが患者家族のニード充足に繋がっているのか調査し明らかにした。 Ⅱ、研
究目的 コロナ禍において、患者家族のニードは情報・接近・保証と相違があるのかを明らかにする。また、面会
制限での関わりが患者家族の求めるニード充足に繋がっているのかを調査する。 Ⅲ、研究方法 研究対象は、
COVID-19疑いにて隔離入院となった患者家族10名。方法は、情報・保証・接近の3つのニードに関する半構造化
面接を中心に行い逐語録から分析した。また、ビジュアルアナログスケール（以下 VAS）でニードの満足度を評
価した。 Ⅳ、倫理的配慮 本研究は院内の倫理審査委員会の承認を受け実施した。また、研究成果の公表について
同意書を用いて承諾を得た。 Ⅴ、結果 3つのニードに関する半構造化面接を行い、逐語録を元にカテゴリー化し
た。 1)情報では【患者の状態を早く知りたい】【コロナに感染しているか知りたい】など8項目、接近では【患者
の顔が見たい】【患者の声が聞きたい】【患者と直接会いたい】の3項目、保証では【わかりやすい説明を聞いて
安心したい】【人としての尊厳を守ってほしい】など7項目のカテゴリーが導き出された。 2)VASの結果、3つの
ニードの満足度は10cmを満足としたところ、情報は平均8.5cm、接近は平均9.5cm、保証は平均8.9cmで
あった。 Ⅵ、考察 結果より、コロナ禍においても患者家族の求めるニードに相違はなかった。コロナ禍特有のカ
テゴリーとして、情報では【接触者について説明してほしい】保証では【コロナ禍で搬送が困難な中でも患者を
受け入れてほしい】が抽出された。更に接近では「コロナ禍で面会制限があっても仕方がない」と発言しながら
も【患者の顔が見たい】【患者の声が聞きたい】【患者と直接会いたい】が抽出された。 COVID-19はこれまで
に経験がない感染症であり、予測困難な病状経過であることが情報・保証のカテゴリーに影響をしたと考え
る。また、接近のカテゴリーでは、家族らが患者の生存や体調を直接確認することが困難な状況が、患者家族の
思いを高めると考える。 情報・保証のニード充足に向けて、検査の内容や進捗状況、治療内容など家族へ伝え
た。患者家族からは「わからないことを聞いたら分かりやすく答えてくれて安心した」などの発言もみられ
た。接近のニード充足に向けて、イエローゾーンでの窓越し面会と、電話で話すことができるよう対応してい
た。患者家族からは、「お互いの顔が見ることができ安心した」「コロナ禍で面会できないと思ったが面会でき
てすごく嬉しかった」と発言があり、患者家族の求めるニード充足に繋がったと考える。さらに VASで評価した
3つのニードの満足度からも、現状で行っている関わりが患者家族の満足度の高さに繋がっていると考える。
Ⅶ、結論 研究結果よりコロナ禍においても、情報・接近・保証のニードは高かった事に加えて、コロナ禍特有の
ニードが明らかになった。また、面会制限での関わりが患者家族のニード充足に繋がり、満足度も高いことがわ
かった今後も患者家族のニードに配慮した関わりを続けていく努力が必要である。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第5会場)

救命救急センター入院患者の家族の思いと看護師の対応 ～新型
コロナウイルス感染症による面会制限の影響～

○庄司 直彌1、三浦 崇子1、斎藤 美香子1、千葉 節子1、いしかわ 良江1、野村 理絵1、渡辺 佳代子1、種子 和也1

、小野寺 智香1、野澤 馨太1 （1. 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター）
キーワード：救命救急センター、家族の思い、看護師の対応、面会制限、新型コロナウイルス
 
【はじめに】 救命救急センターに入院した患者は外傷や病態ともに突然の場合が多い。また、このような危機的
状況を目の当たりにした家族は患者の状況変化による身体反応や情報不足・面会制限・環境の変化等による精神
的危機など様々な影響を受けることが考えられ、患者の家族への対応も重要である。しかし、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため現在は面会が原則禁止となっており、家族との荷物の受け渡しも短時間で行われるた
め、家族が患者情報を受け取れる機会が少ない状況である。そこで今回、家族が看護師に求めていることと看護
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師の対応に差異が生じていないかを明らかにし、家族の思いに寄り添った看護に繋げたいと考え本研究を行うこ
ととした。 【目的】 救命救急センター入院患者の家族が求める看護師の対応に差が生じていないかを明らかにす
る。 【方法】 倫理委員会承認後、令和3年9月1日～10月30日までに救命救急センター入院した患者の家族を対象
に質問紙を用い、看護師の関わりとして最も求めていることを環境調整・チーム調整・情緒支援・情報提供・意
思決定支援から選んでもらい調査を行った。また、救命救急センター配属年数2年目以上の看護師56名に対し、上
記5つのカテゴリーから患者家族との関わりで重要と考え実践していることを調査し、クロス表、カイ2乗検定を
用いて分析した。 【倫理的配慮】 質問紙調査においては、研究の目的など記述し書面で説明を行い、質問紙への
回答、投函を以て研究参加に同意したものとみなした。質問紙調査は無記名とし、個人が特定されるような情報
が研究メンバー以外の人に知られることがないようにした。 【結果・考察】 カイ2乗検定を用いて結果を分析し
たが、患者家族が求めていることと看護師の対応の有意差は明らかにならなかった。新型コロナウイルス感染症
による病床数の減少に伴い、多くの患者家族の意見を集めることができなかったことも影響していると考える。
患者家族の有効回答数50名と看護師の有効回答数52名への質問紙の結果から、情報提供を最も重要と考えている
割合が患者家族で56％、看護師で50％と双方とも最も多く、家族が看護師に求めていることと看護師の対応に差
はなかったと考える。情報提供の中でも特に患者の状態や医師による病状の説明や治療説明後の補足を看護師に
求める患者家族や重要と考える看護師の割合が多かった。 看護師への質問紙の回答から、患者家族のスマート
フォンなどで患者の様子の撮影やテレビ電話を活用しコミュニケーションを図ることで患者の入院生活がイ
メージしやすいよう工夫しているとの意見もあった。実際に患者家族からの質問紙には、「面会制限で会えない
けれど看護師から患者の状態を聞くことで安心することができた。」との声も聞かれた。そのため、面会制限の
なかでも必要とする情報を提供することで患者家族もチーム医療に参加することが出来、家族が求める看護師の
対応が可能であると考える。 また、新型コロナウイルスによる面会制限以前にも写真や手紙の受け渡しなど患者
の個々に合わせた対応を行っていた。このような看護をスタッフで情報共有し実践していたことにより、看護師
経験年数による家族対応の差はみられなかったと考える。 【結論】 1.患者家族が求めていることと看護師の対応
に有意な差はなかった。 2.面会制限の中でも患者家族が必要とする情報提供を行うことがチーム医療への参加の
ために重要である。 3.患者家族への対応で重要と考えていることは看護師経験年数では有意な差はなかった。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第5会場)

面会制限下における Familyコールの取り組み：質問紙調査によ
る評価と家族支援の検討

○菊池 亜季子1、五十嵐 夢乃1、大浦 美穂1 （1. 日本赤十字社医療センター 救命救急センター）
キーワード：家族看護、面会制限、チーム医療
 
Covid-19の感染拡大、蔓延に伴い、家族の面会制限は長期化している。当院 EHCUでは早期退院・転院調整の支
援に力を注いでおり、これまで面会の場を活用し家族の心理的支援や退院調整を進めてきた。しかしこの度の面
会制限に伴い、看護師が家族支援の難しさを感じるだけでなく、患者の様子が共有できないことで退院・転院調
整が難渋することが増えた。そこで、 EHCUにおいて入院中の患者の日常生活の様子を共有するための
Familyコール（以下、 Famコール）が導入された。これにより、患者の家族の不安軽減、スムーズな退院・転院
調整につなげることを目指した。その取り組みの具体的評価を目的に質問紙を用いて検討することとした。 
　本研究では家族へ質問紙を配布し、家族へ行う Famコールの評価を目的とした。これにより、面会制限下にお
いて EHCUに入院した患者の家族への支援の示唆を得ることができる。 
研究デザインは質的記述的研究で、研究期間は2021年倫理審査承認後9月より2022年3月までとした(承認番
号：1347)。 EHCU入院患者の入院期間の長期化が予想され、かつ不安が強く Famコールを希望した家族に、研
究内容を口頭と書面をもって説明、無記名式質問紙を配布した。質問紙の回答は任意であること、同意されない
場合も不利益がないことを説明した上で、来院時に病棟案内窓口に配置された回収箱への提出をもって同意が得
られたものとした。質問紙では、 Famコールの満足度、患者の生活のイメージがついたかなどを4段階の順序尺度
で評価とし、家族支援に関して期待すること、求めることについては自由記述とする内容とした。質問紙内容に
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ついて順序尺度の回答からは単純集計を行い、自由記述においては家族支援について質的記述的に分析を
行った。 
　研究参加者は Famコールを実際に受けた3名の家族であった。 Famコールについて、期待以上67%、期待通り
33%と肯定的な結果が示された。また Famコールで看護師に聞きたいこととして、「患者の心身の様子や健康状
態」、「本人の状態や見通し」が挙げられた。この Famコールを今後も行うかどうかについては継続希望が
100%であった。この取り組みを通して、看護師に期待することは「少しでも本人の状態を教えてくれること」と
要望があった。3名ともに、 Famコールについて「お願いしていたことを次のコールで引き継いてもらえた」「家
族の不安にも寄り添ってもらえた」との意見があった。また自由記述の結果より、《患者の様子を知るこ
と》《見てもらえている安心感》《繋がっている実感のツールの確保》の3つの家族支援のニーズが抽出された。 
　緊急入院に伴う面会制限は急な分離と予後の不安から家族の心理的負担を増大させる。患者の身近にいる看護
師から患者の様子がわかる Famコールは有用であったと考察する。患者の様子を知ることが看護師に見てもらえ
ている安心感、そしてそれが面会制限下における患者と家族を繋ぐツールとなることが示唆された。 Famコール
を実施した看護師からも家族の温かい感謝の言葉を受け、家族ケアの実感を得る機会となったと評価できる。一
方で今回の研究参加者は3名と限られた対象のみであり、一般化は難しい。また、一般病棟転棟に伴い Famコール
は終了となるため家族がケアギャップを感じないような配慮が必要となることも示唆された。さらに今後の課題
として、看護師が伝えた患者の客観的な様子が、面会時に乖離しないかについても注意深く見ていく必要があ
る。 Famコールは看護師の不全感にも寄与することが明らかとなったため、院内において継続看護への発展とし
て進めていきたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:05 〜 11:05  第5会場)

集中治療室における COVID-19感染拡大防止による面会制限中
の家族のニーズ

○北村 拓弥1、田中 七瀬1、後藤 優1、駒村 元貴1、宮地 富士子1、山田 亨1 （1. 東邦大学医療センター大森病院）
キーワード：面会制限、ニーズ、COVID-19、集中治療室
 
［目的］ Molterは、「重症患者の全人的なケアに家族は不可欠な存在であり、家族のニードを認めどのように満
たされているかを評価する必要がある」と述べ、看護師が家族のニーズを把握することの重要性を指摘してい
る。 COVID-19感染拡大防止のために T病院集中治療室（以下、 ICU）では原則、面会禁止（以下、面会制
限）を実施している。どのような状況下でも質の高い家族看護を提供するためには、面会制限により、変化した
可能性がある家族のニーズを把握することが重要である。よって、今回重症患者家族のニーズを明らかにするこ
とを本研究の目的とした。［方法］研究対象者は、2020年10月1日から2021年3月31日の間に ICUに入室した患
者の家族で、そのうち、 ICU入室期間が3日以上で20歳以上の成人患者の家族を対象とした。 T病院入院中に死亡
退院した患者の家族、独居の家族は除外した。アンケート調査においては、患者の家族宛にアンケート用紙と研
究協力及び研究結果の公表に関する説明文書を郵送し、返信のあった対象者のデータを分析対象とした。自由記
載から得た語句を意味内容から類似性に従い分類し、複数の研究者で検討を行い、カテゴリー化し、分析し
た。倫理的配慮に関しては、 T病院倫理委員会の承認を経て実施。本研究では、重症患者の家族を対象としている
ため、アンケートにより入院中の記憶が想起されることが考えられたため、研究者間で協議を行い、前述のよう
に対象者の選定において細心の注意を払った。［結果］アンケートは対象者75名に送付し、28通が返信され
た。そのうち、有効回答22通（回収率37.3％、有効回答率78.5%）を分析対象とした。分析の結
果、85コード、17サブカテゴリー、6カテゴリーが抽出された。【】はカテゴリーを示し、コード数が多い順に
並べると、家族のニーズは【患者の状態を知りたい】【面会して患者のそばにいたい】【家族の心の安寧を保ち
たい】【医療従事者を信頼したい】【患者と家族の生活や体調を整えたい】【社会情勢を考慮して面会できない
ことを受け入れている】であることが明らかになった。［考察］抽出されたカテゴリーを下記の通りに定義し
た。【患者の状態を知りたい】必要な情報を適切なタイミングで提供してほしいニーズ。【面会して患者のそば
にいたい】面会制限措置の目的は理解できるが、それでも患者の近くにいたいニーズ。【医療従事者を信頼した
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い】面会制限により患者や患者を取り巻く環境に触れられない中で、医療従事者を信頼し任せたいニーズ。【家
族の心の安寧を保ちたい】家族の不安を軽減し、家族自身の安楽を得たいというニーズ。【患者と家族の生活や
体調を整えたい】患者や家族を取り巻く支援体制を考え、将来の生活を見据えたいニーズ。【社会情勢を考慮し
て面会できないことを受け入れている】安全を優先し、面会制限を受け入れているニーズ。ニーズを抽出する過
程で、【家族の心の安寧を保ちたい】を中心として、その周囲に他の5つのニーズがあると考えた。「患者の状態
を知って安心したい」、「患者の近くにいて不安が減った」など周囲の5つのニーズは【家族の心の安寧を保ちた
い】に帰属している傾向があり、安楽を求めて周囲の５つのニーズを満たしていることが推測された。また、周
囲の５つのニーズも独立して存在しているのではなく、「患者の状態を知ることで適切な医療を受けられている
と実感し医療従事者に治療を任せたいと思う」、「患者に触れて患者の状態を知りたい」など、相互に関連して
いた。今後はこれらのニーズを踏まえ、質の高い家族看護を目指す必要がある。 
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演14
座長:山中 大和(済生会川口総合病院)
2022年10月15日(土) 10:40 〜 11:40  第7会場 (研修室906)
 

 
JTAS発熱症候成人患者の年代別入院率の実態と適切なレベルの検討 
池田 直樹1、○武田 和香実1、早坂 真美1 （1. 山形県立中央病院） 
当院救急外来におけるアンダートリアージの要因 
○雨川 真大1、牛尾 哲平1、板谷 恵美1、西尾 祐人1、門田 清孝1、清弘 珠愛1、横田 はるか1、森 千
優1 （1. 広島大学病院 看護部） 
救急外来での院内トリアージにおける再トリアージの有用性 
○田辺 夏奈1、竹下 諒1、堀之内 香奈子1、中島 真寿美1、西元 千草1、佐藤 勇司1、飯田 京介1、伴
律子1 （1. 横浜労災病院救命救急センター） 
ウォークイン患者に対するトリアージ時の呼吸に関する観察～超早期の観察
から予測する看護～ 
○須貝 太紀1、佐藤 愛里1、大津加 麻美1、橋本 翼1、酒井 ひとみ1 （1. 公立置賜総合病院 救命救急
センター救急外来） 
院内トリアージの質向上を目指した「全症例事後検証」の実践 
○大桃 美穂1 （1. 町田市民病院） 
トリアージ事後検証で明らかとなった当院のトリアージの現状と課題 
○原 貴美子1、佐藤 圭信1、安齋 亨1、園川 雄二1 （1. 東海大学医学部付属病院救命救急センター） 
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(2022年10月15日(土) 10:40 〜 11:40  第7会場)

JTAS発熱症候成人患者の年代別入院率の実態と適切なレベルの
検討

池田 直樹1、○武田 和香実1、早坂 真美1 （1. 山形県立中央病院）
キーワード：院内トリアージ、JTAS、発熱、SIRS、qSOFA
 
【はじめに】 A病院救急室では、自己来院患者に対して JTASを用いて緊急度判定を行っている。 JTASは、成人
患者で SIRS陽性の場合、又は qSOFA陽性の場合はレベル2判定を推奨しているが、 SIRS陽性でレベル2の患者で
も帰宅する場合がある。また、 JTASではレベル判定基準に年齢による区分がないが、若年者であることを理由に
看護師判断でレベルを下げる場合があり、軽症と診断される患者も多い。そのため、該当する全症例をレベル2と
することは感度が高いと思料される。そこで、発熱症候成人患者を SIRSと qSOFAで評価した結果と年代別入院率
を把握し、 CTAS予測入院率(以下予測入院率)と比較し、適切なレベルの検討を行うこととした。  
【目的】 A病院救急室を自己来院受診した発熱症候成人患者における年代別入院率の実態と適切なレベルの検討
【方法】 2018年4月1日から2021年月31日までに自己来院受診した JTAS発熱症候成人患者を対象に、 SIRSのみ
陽性(以下 A群)、 qSOFAのみ陽性(以下 B群)、 SIRS及び qSOFA両方陽性(以下 C群)、 SIRS及び qSOFA両方陰性
(以下 D群)に分け、各群の年代別入院率を予測入院率と比較した。 除外基準は、バイタルサインの記載が不十分
で SIRSおよび qSOFA判定不能の患者とした。 【倫理的配慮】 本研究は、所属施設の看護研究委員会倫理審査で
承認を得て実施した。収集した情報は個人が特定できない形で処理した。 
【結果】 発熱症候患者は2014人であった。そのうち、入院者は502人、帰宅者は1512人だった。除外基準該当
者は282人であり、調査に有効な症例は1732人、入院者430人、帰宅者1302人だった。 A群入院率は24.9%で予
測入院率レベル3に該当した。 A群の80代入院率は53.9%、90代入院率は52.4%で予測入院率レベル2に該当し
た。 B群入院率は46.2%、 C群入院率は68.5%で、ともに全年代で予測入院率レベル2以上に該当した。 D群入院
率は19.0%で予測入院率レベル4に該当、全年代で予測入院率レベル3以下だった。 
【考察】 A群は年代の上昇につれて入院率が上昇する傾向にあった。70代以下は予測入院率レベル3に該当したこ
とから、年代によりレベル3以下を考慮してよいことが示された。大屋らの「65歳未満であることを補足因子とし
て、トリアージレベルを下げても良い」との報告と同様の結果が得られた。 B群と C群は年齢に関わらずレベル
2以上とし、 D群は年齢に関わらずレベル3以下が妥当であると考える。また、先行研究において SIRSと
qSOFAを比較する検討はなされてきたが、本研究のように、 SIRSと qSOFAの組み合わせによる指標についての
文献はまだ少ない。海外では、 SIRSと qSOFAを組み合わせた qSIRSの有効性が検討されており、さらにデータ収
集を行うことが求められる。 
【結論】 年代が高くなると入院率も上昇する傾向にあり、年代を考慮する必要がある。 SIRSのみ陽性者のう
ち、70代以下はレベルを下げることを考慮し、80代以上はレベル2を考慮する。 qSOFAのみ陽性者と、 SIRS及び
qSOFA陽性者は全年代でレベル2以上を考慮する。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:40 〜 11:40  第7会場)

当院救急外来におけるアンダートリアージの要因
○雨川 真大1、牛尾 哲平1、板谷 恵美1、西尾 祐人1、門田 清孝1、清弘 珠愛1、横田 はるか1、森 千優1 （1. 広島
大学病院 看護部）
キーワード：救急外来、院内トリアージ、アンダートリアージ
 
目的 
本研究では、 JTASを用いた院内トリアージの精度向上に向けた教育支援や患者の救命率向上のため、当院救急外
来におけるアンダートリアージ（以下 UT）の要因を明らかにする。 
方法 
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期間：2021年4月1日～2021年10月1日。対象： A病院救急外来を Walk inで来院し、 JTASを用いたトリアージ
を実施した患者854名。このうち欠損値がなかった691名を分析対象とした。データ収集方法：対象者の①バイタ
ルサイン（以下 VS）②年齢③性別④トリアージ看護師の看護師経験年数⑤トリアージ看護師の救急外来経験年数
⑥診療科について電子カルテからデータ収集を行った。分析方法： UT群とトリアージ判定が適切だった群の2群
を目的変数、上記①〜⑤を説明変数として多重ロジスティック回帰分析を行った。（有意水準5％未満）。 
用語の定義 
アンダートリアージ： JTASによるトリアージ初期評価での緊急度が、実際の適正評価の緊急度よりも低いこと。 
倫理的配慮：本研究は広島大学疫学研究倫理審査委員会の承認を得て実施した（疫受-4211）。 
結果 
対象患者は男性371名（53.6％）、女性320名（46.3％）、年齢は中央値59.0歳(±23.0)であった。 
トリアージ看護師10名について、看護師経験年数は3年～13年、平均7.1年であった。そのうち救急外来経験年数
は0年～12年、平均2.0年で救急外来経験年数5年未満が90％であった。 
UTは計154/691件、 UT率は22.2％であった。 UTとなった理由は「特異的な2次補足因子」89件（57.7％）、「
VS」39件(25.3％)、「疼痛」18件（11.6％）、「出血」7件（4.5％）、「受傷機転」1件（0.6％）であった。 
多重ロジスティック回帰分析で、「性別（ p=0.0083）」、「収縮期血圧(p=0.0000655)」「
SPO2(p=0.013)」で有意差を認めた。「性別」に有意差を認めた要因を調べるため、「性別」を目的変数、上記
①〜⑤と UTとなった理由の5つの項目を説明変数として、再度ロジスティック回帰分析を実施した結果、「体温
（ p＝0.00527）」に有意差を認めた。 
考察 
UTの理由として「特異的な2次補足因子」が UT全体の約58％を占めていた。涌井は、繁忙時には主訴コード選定
やトリアージ評価に時間がかかってしまう可能性がある１）と述べており、当院においても JTASでのトリアージ
評価の選択間違いが示唆された。 
「性別」を目的変数としたロジスティック回帰分析では、「体温」以外の項目で有意差を認めなかった。対象患
者で「38度以上の体温」だった男性比率が有意に高かったことが、今回の調査で「性別」に有意差を認めた要因
として考えられた。 
「収縮期血圧」「 SPO2」はトリアージ評価で軽視されやすい傾向があり、 UTが多いことが分かった。その背景
に、当院は2021年度から救急外来の担当部署変更があり、繁忙時に JTASに沿ったトリアージ評価よりも、これ
までの看護師経験や個々の主観でトリアージ評価してしまう場面があったと考えられた。 
結論 
今回の調査では、「収縮期血圧」「 SPO2」「性別」が UTの要因として有意差を認める結果となった。今回の結
果から、トリアージ看護師の救急外来経験年数では有意差は出なかったが、今後、 JTASの受講の有無との関連に
着目した研究を行う必要がある。 
 
参考文献 
１）涌井 幸恵:当院救急外来における院内トリアージの現状報告,新潟中央誌,第２７巻,p17-20,2019
 
 

(2022年10月15日(土) 10:40 〜 11:40  第7会場)

救急外来での院内トリアージにおける再トリアージの有用性
○田辺 夏奈1、竹下 諒1、堀之内 香奈子1、中島 真寿美1、西元 千草1、佐藤 勇司1、飯田 京介1、伴 律子1 （1. 横
浜労災病院救命救急センター）
キーワード：再トリアージ、救急外来
 
【はじめに】 
　A病院では、2012年4月より Japan Triage and Acuity System（以下 JTAS）による院内トリアージを実施し
ている。 JTASでは、急変の予兆の早期発見のため、初期トリアージの際に定めたトリアージレベル毎の診察開始
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時間内に診察開始出来なかった症例について、再評価をすること（再トリアージ）を推奨している。2014年に
A病院における再トリアージの現状調査を行ったところ、当時の再トリアージ実施率は0.3％と極めて低
かった。それ以降、専任のトリアージナースを配置している。再トリアージに関する現状調査や対策の必要性に
ついての先行研究は少数ながら行われているが、実際に再トリアージに関する詳細や有用性についての研究はほ
とんど行われていない。今回、再トリアージの現状の調査および、その有用性に関して研究する。 
【目的】 
　トリアージの現状調査を行い、再トリアージの有用性を明らかにする。 
【方法】 
対象：2020年4月～2021年3月において救急外来を受診し、トリアージが行われた15歳以上の全患者 
診療録より、初期トリアージ後に決められた時間内に診察できなかった症例（再トリアージ対象症例）を抽出し
た。その中で、再トリアージ時または診察開始時に、① ABCDに異常が出現した（急変）、②トリアージレベルの
上がるような状態変化（バイタルサイン等の変化、疼痛の強さの変化、主訴の変化など）があった、③緊急処置
が必要であった症例を、再トリアージが有用であった症例と定義した。 
再トリアージが有用であった症例の割合とその内容から、再トリアージの有用性を検証した。また、同時に再ト
リアージに関してトリアージナースからアンケートを集め、今後の対策を検討した。 
　なお、本研究は A病院の倫理委員会で審査を受け、規定に基づき個人が特定されないように配慮した。 
【結果】 
　調査期間中にトリアージを行った件数は5032件であった。その中で、再トリアージ対象症例は571件に対し
て、実際に34件に再トリアージが行われ、実施率は6.0％であった。再トリアージ対象症例の内、急変した症例は
なかった。トリアージレベルが上がるような状態変化があった症例は7件（バイタルサイン等の変化：4件　疼痛
の強さの変化：1件　主訴の変化：2件）であった。緊急処置が必要であった症例は18件（緊急手術：10件、緊急
内視鏡治療：6件、緊急輸血：1件、胸腔ドレナージ：1件）であった。心臓カテーテル治療、脳血管内治療を要し
た症例はなかった。 
【考察・結語】 
　現状調査の結果、再トリアージ対象症例の内、再トリアージの実施率は6.0％と以前よりは改善はされているも
未だに低値であった。この内、再トリアージが有用であったと考えられる症例が24/571件（4.2％）あった
が、実際に再トリアージを行い拾い上げた症例は1例のみであり、本来再トリアージで拾い上げるべき症例のほと
んどが行われていないことがわかる。急変例はなかったが、ショック兆候となっていた症例や、主訴が変化した
2症例は、途中で背部痛を訴えた腹部大動脈瘤の切迫破裂の症例や、途中で胸痛を訴えた不安定型狭心症の症例と
いずれも重症疾患であった。以上から、急変の予兆を早期に発見するために再トリアージする意義は大きいと言
える。また、再トリアージに関してのアンケートでは、再トリアージの必要性の理解不足や、再トリアージの詳
細がわからないなどの意見があった。特に忙しい外来において、再トリアージの際にどこまでの情報を再聴取す
るかは課題である。今後は、再トリアージの有用性を示した上で、再トリアージについてマニュアル化すること
で実施率の改善に努めていく。 
 
 
 

(2022年10月15日(土) 10:40 〜 11:40  第7会場)

ウォークイン患者に対するトリアージ時の呼吸に関する観察～超
早期の観察から予測する看護～

○須貝 太紀1、佐藤 愛里1、大津加 麻美1、橋本 翼1、酒井 ひとみ1 （1. 公立置賜総合病院 救命救急センター救急
外来）
キーワード：トリアージ、呼吸状態観察、予測
 
Ⅰ．はじめに 救急外来では、軽症から重症までのあらゆる重症度の患者が受診する。特に救急車以外で来院し、待
合で診察を待つ患者の中に緊急性の高い患者が隠れている場合がある。 Japan Triage and Acuity Scale（以下
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JTASとする）では呼吸状態の観察が重要視されている。また、重症化の指標にも呼吸回数が挙げられており、呼
吸観察の重要性が高い。 A病院救急外来の背景からも、ウォークイン受診する患者の中から緊急度を判定
し、ショックに陥る前に可能な限り早く気づき、早期治療介入に繋げていくことが必要である。今回ウォークイ
ン患者に対するトリアージ時に看護師が行う呼吸観察に焦点を当て意識調査を行った。Ⅱ．目的 救急外来スタッフ
のトリアージ時の呼吸観察における意識調査から、現状と課題を明らかにし、急変や状態悪化を予測した対策に
つなげる。 Ⅲ．対象 研究対象者： A施設の救命救急センター救急外来に勤務する救急外来看護師で師長、研究メ
ンバーを除外した16名。Ⅳ．倫理的配慮　筆記で個人が特定されないように PC内に質問紙調査のフォーマットを
作成し、その質問紙に入力し印刷して提出とした。また、院内の倫理委員会の審査を得ている。Ⅴ．結果　研究対
象者は A病院の救命センター救急外来に勤務する救急外来看護師16名で、救急外来経験年数は、1年未満が
3名、1～3年未満が4名、3～7年未満が4名、7年以上が5名であった。呼吸回数の記録について、「必ず書
く」1人　6％「ほとんど書く」7人　44％「ときどき書く」8人　50％となった。【ウォークイン患者のトリ
アージ時の呼吸観察の理由】として16のコードが抽出され、2つのサブカテゴリ―に分類された。サブカテゴリ―
は、［重症度・緊急度判定の指標］、［呼吸数把握による異常の早期発見］から構成された。Ⅵ．考察 呼吸回数
の記録の頻度に対する質問に対する回答から、「ほとんど書く、ときどき書く」が全体の9割以上を占めてお
り、その理由として、〈状態悪化は、呼吸数に早期に反映される〉〈呼吸数が指標となっているガイドラインが
多い〉〈ショックの5徴の一つである〉があったことから、体の状態が悪くなると呼吸が早期に反映されることや
ショックの指標の一つであることを認識していることがわかる一方、軽症患者に対しては呼吸状態の観察はして
いないということが分かった。 A病院救急外来の現状として、呼吸回数や呼吸パターンの観察をするスタッフとし
ないスタッフがいると感じていた。しかし、ウォークイン患者のトリアージの際に、すべての患者に対して
行っているわけではなく、呼吸観察が必要かどうかをアセスメントし取捨選択していることが明らかに
なった。先行研究から呼吸回数はしばしば省かれてしまうバイタルサインであることがわかる。呼吸が促迫、遅
延、平静かだけでもすぐに判断し記録した上で、緊急度・重症度判定の際に考慮すべきである。ただ呼吸を観察
するように促すだけではなく、なぜその患者に対して呼吸の観察をすることが必要なのか、今後どうなることが
予測されるため観察するのかを、根拠を持って臨めるようにしていくことが重要であると考える。知識として“分
かる”だけでなく、知識を使って“観察できる”ようになる方法を模索していく必要がある。具体的には、呼吸の
フィジカルアセスメント方法、異常な呼吸数や呼吸様式から推測される病態に関する知識などを、学習資料とし
て作成し知識の共有を図る。また、テキストなどの紙媒体だけではなく、症例シミュレーションを通じ効果的な
デブリーフィングから行動変容に繋がるように対応していくシステムづくりをすることが重要と考えられた。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:40 〜 11:40  第7会場)

院内トリアージの質向上を目指した「全症例事後検証」の実践
○大桃 美穂1 （1. 町田市民病院）
キーワード：トリアージ、事後検証
 
目的 
　二次救急指定病院である A病院では院内トリアージを導入しているが、トリアージの質を検証するシステムがな
いため院内トリアージが適正に行われているか評価が困難であった。そこで、トリアージの質の向上を目指し紙
面による事後検証と事後検証会開催を定期的に行う「全症例事後検証」を計画した。 
　本研究は「全症例事後検証」を実践した結果について検討することを目的とする。 
方法 
1. 調査対象 
1） A病院救急外来配属看護師21名 
2） 来院方法を問わず A病院救急外来を受診した患者のトリアージ記録（除外記録：発熱外来・一般外来からの依
頼・処置目的・留置前診察） 
2. 調査期間 
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2021年4月1日～2022年3月31日 
3. 全症例事後検証の概要 
1） 紙面による事後検証 
① 看護師21名を3名1チームに編成する。 
② 一ヵ月間に来院した患者の全トリアージ記録を2チームが担当し、紙面による事後検証を行う。 
③ 紙面よる事後検証は次の方法で行う。トリアージ記録を JTAS2017ガイドブックの判定基準に基づき「適
正・オーバー・アンダー・判定困難」に分類する。適正以外のトリアージ記録を印刷し、正解レベルと理由を記
載した上で月別にファイリングし、スタッフが学習用に閲覧できるよう保管する。 
④ 2021年4月に予備調査として救急経験3年未満のスタッフ5名に各10例の紙面による事後検証を実施した。検証
時間は1例あたり平均2.18分であった。2021年4月の全トリアージ数718件を6名で2か月間（5日×8週間）かけて
検証すると一人あたり3例/日（約6分間）の作業時間になると予測された。予備調査の結果から各チームの検証期
間を2か月間と設定した。 
2） 事後検証会の実施 
① 月1回開催とし、固定のアドバイザー医師・担当チーム以外は自由参加とする。 
② オーバー・アンダートリアージ症例のうち、同じ間違いは注意喚起症例として発表する。 
③ 判定困難症例について、判定困難となった理由と適正トリアージレベル判定について参加者で協議する。 
④ 事後検証会で使用した事例と議事録は月別にファイリングし、スタッフが閲覧できるよう保管する。 
4. 評価基準 
1） 適正トリアージ率・オーバー率・アンダー率・判定困難率の変化 
2） スタッフへの質問紙調査（2022年3月実施） 
5. 倫理的配慮 
　本研究は A病院看護部の承認を得て実施された。研究にあたり使用するデータは個人が特定されないよう配慮し
た。 
結果 
1）調査期間内のトリアージ数は7240件、事後検証会は9回実施した。平均参加率は2.3回/人（SD＝1.88 ）、平
均参加人数は11.44人（SD＝2.36）、開催時間は約43.8分であった。2021年4月、5月分を事後検証前、2022年
2月、3月を事後検証後としてデータ比較した。ｔ検定（両側）の結果、適正トリアージ率（ t(2)=-1.60,p＜.05
）・オーバー率（ t(2)=-0.59,p＜.05）・アンダー率（ t(2)=1.39,p＜.05）・判定困難率（ t(2)=2.0,p＜.05
）のいずれも有意差は認められなかった。 
2）質問紙調査（回答率100％）の結果、事後検証に関連してスタッフの33％に平均1時間の残務が発生した。負
担感については、紙面の事後検証担当時に43％、事後検証会開催担当時に62％が感じていた。全症例事後検証は
適正トリアージする力がつくと思う、と回答したスタッフは86％であった。救急外来経験年数と残業率、負担感
と残業率に相関はなかった。 
考察 
　全症例事後検証は学習的役割を果たす可能性があるが、質の向上に貢献するかについては長期的な視点で評価
することが必要であろう。
 
 

(2022年10月15日(土) 10:40 〜 11:40  第7会場)

トリアージ事後検証で明らかとなった当院のトリアージの現状と
課題

○原 貴美子1、佐藤 圭信1、安齋 亨1、園川 雄二1 （1. 東海大学医学部付属病院救命救急センター）
キーワード：トリアージ、事後検証、アンダートリアージ
 
【目的】 トリアージ事後検証の結果から当院のトリアージの現状と課題を明らかにする。 【方法】 研究デザイ
ン：実態調査 期間：2021年4月～2022年3月 対象：トリアージを実施した3705件のトリアージ記録 方法：看護
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師による１次検証で、トリアージナースガイドブック2020の事後検証項目のアンダートリアージに１つでも該当
した事例（以下、 UT）を抽出した。1次検証で UTと判断された事例を、医学的所見から医師が2次検証を
行った。 【倫理的配慮】 得られた情報は本研究のみの使用とし、他へは使用しない。また、発表に際して当院の
臨床看護研究審査委員会の承認を得た。 【結果】 2021年度救急外来でトリアージナースとして勤務していたの
は、看護師経験年数5年目以下が8人、5年目以上10年目以内が10人、10年目以上が13人の計31人で、そのうち
トリアージ経験が1年未満は14人であった。また、1次検証者は看護師経験年数8年目が2人、9年目が2人、10年
目以上が12人であった。 看護師による1次検証で、 UTと判断されたのは3705件中448件（12%）であった。さ
らに、この448件中、緊急度判断の誤りは82件（2.2%）であった。また、緊急度判定の変更はなかったものの
UTと判断されたのは、問診不足122件（3.2%）、緊急度判断の遅延76件（2.0%）、身体所見の把握不足52件
（1.4%）、再評価不足47件（1.2%）、接触時間の遅延39件（1.0%）、主訴選定の誤り10件（0.2%）、診療場
所選定の誤り10件（0.2%）、緊急度に応じた診療の遅延5件（0.1%）であった。看護師の1次検証で、 UTと判断
された448件を医師が事後検証を実施した結果、看護師の１次検証と不一致とされたものは0件であった。 【考
察】 当院の緊急度判定の誤りは、2.2%であった。全国の JTASシステムを取り入れている病院では、緊急度判定
の誤りは1～3%前後と言われているため、多施設の結果と比較しても大差はなかった。また、当院の UTは問診不
足122件、緊急度判断の遅延76件、身体所見の把握不足52件の3項目で、全体の55%を占めていることが分
かった。これは当院では経験豊富なトリアージナースが電話トリアージの対応をし、トリアージ経験が少ない看
護師が来院患者のトリアージをする機会が多いことが要因として考えられる。つまり、トリアージ経験が少ない
看護師が来院患者のトリアージをすることが多いために、問診に時間を要して判断時間の遅延や、問診や身体所
見の把握不足につながり、 UT件数が多くなっているのではないかと考える。 一方で、看護師による1次検証の結
果と医師による２次検証の結果は一致している。１次検証をする看護師は、救急看護の実績があり、臨床推論の
学習、模擬事例を用いたシミュレーション、定期的な事後検証会を繰り返し実施してきている。そのため、看護
師の検証は適切に行えていると考えられる。 以上から、トリアージ経験が少ない看護師が、１次検証を行ってい
る看護師のように適切なトリアージができるように育成することが今後の課題である。質の高いトリアージを行
うためには正確な問診による情報収集、臨床経験と医学的知識、フィジカルアセスメントが重要であると言われ
ている。今後は、現在の OJTや直接的フィードバックに加え、定期的な疾患別の勉強会とシミュレーションを定
期的に開催し、継続していくことでトリアージナースの質の向上を目指すことが必要である。
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演15
2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第4会場 (研修室908)
 

 
初療看護師のスキルアップを目指した事例検討の導入 
○高橋 龍矢1、中井 有紀1、平井 紗耶香1、大庭 麻由子1、山本 裕梨子1 （1. 兵庫県災害医療セン
ター） 
外傷性ショック患者の看護に関するコンサルテーション：急性・重症患者看
護専門看護師としての実践報告 
○増田 喜昭1、岩本 玲子1 （1. 藤枝市立総合病院） 
ER型救急看護の症例振り返りテンプレートシートの導入効果 
○森本 秀樹1、山本 隆博1、山嵜 量博1、吉川 英里1、井手 洋陽1、木村 美香1 （1. 飯塚病院救命救
急センター） 
Webを活用した研修プログラムの取り組み 
○嘉陽 宗司1 （1. 医療法人おもと会 大浜第一病院） 
A病院における病院内救急救命士の卒後教育の現状 
○田口 諒1、真田 成美1、西川 久美子1、室岡 知世1 （1. 海老名総合病院救命救急センター） 
救命救急病棟における看護学生の意向に沿ったリモート実習の導入を目指し
て 
○井下田 恵1、渡邊 裕介1、水木 猛夫1、大山 隼人1、岡 萌咲1 （1. 市立函館病院救命救急セン
ター） 



[O15-01]

[O15-02]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

(2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第4会場)

初療看護師のスキルアップを目指した事例検討の導入
○高橋 龍矢1、中井 有紀1、平井 紗耶香1、大庭 麻由子1、山本 裕梨子1 （1. 兵庫県災害医療センター）
キーワード：初療、事例検討、教育
 
【目的】当センターは独立型高度救命救急センターであり、初療看護師は初期治療対応だけでなく、プレホスピ
タル活動・手術介助・画像下治療介助など多岐にわたる業務を担っている。当センターの初療看護師は、災害医
療センタークリニカルラダーⅢ～Ⅳの集団であるが、初療実務経験は0～3年目の看護師が半数を占めている。近
年、県内各地に救命救急センターが増設され、当センターへの搬入件数やドクターカー出動件数は年々減少傾向
にある。そのため、地域情勢の変化により安定的に経験が重ねられにくく、初療経験知の高い看護師と低い看護
師間で大幅な経験の差が生じ、看護実践能力の低下が危惧された。そこで、初療看護師の看護実践能力の向上を
図る目的として、事例検討を用いたスキルアップ法に取り組んだ結果を報告する。 【方法】実施期間：2021年
5月～2022年3月。対象：初療看護師14人（クリニカルラダーⅢ：7人、Ⅳ：7人）事例検討の方法と内容：①事例
検討導入の目的を初療看護師に説明した。②事例選定基準および発表方法は、稀少事例や課題のある事例を中心
に、文献情報を加えたスライドを作成し、日勤帯のカンファレンス時間を用いてプレゼンテーションと協議を
行った。所要時間は30分以内とするように規定した。また、事例検討実施後は不参加者とも情報交換できるよう
に資料をファイリングした。③評価方法は、2022年3月に初療看護師全員を対象に、二項目選択式・記述式アン
ケート調査を実施した。倫理的配慮：本調査は、初療看護師の自由意志による同意を得ており、個人情報が特定
されないよう配慮した。 【結果】実施期間中に22例の事例検討を開催した。アンケート調査結果（回収率
100％）より、〈設問①：学びが別の事例対応で役立った又は意識変容に繋がった〉と〈設問②：新たな知識習得
や看護の幅を広げることができた〉に対して「はい」と回答した看護師は、全体の90％であった。記述式回答欄
には、「ドクターカーでの小児症例や心臓血管外科対応での看護に活かせることができた」「リーダーマネジメ
ントで役立った」「他の看護師の考えが知れて学びとなった」等の意見があった。一方で、〈設問③：自発的か
つ積極的に事例検討を開催することができた〉に対して「いいえ」と回答した看護師は、全体の67％で
あった。記述式回答欄には、「スライドを作成するのが負担であった」「症例を経験してから時間が経って作成
できなかった」等の意見が挙がった。また、22例のうちソフト・ハード面の整備や改善に繋げることができた事
例は5例であった。 【考察】自己の看護実践について文献等を用いて省察し、スライドにまとめて概念化を行
い、事例検討という形でチーム全体へ還元することにより、知識共有や課題解決に繋げることができた。ま
た、事例提供者にとっては他者と意見交換することにより、自己を客観視できる機会に繋がったと考える。今年
度からは、新たに事例検討内容を実践形式型シミュレーションや多職種合同カンファレンスへの応用を試行中で
あり、初療看護師の看護実践能力について調査し評価する必要がある。看護師全員が一つの経験を多数の事例に
展開できるよう積み重ねが必要であり、そのためにも自発的かつ継続的に取り組める負担の少ない方法を検討す
る必要がある。今後もチーム全体で育て合う意識を持ち、初療看護の質を高められるよう取り組みを継続してい
きたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第4会場)

外傷性ショック患者の看護に関するコンサルテーション：急
性・重症患者看護専門看護師としての実践報告

○増田 喜昭1、岩本 玲子1 （1. 藤枝市立総合病院）
キーワード：看護教育、コンサルテーション 、急性・重症患者看護専門看護師
 
１、実践の背景・目的 
　当院救命救急センターは、開設５年を経てさらなる質向上と維持に向けた看護教育の整備が課題である。今
回、外傷性ショックのためにインターベンション・ラジオロジーを施行した後、まもなく急変し救命を果たせな



[O15-03]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

かった症例を経験した。その後、救急外来・病棟の各スタッフから、「急変したのは看護の不足によるもの
だったのだろうか。どう受け止めたらいいのかわからない。」、「どのように対応したらよかったのか教えて欲
しい。」といった相談が入った。そこで、コンサルティのエンパワメントを高め、自ら看護上の課題に気付き自
信を持って外傷看護ができることを目的としてコンサルテーションを引き受けた。 
２、実践内容 
　タイプをプロセス適応型、モデルをコンサルティ中心の事例コンサルテーションに設定した。コンサルティと
の対話を進めていくと、自責の念や自信喪失だけでなく、頑張りを認めて欲しい欲求や、医師の診療や応対への
不満など、様々な感情を抱いていることがわかった。そこでまずは、思いの表出を促し承認することで自己の感
情と向き合い問題点を整理してもらうこととした。次に、コンサルティと共に症例を振り返り情報を整理する中
で、コンサルティの知識を再確認した。足りない知識を中心に質問を投げかけ、コンサルティ自らが看護上の課
題に気づけるようにファシリテーションした。その結果、コンサルティは外傷死の３兆候である低体温への認識
の低さに問題があり、低体温の予防策を部署として掲げる必要があることに気づいた。そこで、コンサルティの
気づきと学びをスタッフ全体へ普及させるため、コンサルティを主役として救命救急センター内での症例検討会
を企画・開催することとした。開催準備の過程で、コンサルティとの対話や情報交換をさらに深め、実現可能な
低体温防止の具体策を協議した。最終的に、コンサルティは低体温防止の具体策を3つ掲げることができた。コン
サルティは症例検討会での発表を通して、その学びと具体策を多くのスタッフと共有した。コンサルテーション
の評価として、症例検討会終了後にコンサルティから直接フィードバックを受ける機会を得た。また、その後の
動向を１ヶ月程度慎重に観測した上、コンサルテーションの契約を終了することとした。 
３、倫理的配慮 
　結果公表に先立ってコンサルティおよび院内看護部の承諾を得た。また開示する COIはない。 
４、実践結果 
　コンサルティは看護上の課題を前向きに捉えるようになり、「私たちが低体温防止の視点で動くことができた
ら救える患者が増えるかもね。」といった発言が聞かれた。症例検討会後のフィードバックでは、「もやもやし
た気持ちが晴れた。」、「発表することでさらに知識の整理ができた。」といった意見があった反面、「資料の
準備から発表までは負担感が強かった。」、「資料修正を受けて（自分は）できていないなって思ってし
まった。」といった意見もでた。別途、コンサルティを中心にスタッフ内で具体策が再度検討され、マニュアル
が整備された。その結果、高エネルギー外傷の患者への低体温予防策が救命救急センター内で定着した。 
５、考察 
　対話を通じた関係性の中で、コンサルティのエンパワメントは高められ、臨床現場に即した成長へ繋がったと
考える。また症例検討会によって、コンサルティの学びがスタッフ全体へ浸透し、チームの体制強化に繋
がった。ただし、その過程でコンサルティの主体性やニーズを汲み取りきれていなかった可能性があり、コンサ
ルテーションの目的に沿った適度な目標設定と、それに沿った活動を計画できることが次の課題である。
 
 

(2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第4会場)

ER型救急看護の症例振り返りテンプレートシートの導入効果
○森本 秀樹1、山本 隆博1、山嵜 量博1、吉川 英里1、井手 洋陽1、木村 美香1 （1. 飯塚病院救命救急センター）
キーワード：ER型救急看護、症例振り返り、SECIモデル、テンプレートシート
 
【目的】 
ER型救命救急センター所属看護師（以下、 ER看護師とする）は多種多様な症例を経験する。一方で、全ての看護
師が平等に症例を経験し、効率良く効果的に、かつ危機感を持って人材育成されることは難しい。そこで2021年
から症例振り返りを開始し、実践の内省と共有を行っていた。その中で課題であった「ファシリテーターの存
在」「学びの可視化」「根拠に基づいた形式知への変換」「学びの共有」を改善すべく、ナレッジ・マネジメン
トの SECIモデルを援用した症例振り返りテンプレートシート（以下、シートとする）を導入した。今回、シート
導入の効果を検討する。 
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【方法】 
対象者は、 A病院 ER看護師26名。 
症例振り返りをシートに沿って実施。 
振り返りシートは、院内パソコン内のスタッフ共有フォルダに保管し、 ER看護師はシートを閲覧後、コメントを
記載した。 
症例振り返りに関するアンケートを実施して、シート導入前後の比較を数値尺度で行った。 
【倫理的配慮】 
シート導入による、患者が特定可能となる情報の記載はない。共有方法は、院内 LANに接続されたパソコンのみ
で閲覧可能で、外部との接続はできない。また、 ER看護師のみがログイン可能なロックされた場所に保管されて
いる。持ち出しはしない。コメント記載は自由意志とした。 
アンケートは自由意思で協力をするものとし、調査協力を拒否された場合でも不利益はないことを説明し、調査
協力を拒否できる機会を与えた。協力に同意される場合のみアンケートに回答してもらった。回収箱は全調査期
間終了まで開くことなく、終了後、一斉に開封するため個人が特定されることはない。 
【結果】 
シート導入前調査（ n=26）とシート導入後調査（ n=25）で単純比較した。 
症例振り返りを良いと回答したスタッフの割合は、84.6%から92.0%に上昇した。 
実践の中で振り返りをしようと思う機会が増えたと回答したスタッフは、53.8%から76.0%に上昇した。 
振り返り方法変更で半数以上が良かったと回答した項目は、「閲覧後のコメント記載」「シートの導入」で
あった。 
自分のコメント記載後もシートを閲覧する機会があったと回答したスタッフは、80.0%であった。 
症例振り返り参加や記録の閲覧で、自分の実践に変化が「あった」と回答したスタッフは、84.6%から88.0%に上
昇した。  
【考察】 
SECIモデルに沿って考察する。 
“共同化”は、経験を共有して他者のもつ暗黙知を獲得することである。その日の勤務者はシートを用いて議論した
ことで「学びの可視化」となり、他者の暗黙知を獲得しているといえる。 
“表出化“は、暗黙知を形式知に変換するプロセスである。シートを用いて行動の根拠を調べ、自らの行動を具体的
に考察し、今後同様の症例に遭遇した際の行動を議論して書き出すことができた。つまり「シートの導入」は表
出化のファシリテートとして機能し、良かった結果に繋がったと考える。 
“連結化”は、複数の形式知を組み合わせて体系的な形式知にすることである。症例振り返りに不参加のスタッフか
らのシート「閲覧後のコメント記載」する過程は、形式知の共有と融合を実感できた満足感が良かったと回答す
る評価につながっていると考える。 
“内面化“は、形式知から暗黙知に変換し自分のものにできることである。コメント記載は形式知から暗黙知への変
換を促し、実践で活用することで自分のものにできていると考えられる。自分の実践の変化の割合上昇が示唆す
るものと考える。 
よって、シートは知識の変換の促進、実践の行動変容に役立ち、症例振り返りへの肯定感の上昇に寄与した。
 
 

(2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第4会場)

Webを活用した研修プログラムの取り組み
○嘉陽 宗司1 （1. 医療法人おもと会 大浜第一病院）
キーワード：web研修
 
【はじめに】 
　A病院では教育担当看護師（管理職）を中心に、新人看護師の教育体制をとっている。例年４月に行う入職時オ
リエンテーションをはじめ、毎月の新人研修会を企画しているが、2020年度は COVID-19の感染拡大により、研
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修会の中止または e-learningへ代替するなど対応に追われた。 
　2021年度には長期にわたる緊急事態宣言の影響で集合研修が開催できない状態になった。代替方法として従来
の研修をオンラインによるプログラムへ組み替え、新人研修を継続した。 
　これまで e-learningと集合で行っていた呼吸フィジカル研修（呼吸音聴診）を e-learning＋オンラインへ切り
替え、完全 Webによる研修に変更した。コロナ禍における感染対策として実践した研修方法について報告する。 
 
【方法】 
　従来の研修では作成した事前学習動画を動画共有サービスにて自己学習をしてもらい、研修当日の冒頭に異常
呼吸音の判別のテストを実施後、異常所見から考えられる状態と対処方法についてグループワークとシ
ミュレーションを実施していた。 
　昨年は対象者33名、事前学習動画を昨年と同様に配信し、 webフォームサービスにて作成した事前テスト
を、研修受講までに満点を獲得するよう事前学習を促した。研修は受講者を３グループに分けそれぞれ
行った。オンラインで異常呼吸音を所見として組み込んだ症例を提示し、異常所見から考えられる状態と対処方
法についてディスカッションを行った。 
　研修後、研修の理解度や内容についてアンケートを行った 
【結果】 
　事前学習のテストにて満点獲得までに実施した回数は平均1.8回（ SD 0.91）であった。事例の病態と対処方法
に対してでは指導者がファシリテーションを行い、討論を促した。 
　ディスカッションでは提示した症例における異常呼吸音の判別や、考えられる病態について適切な発言が聞か
れ、理解度は高かった。 
　研修後のアンケートでは受講生全員が「理解できた」・「まあまあ理解できた」や「現場で役に立つ」・「ま
あまあ役に立つ」との意見が聞かれた。 
　自由記載では「事前学習で学べたので内容が理解しやすかった」や「オンラインも良いがシミュレーションで
聴診を実践したい」との意見があった。 
【考察】 
　事前学習と知識確認テストを webで行うことで、受講者は手軽にかつ理解できるまで繰り返し学び、研修に必
要な知識を習得することができる。このような学習方法が受講生の理解につながったと研修中の症例ディス
カッションやポストアンケートより示唆される。また研修管理側は事前テストにおける受講者の実施回数・平均
点・苦手な部分の把握といった学習傾向が確認できるメリットがある。 
　１回の研修を10名程度に制限し受講者それぞれが発言しやすいよう、指導者がファシリテーションを行うなど
の工夫で活発なディスカッションができた。 
　研修での症例ディスカッションでは異常呼吸音の判別や病態アセスメントが適切に述べられたことから、事前
学習・テストの導入で効果的な学習が提供でき、研修における理解が深まったと考えられる。しかしその一方
で、集合での演習が行えないため、聴診スキルの確認や症例シナリオでのシミュレーショントレーニングによる
実践力の獲得に向けたサポートが十分にできないことが懸念される。 
　コロナウイルス感染拡大防止対策として様々な研修が制限される中、 webを活用した研修システムを実施し
た。今後は感染対策を考慮しつつ、実践力を獲得するためのシミュレーショントレーニングを web研修と併用し
た高い学習効果を提供できる研修プログラムの導入を検討していく。
 
 

(2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第4会場)

A病院における病院内救急救命士の卒後教育の現状
○田口 諒1、真田 成美1、西川 久美子1、室岡 知世1 （1. 海老名総合病院救命救急センター）
キーワード：救命救急センター、病院内救急救命士、卒後教育
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【はじめに】 近年、増大し続ける救急医療現場の負担軽減を図る方策として、令和3年10月1日より救急救命士法
が改正された。これにより、これまでは認められていなかった、傷病者への医療機関内での救急救命処置の実施
が可能となった。法改正に伴い、多くの医療機関で病院内救急救命士が採用され始めているが、それぞれの医療
機関で求める業務内容は異なり、更には業務に従事するための体制や支援・教育方法も様々である。 A病院で
は、法改正以前より看護師の補助的な業務を行うことを目的とし、救急救命士を看護部所属として採用してい
る。そのため、 A病院の救急救命士たちは、古くから看護師とともに業務を協同していきながら、病院内救急救命
士として独自の立ち位置を確立してきた。しかし、医療機関に所属する病院内救急救命士全体のうち、診療部へ
の所属ではなく、看護部に所属している割合は、民間救命士統括体制認定機構のアンケートから15％と非常に少
ない現状が報告されている。また、所属部署による病院内救急救命士の教育面の効果についても明らかには
なっていない。このことから、 A病院で看護部に所属する病院内救急救命士の卒後教育の現状を調査し、教育面で
の効果と課題について検討したため報告をする。 
【研究目的】 病院内救急救命士が看護部に所属することにより、どのような教育面の効果があるのかを明かにす
る。  
【倫理的配慮】 A病院倫理審査委員会の承認を得て、対象者へ研究の主旨、参加、中断の任意性および匿名性の保
持について口頭で説明し、同意を得て実施した。  
【研究方法】 A病院に所属する病院内救急救命士13名を対象とし、2022年3月～2022年5月の期間で、半構造的
面接によるインタビューを実施。対象者の同意を得て録音を行い、得られたデータから逐語録を作成して分析を
行った。分析時には質的研究の経験者にスーパーバイズを受けた。 
【結果】 A病院の看護部に所属し卒後教育を受けることで、 A病院に所属する救急救命士全員が看護部への所属を
利点としてとらえていた。その中で、＜患者来院時から入院までの経過＞や＜社会資源の活用方法＞と
いった、医療機関以外では触れる機会が少ない分野で看護師とともに経験取得をすることへの期待が高く、かつ
効果を感じていた。そして、＜患者家族へのケア＞＜多職種との関わり方＞のように、接遇面や多様な人的リ
ソースに関することも同様に効果を感じていた。  
【考察】 久米ら１）は、病院内救急救命士は医療従事者の業務負担を軽減し、救急外来業務においてその専門性を
発揮できることや、病院内において医療の質の向上に寄与すると述べている。しかしながら、病院内救急救命士
の価値を最大限に活かすためには、所属する医療機関にあわせた業務内容や、教育体制の整備が必要であるとも
示している。今年度より A病院では、パートナーシップ・ナーシング・システム（ PNS）を看護師とともに行
い、互いの職務特性を活かし、その成果を共有する体制を開始した。この新たな体制の中でも、「看護師とペア
を組むことで専門的な知識・技術や社会人としての基礎を学びたい」という、職種の垣根を越えた専門職ならび
に社会人としての成長へも期待をしていることが明らかとなった。しかし、職種独自の専門業務や、法改正によ
る処置拡大に伴う教育・指導に関しては看護部のみならず、診療部からの教育も必須であることが明確と
なった。このことから、看護部所属としての教育面の効果は十分に得られているが、病院内救急救命士の価値の
最大化と成果を得ていくためには、病院内全体で連携し、組織全体での体制を検討し構築させていく必要があ
る。
 
 

(2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第4会場)

救命救急病棟における看護学生の意向に沿ったリモート実習の導
入を目指して

○井下田 恵1、渡邊 裕介1、水木 猛夫1、大山 隼人1、岡 萌咲1 （1. 市立函館病院救命救急センター）
キーワード：救命救急センター、救命救急病棟　、看護学生、リモート実習、臨地実習
 
【はじめに】 
A病院（救命救急センター併設、648床、 ICU10床、救命救急病棟26床）は、付属の高等看護学院（3年制・定員
70名・2クラス編成）を有し、在宅看護実習として救命救急病棟（以下、 ECU）に看護学生（以下、学生）が訪
れている。2020年新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、当病棟での新型コロナウイルス感染患者の受け入れが
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始まったことから、臨地実習中止が余儀なくされ、学生は学院内での DVD視聴や机上学習を行ってい
た。2021年、学院教員と臨床指導者で臨地実習の在り方について協議し、リモート環境下での臨地実習（以
下、リモート実習）を導入することが決まった。2日間の臨地実習とは異なり、数時間という時間制約のもとリ
モート実習を行うため、限りある時間内で有意義な実習内容にすべく、学生に聞き取り調査をして実習内容を構
成したので報告する。 【目的】 学生の意向に沿ったリモート実習の内容を構成する。 【方法】 対象は2021年
10月～2022年9月に ECU実習を予定する学生70名。2021年9月、リモート実習前に実習内容に関する調査を実施
した。調査項目は実習で知りたいこと・興味ある事として「病棟の雰囲気」、「病棟の設備や特殊な物
品」、「一日の業務の流れ」、「どのような処置をしているか」、「どのような医療機器があるのか」、「どの
ような入院患者さんがいるのか」、「多職種との連携」、「 ECU所属の認定看護師について」、「 ERとの連携や
協力体制について」、「入院受け入れまでの流れや雰囲気」、「感染防御対策」、「 PPEの着脱につい
て」、「師長の看護管理」、「その他（自由記載）」の14項目とした。調査項目は全て選択式・複数回答
可、「その他」ついては自由記載とし、単純集計した。 【倫理的配慮】 調査への協力は自由意志であること、無
記名であるため個人が特定されないこと、調査への回答をもって研究に同意とみなすことを書面で説明し、得ら
れたデータはロックをかけて厳重に管理した。 【結果】 学生70名中54名より回答があり回収率は77.1％で
あった。実習で知りたいこと・興味のある事として、「一日の業務の流れ」が51名（94.4％）と最も多く、次い
で「病棟の雰囲気」49名（90.7％）、「どのような処置をしているか」43名（79.6％）、「どのような入院患者
さんがいるのか」42名（77.8％）、「病棟の設備や特殊な物品」29名（53.7％）、「どのような医療機器がある
のか」27名（50％）、「入院受け入れまでの流れや雰囲気」26名（48.1％）、「 ECU所属の認定看護師につい
て」「師長の看護管理」が22名（40.7％）、「 ERとの連携や協力体制について」21名（38.9％）、「多職種と
の連携」20名（37％）、「感染防御対策」18名（33.3％）、「 PPEの着脱について」16名（29.6％）、「その
他（自由記載）」2名、『看護師の人数、勤務体制』、『やりがいはあるのか』であった。 【考察】 学生の9割
が、「一日の業務の流れ」、「病棟の雰囲気」に興味を示しており、病棟の全体的な把握を望んでいることが推
測された。限りある時間内で病棟全体をイメージできるよう、学生が知りたがっている病棟設備や特殊な物
品、医療機器などは事前に動画で撮影するのが効果的と思われた。リモート実習は、事前収録した動画を視聴後
に参加することとし、実習当日は病棟の雰囲気が伝わるよう説明を加える構成で運用開始とした。今後は、リ
モート実習に参加した学生に聞き取り調査を行い、リモート実習に対する評価も行っていきたい。
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演16
座長:藤岡 孝治(町田市民病院)
2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第5会場 (研修室909)
 

 
全次型救急外来に救急搬送される患者へ看護師と医師が協働して医療を提供
する際に必要と知覚する看護実践 
○滝沢 拓也1、高坂 和寿1、関山 裕一1、城田 智之1、萩原 ひろみ1、伊藤 恵美子1、小池 伸享1 （1.
前橋赤十字病院 高度救命救急センター ） 
救急外来看護師と訪問看護師の連携による介入が奏功した一事例 
○伊藤 祐子1、彌富 祐樹2 （1. 安曇野赤十字訪問看護ステーション、2. 北見赤十字病院） 
救急外来看護師が MSWに行った報告の現状と課題～入院とならなかった患
者に焦点をあてて～ 
○川崎 沙羅1、黒坂 遼太朗1、髙田 温2、柏村 志保1 （1. 杏林大学医学部付属病院高度救命救急セン
ター、2. 杏林大学医学部付属病院看護部） 
救命救急外来における院内認定退院支援看護師による帰宅支援 
○渡邊 朝子1、松野 ひとみ1、西川 理子1、荒木 裕子1 （1. 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院
救命救急外来） 
院内救急救命士の教育体制改善がつなぐチーム医療 
○迎山 愛1、吉丸 弘二1、小林 真理1 （1. 川西市立総合医療センター） 
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(2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第5会場)

全次型救急外来に救急搬送される患者へ看護師と医師が協働して
医療を提供する際に必要と知覚する看護実践

○滝沢 拓也1、高坂 和寿1、関山 裕一1、城田 智之1、萩原 ひろみ1、伊藤 恵美子1、小池 伸享1 （1. 前橋赤十字病
院 高度救命救急センター ）
キーワード：救急外来、看護師、医師、協働、看護実践
 
Ⅰ．はじめに　救急外来は緊急度・重症度が様々な患者が来院し、特に救急搬送された患者の対応は多岐にわた
り、看護師、医師が同じ目標に向かって患者に医療を提供するために効果・効率的な協働は重要である。しか
し、先行研究では看護師、医師の協働に必要と知覚する看護実践に関する文献は見当たらなかった。そこで本研
究により救急搬送される患者に対して看護師、医師が協働して医療を提供する上で双方が必要と知覚する看護実
践を明らかにすることとした。 Ⅱ．研究目的 全次型救急外来に搬送される患者に対し、看護師と医師が協働して
医療を提供する際に看護師、医師が必要と知覚する看護実践を明らかにする。 Ⅲ．研究方法 １.研究対象：救急外
来に勤務する経験年数５年以上の看護師、救急専門医。２.データ収集期
間：2021/7/1〜2021/11/30。３.データ収集方法：インタビューガイドに基づいて半構造化面接法を用い、録
音した回答を逐語録に転記した。４.データ分析方法： Berelson.Bの方法論を参考に来院前・来院後〜検査・処置
/診断・病状説明時・入院/帰宅の5つの場面に焦点を当て分析した。 Ⅳ．倫理的配慮 A病院看護部倫理委員会の承
認を得て実施した。 Ⅴ．結果 看護師10名、平均看護師経験年数21.4年、医師4名、平均救急領域経験年数9.8年か
ら回答を得た。看護師が必要と知覚する看護実践のカテゴリを【】、医師が必要と知覚する看護実践のカテゴリ
を〈 〉、医師がよりあればよかったと知覚する看護実践のカテゴリを《》で示す。また、各【】〈〉《》毎
に、通し番号（カテゴリ No）をつけ分類した。分析の結果、5つの場面（来院前、来院後〜検査、処置/診断、病
状説明時、入院/帰宅）において、看護師が必要と知覚する看護実践74カテゴリ、医師が必要と知覚する看護実践
36カテゴリ、医師がよりあればよかったと知覚する看護実践25カテゴリが形成された。結果の一部を表1に示
す。 Ⅵ．考察 来院前の看護師、医師が共通して必要と知覚する看護実践として【1】〈4〉などより、主体的に情
報収集を行い、その情報から人・物・場所の受け入れ準備を行う重要性が示された。一方で《1》《4》より、建
設的な発言、看護師から医師へ提案することの必要性が考えられた。来院後から検査では【12】〈9〉などよ
り、重複しない情報収集、予測性を持った診察介助、安全な移送と患者状態のモニタリングの重要性が示され
た。一方で《5》《6》より、患者への精神的援助、建設的な発言が必要と示唆された。処置/診断では
【28】〈13〉などより、役割分担、予測し処置介助すること、環境作り、患者の身体・精神面を考慮した援
助、面会の場を作ることの重要性が示された。一方で《11》などより、医師と同等の視点で患者アセスメントを
する必要性が示唆された。病状説明時では【50】〈24〉などより、病状説明時の同席と患者への補足説明、患
者・家族への精神的援助を目的とした調整が重要と示された。一方で《17》より、プライバシー配慮の不十分さ
が指摘された。入院/帰宅では【66】〈32〉などより、迅速かつ不足のない入院準備と患者の社会背景を踏まえた
提案が重要と示され、一方で《19》などより、生活指導をより充実させる必要性が示唆された。 Ⅶ．結論 1.全次
型救急外来に救急搬送される患者に対し、看護師と医師が協働して医療を提供する際に看護師、医師が必要と知
覚する看護実践のカテゴリと項目を明らかにした。 2.救急外来の看護師に今後求められる看護実践として、 建設
的な提案・助言、患者・家族の思いを傾聴する実践 の必要性が示唆された。 
 
 
 

(2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第5会場)

救急外来看護師と訪問看護師の連携による介入が奏功した一事例
○伊藤 祐子1、彌富 祐樹2 （1. 安曇野赤十字訪問看護ステーション、2. 北見赤十字病院）
キーワード：救急外来、訪問看護、連携、トリアージ
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目的：高齢化が進み高齢者の救急受診は増加傾向にあるが、必ずしも緊急度が高いとは限らない。今回、頻繁に
救急外来を受診していた A氏に、救急外来看護師と訪問看護師で連携し、緊急度が低い救急受診を減らし、自宅で
安心して生活できるような介入ができたため、その取り組みについて報告する。 
方法：対象は、 A氏80歳代男性で、 B病院救急外来に週に１〜2回、19時から23時頃に受診していた。 A氏は
様々な主訴で救急外来を受診していたが、いずれも軽症と判断され帰宅していた。キーパーソンは妻で、他にサ
ポートする親族はいなかった。 A氏夫婦は認知症があり、ケアマネジャーを覚えていないため連絡できず、昔から
通院している B病院へ電話し、救急外来を受診していた。そのため、ケアマネジャーから B病院併設の C訪問看護
ステーションに訪問看護の介入依頼があった。しかし、 A氏夫婦は、訪問看護が介入していることを忘れてしま
い、救急外来を受診する頻度は減少しなかった。そこで、 A氏から救急外来に電話があった際に、救急外来看護師
が電話で緊急度判定支援システム（ Japanese Triage and Acuity Scale：以下、 JTAS）を用いてトリアージ
し、低緊急レベル以下の場合、 A氏に訪問看護師が訪問する許可を得て、 C訪問看護ステーションへ連絡し、訪問
看護師が訪問することにした。 
倫理的配慮： A氏はすでに死亡していて本人の同意が得られず、妻にも連絡がとれなかった。そのため本研究の報
告に際し、個人が特定されないよう配慮し、 B病院の倫理委員会の承認を得た。 
結果： A氏から救急外来への電話は2020年4月の１ヶ月間で7件あり、トリアージの結果は低緊急または非緊急で
あった。救急外来看護師から連絡を受けた訪問看護師が、全て訪問対応した。救急外来看護師と訪問看護師が情
報共有し連携したことで、 A氏の夜間に起こる苦痛は、「排泄」「持病の疼痛コントロール」「精神的問題」で訪
問看護師が主治医、ケアマネジャーと調整することで対応可能であった。また、訪問時に、訪問看護への連絡方
法を繰り返し練習するようにした。以上のように介入し1ヶ月が経過すると、 A氏夫婦から「病院に行くのは大変
だから、病院から看護師がきてくれるのは助かるね」と述べ、訪問看護師へ電話連絡ができるようになった。そ
れに伴い、救急外来を受診することはなくなった。 
考察：救急外来看護師と訪問看護師の連携によって介入が奏功した要因として、「 JTASによるトリアージの標準
化」「 B病院と C訪問看護ステーションの関係性」「 A氏が救急外来に電話をかける習慣があり、介入のきっかけ
が把握しやすかったこと」が挙げられる。一方訪問看護師は、救急外来看護師との情報共有をもとに必要なケア
を予測し、適切なケアをスムーズに実施したことで A氏との信頼関係が生まれた。また、訪問看護師が短期間に繰
り返し A氏宅へ訪問し馴染みの存在になったことで、 A氏夫婦が C訪問看護ステーションへ電話をかけられるよう
になったと考えられる。救急外来を受診する高齢者に対し、救急外来看護師と訪問看護師との連携に着目した実
践報告は見当たらず、この事例のように病院と地域サービスとの連携が奏功した事例が蓄積されることで、高齢
者への支援システム構築の一助になると考えられる。
 
 

(2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第5会場)

救急外来看護師が MSWに行った報告の現状と課題～入院となら
なかった患者に焦点をあてて～

○川崎 沙羅1、黒坂 遼太朗1、髙田 温2、柏村 志保1 （1. 杏林大学医学部付属病院高度救命救急センター、2. 杏林
大学医学部付属病院看護部）
キーワード：救急外来、MSW報告、地域連携、帰宅患者
 
【目的】救急外来では、受診を機に患者や家族が抱える療養や生活上の問題が明らかとなることがある。特
に、受診後に帰宅となる患者は、その場で患者の抱える問題に気づき、 MSWへ報告をし継続支援に繋げること
が、地域で生活する患者・家族の安全を守る上で重要となる。このことから、当院では MSWと協議して支援の必
要な患者の報告基準を作成した。本研究の目的は、看護師が MSWへ報告した事例を分析し、地域連携が必要な患
者を見逃さず支援に繋げるための、看護師の課題を明らかにすることとした。 【方法】2018年9月1日～2021年
4月30日に救急外来から MSWへ報告を行った患者(小児を除く)を対象とし、診療録から報告した看護師の救命セ
ンターでの経験年数、報告を行った理由、その場で看護師が行った介入、患者の基本情報を収集し、単純統計処
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理を行った。 【倫理的配慮】得られた情報は個人が特定できないようデータ化し、専用の USBにロックをつけ、
USBをさらに鍵付きのロッカーで保管した。研究は、杏林大学医学部倫理委員会の承認を得て行った。 【結
果】期間中に救急外来を受診後帰宅となった患者のうち、報告に至った件数は110件（0.32%）であった。報告理
由は、 DV17件、虐待6件、生活支援50件、その他37件であった。報告した看護師は6年目以上が多く、救急外来
と ICUのローテーションスタッフが23件、救急外来専従のスタッフが87件の報告を行っていた。 DVと虐待で
は、双方の区別が曖昧な事例があるものの、マニュアルに基づいた対応がされていた。生活支援では、看護師個
人による記載内容の差異があったが、報告内容の詳細の記載は46件、うち報告だけでなく看護師がその場で
行った介入の内容が記載されていたのは19件であった。その具体的な介入内容は、生活や介護の状況、自宅の環
境、家族関係などの情報収集や帰宅後の注意点の説明などであった。また行った介入について役割別にみる
と、救急外来と ICUのローテーションスタッフのうち22.2%、救急外来専従のスタッフのうち41%、地域連携の
係活動経験があるスタッフのうち50%が記載していた。その他では、既往に精神疾患のある事例が29件であ
り、うち16件が３名の患者の繰り返す自傷行為による頻回な受診であった。 【考察】当院は、救急外来と ICUの
ローテーションを行っており、4年目で救急外来の業務を開始し、6年目でリーダーを取得する。リーダー取得後
は、救急外来専従や係として地域連携に関わる活動をする選択肢もある。 6年目以上の看護師の報告が多く、報告
が必要と判断をした具体的な理由の記載もされていたことから、経験を積むことで患者の問題への気づきや支援
の必要性を理解して、地域へ繋げようとしていると考えられる。さらに、救急外来専従や地域連携の係活動の経
験者は、報告の具体的理由に加えてその場で患者に行った介入の記載もできている割合が高いことから、経験を
積むだけでなく、自ら希望してそのような役割を選択していることで、より認識が高い状態にあることが考えら
れる。しかし、全員がそのような高い認識を持つことは困難であるため、可能な限り報告漏れなく、患者に必要
な介入を行うことができるようその場での対応を標準化していく必要がある。また、手順の見直しや、報告の
フォーマットの作成などシステムを構築も重要である。現状では4年目に対して MSW報告のオリエンテーション
を実施しており、その後の教育のタイミングや方法は定められていない。そのため、継続した教育の内容や方法
を検討していくことも重要となると考えられる。
 
 

(2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第5会場)

救命救急外来における院内認定退院支援看護師による帰宅支援
○渡邊 朝子1、松野 ひとみ1、西川 理子1、荒木 裕子1 （1. 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 救命救急外来）
キーワード：帰宅支援、人材育成
 
【目的】 A病院は高度急性期病院であり、救命救急外来（以下 ER）の2021年度の年間受診者数は16880名、そ
のうち帰宅患者が転帰の約6割を占めていた。また、受診患者の平均年齢は68.7歳であり年々高齢化を認めてい
る。帰宅患者は、帰宅後の ADL低下や予定外の入院、 ER再受診のリスクがあり、帰宅時の具体的な患者教育など
看護師のリスクアセスメントが重要である。 A病院の先行研究において再受診患者の要因の1つに疼痛が明らかで
あり、帰宅患者の疼痛評価やアセスメント強化など帰宅支援が必要である。今回、48時間以内に再受診し帰宅し
た患者の要因を分析することで、今後の救急外来における帰宅支援構築に向けた課題を明らかにする。 【方
法】対象：2021年4月～12月の ER受診患者12086名中48時間以内に再受診し帰宅した患者86名と非再受診患者
86名の計172名。 方法：対象患者172名のカルテ検索（年齢、性別、主訴、診断名、転帰、 NRS、付き添い家族
の有無、同居家族、介護保険の有無、教育指導）を行い比較検討した。 【倫理的配慮】本研究によって得られた
データは個人が特定できないように配慮し、Ａ病院看護部倫理審査会の承認を得た。 【結果・考察】再受診した
患者の中で、再受診後帰宅した患者は86名、男性46名（53%）、平均年齢は60.1歳であった。再受診理由は、疼
痛の再燃や外傷、感染症など初回受診時と同症状の患者が6割を占めていた。再受診後帰宅した患者は腹痛、外
傷、頭痛など疼痛による症状であり、初回受診時に内服処方されていたのは3割程であった。再受診後帰宅患者と
非再受診患者において、付き添い家族、同居家族、介護保険、鎮痛剤処方のうち、同居家族（ P=0.02）と鎮痛剤
処方（ P=0.01）に有意差（ P＜0.05）を認めた。帰宅時の記録は、同居家族については37％、介護保険利用に
ついては40%において記録上の確認が出来なかった。 【考察】 再受診理由は、初回受診時の疼痛持続や再燃、外
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傷による再受診が最も多く、帰宅時の疼痛評価やアセスメント、患者教育が重要である。患者が帰宅後、安心し
て生活できる対処行動や再受診を予防できる看護師のアセスメント強化を行い帰宅時の支援構築が必要であ
る。有意差を認めた同居家族の有無については記録記載率37％であり、再受診後帰宅する患者の支援者把握が不
十分であったことが考えられる。 A病院には患者・家族の意思決定支援や急性期病院から必要な医療・介護を繋ぐ
役割を目的にした院内認定退院支援看護師制度による人材育成を行っている。現在、 ERには5名の育成者がお
り、必要時かかりつけ医や対象患者へ電話訪問を行っているが、今回の研究では同居家族や介護保険の把握不
足、記録の不備が明らかとなった。看護師は短時間の ER受診の中で、患者の帰宅後の生活を見据えたアセスメン
トや症状悪化前の対処行動を実施できる具体的な介入が重要である。今後も高齢者の増加による救急需要、在宅
医療の促進により救急搬送の増加が見込まれる。適切な帰宅時支援と地域医療機関や介護・福祉サービスへ繋ぐ
ためにも、記録記載率向上や ERの院内認定退院支援看護師の役割の明確化と育成を行い、再受診リスクを軽減す
ることで、より重症で緊急度の高い患者の受け入れと迅速な対応に繋げる。 【結語】 再受診理由は、初回受診時
の疼痛持続や再燃であり、帰宅患者では腹痛や外傷、頭痛など、帰宅時の疼痛評価とアセスメント、疼痛コント
ロールが重要である。患者が帰宅後、安心して生活できる具体的な対処行動やアセスメント強化など、 ERにおけ
る帰宅支援の充実を図り可視化できる記録ツールなど体制構築を行う。
 
 

(2022年10月15日(土) 11:10 〜 12:10  第5会場)

院内救急救命士の教育体制改善がつなぐチーム医療
○迎山 愛1、吉丸 弘二1、小林 真理1 （1. 川西市立総合医療センター）
キーワード：救急救命士、教育体制、チーム医療、救急看護師
 
チーム医療やタスクシフトを視野に、多職種が従来とは異なる現場で医療に従事している。救急救命士も病院を
はじめとし様々な現場で活躍しており、当院でも救急救命士を採用し約5年が経過した。採用当時は救急外来で看
護補助業務を中心に担っていた。しかし、救急救命士の学んできた過程とは異なり、看護技術が必要とされる臨
床現場では実践力に乏しいのが現状であった。そこで、院内救急救命士（以下、救命士）の教育を看護師が中心
として担い、所属部署の変更や看護部教育専従者と連携し救命士の教育体制を改善した。その結果、救命士と救
急看護師が教育的に関わることで、看護補助者ではなく救命士としての業務を担いチームの一員として必要不可
欠な存在となった。本稿では救命士の当院での教育体制の変遷から得られた結果を考察する。【方法】2018年か
ら2022年度までの救命士の教育体制と看護師の指導内容などについてまとめた。内容は①入職年度②所属部署③
志望動機④業務内容⑤主な指導者⑥教育体制⑦技術チェック⑧指導内容とした。倫理的配慮　情報収集する際に
は個人が特定されないように配慮し、院内の倫理委員会で承認を得た【結果】方法に沿って①～⑧までの情報を
表1に記す。救命士を採用した初年度は、どのような職種で何を学んできたのか、法的に何を業務とするかなど院
内全体で理解できていない点が多数あった。そのため、所属は医事課だが、配置は救急外来となり、看護補助者
が中心となって業務を教えていた。しかし、看護技術が伴わない状態では車椅子移乗といった身近な業務も実践
するには安全面で不安があった。翌年からは研修体制を整えるため看護部へ所属し看護師が中心となって指導し
た。教育体制をさらに充実させるために、2020年度からは看護部教育専従者の協力を経て、新人看護師研修に参
加することになった。研修内では院内マニュアルに沿った統一した技術を学ぶ機会となった。また、教育専従が
介入した事で定期的な面談を行い精神面のフォロー体制ができた。この頃より、看護師は救命士のレディネスを
把握するようになり、教育を重要視するようになった。根拠に基づいた教育視点をとる事で、救命士の技術は向
上し、救急のリーダー業務が行えるようになった。2021年からはプリセプター制度を導入。2022年度の採用者か
らは研修やプリセプター制度などの救命士の教育体制に魅力を感じた意見が多くきかれた。これまではプリセプ
ターと部署管理者が中心となって教育していたが、2022年度からはプリセプターやスタッフナースが意見を出し
合い、技術チェックの自立時期やチェック方法など部署全体で教育に携わる事ができた。【考察】救急外来での
看護は多岐に渡り、救命士が求められる看護技術は看護師と同等である。看護技術は看護基礎教育や実習、臨床
実践を経て習得していく。救急救命士の養成学校では、看護概念を学ぶ事はあっても看護技術を根拠づけて学ぶ
事は少ない。そのため、救命士が看護師と同等の看護技術を習得するには、実践や研修を重ねる必要性が



©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

あった。新卒看護師の教育体制へ変更した事は研修機会を増やし、基礎看護技術を根拠づけで学ぶ機会と
なった。補助をする職種ではなく、ともに救急医療を担う存在であると考えるからこそ、業務中心であった指導
内容が継続的な教育視点へと変化した。これまで、プレホスピタルとインホスピタルをつなぐ救命士と救急看護
師が、病院内でともに協働し教育的な関わりをもつことができた事は、他職種を理解しともに患者へ貢献する
チーム医療へとつながった。 
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演17
座長:屋良 朝範(済生会横浜市東部病院)
2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第3会場 (TFTホール300)
 

 
A病院コードブルー症例の実態調査 
－ RRTとの関連性の考察－ 
○三澤 友也1 （1. 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院） 
3次救急医療施設における一般病棟での急変事例の現状分析 
○涌井 幸恵1、笹川 亜依1、平山 理恵1、高栁 智子2、相澤 達也2 （1. 新潟県立中央病院、2. 新潟県
立看護大学） 
認定看護師による RRT介入患者のアセスメント記録を統一し共有した事で予
後改善に至った報告 
○森 静誠1、中村 直晶1、藤原 裕1、谷口 真奈美1、藤原 正美1、小林 謙太1、徳永 愛実1 （1. 医療法
人徳洲会 岸和田徳洲会病院） 
当院における緊急コード未発令であった予期せぬ心停止患者の検討 
○守屋 信昭1、内藤 茜1、四宮 愛弓1 （1. 埼玉医科大学国際医療センター救命救急センターICU） 
A病院における NEWSからの急変予測の現状と課題  
－心停止事例のカンファレンスからみえること－ 
○鹿山 美穂1、鴨木 沙織1、榊原 朋美1 （1. 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院） 
National Early Warning Scoreを用いたラウンド方法とその結果からの今後
の課題 
○藤原 正美1、中村 直晶1、藤原 裕1、谷口 真奈美1、小林 謙太1、徳永 愛実1、森 静誠1 （1. 医療法
人徳洲会岸和田徳洲会病院） 
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(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第3会場)

A病院コードブルー症例の実態調査 
－ RRTとの関連性の考察－

○三澤 友也1 （1. 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院）
キーワード：RRT、NEWS、呼吸数
 
【目的】 A病院では院内急変発生時に応援要請を行う「コードブルー」システムが導入されており、年間２０件程
度である。心停止となった患者は、事前に生理学的異常症状や徴候を示すとの報告からも、 A病院、コードブ
ルー症例においても何らかの異常症状が出現していたと考えられる。コードブルー症例を National early
warning score(以下 NEWS)で検証し A病院での急変前の実態を把握することを目的とする。 【序論】 A病院では
2013年より Rapid response team(以下 RRT)が導入されているが要請件数は年間２件程度と有効に稼働していな
い。様々な要因が考えられるが、コードブルー症例を検証することで急変前の実態が明らかになり、 RRTとの関
連性が検証されれば RRTが有効に稼働しない要因の一部が検証されると考えられる。 【方法 】①調査期間 ２０
１８年４月～２０２２年３月 ②調査対象 調査期間中に発生したコードブルー症例で外来患者を除く５０件 ③
データ収集方法 コードブルー発令２時間前、４時間前、６時間前、８時間前のバイタルサインを NEWSで評価、
NEWSで各項目１点以上のものを「異常所見あり」 合計点数５～６点のものを「中リスク群」７点以上のものを
「高リスク群」とする。また記録上の不備については観察がされていないものとした。 【倫理的配慮】 調査には
バイタルサインデータのみを使用し、個人が特定されないよう配慮した。また A病院、倫理審査委員会の承認を得
た。 【結果】 コードブルー発令時間は、日勤帯28％、準夜帯33％、深夜帯39％であった。中リスク群以上に当
てはまったのは全体で34％であった。各時間ごとでは2時間前:32％、4時間:45％、6時間前:32％、8時間
前:41％であった。各時間ごとの異常所見を示したバイタルサインを見ると呼吸数：3～18％（中央値6%）、
SpO2：10～22％（中央値17％）、体温：2～16％（中央値8％）、ＳＢＰ：20～36％（中央値23％）、心拍
数：20～28％（中央値21％）、意識レベル：5～18％（中央値10％）であった。各バイタルサインが観察されて
いたかでは呼吸数：9％、 SpO2：32％、体温：40％、ＳＢＰ：45％、心拍数：45％、意識：13％であった。
【考察】 A病院コードブルー症例においても急変前に異常所見が観察された。 しかし現在まで報告されている急
変前の異常所見の出現率とは異なる項目が判明した。なかでも呼吸数の異常所見出現率が６％との結果は、報告
されている呼吸器症状の増悪所見の出現率とは大きく異なる結果となった。要因として呼吸数の観察9%との結果
からも呼吸数の観察が乏しいことが判明した。 記録上の不備を考慮しても呼吸数観察の重要性が理解されていな
いことにより記録がされていないことが考えられた。 今回、バイタルサインデータのみでスコア分類しているた
め異常所見に対して介入しているにも関わらずコードブルーに至ったものも存在すると思われる。 【結論】 呼吸
数の観察が不十分であることが確認された。「心停止した患者の70%は心停止前の８時間以内に呼吸器症状の増
悪所見を呈している」との報告からも呼吸数の観察は急変を察知する重要な要件である。これは RRTが有効に稼
働しない一要因であることが示唆された。今後、呼吸数観察の重要性を教育し、 NEWSを習慣的に活用すること
が患者急変予防の一助になると考えられ、 NEWS活用は、 RRTを有効に稼働することにもつながることが期待さ
れる。
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第3会場)

3次救急医療施設における一般病棟での急変事例の現状分析
○涌井 幸恵1、笹川 亜依1、平山 理恵1、高栁 智子2、相澤 達也2 （1. 新潟県立中央病院、2. 新潟県立看護大学）
キーワード：National Early Warning Score（NEWS）、Rapid Response System（RRS）
 
【目的】 
　本研究は、 Rapid Response System（以下、 RRS）を未導入で、患者の急変を予測するための院内の基準を設
けていない3次救急医療施設にて、一般病棟から予定外で ICU入室となった急変事例の入室前の National Early
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Warning Score（以下、 NEWS）を遡及的に分析した。これにより NEWSならびに RRSの導入を検討するうえで
の基礎資料を得ることを目的とした。 
【方法】 
　対象： A病院にて過去3年間で一般病棟から予定外で ICU入室となった事例。なお、15歳未満の小児と COPDの
診断を受けている者は除外した。 
データ収集方法：電子カルテ内の経過表から、看護師が対象の状態悪化に気づき医師に報告した時刻(以下、報告
時刻)の記録を確認し、①対象の属性(年齢、性別、診療科) ②報告時刻直近の NEWS各項目データ(呼吸数、
SpO2、酸素投与、体温、収縮期血圧、心拍数、意識状態）③報告時刻から8時間前までの NEWS各項目データを
収集した。 
分析方法：各時点の NEWSを欠損データの有無にかかわらず算出し、医師の迅速な診察や RRS起動が考慮される
NEWS中等度リスク以上となった時刻を確認した。次に、報告時刻と NEWSが中等度リスク以上となった時刻が一
致した群(以下、一致群)と一致しなかった群(以下、不一致群)に分け比較した。 
【倫理的配慮】 
　研究協力施設の倫理委員会の承認を得て実施した。 
【結果】 
　収集した131事例のうち、準緊急手術後など予定外入室に該当しない事例および報告時刻から遡りすべての時点
で NEWS中等度リスク未満、あるいはデータ自体がなかった事例を除いた88事例を分析対象とした。 NEWS項目
のデータがすべて揃っていたのは8事例のみで、呼吸数の欠損が最も多く71事例であった。一致群は36事例(報告
時刻で中等度リスク22事例、高度リスク14事例)、不一致群は52事例(報告時刻で低リスク6事例、中等度リスク
18事例、高度リスク28事例)であった。不一致群の中等度リスク以上となった時点から報告時刻までの時間差は
11分～526分であり、低リスク6事例はすべて2項目の欠損があり、報告時刻の94～314分前に中等度リスクに
至った後に低リスクとなっていた。また、 NEWSスコア項目の欠損の有無別で上記の時間差を比較したとこ
ろ、欠損あり0～526分、欠損なし0～480分であった。 
【考察】 
　NEWSは急変の予兆を早期に認識することができるツールとして活用が期待されている。本研究において、不一
致群には報告時に既に高リスクである事例や中等度リスク以上になってから医師への報告まで1時間以上経過した
事例が多く見受けられ、より早い段階での対応が求められる。呼吸数は全身状態悪化の最も早いサインと言われ
る一方で、一般病棟では測定されないケースが多い。本研究においても同様の課題が明らかとなり、呼吸数を測
定する必要性の啓蒙や呼吸数測定をできるシステム作りは急務である。本研究の限界として、 NEWSを看護師に
周知しない状況での調査であり、 NEWSの項目を全て測定している事例は極めて少なく、実際よりも低スコアに
なった可能性があるため、 A病院の現状は把握できていない。しかし、 NEWS項目が全て揃っていても、中等度
リスク以上となった時点から報告時刻まで時間経過が長い事例もあったことから、 NEWSを理解し活用すること
で急変前の予兆に気づき早期の対応へと繋げることができると考える。
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第3会場)

認定看護師による RRT介入患者のアセスメント記録を統一し共
有した事で予後改善に至った報告

○森 静誠1、中村 直晶1、藤原 裕1、谷口 真奈美1、藤原 正美1、小林 謙太1、徳永 愛実1 （1. 医療法人徳洲会 岸和
田徳洲会病院）
キーワード：認定看護師、アセスメント記録、RRT
 
【目的】 Rapid Response Systemは、入院患者の院内心停止の予防など、重症化回避を目的としている。当院の
Rapid Response Team(以下 RRT)は、2020年4月から活動を開始し、救急看護認定看護師とクリティカルケア認
定看護師で構成されている。平日の日勤帯に National Early Warning Score(以下 NEWS)という英国標準の早期
警告スコアをもとに患者をピックアップし病棟ラウンドを行っていたが、当初は記録記載による病棟への継続し
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た情報共有は行われていなかった。そこで、2021年10月からは継続した観察の強化や看護ケアへ繋げる目的で、
RRTのアセスメントを共有するためのテンプレート記録を導入した。認定看護師による記録の記載と情報の共有に
より、患者の予後改善につながった可能性が示唆されたため報告する。 【方法】2021年4月～2022年3月までの
期間で、 RRTテンプレート記録記載のない期間(2021年4月～9月)の273症例と、 RRTテンプレート記録記載のあ
る期間(2021年10月～2022年3月)の269症例で比較検討した。 RRTの介入症例は① NEWS3～4点、新規か医師
へ報告前の NEWS5点以上、➁モニター上心拍数100回/分以上、➂病棟からの介入依頼とした。比較内容は➀
60日生存率、➁介入3日後の NEWSの推移(介入後3日以内に死亡・退院・ HCU入室・ NEWS対象外となった患者
は除外) 、➂介入後のコードブル―と HCU転出件数とした。調査は単施設で、後方視的にカルテ記録からデータ
収集と解析を実施した。統計学的処理には t検定、 Log-rank検定、 Fisher検定を用いた。尚 p値<0.05を有意差
ありと定義した。 【結果】60日生存率の比較に関しては、記録あり群の生存率80.5％に対して、記録なし群は
59.7%で、有意差(p値<0.02)を認めた(図1)。 NEWSの推移に関しては、記載なし群とあり群ともに、介入前と介
入時から3日後の NEWSの平均値は低下したが、両群に有意差はなかった。介入後のコードブル―件数は記録記載
なし群1件に対して記載あり群は0件で、 HCU転出件数に関しても記録記載なし群14件に対して記載あり群が7件
と、共に有意差を認めなかった。 【考察】60日生存率の比較では、記録あり群で優位に生存率が高かった。この
結果は、アセスメント記録をもとに観察の視点の幅が広がった事や、看護ケアにつながった事で容体増悪を回避
した事が影響していると考える。また、テンプレート記録を記載する事で、 RRT内での継続介入の意識も増
し、状態安定まで介入を続ける症例が増加した事も影響したと予想する。研究の限界として、対象の基準は合わ
せていたが、介入前の NEWSを比較すると記録あり群の NEWSが平均0.57点低く、対象患者の重症度が異なって
いた可能性はある。 NEWSの推移は、アセスメント記録の有無によらず低下していた。両群の有意差を認めな
かった事から、記録記載による影響があったかどうかは分からなかった。介入後のコードブル―件数とＨＣＵ転
出件数を比較したが、記録記載による影響は認めなかった。この結果は、アセスメントの共有により観察の強化
ができたとしても、短期的な状態の改善には、治療介入による要素が大きいためと推察される。 【結語】認定看
護師がテンプレートを使用してカルテにアセスメント記録を記載した事により、予後の改善に効果があったと考
える。観察やアセスメント内容を医療チーム全体に共有する事が、患者の状態改善に重要といえる。 
 
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第3会場)

当院における緊急コード未発令であった予期せぬ心停止患者の検
討

○守屋 信昭1、内藤 茜1、四宮 愛弓1 （1. 埼玉医科大学国際医療センター救命救急センターICU）
キーワード：院内心停止、院内緊急コール、心肺蘇生
 
【はじめに】当院は病床数700床で埼玉県全域を範囲とし、がん、心臓病に対する高度専門医療に特化し、かつ高
度の救命救急医療を提供している。2021年度の月平均入院患者数は1327(±92.8)人であり、全ての患者に対する
緊急時の対応として容態急変の早期発見を目的としたコードグリーン(Rapid response system)と心肺停止症例に
対するコードブルーがある。2021年度におけるコードグリーンの要請数は225件、コードブルーは45件であ
る。しかし、これら2つの緊急コードが発令されなかった院内心停止が20件確認された。そこで今回、20件の経
過を含めた内容を後方的に分析し、現状把握と今後の課題を見出す。  
【目的】当院における緊急コードが発令されなかった心肺停止患者の現状を明らかにする。 
【方法】1) 対象期間:2021年4月1日から2022年3月31日。対象データ抽出:当院独自の救急カート使用報告から
情報を収集した院内心停止のうち、緊急コードが発令されなかった20件の患者情報を後方的に収集し検討を行
う。2)調査内容 : 1.患者背景2.心停止前の最終フルパッケージバイタルサイン3.心停止後の蘇生処置に対する治療
方針変更の有無4.患者の転帰等 3) 研究対象者の選定方法1.選択基準:2021年度中の院内心停止のうち、緊急
コードが発令されなかった20件の患者情報2.除外基準:緊急コードが発令されている心肺停止患者、および ICU、
HCU、外来での心肺停止患者に対する蘇生件数 。予期せぬ心停止について日本救急検討委員会では「 ICU外に入
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院中に、 DNARが合意されていない、ないしは記載されていない患者で起こった心停止」と定義しており、本研
究でもこの定義に従うものとする。  
【倫理的配慮】 本研究は院内看護部倫理審査にて承認された後に実施した。 
【結果】20件の入院形態として緊急入院15件(75％)、予定入院5件(25％)であった。発生時間別に分けると日勤
帯6件(30％)に対し夜間帯が14件(70％)となった。年齢平均は74.5(±11)歳で性差は男女比8：2で男性が多
く、心肺停止の前にバイタルサインの変化を来たしている件数は7件(35％)であった。7件のうち5件(72％)におい
て血圧の低下を認めた。現病歴は急性冠症候群、心不全、大血管疾患が最も多く、既往歴に高血圧(40％)、糖尿
病(25％)を抱えていた。心停止の原因では呼吸不全(45%)が最も多く、次いで致死性不整脈(15％)であった。診療
科別では心臓内科9件(45％)、心臓血管外科3件(15％)が多い傾向にあった。20件のうち自己心拍再開し ICU、
HCUへ移動したのが13件(65％)となり、24時間以内の死亡は14件(70％)であった。 
【考察】 米国の疫学研究によると成人1000入院当たりの予期せぬ心停止は6.65人といったデータがある。当院の
緊急コードが発令されていない院内心停止は1000入院あたり1.67人となるが、緊急コードの発令されている心停
止の中にも予期せぬ心停止は存在しておりこの割合は更に高くなる。特定の診療科の割合が多かったことは緊急
時の連絡先が明確であり、担当医が迅速に蘇生処置に対応できることが推測された。しかし、心肺蘇生が必要と
なった時間をみると夜間帯が圧倒的に多く、マンパワーの不足する夜間帯では緊急コードを活用することで、よ
り迅速な蘇生処置に繋がる事が期待できる。さらに、心肺停止に至った原因では呼吸不全によるものが多く、多
角的に原因精査が可能な救命蘇生チームを活用することも患者の予後を左右する上で有効である可能性がある。
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第3会場)

A病院における NEWSからの急変予測の現状と課題  
－心停止事例のカンファレンスからみえること－

○鹿山 美穂1、鴨木 沙織1、榊原 朋美1 （1. 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院）
キーワード：心停止、急変予測、早期警告スコア
 
【目的】 A病院は2018年より急変リスクの早期認識を目的として NEWS（早期警告スコア）を導入した。院内急
変報告件数は、毎年増加傾向にあり、2021年度は110件であった。そのうち約半数が心停止に至っている。
DNARを除く心停止事例は、発生部署において当事者を含めてカンファレンス（以下、心停止カンファレンス）を
実施し、看護師が NEWSをどのように認識したか、急変予測や対応が適切に行われていたのかを振り返ってい
る。今回、その結果から、 NEWSの活用方法を再検討し、予期せぬ発見時心停止をゼロにするための課題を明ら
かにすることを目的とした。 【方法】2021年4月～2022年3月の心停止カンファレンスの結果より、事前の
NEWS発生状況と対応の有無、急変予測の有無、振り返り内容の記述から現状を考察・検討し、今後の課題を明ら
かにした。 【倫理的配慮】情報は個人が特定されないよう配慮し、 A病院の倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】心停止カンファレンスは49件報告があった。うち、 NEWSを運用していない ICUと外来部門を除く、病
棟での事例が38件あった。心停止前12時間以内に NEWS警告が発生していたのは17件あり、そのうち看護師が急
変の予測をしていたのは11件であった。警告発生時の医師への報告に対し「様子観察」とされていたものが11件
あった。警告発生なしと報告があった事例の中には、前日に警告が発生していたが10時間以上バイタルサイン測
定（ NEWSの必須項目全ての入力）のなかったものもあった。 NEWS警告が発生していた事例において、看護師
により観察の強化や医師指示などの対応が行われていたものは7件であった。残りの10件では「医師への報告がで
きていなかった」「状態悪化の予測はしていたが、心停止に至ることまでは予測できていなかった」「様子観察
と指示があった」「夜間であり、当直医への報告がスムーズにいかなかった」など、観察や報告などの対応が不
十分であったことが示唆された。 【考察】 心停止に陥ると生存退院する可能性は低くなると言われており、 A病
院の予期せぬ発見時心停止事例の死亡率は86%であった。予期せぬ心停止を未然に防ぐには、前兆を早めに捉え
て急変のリスクを認識し、早期に介入することが重要とされている。急変リスクの早期認識のために NEWSを導
入しているが、警告発生の認識が遅れることや、医師への報告ができていない現状もある。 A病院の NEWS警告
発生時の報告ルールは、現在、平日日中に限定されている。それ以外の時間帯でも、適切に医師へ報告すること
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が必要であり、急変リスクの認識を NEWSの警告だけではなく、身体所見から察知する能力を高め、状態悪化が
懸念された時には NEWS警告発生時の報告というルールに囚われることなく報告することも重要である。ま
た、警告発生について主治医へ報告しても、「様子観察」や外来中等のため対応困難となることも多い。看護師
の報告から、緊急性が伝わっていない可能性もあり、報告スキルの向上も課題として考えられる。医師からの
「様子観察」という指示を受けても、看護師は観察を密に行い、メンバー間で情報を共有しているが、医師の診
察がないことに不安を感じながら対応に躊躇していることが伺えた。現在 A病院では、 RRT運用の準備を行って
いるが、外来や手術など対応が困難な主治医に代わってタイムリーに介入することや、急変リスクを認識しなが
らも対応に躊躇している現場の状況を共有し、相談できるシステムの構築が望まれる。
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第3会場)

National Early Warning Scoreを用いたラウンド方法とその結
果からの今後の課題

○藤原 正美1、中村 直晶1、藤原 裕1、谷口 真奈美1、小林 謙太1、徳永 愛実1、森 静誠1 （1. 医療法人徳洲会岸和
田徳洲会病院）
キーワード：RRT、NEWS、院内ラウンド
 
【はじめに】 A病院は、入院患者の重症化や院内心停止を未然に防ぐことができ、生命を安心して預けられる施設
環境を提供することを目的に認定看護師７名で Rapid Response Team(以下 RRT)を結成し、病棟ラウンドを開始
した。【ラウンド方法】土日祝を除く日勤帯とし、一般病棟に入院中の患者を対象に受け持ち看護師からのオン
コール方式と病棟ラウンド方式で介入を行った。しかしオンコール件数が少ないことから、ラウンド前日から当
日9:00までに熱計表に入力されたバイタルサインのデータを National Early Warning Score(以下 NEWS)で数値
化し、合計点で NEWS7点以上(赤)、5点以上(黄)の患者のラウンドを行なった。それらの患者は、すでに医療介入
されていることが多く、 NEWSの合計点が3、4点の患者のカルテを閲覧し、特に呼吸、循環、体温に異常が見ら
れる患者を介入の対象とした。 RRTは、受け持ち看護師と患者のもとに行き、一緒に情報収集とアセスメントを
行い、対応を検討した。医療介入の必要な場合は、主治医へ報告相談を行った。主治医不在時、または緊急対応
が必要な場合は、救急医へ報告相談し介入検討する体制とした。【ラウンド結果】2021年の NEWSの緑は
9914人(41.9/日)であった。緑のカルテを閲覧し、介入をした件数は542件（平均2.3/日）であった。病棟ス
タッフからの相談件数は236件であった。一般病棟に入室中で医療介入が必要となり、 HCUに緊急入室した患者
数は、63件であった。そのうち、 RRTが介入した件数は、21件であった。【考察】 HCUに緊急入室した63件の
うち、 RRTが21件介入していることから、早期の重症管理に繋がったと考えた。 HCUに早期に転出し管理を行う
ことは、早期回復や死亡率の低下につながると考えた。また、病棟スタッフの負担の軽減につながる可能性があ
ると考えた。そのため、早期に医療介入に繋げ、スタッフの負担軽減を行うためには、 RRTが積極的に介入
し、重症管理に繋げていくことが必要と考えた。介入件数、相談件数が増えることが成熟した RRTであると言わ
れていることから、この件数を基準として、介入相談件数を増加させていく必要がある。【今後の課題】介入件
数の増加には、体制の拡大と人員の確保、そしてシステムの調整が必要である。土日祝及び夜間のラウンド体制
の拡大が出来れば、件数は増加する。しかし、人員が必要であるため、介入できる看護師を教育し、人員を増加
することが必要である。また、医師の協力も不可欠であるため、主治医不在時の連絡相談体制の強化も必要であ
る。 NEWSの赤、黄の場合は、アラート機能として主治医や当直医に連絡を行い、医療介入を相談するシステム
があるが、緑の場合には、それがないため、介入が遅くなる。そのため看護師がバイタルサイン入力時にア
ラートされ、それを受け取るシステムの調整が必要である。相談件数の増加は、病棟看護師への教育とチームの
相談しやすい体制が必要である。受け持ち患者の微妙な変化を情報収集する能力、情報をアセスメントする能
力、行動を起こす能力の向上を目的とした教育体制が必要となる。そして全てのコールに対して24時間、笑顔で
対応することが必要である。
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一般演題（口演） | 一般演題 | 口演

口演18
座長:梅村 由佳(滋賀医科大学医学部附属病院)
2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第5会場 (研修室909)
 

 
暴力被害女性に対応する救急看護師の認識：基本属性による違いに着目して 
○加藤 茜1 （1. 信州大学医学部保健学科） 
救命救急センター集中治療室における看護実践の現象学的研究―リーダー看
護師の勤務開始時に注目して― 
○伊田 裕美1、渡邊 直貴2、大山 太3、岩本 敏志3、櫻井 大輔 3 （1. 帝京平成大学、2. 東海大学医学
部付属病院、3. 東海大学） 
A病院における救急看護師のモチベーションと課題 
○河村 恵子1、俵積田 慶子1、山西 正巳1 （1. 清恵会病院救急医療センター） 
宗教的な理由により輸血を拒否した消化管出血の１例 
○熊沢 真弓1,2、佐藤 玲子1、安部 聡子2 （1. 昭和大学藤が丘病院 救急医療センター、2. 昭和大学
大学院 保健医療学研究科） 
急性心筋梗塞を発症した喫煙者が医療機関を受診するまでのプロセス 
○大串 晃弘1、野村 宜伸2、平野 絵美2、作田 裕美3 （1. 四国大学、2. 大阪府済生会千里病院、3.
大阪公立大学） 
二次救急医療機関における救急外来看護師の Comfortケアの認識と実践 
○舛田 成美1、江川 幸二2,1 （1. 宗教法人在日本南ブレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病
院、2. 神戸市看護大学大学院 実践看護学領域 急性期看護学） 
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(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第5会場)

暴力被害女性に対応する救急看護師の認識：基本属性による違い
に着目して

○加藤 茜1 （1. 信州大学医学部保健学科）
キーワード：司法看護、ジェンダー、暴力被害
 
【背景】2019年、日本女性の約6,100人が強制猥褻等の被害にあっている。また、配偶者からの暴力事案は
9,100件に上り、被害者の80%は女性であり、日本においてあらゆる形態の暴力被害に遭う女性は少なくない。こ
のような暴力被害者に適切な看護を提供することは重要である。とりわけ、深刻な暴力被害を受けた被害者への
初期対応が求められる救急外来では、その重要性は増す。しかし、暴力被害に対する日本の看護基礎教育および
継続教育は十分ではない。今後、暴力被害者への適切な看護を提供していくためには、現在の救急看護師の認識
を明らかにし、今後どのような教育やシステムが必要であるのか検討する必要がある。 
【目的】救急看護師の暴力被害者への対応に関する認識を明らかにし、必要とされる教育やシステムを展望する
こと。とくに、暴力被害には著しい性差があるため、性差による違いあを検討する。 
【調査方法】無記名自記式質問紙調査を行った。質問項目には World Health Organizationが示す[Caring for
women subjected to violence: A WHO curriculum for training health-care providers evaluation tools]の
9項目、および Cho(2015)らの質問項目7項目を用いた。使用するにあたり、作成者に許諾を得た後、翻訳・逆翻
訳を行った。 
【対象】日本看護協会のホームページ(分野別都道府県別登録者検索)より、氏名および施設名を公表しており、現
在病院施設に所属している救急看護認定看護師430名を無作為に抽出した。 
【倫理的配慮】本調査のすべての過程は所属施設医学部医倫理審査委員会の承認を得て行った。また、対象者自
身が暴力被害者であることを考慮し、依頼文に暴力被害に関わる調査であることを明記し、質問紙を見る前に回
答を回避することができる機会を設けた。 【分析】すべての項目に対し、記述統計量を算出した。次に、暴力被
害者の認識16項目に対し、基本属性(年齢、性別、婚姻、子ども、看護経験年数、救急看護経験年数、職位、施設
背景)による差を比較するために、χ２乗検定、 Fisherの正確確率検定、t 検定、 Mann-Whitneyの U検定を実施し
た。なお、分析は両側検定、有意水準0.05とし、 Effect sizeを算出した。 
【結果】質問紙の回収は107部(24.9%)であり、有効回答は99部(23.0%)であった。回答者の基本属性を表１に示
す。基本属性のうち、年齢・婚姻・子ども・経験年数・救急看護経験年数・職位・施設背景では【暴力被害者へ
の対応に関する認識】に対する統計学的有意差は見られなかった。性別により有意差が確認できた項目は、①医
療従事者としてパートナーからの暴力や性暴力に苦しむ女性にどのように対応していくかはとても重要である
(p=0.03, ES= 0.2)：とてもあてはまる(男性84.8％ vs女性63.9%)、②女性が自衛することで、レイプは避けられ
ることもある(p<0.01, ES=0.37)：ややあてはまる(男性27.3% vs 女性48.3%)の2項目であった。 
【考察】暴力被害者への対応に関して、救急看護師の個人的背景は大きく関連がないことが示唆された。しかし
ながら、女性看護師の方が暴力被害者対応の重要性の認識が低く、暴力被害回避可能性を支持していた。これ
は、暴力被害が女性にとっては自分事であり、 Belief in a Just Worldがより強く示されたためと考えられる。以
上より今後は看護師の潜在的信念を振り返ることができるような教育機会が求められる。 
 
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第5会場)

救命救急センター集中治療室における看護実践の現象学的研究―
リーダー看護師の勤務開始時に注目して―

○伊田 裕美1、渡邊 直貴2、大山 太3、岩本 敏志3、櫻井 大輔 3 （1. 帝京平成大学、2. 東海大学医学部付属病
院、3. 東海大学）
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キーワード：救命救急センターICU、看護実践、リーダー看護師、現象学
 
【背景】救命救急センターで実践を行う看護師たちは、高度な医療機器や瞬時を争う複雑な状況に対応すること
が求められる。そのような状況の中で、看護師たちは患者の救命へと向かうことから、自らの実践を自覚するこ
とが難しいという傾向が一層強まる。先行研究では、その都度の状況に応じながら救命救急センターで実際に行
われている様々な看護実践については十分に明らかにされていない。それゆえ、その都度の看護師たちの関心に
沿って探究することが、日々の営みの中に埋もれている看護師たちの実践を明らかにすることになると考えた。 
【目的】救命救急センターの集中治療室において、看護師たちがどのように実践を行っているのかを、現象学を
手がかりにして明らかにすることである。 
【方法】調査施設は、 A病院の救命救急センターであった。看護師5名を研究参加者とし、10ヶ月間のフィールド
ワークを実施した。フィールドワークは、研究参加者の勤務の日にともに動いて参与観察し、その後改めてその
日の出来事を振り返るインタビューを行った。フィールドノーツとインタビューデータを分析対象とし、現象学
を手がかりに研究参加者が何に関心を向けどのように実践を行っているのかを記述した。本研究は、所属機関の
研究倫理委員会の承認を受け実施した（承認番号：18019）。 
【結果】本報告では、救命救急センター集中治療室での看護実践を支えている、 Aさんがリーダーの役割を担って
いた日の重要な実践を報告する。インタビューの際に、研究者がリーダーのときと患者の受け持ちをしていると
きの動き方について尋ねると、 Aさんは12時間ある勤務中のことではなく、「出勤」した勤務時間前のことを
語った。 Aさんは「情報見る前に」「いつも、ベッドサイドに、まず」「出勤」し、「まずベッドサイドにーそれ
ぞれ入って」ということから勤務を開始していた。 Aさんは「そんなにすごく細かくはみない」のであり、一つひ
とつの項目を確かめるような見方ではなく、そこで行われている治療も含めて患者の「今」を広く捉えることを
していた。そして、 Aさんはそこにいる患者の「今」だけでなく、カルテ上にも反映されていないこれから訪れる
患者のことまでをも「みて、周って」いた。 
【考察】 Aさんは「まずベッドサイドに」「入って」いるのであり、それは単に自身の身体が実際にベッドサイド
のどこかにいるということではなく、患者や患者を含むベッド周囲の状況に身体が応じ始めることだと考えられ
る。これからの勤務へと向かって動き始める身体によってベッドサイドが浮かび上がるのだが、同時に、この先
を見据えてそこに身体が応じていくことが、その場の状況を捉え、その先のそこでの自身や他の看護師の動き方
をみることを可能にもする。この出勤直後にベッドサイドに入るということは、患者のことが気にかかり、その
気がかりによって促され、これからの勤務へと向かって動き出す実践であるといえる。そして、ベッドサイドに
入ることによって捉えられた最初の患者の印象や徴候が、患者のこの先の気がかりをつくり出し、その気がかり
に促されて再び患者へと向かうことにより、患者の変化に気づくことが可能になると考えられる。他方で、患者
のことが気にかかることにより、患者へと向かうともに勤務をする看護師や勤務での互いの役割を気にかけるこ
とにもなる。このような実践が、勤務開始直後からすぐに動き出し、患者やともに勤務する看護師に応じていく
ことを可能にしていると考える。これは勤務時間前に行われている注目されにくい実践であるが、この日の実践
を形作る基盤となっている。
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第5会場)

A病院における救急看護師のモチベーションと課題
○河村 恵子1、俵積田 慶子1、山西 正巳1 （1. 清恵会病院救急医療センター）
キーワード：救急看護、モチベーション
 
【はじめに】 A病院の救急医療センター（以下 ER）は独立型であり２０２２年度は常勤の看護師、准看護師合計
１９名のうち１０名が卒後 ERを希望し配属となっている。毎年 ERを希望して入職した看護師が配属後数年で離
職する状況が続いており、救急看護へのモチベーションが低下している事が要因ではないかと考えた。そこで救
急看護師のモチベーションを調査し今後の課題を見出したため報告する。【目的】 救急看護師のモチベーション
向上の為の課題を明らかにする 。【方法】 期間：２０２２年１月～同年４月 対象： ER常勤看護師（勤務２年目



[O18-04]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

以上）１５名 方法： １．自由記載のアンケート作成と実施 ２．アンケート結果の集計・考察 【倫理的配慮】
A病院看護部において倫理審査の承認を得て、研究の趣旨を文章で提示し同意を得た 。【結果】アンケートの回収
率は１００％、対象者１５名のうち卒後1年目から ER配属は８名、中途採用４名、部署異動３名、 ER希望１２名
であった。 ER希望理由は「学びが多い」「救命に携わりたい」「雰囲気」等であった。配属前の ERの印象は
「知識技術が豊富」「重症対応」「忙しい」等であり、印象通りの内容は「知識技術が必要」「忙しい」「重症
対応」等であり、印象と違う内容は「軽症患者対応」「個人の力量の差」「救急看護業務外の仕事」等で
あった。救急看護のモチベーションを１０段階評価で点数化した。配属前平均７点、配属後５点であり、低下し
た１２名の理由は「人間関係」「忙しい」「休暇」各５名、「救急看護業務外の仕事」４名、「理不尽な言
動」３名等であった。上昇した３名の理由は全員「経験による自信」であった。モチベーション向上に必要だと
思う事は、「プライベートの充実」「良好な人間関係」「協働」等であった。モチベーションが上がる場面は
「患者の回復」「感謝の言葉」「重症患者対応」「アセスメントの的中」等であり、下がる場面は「人間関
係」「理不尽な言動」「業務の不公平感」等であった。モチベーション向上の為にしている事は「プライベート
の充実」「勉強」等であり、協力を求める事は「勉強会」「適切な言動」「休暇取得」等であり、今後も救急看
護師を継続したい者は１２名であった。【考察】配属前の印象として「知識・技術が必要」「忙しい」「重症対
応」が挙げられ、「学びが多い」「救命に携わりたい」等の希望で対象者の８０％が ERを希望し配属となってい
る為、配属時のモチベーションは平均7点と高得点であったと考えられる。しかし配属後は「軽症患者の対
応」「個人の力量の差」「救急看護業務外の仕事」等印象と異なる場面が明らかとなった。「人間関係」「理不
尽な言動」等の業務内容以外の内容が救急看護へのモチベーション低下の原因として挙げられており職場環境改
善も含めた取り組みが必要である。 今回モチベーションが上がる場面では「患者の回復」や「感謝の言葉」「重
症患者対応」といった外発的動機が上位にあがっている。また、各々がモチベーション向上の為「プライベート
の充実」や「勉強」等をおこなっており、協力を求める項目においても同内容が含まれている。内発的動機によ
る学習は自律的になされ学習者に満足をもたらすゆえに多少の困難に直面しても挫折することなく持続されると
言われている。この事から勤務時間内の勉強会を開催し知識技術が向上し、救急看護が楽しいと感じる内発的動
機づけがモチベーションの向上に繋がるのではないかと考える。【課題】今後は勤務時間内の勉強会を定期的に
開催し、内発的動機付けを高めると同時に職場環境の改善を行う事が課題である。
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第5会場)

宗教的な理由により輸血を拒否した消化管出血の１例
○熊沢 真弓1,2、佐藤 玲子1、安部 聡子2 （1. 昭和大学藤が丘病院 救急医療センター、2. 昭和大学大学院 保健医療
学研究科）
キーワード：輸血拒否
 
【はじめに】突然の疾患発症により、患者が輸血を必要とする状態になったとしても、宗教的な理由による輸血
拒否がある場合、医療者は倫理的ジレンマに陥る。過去の最高裁判例より、宗教的な理由による輸血拒否に対す
る一定の見解が得られ、多くの施設では輸血拒否に対するマニュアルを備え、 A病院もその例外ではない。そして
実際に輸血拒否が確認された場合は、十分に対応を検討することが必要となる。しかし本症例のよう
に、ショック状態で三次搬送された患者の場合、それは困難となる。切迫する状況の中、医療者が患者の意思の
真意を理解し、多職種で支援することで救命に繋げる経験ができたため報告する。 【倫理的配慮】患者家族に対
し、口頭で個人が特定されないこと及び特定の宗教を批判する目的ではないこと、また、稀な症例であり今後の
医療の発展に寄与させていただきたい旨を平易な言葉で説明し承諾を得た。その後、倫理委員会による承認を得
た。 【症例】70歳代、男性。突然の大量下血により救急要請。ショック状態のため三次選定され、救命救急セン
ターに搬送された。既往に脳梗塞と精神疾患があった。来院直後に救急隊より、患者は宗教上の理由により輸血
を拒否することが伝達された。来院時、意識清明、収縮期血圧70mmHg台、 Hb8.2g/dlであり、造影 CT検査にて
上行結腸より造影剤の血管外漏出を認めた。医師より患者に輸血の意思を確認すると「輸血をするなら死んだ方
がマシ」という発言があった。マニュアルに従い、 A病院での内視鏡治療は困難であり転院になる旨を説明し
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た。また、状態変化時は看取りの方針を唯一の家族である弟に確認した。来院より2時間後、大量の下血があり
ショック状態に陥った。血液ガス上 Hb4.4g/dl、収縮期血圧40mmHg台であり、心肺停止に移行する可能性も考
えられた。そこで担当看護師より、蘇生行為に対する患者の意思を確認すると「私は死なない」という発言が聞
かれた。この発言について、患者は死を受容しているのではなく、生きたい意思があることを多職種で共有
し、輸血と内視鏡以外の対応可能な救命方法を協議した。その結果、血管内治療が可能と判断され、来院より4時
間後に実施した。出血源は不明であり止血処置は行われなかった。処置後、厳密な循環動態の管理によって全身
状態は徐々に安定した。そして来院より8時間後、転院先の受け入れが可能となり転院した。 【考察】出血による
循環血液量減少性ショックの患者にとって、輸血は欠かせない治療となる。しかし、輸血をするくらいなら死を
厭わない発言が聞かれたことで、医療者は患者が死を覚悟していると捉えた。その後、急激に状態が悪化した際
に、担当看護師は蘇生行為の希望について患者に確認する行動をとったが、これは、輸血だけでなく、蘇生行為
を含めた患者の希望に沿った医療を提供したいと考えた故の行動であった。しかし、そこで初めて患者自身に
“死”の認識がないことに気づかされた。本症例において、輸血を拒否する患者の意思が死を受容しているのではな
く、むしろ、自分らしく生きるための希望の意思表示である可能性が考えられた。 【結語】医療者は、患者の輸
血拒否の意思が治療の限界であると安易に捉えるのではなく、患者の発する言葉の真意を理解し、希望に沿った
医療について、多職種で支援することが重要と考えられた。
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第5会場)

急性心筋梗塞を発症した喫煙者が医療機関を受診するまでのプロ
セス

○大串 晃弘1、野村 宜伸2、平野 絵美2、作田 裕美3 （1. 四国大学、2. 大阪府済生会千里病院、3. 大阪公立大学）
キーワード：急性冠症候群、早期受診、患者指導
 
【目的】急性心筋梗塞（ AMI）は，発症から早期に医療機関を受診し再灌流療法を受けることで生命予後が改善
されることが報告されている．特に，発症から医療機関を受診するまでに多くの時間が費やされていることか
ら，患者自身が早期に受診の必要性を認識し行動に移すことは非常に重要である．先行研究では， AMIを発症し
た患者が早期に受診するためには救急車の利用が推奨されている．一方で， AMI発症時の早期受診と関連してい
る要因として喫煙が報告されている．喫煙は，冠動脈の収縮をもたらすことにより AMIの前駆症状を引き起こす
可能性や，喫煙により体内に取り込まれるニコチンは AMIの疼痛を強く感じさせることが関係していると報告さ
れているが，喫煙者がなぜ AMI発症時に早期受診ができるかについては十分検討されていない．そこで，本研究
の目的は， AMIを発症した喫煙者が医療機関を受診するまでのプロセスを明らかにするとした．喫煙者が医療機
関を受診するまでのプロセスが明らかになることで，喫煙者への患者指導を行うための基礎資料になると考え
る． 【方法】 AMIを発症した喫煙者1名に対して半構造化面接を行い，質的統合法（ KJ法）を用いて分析を
行った．インタビューでは，発作が起きるまでの経過や発作が起きた時の状況，発作が起きてから医療機関を受
診までの経過などを研究対象者に確認した．本研究は，研究者の所属施設および研究対象施設の倫理審査委員会
の承認を得て実施した． 【結果】【喫煙により出現する心臓の症状をおかしいと思う印象的な体験】，【冷たい
空気を吸いながら自転車を全力で漕いだような胸の苦しさが職場で治まるという経験】，【限界を迎えつつある
胸の痛苦しさと今まで体験したことがない特徴的な症状】，【胸が痛くなっても継続し続ける喫煙】，【家族の
後押しを受けた受診の画策と仕事による阻害】，【仕事に抱く精神論と医療機関の受診との葛藤】，【猛烈に働
くサラリーマン像の自己演出】，【ネットによる情報収集から導く簡便な対処方法】の8つのシンボルマークが明
らかとなった． 【考察】 AMIを発症した喫煙者は，胸部を中心とする症状が増強するなか，仕事との折り合いを
つけながら家族の後押しも受けて，何とか医療機関を受診していたが，これらのプロセスは非喫煙者と大きく変
わらないと考えられた．一方で，【喫煙により出現する心臓の症状をおかしいと思う印象的な体験】は，喫煙者
特有の体験であると考えられた．喫煙により引き起こされる症状が AMI発症までに何度も繰り返されること
で，喫煙者には健康とは異なる状態であるという認識が生まれ，症状が強くなりつつある状況の中で，非喫煙者
にはないこの認識が医療機関の受診を促していると考えられた．しかしながら，喫煙は AMI発症時の早期受診と
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関連しているが， AMIの発症を誘発する冠危険因子となるため喫煙を推奨するべきではないと言える．それゆ
え，患者指導の際には喫煙の有無にかかわらず，救急車の利用や第三者への相談といった，早期受診につながる
行動を強調し，喫煙者に対しては，喫煙時に引き起こされる症状が AMIの可能性があることを含めて指導するこ
とが重要であると考える． 【結論】 AMIを発症した喫煙者は，【喫煙により出現する心臓の症状をおかしいと思
う印象的な体験】をしており，この体験が非喫煙者にはない，医療機関を受診するための後押しとなってい
た．本研究結果を踏まえて，喫煙者に対する AMIに関する患者指導には，喫煙時に引き起こされる症状は AMIの
可能性があることを含める必要性があると考えられた．
 
 

(2022年10月15日(土) 15:05 〜 16:05  第5会場)

二次救急医療機関における救急外来看護師の Comfortケアの認
識と実践

○舛田 成美1、江川 幸二2,1 （1. 宗教法人在日本南ブレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院、2. 神戸市看
護大学大学院 実践看護学領域 急性期看護学）
キーワード：救急外来、二次救急、Comfortケア
 
1. 背景　二次救急医療機関は入院施設を持ち、軽症から重症患者に対応し治療や処置、ケアを実践する。しかし
二次救急患者の Comfort な状態を目指す看護についての認識と実践を明らかにした文献は、ほとんど見当たらな
い 
2. 目的　二次救急外来看護師の Comfort ケアの認識と実践を知り二次救急外来での Comfort ケア実践の一助と
する 
3. 方法　近畿圏内にある二次救急医療機関の救急外来看護師7名にフォーマルな半構造化インタビューを実施した
質的記述的研究。データ産出期間：2020年8月～2020年12月 
倫理的配慮：神戸市看護大学倫理委員会の承認を得て本研究を実施（承認番号：第20206-07号） 
4. 結果 
1） Comfort ケアの認識 
【漠然としてわかりにくいもの】【安楽と似ているが安楽よりも広いケア】と考えケアを【安心で快適な治療環
境を整えること】であると考えていた。また【来院時から帰宅後までの安心の提供をすること】も Comfort ケア
であると認識していた。しかし＜時間的余裕がなく実施が難しいもの＞であり、来院する患者は＜情報不足によ
り Comfort ケアに必要なニーズを捉えることが難しいもの＞であるため【実践することに困難が伴うこと】であ
るとも認識していた。また、【軽症者にはないがしろにされがちなケア】であると考えていた。 
　2） Comfort ケアの実践　 
慣れない環境の下での治療や処置、今後の不安からくる緊張感に対してユーモア等を用いて【救急外来の緊張感
を和らげる】救急外来受診時の【患者の苦痛を和らげる】ための Comfort ケアを実践していた。また患者の訴え
を医師に代弁し、患者家族の心情を汲みとるような【患者・家族の時間を大切にする】実践が見られた。そして
受診後帰宅することが多いため【帰宅に向けて安心できるようにする】帰宅後の不安に対する実践を Comfort ケ
アとして実践していた。 
5. 考察 
　二次救急は約70％が軽症、帰宅する患者が多い(厚生労働省)。患者の多くは会話可能であるため、救急外来か
ら帰宅に向けてのケア実践を Comfortケアであると認識し実践していると考えられた。しかし【実践するのに困
難を伴うこと】や【軽症者がないがしろにされがちなケア】であるという認識も同時にもっていた。その背景に
は様々な状態の患者が訪れるため、重症患者に必要なケアで軽症者には軽んじられ、実践困難なケアであると認
識していると考えられた。そして【漠然としてわかりにくいもの】【安楽と似ているが安楽よりも広いケア】で
あると考えていることからは、 Comfortが具体的にどのような状態で、どのようなケアなのかわからないという
ことが考えられた。そのため Comfort ケアの理解を深める機会を設ける必要があり、 Comfortケアを実施する
ためには、まず基本的なケアリングの姿勢が大切であること、苦痛の緩和や安心を提供する看護だけでなく、患
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者を勇気づけるような「超越」を意図した看護について意識づけが必要である。普段何気なく実施している些細
な行為を、患者・家族を Comfortにするという明確な意図をもって実施すること、そして Comfortケアを【実施
することが困難を伴うこと】と考えている状況に対して、こうしたことを伝えていく必要があると考えられ
る。さらに【軽症者がないがしろにされがちなケア】という認識に対して、重症度に関係なくそこには痛みや不
安がある。それに気づき、真摯に向き合い些細な行為を通してかかわろうとする姿勢を持つことで、どのような
患者に対しても Comfortケアは実現可能となると考える
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一般演題（ポスター） | 一般演題 | ポスター

ポスター1
座長：伊藤 暁子 （東京医科歯科大学病院）
2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:20  ポスター会場 (会議室9-A)
 

 
救急看護認定看護師の救急外来部門における教育的役割活動の実態 
○菅原 美樹1、城丸 瑞恵2、伊藤 雪絵3、山口 真有美4、箱崎 恵理5、長谷川 正志6 （1. 札幌市立大
学、2. 札幌医科大学、3. 奈良県立医科大学附属病院、4. 京都大学大学院医学研究科、5. 看護協会ち
ば訪問看護ステーション、6. 社会医療法人青洲会） 
新人看護師のフィジカルアセスメント教育の検討―検温場面の振り返りを実施
して― 
○松本 康代1、長井 貴司1 （1. 徳島県立中央病院） 
救命救急センター看護師における複雑性と不確実性の認識と対応 
○浅川 孝之1 （1. 東京都立墨東病院） 
重症 COVID-19患者の看護において、 ICU経験のない応援看護師の教育の振
り返り 
○川辺 さゆり1、小久保 比登美1、袴田 恵美子1、稲葉 朋子1、古川 拓也1 （1. 名古屋大学医学部附属
病院） 
初期急変対応能力向上へのアプローチ 
　～教育プログラムの導入～ 
○田場 智美1、許田 みやび1 （1. 沖縄県立北部病院） 
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(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:20  ポスター会場)

救急看護認定看護師の救急外来部門における教育的役割活動の実
態

○菅原 美樹1、城丸 瑞恵2、伊藤 雪絵3、山口 真有美4、箱崎 恵理5、長谷川 正志6 （1. 札幌市立大学、2. 札幌医科
大学、3. 奈良県立医科大学附属病院、4. 京都大学大学院医学研究科、5. 看護協会ちば訪問看護ステーション、6.
社会医療法人青洲会）
キーワード：認定看護師、救急外来、教育的役割
 
目的 
初期・二次・三次医療施設に勤務する救急看護認定看護師の教育的役割活動の実態を明らかにすることである。 
方法 
研究デザイン：自記式質問紙による実態調査研究（ Web 調査） 
期間：2020 年 1 月 25 日～3 月 25 日 
対象者：日本救急看護認定看護師会の会員305名(2020 年度の登録者） 
調査内容：①対象者背景（看護師経験年数、救急看護経験年数、年齢、性別、救急看護認定看護師資格の取得年
数、担当部署）②救急外来における救急看護認定看護師の教育的役割 22 項目について、実施状況「全くしな
い：1 点」～「必ずする：4 点」と重要度「重要度が低い：1 点」～「重要度が高い：4 点」を 4 件法での回答と
その他は自由記述を求めた。③救急外来を受診した患者への教育的役割 17項目について、実施状況「全くしな
い：1 点」～「必ずする：4 点」、重要度「重要度が低い：1 点」～「重要度が高い：4 点」を 4 件法での回答と
その他は自由記述を求めた。 
分析方法： JMP Pro(16.1.0)を使用して記述統計量を算出した。上記②と③は各項目の項目別平均点を算出し、実
施状況と重要度については Spearmanの順位相関係数を求めた。自由記述は意味内容で要約し、研究者間で検討し
ながら内容の類似性で分類した。 
倫理的配慮 
A 大学倫理審査委員会および日本救急看護学会研究倫理審査の承認を得た。研究の説明は Web フォームで行
い、無記名調査の特性上、同意の撤回はできないことを書面で説明した。 
結果  
80名の救急看護認定看護師から回答を得た（有効回答26.2%）。救急外来における認定看護師の教育的役割とし
て、 22項目中、実施状況と重要度ともに得点が高かったのは「救急看護実践を通して対象の成長を考慮した指導
をしている」「病院内において根拠に基づく BLS、 ICLS、 ACLS教育を実施している」「状況設定した臨場感の
ある BLS、 ICLS、 ACLS教育を実施している」であった。逆に、ともに得点が低かったのは「救急隊員や救急救
命士に対する救急看護の指導・教育を一部任されている」「患者家族の対応について医師から意見を求められた
り、相談される」であった。実施状況と重要度の相関関係を確認したところ、「教育・指導対象者のニーズや要
望に沿った勉強会を企画し実施している」で強い相関がみられた（ r=0.72, p<.0001）。また、患者に対する教
育的役割については、17項目中、実施状況と重要度ともに得点が高かったのは「頭部外傷など病院で作成してい
るパンフレットを手渡す」「診察終了後、医師の説明を理解できているか確認する」「どういった場合に再受診
が必要かを説明する」であり、「患者からの電話による救急相談に対し指導する」で中程度〜強度の相関がみら
れた（ r=0.69, p<.0001）。自由記述では、“院内の看護師に対する教育的支援”“院内の救急医療システム改
善”“多職種との連携・協働”“帰宅患者への継続看護”などに分類された。  
考察 
救急看護認定看護師たちは普段からスタッフの成長やニーズを考慮する成人教育の考え方を重要視しながら勉強
会を実施している実態が明らかになった。その教育的役割の中心は救命技術に関する内容であったが、医師の働
き方改革に伴うタスク・シフト/シェアの推進や高齢者救急が増加する現状の中、チーム医療としての調整、倫理
的対応、家族対応に関する教育も重要となっている。特に患者・家族からの電話による救急相談に対する指導に
ついては、早急に教育システムを整えていく必要があることが示唆された。 
本研究は、2019年度日本救急看護学会研究助成を受けて実施した一部である。
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(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:20  ポスター会場)

新人看護師のフィジカルアセスメント教育の検討―検温場面の振
り返りを実施して―

○松本 康代1、長井 貴司1 （1. 徳島県立中央病院）
キーワード：新人教育、フィジカルアセスメント、リフレクション
 
【目的】Ａ病院では各部署において、技術チェックを通して新人教育が行われている。その内容はあくまで業務
を行う上での技術的なチェックが多く、フィジカルアセスメントや判断に至る思考過程をチェックする機能は今
までなかった。よって今回、思考過程を含めアセスメントが行われているか、新人看護師の検温場面の行動を確
認し、どのように判断したか振り返りを行っていった。その中で今後の指導・教育のあり方を検討したため報告
する。 
【方法】 実施期間は2020年7月～2021年3月、2021年11月～2022年2月、対象者は2020・2021年度に A病院
に入職した新卒看護師34名とした。夜勤業務を見据えた段階で対象者の検温場面を観察し、その後、検温場面の
振り返りをリフレクティブに行い、独自に作成した評価表で自己評価をふまえ評価した。評価表は大項目を「患
者の状況・場面を把握しているか」「患者への関わりが行えているか」「どのような判断を行っているか」「経
験から与えられる影響をどのように受け止めているか」「発見・課題・学びは得られているか」とし、12の小項
目を作成、4段階評価とした。評価は単純集計と、評価項目毎のピアソンの相関係数を出し、検討した。対象者に
発表への協力は任意であることを発表の趣旨・目的をふまえ説明し、同意を得た。また発表は所属機関の倫理審
査委員会で承認を得た。 
【結果】 検温場面で測定されていたバイタルサイン項目において、 SpO2値、血圧、体温の測定は100％実施され
ていたが、呼吸数測定は59.24％、脈拍触知は35.29％と実施率が低かった。 評価表による評価は平均3.34と
なった。評価項目に関してはいずれも正の相関関係を示したが、関係の強さには差がみられた。「患者の状
況・場面を把握しているか」と「経験から与えられる影響をどのように受け止めているか」において強い相関関
係がみられ（ r=0.718）、振り返り面接においても、経験とその復習が活かされ次の行動につながっている言動
が多くみられた。また「患者への関わりが行えているか」と「発見・課題・学びは得られているか」において
(r=0.733)、「どのような判断を行っているか」と「発見・課題・学びは得られているか」において強い相関関係
を示した（ r=0.717）。振り返り面接では、検温場面で上手くいかなかったと思うことの方がより内容が多く語
られる傾向にあった。 
【考察】 評価表における全体の評価点数の平均点は高く、これは夜勤業務を行う時期であったことが影響してお
り、評価はある一定の基準を達していると考えられた。検温場面の観察において呼吸数測定、脈拍触知の実施率
が低く、今後、重要性を改めて伝えていくことが必要であると考える。 患者状態の把握に関しては、経験したこ
とを活かして把握しようとしている傾向から、経験できる機会を多く得ることができれば、成長の機会もより得
ることができると考えられた。それぞれ配属された部署も違い、経験にも差が生じてくるため、経験の共有はす
すめていくべきと考える。振り返りとして新人看護師が自らの行動の意味を語ることでその行動の根拠が明確に
なり、課題や問題点がみえてきた。評価においても患者への関わりと判断が、課題・学びにつながるという相関
関係を示したことから、思いや考えをリフレクティブに語ることは有用であると考える。多忙な中、振り返る時
間がとりにくい現状もあるが、課題や問題点が明らかになることで新人看護師も学ぶべき明確な目標ができ、学
習意欲がより湧きやすいと考える。また学習意欲に経験と指導をつなげ、成長へとつなげていくことができる可
能性を示していると考える。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:20  ポスター会場)
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救命救急センター看護師における複雑性と不確実性の認識と対応
○浅川 孝之1 （1. 東京都立墨東病院）
キーワード：複雑性、不確実性
 
Ⅰ　研究背景  
A病院高度救命救急センター（以下救命センターとする）は区東部保健医療圏唯一の救命センターである。救命セ
ンターでは診断や治療が迅速に行われ、それに伴い看護師は患者の不確実で複雑な状態を瞬時にアセスメントし
対応する能力を身に付けなければならない。救命領域における複雑性、不確実性について、先行研究では、患者
の不確実性・複雑性の存在を認め、それらが自身に及ぼす影響を理解し、それに対処するスキルを身につけるこ
との重要性が指摘されている。救命センターでの勤務経験が少ない看護師が、複雑性、不確実さに迅速かつ的確
に対応できる環境を整備することが重要と考える。  
Ⅱ　研究目的  
救命センターに勤務する看護師が複雑性や不確実性をどのように認識し、対応しているのかを明らかにする。  
Ⅲ　研究方法  
救命センター勤務歴3年未満の看護師11名個別に、30分程度の半構造化面接を実施した。独自で作成したインタ
ビューガイドを用い、インタビュー内容を ICレコーダーに録音し、録音データから逐語録を作成し、複雑性、不
確実性について抜粋した。スーパーバイザーと議論し言葉を整えコードとした。コードを類似性によりカテゴ
リー化した。  
Ⅳ　倫理的配慮  
本研究は、 A病院倫理審査委員会の承認を得て実施した。  
Ⅴ　結果  
研究参加者は A病院救命センターに勤務する看護師11名で、内訳は男性が4名、女性が7名、看護師経験年数は平
均8.7年、救命センター勤務歴は平均2.4年であった。  
複雑性の認識は32のコードが抽出され、9のサブカテゴリーから4のカテゴリー＜病態・生活背景が複雑で把握が
難しい＞＜治療内容が複雑で対応が難しい＞＜常に変化する状態を把握し、問題の優先順位を考慮して対応しな
ければならない＞＜多職種の意見が様々で方向性が見えにくい＞に集約された。  
複雑性への対応は51のコードが抽出され、10のサブカテゴリーから4のカテゴリー＜学習により疾患・治療に関
する知識を習得する＞＜知識と実践を結び付ける＞＜医師・看護師と情報共有する＞＜問題、課題を判別する＞
に集約された。  
不確実性の認識は16のコードが抽出され、７のカテゴリー＜診断がついていない＞＜治療が有効であるか（患者
にとって利益があるか）不明である＞＜業務が煩雑で計画通りにいかない＞＜現疾患から症状を想像できない＞
＜患者、家族の多様な背景が関与している＞＜せん妄の要因が明確でない＞＜不確実なことが前提であり、不確
実なことが問題とは思わない＞に集約された。  
不確実性への対応は51のコードが抽出され、10のサブカテゴリーから5のカテゴリー＜学習により知識をつける
＞＜医師・看護師と情報を共有し問題解決をする＞＜他の看護師の対応を見て学ぶ＞＜経験を基に予測して対応
する力をつける＞＜患者・家族の訴えを聴く＞に集約された。  
Ⅵ　考察  
複雑性の認識は、患者の背景、治療が複雑で、患者の問題を絞り込めず、多数存在する煩雑な状態にあると考え
る。それに対応するため、学習による専門的知識の獲得、先輩看護師への相談、医師との情報共有を行い、多角
的な視点から対応していると考える。 不確実性への認識は、状態が変化しやすく想定通りに治療が進んでいかな
いことであると考える。不確実性への対応も複雑性同様な対応であり、不確実性を強く認識し、問題解決が困難
な状況ほど、経験を基に予測して対応する能力が必要であると考える。 複雑性や不確実性に対応すべき具体的な
方法として、先輩看護師が新人看護師と実践を振り返る機会を意識的に設けることや、他職種の様々な意見を受
容し、多角的な視点で患者の全体を捉えていく訓練を行う環境を整えることが重要である
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(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:20  ポスター会場)

重症 COVID-19患者の看護において、 ICU経験のない応援看護師
の教育の振り返り

○川辺 さゆり1、小久保 比登美1、袴田 恵美子1、稲葉 朋子1、古川 拓也1 （1. 名古屋大学医学部附属病院）
キーワード：教育
 
＜背景と目的＞ 2020年からの新型コロナウィルス感染症（以下 COVID-19）の流行を受け、同年2月より当院救
急内科系 ICU（以下 EMICU）でも重症 COVID-19患者の受け入れが開始となった。患者数の増加に伴い、一般病
棟から ICU経験のない看護師による応援体制が開始となった。同年9月応援体制開始当初は、1か月2名の短期応援
であり、応援看護師は機能別の業務応援を中心に担った。2021年6月から15床稼働に向け、応援看護師は最大
11名が加わった為、重症 COVID-19患者の看護実践を担うこととし、応援看護師のための教育計画を立てた。
ICUに異動した看護師が適応する時期は、最低が5か月くらいからであり、最高は１年から３年までと幅があると
いう報告がある。 EMICUでは約3年間で、呼吸器管理、血液浄化、補助循環、小児を担当できるように段階的に
教育を行っている。この報告では、応援看護師が重症 COVID-19患者の看護実践を行う為の教育を振り返り、応
援看護師の教育計画を確立することを目的とする。 ＜倫理的配慮＞ 応援看護師へのプライバシーの配慮とし
て、記述内容で対象者が特定できないようにした。 ＜方法＞ 教育計画を立てるにあたり、応援看護師が担当する
患者は、酸素投与中（ネーザルハイフロー含む）もしくは人工呼吸器管理中の患者とし、血液浄化や ECMO（対
外式膜型人工肺）が必要な患者は除外した。まず、 PPE（個人防護具）の着脱、ゾーニング、業務上の注意点な
ど感染管理に関する教育を行った。次に人工呼吸器、動脈圧ラインと血液ガス、カテコラミン投与方法、腹臥位
療法、 J-PADガイドラインについての学習会を実施した。半月～1か月間は ICU看護師と共に患者を担当し、業務
の流れと看護実践について指導した。その後は、一人で患者を担当し、隣のベッドに ICU看護師を配置するサ
ポート体制とした。 COVID-19の流行には波があったため、重症 COVID-19患者がいない時には、外科系 ICUと
連携し、教育のフィールドを借りながら応援看護師の教育を進めた。また、応援看護師は１～2か月で入れ替えが
あったため、感染管理に関する学習は、音声付資料を作成して活用した。 ＜結果＞ 2021年4月～2022年3月まで
に、応援看護師を24名受け入れ教育した。応援期間は2か月6名、3か月4名、4か月9名、6か月以上が5名
だった。重症 COVID-19 患者が急増する中で、人工呼吸器管理中の患者に限定した教育計画を実行し、通常は約
3年間で ICU看護師を育成しているが、応援看護師は１か月程度で人工呼吸器管理の1患者を主として担当し
た。応援期間が6か月を超える看護師については、血液浄化の教育計画までは進められず、担当できなかった。
COVID-19患者の看護実践の中で、応援看護師が COVID-19に感染することはなかった。感染管理に関する教育
は、音声付資料作成により時間の効率化が可能になった。 ＜考察＞ 人工呼吸器管理に限定した教育計画を立てる
ことで、 ICU看護師のサポートを受けながら、応援看護師は1患者を担当することが出来た。この事は、有事の
ICU教育計画としての基盤となった。また、今後現 ICU教育計画を見直す材料となり得る。課題としては、期間が
6か月を超え ICUに適応しつつある応援看護師には担当患者を拡大し、サポートを緩める基準を含めた教育計画の
修正が挙げられた。
 
 

(2022年10月14日(金) 10:30 〜 11:20  ポスター会場)

初期急変対応能力向上へのアプローチ 
　～教育プログラムの導入～

○田場 智美1、許田 みやび1 （1. 沖縄県立北部病院）
キーワード：初期急変対応能力の向上、教育プログラムの導入
 
はじめに：当外科混合病棟では、令和2年度の病棟入院延べ数は13,444人で、そのうち院内心肺停止(以下、急変
とする)を来したケースは10例であり、当院全体の20％を占めている。報告書を用いて振り返り分析した結果、初
期対応が遅れたと考えられる事例があり、初期急変対応能力の向上が必要と考えた。 
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目的：急変時の初期対応能力向上を目指して教育プログラム（講義、教育動画視聴、シミュレーション前後の急
変時チェックリストを用いた習得度確認）を作成・実施し、本プログラムの有効性を検証した。 
 
研究方法： 
１．対象：病棟看護師29名（シミュレーション教育を実施した看護師17名） 
２．プログラムの作成： 
・急変時チェックリストの作成（ BLS、 ALS、 AED、気道管理、薬剤投与、家族対応の全56項目） 
・急変対応デモンストレーション動画の作成（夜間急変時を想定し4名での対応場面） 
・病棟看護師の看護実践能力別到達目標の策定  
・シミュレーションシナリオの作成  
３．プログラムの実施  
・到達目標の設定とプログラム開始前の習得度チェック  
・救命救急認定看護師よる急変時対応勉強会の開催  
・急変対応動画の視聴とディスカッション  
・シミュレーション実施（複数回） 
・シミュレーション実施後の習得度チェック  
・指導者を交えたデブリーフィングと自己の課題設定  
４．プログラムの評価  
・プログラム実施前後の急変対応能力習得度の比較をもとに評価 
 
倫理的配慮：病棟看護師全員に書面と口頭にて研究内容を説明した。院内倫理委員会の承認を得て、研究を
行った。 
 
結果：教育プログラム導入前は BLS31％、 AED75％、薬剤50％、 ALS42％、家族対応は０％と「できる」は
50％以下だった。これまでの病棟スタッフは急変対応に苦手意識があり、急変対応への興味はあったが病棟での
勉強会はなかった。病棟における急変対応の勉強会もなく技術に差があった。スタッフが自信をもって急変対応
に関わることができるように、救命救急認定看護師による勉強会を行い、知識・技術の向上を図った。「勉強に
なった」「座学やシミュレーションを組み合わせることでわかりやすい」等の反応が得られ、学習意欲も高まり
教育プログラムの導入がスムーズであった。シミュレーション後はデブリーフィングを行い、病棟看護師から気
付きや反省点、課題も上げられ「少し自信が持てた」「今後も定期的にやってほしい」等の反応が得られた。シ
ミュレーションの評価では急変対応チェックリストを活用することで誰もが統一した評価が可能になった。教育
プログラム導入後（シミュレーション4回施行）は最終的に BLS・ AED・薬剤・家族対応で100％、気道管理で
95％、 ALSで86％に到達する結果になった。今後も継続したシミュレーション教育が必要であるため急変向上プ
ログラムを新人用、転勤者用で作成し今年度4～5月に実際に活用した。 
 
考察：看護実践能力別に到達目標を設定する事で、それぞれの役割が明確化し実践に近い形のシミュレーション
を想定する事ができた。これは、看護実践能力別に役割があることを共通理解できる点で有効な内容といえ
る。また、デブリーフィングをすることによって、病棟看護師からの気づきや反省点も挙げられた。勉強会・実
践・デブリーフィングを行い、課題を見出し、次のシミュレーションを繰り返す事で自らの行動を振り返り、課
題を見つけた事も到達度を達成できた要因となる。今回の研究を通し、シミュレーション導入回数毎に到達度も
達成したことから、知識・技術能力が向上され、教育プログラムは有効であった。今後も教育プログラムを継続
し急変対応能力を維持・向上していく必要がある。
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ポスター2
座長：松崎 八千代 （筑波メディカルセンター病院）
2022年10月14日(金) 14:10 〜 15:00  ポスター会場 (会議室9-A)
 

 
A病院救急外来において死亡確認された患者家族の看護実践における現状から
の課題 
○村松 武明1 （1. 聖隷三方原病院 高度救命救急センター） 
救急外来における家族看護の現状調査～アンケート結果から今後の課題を明ら
かにする～ 
○石上 八重子1、遠藤 豊容嘉1 （1. 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院） 
わが国の救急・集中ケア領域における終末期患者の家族看護に関する文献検討 
○倉田 千晶1,2、江口 秀子3 （1. 厚生連松阪中央総合病院、2. 鈴鹿医療科学大学医療科学研究科、3.
鈴鹿医療科学大学） 
精神科無床 A病院の救急外来での自殺未遂患者への対応  
～フローチャートに基づいた看看連携の現状と課題～ 
○田村 沙知1、田口 育美1、西尾 有美子1、杉浦 定世1、高橋 淳子2 （1. 聖隷浜松病院 救急外来、2. 聖
隷浜松病院 精神看護専門看護師） 
群馬県における COVID-19に対するクラスター対策チーム「Ｃ－ＭＡＴ」の
運用 
○小池 伸享1、城田 智之1、萩原 ひろみ1、伊藤 恵美子1、矢内 健太1、城田 麻紀2 （1. 前橋赤十字病
院、2. 群馬大学医学部付属病院） 
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(2022年10月14日(金) 14:10 〜 15:00  ポスター会場)

A病院救急外来において死亡確認された患者家族の看護実践におけ
る現状からの課題

○村松 武明1 （1. 聖隷三方原病院 高度救命救急センター）
キーワード：心肺停止、家族ケア
 
はじめに  
A病院の救急外来では、2020年度124件が心肺停止で救急車搬送され、救急外来で死亡確認をしている。研究者
らは、 A病院の救急外来において突然死への家族ケアとして、医師の病状説明や死亡宣告時の同席、エンゼンルケ
アを実施し、第25回日本臨床救急医学会で報告している。今回、救急外来看護師（以下 ERNｓ）の具体的なアセ
スメントやケアの現状から課題を検討することにした。 
目的  
A病院救急外来に心肺停止で救急搬送された患者家族に対する ERNｓのアセスメントとケアの現状から課題を検討
する。 
研究の方法  
1．対象者：2020年度に心肺停止で救急車来院し、救急外来で死亡確認された124件  
2．方法： 
1） データ収集 診療記録、スキャナーされた ER看護記録及び救急外来タイトルで記載された看護記録から以下を
取得する。  
（1） 患者背景（性別、年齢、疾患分類、 ADL）  
（2） ERNｓの救急外来看護歴  
（3） ERNｓの記録の有無とケア内容や家族の反応  
2） データ分析 経験年数で分類、ケア内容や家族の反応及びアセスメントを整理する。また、経験による比較を
する。  
3） 倫理的配慮 A病院倫理委員会において承認を得た（第21-16）。 
結果  
救急外来で死亡確認された事例は、男性75件と女性49件、平均年齢77歳で、疾患は、外因28件うち交通外傷、自
死、溺水各6件、内因96件うち心血管系50件が最多あった。 ADLは、自立57件、要介助25件、全介助10件、不
明32件、うち自立は外因17件、溺水と交通外傷5件で多く、内因40件、心血管系32件が多かった。 ER平均経験
年数は、5年未満が11名2.2年、5年以上が5名6.7年であった。 ERNsの担当が明確な記録は105件、1年未満
18件、2～5年未満8件、5年以上56件、複数担当で1年未満と2～5年未満4件、1年未満と5年以上17件、2～5年
未満と5年以上2件であった。ケアはエンゼンルケア103件（2件解剖のため警察へ）、説明同席67件、家族の話を
傾聴36件、家族が揃うよう調整25件、他7件、外因26件と内因の心血管系62件に多くあった。また、傾聴は1年
未満5件、2～5年未満2件、5年以上22件、1年未満と5年以上6件、2～5年未満と5年以上1件であり、5年以上
は、家族が揃うよう調整9件と他のケアと複数あった。アセスメントは9件あり、1年未満2件、5年以上5件、1年
未満と2～5年未満2件であった。内容で外因2件は、自死での配偶者の自責感と家族の来院、溺水での冷静さの判
断があった。内因7件は、心血管系が6件と他内因1件あり、受入れ発言あるが整理困難、配偶者の動揺強く受入れ
困難、他家族が来院予定など、動揺や家族来院の確認が多かった。家族の反応は32件あり、1年未満4件、2～5年
未満2件、5年以上19件、1年未満と5年以上6件、2～5年未満と5年以上1件であった。内容は蘇生継続や中止など
意思決定、流涙や声かけなど態度・言動、「ありがとうございました」など医療者への内容に分類された。 
考察  
ケアは、 ER経験5年以上の ERNｓによる実践が多く、傾聴によるケアと同時に家族の反応を観察し、現状の捉え
方や支える資源など体系的なアセスメントからケアし問題解決する実践力が考えられた。一方、 ER経験1年未満
は、5年以上と複数担当が多く、支援うけての実践であること、 ER経験2～5年未満は、リーダーを担いはじめる
年代が多く、初療における調整や采配など不慣れなことが担当の少ない理由として推測された。以上から、経験
は実践力に影響する要因であり、経験に偏りなく安定した実践力を発揮できるための体制整備が課題と思われ
る。



[P2-02]

[P2-03]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

 
 

(2022年10月14日(金) 14:10 〜 15:00  ポスター会場)

救急外来における家族看護の現状調査～アンケート結果から今後
の課題を明らかにする～

○石上 八重子1、遠藤 豊容嘉1 （1. 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院）
キーワード：救急外来、家族看護
 
【研究目的】 現在の患者家族に対する看護実践状況を把握し、今後の課題を明らかにする。 【倫理的配慮】 A病
院の看護局倫理審査委員会の承認を得て実施。調査への協力は個人の意思によるものであり、アンケートの投函
をもって同意とする。個人情報の保護には十分に留意し、調査票は調査終了後速やかにかつ安全に破棄する。
【研究方法】 対象：救急外来看護師32名（師長・臨時職員を除く） 方法：①対象に向けて研究の説明と同意を得
る ②家族看護に関するアンケートを作成 ③アンケート調査を行う。期日を設定し、指定の回収ボックスに投函し
てもらう。投函のあった看護師のみ同意を得られたこととする。④アンケート回収後、内容の分析 ・選択による
質問…単純集計 ・記述による質問…内容分析 ⑤分析結果より、課題の抽出 【結果】 アンケート配布数32部　回
収率：100％　看護師経験年数　1～6年目23名、7年目以上9名 どのアンケートの質問に対しても、年代による有
意な差は認められなかったが、殆どの項目で1～6年目の方が実践の割合が高かった。患者家族の待ち時間に関し
ては、1～6年目看護師、7年目以上の看護師ともに1時間～1時間30分が最も多かったが、次に多かった時間は
1～6年目看護師は1時間30分～2時間、7年目以上の看護師は30分～1時間という結果となった。 患者情報用紙の
患者・家族への説明欄の記載については、1～6年目看護師、7年目以上の看護師ともに「説明がなく何時間も患者
家族を待たせることを防ぐため」という回答が多く、半数以上が目的を理解していたが、記載についてマイナス
の意見もあった。 アンケート結果の内容を CNS-FACEⅡの患者家族の6つのニードに分類したところ、家族に実践
している看護や患者家族のニードについて、6つのニードすべてに回答があった。 実践している看護について
は、「情報」「情緒的サポート」「保証」の順で回答が多く、殆どの項目で1～6年目看護師のほうが実践してい
る割合が高かった。看護師が考える患者家族のニードについては、「保証」についての回答が半数以上を占めて
おり、次いで「情緒的サポート」「情報」の順で回答が多かった。クリティカル領域の患者家族のニード
は、「情報」「接近」「保証」が高いといわれているが、実践している看護や看護師が考えているニードの結果
からは「接近」のニードに対する回答は4番目以降の結果となった。 【考察】 ①患者情報用紙の説明欄の記載
は、半数以上の看護師が目的を理解しているが記載に結びつかないのは業務の一部となっていると考え、家族看
護を意識した認識の変化が必要である。 ②看護実践は年代で有意な差はみられなかったが、7年目以上の看護師の
実践割合が全体的に低いのは、勤務の半数以上をリーダーやトリアージなどの業務を行っていることが影響して
いると考えられる。しかし、7年目以上の方が高い割合を示す項目に関しては、経験と広い視野を持って看護を
行っている結果だと考える。 ③「接近」のニードに関する回答が低い結果となったのは、患者の治療や検査が優
先される現状があり、「接近」に関する認識がほかの項目より低いことが考えられる。 【今後の課題】 今回のア
ンケート結果をもとに部署全体での勉強会の実施や看護の振り返りが行える機会を作り、家族看護に対する認識
を高めていく必要がある。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:10 〜 15:00  ポスター会場)

わが国の救急・集中ケア領域における終末期患者の家族看護に関
する文献検討

○倉田 千晶1,2、江口 秀子3 （1. 厚生連松阪中央総合病院、2. 鈴鹿医療科学大学医療科学研究科、3. 鈴鹿医療科学
大学）
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キーワード：救急・集中ケア、終末期、家族看護
 
【目的】本研究は、わが国の救急・集中ケア領域における終末期患者の家族看護に関する研究動向と課題を明ら
かにした上で、これらの患者家族の家族支援の質の向上の示唆を得ることを目的とする。  
【方法】文献検索は、医学中央雑誌 Web版(Ver.5)を用いて原著論文に限定し、検索式は「家族」 and(「ターミ
ナルケア」 or「終末期ケア」)and(「救急」 oｒ「集中治療」 or「クリティカルケア」 or「 ICU」)とした。収載
誌発行年は、「救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン～3学会の提言～」が策定され2014年
以降の家族ケアを把握するために、2014年から2020年で検索を実施した。また、文化や宗教、人生観や死生
観、家族・親子関係等の国民性が終末期ケアに影響すると考えたため国内文献に限定した。 
【結果】総検索件数93件の内、救急・集中ケア領域の看護師の終末期ケアに関連する記述が含まれている文献
22件を分析対象とした。発行年数は、2014年5件、2015年4件、2016年2件、2019年6件、2020年5件で
あった。研究方法は、文献研究3件、量的研究9件、質的研究9件、量質併用研究1件であった。研究協力者は、救
急・集中ケア（ NICU、小児を含む）領域で勤務する看護師、看護管理者、認定看護師、専門看護師であった。研
究内容は、看護行為に特化したもの13件（認定看護師・専門看護師に関するもの5件）、看護師の困難感や葛藤に
関するもの5件、組織体制に関するもの2件、看護管理者に関するもの2件、家族のニードに関するもの1件で
あった。救急外来の看護師は危機的状況にある初対面の家族と関係性を構築し、情緒的サポートを行ないながら
支持的な態度で家族を受け入れ、多数の救急患者が搬送されるなかで意図的に家族が患者に寄り添う場を提供
し、状況をみながら段階的な情報提供を行っていた。集中治療室の看護師は、時間的制約がある中で家族の病状
の認識や理解度の促進をはかり、家族が現状を把握できるように情報提供や情緒面をサポートし、意志決定支援
やグリーフケアに繋がる一環として環境調整を図っていた。一方で、看護師は家族のニーズを捉えることやケア
環境を整えること、家族看護に関する学習環境や支援環境が無いことに困難感を抱いていた。看護管理者はそれ
らの状況を支援することに困難さを感じていた。認定・専門看護師は、危機的状況にある家族の安全確保や現状
把握を促しながら個々の家族員の状況やニーズを捉え、看護師間や多職種と連携しながら家族が患者にとって最
善の代理意思決定を行うプロセスを支えていた。さらに、家族の悲嘆ケアを促すなど時期や家族の特徴に応じた
家族ケアがなされるようチームで家族に関わっていた。 
【考察】救急・集中ケア領域では、患者と家族の安全を確保し、代理意志決定やグリーフケアに繋がる情報提供
や情緒的支援を多職種とともに行っている。しかし、危機的状況にある患者・家族の特徴や、時間的制約、看護
師の教育背景や実践能力など、様々な要因が終末期患者の家族支援を困難にしている。救急・集中ケア領域の看
護師はあらゆる年代の患者が搬送されるなか、家族員の発達段階や家族の発達課題に着目し、家族システムを支
えるために悲嘆過程を見据えたケアを提供していくこが必要である。本研究において、認定看護師および専門看
護師の実践には特性がみられた。これらを可視化し、より具体的な看護実践を明確にすることは今後の家族看護
の質の向上に繋がると考える。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:10 〜 15:00  ポスター会場)

精神科無床 A病院の救急外来での自殺未遂患者への対応  
～フローチャートに基づいた看看連携の現状と課題～

○田村 沙知1、田口 育美1、西尾 有美子1、杉浦 定世1、高橋 淳子2 （1. 聖隷浜松病院 救急外来、2. 聖隷浜松病院
精神看護専門看護師）
キーワード：自殺未遂、救急外来、フローチャート、精神科無床病院、精神疾患
 
【目的】 精神科無床 A病院は、 B市内で最多の自殺企図患者の救急搬送を受け入れている。2020年、 A病院では
独自に自殺リスクをスクリーニングするための「自殺事故予防対策アセスメント（以下アセスメント）」が実施
され、救急外来（以下 ER）においても自殺未遂で受診した患者へ運用を開始した。その後、かかりつけ患者が自
傷行為で ERに継続受診（以下再診）した後、自殺既遂により死亡した事例があり、 ERに受診する自殺未遂患者
に対し、自殺のリスクを意識した看護介入や継続支援の必要性を考える機会となった。これを機に、2021年 ER独
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自のフローチャート（以下フローチャート）を作成し、 ERにおける自殺未遂患者への対応が標準化され、 ER看
護師間や ERから一般外来・入院病棟との情報共有による看看連携が可能となった。そこで、今回 ERを受診する
自殺未遂患者の実態を把握し、フローチャート導入後の実践を評価することで今後の課題を見い出したいと思い
研究に取り組んだ。  
【方法】 電子カルテデータを利用した後ろ向き研究。期間：2021年5月～2022年2月、対象者：自殺未遂患者
41名、分析内容：①精神疾患・精神科通院歴・自殺未遂歴の有無 ②事例のアセスメントの評価と併せ分析検討③
ER看護師がフローチャートに沿った関わりを実施できているか。  
【倫理的配慮】 所属機関の臨床研究審査委員会の承認を得て実施した。  
【結果】 自殺未遂患者41名の転帰は入院24名（一般外来かかりつけ3名）、転院2名、帰宅15名（一般外来かか
りつけ5名、再診3名）であった。 ①精神疾患患者26名、当院に限らず精神科通院中の患者21名、自殺未遂歴
21名であった。 ②アセスメントは STEP１、 STEP２、 STEP３と進むに従い自殺企図のリスクが高いと判断する
仕組みであり、 STEP1リスクアセスメント（患者背景ストレス、自殺リスクが高い精神疾患）１名、 STEP2基本
症状（言動や表情に問題有り）12名と STEP３追加症状（自責の念が強い、死のうと思うが有り等）28名で
あった。 ③フローチャートに沿ったアセスメントの実施件数41名、かかりつけ患者の外来への申し送りは入院時
0名、帰宅時4名であり、再診時のアセスメント入力3名であった。 
【考察】 ① 精神疾患や過去の自殺未遂歴は再企図の高いリスク因子であり、精神科通院中が半数以上とリスク因
子が高い患者が多いということが分かった。② STEP２ STEP３は、ストレス発散のリストカットなど対処行動と
しての自傷行為よりも、実際に死のうと強く思った等と来院時も希死念慮を認めた事例が多いと分かった。 ③再
診時のアセスメント入力は全例であり、帰宅したかかりつけ患者のうち4名が一般外来へ情報共有されていたこと
は、フローチャートに沿って対応した結果と言える。一方、入院したかかりつけ患者が一般外来へ情報共有され
なかった原因は、フローチャートに入院時の申し送りの流れが記載されていなかったためと思われる。退院後一
般外来に受診する際に、外来看護師が全患者の中から自殺未遂の詳細を確認して、意識的に関わることは困難と
考える。そのため、入院時は病棟と一般外来の双方へ申送りできるようにフローチャートを修正した。 これらか
ら、 A病院は精神科無床病院であっても精神疾患や再企図リスクの高い患者が多く救急搬送されており、自殺未遂
患者に意識的に関わり繋げていくこの取り組みは非常に意義があると考えた。今後は修正したフローチャートが
スタッフに浸透し、院内でよりスムーズで確実な連携や再企図予防を意識した看護介入を行えるようになること
が課題である。
 
 

(2022年10月14日(金) 14:10 〜 15:00  ポスター会場)

群馬県における COVID-19に対するクラスター対策チーム「Ｃ－
ＭＡＴ」の運用

○小池 伸享1、城田 智之1、萩原 ひろみ1、伊藤 恵美子1、矢内 健太1、城田 麻紀2 （1. 前橋赤十字病院、2. 群馬大
学医学部付属病院）
キーワード：COVID-19、クラスター対策、感染対策、Coronavirus Mobile Assistance Team
 
【はじめに】群馬県は、2020年4月に高齢者施設での大規模クラスターを経験した。そのクラスターから学
び、群馬県としてクラスター防止対策チーム（ C-MAT）を設置し活動を行っている。今回、設置より2年経過
し、 COVID-19における緊急度・重症度の変化や、抗ウイルス剤の投与方法の変更などによりクラスター対応や
C-MAT運用規定に新たな対応が生じたためその経過について報告する。 【経過】2021年12月末よりオミクロン
株に対し、経口薬「モルヌピラビル（販売名：ラゲブリオ）」の投与が推奨され、また、中和抗体薬の一時中止
などクラスターが発生した施設に対する COVID-19陽性患者の入院調整に関し、大幅な変化が見られた。ま
た、2022年4月以降のクラスター発生総数も医療機関以外で40施設となり、クラスター発生率も増加し、病床数
がひっ迫している。それらのことを踏まえ、群馬県は、高齢者施設や障害者施設での入所者が感染した場合で
も、入院の必要がなければ当該施設内で療養を継続するなど嘱託医や、隣接の医療機関などと連携し対応してい
る。 一方で年齢や基礎疾患などを抱えるリスクの高い高齢者や障害者にとっては、発症後、速やかに適切な治療
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に結びつけることが重症化の予防や早期回復に繋がり、事情により嘱託医や協力医療機関の協力が得られない一
部の施設においては、陽性者が治療を受ける機会を逃すことに繋がる。そこで、入所者が新型コロナウイルスに
感染した施設に対して、施設所在地の郡市医師会による医療チームとＣ－ＭＡＴを派遣し、施設内療養中の高齢
者や障害者に治療（中和抗体薬や経口抗ウイルス薬の投与、酸素投与、輸液等）を行った。 【 C-MAT運用規定】
Ｃ－ＭＡＴの出動基準は、施設等（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、病院等入所
者、入院患者がいる施設に限る。）において陽性患者（入所者、入院患者とし、職員を含まない。）が１名以上
判明し、陽性患者以外の入所者、入院患者に感染の疑いのある者（発熱、呼吸器症状等がある者）が発生してい
る場合等クラスターにつながる恐れがあると保健所長が判断した場合としている。また、その他保健所長から派
遣要請があった場合も同様とした。活動内容は以下としている。 （１）入所者又は入院患者及び施設職員等に関
する医療情報の収集 （２）有症状者のトリアージ （３）濃厚接触者及びＰＣＲ検査の受検範囲の特定のための情
報収集 （４）施設内のゾーニング（ゾーニングの可否判断を含む） （５）現場において搬送を円滑に行うための
コーディネート （６）感染拡大防止策に係る施設管理者に対する支援及び助言 （７）施設療養者等への診療に関
する施設の嘱託医・協力医療機関に対する支援 （８）その他感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（平成10年法律第114号）第15条に基づく活動 【まとめ】 Ｃ－ＭＡＴマニュアルの策定及び追加修正
は、Ｃ－ＭＡＴの円滑な派遣・活動を目的として、Ｃ－ＭＡＴ活動の主体である保健所の標準的な対応フ
ロー、対応の留意事項等を関係機関（ＩＣＮ、ＤＭＡＴ、病院間調整センター）で共有するために作成されたも
のである。延いては COVID-19感染患者に対する最善な医療対応が実施できることを目的としている。
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一般演題（ポスター） | 一般演題 | ポスター

ポスター3
座長：鈴木 好 （小田原市立病院）
2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:05  ポスター会場 (会議室9-A)
 

 
救急初療から全人的看護を目指した看護の充実 
○山口 富士美1 （1. 岐阜市民病院） 
救急外来におけるせん妄予測スケールの効果 
○枡谷 晴香1、竹之内 絵美1、峯 ひとみ1、桜井 政純1、村上 奈美1 （1. 札幌徳洲会病院救急セン
ター） 
ICDSCを用いたせん妄評価導入による効果 
看護師のせん妄の知識および身体拘束実施率の変化に着目して 
○戸澤 愛1 （1. 東京都立駒込病院） 
高度救命救急センターの24時間を通した光環境の実態 
○高取 充祥1、遠藤 みどり1、渡辺 かづみ1、井川 由貴1、山本 奈央1 （1. 山梨県立大学 看護学部） 
救急 ICUに入室した外傷患者1例の小型睡眠脳波計を用いた睡眠の実態 
○力久 真奈美1、松尾 照美1、椛島 久美子1、川久保 愛2、武富 由美子2、古賀 明美2 （1. 佐賀大学医
学部附属病院看護部、2. 佐賀大学医学部看護学科） 
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(2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:05  ポスター会場)

救急初療から全人的看護を目指した看護の充実
○山口 富士美1 （1. 岐阜市民病院）
キーワード：全人的ケア、患者ニーズ、救急初療
 
Ⅰ.目的　本研究は、救急初療看護の充実を図るため、患者、家族が抱くニーズを捉え、アセスメントし、全人的ケ
ア介入を繰り返し実践していくことで、初療における看護のあり方を明らかにする。 Ⅱ.方法　1． A病院救急看護
師27名と多職種10名に初療看護の現状把握と看護の充実について質問紙調査実施。2．入院後の患者2事例に初療
時のニーズの聞き取り調査実施。3．初療患者アセスメントシート（以下アセスメントシート）看護事例検討用紙
（以下事例検討用紙）作成。4．コアメンバー会議で課題解決の方策立案。5．救急看護師と課題、患者ニーズの
共有。6．「救急初療看護における看護過程と全人的ケア」勉強会実施。7.看護実践と評価：平日の日勤帯に看護
師2人体制でアセスメントシートを活用し看護展開、事例検討会を実施。入院後、搬送時の聞き取り調査実施。そ
の結果を踏まえ新たに検討会実施。8．取り組みの評価：看護師、多職種に看護実践の変化を中心に、質問紙調査
実施。本研究は岐阜市民病院医学研究倫理審査委員会の承認を受け実施した。 Ⅲ.結果　1．研究開始時に、看護師
から【患者・家族に対して全人的介入が困難】【看護実践の中で全人的ケアが困難】など困難感や十分できてい
ないといった回答を整理し7つの課題があがった。多職種の質問紙調査から筆者が捉えた看護師の役割【五感を
使った観察】【患者・家族の精神的ケア】など整理した。2．緊急入院患者のニーズには【身体的異常の自
覚】【家族に心配ないことを伝えたい】【仕事の調整】など様々で患者の抱く思いが全てニーズにつながると共
有した。3．平日の日勤帯で148名の患者に対しアセスメントシートを活用し展開した。4．検討会で、初療での
思いの聞き取り結果を提示し【救急対応への恐怖感】【自身のことになると無力】【身体的危機状態にあり記憶
にない】など確認した。患者は、恐怖を抱いていたが訴えることができないため、看護師はニーズを予測しなが
ら全人的ケア介入を行う必要があることを共有した。自身のことになると無力さを感じることや医師の説明は記
憶にないことも確認でき、危機的状況下では平常心が保てないことも共有した。抽出されたニーズが一つでも満
たされないと健康上の回復に影響を与えることも確認できた。5．研究後の質問紙調査から【看護ケアの充実につ
ながる】【全人的ケア介入の充実】【個別性看護の充実を図る】といった初療看護の充実につながるという結果
が確認できた。また、【医療に対する信頼の構築に不可欠】とあるように、全人的ケア介入が初療で実感がなく
ても患者が安定してから医療に対する信頼につながると評価されていた。 Ⅳ.考察　患者は突然の発症から時間の
経過とともに様々な思いを抱くことが確認できた。このすべて の思いが身体的・心理・社会的ニーズ、スピリ
チュアルなニーズにつながると考える。その中で、優先 されるニーズを考慮する必要があると考える。そのため
患者を総合的に捉えて、様々な反応から問題を 抽出し、顕在化した問題と潜在化した問題も読み取り全人的に介
入していく必要があると考える。全人 的ケアを展開することは、身体的ニーズが満たされるだけではなく、心
理・社会的苦痛にもいち早く介 入することで、健康上の回復において影響し患者の利益につながるといえる。し
かし、【全人的看護に おいて救急外来はあくまでもスタート】であるため【つなぎ目のない医療、看護の提
供】において、 ICU、 手術室、病棟（外来）等の協働が必要であると考える。初療から展開された看護過程を記
録し、病棟へ 継続していく体制づくりが課題となった。
 
 

(2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:05  ポスター会場)

救急外来におけるせん妄予測スケールの効果
○枡谷 晴香1、竹之内 絵美1、峯 ひとみ1、桜井 政純1、村上 奈美1 （1. 札幌徳洲会病院救急センター）
キーワード：救急外来、せん妄、E-PRE-DELIRIC
 
【はじめに】近年、高齢化を背景として救急需要が増大し、救急出動件数は年々増加している。 A病院でも平成
30年度高齢者救急搬送件数は全体の49.4%を占めていた。 A病院では多岐にわたる科が混在し、患者の対応に追
われ、せん妄症状が出現した高齢者への対応に悩む場面がある。救急の場でせん妄を予測することが出来れ
ば、迅速な治療や看護介入を行い、入院後の継続看護にも繋げられるのではないかと考えた。先行研究より救急
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外来におけるせん妄を予測するスケールはないが、 ICU入床時に評価を行う E-PRE-DELIRICというせん妄予測ス
ケールはある。これを救急外来で使用し効果が明確になるとせん妄の予測が可能になるのではないかと考え2年に
渡り研究を行った。スケール評価のため、せん妄に関する各部署への情報提供は行わず現状調査とした。 
【目的】 E-PRE-DELIRICを使用しせん妄の予測の効果を検証した。  
【方法】救急搬送された65歳以上の患者を無作為に抽出し、 E-PRE-DELIRICを使用し予測をした。入院後72時
間、計6回救急看護師が病室へ訪問し CAM-ICUにてせん妄を発症したか評価をした。  
【倫理的配慮】 A病院倫理審査委員会の承認を得て、個人が特定されないよう実施した。  
【結果】有効症例311症例のうち、せん妄発症133症例で発症率43％であった。 SPSS Statistics Version22を用
いて ROC曲線を算出し AUC面積0.7であった。カットオフ値10%では感度100特異度98.9、20%では感度88特異
度72.7、35％では感度67.6特異度37.1であり、35％、65.7％で特異度は先行研究より劣ったが感度はすべて上
回った。  
【考察】 A病院では救急搬送され病棟へ入院した約2人に1人はせん妄を発症している現状が明らかとなった。カ
ナダの ICUで行われた先行研究では SPSSを用いて ROC曲線を描き E-PRE-DELIRICの鑑別能力を評価し、 AUC面
積は0.76であった。今回の研究では0.7であり先行研究よりは能力が劣るが、類似した研究結果になったと言え
る。 E-PRE-DELIRICのリスク分類に合わせカットオフ値を算出しても、感度・特異度ともに高く、病態識別値は
高いと判断することが出来る。結果として E-PRE-DELIRICは救急外来で使用し、せん妄を予測することが可能で
ある。救急外来でせん妄のリスク度を算出することでせん妄への予防的介入ができ、病棟での早期介入や継続看
護にも繋がると考える。 
【結論】今回の研究結果より、救急外来における限られた情報でも E-PRE-DELIRICを使用しせん妄発症リスク度
を算出することが可能である。リスク度を算出することで救急外来からせん妄に対して予防的介入を行うことが
できる。また病棟に情報提供することでせん妄が発症する可能性があることへの意識づけとなり、病棟での早期
介入や継続看護へ繋げることができる。そして患者にとって安全・安楽な医療を提供することにもなると考え
る。これらの研究結果をもとに、 E-PRE-DELIRICをシステム化し、院内でせん妄に対する看護ケアを充実させて
いくことが次の課題となる。
 
 

(2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:05  ポスター会場)

ICDSCを用いたせん妄評価導入による効果 
看護師のせん妄の知識および身体拘束実施率の変化に着目して

○戸澤 愛1 （1. 東京都立駒込病院）
キーワード：ICDSC、せん妄、知識、身体拘束、実施率
 
【目的】  
ICUで発生するせん妄の評価に対し、妥当性のあるツールを用いて定期的に評価が行われるべきとガイドラインで
示されており、先行研究ではせん妄の症状が ICU患者の身体拘束に影響する判断要因となるとしている。せん妄の
アセスメントツールとして ICDSCを用いることで看護師にせん妄の観察力とアセスメント力が向上したとの報告
がある。そこで、 ICDSCの導入が看護師のせん妄に関する知識と身体拘束実施率に影響を及ぼすのではないかと
考え、 ICDSCの導入により看護師のせん妄に関する知識、身体拘束実施率にどのような変化が生じるかを明らか
にする。  
【方法】  
調査期間：2021年8月～10月  
対象： A病院 ICU業務に従事する常勤看護師24名  
調査方法： ICDSCについての勉強会を実施。 ICDSC導入前後に自記式質問紙調査と看護記録及びフ ローシートか
らの情報収集を実施した。 
調査内容：看護師の看護師歴、 ICU経験年数、せん妄に関する知識、身体拘束に関する意識、身体拘束の実施時間
について調査した。 ICU入室患者のうち身体拘束を一度でも使用した患者の割合を身体拘束実施率として算出し
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た。  
【倫理的配慮】  
A病院の倫理審査委員会の承認を得て実施した。  
【結果】  
看護師のせん妄に関する知識は、全ての項目において「知っている」と答えた看護師が ICDSC導入後 には8割以
上を占めた。また、せん妄症状の知識は表1の通りである。正答できた看護師は ICDSC導入後に増加し、有意差が
認められた(マン・ホイットニー U検定,p=0.04)。 
　看護師の属性により知識の差があるかを比較した。 ICDSC導入前は看護師歴が長いほど正答率が高く、導入後
は看護師歴が3年以下の看護師の正答率が増加し、 ICDSC導入前後の正答率による比較で有意差が認められた(マ
ン・ホイットニー U検定,p=0.04)。 
　A病院 ICU在室中に一度でも身体拘束を使用した患者は ICDSC導入後にわずかに減少したが、有意差は認められ
なかった。しかし、身体拘束実施時間は ICDSC導入後に短縮し、有意差が認められた(t検定,p=0.01)。  
【考察】 
　ICDSC導入によりせん妄に関する知識が向上した。 ICDSC導入前では看護師歴が長いほど知識が高く、導入後
には看護師歴が短い看護師の知識が向上し、有意差が認められた。これは、経験の少ない看護師は実践や同僚の
観察を通した学習を好むことから、 ICDSC導入前と比べ、せん妄評価の過程が可視化されたことで学習の機会を
得たためではないかと考える。また、 ICU入室全患者を ICDSCの評価対象とし、日々実践で評価を繰り返すこと
で評価する機会が増え、せん妄に関する知識の向上に繋がったと考える。今後もスクリーニングツールによるせ
ん妄評価の継続と再学習の機会を設けることで知識の定着・向上が期待できると考える。  
身体拘束実施率に関しては ICDSC導入後にわずかに減少したものの、有意差は認められなかった。 ICU 入室直後
は集中治療が必要な状況のため、鎮静・意識レベルの変容等の観察やアセスメントより処置の優先度が高く、安
全管理を優先するためではないかと考える。一方、身体拘束実施時間は ICDSC導入後に短縮し、有意差が認めら
れた。これは ICDSC導入による定期的なせん妄評価の実施が患者の状態を適切に捉え、身体拘束の必要性につい
て検討する機会となり、身体拘束の解除に繋がったからではないかと考える。 
　以上のことから、 ICDSC導入の効果として看護師のせん妄に関する知識の向上だけでなく、身体拘束実施時間
の短縮に繋がることが示唆された。 
 
 
 

(2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:05  ポスター会場)

高度救命救急センターの24時間を通した光環境の実態
○高取 充祥1、遠藤 みどり1、渡辺 かづみ1、井川 由貴1、山本 奈央1 （1. 山梨県立大学 看護学部）
キーワード：光環境、PICS、照度
 
【目的】 
　集中治療後症候群の予防対策の一つに環境調整が明らかになっており、夜間は照度を50 lx以下とすることが理
想とされている。しかし、頻回の観察や安全管理の視点から、夜間も照明がついていることが多い現状があ
る。一時的な照度を測定した研究はあるが、24時間を通した照度は明らかとなっていないため、実態を明らかに
することを目的にとした。 
【方法】 
　2021年10月から2022年5月において、救命救急センター内の病床環境と労働環境にて、24時間を通した照度
調査を実施した。病床環境は①個室（ LED）、②オープンフロア（ non-LED、以下 n-LED）、③個室（ n-
LED）とし、労働環境は④作業台（ミキシング等の実施場所）とした。病床環境は天井高2,600mmの場所で、患
者の頭部が位置する床高900mmで照度測定器（ TR-74Ui-S）を使用した。測定は異なる３日間で24時間継続し
て測定し、分析は最低照度、最高照度、平均照度値を算出した。本研究は山梨県立大学看護学部及び看護学研究
科研究倫理審査委員会の承認（2021-08）を得た。 
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【結果】 
　病床環境において、日中における最高値は個室（ LED）で891.5 lxであり、最低値は個室（ n-LED）で59.8
lxであった。平均照度値は265.2 lx～445.8 lxであった。日没後～消灯前における最高値はオープンフロア（ n-
LED）で321.1 lxであり、最低値は個室（ n-LED）で23.3 lxであった。平均照度値は、46.8 lx～207.7 lxで
あった。消灯後における最高値は、オープンフロア（ n-LED）で133.8 lxであり、最低値は個室（ n-LED）で
0.01 lxであった。平均照度値は、2.3 lx～20.1 lxであった。  
労働環境において、日中における最高値は1,059 lxであり、最低値は477.6 lxであった。日没後～消灯前における
最高値は958.4 lxであり、最低値は683.2 lxであった。消灯後における最高値は90.4 lxであり、最低値は28.4
lxであった。労働環境の平均照度値は、日中は942.4 lx、日没後～消灯前は843.6 lx 、消灯後は68.7 lxで
あった。  
病床環境における1日の平均照度の推移について図１に示す。個室（ LED、 n-LED）では日中、太陽光と同様な日
内推移の照度変化がみられたが、オープンフロアでは見られなかった。消灯後において、オープンフロアで
は、複数回一時的な照度の上昇がみられた。個室（ n-LED）においても一時的な上昇がみられたが、オープンフ
ロアより短時間で照度値も低かった。個室（ LED）では夜間の上昇がみられたなかった。  
【考察】 
　救命救急センターの病床環境における24時間の連続した照度測定により、一時的ではなく連続した推移が明ら
かとなった。消灯後を通した平均照度は50 lx以下となっており、急性重症患者にとってメラトニンの分泌を増や
し睡眠促進に繋がる環境が保持されていたが、オープンフロアでは100 lx以上の夜間の一時的な上昇が複数回み
られた。オープンフロア内の他患者の緊急入院や、他患者のバイタルサイン測定時の調光が影響したことが考え
られ、調光時の検討の必要性が示唆された。 
　労働環境においては、日中や日没後～消灯前は JIS照明基準の範囲内であるが、消灯後は精密な作業時の環境は
確保できていないことから、作業スペースの検討やスポットライト等を使用した手元の照度確保の必要性が示唆
された。 
 
 
 

(2022年10月14日(金) 15:15 〜 16:05  ポスター会場)

救急 ICUに入室した外傷患者1例の小型睡眠脳波計を用いた睡眠の
実態

○力久 真奈美1、松尾 照美1、椛島 久美子1、川久保 愛2、武富 由美子2、古賀 明美2 （1. 佐賀大学医学部附属病院
看護部、2. 佐賀大学医学部看護学科）
キーワード：睡眠障害、重症患者、PSG、睡眠分断、概日リズム
 
【目的】集中治療室に入室する重症患者ではしばしば睡眠障害がみられ,その要因として,身体的要因・生理学的要
因・薬理学的要因・精神医学的要因・心理的要因が報告されている．また,重症患者の睡眠の特徴として,概日リズ
ムの乱れ,総睡眠時間の減少,睡眠の断片化,ノンレム睡眠(N1,N2)の増加,ノンレム睡眠(N3;徐波睡眠)とレム睡眠の
減少がある．先行研究では,夜間の睡眠に関する研究はあるが24時間を通した睡眠の研究は少ない．今回,睡眠障害
を呈した外傷患者1例の24時間を通した睡眠の実態を考察する．  
【方法】事例検討  
・事例紹介　A氏 60歳代 男性．慢性腎不全の既往があり維持透析中．自室で転倒し,外傷性血気胸,多発肋骨骨折
のため緊急入院した．入院後,胸腔ドレーンを留置されていたが,入院2日目に呼吸状態が悪化したため人工呼吸管
理となった．入院4日目からは日中の鎮静剤は減量もしくは中止されていた．咳嗽が弱く1～2回/日気管支鏡で吸
痰していた．データ収集は,入院7日目に行った．騒音(日中48.0～62.0dB,夜間45.6～57.3dB),照度(日中
180.0～426.0lx,夜間0.0～47.4lx)  
・小型睡眠脳波計を用いて24時間脳波データを収集した．データ収集は,患者家族より研究協力の代諾を得て開始
した．  
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・佐賀大学医学部附属病院臨床研究倫理審査会(2022-02-R-06)の承認を得た．  
【結果】睡眠ステージの経過と鎮静・鎮痛剤の使用状況,RASS(Richmond Agitation-Sedation
Scale),BPS(Behavioral Pain Scale), 医療処置・ケア内容を図1に示す．24時間/夜間(21～6時)の睡眠ステージご
との睡眠時間(%)は,覚醒131分(9.2％)/29分(5.4％),レム睡眠160分(11.2％)/126.5分(23.4％),ノンレム睡眠
(N1)473.5分(33.3％)/141分(26.1％),ノンレム睡眠(N2)645.5分(45.3％)/242分(44.8%),ノンレム睡眠(N3;徐波
睡眠)14分(1.2％)/1.5分(0.3%)であった．10時に鎮静剤を中止し日中の RASSは０～-１,19時に鎮静剤を再開後
の夜間の RASSは-2～-3で経過した．鎮痛剤は日中より減量されていたが,夜間の BPSは3点で経過した．  
【考察】 A氏と60歳代の夜間睡眠ステージを比較すると,A氏/60歳代平均:レム睡眠23.4％/20％,ノンレム睡眠
(N3;徐波睡眠)0.3％/5％であり,健常者の睡眠状況と比較して著しい乖離はなかった．また,夜間のケアや処置で睡
眠の分断はあるがレム睡眠へ移行し,覚醒時間は29分と短い．これは夜間の鎮静剤の増量が関連していると推測さ
れる．夜間でもケアや処置を余儀なくされる重症患者においては,鎮静剤の適切な使用は睡眠を整える上で重要で
ある．また,決められた時間に医療処置やケアを行うのではなく個々に応じ睡眠がとれるように時間を調整するな
どの配慮が必要である． 
　一方で,24時間では,60歳代の平均睡眠約時6間半に対し,A氏は覚醒を除く約22時間が睡眠時間と判定された．そ
の内訳は,ノンレム睡眠(N1,N2)は78.6％,レム睡眠は11.2%であり,浅い睡眠が一日の大半を占めた．医療者は
RASSや BPSから,この状況を睡眠が確保できていると判断する可能性がある．先行研究でも看護師によって測定さ
れた睡眠時間は睡眠ポリグラフと比較して過大評価されていることが報告されている．そのため睡眠の質は不良
であるにもかかわらず,睡眠への援助が遅れることが懸念される． 
 



[P4]

[P4-01]

[P4-02]

[P4-03]

[P4-04]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

一般演題（ポスター） | 一般演題 | ポスター

ポスター4
座長：宮崎 隆寛 （鶴岡市立荘内病院）
2022年10月15日(土) 11:00 〜 11:40  ポスター会場 (会議室9-A)
 

 
病院外で生じた心肺停止事例の発生場所とそのバイスタンダーから見える課題
の検討 
○桒田 千春1、寺本 千恵2 （1. 広島大学病院、2. 広島大学大学院医系科学研究科） 
当院における脳卒中ホットライン対応の現状-特定看護師との協働- 
○吉野 暁子1、大谷 義孝2、鈴木 海馬3、栗田 浩樹3 （1. 埼玉医科大学国際医療センター 看護部、2.
埼玉医科大学国際医療センター 救命救急科、3. 埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科） 
当院救命救急病棟におけるブレーデンスケールを用いた体圧分散マットレス選
択導入の効果の検討 
○大屋 勇人1 （1. 足利赤十字病院） 
医療機器関連圧迫創傷の看護に関する　文献レビュー 
○青木 美絵1、鈴木 朋子1 （1. 医療法人社団さくら会 世田谷中央病院） 
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(2022年10月15日(土) 11:00 〜 11:40  ポスター会場)

病院外で生じた心肺停止事例の発生場所とそのバイスタンダーか
ら見える課題の検討

○桒田 千春1、寺本 千恵2 （1. 広島大学病院、2. 広島大学大学院医系科学研究科）
キーワード：院外心肺停止、バイスタンダー
 
【目的】わが国では、救急隊が搬送した心肺停止（ cardiopulmonary arrest ; CPA）傷病者は年々増加傾向にあ
る。救急現場に居合わせた人（以下、「バイスタンダー」とする）による心肺蘇生法（ cardiopulmonary
resuscitation ; CPR）（以下、「 BCPR」とする）があった場合はなかった場合と比べて1ヶ月生存率が高いな
ど、バイスタンダーによる関りが重要である。一方で、先行研究では心原性心肺停止患者に限定されているた
め、心肺停止の原因に関わらず、バイスタンダーによる救急処置の実態を明らかにする必要がある。本研究では
病院外で生じた CPA 事例の発生場所とバイスタンダーの関係性、バイスタンダーの行った処置について明らかに
することを目的とする。 【方法】研究デザインは後ろ向き観察研究で、2016年1月～2020年12月に A市消防局
司令部が連絡を受けた事例のうち、病院外で心肺停止の事例を抽出し、「バイスタンダー処置あり」、「バイス
タンダー処置なし・不明」に分類し、群間比較をした。さらに、「バイスタンダー処置あり」に着目し、「発生
場所」別や「バイスタンダーの関係性」別の記述統計を算出した。 【倫理的配慮】広島大学疫学研究倫理審査委
員会の承認を得て行った。 【結果】消防司令部が連絡を受けた事例45,331件のうち、病院外で生じた CPA事例は
1,736件であった。そのうち、搬送されなかった「明らかな死亡」の743件を除き、搬送された993件を分析対象
とした。搬送された CPA事例を「発生場所」別にみると、住宅で664件（66.9％）が最も多く、ついで、高齢者
施設、公衆の場、道路、仕事場であった。これらの搬送された CPA事例の中で、バイスタンダーが処置を実施し
たのは、218件であった。「発生場所」別にみると、高齢者施設等は34.9％、公衆の場は23.6％、住宅は
18.8％、道路は15.8％であった。バイスタンダーの関係性は、高齢者施設等では78.4％が医療福祉関係職種であ
り、住宅では72.0％が家族であった。また、住宅で発生した事例のうち、傷病程度が「死亡」に分類された事例
は62.3％であった。 【考察】病院外で生じた CPA事例で搬送された者は、住宅での発生が最も多く、そこでのバ
イスタンダーは家族である場合が多かった。住宅におけるバイスタンダーによる処置実施率は道路での発生に次
いで低く、住宅では死亡となる場合が 62.3%に及ぶことが明らかになった。一般市民に対し、免許取得時に一次
救命処置（ basic life support; BLS）教育があるものの、知識不足や自信のなさから実施に至らないことが考え
られるため、一般市民に対しての継続的な教育の実施が必要であると考えられる。また、急変や心肺停止となる
リスクの高い患者の家族には、日頃から関わる医療・介護職種が、アドバンス・ケア・プランニング（ ACP）と
ともに、緊急時の連絡方法のみならず、具体的な BLS教育も実施していくことが重要であると考えられる。高齢
者施設等ではバイスタンダーによる処置の実施率が34.9%と他の群に比べ高かったが、医療職者が関わる場として
は実施率が低く、従事者への急変時対応の教育的介入の余地があると考えられる。また、高齢者施設等では利用
者が DNAR(do not attempt resuscitation)の意思表示をしている場合もあり、 DNARへの対応を含めて、急変時
の対応フロー適正化をしていくことが重要であると考えられる。
 
 

(2022年10月15日(土) 11:00 〜 11:40  ポスター会場)

当院における脳卒中ホットライン対応の現状-特定看護師との協
働-

○吉野 暁子1、大谷 義孝2、鈴木 海馬3、栗田 浩樹3 （1. 埼玉医科大学国際医療センター 看護部、2. 埼玉医科大学
国際医療センター 救命救急科、3. 埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科）
キーワード：特定看護師、脳卒中ホットライン
 
はじめに：当院は、埼玉県南西部に位置し、５つの市町村、人口約68万人を背景とした医療圏に存在する脳卒中
基幹病院である。1年間で救急搬送される症例は約4000件でそのうち、脳卒中患者は、全体の約30％を占めてい



[P4-03]

©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

る。当院では脳卒中が疑われた症例は、脳卒中センターの医師が輪番制で携帯する「脳卒中ホットライン」に直
接受け入れの連絡が入る運用をしている。近年、脳卒中が疑われた傷病者の救急要請は、脳外科等の医師が直接
対応する脳卒中ホットラインの運用が主体となってきており、急性期脳梗塞に対するカテーテル治療開始までの
時間短縮などに効果があると報告されている。当院の脳卒中センターには、特定看護師を1名配属してお
り、2020年4月より、平日日中の脳卒中ホットラインの担当を開始した。本運用は、医師のタイムリーな脳卒中
ホットライン対応が困難なケースの解決、および初療室での協働による緊急手術、緊急カテーテルまでの時間短
縮が目的である。搬送前から初期診療での看護師の連携体制の効果はすでに構築されつつあり、看護師の役割拡
大はますます需要が高まってきている。そこで、2020年4月から開始した特定看護師が参画した脳卒中ホットラ
イン対応と初療室での協働に関する現状を調査し、特定看護師との連携体制の効果と今後の課題を明らかにす
る。 
研究対象期間：2019年4月から2021年3月 方法：平日日中に受け入れた症例を、電子カルテ、通話記録、搬入記
録から後ろ向きに調査を行う。内容は、通話時間、受け入れ件数、画像診断までの時間、緊急手術、緊急カ
テーテルまでの時間、等を調査し比較検討を行う。データは、統計処理を行いｐ値0.05以下を有意差ありとし
た。特定看護師の介入前の期間（2019年度）を A群、介入後の期間（2020年度）を B群とする。 倫理的配
慮：本研究は埼玉医科大学国際医療センター臨床研究倫理審査委員会にて承認を得ている。（国2021-188） 結
果：脳卒中ホットラインによる要請にかかった通話時間は、Ａ群、Ｂ群とも平均2分35秒であった。平日日中のＡ
群の患者受け入れ件数は、257件であり、入院率は88.7％、また B群の患者受け入れ件数は283件であり入院率は
84.8％であった。緊急手術件数は、 A群で29件、 B群は33件であった。緊急手術に至った症例の搬入から画像診
断までの平均時間は、 A群が24分、 B群が17分と有意差を認め、搬入から緊急手術までに要した平均時間は、
A群が2時間06分、 B群が1時間13分であり有意差を認めた。急性期脳梗塞に対するカテーテル治療に至った症例
は、 A群が20件、Ｂ群が26件であった。搬入から画像診断までの平均時間は、Ａ群が26分、Ｂ群が13分、搬入か
らカテーテル室入室までに要した平均時間は、 A群が１時間09分、 B群が０時間37分であり同じく有意差を認め
た。 考察：特定看護師が脳卒中ホットライン担当を開始した後は搬送件数の増加がある。これは、初療室経験を
有する特定看護師が対応することによって救急隊員との共通言語が構築されていたことが考えられ、要請しやす
い環境の整備に効果的であった。また、搬入から画像診断、治療までに要した時間は、 A群よりもＢ群のほうが時
間短縮されており、初療における特定看護師と医師との分業が効果的に行われていたことを示唆させている。今
後の課題は、脳卒中ホットラインにおける通話内容の標準化を図ることがさらなる円滑な受け入れに必要だと考
えられた。
 
 

(2022年10月15日(土) 11:00 〜 11:40  ポスター会場)

当院救命救急病棟におけるブレーデンスケールを用いた体圧分散
マットレス選択導入の効果の検討

○大屋 勇人1 （1. 足利赤十字病院）
キーワード：褥瘡、ブレーデンスケール
 
【目的】 
　日本褥瘡学会から示されている『褥瘡予防・管理ガイドライン（第4版）』では、褥瘡発生予測にリスクアセス
メントを使用することを推奨しており、ブレーデンスケールの利用を推奨している。また、病院での褥瘡予防対
策について、ブレーデンスケールによるアルゴリズムを用いた体圧分散マットレスの選択が強く推奨されてい
る。  
当院救命救急病棟では体圧分散マットレスの選択について、統一した選択基準を設けていなかった。当病棟に入
院・転入する患者は褥瘡発生の危険因子を有することが多く、褥瘡発生の可能性が高いと考えられた。そのため
体圧分散マットレスの選択基準を設け、褥瘡発生予防を図る必要があると考えた。 
　本研究の目的は、当院救命救急病棟におけるブレーデンスケールによるアルゴリズムを用いた体圧分散マット
レス選択の有用性を検討することである。 
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【方法】 
　2020年4月～2021年3月に当院救命救急病棟に入棟し、入棟期間中に障害高齢者の日常生活自立度 C2（自力で
は寝返りができない）と判定された患者を対象とした。 
　2019年4月～2020年3月を介入前群121名、2020年4月～2021年3月を介入群118名の2群に分類した。介入群
に対して以下の内容でブレーデンスケールによるアルゴリズムを用いた体圧分散マットレス選択を実施した。 
① 入院・転入時または入棟期間中において障害高齢者の日常生活自立度 C2と判定された患者に対してブレーデン
スケールによる評価を実施する。 
② ブレーデンスケールによる評価に基づいて、リスクレベル別にマットレスを選択し使用する。 
③ 1週間毎または状態に変化が認められた場合には、再度ブレーデンスケールによる評価を実施し、上記基準に則
り、マットレスを再選択した。 検討項目は年齢、性別、入院時 sequential organ failure assessment（ SOFA）
score、入院前認知症有病率、死亡率、在院日数、救命病棟での褥瘡発生率として、後方視的に2群間を比較し
た。各項目をχ²検定、 Mann-Whitnyの U検定で統計解析し、有意水準5%未満とした。 
【倫理的配慮】 
　本研究は A病院倫理委員会にて承認を得た 
【結果】 
　年齢、性別、入院時 SOFA score、入院前認知症有病率、死亡率、在院日数において有意な差を認めな
かった。褥瘡発生率は介入前群0.041%（4件）と介入群0.017％（1件）で有意ではないが減少した。 
【考察】 
　ブレーデンスケールによるアルゴリズムを用いた体圧分散マットレス選択導入し褥瘡発生率は有意ではないが
減少した。褥瘡を生じた1症例は、エアマットレスを使用していたが入院から16日目に褥瘡を生じていた。褥瘡発
生時点での SOFA scoreは16点と重症度は高く、急性膵炎、慢性腎不全を背景として循環不全と浮腫、肺水腫を
生じていた。 Controlling Nutritional Status（ CONUT）では、中等度の栄養不良状態であった。褥瘡を発生し
易い背景の中で、非侵襲的陽圧換気、循環不全により体位変換を十分に行えなかった可能性がある。 
　重症度、褥瘡発生リスクが高い症例に対しては、個別性も考慮した褥瘡発生予防ケアの検討と考えられた。
 
 

(2022年10月15日(土) 11:00 〜 11:40  ポスター会場)

医療機器関連圧迫創傷の看護に関する　文献レビュー
○青木 美絵1、鈴木 朋子1 （1. 医療法人社団さくら会 世田谷中央病院）
キーワード：医療機器関連圧迫創傷、MDRPU、文献検討
 
背景）医療の高度化にともない、医療機器関連圧迫創傷（以下 MDRPU）が増加している。 MDRPU1)は機械要
因・個体要因・ケア要因の３つの要因からなっており、入院患者が高齢化している現在において、個体要因での
リスクも高く、この看護介入や研究の動向を知る必要性があると考えた。 
目的） MDRPUの看護研究の動向を知り、得られた文献より、 MDRPUの看護介入、記録の標準化およびこれを踏
まえた現任教育に対する知見を得る。  
方法）文献レビュー　文献検索方法：医学中央雑誌 Web 版（以下，医中誌）を用い文献検索を行った。2021ま
でに発表されている「医療機器関連圧迫創傷」をキーワードとし、絞り込み条件を「原著論文」「症例報告・事
例除く」「看護」として抽出した。抽出した文献12件より適格性を判断し、1件を除外した11件を対象とした。
分析方法：抽出した文献11件は、文献の特性（発行年、著者名、研究タイトル、デザイン、目的、研究枠組
み、研究対象・標本、方法・分析、結果・結論）を参考にして整理し、研究動向を把握した。バ―ンズ＆グ
ローブ2)看護研究入門　研究エビデンスレベルを参考にして文献の内容によるレベルを確認し内容・考察に着目し
ながら考察し、今回の研究目的である看護における研究の動向を探った。  
結果）  
1) 研究デザインは介入のある研究6件（ランダム化比較試験１件　相関的記述研究2件　質的記述的研究2件　量
的記述的研究１件）量的記述的研究5件　であった 
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2) 研究の概要は、看護師の意識調査5件　介入のある研究６件（縦断的研究３件　相関的探索研究2件　ランダム
比較研究1件）であり、介入のある研究では結果として「医療機器関連圧迫創傷」の看護師による対策方法が得ら
れていた。  
3) 看護師の実践について MDRPUの言葉の認知は低かったものの、何らかの対応や観察はされていると結論付け
ている文献があった。  
4) 教育や予防のための方略として予防のエビデンスを施設内で共有，皮膚損傷発生報告制度の立ち上げと確
立，看護実践内容の標準化，皮膚損傷発生のリスクが高い患者個々への対応についての標準化が重要とする文献
があった。  
考察）得られた文献より MDRPUの研究の動向を知ることができた。文献から得られた知見をもとに、「医療機器
関連圧迫創傷」予防のエビデンスを施設内で共有し、皮膚損傷発生報告制度の立ち上げと確立，看護実践内容の
標準化，皮膚損傷発生のリスクが高い患者個々への対応についての標準化について、検討することで、今後増加
するだろう「医療機器関連圧迫創傷」に対応できるのではないかと考察した。  
引用参考文献 ） 1) 日本褥瘡学会. ベストプラクティス 医療関連機器圧迫創傷の予防と管理. Journal 2016(Issue)
2) Burns Nancy Ph D., Grove Susan K., 黒田 裕子ら. バーンズ&グローブ看護研究入門 : 実施・評価・活用: エル
ゼビア・ジャパン, 2007: xii, 801p 
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一般演題（ポスター） | 一般演題 | ポスター

ポスター5
座長：上杉 如子 （小松市民病院）
2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:05  ポスター会場 (会議室9-A)
 

 
自動参集基準を満たした、災害時の職員安否確認と病棟運営について考察 す
る−病棟管理の視点から− 
○渡邊 一也1 （1. 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 看護部） 
A施設における院内迅速対応システム導入に向けた課題 
∼看護実践経験5年目以上を対象に考察する∼ 
○森 朋美1 （1. 地方独立行政法人 新小山市民病院） 
A病院における Medical Emergency Team発足後の現状と課題 
○川久保 嘉文1、北村 鮎美1 （1. 岐阜市民病院） 
急性期病棟における多職種で行うシームレスな退院支援の取組み 
○恩部 陽弥1 （1. 鳥取大学医学部附属病院） 
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(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:05  ポスター会場)

自動参集基準を満たした、災害時の職員安否確認と病棟運営につ
いて考察 する−病棟管理の視点から−

○渡邊 一也1 （1. 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 看護部）
キーワード：自動参集基準、要配慮者、スタッフの入れ替わり、災害訓練未実施
 
【目的】  
A地域は、震度５以上の地震が散発しており災害拠点病院として機能維持が求められる。東日本大震災では災害拠
点病院として役割を担ったが、時間経過や職員の入れ替えがあった。また、コロナ禍で災害訓練が3回中止されて
おり、災害医療を実践する実力が計れない。さらに B病院災害対策マニュアル（以下、マニュアル）では、 A地域
が震度5強以上または大津波警報が発令された場合は職員自動参集基準となっている。しかし、家庭の事情で職員
全てが参集できない場合がある。本研究では直近の地震時（2022年3月16日福島県沖地震）の災害対応を参考に
自部署（以下、 C病棟）の現状を把握すること、災害時のマンパワーを予測して対応を考える必要があった。 
【方法】  
1．後ろ向き記述的研究  
2．研究対象者： C病棟在籍の職員28名  
3．研究期間：2022年3月17日から5月31日  
4．データ収集方法 
　1）クロノロジーを参考に必要な情報を抽出した。  
2）職員の通勤距離、要配慮者（本研究では自宅に高齢者、乳幼児、児童がいる場合とする）の有無及び、災害時
安否確認メール（以下、メール）実施状況について調査した。  
5．データ分析方法：ピアソンのχ2検定（ E Z R®）を使用して統計学的に分析した。先行研究と本研究結果を照
らし合わせ、災害時に必要なマンパワーの把握や対応法を検討する。 
6．倫理的配慮  
1）所属施設の倫理委員会の承認を得た。「承認番号22-05-05」　 
2）研究対象者に書面による説明と同意、参加拒否の場合も業務上の不利益を被らないことを説明した。 
【結果】  
地震発生後、災害対策本部立ち上げまで14分、エリア設営まで24分。 B病院に救急搬入または walk -inの傷病者
は計13名。区分別では、赤3、黄5、緑5名。参集人数は職員全体の約25％。 C病棟については、勤務者6名、参集
職員8名。参集までの平均時間は約40分。勤務外の職員14名のうち9名は自宅に要配慮者がいるため参集できな
かった。 なお、勤務外の職員について参集の可否について通勤距離別、要配慮者の有無について統計学的に分析
したところ通勤距離別において統計学的有意差（ P＝0.604）を認めなかった。また、要配慮者の有無について統
計学的有意差（ P＝0.003）を認めた。なお、参集できない場合は安否確認のため病棟に配備しているタブレット
端末にメールを送信するよう定めている。参集できない職員のメール送信数は３名。それ以外に管理者個人
メールに４名送信。7名はについては地震発生翌朝（全員出勤）まで安否確認は行わなかった。マニュアルでは
C病棟スタッフは、地震直後黄エリア立ち上げに参加しなければならないが、これについてもマニュアル通り運用
ができなかった。  
【考察】  
マニュアルは、自動参集基準を満たした場合であっても、要配慮者がいる場合は必ずしも参集しなくても良
い。本研究では統計学的にも要配慮者がいるスタッフは参集が難しいことが示唆された。 先行研究では「大災害
後の各部署にどのくらいの職員が参集できるかを把握することである。どのような災害対応を行うにしても、確
保できる人員の如何によって実施できる事業（業務）の範囲が大きく異なる。それらは勤務時間外において特に
顕著となる。」とされている。地震発生から30分以内に参集できた職員は3名であった。各エリアの立ち上げを
24分で行っていることを考慮すると、地震発生直後では参集職員3名で病棟の支援＋黄エリアを立ち上げることを
想定しておく必要がある。安否確認についてメールを送信するように定めていたが遵守されなかった。再三再四
マニュアルを遵守するように教育する必要がある。
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(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:05  ポスター会場)

A施設における院内迅速対応システム導入に向けた課題 
∼看護実践経験5年目以上を対象に考察する∼

○森 朋美1 （1. 地方独立行政法人 新小山市民病院）
キーワード：院内迅速対応システム　RRS、急変時対応
 
Ⅰ.背景　A施設は栃木県南部に位置する24時間救急診療を行う、病床数300床の二次救急医療施設である。院内急
変対応は発生場所が外来と病棟で違いがあり、患者状態や起動判断を分析できるデータがない。院内迅速対応シ
ステム<以下 RRSとする>では、システムを構成する４要素のうち起動要素は、"病棟スタッフが患者の状態悪化を
認識し、あらかじめ定められた起動基準に従って対応チームが起動すること"と定義している。つまり患者と関わ
る時間が多い看護師による状態悪化の早期認識が RRS起動に不可欠と言える。一方、 RRS導入後に看護師を対象
に行った調査研究で RRS要請を自らの判断で行う事への責任の重さ、急変徴候を察知するアセスメントや要請の
タイミングにかかる知識や自信の不足などの困難感が報告されている。 A施設でも RRS導入を検討しており、看
護師の急変認識に対する潜在的な課題を明確にする必要があると考えた。 Ⅱ.目的　A施設看護師の急変認識を調査
し RRS導入前の課題を明らかにする。 Ⅲ.方法　アンケート調査期間:令和3年12月13日～12月26日 データ分析方
法： A施設に勤務する看護実践経験5年目以上主任クラス以下の看護師219名に質問用紙を配布し無記名自由記述
式で回答を依頼した。経験年数を5年毎に分け5グル-プ作成した。質問内容の急変とはどのような状態と捉えてい
るかについて、記述内容を質的内容分析した。記述内容から類似性のあるものをカテゴリ化後ラベリングし、５
グループの記述内容の共通性と特徴について比較検討し急変認識に対する潜在的な現状の分析を行った。 Ⅳ.倫理
的配慮　本研究は個人が特定されないよう配慮し当施設の看護部倫理委員会の承認を得た。 Ⅴ.結果　アンケート
回収率80.36%有効回答率73.86%であった。分析の結果、３つのカテゴリを抽出し“症状”“変化”“生命の危機的状
態”とラベリングした。更に項目内で類似性のある状態は気道 A呼吸 B循環 C意識 Dと分類し整理した。“症状”全
グループの共通性は循環 Cに関する記述であり、3つのグループでショックに関する記述があった。気道 A呼吸
B循環 C意識 Dすべてに関する記述は21年目以上のみであった。“変化”全グループの共通性は急激な状態の変化に
類似する記述と呼吸 B循環 C意識 Dを状態の悪化や低下で変化を表す記述であった。“生命の危機状態”全グループ
の共通性は生命に関わる状態や迅速な処置が必要との記述と心停止・呼吸停止であった。全グループで急変認識
の共通性はあったが３つにカテゴリ化できる内容であった。 Ⅵ.考察　RRSの構成要素のうち急変認識は RRSの起
動要素である。 RRS要請のほとんどを看護師が行い要請に対する困難感が報告されている背景からも、 RRS導入
前に看護師の急変認識を調査することは重要であると考えられる。急変の認識を３つにカテゴリ化できたことは
現在も起動判断に混乱が生じていると考えられる。また全グループが共通して心停止・呼吸停止の記述があ
る。これは心停止の６~８時間前には状態変化が生じていることが報告されているため心停止前の状態変化に気づ
くことを意識する急変認識の定着化が必要である。更に看護教育で予期せぬ心停止の救命率向上に一次救命処置
<以下 BLSとする>が必須である。その反面、急変を心停止・呼吸停止と認識しやすくなっている可能性があ
る。しかし BLSも救命の連鎖に心停止の予防を掲げている。 Ⅶ.結論　A施設の RRS導入の課題は全看護師が≪“変
化”の時点で気づく≫を共通認識として定着させ、“変化”の時点で RRS起動できる院内システム作りである。 
 
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:05  ポスター会場)

A病院における Medical Emergency Team発足後の現状と課題
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○川久保 嘉文1、北村 鮎美1 （1. 岐阜市民病院）
キーワード：Medical Emergency Team、看護師のニーズ、要請基準
 
はじめに A病院では患者が予期せぬ重篤な病態悪化を呈した場合、緊急コールにより医療従事者を招集し緊急対応
が行われる。その後、院内緊急コール検証委員会（以下、緊急コール委員会）で事案を検証し、該当部署へ
フィードバックするシステムを導入している。 2021年4月に緊急コール委員会で、予期せぬ急変や死亡を防ぐた
めに、 Rapid Response System（以下、 RRS）の必要性が示唆され、2021年７月に RRSの機能を検討し、
Medical Emergency Team （以下、 MET）を発足した。発足から8か月間で緊急コール21件、 METの実働件数は
2件に留まり、緊急コール症例には早期に異常を認知していたが MET要請されず、そこで今回、病棟看護師を対象
にアンケート調査を行い、看護師のニーズを把握し、活動する上での課題を明確にすることを目的とした。 研究
方法 １：研究デザイン　実態調査研究　２：対象　A病院における看護師合計549名　３：研究期間　2022年3月
から同年6月 ４：データの分析方法 2021年７月から8か月間の緊急コール報告書、カルテから後方的に情報収集
2022年4月20日から2週間　アンケート調査　（単純集計、自由記載については内容を整理し類似した言葉を分
類） 倫理的配慮 本研究は A病院医学研究倫理審査委員会の承認を受け実施。 結果 アンケート回収率（23%）①
METへ相談したいかには、「はい」21%「いいえ」69%。「はい」は、状態がおかしいが指示は逸脱しておらず
医師に報告するほどではない、医師不在で患者状態が変化した時。「いいえ」は、病棟スタッフや医師に相談す
ることや、急変しても部署内で対応できた。活動内容や具体的にどんな時に相談するか分からない。②相談した
い時間帯は日勤帯7名、準夜帯27名、深夜帯36名。夜間帯は人員不足、医師不在で不安。③どんな時に METを必
要とするかには、医師不在、普段と異なる症状が出現し、判断が困難なとき。④相談できなかった理由は、知識
不足で、利用して良いのかと思った。⑤要請基準があると相談しやすいかには、「はい」86%、「いい
え」8%。⑦要請したことがあるかには、「はい」5名。要請したことで良かったことは、対処され治療がス
ムーズになった。 考察　METへ相談しなくてもよいという理由には、病棟スタッフや医師に相談すること、急変
しても部署内で対応できるといった意見が多かった。しかし、 RRSは異常所見を早期に認識し、適切な対応が心
停止を防ぎ得るということが基本的な考え方であり、患者が急変してから対応しても良好な予後につながる可能
性が低いと考える。病棟看護師は患者に寄り添う時間が長く「何らかの懸念」を察知しやすい状況にあり、患者
の「何らかの懸念」に気づけば RRSを起動させ、 MET要請につながると考える。そのため、「何らかの懸念」を
早期に認知し、患者の状態を評価できるような教育を行うことや、 METの有用性を認知できるような取り組みが
必要であると考える。「いいえ」の中には、活動内容や具体的にどんな時に相談するか分からないといった意見
もあった。 METを発足してから、短期間であり、目的を十分理解していないことが考えられる。また、看護師が
「何らかの懸念」に気づいていない可能性もあるため、患者への「気づき」ができるような教育を行っていく必
要があると考える。要請するための基準があると相談しやすいとの意見が多かった。 A病院の要請基準は「何かお
かしい」であるが、具体的なバイタルサインの数値がないことが要請を躊躇させる要因となっていると予測され
る。今後、具体的に数値化した要請基準の作成を検討する必要があると考える。
 
 

(2022年10月15日(土) 13:25 〜 14:05  ポスター会場)

急性期病棟における多職種で行うシームレスな退院支援の取組み
○恩部 陽弥1 （1. 鳥取大学医学部附属病院）
キーワード：多職種連携、退院支援
 
【はじめに】2025年に少子高齢多死社会の到来が予測され、地域包括ケアシステムの整備など住み慣れた地域で
患者を支える体制の整備、診療報酬の改定等が進められている。 
A病院は高度救命救急センターを有する特定機能病院であり、平均在院日数は9.10日／年と年々短縮されている。
B病棟は急性心筋梗塞、急性心不全が多く入院する急性期病棟であり、退院に向けて教育介入等の退院支援が必須
である。平均在室日数4.0日/年の急性期病棟において、入院早期から多職種で行うシームレスな退院支援の取組
みについて報告する。 



©一般社団法人 日本救急看護学会 

一般社団法人 日本救急看護学会 第24回日本救急看護学会学術集会 

【倫理的配慮】個人及び部署が特定されないよう配慮した。 
【方法】まず慢性心不全看護認定看護師と協働し、心疾患患者生活背景情報シートを退院支援、教育介入の視点
からの情報が網羅できるよう修正した。次に統一した視点でアセスメントでき、退院支援計画を可視化すること
を目的にフォーマットに整備しスタッフに周知した。家族力・介護力の情報収集も強化し、必要な社会資源の検
討等、退院に向けた支援内容を早期から医師とともに共有した。すでに社会資源を利用している患者では、入院
翌日までには担当ケアマネジャーや行政担当者に連絡し、情報共有を行い地域連携も並行して進めていった。 さ
らに医師とのカンファレンスで治療方針、予測される入院期間の確認を行うとともに、多職種との退院支援カン
ファレンスでは、情報収集からの問題点、退院困難要因の明確化と共有、解決のための対応策等を検討、共有し
た。 
【結果】令和3年度 B病棟入室患者のうち、呼吸・循環に関連した ME機器装着患者以外は、ほぼ全例で入院3日以
内に生活背景の情報収集、医師との治療方針カンファレンスを行い、課題の明確化、解決のための方策、具体的
な退院支援計画の立案まで行えていた。栄養指導が必要と思われる患者には管理栄養士と、一包化を含めた服薬
管理の支援が必要な患者には薬剤師と情報を共有し支援内容を検討した。老老介護、高齢独居、介護保険未申請
等、退院困難要因を複数抱えている患者では、定期の退院支援カンファレンス以外でも病棟担当ソーシャル
ワーカーや退院支援専任看護師と情報共有し連携した。 B病棟から一般病棟への転棟時には、継続した指導介入が
できるよう病棟看護師に退院支援計画を申し送り、残された課題、計画の進捗状況を共有した。 
【考察】急性心筋梗塞、急性心不全患者では疾病発症が生活背景と密接しているため、退院支援計画にはそれら
を踏まえた介入内容を検討する必要がある。患者個々の問題点の抽出、課題の明確化のプロセスにおいて、＜食
事＞＜服薬管理＞＜セルフモニタリング＞の視点で、自己管理が可能か、出来ない場合の要因は「社会的・環境
的要因」か「患者側の要因」か、全スタッフが同じ視点でアセスメントできるようになったことで、早期からの
具体的な退院支援計画の立案につながった。また記録の統一を図ることで、急性期病棟から一般病棟へ転棟後も
退院支援計画の内容について把握しやすく、シームレスな退院支援を行うことができた。多職種で情報共有、連
携し、それぞれの専門性を発揮し協働することで、急性期病棟であっても質の高い退院支援が可能となったと考
える。 
　現在は医師会へ働きかけ、近隣地域で心不全地域連携パスを導入し、患者家族への教育介入内容を含めた退院
支援計画を地域と共有し、連携する体制の整備を進めている。
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一般演題（ポスター） | 一般演題 | ポスター

ポスター6
座長：大屋 勇人 （足利赤十字病院）
2022年10月15日(土) 14:15 〜 14:55  ポスター会場 (会議室9-A)
 

 
救急外来で勤務する看護師が COVID-19対応の中で前向きな感情になった要
因 
○笠井 千晶1、小関 桃子1、伊東 久美子1、坂田 司1 （1. 徳島赤十字病院） 
A病院における脳卒中患者に対する治療開始までの時間短縮の取り組み 
○新垣 仕言1、大宜見 宗史1、兼本 愛美1 （1. 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院） 
救急外来における観察中の患者に対するモニターアラームの現状分析 
○橋本 知樹1、土本 薫1 （1. 公立陶生病院救命救急センター） 
救急外来を受診する患者が帰宅困難となる社会的要因を察知し関わる看護師の
経験 
○長谷川 瑛1、細見 友梨愛1、長谷川 美智子1、西岡 大輔2 （1. 公益社団法人京都保健会京都民医連中
央病院、2. 大阪医科薬科大学研究支援センター） 
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(2022年10月15日(土) 14:15 〜 14:55  ポスター会場)

救急外来で勤務する看護師が COVID-19対応の中で前向きな感情
になった要因

○笠井 千晶1、小関 桃子1、伊東 久美子1、坂田 司1 （1. 徳島赤十字病院）
キーワード：救急外来、看護師、COVID-19、前向きな感情
 
【目的】新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-19）は世界的な流行へと拡がり，日本でも市中感染の状況と
なっている．救急患者対応には感染予防策を講じているが，常に COVID-19感染リスクがある．看護師は身体的
不調やネガティブな感情を持つ反面，事態を肯定的に捉え困難な状況を乗り越えてきた．救急外来は専属看護師
19名が所属し，夜間休日は他部署からの応援体制で運営されている．救急外来で勤務する看護師が COVID-19対
応の中で前向きな感情になった要因を明らかにすることで，今後未知なる感染症や災害など危機的状況に陥った
場合に看護師のモチベーションの維持・向上やメンタルヘルス対策に活かすことができると考え，本研究に取り
組んだ． 【方法】対象は， A病院専属看護師19名と応援看護師37名にアンケート調査を実施した．期間は
2020年4月から2021年3月末までの1年間とし，しわくの TMDP尺度，西村の看護師のワークモチベーション尺度
を使用した．両群を比較し， Mann-Whitneyの U検定を行った．有意確率は P＜0.05とした．救急外来の看護師
が COVID-19対応に抱く思いを記載する欄を設けた．自由記載は共通性や類似性に従ってしわくらの2つのサブ尺
度と西村らの4つの尺度で分類し，サブカテゴリー，カテゴリーを抽出した． 【倫理的配慮】本研究は徳島赤十字
病院倫理委員会の承認を得て行った．対象者には，研究目的や方法，参加・中断の自由性，個人情報保護，結果
の公表について書面と口頭で説明した．研究に関連した情報以外は収集せず，質問用紙は無記名とし，投函を
持って本研究に同意したとみした．データの管理は研究メンバーが取り扱い，終了後はデータを速やかに破棄し
た．利益相反関係にある企業はない． 【結果】有意差が認められたのは「 COVID-19に関連して職場の人間関係
が悪化した」「他職種と連携を取ること」「患者や家族の個別的なニーズに柔軟に答えること」の3項目で
あった．自由記載を類似性に基づいて分析した結果，専属看護師は19のサブカテゴリーを抽出し，5つのカテゴ
リーに分類した．応援看護師は11のサブカテゴリーを抽出し，5つのカテゴリーに分類した．両群ともに《チーム
協調への関心》《リスク回避への関心》の2項目の記載が多く，また専属看護師は《感染への懸念》《社会的スト
レス》の記載も多かった． 【考察】 COVID-19対応に認識の違いがあり，不満やネガティブな感情を持つ者が多
かった．専属看護師は感染への懸念，社会的ストレスを強く感じていた．確実な個人防護具の着用，病院として
指針を明確にしてくれたこと，上司や仲間と思いを共有できたことにより，精神的，身体的負担を感じながらも
前向きに取り組み，肯定的に向き合うことができたと考える．応援看護師は救急外来で勤務することで相談する
ことが多く，自部署で勤務するよりも協力や連携を大切にし，個別性を見いだし看護をすることに繋がってい
る．また，チーム協調，リスク回避への関心に同じ思いを抱き，励ましや思いを共有し結束力が高まったと考え
る． 【結語】1．病院が早急に指針を明確にし，確実に個人防護具を着用することで，自信を持ち COVID-19対
応ができた．2． COVID-19対応を経験した応援看護師も「経験した者でしか分からない」思いを抱いてい
た．チーム協調、リスク回避への関心は救急外来で働く看護師が皆同様に感じており，励ましや思いを共有で
き，結束力が高まった．3．職場の人間関係が悪化した項目は上司や同僚，家族からのサポートがあり前向きな気
持ちで乗り越えることができた．
 
 

(2022年10月15日(土) 14:15 〜 14:55  ポスター会場)

A病院における脳卒中患者に対する治療開始までの時間短縮の取り
組み

○新垣 仕言1、大宜見 宗史1、兼本 愛美1 （1. 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院）
キーワード：脳卒中、救急外来、初期対応
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【はじめに】脳卒中は、発症後早期の治療が患者の予後を左右すると言われ、いかに早く治療を開始できるかが
重要である。脳卒中の症状を発症後、来院してくる患者は、時間が経過していることが多く、来院してから治療
開始までの時間をいかに短縮できるかが鍵になる。 米国心臓協会(AHA)は「脳卒中の初期診療における重要な７
つの D」として、① Detection(発見及び通報),② Dispatch(救急車の出動),③ Delivery(適切な医療機関への搬
送),④ Door(医療機関への到着),⑤ Data(情報及び検査),⑥ Decision(治療方針決定),⑦ Drug(薬物治療)をあげてい
る。「７つの D」を効率よく機能させるためには、標準化された初期対応を速やかに行う必要がある。 当院の夜
間帯の救急体制は、脳外科医や放射線科医が不在で、脳卒中の初期対応は当直医や救急看護師に任されているの
が現状である。 時間制限のある経静脈的線溶療法は、患者が来院した後遅くとも１時間以内に始めることが勧め
られている。また当院では、救急搬送から画像診断までの時間は１０分以内、画像診断から治療開始までの時間
は２０分以内の目標に定めているが、特に夜間帯に時間を超過することがあった。 そのため、脳卒中を疑う患者
の治療開始までの時間短縮に向けて体制を整備したので報告する。 【目的】急性期脳卒中に対する体制を整備
し、治療開始までの時間短縮に繋げる 【方法】 対象：２０２０年５月から２０２２年５月までの救急車で来院し
た脳卒中を疑う患者。 方法：１．２０２０年５月から２０２２年５月までの救急車で来院した時間から画像診断
までの時間、画像診断から治療開始までの時間を検証。体制整備前と体制整備後で時間を比較した。 【倫理的配
慮】所属長・院内倫理委員会へ説明し承諾を得て、個人が特定されないように配慮した。 【結果】 ２０２０年５
月から２０２２年５月までの救急車で来院した脳卒中を疑う患者の来院した時間から画像診断、治療開始までの
時間を算出した。体制整備前は救急車で来院した時間から画像診断までは１６分、体制整備後は１１．５分と
５．５分短縮した。また、画像診断から治療開始までは１時間１９分から１時間１分と１８分短縮された。 【考
察】 急性期脳卒中に対する体制を整備し、治療開始までの時間短縮を図るために、脳外科医と協働し、１.急性期
脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血の対応用フローチャートの見直し・体制の整備２. 看護師に向けた脳外科疾患学習
用ファイルの作成・勉強会の開催を行った。 １．フローチャート・体制の見直した内容については、脳外科医へ
連絡する基準を統一させ、画像診断は MRI検査を第一選択とし脳卒中モードを稼働、また採血項目を脳卒中用と
してセット化し、初期対応を標準化、医師・看護師・放射線科・検査科ともに周知し運用した。初期対応を標準
化し整備・運用したことで、経験が少ない医師や看護師、他職種とも共通理解が得られ、来院から脳卒中治療開
始までの時間短縮に繋がったと考えられる。また、整備前と比較して、処置や検査の内容が簡素化されたことも
時間短縮の要因となった。２．看護師に向けた脳外科疾患学習用のファイルの作成・勉強会の開催後は、「実際
に疾患・病態の整理ができた」、「疾患と実施している処置・検査の内容が結びついた」、「画像についても興
味がでた」などの意見があり、脳卒中に対する学習意欲も高まったのではないかと考える。継続的に評価し、治
療開始までの時間を意識した関わりを実施していきたい。また定期的なフローチャート・チェックリストの見直
し、段階的な勉強会の開催をしていきたい。
 
 

(2022年10月15日(土) 14:15 〜 14:55  ポスター会場)

救急外来における観察中の患者に対するモニターアラームの現状
分析

○橋本 知樹1、土本 薫1 （1. 公立陶生病院救命救急センター）
キーワード：生体モニター、アラーム、管理
 
【目的】生体モニターのアラームの見落としは大きな医療事故に繋がる可能性がある。 A病院救急外来(以下
ER)では頻回にアラームが鳴り、繁忙とした環境の中では対応が遅くなることもある。今回 ERでの生体モニ
ターアラームの管理を適切に行うためにアラームの背景にある問題を明確にし、課題を明らかにする。【対
象・方法】Ａ病院 ERで生体モニターを使用した患者を対象とした。期間：Ｒ３年１２月２３日～Ｒ４年１月７
日。研究方法：使用メーカーにモニターアラームデータのバックアップを依頼し調査した。バイタルアラーム(以
下 VA)とテクニカルアラーム(以下 TA)の発生状況とアラーム発生から対応までの時間を時間帯で分析し受診患者
数とバイタルアラームの発生数でテトラコリック相関係数を使用し比較調査した。【倫理的配慮】 A病院の倫理委
員会の承認を得て実施した。【結果】アラーム総数9169件発生し、 TAは6324件で、内容は SpO2センサー確認
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3686件、電極確認2542件、受信確認92件、電池確認４件。 VAは2845件で、内容は SpO2 1361件、
HR807件、 NIBP476件、 APNEA45件、 RUN9件、致死性アラーム147件、不整脈判定を誤った警告音 （以下ミ
スアラーム)100件であった。致死性アラームは全体の1.7％程度、ミスアラームは68％発生していた。アラーム
対応までの時間とアラーム発生件数の相関性は r=0.25とやや弱く、アラーム対応までの時間と患者来院数は
r=0.85と相関性が強かった。【考察】澤井らは「テクニカルアラームは、適正管理下では原則鳴らないアラーム
である」と述べている。また谷本らは「リードを故意に外した場合や患者の不在時などは一時中断機能を使用す
ることでアラームを減らすことが可能である」と述べている。今回の調査でＴＡは全体の約7割発生し、これらを
排除することで必要なアラームに注視することができると考える。対策として TAは患者不在時にモニターの一時
中断徹底や電極が皮膚から剥がれないよう除毛や清拭を行い、電極リードを束ねるなどの工夫で減少に繋がりア
ラームへの信頼性が向上されると考える。また緊急性のあるアラームを早期発見するにはアラームを減らすだけ
でなく、ミスアラームにも着目する必要があった。宮崎は「ミスアラームの多くは、確実な電極の装着、誘導の
工夫によって、より制度の高い心電図をモニタリングすることで回避できる」と述べている。 TAと同様にア
ラームの無駄鳴りを徹底することでミスアラームの減少に繋がり、重要なアラームの信頼性を高めることができ
ると考える。調査開始段階ではアラームが環境音となり気づきにくいのではないかと考えたが、相関性を調べた
結果、アラーム音が頻回に鳴るため音に慣れてしまい対応が遅れるのではなく、来院患者が増えることで処置な
どの対応でアラーム対応ができない傾向が明らかになった。芳賀らは「モニターアラーム監視責任者を設置
し、担当看護師がアラーム鳴動に対応できない場合の支援体制を構築することで危険なアラームを見過ごすリス
クが軽減される」と述べている。繁忙な中でもアラーム対応できるようスタッフを確保する対策も必要であるこ
とがわかった。【結論】アラームの背景にある問題は不要なアラームやミスアラームが多く、本来迅速に対応し
なければならないアラーム対応が遅れていた。また患者が多くなるほどアラーム対応に遅れが発生してしまうこ
ともわかった。今後の課題としては不要なアラームを減らすための取り組みと患者が多くなっても対応できるよ
うな管理体制をしていくことが課題である。
 
 

(2022年10月15日(土) 14:15 〜 14:55  ポスター会場)

救急外来を受診する患者が帰宅困難となる社会的要因を察知し関
わる看護師の経験

○長谷川 瑛1、細見 友梨愛1、長谷川 美智子1、西岡 大輔2 （1. 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院、2.
大阪医科薬科大学研究支援センター）
キーワード：救急外来、帰宅困難、社会的要因、救急外来看護師の経験
 
Ⅰ．研究の背景　A病院救急外来を受診する患者の中には、経済的困窮を理由に受診を控え、治療を中断し病状が悪
化するケースがある。また、病状的に非入院となったものの、受診を繰り返す患者がいる。一方、家族、地域の
医療福祉機関とのつながりが乏しい事が影響し、帰宅困難となる患者がいる。救急外来を受診する患者に関わる
看護師には、早期に適切な介入を行うことが求められる。また、看護師は患者が帰宅困難となる社会的要因を察
知するために他職種とどのように協働しているのかを明らかにしたい。Ⅱ．研究目的　救急外来を受診する患者が
帰宅困難となる社会的要因を察知し関わる救急外来看護師の経験を明らかにする。Ⅲ．研究方法1）研究デザイ
ン：質的記述的研究法2）対象者： 救急外来看護師(以下看護師)3名（外来経験年数5年以下2名、10年以上
1名）、医療ソーシャルワーカー1名(以下 MSW)の4名を対象とした。 3)データ収集方法：フォーカス・グ
ループ・インタビュー法により半構造化面接を実施した。4）分析方法：録音したインタビューデータを研究目的
の視点で質的な内容分析を行った。Ⅳ．倫理的配慮研究参加者には事前に研究目的、研究方法について説明しイン
タビュー内容は録音すること、得られた情報は研究以外の目的には使用しないことを書面で説明し参加の同意を
得た。Ⅴ．結果救急外来を受診する患者が帰宅困難となる社会的要因を察知し関わる看護師の経験を分析した結
果、4コアカテゴリー、11カテゴリー、30サブカテゴリー、96コードが抽出された。（表１）【】はコアカテゴ
リー、≪≫はカテゴリー、＜＞はサブカテゴリー、「」でコードを示し、結果の一部を記載する。1）【患者の生
活背景と複雑な状態像を絡めた把握】看護師は、≪患者の身なり・受診回数の変化を把握≫し、＜身なりが整って
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いないことに着目する＞＜前回の受診時とは異なる様子に着目する＞＜救急受診回数の増加を把握(する)＞してい
た。「あの頃と全然違う」と、違和感を持ち変化を察知していた。2）【患者の社会とのつながりの希薄さに気づ
く】≪人とのつながりを確認する中で患者の孤独に気づく≫は、看護師が患者の＜同居家族とキーパーソンの有無
を把握する＞＜家族の介護力不足を把握する＞ことにより、＜家族関係が希薄であることに気づく＞＜会話する
中で患者の孤独や孤立を感じ(る)＞ていた。3）【医療・治療環境の提供に向けた支援と困難】≪医師が入院決定
する情報を患者から聴取≫では、帰宅困難となることを推察した患者と意識的に会話し、＜患者への聞き取りから
入院理由をみつける＞＜医師が入院決定する情報を意図的に提供する＞ことをしていた。4）【経済的支援に向け
た多職種との協働】看護師が≪経済的支援の必要性と MSWはじめ多職種協働の重要性を実感≫する経験は、＜経
済的支援につなぐ介入を行う＞＜ MSWはじめ福祉職と情報共有する＞＜患者から得た情報を多職種に共有する役
割を担う＞ことによって得られていた。Ⅵ．考察 看護師は患者の入院の必要性を感じた時、非入院の判断をする
医師に違和感を持ち、空床が無いといった入院をめぐる制約に困難感を抱いていた。その中で MSWをはじめとし
た多職種で患者を支援した経験から困難感を乗り越え協働する意味を実感していた。よって、帰宅困難となる社
会的要因をもつ患者の支援においても看護師は、成功体験を得ていることが考えられた。 
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